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平 成 2 0 年 1 1 月 1 9 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開会

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）
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13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）
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20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）
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◎ 開 会

○坂口博美議長 これより平成20年11月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員45名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○坂口博美議長 会議録署名議員に、外山衛議

員、松田勝則議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○坂口博美議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、丸山裕次郎委員長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕 御報告いたしま

す。

去る11月12日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成20年11月定例県

議会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は32

件、報告２件であります。議案の内訳は、補正

予算案２件、条例７件、予算、条例以外の議案

が23件であります。この23件のうち１件は、

「平成19年度決算の認定」の議案であります。

また、人事案件が追加提案される予定でありま

す。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査いたしました結果、会期に

ついては、本日から12月17日までの29日間とす

ることを決定いたしました。会議日程は、お手

元に配付されております日程表のとおりで、確

認決定いたしました。

まず、「平成19年度決算の認定について」の

審議に当たりましては、11月25日に各会派１名

による総括質疑を行った後、普通会計決算特別

委員会を設置の上、同委員会に当該議案を付託

することにしております。休会中の11月26日か

ら12月２日までの間に、普通会計決算特別委員

会を開催し、審査していただきます。次に、12

月４日から５日間の日程で一般質問を行いま

す。質問人数は合計20名以内とし、質問順序は

２日の通告締め切り後に行う抽せんにより決定

いたします。質問時間は１人30分以内としま

す。以上のとおり、質問について確認決定した

ところであります。

一般質問終了後、議案・請願の所管常任委員

会への付託を行います。12月11日、12日の２日

間で各常任委員会を開催していただき、12月17

日の最終日に、付託された議案・請願の審査結

果報告をお願いいたします。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載してお

りますとおりであります。

以上で当委員会の報告を終わります。議員各

位におかれましては、議会運営に特段の御協力

をいただきますようお願いいたします。以上で

ございます。〔降壇〕

○坂口博美議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○坂口博美議長 会期についてお諮りをいたし

ます。

今期定例会の会期につきましては、ただいま

の議会運営委員長の報告のとおり、本日から12

月17日までの29日間とすることに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平成20年11月19日(水)
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○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第32号まで上程

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第32号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成20年11

月定例県議会の開会に当たりまして、ただいま

提案いたしました議案の御説明に先立ち、１点

御報告させていただきます。

エコクリーンプラザみやざき問題についてで

あります。去る10月24日、この問題に関する外

部調査委員会が開催され、浸出水調整池の機能

回復に関する工法等についての見解が示されま

した。

同委員会では、安全性の確保を最優先に、地

震時の対応も踏まえた工法を検討した結果、概

算工事費12億8,000万円、施工期間16カ月のくい

基礎補強案が最も適切であるとの結論に達した

ものであります。

この見解の発表を受けて、県では、その内容

を地元対策協議会の会長や関係する11市町村長

の皆様に同日中に説明するとともに、週明け

の27日に開催された県議会の環境農林水産常任

委員会において報告したところであります。

その後、事業主体となります宮崎県環境整備

公社におきましては、地元への説明会等を経

て、11月７日に理事会を開催し、外部調査委員

会の見解に沿って工事を行うことや、所要の資

金を金融機関からの借り入れによって調達する

こと等を正式に決定いたしました。

今後、公社では、速やかに入札等の準備を行

い、来年２月には着工し、再来年の５月、梅雨

入り前には完成させたいとしております。

県といたしましても、一日も早く安全・安心

の確保が図られるよう、公社を支援するととも

に、引き続き、外部調査委員会による調査検討

を進めながら、この問題の根本的な解決に向け

て努力してまいりたいと考えております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案であります。今回は、公

共事業費等の国庫補助決定に伴う経費、その他

必要な経費について措置することといたしまし

た。

補正額は、一般会計10億2,829万7,000円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は5,662億5,286万円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業につきましては、台風13号に

よる被災箇所の復旧を図るため、治山事業で３

億6,000万円の追加補正を行うことといたしまし

た。

林業関係では、林業・木材産業の構造改革を

推進するため、地域材の安定的な供給及び森林

資源の循環利用に資する木材加工流通施設等の

整備を支援するための経費を措置することとい

たしました。

また、国の一次補正予算により、道路特定財

源の暫定税率の失効期間中の減収補てん措置と

して地方税等減収補てん臨時交付金が交付され

平成20年11月19日(水)
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ることとなったため、これを歳入で受け入れ、

全額を財政調整積立金に積み立てることといた

しました。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、地方特例交付金５億8,826万9,000

円、国庫支出金３億1,059万2,000円、繰入

金1,493万6,000円、県債１億1,450万円でありま

す。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

まず、議案第10号「平成19年度決算の認定に

ついて」であります。

これは、平成19年度宮崎県歳入歳出決算を、

地方自治法の規定に基づき、議会の認定に付す

るものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入5,564億2,616万円、歳

出5,517億6,769万8,000円となっており、翌年度

への繰越事業に充当する財源を差し引きます

と、実質収支で24億8,375万3,000円となってお

ります。

平成19年度の財政運営につきましては、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の徹底した見直し、歳入確保対

策等により、収支不足の圧縮に努めますととも

に、本県が抱える政策課題に的確に対応するた

め、新みやざき創造戦略に基づく重点施策の推

進を図ったところであります。

今後も、厳しい財政状況が続くものと見込ま

れますことから、引き続き、行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づく取り組み

を着実に推進していくことが重要であると考え

ております。

次に、議案第６号「宮崎県高千穂線鉄道施設

整理基金条例」は、高千穂鉄道株式会社の清算

に当たり、高千穂線沿線の自治体が寄附を受け

た施設のうち不要となる施設の撤去に要する費

用を計画的かつ安定的に確保するため、県及び

沿線自治体が共同で資金を積み立てる基金を設

置するための条例の制定であります。

議案第11号から第13号までは、広域農道整備

事業西臼杵４期地区２工区トンネル工事ほか２

件の工事請負契約の締結について、議会の議決

に付すべき契約に関する条例の規定に基づき、

議会の議決に付するものであります。

議案第14号から第31号までの公の施設の指定

管理者の指定については、宮崎県男女共同参画

センターほか24施設の管理を行わせる指定管理

者の指定について、公の施設に関する条例等の

規定に基づき、議会の議決に付するものであり

ます。

このほか、議案第３号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」外６件でありま

すが、説明は省略させていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から24日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、25日午前10時開会、総括質疑

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時13分散会

平成20年11月19日(水)
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平 成 2 0 年 1 1 月 2 5 日 ( 火 曜 日 )
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◎ 総括質疑

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第10号「平成19年度決算

の認定について」に対する総括質疑でありま

す。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。９月定例議会の閉会からわずか１月

半というのに、この短い期間でありながら、日

本人が次々にノーベル賞を受賞するという誇ら

しいニュースが流れたと思いきや、国会の政局

か景気対策か、はたまた市場原理主義、拝金主

義に基づいた金融バブルの崩壊は、100年に一度

という世界大恐慌に匹敵する世界大不況へと突

入する気配であります。また、想定外の事件・

事故、先日はまた、厚生事務次官等のＯＢをね

らったテロ殺人なのか、単なるペットのあだ討

ちなのか、まさに瞬時にして国内外、世界の隅

々から大量の情報が茶の間に入り込んで、脳内

革命ならぬ脳内進化に努めないと情報の処理が

できない状況であります。季節はあっという間

に冬支度となり、世間の冷たい風が身にしみ入

る昨今であります。そうした中、19年度の質疑

を行うわけでありますが、何かしら遠い昔のこ

とのようで、頭の切りかえが大変でありまし

た。

それでは、議案第10号「平成19年度決算の認

定について」に対して、自由民主党を代表して

総括質疑を行います。

昨年度を振り返りますと、県政においては、

東国原カラーの出た、知事の初めての予算によ

る今回の決算と相なるわけであります。一方、

国においては、福田内閣が発足し、１年過ぎた

任期中、主役の座から降壇した形となり、現

在、麻生内閣となっております。このように

国、県とも激動の中で、県民が真に必要とする

行政サービスを、しっかりとした理念のもとに

決定し、精査する経営感覚が必要であります。

そのような中、平成19年度当初予算の基本的な

考え方について、知事は、「県政を刷新し、新

たな宮崎の創造に向けて、県民総力戦による県

づくりを推進する」との観点から、平成19年度

予算を「宮崎を変える！みんなで変える！新み

やざき創造予算」と位置づけたところであると

言われております。今回、東国原知事が初めて

編成した予算に対する決算であります。予算編

成時に目指された方向に基づいて、県民の税負

担を税源としての予算がきちんと執行され、そ

の結果、県民福祉の向上に、どれだけの行政効

果に波及したのかという観点から、各分野にわ

たり、通告に従い質疑をさせていただきます。

まず初めに、平成19年度決算に対する総括的

な質疑を行います。

平成19年度の一般会計決算は、歳入が5,564億

円余り、歳出が5,517億円余りとなり、前年度と

比較して、歳入が439億円余りの減、歳出が427

億円余りの減となっております。率でいうと歳

入が前年度に比べ7.3％の減、歳出が7.2％の減

と、平成11年度から９年連続で減少しておりま

す。一方、翌年度への繰り越すべき財源を差し

引いた実質収支では24億8,375万円余りとなり、
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- 11 -

黒字が確保されました。また、単年度収支につ

いても、昨年の約１億円の赤字から約５億5,000

万円の黒字となりました。

内訳については、歳入において、税制改正な

どにより個人県民税が増収となり、県税全体

で13.3％のプラスになったものの、国庫支出金

の減や県債発行額の抑制などで、依存財源の多

い本県にとっては大変厳しい状況になったとこ

ろであります。歳出については、人件費などの

義務的経費が2,596億円余りで、前年度比１億円

余りの減、0.1％の減となり、公共事業の縮減に

より普通建設事業費が167億円余りの減となった

ため、投資的経費は1,243億円余りと前年度

比389億円余りの減、率でいうと23.8％の減と

なっております。なお、県債発行額は68 1

億1,800万円余りと、前年度に比べ147億7,300万

円余りの減と４年連続減少となっております。

一方、県債現在高は、これまでの経済対策や

災害復旧対策、特例地方債の発行等により9,146

億7,200万円余りと、前年度に比べ27億2,500万

円減少となっておりますが、依然、今後の公債

費負担が本県財政にとって大きな圧迫原因とな

ることが懸念されます。さらに、監査委員から

も、「本県の財政は、県税等の自主財源比率が

低いなどの構造的な課題を抱えており、今後、

社会保障関係費や公債費の増加等により、財政

状況を取り巻く環境は一層厳しさを増すことが

予測される」と指摘されております。

そのような中、平成19年度の決算状況につい

てどのように受けとめているか、どう総括して

いるか、知事の所見を伺います。

以上、壇上からの質疑を終わり、以降、質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 決算の総括

についてであります。本県の財政は、自主財源

の占める割合が低く、財政基盤が脆弱な上に、

地方交付税等の削減や社会保障関係費の増大等

により、大変厳しい財政運営を強いられまし

た。このため、平成19年度の財政運営に当たり

ましては、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財

政改革プログラムに基づき、義務的経費の削減

や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹底

的な見直しなどの取り組みを通じて、行財政改

革の徹底を図る一方、新しい総合計画「新みや

ざき創造計画」を策定し、その新みやざき創造

戦略として掲げる重点施策について、効率的か

つ効果的な推進に取り組んだところでありま

す。また、予算の執行に当たりましても、本県

の財政状況について、職員一人一人が十分認識

し、年度を通じて計画的、効率的な執行を図る

とともに、県税収入を初めとする自主財源の積

極的な確保や、徹底した経費節減に努めたとこ

ろであります。このような取り組みの結果、平

成19年度は、全体としては厳しい財政状況に対

応した堅実な財政運営を図ることができたもの

と考えております。以上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 次に、財政運営についてであ

ります。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低い

などの構造的課題を抱えており、先ほども申し

ましたが、県債残高の累増、その償還の大きな

負担など、極めて厳しい状況であります。さら

に、今後の社会保障関係費の増加等により、財

政のかじ取りがますます難しいものとなってき

ております。そのような中、平成19年度の決算

から導入されることになった財政健全化法に基

づく健全化判断比率について見ますと、財政規

模に対する一般会計等の赤字額の占める割合で

ある実質赤字比率、及び財政規模に対する特別

会計なども合わせた全会計の赤字額の占める割
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合である連結実質赤字比率については、それぞ

れ黒字であり、問題はないものと考えておりま

す。また、３つ目の指標である実質公債費比率

でありますが、これは財政規模に対する公営事

業などの負債も含めた負債の占める割合は12.2

％であり、早期健全化基準の25％、財政再生基

準の35％を下回っております。さらに、４つ目

の指標である将来負担比率であります。これは

財政規模に対する公営事業、公社等の関連会計

・団体も含めて、将来、県が負担すべき負債の

占める割合であり、212.3％と、早期健全化基準

である400％以下であり、クリアをしておりま

す。

しかしながら、財政構造の弾力性を判断する

ための指標である経常収支比率で見ますと―

これは人件費、扶助費、公債費等の経常的に支

出される経費に、県税や地方交付税などの一般

財源がどの程度使われたかをあらわすものであ

ります。経常収支比率が低いほど、経常的な支

出以外の政策的な経費に充てることのできる財

源が多くなり、弾力的な財政運営ができるわけ

であります。一般的には、この比率が80％を超

えると弾力性を失うと言われております。本県

においては、平成元年度は69.1％でありました

が、平成９年度に80％を超え、徐々に増加し、

平成18年度は92.1％、さらに平成19年度は2.2ポ

イント増えて94.3％と財政の硬直化が見られま

す。

そのような中、平成19年度以降も第２期の財

政改革推進計画に基づき、さらなる義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化に取り組ん

でおられるところでありますが、平成19年度に

おける財政改革の成果及び今後の財政運営につ

いてどのように考えておられるか、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 平成19年度は、「宮

崎県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラ

ムの初年度であったことから、義務的経費の削

減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹

底した見直し、財源確保対策など、財政健全化

に向けた取り組みを積極的に推進したところで

ございます。具体的には、一般会計に係る職員

数を249名削減したほか、予算編成に当たりまし

て、投資的経費の縮減・重点化により約46億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約86

億円の削減効果があったものと考えておりま

す。

しかしながら、三位一体の改革等により大幅

に削減された本県最大の歳入財源である地方交

付税等は、依然として減少しており、また、今

後の社会保障関係費や公債費の増等により、引

き続き多額の収支不足が見込まれるところであ

ります。このため、引き続き財政改革プログラ

ムに基づき、収支不足の圧縮を図るとともに、

持続的に健全性が確保される財政構造への転換

に向け、財政改革を着実に推進していくことが

最重要課題だと考えております。

○萩原耕三議員 次に、政策評価についてであ

ります。

平成20年度の政策評価は、平成19年６月に策

定された宮崎県総合計画「新みやざき創造計

画」の重点施策、いわゆる新みやざき創造戦略

について、内部評価及び外部評価を実施してお

られます。この外部評価は、新みやざき創造戦

略評価委員会が評価したものであり、具体的に

は、新みやざき創造戦略の３つの戦略、戦略１

は、「郷土の宝『宮崎人』づくり」、戦略２

は、「成熟社会における豊かな暮らし」、戦略

３は、「『経済・交流』拡大」ということであ

ります。また、この枝として16の戦略が構成さ
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れ、56の重点項目があります。この56項目の進

捗状況について、平成19年度の実績や成果等に

基づき、新みやざき創造戦略工程表に照らし

て、ＡからＣの３段階の評価が行われました。

Ａ評価は、すべての項目において工程表どおり

進んでいるものとして、56のうち39、率にして

約７割となっております。また、Ｂ評価は、お

おむね工程表どおり進んでいるが、一部におく

れを生じているものが、残り17となっておりま

す。Ｃ評価の、工程表よりおくれている項目が

多いというのは、ゼロということになっており

ます。非常に高いレベルで順調に政策が展開し

ているものであるとなっております。あくまで

も、県内外の有識者９名で構成される新みやざ

き創造戦略評価委員が、戦略の進捗状況等につ

いて評価したものであり、その結果がどうこう

ということは言いません。要は、政策評価の本

来の目的である、県が行っているさまざまな取

り組み、施策について評価を行い、その結果を

今後の施策や事業の企画立案、実施に活用、反

映させていくことが重要であります。この政策

評価結果について、感想及びその結果を今後、

県政にどのように生かしていくか、あわせて知

事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 政策評価の結果につ

いてであります。今回の結果を見ますと、全体

としてはおおむね順調に進捗しているのではな

いかと考えておりますが、中には、僻地医療提

供体制の充実や新規雇用の創出など、目標達成

のためには相当の努力を要するものもありま

す。また、外部評価委員会から、例えば医師確

保の問題など、県としての取り組みは、工程表

上は着実に進んでいるものの、社会的状況とし

てはまだまだ不十分な状況にあるとの意見もい

ただいております。このため、私といたしまし

ては、今後の施策展開や来年度事業の検討にお

いて、今回の評価結果を十分に踏まえるととも

に、あわせて、県民総力戦による取り組みを進

めながら、新みやざき創造戦略の目標達成を目

指してまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 次に、先ほど述べました重点

施策である新みやざき創造戦略として、より重

要性や緊急性の高い課題に対応されております

が、その中で、進捗率に一部のおくれを生じて

いる施策を中心にお伺いいたします。

初めに、「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略

についてであります。この戦略の中で特に大事

なのは、いじめ等悩みを抱える児童生徒の相談

窓口についてであります。そこで、教育長に２

点お尋ねいたします。

新しい宮崎をつくっていくのは、時代の変化

に対応できる柔軟な発想と行動力を持った人で

あり、人づくりはまさに県づくりの基本であり

ます。宮崎を愛し、宮崎に誇りを持ち、郷土を

支える知・徳・体の調和のとれた人材を育成す

ることが必要であります。そのような中、いじ

め、不登校、非行など生徒指導の重要課題につ

いて、未然防止や早期発見・早期対応ができる

ような生徒指導の総合的な体制の充実や、問題

行動などの解決を図るため、小学校や中学校に

スクールカウンセラーなどの相談員を配置され

たところであります。平成18年度の公立小・中

・高等学校不登校児童生徒が1,348人あったみた

いですが、平成19年度はどうであったのか、ま

た、事業の成果をどのようにとらえているか、

さらに、今後の取り組みについてどうしていく

のかが、第１点目。

２点目として、宮崎の教師力アップについて

であります。やはり子供たちの教育の場という

のは、第一義的には家庭でありますが、社会人
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として自立するために必要な学力や、集団生活

を営む上で必要な社会性の育成については、学

校が中核となる役割であります。子供の成長過

程において、先生の影響力というのは、その子

の将来までも左右すると言っても過言ではあり

ません。そこで、平成19年度の新規事業で取り

組まれた、教師に求められる授業力、幅広い社

会性、マネジメント力の育成を目指した「みや

ざきの教師力アップ事業」について、どのよう

な取り組みを行い、どのような成果があった

か。２点について教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校児童生

徒数についてでありますが、文部科学省が実施

した調査によりますと、平成19年度の本県公立

小・中・高等学校における不登校の児童生徒数

は1,318人で、平成18年度と比べまして30人減少

している状況であります。

次に、自己指導能力育成充実事業についてで

あります。この事業では、小中学校に地域の人

材や臨床心理士等を、「子供と親の相談員」や

スクールカウンセラーなどとして配置してまい

りました。また、本事業とは別に、高等学校に

は、教育相談並びに生徒指導を専門的に担当す

る教師を配置してまいりました。このような取

り組みによりまして、平成19年度に小中学校で

不登校になった児童生徒のうち、同一年度内で

約３割が登校できるようになり、好ましい変化

が見られるようになった児童生徒も加えますと

５割を超えるなど、児童生徒の心に寄り添う相

談員等の果たす役割は大変大きなものがあると

考えております。今後とも、市町村教育委員会

や学校とも連携を図りながら、スクールカウン

セラー等の配置や活用のあり方を工夫するな

ど、相談体制の一層の充実に努めてまいりたい

と考えております。

次に、みやざきの教師力アップ事業について

であります。この事業は、校内研修推進モデル

事業、宮崎授業力リーダー養成事業、及びスー

パーティーチャー制度の３つの取り組みで構成

されております。１点目の校内研修推進モデル

事業につきましては、研修の基本であります校

内研修を活性化するため、モデル校を15校指定

し、大学教授等による授業力向上のための授業

研究会や、社会性、マネジメント力をテーマに

した研修等を推進したところであります。２点

目の宮崎授業力リーダー養成事業につきまして

は、将来の授業力リーダーを育成するため、25

名の若手教師を対象に、指導力にすぐれた教師

を塾長とする５つの養成塾を設置したところで

あります。この養成塾では、塾生の授業を塾長

やその他の塾生等が参観し、塾長による授業改

善に向けた指導助言や塾生相互の率直な意見交

換を通して、リーダーとして必要な授業の企画

力や実践力等の向上に取り組んだところであり

ます。最後に、スーパーティーチャー制度につ

きましては、すぐれた教育実践を行っている17

名のスーパーティーチャーが、延べ58回の公開

授業や研修会を通し、約740名の教師に対し、高

い指導技術等の普及を図ったところでありま

す。これらの取り組みによりまして、授業力や

幅広い社会性、マネジメント力等、教師として

必要な資質の一層の向上が図られたものと考え

ております。以上であります。

○萩原耕三議員 次に、福祉保健部長に４点ほ

どお尋ねいたします。

まず第１点は、子育て支援体制の充実につい

てであります。平成19年の本県の合計特殊出生

率は1.59と、平成18年に引き続き若干向上し、

沖縄県に次いで全国２番目でありますが、依然

として少子化の進行は深刻な状況であります。

平成20年11月25日（火）
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地域における子育て支援や、仕事と家庭が両立

できる環境づくりなど、子育て支援体制の充実

が重要であります。また、子育て支援について

は、県のみならず市町村、ＮＰＯ、民間、地域

との連携もまた必要であり、知事の言われる県

民総力戦で取り組むべき課題であります。出生

率向上のための施策も充実させていく必要があ

ります。平成19年度の事業としてどのように取

り組み、その成果はどうであったか。また、今

後どのように施策を展開していくかをお尋ねし

ます。

２点目でありますが、「成熟社会における豊

かな暮らし」戦略の中の医師確保対策について

であります。最近の事例では、都内に住む女性

が脳内出血を起こし、都立病院など８つの医療

機関から次々と受け入れを断られ、赤ちゃんを

出産してから３日後に亡くなられた痛ましい事

件がありました。医師の多いとされる都会でも

このような状況であります。県民が安心して適

切な医療が受けられるよう、地域医療の現場を

安定的に支える医師の育成確保を図ることは、

大きな県政の課題であることは言うまでもあり

ません。そこで、平成19年度における医師確保

対策により、県内の医療提供体制、特に僻地医

療体制は向上したのか。また、小児科医につい

ては全国で下位のほうに位置しており、その対

策は急務であります。小児医療についてどのよ

うな取り組みをなされたのかお尋ねします。

３点目として、地域における健康づくりの推

進についてであります。県民ひとしく、住みな

れた地域で、より生き生きとした暮らしを送る

ことは県民の願いであります。生活習慣病対策

による病気予防の促進、高齢者の介護予防の促

進など、県民の健康づくりの向上を図ること

が、地域福祉のさらなる充実につながっていく

と考えられます。特に、超高齢化社会を迎える

今日、高齢者の介護予防は重要であります。平

成19年度新規事業で実施された、モデル市町村

が専門家と協働して取り組む高齢者向けの介護

予防プログラムの開発や実践、専門家等による

各市町村の介護予防事業の評価・分析について

は、興味を引かれるものであります。また、私

も該当すると思われますが、メタボリック対策

についてどのような取り組みを行ったのか、非

常に興味があります。これらの事業による成

果、及び今後どのように施策展開されていくか

お尋ねします。

４点目として、障がい者の就労支援について

であります。平成18年４月の障害者自立支援法

施行に伴い、障がい者の地域における自立した

生活を確保するため、障がい者の就労支援強化

について、関係機関が取り組む内容や連携方法

について共通の指針が定められました。しかし

ながら、平成19年６月時点の障がい者雇用率を

見ると、県では2.11％、県教育委員会では1.37

％、市町村では2.28％という状況でありまし

た。行政機関としては、率先して障がい者の雇

用促進に取り組むべきであります。また、県内

の就労継続支援事業所等で働く障がい者の工賃

水準の向上を図ることも重要であります。さら

に、障がい者の特性に応じた福祉保健医療サー

ビスの確保や、発達障がい者への対応、障がい

児療育支援体制の整備については、グループホ

ーム等居住の場の確保などが喫緊の課題であり

ます。そのような中、平成19年度に事業・施策

が実施されたようでありますが、障がい者の就

労がどう向上したのか。また、今後どのような

施策を打ち出すことで、より一層の成果を上げ

ていくのか。以上４点について福祉保健部長に

お尋ねいたします。

平成20年11月25日（火）
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○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、子育て

支援対策についてであります。平成19年度は、

知事を本部長とする宮崎県子育て応援本部を設

置し、県庁内推進体制の一層の強化を図り、各

種施策の推進に努めたところであります。具体

的には、民間の事業所、店舗などの協賛を得て

実施しております「みんなで子育て応援運動」

などの推進により、社会全体で子育てを応援す

る機運づくりや仕組みづくりを進めるととも

に、子育て家庭の負担軽減のための乳幼児医療

費助成制度の拡充に向けた検討や、児童の放課

後対策、保育対策の充実に取り組んだところで

あります。このような取り組みの結果、みんな

で子育て応援運動への参加事業所が、平成18年

度末から226件増加し、790件となるとともに、

放課後児童クラブや一時保育、特定保育の実施

施設が増加するなど、子育て支援の充実が図ら

れたものと考えております。今後とも、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づき、子育て支援

施策の推進を図り、安心して子供を生み、育て

られる社会の実現に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、医師確保についてであります。県とい

たしましては、深刻化する医師不足に対応する

ため、医師修学資金等の県独自の事業を展開し

たほか、市町村と一体となった医師確保対策の

推進や、国へ医師確保に向けた抜本的対策につ

いて要望するなど、さまざまな取り組みを行っ

たところであります。このうち、僻地につきま

しては、自治医科大学卒業医師の市町村への派

遣等に加え、平成19年度は、医師派遣システム

により新たに医師を採用し、市町村に派遣する

など、僻地医療体制の充実を図ったところであ

ります。また、小児科医を確保するため、将

来、県内の小児科での勤務を希望する医学生７

名に医師修学資金を貸与したほか、県北、県

央、県西の３つのこども医療圏を設定し、地域

の実情に合った小児医療体制の構築に向けて検

討を行ったところであります。また、産科医療

につきましては、県内を４つの圏域に分け、拠

点となる病院を中心として、地域分散型の周産

期医療体制を構築しているところであります。

医師確保は極めて重要な問題でありますから、

本年度、特に不足している小児科医の確保を目

指した小児科専門医師研修資金貸与制度を創設

するなど、重点施策として推進しているところ

でありまして、今後とも全力を挙げて取り組ん

でまいりたいと存じます。

次に、地域における健康づくりの推進につい

てであります。県民一人一人が、住みなれた地

域で生き生きと安心して暮らせるよう、高齢者

の介護予防や、生活習慣病対策、いわゆるメタ

ボリック対策を推進することは大変重要であり

ます。このため、「いきいきはつらつ介護予

防」普及事業により、都城市など３市をモデル

として、高齢者が家庭や地域で気軽に取り組め

る、本県独自の介護予防プログラムの開発のた

めの実践・評価を実施したところであります。

また、県民がみずからの生活習慣を改善するた

めの脱メタボリックチャレンジ事業や料理実践

講座を実施するとともに、健康診断・保健指導

のリーダー育成を図ったところであります。今

年度は、モデル事業を踏まえて作成した介護予

防プログラムやメタボリックシンドロームの予

防・改善の取り組みについて、県民への一層の

普及・定着を図っているところであり、これら

の事業を通して、今後さらに、県民の健康づく

りの推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

最後に、障がい者の就労支援についてであり

平成20年11月25日（火）
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ます。本県では、昨年２月、企業や行政、就労

支援機関等をメンバーとする障がい者雇用促進

協議会を立ち上げ、昨年10月に今後の取り組み

の具体的内容等を盛り込んだ「障がい者雇用促

進のための取組指針」を策定したところであり

ます。この取り組み指針に基づき、平成19年度

は、新たに約200社の参加があった企業向けセミ

ナーの開催や、県庁の職場における知的障がい

者職場体験実習事業、特別支援学校の生徒や保

護者を対象とした就労支援セミナーなどに取り

組んだところであります。その結果としまして

は、県総合計画に掲げている「福祉施設からの

一般就労に移行する障がい者数」が、平成18年

度の38人から70人に増加したところでありま

す。今後は、雇用に関する総合相談窓口である

「障がい者就業・生活支援センター」につい

て、現在、県内３カ所から７障害福祉圏域すべ

ての設置を目指すとともに、特に就職や職場定

着が困難な精神障がい者や発達障がい者に対す

る就労支援の強化など、一人でも多くの障がい

者が就職し、職場定着できるよう、全力を挙げ

て取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。

○萩原耕三議員 余りとんとんといきよります

から、ゆっくりとやりたいと思いますが、次

に、総務部長にお尋ねします。災害時の避難を

円滑にするための情報体制についてでありま

す。

災害から県民の命を守るためには、情報体制

の強化は重要なことであります。そのような

中、市町村防災行政無線の果たす役割は大きい

ものがあると考えます。しかしながら、昨今の

厳しい財政状況の中、整備実施に必要な費用捻

出ができないといった市町村もあるやに聞いて

おります。また、県においては、地震などの自

然災害や火事などの災害の発生を知らせたり、

強盗やいたずらなどの防犯情報を知らせるな

ど、携帯メールを活用した、県民に対する防災

・防犯メールの配信サービスを実施しておりま

す。私もこのサービスを受けておりますが、即

時に情報を入手することができ、いろいろな場

面で役立っております。携帯電話を所有する県

民すべてが登録する必要があるのではないかと

考えます。そこで、市町村防災行政無線の整備

状況及び未整備市町村への働きかけを今後どの

ように行っていくのか。また、宮崎県防災・防

犯情報メールサービスについて、現在の登録状

況と今後どのように普及を図っていくのか、総

務部長にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） まず、市町村の防

災行政無線についてでございますが、各家庭あ

るいは屋外にスピーカーを設置いたしまして、

防災情報等を住民に直接伝達することのできる

同報系無線は、現在６市町村で未整備となって

おります。また、同報系無線を既に導入してい

る市町村におきましても、必ずしも整備が十分

でない地域がございます。県におきましては、

同報系無線は、住民に対して迅速・確実に情報

の伝達を行うことができ、有効性が高いことか

ら、従来から整備促進を図ってきたところであ

りますが、今後とも、より一層の働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

また、宮崎県防災・防犯情報メールサービス

の登録状況についてでございますが、毎年徐々

に利用者が増加をしております。具体的に

は、19年度は3,680人の増、今年度は７カ月間

で3,788人の増となっておりまして、本年の10月

末現在での登録者数は１万3,017人となっており

ます。メールサービスは、県民の皆様の安全で

安心な暮らしを確保する重要な手段の一つであ

平成20年11月25日（火）
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りますので、今後とも、県の広報誌やホームペ

ージ、新聞、テレビ、出前講座など、さまざま

な方法によりＰＲを行うとともに、本年の８月

から配信を開始いたしました竜巻注意情報のよ

うに、内容の充実にも努めてまいりたいと存じ

ます。

○萩原耕三議員 次に、警察本部長にお尋ねい

たします。地域の安全を守る街頭活動強化事業

についてであります。

交番・駐在所は、地域住民の暮らしの安全を

守る生活安全センターであり、パトロールをす

る警察官の姿は地域住民に安心感を抱かせるな

ど、重要な役割を担っております。また、交番

相談員あるいは警察安全相談員として、退職さ

れた警察官の知識や技能などを活用すること

で、警察官の外部活動強化による街頭犯罪など

の検挙及び抑止も期待できます。さらに、少年

事件の凶暴化や声かけ事案など子供が被害者と

なる事件も増加しており、児童生徒の非行防止

や健全育成に資する活動が重要となっておりま

す。そこで、昨年度実施された「地域の安全を

守る街頭活動強化事業」の成果及び今後の活動

について、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

お尋ねのありました事業は、警察官が従来

行っておりました各種届け出の受理や困り事相

談への対応等の業務の一部を、それぞれ交番相

談員や警察安全相談員に担当させ、警察官の負

担を減らすことにより、その活動を警察が直接

担う治安対策の中心というべきパトロールや捜

査等にシフトして、街頭活動を強化しようとす

るものであります。また、スクールサポーター

につきましては、子供に起因する学校内外の問

題等を早期に把握して対処・解決するほか、学

校周辺における子供の安全確保等の活動を行う

ことにより、地域の安全を守ろうとするもので

あります。

平成19年度の成果、活動実績といたしまして

は、交番相談員については、県下に47名を配置

して、総合計で約５万6,000件の拾得・遺失届あ

るいは地理教示等を処理いたしております。警

察安全相談員につきましては、県下に18名を配

置して、5,000件を超える防犯や民事、家事問題

等の相談に対応いたしております。また、スク

ールサポーターにつきましては、平成19年７月

から警察本部に１名配置して、中学、高校等か

らの要請に基づいて、約200件の助言指導、非行

防止教室、校内外のパトロール等を実施するな

どしております。

今後の取り組みについてでございますけれど

も、まず、交番相談員につきましては、本年度

の予算により、制服を従来のブレザーのタイプ

のものから、より機能的なもので積極的な活動

に資する服装に変更するとともに、新たに交番

の前での立番勤務を設けまして、子供の見守り

活動にも従事をさせるなど、街頭における活動

を強化することといたしております。また、ス

クールサポーターにつきましては、本年度から

３名増員して合計４名となっておりまして、県

下全域にわたりまして、学校等関係機関・団体

との連携を一層強化して、少年の非行防止や犯

罪被害防止活動を推進することといたしており

ます。警察安全相談員につきましても、県民の

立場に立った親切かつ丁寧な相談対応をさらに

徹底することといたしております。

県警察といたしましては、刑法犯認知件数の

減少に見られますように、指数面ではある程度

落ちつきつつある一方で、県内における子供に

対する声かけ事案等が一昨年、昨年と年間で300
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件を超えており、また、御案内のとおり、本年

６月には宮崎市内で女子児童が連続して髪を切

られるという事案が発生するなど、体感治安と

いう面では、県民の不安は払拭されるにはまだ

まだ至っておりませんことから、今後とも体制

基盤の充実に努めますとともに、各種警察活動

を強化することにより、警察全体としての力の

向上を図り、また、地域の方々や関係機関とも

連携をして、安全で安心なまちづくりを推進す

る所存であります。

○萩原耕三議員 次に、環境森林部長に２点お

尋ねいたします。

まず第１点として、森林環境税を活用した森

林保全等の取り組み状況についてであります。

森林の持つ多面的な機能により、県民は大きな

恩恵を受けておりますが、木材価格は低迷した

まま、担い手の減少、高齢化の進行などによ

り、植栽未済地や間伐等の手入れの行われない

放置林が増加し、森林の持つ多面的機能の低下

が危惧されております。このような中、平成18

年度から森林環境税が導入されたところであり

ます。この森林環境税を活用した森林づくりに

対する県民や企業等の意識を高め、実際の森林

づくり活動に結びつけなければなりません。平

成19年度に実施された森林環境税を活用した森

林保全等の取り組み状況はどうであったのか、

お伺いいたします。

２点目ですが、「経済・交流」拡大戦略の中

で、林業再生に向けた新生産システム推進対策

モデル事業であります。御案内のとおり、本県

は、昭和30年代前半からの拡大造林により、森

林の61％を人工林が占めており、既に半分以上

が伐採可能な資源となっております。また、林

道整備や高性能林業機械などの生産基盤も順調

であり、その結果、杉丸太の生産量は平成３年

から連続日本一となっております。しかし、一

方で、木材価格の低迷や担い手不足など深刻な

課題もあります。そのような中、林業の再生に

向けて、安定供給協定に基づく原木の供給や、

効率的な流通・加工体制の整備などを通じて、

川上から川下まで一貫した安定供給体制の整備

が重要となっております。そこで、昨年度の新

規事業であります林業再生に向けた新生産シス

テム推進対策モデル事業について、どのような

成果があったのか。また、今後、県内の林業・

木材産業の発展にどのように結びつけていくの

か、環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、森林環

境税の平成19年度の主な取り組みといたしまし

ては、50の森林ボランティア団体などに対しま

して活動費の助成や苗木の提供を行い、65ヘク

タールの森林づくりが実施されるとともに、企

業への働きかけを行うことにより、県内２つの

企業が森林所有者等と協定を結び、企業による

森林づくりが行われることとなりました。ま

た、森林への理解や関心を深めるため、39の学

校や地域に対し、森林環境教育への支援を行っ

たところであります。さらに、公益上重要な森

林を対象に、12市町村で68ヘクタールの広葉樹

の植栽を行うとともに、適切な管理がされてい

ない森林を、針葉樹と広葉樹が入りまじった森

林へ誘導するために、21市町村で317ヘクタール

の間伐を実施したところであります。

次に、新生産システム推進対策モデル事業に

つきましては、原木の生産・流通・加工におけ

るコストの低減や、安定的な製品供給体制の構

築によりまして、林業の再生を目指すものであ

ります。平成19年度は、高性能林業機械３台の

導入を支援し、原木の生産コストの低減を図る

とともに、原木の製材工場への直接納入等に試
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験的に取り組み、流通コストの低減につきまし

ても一定の成果が得られたところであります。

また、加工体制につきましては、大量の原木を

処理できる効率の高い製材工場の増設を支援

し、住宅メーカー等大口の需要に対応した供給

体制を強化したところであります。今後とも、

この事業を着実に推進し、厳しい状況下にある

林家等への利益還元を図り、循環型林業を確立

することにより、本県の林業・木材産業の発展

を図ってまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 次に、みやざきブランドの総

合プロモーションについて、環境森林部長、商

工観光労働部長、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

本県の農林水産業における、生産活動を支え

る担い手づくりや基盤整備に積極的に取り組む

とともに、みやざきブランドの確立を推進する

ことにより、大消費地における本県農林水産物

の認知度アップを図る必要があります。知事の

情報発信力により、全国的に「宮崎」の名が認

知されるようになりましたが、農林水産業それ

ぞれ取り組むのではなく、相互に連携したみや

ざきブランドづくりが、今後必要であります。

平成19年度に実施した、みやざきブランド総合

プロモーションの成果及び今後の取り組みにつ

いて、３部長にそれぞれお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部に

おきましては、乾シイタケのブランド確立や県

産材の需要拡大などに取り組んでおります。乾

シイタケにつきましては、商品ブランド認証に

向けて、品質向上やトレーサビリティシステム

確立への支援を行ってきた結果、本年３月に

「みやざき乾しいたけ」として認証を受けたと

ころであります。また、県外での物産展への参

加や、栄養士と連携した食育の推進などに取り

組み、需要拡大に努めてまいりました。県産材

につきましても、大消費地の福岡市における

「知事のトップセールス」の開催や、海外にお

ける経済交流訪問団に参加しての商談など、新

たな取引先の開拓に努めたところであります。

今後とも関係部局と連携し、「みやざき乾しい

たけ」の認知度の向上や、宮崎県産材の販路拡

大に取り組み、林家所得の向上や林業・木材産

業の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商工観光

労働部における取り組みでありますけれども、

県内外のバイヤーを招聘した商談会や、大都

市、東アジアなどでの物産展の開催、さらに

は、バイヤー等による商品開発やデザインの指

導等を通じまして、県産品のブランド力の向上

や販路開拓に努めてまいりました。その結果、

国内のスーパー等におきまして約60件の宮崎物

産フェアーが開催されるとともに、海外の量販

店におきましても、農水産加工品の継続取引が

始まるなど、一定の成果を上げたところでござ

います。今後につきましては、関係部局や団体

と連携を強化しながら、今年度創設した宮崎県

優良県産品推奨制度の活用や、現在策定中の東

アジア販路拡大戦略に基づく取り組みを積極的

に推進することにより、国内外での県産品の定

番・定着化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部に

おきましては、宮崎ならではの安全・安心を基

本に、消費者から信頼されるブランド対策に取

り組んでおります。平成19年度は、商品ブラン

ドに、先ほどお話のございました乾シイタケ

に、「みやざき温室光センサーメロン」を加え

た２品目、７産地を追加するとともに、ブラン
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ドＣＭの全国放送や知事のトップセールス等に

よる情報発信、全国トップの残留農薬検査体制

確保のための新たな検査センター整備への支援

等を行ったところであります。これらの取り組

みにより、本県農産物の認知度の向上や取引先

とのパートナーシップの強化、安定的な農産物

の供給体制が整いつつあるものと考えておりま

す。今後は、観光や加工品等と連携した、みや

ざきブランドの総合プロモーションの強化に積

極的に取り組むとともに、「ブームから定番・

定着化へ」ということによる農家所得の安定向

上に取り組んでまいります。以上でございま

す。

○萩原耕三議員 同じく農政水産部長に３点お

尋ねいたします。

まず第１点目として、県から始める地産地消

推進についてであります。地産地消について

は、その必要性や意識については県民すべてが

持っていると思われますが、新聞報道でもある

とおりに、まだ学校給食での取り組みは十分で

はありません。また、特に食材が主体とされる

県内のホテル、旅館、飲食業関係者等々にも一

層の取り組みを求めるべきであります。さら

に、県だけではなく、市町村やＪＡなど民間レ

ベルでの取り組みも進める必要があります。我

が国の食料供給県だからこそ、地産地消につい

ては積極的に取り組んでいくことが重要であり

ます。言うまでもなく、地産地消は、食の安全

・安心につながるだけではなく、生産者と消費

者が身近になり、地域経済の活性化にもつなが

るものであります。そこで、平成19年度に実施

された地産地消対策、特に、県産農水産物の利

用促進についての取り組み状況と今後どのよう

に推進していくのか。

２点目として、農地・水・環境保全向上対策

についてであります。平成19年度から、戦後最

大の農政改革と言われる品目横断的経営安定対

策が導入され、担い手の育成確保に向けた取り

組みが始まりました。さらに、農村地域の集落

機能の向上と地域の活性化につながる施策とし

て、農地・水・環境保全向上対策が実施されま

した。本県においては、農業従事者の減少、高

齢化等が進み、農村地域の集落機能が減退して

いく中で、農業者、地域住民が一体となって、

農地・農業用水等の農業資源や農村の環境を守

りつつ育てるというこの対策は、今後ますます

重要となると考えます。昨年度から始まった農

地・水・環境保全向上対策の取り組み状況とそ

の成果、及び今後どのように取り組んでいかれ

るのか、お伺いいたします。

３点目として、水産業の振興についてであり

ます。近年、水産資源の減少や魚価低迷に加

え、担い手の減少や高齢化により、本県の基幹

産業である農林水産業の一翼を担う水産業は危

機的な状況であります。このような状況を打破

するためにも、地域産業との連携や消費者ニー

ズに対応した水産流通・加工業の健全な発展を

図るための施策を充実することも重要でありま

す。また、本県の水産業の振興については、つ

くり育て、管理する漁業を推進されているとこ

ろであり、鹿児島県に次いで全国第２位で、本

県養殖生産額の２分の１を占めるカンパチ養殖

をより一層確立することが重要であります。そ

こで、昨年度実施されたカンパチ種苗生産実用

化事業についての成果と、今後どのように取り

組んでいくのか、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、地産地

消対策についてであります。地産地消の推進に

つきましては、「みやざきの食と農を考える県
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民会議」が中心となり、多様な取り組みを展開

しております。特に、県産食材の利用促進につ

きましては、学校給食への県産食材の導入支援

を行うとともに、県産食材にこだわった料理を

提供する飲食店等を、「こだわり料理の店」と

して登録する制度を開始したところでありま

す。これらの取り組みにより、生産者と学校と

の間で食材供給協定の締結等の先駆的な取り組

みが始まるとともに、「こだわり料理の店」の

登録店も139店舗となったところであります。さ

らに、県産食材を直接県民に供給する農水産物

等直売所も大幅に増加しております。今後と

も、民間企業を初め幅広い分野の主体的な取り

組みを推進し、市町村等とも連携を図りなが

ら、県民運動としての定着に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、農地・水・環境保全向上対策につきま

しては、農業者を中心に、地域住民等に幅広く

参加いただくことにより、農地や農業用水等の

資源の保全や農村環境の維持向上を図るもの

で、市町村など関係機関と連携し、推進してお

ります。初年度の平成19年度には、197の組織に

おいて約１万300ヘクタールの農地を対象に、水

路の泥上げや草刈り、農業用施設を長もちさせ

るための点検・補修、ホタルの再生などの環境

を維持向上させる取り組み、さらには、化学肥

料や化学農薬を低減する先進的な営農等の活動

が実施されたところであります。県といたしま

しては、今後とも、集落機能の向上や地域の農

業への理解促進、活性化に向けて、積極的に推

進してまいりたいと考えております。

次に、カンパチ種苗生産実用化事業につきま

しては、県では、良質な本県産カンパチ種苗を

供給するため、種苗量産化技術の開発に取り組

んでおります。平成19年度におきましては、え

さや飼育水などの飼育環境のコントロール技術

を確立したことにより、量産化技術の目安とさ

れる稚魚生産数10万尾を超えたところでありま

す。今後とも、宮崎県水産振興協会との連携を

図りながら、稚魚の初期生存率の向上や、生産

コストの削減などの取り組みを進め、量産化技

術を確立し、本県産カンパチ種苗を用いた養殖

業の振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 次に、商工観光労働部長に３

点ほどお尋ねいたします。

第１点目は、おもてなし日本一観光推進につ

いてであります。新みやざき創造計画におい

て、平成22年までに県外観光客数を97万人増加

させ、547万人を目指すという高い目標値を掲げ

ておられます。また、宮崎ならではの地域資源

を生かした観光地づくりを進め、観光客を心か

ら迎えるホスピタリティーの醸成など、おもて

なし日本一の観光を推進しておられます。その

ような中、平成19年度に実施した事業によっ

て、県外観光客数はどのようになったのか、ま

た観光客の経済効果はどうであったのか、さら

に今後、おもてなし日本一観光をどのように進

めていくのか、お伺いいたします。

２点目として、働く場づくり、物づくりの振

興についてであります。即効性のある雇用対策

である企業誘致についてであります。昨年度の

本県の有効求人倍率は0.65倍と、全国の1.02倍

と比較して依然として厳しい状況が続いており

ます。このため、商工業、農林水産業など諸産

業の振興はもとより、企業誘致や新たな産業の

創出に積極的に取り組み、雇用の確保を図るこ

とが何よりも重要なことであります。高速道路

の整備状況などのインフラ整備や、人材、用

地、工業用水や電力供給などを総合的に判断
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し、企業は工場などの立地を決定するとのこと

であります。その企業誘致の呼び水として、平

成19年度から、企業立地促進補助金の最高限度

額が九州最高額の50億円と増額されました。増

額を実施した平成19年度における企業立地促進

補助金の交付状況、及び企業誘致の件数、最終

雇用予定者数について、どのような結果になっ

たのかお伺いいたします。

３点目として、新規雇用創出についてお伺い

いたします。新みやざき創造計画に明記されて

いるとおり、平成22年度までに新規雇用創出数

を１万人とするということであります。企業誘

致によるもの以外には新規雇用数を明確に示す

数値がないため、その把握方法はなかなか難し

いところでありますが、昨年度実施した県の施

策により創出された雇用について、何人新規雇

用されたのか、まず３点を部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず、観

光についてでございます。平成19年度は、本県

独自の観光資源の掘り起こしや磨き上げを図り

ますとともに、知事を先頭にしたセールスな

ど、積極的な誘致活動を展開したところでござ

います。その結果、県外観光客数は456万8,000

人で、前年比3.5％の増となり、11年ぶりに増加

に転じたところでございます。また、観光客の

消費が本県に及ぼした経済効果は1,259億円で、

前年比3.8％の増となっております。今後は、こ

の流れを一過性のものとせず、定着させること

が必要でございますので、宮崎ならではの地域

資源を活用した観光地づくりや、体験型・滞在

型観光など、時代のニーズに対応した取り組み

を積極的に進めることによりまして、おもてな

し日本一観光の推進に、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、企業立地促進補助金でありますが、平

成19年度までに操業を開始し、補助金申請の

あった31社に対して、17億2,840万4,000円を交

付したところでございます。また、19年度の誘

致状況でありますけれども、初めての大規模案

件の適用が予想されます太陽電池製造工場を初

め、自動車用部品や電子部品、医療用機器のほ

か、本県の豊富な水資源や木材資源を活用した

製品の製造工場、雇用創出効果の大きいコール

センターなど22社を誘致し、最終雇用予定者数

は1,174人となっております。

次に、雇用の創出につきましては、働く場の

創出といたしまして、雇用者だけではなく、新

規創業による起業者や新規就農者など、県の施

策により創出された雇用等の第１次から第３次

産業までの合計と定義をいたしております。そ

の結果、昨年度は、ただいま申しました新規立

地企業による最終雇用予定者数1,174人に加え、

地場産業の振興などによる雇用の創出、あるい

は農林水産業への新規就業者を合わせまして、

合計1,640人となったところであります。以上で

ございます。

○萩原耕三議員 知事にお尋ねいたします。今

ほど商工観光労働部長が答えられた状況をかん

がみますと、この経済情勢の中で、新規雇用創

出１万人という目標値は非常に厳しいと思われ

ますが、今後どのような対策を打ち出していか

れるのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 世界経済が減速する

中で、我が国の景気の状況はさらに厳しいもの

となることが懸念されておりまして、本県にお

きましても大変厳しい経済状況となっておると

ころでございます。このような状況の中で、高

いハードルではありますが、国の緊急経済対策

を十分に活用しながら、地域雇用対策を強化す
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るとともに、金融等の経営支援や農商工連携等

を通じた地場企業の活性化、さらには、より積

極的に企業誘致を促進することなどにより、雇

用の創出に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○萩原耕三議員 次に、県民政策部長にお尋ね

いたします。物流対策についてであります。農

産物を初めとする県産品の競争力向上や、企業

誘致の推進等による県内産業の振興を図る上

で、本県にとって物流対策の強化は大きな課題

であります。しかしながら、原油価格の高騰に

よる輸送コストの増加等により、物流を担う陸

・海・空の流通関係業者は大変厳しい状況であ

ります。そのような中、県においては、海上・

鉄道貨物利用促進会議を設置され、関係者との

情報交換や協議をなされているところでありま

すが、なかなか効果的な取り組みが実施されて

いるとは思えない状況であります。そこで、昨

年度実施された当会議の開催状況や内容など、

及び本県と関東地域を結ぶ海上航路を利用する

運送事業者への運賃の一部を補助する関東航路

利用促進補助事業の成果について、県民政策部

長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、海上・

鉄道貨物利用促進会議につきましては、県内の

荷主企業や運送事業者等を対象に、海上・鉄道

輸送の利用拡大による物流効率化の意識喚起を

目的とする講演会と意見交換会を実施したとこ

ろであり、物流の専門家等を講師に招いて、こ

としの１月と２月の計２回開催し、延べ113名の

参加を得たところであります。

次に、関東航路利用促進補助事業につきまし

ては、関東航路の増便等の利便性向上を目的と

して、細島港発のローロー船「南王丸」を利用

する運送事業者に対して助成を行ったものであ

り、事業開始前に比較して、細島から乗船した

シャシーの台数が月当たり100台程度増加し、全

体の乗船率は90％を超える程度まで向上したと

ころであります。以上であります。

○萩原耕三議員 最後に、知事にお尋ねいたし

ます。平成19年度における入札・契約制度改革

の影響についてであります。平成19年度は第２

期の財政改革推進計画の初年度であり、前計画

から引き続き、投資的経費の縮減に取り組まれ

てきました。計画では、公共事業については、

緊急性や費用対効果、地域経済への影響、国の

動き等を踏まえ、一層の縮減・重点化を図ると

されております。公共事業の縮減により、普通

建設事業費の中で、補助事業費は前年度比約98

億円の減、率にして13.1％の減少、また県単独

事業費に至っては、前年度比約80億円の減、率

にして20.1％の減少となっております。急激な

入札・契約制度の改革を初め、公共事業の縮減

により、県内の建設関連産業は青息吐息であり

ます。そこで、平成19年度の入札・契約制度改

革による県内建設関連産業への影響をどう分析

し、今後どのようにこれを生かしていくかを、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県では、より公

正、透明で競争性の高い入札・契約制度を確立

するため、平成19年度から抜本的な改革に取り

組んでおりますが、並行して改革の検証も随時

行い、昨年10月には最低制限価格の見直しも

行ったところであります。しかしながら、建設

投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大による

競争性の高まりに加え、資材価格の高騰、不動

産業界の業況悪化などもありまして、建設産業

は極めて厳しい経営環境に直面しております。

もとより、社会資本整備の担い手である建設産

業は、災害時の緊急対応などに大きな役割を果
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たすとともに、地域経済と雇用を支える重要な

産業の一つであります。県といたしましては、

建設産業について、技術と経営にすぐれた業者

が伸びていける環境づくりが急務と考えてお

り、入札・契約制度については、本年度も、予

定価格の事後公表の試行や、総合評価落札方式

のさらなる拡充などを図っておりますが、今後

も、制度の検証と見直しを継続してまいりたい

と考えております。また、今年度に引き続き、

来年度も建設産業対策を重点施策に位置づけ、

建設業者の実情に応じたきめ細かな支援にも努

めてまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 時間が大分余っておるんです

が、終わりますけれども―「この秋は 雨か

嵐か 知らねども 今日のつとめの 田草とる

なり」、これは二宮尊徳翁が教えております。

現代流に一口に言えば、「いろいろ課題も問題

もあるだろうが、何が起こるかわからない。と

にもかくにも目の前のことを一つ一つ地道に片

づけて実行していきなさい」という教えであろ

うというふうに思います。宮交の岩切章太郎社

長の言われる「心配するな工夫せよ」というこ

とであろうと思っております。病気は気からと

いいますが、景気も気からであります。余り不

景気、不透明をあおるのではなくて、元気、気

が育つようにしていただきたいものだと思って

おります。知事初め各部長、そして教育長、県

警本部長、それにまつわる職員の皆さん、厳し

い県財政状況の中、華々しいことはできないで

しょうが、地味でも、県民の皆さんが安心・安

全な心で健やかに生活が送れるよう、行政運営

を一緒になって取り組んでまいりたいと考えま

す。

以上をもって総括質疑とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

なお、早く終わりましたけれども、傍聴者等

の関係もありますので、午後は１時に再開をし

たいと思います。

休憩をいたします。

午前11時12分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社民党を代

表して、19年度決算に関する質疑を行います。

私は、この後、一般質問も控えておりますの

で、この質問が質疑なのか、質疑が質問なの

か、自分でわからなくなるときもありました

が、総括質疑ということで、質問と質疑の違い

を念頭に、粛々と質疑をさせていただきます。

まず、不適正な事務処理についてでありま

す。

11月17日の全員協議会で報告がありました

が、平成19年度の不適正な事務処理が20万円ほ

どあったと。これは決算上は是正をされている

ということでありました。この不適正な事務処

理は18年度の分が主でありましたが、経過を見

てみますと、昨年の１月23日に知事が就任され

て、そこでの発言と、そして最終的には昨年の

５月17日に不適正な事務処理があるということ

で記者発表して……。不適正な事務処理の大き

なものは18年度でありますが、わかった時期が

平成19年５月以降ということで、19年度の一部

で、５月か６月ごろまででしょうか、不適正な

事務処理が継続して行われていた。それをその

後、コンプライアンスという内部での調査、そ
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してまた、職員の意識を変えて、適正にその後

やっていったということであります。５月17日

が記者発表ということで、やむを得ず19年度ま

で不適正な事務処理が残っていたというふうに

解釈をいたします。全員協議会の中で報告があ

りました、先ほど言いました19年度の不適正な

事務処理20万円、そういったものがどういうも

のであったのか、その後の処理についても質疑

をいたして、後の質疑については質問者席で行

わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

の不適正な事務処理についてであります。昨年

実施した全庁調査で明らかになった不適正な事

務処理のうち、平成19年度予算の執行に係るも

のは、農政水産部と県土整備部における書きか

えであり、金額は20万9,883円であります。その

内容は、需用費で備品を購入したり、青焼き機

のリース代を支払っていたものでありますが、

いずれも公務に使用されていたものでありまし

た。なお、これらの書きかえにつきましては、

財務規則の規定に基づき、平成19年度中に本来

支出すべき科目に更正を行い、決算上は整理さ

れております。〔降壇〕

○太田清海議員 再度、確認をいたしますが、

出納閉鎖が５月中でありますので、その間に

は、18年度分については更正決定はできない

と。19年度分については、更正決定なりして、

決算上、書類上は適正なところにきちっとまと

めていたということで理解いたします。これは

５月段階でその辺の事後処理をされたわけです

が、農政水産部、県土整備部のそういう不適正

な20万円というものが何月分まであったのか、

例えば８月、９月ぐらいまでの分もあったの

か。

○総務部長（山下健次君） 19年の５月分まで

でございました。

○太田清海議員 わかりました。

それでは、決算の意見書に沿って質疑をした

いと思いますが、収入未済額というものが一般

会計で32億円ほどあります。この収入未済額の

主なものは何でありましょうか。

○総務部長（山下健次君） 一般会計における

収入未済額につきましては、県税、諸収入、公

営住宅使用料、児童保護費負担金などが主なも

のでございます。総額は、御指摘のように約32

億5,500万円となっておりまして、このうち県税

が約24億6,100万円で、全体の75％を占めており

ます。県税の内訳でございますが、個人県民税

が約16億9,400万円、自動車税で約４億8,100万

円、不動産取得税で約１億3,700万円となってお

ります。県税に次いで多いのが、諸収入の収入

未済金、約７億6,800万円でございます。このう

ち、県税以外の過年度収入の収入未済が約５

億8,600万円ございまして、その主なものは、座

礁した船舶の撤去費用約１億7,700万円、公営住

宅使用料約１億1,200万円、奨学資金貸付金

約9,500万円となっております。

○太田清海議員 今日の経済情勢の中で収入未

済というのは、なかなかその解決を図るという

のは難しい面もあろうかと思います。今言われ

たように、未済額の中で75％を占める県税であ

りますが、この未済額の圧縮についてどのよう

に19年度は取り組まれたのか、お教えいただき

たいと思います。

○総務部長（山下健次君） 県税の収入未済額

の圧縮につきましては、基本的に、租税負担の

公平性、財源確保の観点から、重要な課題と認

識しておりまして、特に、個人県民税と自動車

税を重点税目として取り組んだところでござい

ます。
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このうち、個人県民税につきましては、市町

村との徴収対策会議を初め、共同徴収あるいは

徴収実務研修の実施、これは滞納に係るもので

ございますが、市町村から引き継ぎを受け、県

が滞納処分を行う直接徴収に加え、平成19年度

からは税務職員の併任人事交流制度を創設いた

しまして、市町村と一体となった徴収対策を実

施してきたところでございます。また、自動車

税につきましては、19年度から、インターネッ

トによるクレジット収納を他県に先駆けて導入

いたしまして、納税者の利便性の向上を図った

ほか、タイヤロックによる差し押さえ、あるい

はインターネット公売を実施するなど、滞納処

分の強化を図ってきたところでございます。

○太田清海議員 次に、不納欠損額であります

が、不納欠損額の主なものが何であったのか。

そしてまた、雑入の不納欠損の内訳についてお

教えいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 19年度における不

納欠損は、県税と雑入につきまして約２億6,300

万円でございます。その９割を占めておる県税

の不納欠損額は約２億3,900万円でありまして、

内訳は、自動車税の約１億1,200万円、県民税の

約9,800万円、さらに事業税の約1,500万円と

なっております。また、雑入の不納欠損額は

約2,300万円でございまして、内訳は、補助金の

返還に係るものが約1,700万円、県税の過年度収

入に係るものが約360万円、県税以外の過年度収

入に係るものが約240万円となっております。

○太田清海議員 今お聞きしますと、補助金の

返還に係る雑入の不納欠損というのがあるとお

聞きしましたが、補助金返還の具体的な内容に

ついてお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 補助金に

係る不納欠損についてでありますけれども、こ

れは、平成13年度の県中小企業経営革新補助金

に係るものでありまして、補助金交付後、補助

目的を達成していないことが確認されましたた

めに、補助金の返還を命じていたものでござい

ます。しかしながら、その後、補助事業者が破

産申し立てを行い、平成19年１月30日に免責許

可が確定いたしましたので、県財務規則第53条

第１項第６号の規定に基づき、不納欠損整理を

したものでございます。

○太田清海議員 補助金の不納欠損というのも

珍しいかなと思いまして……。それなりの理由

があったやには聞きますけれども、今後の対応

をよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、寄附金についてお伺いをいたし

ます。

寄附金についての基本的な行政側の態度とい

いますか―寄附金というのは、一般的に見た

ときに、どんどん宮崎県に寄附してもらうとい

いがなという思いもあるわけですが、財政上は

何かそこに規制があるというふうにも聞いてお

ります。寄附金の基本的な考え方をお伺いした

いと思います。

○総務部長（山下健次君） 寄附は、個人や企

業あるいは団体が持つ金銭などの財産を公共事

業などの公共の目的に使用するために、自治体

に対して行うものでございまして、あくまでも

寄附者の自発的な行為に基づくべきものと考え

ております。県といたしましては、いただいた

寄附金は、寄附者の御意向に沿って有効に活用

させていただきたいと考えております。

○太田清海議員 話がずれるかもしれません

が、寄附金については、地方財政法第４条の５

というところで、自治体は強制的に寄附を募っ

てはいけないという精神が書いてありますけれ

ども、もちろんその辺を考慮されて、今後運営
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されることだと思います。次の質疑であります

が、寄附金に関して、前年度と比較して、平

成19年度は寄附金というものが減少しておるよ

うでありますが、その要因について教えていた

だきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 主な原因といたし

ましては、18年度に森林・林業振興基金から、

地球温暖化防止など森林の有する公益的機能の

維持増進を図るためということで１億4,900万円

の寄附がございましたが、19年度はその分がな

かったということでございます。

○太田清海議員 また、その中で総務費寄附金

というのがありますが、これはどういうものか

教えていただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 主なものといたし

ましては、県立芸術劇場改修のための財団法人

宮崎県立芸術劇場からの寄附金、音楽愛好団体

からの文化振興事業のための寄附金、こういっ

たものでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、不用額についてお尋ねをいたします。

予算をつくって、決算した結果、不用額が出

たということであります。前年度と比較した場

合、不用額というのが今回20％増加しているん

ですね。県民から見た場合、「予算どおりに

きっちりやれ」ということは言えないけれど

も、予算を残すというのは、せっかく、こうい

う計画で今年度行きますよということを計画し

て、それが何億という単位で残っているわけで

すね。これは県民から見た場合に、「もったい

ないな」という見方もあるだろうし、もしく

は、「それだけ節約したんだから、頑張ったん

だ」ということも評価できると思います。そう

いうのが、ないまぜになったのであろうかと思

いますが、今回は前年度と比較して20％増加し

たということでは、多少そこについてお尋ねし

たいということになります。その要因につい

て、なぜ急激に不用額が生じたのかということ

についてお尋ねしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

基本的には、不用額については、できるだけ少

ないほうがよいということは認識しております

けれども、今回もそうなんですが、現実に、事

業費の確定に伴いまして不用が出たり、あるい

は実績が見込みを下回ったもの、こういったも

のによる執行残として、負担金・補助及び交付

金、償還利子及び割引料、あるいは工事請負

費、こういったところに生じているものでござ

います。基本的には、今後とも的確な事業費の

把握を図りまして、不用額の縮小について努力

をしてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、情報通信環境の整備についてというこ

とでお尋ねをいたします。

まず、移動通信用鉄塔施設整備事業の仕組み

についてお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 移動通信用鉄

塔施設整備事業は、条件不利地域における携帯

電話の利用を可能にするための施設整備を行う

ものであります。整備地区の選定につきまして

は、県を通じまして、市町村の希望地区を聴取

後、電気通信事業者の事業参画を確認した上で

決定しているところであります。以上でありま

す。

○太田清海議員 それでは、県内における携帯

電話のカバー率は幾らでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 本年５月、市

町村に対して実施いたしました調査によります

と、世帯カバー率は５月現在で99.5％となって

おります。
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○太田清海議員 99.5％ということであれば、

ほぼカバーしているとみなされるという言い方

もあろうかと思いますが、県内に携帯電話が利

用できない地区がどのくらい残されているの

か、お尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 市町村の調査

によりますと、あと94地区となっております。

○太田清海議員 99.5％のカバー率であります

が、あと94地区ということで、恐らく県内に散

在しているんだなと思います。これについて

は、地区としても人数が少なかったりというこ

とで、少し後回しになったりするのかなと思い

ます。ぜひそういうところを今後、問題がない

ようにやっていただきたいと思っております、

これは私の意見でありますが……。

次に、危機管理体制の強化についてというこ

とでお伺いいたします。

まず、24時間防災ウオッチ事業について、こ

れは県庁内に設けられているということは伺っ

ておりますが、災害監視の体制や、その運用状

況についてお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 危機管理体制の強

化を図る観点から、18年５月に災害監視室を設

置いたしまして、地震、大雨等の気象情報や、

油流出事故などの危機管理情報を常時監視いた

しまして、関係職員の緊急招集や、市町村、関

係機関への連絡を行っているところでありま

す。現在、知事部局の課長補佐以上の約200名

が、自衛隊ＯＢの非常勤職員の方と２人体制

で、１人当たり年２回から３回の頻度で夜間及

び休日等の閉庁日に宿日直勤務を行っておりま

す。

運用状況でございますけれども、気象情報等

の受信を行った事案が、18年度133回、19年

度216回、台風等の大雨洪水警報の発令あるいは

水難事故等の防災ヘリ要請等で関係職員の呼び

出しや連絡をした事案が、18年度37回、19年

度28回となっております。これによりまして、

従前に比べ、市町村、消防等の防災機関への連

絡など、より迅速な初動対応と、幹部職員の危

機管理意識の醸成につながっていると考えてお

ります。

○太田清海議員 県民の命と財産を守るという

意味では、大変貢献をしているというふうにも

感じております。

もう一つ、これに関連して質疑したいのは、

課長補佐以上が200名以上で、自衛官ＯＢもつい

てということでありますが、２人体制で監視を

しているということであります。宿日直手当と

いいますか、そういったものは、管理職という

ことではあるわけですが、どのようなことに

なっておりますでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 宿日直勤務を命ぜ

られました職員には、給与条例に基づきまし

て、１回当たり4,200円の宿日直手当を支給して

おるところでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、医療体制の充実についてということで

あります。

県立看護大学の運営事業については、多額の

県費を投じて運営をされておるわけです。私た

ちも社民党のチームで、各地区の医師会等との

協議も行ってきたわけですが、その中でも、県

立看護大を卒業された方にぜひ県内に残ってほ

しいという思いがあります。この主要な成果の

中で見てみますと、看護大学卒業生の就職率

が、徐々にではあるが下がっておるということ

で、頑張って残ってもらえぬだろうかなという

思いを込めてお聞きしたいと思いますが、こう

いう状況をどう認識され、どういう対応をされ
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てきたのかをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県立看護大学

の学部卒業生の県内就職率は、開学以来これま

で、平均して５割程度で推移をしてきており、

近年、低下傾向にございます。こうした県内就

職率の現状には、大学の入学者総数に占める県

外出身者の割合が例年４割程度を占めていると

いった実情があるほか、近年、特に大都市圏の

病院等からの求人がふえていることなど、さま

ざまな要因があるものと考えております。県と

しては、本県における優秀な看護職者の育成確

保という大学設立の趣旨にかんがみ、県内就職

率の向上に、さらに創意工夫して取り組んでい

かなければならないと認識しており、平成19年

度におきましては、県内出身の学生をふやすこ

とで県内就職率が高まるという視点から、学部

定員100名の入学者選抜に関して、県内出身者の

推薦枠を、従来の18名から25名に拡大する方針

を固めたところであります。以上であります。

○太田清海議員 わかりました。

続きまして、産業廃棄物税の充当事業の一つ

であります廃棄物適正処理推進ネットワーク強

化事業、廃棄物監視員を18人ほど配置して行っ

てきたというふうに報告されておりますが、ど

のような成果が上がったのか等についてお伺い

したいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成19年度の

産業廃棄物税は、環境森林部を初め、商工観光

労働部の環境リサイクル技術開発支援や、教育

委員会の環境教育推進など、17の事業に約１

億8,000万円を充当いたしました。その事業の一

つである廃棄物適正処理推進ネットワーク強化

事業につきましては、不法投棄が年々増加傾向

にあることから、平成19年度におきましては、

廃棄物監視員を３名増員して、今お話にありま

したように18名体制として、産業廃棄物の排出

事業者や処理業者への立入検査・指導のほか、

不法投棄を防止するための監視パトロールを強

化したところであります。この結果、平成19年

度における立入検査等の件数は１万1,528件で、

前年度と比較して2,243件、約24％増加したとこ

ろでありまして、不法投棄などの悪質な事例に

ついては、改善命令が２件、許可取り消し８件

の厳正な行政処分を行ったところであります。

○太田清海議員 それでは次に、ハッピーライ

フ資金というのがありますが、これは商工観光

労働部長の担当のところであります。ハッピー

ライフ資金、これは3,000万ほどを県が労働金庫

に預託して低利で貸し出すという制度であろう

と思いますが、その実績についてお伺いしたい

と思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ハッピー

ライフ資金の実績でありますけれども、過去３

年間の融資件数と融資額を申しますと、平成17

年度が33件の3,630万円、18年度が47件の5,025

万円、19年度が65件の6,600万円となっておりま

す。以上でございます。

○太田清海議員 確認をしておきますが、労働

金庫に対する県の職員の派遣というのはないん

ですね。

○商工観光労働部長（高山幹男君） いたして

おりません。

○太田清海議員 主要な成果ということで報告

をいただきまして、その中で、施策の成果等と

いうところのコメントに、「これまでの実績等

も踏まえながら勤労者向け融資制度の在り方等

について検討していく必要がある」というふう

にコメントされています。この制度が将来、な

くなりつつある方向に行くのかなとか、いい方

向に行くのかなというふうにも思うわけです
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が、ちょっと不安なところがあるわけです。こ

の制度について、こういうコメントが載せられ

ておるものですから、そういう意味では、私

も、このことについて言及をしておかなならん

なという思いもあります。預託による貸し出

し、これは中小企業の勤労者ということで貸し

出しをするわけですが、民間よりも低利で、教

育資金1.8％、生活資金が2.9％だと思います

が、やっておるわけで、これがなくなったりす

ることによって、今度は逆にそういう人たちが

サラ金とか、そういったほうに誘導されてし

まっても困るなという気持ちを、このコメント

がありましたので伝えておきます。

次に、個性を生かした地域づくりについてと

いうことで、「宮崎に来んね、住まんね、お試

し事業」というのがあります。平成19年度の移

住者が41世帯となっておりますが、この移住し

てきた41世帯の年齢層、移住先の分布というも

のに特徴があれば、教えていただきたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住され

た世帯の世帯主の年齢分布につきましては、30

歳代が16世帯で最も多くなっており、次いで20

歳代が10世帯、40歳代が６世帯などとなってお

りまして、比較的若い世代が多い傾向にござい

ます。移住先につきましては、県央地区が31世

帯で最も多く、次いで県北地区の５世帯、県南

地区の４世帯、県西地区の１世帯というふうに

なっております。

○太田清海議員 できるならば、地域のほうに

できるだけ広がって来ていただくといいなとい

う思いもあります。この移住者の移住目的、い

ろんな芸術をやってみたいとか、宮崎の特性を

生かして何かやってみたいという人なんかもお

るのかなと思いますが、移住の目的はどのよう

なものが特徴的なのか、教えていただきたいと

思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住の目

的でありますけれども、その特徴といたしまし

ては、本県の暖かい、自然豊かな環境の中で伸

び伸びと暮らしたい、そういった暮らしを求め

てというものでございます。例えば、仕事面で

は農業に従事される方がおりますし、趣味の面

ではサーフィンなどを行うという方がおりまし

て、都会では味わえない生活を目的にされてい

る例が多くございます。また、例えばですけれ

ども、美郷町の北郷区におきまして、移住者が

宇納間備長炭の炭焼きに従事されて、伝統産業

の重要な担い手となっている、そして地域活性

化に大きく貢献されている、そういった事例も

ございます。

○太田清海議員 この41世帯の移住を実現させ

てきたわけですが、一つの成果だと思います

が、具体的にどのように県がかかわってきてこ

ういう結果が出たのかについて教えてくださ

い。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住促進

に関しましては、県におきましては、大都市圏

での移住セミナーの開催でありますとか、ホー

ムページ等による情報提供を行いますととも

に、市町村が行いますお試し滞在ツアー等を支

援してきております。また、個別の移住相談に

おきましては、住居や就職など、相談される方

の求める情報を迅速かつ的確に提供すること

で、本県への移住に結びつくよう、努めてきて

いるところでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、元気な地域づくりについて、農政水産

部長にお伺いいたします。

平成19年度に実施した中山間地域等直接支払
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制度推進事業の成果についてお尋ねをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本事業は、生

産条件が不利な中山間地域等におきまして、農

業生産の維持、耕作放棄の防止、農地の多面的

機能の確保等に取り組む集落等の活動に対して

支援を行うものであります。平成19年度は、県

内24市町村で450の集落協定が締結され、5,738

ヘクタールの農地を対象に７億3,830万円の交付

金が支払われております。具体的には、集落協

定に基づいて、農地や農道・水路等の維持管

理、レンゲ等の景観作物の作付、機械及び農作

業の共同化、後継者育成への取り組みなどが行

われております。このような活動の結果、全国

的に耕作放棄地の増加が課題となる中で、本事

業に取り組んでいただいている集落において

は、新たな耕作放棄地が発生していないなどの

具体的成果のほか、集落の共同意識の醸成な

ど、地域の活性化が図られていると考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。私たちもある

視察の中で、五ヶ瀬だったと思いますが、そう

いう取り組みをしているところを見せていただ

きました。農家の方々が文化活動もソフト事業

でやっているとか、また共同で機械類を使って

いこうということで、何かそういう意識のまと

まりといいますか、そんなものが農村世帯に醸

し出されてくるのではないかという意味では、

大変いい事業ではないかなと思っております。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。公

共工事現場点検強化事業、これは、入札改革の

負の部分、ちょっと手抜き作業があるんじゃな

いかというようなこととかをきちっとチェック

しながらやっていこうという取り組みだろうと

思いますが、どのような基準でその対象工事を

選んでいるのか、まただれが点検しているのか

を教えていただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共工事現場

点検強化事業につきましては、一般競争入札へ

の移行に伴い、落札率が低下している中、手抜

き工事や下請業者への過度なしわ寄せを防止し

まして、公共工事の品質を確保するため、抜き

打ちで実施しているものであります。施工体制

の重点点検における対象工事については、落札

率が一定以下の工事、１次下請額が契約額の半

分以上を占めている工事、同時期に施工中の隣

接工事で同じ企業が下請業者となっている工事

など、７項目の基準を設けまして、そのいずれ

かに該当する工事を選定しております。また、

点検は、財団法人宮崎県建設技術推進機構に委

託しまして、施工体制監視チームにより行って

おります。

○太田清海議員 この点検強化事業による点検

結果といいますか、効果はいかがだったでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年８月

から20年３月までの間に施工中であった工事の

うち190件について、主任技術者の常駐状況や下

請契約の締結内容、元請業者の下請業者に対す

る関与状況などについて点検を実施いたしまし

た。その結果、現場に備えておくべき施工体制

台帳等の不備や、災害防止協議会が開催されて

いない例などが確認されまして、これらについ

ては、発注機関を通じて是正措置を行ったとこ

ろであります。また、現場の主任技術者が適正

に配置されていない建設業法違反が確認されま

して、入札参加資格停止処分を行ったケースも

ございました。

○太田清海議員 わかりました。

続きまして、教育長にお伺いをいたします。
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育英資金の貸し付けについてであります。

育英資金の貸与者数が増加しているというふ

うに、この表では見られるんですが、どのよう

な理由によるものか、またその返還の状況につ

いてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金の貸与者が

増加しておりますのは、平成17年度から日本学

生支援機構の高校生奨学金が各都道府県に移管

されたことによるものであります。これにより

まして、本県におきましては、平成19年度まで

毎年、約1,200名ずつ貸与者が増加したものであ

ります。また、返還状況につきましては、移管

された分についての返還は本年の10月１日から

でありますので、それまでの貸与分について申

しますと、返還率は近年、向上傾向にございま

す。

○太田清海議員 向上傾向にあるということで

あります。あわせてお尋ねしたいと思います

が、なかなか返還となると難しい、世の中がそ

ういうふうになっているものですから、私は、

低下しているのかなという思いもありました

が、向上しているということでお聞きしまし

た。育英資金の返還促進の取り組みについて、

特徴的に何かあれば、教えていただきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金の返還促進

策につきましては、まず、育英資金の申請の段

階で提出が必要であります「育英資金貸与申請

願」を、必ず借受者であります生徒本人の記述

によるものといたしまして、奨学金受給者とし

ての自覚を持たせているところであります。ま

た、貸与が終了した時点で、「返還の手引き」

により、返還された資金は次の世代のための育

英資金の原資になるものであることを訴えるな

ど、返還の意識づけを行っているところであり

ます。さらに、残念ながら滞納が生じた場合に

おきましては、職員及び３名の債権管理員が、

文書、電話、直接訪問等の手だてによりまし

て、反復して督促を行い、未納分の回収に努め

ているところであります。以上です。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、最後の質疑になりますが、学力向上

対策の推進についてということで、定時制・通

信制いきいき夢サポート事業、県単で行われて

おります。この内容についてお伺いしたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制いき

いき夢サポート事業は、生徒たちが夢と希望を

抱いて、将来の自己実現に向け、生き生きと学

ぶことを目的として実施しているものでありま

す。また、この事業は３つの取り組みで構成さ

れております。１つ目が、「ふれあい交流活

動」、２つ目が、「いきいき体験活動」、３つ

目が、「生徒支援相談員の配置」であります。

１点目の「ふれあい交流活動」につきまして

は、各校の代表生徒が体験に基づいた発表を行

う生活体験発表大会や、文化講演会、スポーツ

交流活動、生徒会交流活動を行ったところであ

ります。２点目の「いきいき体験活動」につき

ましては、高齢者福祉施設における介護体験活

動や、宮崎海洋高校の「進洋丸」への乗船体験

などを実施いたしました。３点目の「生徒支援

相談員の配置」につきましては、豊富な知識や

経験を備えた相談員を定時制高校に配置して、

生徒の学習や生活に関する相談体制の充実を

図ったところであります。

○太田清海議員 最近の定時制・通信制は、私

たちのイメージでは、仕事・勤労のいろんな問

題があって、定時制に行って頑張っておられる

というイメージもあったわけですが、私も、定
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時制高校等のいろんな祝賀会なんかにも出させ

ていただきまして、学生さんたちの発表なりを

聞いてみると、昔と違った選択で、定時制をみ

ずから選ぶという人たちもふえている。むし

ろ、またそれはそれでいいことだというふうに

感じる。むしろ、私たちがそういうイメージも

つくっていって、大いに定時制に来ていただく

ことも考えないかんのかなと思ったりもしたと

ころでありますが、そういう最近の生徒に何か

変わりがあるのかどうか、特徴的なものがあれ

ばお教えください。

○教育長（渡辺義人君） 家事や子育てをしな

がら学び直しをする生徒や、さまざまな理由で

全日制の高校を中途退学したけれども、改めて

高校卒業の資格を得たいという生徒も学んでお

ります。そのほかにも、例えばプロのミュージ

シャンやサーファーなどを目指して、夢と学び

を両立させたいという生徒など、多様な生徒が

在籍いたしておりまして、一言で言えば、自分

のスタイルに合った学びの場ということになっ

ております。以上です。

○太田清海議員 本当にそういう、むしろ定時

制を選びたいということで夢を持って行かれて

いる人たちもいらっしゃって、それは普通科高

校といいますか、そういったところにも逆に知

らしめて、お互い将来に希望を持って頑張って

いただきたいという意味では、ＰＲもしてもら

うといいなというふうに思います。

私の体験でありますけれども、延岡は夕刊が

ありまして、私のうちにそれを配ってくる男の

子がいました。雨降りで、自転車で滑って腰を

打って、痛がっておるんです。私の家に入れて

聞いてみたら、夕刊紙を配達しながら頑張って

おるということでありました。やせた子だった

ものですから、ジュースを飲ませながら、「頑

張ってね」と言って、雨にぬれている新聞紙

を、ビニール袋をやって、「これに入れて配ん

ね」と言ってから渡したこともあったんですけ

ど、いろんな方が働いて学んでおられます。そ

の人のお母さんに聞いてみたら、今度卒業し

て、社会保険のあるところに勤めることができ

ましたという報告もありました。よかったな

と、こういう子供たちが世の中にきちんと出

て、社会貢献がまたできるといいなという、私

の気持ちでありますが、こういうところに光を

当てていきたいなという思いであります。

残りの青少年の健全育成については、重複い

たしましたので割愛させていただきます。

以上で質疑を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。私としては初めて

の総括質疑でございますので、元気に取り組ま

せていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

議会の大きな役割といたしましては、執行部

のチェック機関としての位置づけも大変重要で

ございますが、そういった意味でも、この決算

審議は非常に重要なものだと考えておりますの

で、明確な御答弁をお願いいたしたいと思いま

す。

では、愛みやざきを代表し質問をしてまいり

ます。

東国原県政最初の本格予算でございました平

成19年度予算でありましたが、選挙公約でもあ

りましたマニフェストの実現を図るという意味

では、大変財政状況が厳しい中、お気の毒なと

ころもあったかと思います。決算書を読んでま

いりましても、「宮崎県行財政改革大綱2007」
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の財政改革プログラムに基づき、歳出の圧縮や

縮減に努められてきたと認識しております。

一方で、私たち愛みやざきも、県議会各会派

の皆様とともに、さまざまな節減に努めまし

て、当初予算でありますと、例えば旅費につい

て1,200万円余の削減、また政務調査費等を含み

ます負担金・補助及び交付金についても、同じ

く1,200万円余の削減といったことも図ってまい

りました。その意味では、まだまだ途上ではあ

るものの、議会としても取り組みを具体的に進

めることができたのではないかと考えておりま

す。

ではまず、知事にお伺いいたします。今期決

算に対する知事の所見。特に、不適正な事務処

理等もございました。これも含めて見解をお願

いします。

後は自席で質疑をしてまいります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 決算につい

てであります。本県の財政は、自主財源の占め

る割合が低く財政基盤が脆弱な上に、地方交付

税等の削減や社会保障関係費の増大等により、

平成19年度は大変厳しい財政運営となりまし

た。このような中、全庁調査で判明しました不

適正な事務処理のうち、平成19年度においても

約20万円の書きかえが行われていたわけであり

ますが、これらの支出については、公務に使用

されたと認められるものでありましたので、平

成19年度中に、本来支出すべき科目に更正を済

ませまして、決算認定の議案とさせていただき

ました。不適正な事務処理につきましては、再

発防止策の着実な実施に、引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。

なお、決算全体としましては、財政状況が非

常に厳しい中において、「宮崎県行財政改革大

綱2007」の財政改革プログラムに基づく取り組

みを着実に推進するとともに、新しい総合計画

「新みやざき創造計画」を策定し、その新みや

ざき創造戦略として掲げる重点施策の推進に取

り組んだところであり、厳しい財政状況に対応

した堅実な財政運営を図ることができたものと

考えております。〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、続いて質疑してまいり

ます。

続いて、福祉保健部長並びに教育長にお伺い

いたします。不適正な事務処理に係る監査につ

いてでございます。

19年度の監査委員の指摘の中で、中央福祉こ

どもセンター、南部福祉こどもセンター、こど

も療育センターにおいて、切手の大量購入、そ

して日南振徳商業高校において、印刷機のイン

クの大量購入について指摘をされておりまし

た。この理由について、福祉保健部長及び教育

長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 福祉こどもセ

ンター等における郵便切手の購入につきまして

は、次年度に福祉事務所と児童相談所の組織統

合が予定されていたために、それに伴う年度当

初にかけての使用量の増加に備えたというよう

なこともありますが、いずれにしましても、県

民の誤解を招きかねない行為でありまして、切

手の在庫管理が不十分であったと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 日南振徳商業高校に

おける事案につきましては、昨年度末、印刷用

のインク及び原版作成用マスター、各60本を購

入したものであります。これは、年度末から年

度当初にかけての大量使用に備えようとしたも

のでありますが、綿密な執行計画を欠いており

ましたため、所要量を超える購入となったもの
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であります。

○武井俊輔議員 わかりました。

続いて、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。しかし、組織改編というのは今までもあっ

た話でございます。例えば、切手の購入などと

いうものについての問題が指摘されているわけ

ですが、こういったことは組織として継続的に

行われてきたのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 所属長の決裁

を受けて購入し、郵便切手受払簿により管理を

行っておるわけでありますが、このたびのケー

スは、在庫管理が不十分であったために生じた

ものであり、予算の適正な執行管理につきまし

ては、さらなる徹底を図ってまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 しかし、結果として、こう

いったことが監査の指摘がありまして、現実に

報道もされているということがございます。で

は、再発防止、この問題に対する責任者であり

ました河野副知事にお伺いをいたしますが、不

適正資金の事務処理に係る意識というものが、

職員全般にまで本当に行き渡っていたのかとい

うことについて、今の事例など見ましても、

やっぱり、やや心配な感があるのですが、見解

を求めます。

○副知事（河野俊嗣君） 今回指摘のあった事

案につきましては、県民の誤解を招きかねない

行為として、あってはならないことでありまし

て、大変残念に思っているところであります。

これを受けまして、先週には、私が委員長を務

めております、庁内のコンプライアンス推進委

員会を開催して、監査報告の内容も含め、適正

な事務処理の確保に向けて、職員への意識啓発

にさらに取り組んでいくことを確認したところ

であります。今回の指摘を真摯に受けとめ、今

後とも、職員に対する一層の研修や指導検査に

努め、徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

引き続いて、監査事務局、代表監査委員にお

伺いいたします。今回の不適正な事務処理の問

題を受けて、監査事務局ではどのように体制を

改めたのか、また職員の資質向上などの取り組

みがなされたのか、お伺いいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 全庁的に定数

削減に取り組んでいる中で、組織の改編だとか

職員の増員を伴うような体制の強化は大変難し

い状況にございます。したがいまして、平成20

年度においては、工事監査だとか財政援助団体

の監査など、特に専門的な知識を必要とする部

門の監査については、その一部を外部委託する

とともに、監査対象や監査項目の重点化を行う

など、監査機能の充実強化を図ったところでご

ざいます。また、事務局職員のスキルアップに

つきましては、公認会計士や技術士を招聘しま

して、全職員を対象にした研修を実施し、ま

た、会計検査院等が主催する外部研修や自治大

学校の監査専門課程研修に職員を派遣するな

ど、職員の能力向上に努めているところでござ

います。

○武井俊輔議員 引き続き、代表監査委員にお

伺いいたします。資料としていただきましたこ

の冊子―決算審査意見書でございますが―

の中に、予算の執行について５つの指摘がされ

ております。資料ですと３ページになります

が、１つ、一者随意契約について、２つ、工事

請負契約の変更について。５つのうち上の２つ

なんですが、これらの指摘は大変重要な内容を

包含していると考えております。この指摘は、

知事就任のマニフェストにも掲げられ、実施も
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されております入札制度の改革における公平

さ、公正さの確保というものと逆行しているの

ではないかと考えられるからであります。まず

伺いたいのは、これについて、どの部局でどの

ような事案があったのか、件数並びに具体例を

お示しください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、一者随

契につきましては、16件の契約について指導を

行っております。その具体例としましては、西

臼杵支庁の林道事業及び治山事業の現場技術業

務委託契約について、一者随契としては、その

理由が不十分であるとして留意を促したもので

ございます。

次に、工事請負契約の変更につきましては、

４件の工事について指導を行っております。そ

の具体例としましては、小林土木事務所の橋梁

維持工事において、当該工事とは直接関連性が

ない工事を、設計変更により追加施工としてい

るものがありまして、留意を促したものがござ

います。

○武井俊輔議員 次に、これらの話なんですけ

れども、22ページ以降に歳出の決算状況という

のが、この冊子の中に書いてあるんですが、こ

ちらのほうには一切記載がされておりません。

今のような話でございますが……。これはいか

なる理由によるものなのか。例えば、監査上の

守秘義務、情報公開、その他さまざまな見地が

あるかと思うんですが、どういう見地でこれに

掲載されなかったのかということを伺います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 今般の決算審

査意見書では、「審査の結果」「審査意見」及

び「決算の概要」等を記載しております。平

成19年度の歳入歳出決算額につきましては、正

確であることを確認したところでありますが、

定期監査において、予算の執行に関して留意す

べき事項が見られましたので、「審査意見」の

中で意見を述べたものでございます。なお、こ

れらの事項の具体的な内容につきましては、定

例の「監査報告書」で公表しておりますので、

今般の決算審査意見書には記載しておりません

でした。

○武井俊輔議員 しかし、これは議会の前に配

付される資料でありまして、私たちは、これを

よく見てやりますので、非常に重要な資料であ

るということは申し上げたいと思います。

続きまして、議会選出の監査委員にお伺いを

いたします。素朴な疑問なのですが、監査委員

監査は、会計監査、それから行政監査を行って

いくわけですが、この中で、不正行為や不適切

な事務処理にどこまで迫ることができるかとい

うことがあるかと思います。過去にもいろいろ

な事件がマスコミを騒がせました。ある県で

は、ある公社の預金10億円近くを海外の女性に

送金してしまったといったような事件もありま

した。また、本県でも、前知事の官製談合事件

に際し、業者の選定や落札価格の設定に監査機

能が働かなかったのではないかといったよう

な、一部の県民の方からの批判もございまし

た。さらに、昨年からことしにかけて起きた、

先ほども取り上げております不適正な事務処理

の問題についても、同様のことが言われてまい

りましたが、県民からの多くの指摘は、いずれ

も、「毎年監査を行いながら、なぜこれらが予

見できなかったのか、未然に防止できなかった

のか」ということであったかと思います。先ほ

どもありましたが、事務局体制のマンパワーの

不足、それから、限られた時間帯での委員監査

でもあるかと思うんですが、議会選出監査委員

の立場としての所見を伺いたく思います。

○監査委員（濵砂 守君）ただいま武井議員か
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らの質疑でありますが、今回、議案第10号平

成19年度の決算認定に対する総括質疑というこ

とでありまして、議案に対する質疑として受け

とめていいかということがございますので、暫

時休憩を求めたいと思います。

○坂口博美議長 暫時休憩をいたします。

午後１時59分休憩

午後２時０分開議

○坂口博美議長 議会を再開いたします。

申し上げますけれども、今、確認いたしまし

たように、今の質疑というのは、監査委員の意

見書に関してのお尋ねであったということで、

質疑と認めます。ただ、これは、趣旨が審査意

見書に対しての質疑ですから、本来、監査の仕

組み、現行の制度に関しての、物理的なものも

含めた質疑と受けとめて、代表監査委員がお答

えになってもいい質疑かなと思うんです。た

だ、事前に、議選の監査委員に対しての通告と

いうことで事前通告がなされておりますので、

ここで濵砂監査委員がお答えになれば、自席か

らお答えをいただきたいと思います。

○監査委員（濵砂 守君） それでは、武井議

員の質疑にお答えいたします。

私ども議会選出監査委員２名、識見監査委員

２名、おるわけでありますが、両方とも監査委

員としての職務権限によりまして、それぞれ独

立して監査を行っております。これは全く私個

人の所見でございますが、平成20年度の監査

は、対象機関数が約1,500カ所ある中で、監査日

程やマンパワーの問題もございまして、５分の

１の300余りしか実施できないなどの物理的な問

題が生じてございます。また、今般の不適正な

事務処理に関してでありますが、委員監査に

は、会計検査院等の検査とは異なりまして、法

律的にもその有効性に限度があることも実感を

しております。

このようなことから、現行の監査委員制度で

はさまざまな制約がありますので、私としまし

ては、現在、国において協議中の、地方分権に

関する地方制度調査会の中で議論されておりま

す監査体制の充実強化に向けて、今後とも強く

国に対して要望していくことが必要であると思

います。いずれにいたしましても、議員活動を

通じて培ってきた経験を生かしまして、今後と

も、公正不偏の立場で監査に取り組んでまいり

たいと思います。以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

では、今度は総務部長に質疑をいたします。

引き続き不適正な事務処理について伺います。

不適正な事務処理にかかわった取引業者が当然

いるわけでございますが、この取引業者は現在

も県の当該機関と取引を継続しているのか、お

伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の不適正な事

務処理の預けあるいは書きかえにつきまして

は、いずれも、関係した県の所属からの依頼に

よって行われたものであると認識をしておりま

す。また一方、不適正な事務処理の調査の際に

は、取引業者の全面的な協力もいただいたとこ

ろでございます。こうしたことから、関係した

取引業者につきましても、他の取扱業者と同じ

取り扱いとしているところでございます。

○武井俊輔議員 確かに、県から申し出たこと

でもあり、取引業者サイドに立てば、気の毒な

面があるというのは認めます。しかし、例えば

これが刑事事件であれば、従属的な立場であっ

たとしても、酌量の余地はあるにせよ、当然、

責任は問われるものであります。そういった意

味でも、当該取引業者に対しては、取引を再開
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するに当たり、「今後は、このような不適正な

事務処理に関与しない」であるとか、そういっ

た旨の誓約書等をとるべきではなかったかと考

えておりますが、そのようなことはされなかっ

たのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 特段、誓約書等は

徴しておりませんけれども、物品取引の公正を

期すため、今年度から、県からの不適正な行為

等を要求された業者から通報を受ける外部通報

制度を制定いたしました。取引業者にはこれで

周知を図ったところでございますが、一方ま

た、内部的には、「物品取扱業者への対応指

針」を作成して、業者との対応方法をルール化

したところでございます。こういった二面から

のアプローチによりまして、不適正な行為が未

然に防止されるものと考えられますことから、

特段、誓約については求めていないところでご

ざいます。

○武井俊輔議員 わかりました。預けや書きか

えは、そもそも、納入されるべきものが納入さ

れない仕組みがつくられたことから起こったこ

とです。普通の取引の中では当然にあるんです

が、物品が納入される際には、納品書の収受と

いうのが普通に行われておりますが、納品書の

管理は行ってこなかったのか、総務部長に伺い

ます。

○総務部長（山下健次君） 納品書でございま

すけれども、地方自治法上は、地方公共団体が

契約を締結した場合におきましては、契約の適

正な履行を確認するための方法として、必要な

検査をしなければならないとされております。

これを受けまして、県は、財務規則におきまし

て、検査したことを証するものとして検査調書

を作成する、あるいは請求書の余白に検査済み

の旨、及びその年月日を記入して、検査した者

が記名押印することとしておりまして、特段、

納品書の管理は義務づけをしていないところで

ございます。

○武井俊輔議員 つまり、納品書の管理はして

いないということになるわけですが、再発防止

の責任者である副知事に最後はお伺いをしたい

と思います。先ほどのお答えの中で、例えば意

識改革であるとか、一層の研修であるとか、い

ろんなことをおっしゃいまして、非常に抽象的

なことかなと、私は印象を受けるんです。つま

り、こういった具体的な仕組みの改善というこ

とについては、この一点を見てもまだまだ弱

かったのではないかと感じますが、見解を求め

ます。

○副知事（河野俊嗣君） 御指摘の再発防止策

につきましては、昨年、全庁調査報告書を取り

まとめるに当たりまして、外部調査委員の御指

摘を踏まえつつ、職員の意識改革から物品調達

システム、さらに予算編成・執行システムな

ど、さまざまな観点にわたりまして、具体的な

案を取りまとめたものでございます。今後と

も、必要な見直しはその都度行いつつ、また今

回のような事案を教訓としつつ、組織の隅々ま

でこれが浸透するよう、さらに徹底を図ってま

いりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、県税の未歳入額につ

いてお伺いいたします。

昨年度の県全体での県民税の総額は34 2

億1,300万円余、これに対し収入が323億9,900万

円余でありまして、17億1,800万円余が収入未済

額となっております。これは、18年度の収入未

済額11億900万円余に対し約1.6倍になっている

んですが、この理由について総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（山下健次君） 県民税には、大き
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く個人県民税と法人県民税とがございますけれ

ども、このうちの８割以上を占めております個

人県民税については、平成19年度から税源移譲

が行われたことによりまして、前年度と比較し

て、調定額及び収入額ともに約1.8倍となってお

ります。これに伴いまして、徴収率は上がった

んですけれども、収入額も増加したということ

でございます。

○武井俊輔議員 収入未済額も増加したという

ことでよろしいですか。

○総務部長（山下健次君） 1.8倍に税の額が増

加したということで、これに伴って、収入未済

額も増加することになったということでござい

ます。

○武井俊輔議員 つまり、徴収率は上がったも

のの、収入未済額も、全体が上がったので増加

したという理解かと思います。確かに、18年度

の調定額、215億6,100万円余でありました。そ

ういった意味では、割合が全体的に、両方ふえ

たという理解かと思いますが、今、三位一体改

革というものが国の中でも大変進んでおり、税

源移譲が進んでいる中、徴税体制の強化という

のはどのように取り組んでこられたのか、総務

部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 個人県民税の徴収

対策につきましては、市町村との徴収対策会議

を初めといたしまして、共同徴収あるいは徴収

実務研修の実施、市町村から―これは滞納分

でございますが―滞納案件の引き継ぎを受

け、県が滞納処分を行う直接徴収に加え、平

成19年度からは税務職員の併任人事交流制度を

創設いたしまして、市町村と一体となった徴収

対策を実施してきたところでございます。

○武井俊輔議員 わかりました。

続きまして、特に県営住宅事業についてお伺

いいたします。

県営住宅事業の調定額は21億2,270万円余に対

し、収入未済額は1,998万円余となっておりま

す。これは18年度よりも180万円の増加というこ

とになっております。この収納率は全国的に見

てどのような状況か、また家賃滞納について、

入居者及び転出者の最高滞納月数及び滞納額を

お示しください。県土整備部長、お願いしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年度に

おける公営住宅使用料の現年度の徴収率は99.1

％で、これは全国上位から第４位となっており

ます。また、入居者及び退去者別の最高の滞納

月数と滞納額につきましては、滞納月数は、入

居者で67カ月、退去者で72カ月でございます。

また、滞納額は、入居者で206万円、退去者

で235万円となっております。なお、これらの方

々につきましては、既に家賃支払いの訴えな

ど、法的措置を講じているところでございま

す。

○武井俊輔議員 負担の公平性という観点から

も、これは大きな問題であると考えておりま

す。それらの収入未済額についてですが、今ま

での累積分というのが当然あるわけですが、累

積分と合わせた総額はどの程度になるのか。ま

た、法律上の残債の不納欠損―結果として収

納できないことが確定したものの欠損処理はど

のように行っているのか、また、それについて

法律上の時効があるのか、収入未済解消のため

に今までどのような方策をとってこられたの

か、あわせてお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、過年度

を含めた収入未済額の総額につきましては、平

成19年度末現在で１億876万5,431円となってお

ります。
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次に、不納欠損処理に至る手順につきまして

は、再三にわたる納入指導にも応じない滞納者

に対しまして、必要に応じて家賃支払いの訴え

などの法的措置を講じた上で、粘り強く請求を

行っていくこととなりますが、その中で、退去

後に死亡したり、あるいは所在不明となった方

など、徴収が困難となった滞納者につきまして

は、宮崎県財務規則及び県営住宅使用料不納欠

損処分実施基準等に照らして、不納欠損金とし

て整理することとなります。さらに、法律上の

時効につきましては、通常は５年となっており

ますが、判決や裁判上の和解等により確定した

ものは10年となっております。

最後に、これまでの収入未済額解消の方策と

しましては、きめ細かな納入指導のほか、県民

負担の公平の観点から、連帯保証人に対する納

付請求や、明け渡し訴訟などの法的措置を講じ

るなどにより、収入の促進に取り組んできたと

ころであります。

○武井俊輔議員 続いて、補助公共事業につい

てお伺いいたします。

補助公共事業については、附属の事務費も含

め使い切らなければ返還手続が煩雑になるなど

といったこともございまして、これが不適正な

事務処理の温床になったという指摘もあります

が、補助公共事業の残額についてはどのように

措置したのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事の入札等

で執行残額が生じた場合には、残工事への再投

資や、他の事業箇所への流用を行いまして、事

業の進捗が図られるように努めております。こ

のため、補助公共事業の執行残は、箇所が限定

された災害復旧事業など特殊な事業を除きまし

て、一般的には生じないところであります。

○武井俊輔議員 続いて、会計検査院の指摘に

ついて伺います。

今月７日に会計検査院より公表された平成19

年度の決算検査報告についてでございます。こ

れによりますと、不適正な事務処理に含まれる

国庫補助金等相当額が5,659万円余となっており

ますが、これについてどのように認識されてい

るか、これは総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の会計検査院

の決算検査報告は、本県が昨年実施いたしまし

た全庁調査における預けと書きかえの中に、御

指摘の5,659万円余の国庫補助金等相当額が含ま

れていたというものでございまして、その指摘

を重く受けとめているところでございます。県

としましては、これまで、職員等による返還や

処分を行うとともに、職員のコンプライアンス

意識の徹底や、物品調達システムの改善などの

再発防止策に取り組んできているところであり

ますが、今後、このような不適正な事務処理が

二度と起こることのないよう、さらに再発防止

のための取り組みを徹底してまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 引き続き、入札改革につい

て、今度は知事にお伺いいたします。

官製談合事件を踏まえ、19年度より入札改革

を実施いたしましたが、知事の所見を伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 一昨年起きました入

札談合事件は、県政に対する信頼を失墜させた

ばかりでなく、県民の皆様の誇りを大きく傷つ

けたと考えております。このため、一刻も早い

宮崎県政の再生、信頼の回復が、私に課せられ

た使命であると考え、知事就任以来、より公

正、透明で、競争性の高い入札・契約制度の確

立を目指し、抜本的な改革に取り組んできたと

ころであります。しかしながら、建設投資の大

平成20年11月25日（火）



- 42 -

幅な減少、一般競争入札の拡大による競争性の

高まりに加え、資材価格の高騰、不動産業界の

業況悪化などもあり、建設産業を取り巻く環境

は大変厳しい状況となっております。建設産業

は、社会資本の担い手であり、災害時の緊急対

応などに大きな役割を果たすとともに、地域経

済と雇用を支える重要な産業の一つでありま

す。このため、建設産業について、技術と経営

にすぐれた業者が伸びていける環境づくりが急

務と考えており、建設業者の実情に応じたきめ

細やかな支援に努めるとともに、入札・契約制

度についても幅広く意見を伺いながら、総合評

価落札方式をさらに拡充するなど、制度の検証

と見直しを継続して行い、よりよい制度の構築

を図ってまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、今の答弁を踏まえま

して、県土整備部長に伺います。この入札改革

の結果、平均落札価格も当然下がったわけです

が、再投資に回ったものも含め、結果としてど

の程度の県費が捻出されたのか、お伺いしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共三部にお

いては、平成19年度に予定価格ベースで677億円

の工事を発注しております。平成18年度と19年

度の落札率の差を見てみますと、9.5％でありま

すので、この差に相当する金額は64億円、こう

いう計算になります。

○武井俊輔議員 引き続きまして、増額の契約

変更についてお伺いいたします。5,000万円以上

の大型工事の中で、契約後の増額変更、割合と

しては１割以上というふうに―微調整はあり

ますので１割以上といたしますが、この件数を

お示しください。また、入札改革の結果とし

て、工事の品質への懸念等もありましたが、入

札改革との関係性はあるかどうか、どう認識さ

れているか、あわせて県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年度県

土整備部発注の当初契約額5,000万円以上の工

事168件のうち、変更増額が当初契約額の１割以

上となった件数は22件でございます。また、契

約変更につきましては、工事請負契約約款に基

づき、工事現場の形状、地質、湧水等の状態が

設計図書に示された施工条件と一致しない場合

などに、発注者と請負者が協議を行い、必要が

あると認められるときは行うこととしておりま

す。入札・契約制度改革との関連性はないもの

と考えております。

○武井俊輔議員 引き続き、市町村合併につい

てお伺いいたします。

市町村合併交付金、これは、合併した市町村

に５億円をベースに、３以上の市町村が合併し

た場合、１市町村ふえるごとに１億円を増額す

るというものでありまして、19年度は都城市の

８億円、２段階で合併した延岡市の８億円を筆

頭に、宮崎市に７億円、美郷町に６億円、日向

市と小林市に５億円の交付金枠が配分されたも

のであります。その中で、平成19年度の決算で

は６億8,900万円余が配分されておりますが、こ

れについて、その活用は市町村の自由裁量とし

たのか、また、その成果について総務部長にお

伺いします。

○総務部長（山下健次君） 市町村合併支援交

付金につきましては、合併によって臨時的に必

要となる事業や、市町村建設計画に基づき実施

される事業などにつきまして、市町村からの申

請に基づき、その内容が事業目的に合致してい

るか審査した上で、交付を決定しているところ

であります。合併した市町におきましては、こ

の交付金を活用いたしまして、旧町村立病院や
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小中学校等の公共施設整備、またケーブルテレ

ビのエリア拡大や文化財の保存事業など、合併

後の一体的なまちづくりのためのさまざまな事

業に取り組まれているところであります。

○武井俊輔議員 合併においての課題として、

役場などがなくなってしまった旧町村、また周

辺部などの衰退が大きな課題として挙げられて

おりますが、その対策はどのようにされてきた

のか、総務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 合併した市町にお

きましては、地域の特性を生かしたまちづくり

を行うとともに、総合支所や地域自治区等を設

置し、住民サービスの維持向上はもとより、住

民の意見を反映させる取り組みを行っていると

ころでございます。県におきましては、市町村

合併支援プランに基づき、合併後の一体的なま

ちづくりのための市町村合併支援交付金の交付

や、市町村建設計画に位置づけられた県事業の

積極的な推進などにより、支援に努めていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 続いて、企業誘致について商

工観光労働部長にお伺いいたします。

平成19年度の企業誘致の件数は22件となって

おりますが、このうち細島工業団地及び宮崎フ

リーウェイ工業団地へはどの程度進出したの

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 細島工業

団地への誘致、それとフリーウェイ工業団地へ

の誘致でありますが、それぞれ１件というふう

になっております。

○武井俊輔議員 わかりました。細島工業団地

については、残スペースの関係もあり、まだ妥

当なところがあるかと思いますが、宮崎フリー

ウェイ工業団地について、重ねてお伺いいたし

ます。宮崎フリーウェイ工業団地については、

やはり相変わらず進捗していないようでござい

ます。決算書を見てみましても、14億800万円の

無利子貸し付け及び管理費補助をいたしており

ます。にもかかわらず１件というのは、大変厳

しい状況にあるかと思いますが、なぜ宮崎フリ

ーウェイ工業団地について進まなかったのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） フリー

ウェイ工業団地への企業誘致につきましては、

県外で開催します企業立地セミナーや展示会等

で立地環境のＰＲを行いますとともに、19年度

は約60社の企業に現地を視察していただくな

ど、積極的な誘致活動を行ってきたところであ

ります。そして、これまで接してきました企業

からは、例えば人材確保への不安でありますと

か分譲価格等について、いろいろ御意見をいた

だいているところでございます。

○武井俊輔議員 企業誘致について引き続きお

伺いいたします。昨年度の企業誘致に伴う最終

雇用予定者数は1,174人と規定されております

が、有効求人倍率等を見ても、新規就業者の雇

用創出が継続的になされているとは言いがたい

状況にあると思います。総括質疑ですので、過

去にさかのぼり、19年度の状況としてお伺いい

たしますが、例えば17年度は2,932名、18年度

は1,028名が最終雇用予定者とされております

が、19年度の時点で、その雇用状況がどの程度

達成されたのか、お知らせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 17年度

と18年度の誘致企業数は計42社でありますが、

平成19年12月に実施しましたアンケート調査な

どの結果によりますと、そのうち把握できまし

た28社の状況を見ますと、最終雇用予定者

数3,526人に対しまして、雇用者数が2,160人、

達成率で申しますと、61％となっております。
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○武井俊輔議員 続きまして、県民政策部長に

お伺いいたします。宮崎情報ハイウェイ21（Ｍ

ＪＨ21）についてお伺いいたします。

これは、県内のすべての市町村を網羅した超

高速ネットワークでございまして、行政情報の

みならず、医療、教育、またケーブルテレビや

民間企業にも活用される、県内の高速情報網の

中核をなすものであります。情報格差の解消に

も資する非常に有益なものでありますが、19年

度には１億7,500万円余と、管理運営にも大きな

コストがかかっております。しかし、実際にこ

れを利用している民間の事業者の中には、この

ネットワークの回線が切断するといったような

事案も発生するなど、安定性、信用性について

不安視する向きもあります。これだけコストを

かけている中において、19年度の切断事案につ

いて状況をお聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 宮崎情報ハイ

ウェイ21のネットワークの断絶でありますけれ

ども、平成14年８月に供用開始しておりまし

て、現在まで２回のみ発生しております。その

うち19年度は、庁舎電気設備の点検業者の方が

誤って電源を停止したことによる断絶が１件発

生しているところであります。

○武井俊輔議員 これは非常に重要な問題であ

りまして、これだけインターネット社会になり

ますと、１分１秒が大きな逸失利益にもつなが

ることを指摘しておきたいと思います。

続いて、消費者啓発推進についてお伺いいた

します。県民政策部長にお伺いします。

昨年度より、振り込め詐欺、還付金詐欺な

ど、特に高齢者をねらった犯罪が頻発しており

ます。県では、消費者啓発推進に400万円余、消

費生活啓発員配置に762万円余、消費生活相談員

設置に2,223万円余などを充てておりますが、こ

れらの犯罪の未然防止に、消費生活センターは

どのように取り組んだのか、またどの程度効果

があったのか、お伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 消費生活セン

ターにおきましては、消費者被害の未然防止や

消費者の自立支援を図るために、新聞、ラジオ

・テレビ、県庁ホームページ等を活用いたしま

して、消費生活情報の提供を行いますととも

に、広報誌「くらしのひろば」や各種リーフ

レットにより、啓発に取り組んできたところで

あります。さらに、広く県民を対象に、悪質商

法等をテーマとする講演会や、消費生活センタ

ー職員等が職場や地域に出向いて行う出前講座

等を317回実施し、約１万6,500人に対して直

接、啓発を行ったところであります。また、振

り込め詐欺につきましては、消費生活センター

が実施した講座等におきまして、特に注意喚起

を行うとともに、架空請求等に関する相談1,050

件に対して助言を行ったところでありまして、

被害の未然防止に寄与したものと考えていると

ころであります。以上です。

○武井俊輔議員 それに関連してですが、昨年

度は、あわせてワンクリック詐欺、それから麻

薬販売など、インターネットに係る犯罪も急増

いたしました。そういったインターネット犯罪

被害の防止について、学校との連携、未成年に

は非常に重要な取り組みだと思いますが、どの

ように取り組んできたか、お伺いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 児童生徒に対

する消費者教育につきましては、県及び各市町

村の教育委員会や各学校との連携のもと、消費

生活センターが各種事業を展開しているところ

であります。平成19年度におきましては、県内

の中学２年生、全員の生徒に対しまして、パソ

コンや携帯電話によるワンクリック詐欺等のト
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ラブルに関する啓発パンフレットを配布したと

ころであります。また、小中学校及び高等学校

におきまして、保護者や児童生徒を対象に、金

銭教育に関する出前講座を62回実施しており、

インターネットや携帯サイトの被害についても

注意を呼びかけたところであります。さらに、

教職員に対しましても、児童生徒に対する指導

に役立てるため、インターネット犯罪の被害防

止を含む消費者教育に関する研修を４回実施し

ております。以上であります。

○武井俊輔議員 続きまして、「みやざきの

空」航空ネットワーク活性化事業についてお伺

いいたします。

これは、国や航空会社への要望・陳情活動、

チャーター便への団体補助などの事業で、19年

度9,194万円余が支出されております。この事業

は、アウトバウンド、つまり宮崎からの出発を

ふやすという事業ですが、この事業の中で、県

内の旅行業者に対しどのような働きかけをした

のか、また例えば他県と比べてどのようなオリ

ジナルな取り組みを行ったのかなど、お伺いい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際線の利用

促進につきましては、県内旅行業者に対しまし

て、県民にとって利用しやすい旅行商品の造成

を働きかけたり、新聞広告やテレビコマーシャ

ルなどの広告に対する支援を行っております。

また、本県独自の取り組みといたしまして、19

年度は、財団法人みやざき観光コンベンション

協会と協力をいたしまして、県民に「ソウル国

際市民マラソン」への参加を呼びかけ、「みや

ざきＰＲランナー」として、本県のマラソン大

会や観光のＰＲを行っていただいたところであ

ります。加えまして、安定的な利用が見込める

修学旅行等の利用を促進するため、県内の中学

校や高等学校の担当者等を対象に、韓国修学旅

行セミナーや修学旅行事前視察調査を実施した

ところであります。以上であります。

○武井俊輔議員 最後でございますが、それに

関連いたしまして、海外交流駐在員設置事業に

ついてお伺いいたします。

これは、韓国、台湾、上海に駐在員を置く事

業で、4,213万円余が支出されております。その

中で、ソウル事務所についてお伺いいたしま

す。先ほどのものと関連しまして、ソウル事務

所が国際線活性化にどのような役割を果たした

か、意義と役割についてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ソウル事

務所につきましては、庁内各課とか関係団体と

連携を図りながら、現地の旅行会社へのきめ細

かな観光誘致セールスの実施でありますとか、

小中学生の相互交流などへの支援、貿易・投資

関係の情報提供など、現地にある強みを生かし

てさまざまな活動を実施しておりまして、経済

・文化面の相互交流に重要な役割を果たしてい

るところでございます。このような活動の中

で、平成19年度は、例えば530名が参加した韓国

人のゴルフ大会、延べ7,000人余に上る韓国企業

の報奨旅行の誘致を実現するなど、観光を中心

に宮崎―ソウル路線の利用促進につながる、さ

まざまな成果が上がってきていると思っており

ます。

○武井俊輔議員 以上で終わります。ありがと

うございました。

○坂口博美議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 平成19年度

決算の審査に当たりまして、民主党を代表して

総括質疑を行います。

まず、知事に２～３お尋ねします。

19年度予算の編成は、不幸にも突然の事件に
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よる変則的な知事交代劇があり、当初予算は、

人件費、公債費等の義務的経費や、施設管理費

等の経常的経費を中心とした、いわゆる骨格予

算として編成され、新規事業や政策的な判断を

要する経費は肉付け予算として新知事指揮下の

６月議会で編成されました。

内容的には、国、地方を通じた厳しい財政状

況のもと、19年度予算は、「宮崎県行財政改革

大綱2007」の財政改革プログラムの初年度であ

ることを踏まえ、行政改革に着実に取り組むこ

ととなりました。当初予算の一般会計規模は総

額4,663億円余、６月補正の肉づけ額は984億円

余となり、対前年比152億円余減の６年連続のマ

イナス予算となりました。しかし、大変厳しい

本県の財政状況を踏まえながら、新知事マニ

フェストの具現化のため、意欲的な工夫がなさ

れ、県政を刷新し、県民みんなで取り組んでい

く、期待を込めた新みやざき創造予算としてス

タートしました。

特に、新みやざき創造計画では、重点事業と

して、第１には、「郷土の宝『宮崎人』づく

り」戦略として、地域の教育力の再生や視野の

広い人材の育成等、６つの項目でくくり、第２

には、「成熟社会における豊かな暮らし」戦

略、第３には、「『経済・交流』拡大」戦略

と、それぞれの項目で体系化し、アピールして

おります。

また、知事就任早々に、「災い転じて福とな

す」の格言どおり、一躍有名となった鳥インフ

ルエンザ対策と、その後の経営支援や再発防止

策、さらには「みやざきブランド」の強化や元

気な観光地づくり等に力を注いでこられました

が、まず19年度の決算を報告するに当たり、こ

の１年間の活動成果をどのように総括している

か、お尋ねします。

次に、平成19年度の財政運営について伺いま

す。平成19年度の６月時点の一般会計予算

は5,648億円余、その後の減額補正等により最終

予算額は5,489億円余と、緊縮予算であります。

決算額では、歳入で5,564億円余、歳出で5,517

億円余となり、形式収支で46億5,000万円余、翌

年度への繰り越し21億7,000万円余を差し引いた

実質収支は24億8,000万円余の黒字となり、単年

度でも５億5,000万円余の黒字となっておりま

す。また、自主財源比率は37.8％、対前年比5.5

ポイントの増となり、依存財源は、地方特例交

付金や地方交付税が増額になったものの、国庫

支出金や県債等が減額になったことにより、前

年度比14.9ポイントの減となり、62.2％となっ

ております。

一方、支出の内訳は、教育費の22.0％を筆頭

に、公債費15.7％、土木費14.0％、農林水産業

費10.9％、民生費10.7％などとなっており、義

務的経費47.1％のうち人件費29.2％、投資的経

費22.5％のうち普通建設事業費が20.6％となっ

ております。その他の決算数値においても、お

おむね予算の範囲内で推移したものと思いま

す。

このような極めて厳しい財政状況のもと、新

規を含めて数多くの行財政需要に的確に対応し

ていくことが求められました。そのため、行財

政改革には特に強力に取り組み、これまで以上

に財政の健全化に努めてこられましたが、19年

度の取り組み内容と実績、その評価を伺いま

す。

また、新たな財政改革の着実な取り組みとし

て掲げた、平成19年３月に策定した「新たな財

政改革推進計画」の人件費削減の取り組みは26

億円余となっているが、これは決算ベースでど

のように評価しているか、定数や実人員の減等

平成20年11月25日（火）



- 47 -

はどのような結果となっているのか、予算編成

時点の計画に対する実績と評価を伺います。

次に、県単補助金の整理統合について伺いま

す。県単補助金は、常に見直しを行いながら、

廃止や縮小、統合等を繰り返し図ってきたとこ

ろであり、近年の厳しい財政状況のもとでは、

かなり徹底してきたとの見方もあります。予算

時点で示された姿勢に対して、実態はどのよう

に進んだのか、また新規の補助金の実績と評価

をお示し願います。

次は、知事交代の直接のきっかけとなった官

製談合事件の防止策として、従来、公共工事の

落札率の妥当性が問題とされてきました。知事

は19年度の方針として、「一日も早い県民の信

頼回復に向けて、より公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度の確立」を掲げ、指名競争入

札の廃止と一般競争入札の拡大、公益通報制度

の充実、働きかけの記録・公表制度の導入、公

共工事の適正な施工の確保等を打ち出しておら

れます。この１年、導入に向けて、土木・建設

業界は冬の時代と言われる中での改革の断行で

あったわけでありますが、現時点での改革の結

果と評価を伺います。

次は、ゼロ予算施策の推進として掲げておら

れた、県中小企業融資制度における第三者保証

人要件の原則撤廃、県庁見学ツアーの実施、ト

ライアル発注制度の導入の３点について、その

効果と評価をお尋ねします。

以上で壇上からの質疑を終え、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 19年度の活

動成果についてであります。平成19年度の実績

や成果に基づく政策評価におきましては、「工

程表どおり進んでいる」が約７割、「おおむね

工程表どおりだが、一部おくれている」が約３

割であり、全体としてはおおむね順調に進捗し

ているものと考えております。その中で、マン

ゴーや宮崎牛など、県産品のトップセールスや

ＰＲ活動による「みやざきブランド」の向

上、11年ぶりに増加に転じた県外観光客数、さ

らには自然災害の被災者を支援するための災害

時安心基金の設置など、大きな成果を上げるこ

とができたのではないかと考えております。こ

のような成果について、今後さらに、定番・定

着化を図っていくことが重要であり、また一部

におくれが生じている項目についても、引き続

き全力で取り組みながら、新みやざき創造戦略

の一層の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。 続きまして、平成19年度は、「宮崎県

行財政改革大綱2007」の財政改革プログラムの

初年度であることから、義務的経費の削減や投

資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹底した

見直し、財源確保対策など、財政健全化に向け

た取り組みを積極的に推進したところでありま

す。具体的には、予算編成に当たり、投資的経

費の縮減・重点化により約46億円、事務事業や

県単補助金の見直しにより約86億円の削減効果

があったものと考えております。また、義務的

経費のうち人件費につきましては、一般会計に

係る職員数を249名削減したほか、特別職の給料

や管理職手当の減額、給与構造改革などによ

り、約28億円の削減を図ったところでありま

す。

県単補助金の整理統合につきましては、平

成19年度において、廃止したもの96件、12億円

余、縮小・統合したもの224件、20億円余、合

計320件、32億円余の見直しを行ったところであ

ります。また、新規の補助金につきましては、

スクラップ・アンド・ビルドを原則として、こ

れらの見直しによって捻出された財源をもと
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に、91件、10億円余を実施することとしまし

た。厳しい財政状況ではありましたが、既定の

事業の見直しを行うことにより、事業の統合

や、より高度な施策の展開を図るとともに、新

規事業の創設により、新たな行政需要に対応す

ることができたものと考えております。

次に、入札・契約制度改革についてでありま

す。入札・契約制度につきましては、これまで

の取り組みにより、公正、透明で競争性の高い

制度の構築が図られてきたものと考えておりま

すが、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状

況となっております。このため県といたしまし

ては、建設産業について、技術と経営にすぐれ

た業者が伸びていける環境づくりが急務と考え

ており、建設業者の実情に応じたきめ細やかな

支援に努めるとともに、入札・契約制度につい

ても幅広く意見を伺いながら、随時検証し、総

合評価落札方式の拡充や最低制限価格の見直し

など、よりよい制度の構築を図ってきたところ

であります。

続きまして、ゼロ予算施策の効果と評価につ

いてであります。まず、県中小企業融資制度に

つきましては、第三者保証人要件を原則撤廃し

た結果、県信用保証協会の第三者保証人を求め

た割合は、18年度の45.1％から19年度は9.9％に

減少し、19年度の新規融資額も、18年度に比

べ7.7％増加しております。次に、県庁見学ツア

ーにつきましては、771団体、２万4,440人の利

用がありましたが、これにより、さまざまな団

体の誘客に結びついたほか、多くのメディアで

紹介され、本県観光全体のＰＲにもなったとこ

ろであります。また、トライアル購入事業者認

定制度につきましては、７事業者の７製品を認

定し、県での購入のほか、製品への認定の表示

やマスコミでの紹介等を通じて販路開拓につな

がっております。このように、いずれのゼロ予

算施策につきましても、一定の効果があったも

のと考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 ありがとうございました。次

に進みます。

総務部長にお尋ねします。

19年度末の一般会計の県債残高は9,146億円

余、臨時財政対策債を除いても7,479億円余とな

り、現行決算規模からすると、比率は高まって

いると思います。多額の県債残高は、将来の県

財政と県民生活に大きな負担を与えるところと

なり、世代間負担のあり方についても多くの議

論があるところであります。当初６月に予測し

た残高より決算額は多額となっておりますが、

その差の原因と、ここ４～５年の残高見通しを

伺います。

さらに、財政状況を示す経常収支比率と公債

費比率については、財政構造の弾力化を示す指

標、また起債制限比率については、地方債の許

可制限に係る指標とされていますが、その推移

と内容について心配する向きもあります。最近

の数値の動きと今後の傾向をどのように考察さ

れておられるか伺います。

○総務部長（山下健次君） まず、県債残高で

ございますが、平成19年度末における県債残高

につきましては、６月補正予算時点では約9,022

億円と見込んでおりましたが、一般財源の節約

を図る観点から、国の補正予算債や臨時公共事

業債等、充当率や交付税措置がより有利な県債

を活用することとしたために、平成19年度決算

では約9,147億円となったところでございます。

今後の県債残高の見通しでございますが、県債

の発行規模は、経済情勢の変化あるいは国の動

向、災害の発生状況など、さまざまな要因に左

右されますことから、将来の見通しを立てるこ
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とは難しい面がございますけれども、財政改革

推進計画に基づく県債発行の抑制等によりまし

て、特段のことがない限り、平成18年度をピー

クに減少する見通しでございます。

次に、経常収支比率等についてでございま

す。平成19年度の財政指標を前年度との比較で

見てみますと、経常収支比率は94.3％というこ

とで2.2ポイントの増となっております。一方、

公債費比率は15.3％で、こちらは0.8ポイントの

減、さらに起債制限比率は9.8％で、これも0.8

ポイントの減ということになっております。公

債費比率と起債制限比率は、やや改善されたも

のの、財政の弾力性をあらわす経常収支比率は

一貫して高まる傾向にございまして、本県の財

政は厳しさを増してきているというふうに認識

しております。今後、財政指標の動向等につき

ましては、さらに十分留意してまいりたいと考

えております。

○権藤梅義議員 次は、会計管理者に伺いま

す。

一時借入金の借入残高の最高額は451億円余

で、限度額の1,000億円の範囲内であるとの指摘

でありますが、本来、借入限度額は、予算決算

額の１割程度が常識的な数値ではないかとの見

解もあるやに聞いております。決算ベースで総

額支出が減少していく過程にあり、限度額を

もっと少額で抑えるべきじゃないかとの指摘が

あります。これらを踏まえて、ここ数年の最高

額の推移をお示し願うと同時に、契約を四半期

ごとに設定する等、きめの細かい管理をすべき

との意見もあるわけでありますが、どのように

検討しているか伺います。

また、積立金及び基金の19年度末残高は869億

円余となっていますが、これらの管理運用の詳

細をお尋ねします。

さらに、超低金利時代は、若干の変動はあっ

ても、今日も依然として変わっておりません

が、この１年間の運用面でどのような努力と改

善を行ったのか伺います。

○会計管理者（長友秀隆君） まず、一時借入

金の１日単位での借入最高残額の推移は、ここ

数年で約400億円から約450億円でございます。

次に、一時借入金の管理につきましては、指定

金融機関との当座貸越契約により、必要以上の

一時借り入れが発生することがないよう、毎日

きめ細かく管理をしているところでございま

す。ちなみに、平成19年度の借入最高残額は451

億6,600万円余でありまして、年度末の３月31日

に発生いたしました。また、この時期は、基金

からも550億4,200万円余を繰りかえておりまし

て、延べにいたしまして、約1,000億円で支払い

に対応したところでございます。このような状

況を踏まえ、一時借入金につきましては、年度

内のさまざまな状況を想定して、当初予算で限

度額1,000億円を設定させてもらっているところ

でございます。

次に、基金の管理運用についてでございま

す。平成19年度末における基金の運用は、総

額869億円余のうち、834億円余を定期性預金

で、20億円余を国債で行っております。なお、

このことによります利息収入は約３億2,000万円

でございます。また、基金の運用に当たりまし

ては、競争入札を原則といたしまして、最も有

利な運用先の確保に努めたところでございま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 次に進みます。県税は、税源

移譲による個人県民税の増収等によりまして、

対前年比13.3％増となり、初めて1,003億円余と

なり、1,000億を超えたわけでありますが、それ

でも自主財源比率37.8％の約半分程度しかない
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と言われております。そういう中で、依存財源

を頼みとする本県財政の中では、最も貴重な自

主財源でありまして、その積極的な確保は、歳

入財源の重要項目として常に努力が求められて

おります。そのような中で、19年度の収入未済

額は24億6,000万円余となり、18年度に比べ２

億6,000万円程度の増となっております。一般会

計未済額の75.6％を占めております。また、諸

収入の未済額も７億6,000万円余と、対前年比１

億2,000万円余の増加となっております。監査の

指摘事項にもありましたように、個人県民税の

収入未済については、「賦課徴収を行う市町村

とより一層連携を密にして、各市町村の実情に

即した支援策を進めるなど、効果的な徴収対策

を講じること」が求められております。19年度

の徴収努力と課題をお尋ねいたします。

また、これに関連いたしまして、諸収入や、

その他の収入確保について、監査意見は、「未

納者の実態把握に努め、収入確保と県民負担の

公平の観点から、収入未済の解消と新たな発生

防止に努めること」となっています。諸収入未

済額の対前年比１億2,000万円余の増加の内容、

当年度の徴収努力と今後の課題を総務部長に伺

います。

○総務部長（山下健次君） 県税の収入未済額

の圧縮につきましては、重要な課題と認識して

おりまして、特に、個人県民税と自動車税を重

点税目として取り組んだところでございます。

このうち個人県民税につきましては、御指摘の

ように、市町村との徴収対策会議を初めといた

しまして、共同徴収あるいは徴収実務研修の実

施、直接徴収―これは滞納処分を県が直接行

うわけですけれども―それから、平成19年度

からは、税務職員の併任人事交流制度を創設い

たしまして、市町村と一体となった徴収対策を

実施してきたところでございます。また、自動

車税につきましては、対策要綱を定め、県税職

員による夜間休日の電話催告、臨宅徴収、ある

いは納税窓口の設置等を行うとともに、タイヤ

ロックによる差し押さえやインターネット公売

の実施など、滞納処分の強化を図りました。今

後の課題でございますけれども、税源移譲によ

り、収入額及び収入未済額ともに大幅に増加し

た個人県民税の徴収対策について、より強力に

取り組む必要がありますので、市町村との連携

を一層密にして、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、諸収入の収入未済額の前年度比増の主

な内容でございますけれども、返還対象者が破

産したことによる補助金返還金の未収入が約１

億500万円、契約解除に伴う工事前払い金返還金

の未収入が約1,200万円でございます。こういっ

た事実上、取り立てが不可能な債権はあります

けれども、収入未済金の圧縮は大きな課題であ

りますので、文書による催促を初め、戸別訪問

による徴収、生活状況に配慮した納入指導など

を行い、未収金徴収に努めるとともに、指導等

に応じない未納者に対しましては、差し押さえ

など厳格な対応も引き続き行ってまいりたいと

考えております。

○権藤梅義議員 引き続き、総務部長に伺いま

す。不納欠損額は２億6,000万円余であります

が、前年度との比較では若干減ったとの説明も

あります。大きな金額であります。不納欠損の

ルールと、その内容がどうしても避けられな

かったのか、妥当性の御説明をお願いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘の不納欠損

額２億6,200万円余のうち、約９割が県税でござ

いますが、県税の不納欠損につきましては、さ

まざまな徴収努力を重ねましても、なお収入未
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済となったものでございまして、具体的には、

差し押さえ等の滞納処分をする財産がない場

合、滞納処分をすることにより生活を著しく窮

迫させるおそれがある場合、あるいは滞納者の

所在及び財産がともに不明である場合、また滞

納者が死亡したり法人が倒産するなど明らかに

徴収することができなかった場合に限りまし

て、地方税法に基づき厳格に実施しておるとこ

ろでございます。不納欠損につきましては、租

税負担の公平性の観点から、今後とも、適正、

厳格な処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 また、19年度の不用額がそれ

ぞれ28億円余、計上されております。主なもの

は、農林水産業費の５億3,000万円余、総務費の

３億7,000万円余、民生費３億2,000万円余及び

災害復旧費２億9,000万円余でありまして、前年

度比４億7,000万円余の増となっております。従

来にも増した執行残の計上というものは、大変

勇気が要ることでありまして、執行現場の姿勢

や監査の指摘等を高く評価するところでありま

すが、前述の不用額の主なものの内容と原因

を、総務部長に一括してお答えいただきたいと

思います。

○総務部長（山下健次君） まず、農林水産業

費の不用額、御指摘の５億3,000万円余でござい

ますけれども、主なものは、負担金・補助及び

交付金が約１億7,600万円、高病原性鳥インフル

エンザ緊急対策事業―これは繰り越しでござ

いますけれども―の負担金で、事業の確定に

伴い不用残となったもの、それと工事請負費が

約１億300万円、公共事業である緊急治山事業な

どで事業の確定に伴い不用残となったもの、こ

ういったものが農林水産業費でございます。

次に、総務費の不用額、約３億7,000万円余で

ございますけれども、主なものは、償還金利子

及び割引料が約１億3,200万円ということで、償

還金の見込みが立てにくいため、不用残が発生

したもの、それから需用費が約4,700万円という

ことで、庁舎管理に要する費用等が不用になっ

たための執行残、こういったものでございま

す。

また、民生費の不用額、３億2,700万円余でご

ざいますけれども、主なものは、負担金・補助

及び交付金が約１億6,600万円、これは医療費助

成事業などで実績が見込みを下回ったことによ

る執行残、それから扶助費が約8,600万円、これ

は自立支援医療費などで、同じく実績が見込み

を下回ったことによる執行残ということでござ

います。

最後に、災害復旧費の不用額、約２億9,000万

円余でございますけれども、主なものは、工事

請負費が約１億6,900万円、これは事業費の確定

に伴う執行残、それから負担金・補助及び交付

金が約１億1,600万円、これは国の配当率が下

回ったための執行残、こういったものでござい

ます。

○権藤梅義議員 次に、株券並びに出資による

権利の評価の項目についてであります。本県に

おいても、所有株式が19年度末で８億7,000万円

余、出資による権利が207億円余ありますが、本

県の場合、その取得原因が投機や投資目的から

取得されたものはほとんどないと思いますの

で、さほど心配はいたしておりませんが、株式

市場は資産価値が３分の１に減じたとの報道も

あります。本県の場合、株式の評価及び株券が

減少している理由を伺います。また、出資によ

る権利については、本年度に10億円余が減少し

ていますので、その理由を伺います。また、こ

れに関連して、財産の状況の中で、地上権が対
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前年比317万平米余、鉱業権が同じく206万平米

余の減少が報告されておりますが、その内容を

関係部長にあわせてお答えいただきたいと思い

ます。

○総務部長（山下健次君） まず、株券等でご

ざいますけれども、県で保有しております株券

は、施策上の目的により長期的に保有している

ものであり、また、そのほとんどが非上場企業

でございますことから、株式の評価はしており

ません。なお、株券が減少しておりますのは、

鶏卵買い入れを主な事業といたしまして、全国

農業協同組合連合会と都道府県等で設立されま

した株式会社全国液卵公社が解散したことによ

るものでございます。

次に、出資による権利の減少の理由でござい

ますが、これは主に、財団法人宮崎県農業後継

者育成基金協会の解散や、財団法人宮崎県環境

整備公社周辺環境整備基金の一部が取り崩され

たことによるものでございます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 地上権の減少

につきましては、県が管理する分収林を伐採

し、分収契約を解除したことによるものであり

まして、その内訳は、県、土地所有者、企業の

三者分収林が約279ヘクタール、県と土地所有者

の二者分収林が約38ヘクタールの計約317ヘクタ

ールであります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 鉱業権の

減少でありますけれども、これは、県が保有し

ております天然ガスの試掘権のうち、１カ所の

登録期間が平成19年10月に終了したため、新規

申請を行っておりましたところ、国からの許可

及び登録が年度を超えて平成20年４月となりま

したことから、平成19年度末に一時的に減少し

たものでございます。以上でございます。

○権藤梅義議員 教育長に通告しておりました

育英資金の貸与、また、警察本部長に通告して

おりました街頭活動の充実強化につきまして

は、先ほどの太田議員、午前中の萩原議員の内

容とほぼ重複しますので、割愛をいたします。

次に、不適正な事務処理に関して伺います。

昨年の委員長報告の指摘・要望事項の中で、

再発防止策の確実な実施における監査のあり方

についての検討について、どのような議論が行

われ、何らかの今後の対応や従来と変わった対

策が出されたのか、代表監査委員に伺います。

また、コンプライアンス意識の徹底の立場か

ら、会計のあり方や事務処理の指導等につい

て、どのような研修や教育、指導等を行った

か、これは総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） まず、コンプライ

アンス意識の徹底でございますけれども、これ

につきましては、管理職員を対象といたしまし

て、財務会計を含むコンプライアンス研修を実

施するなど、各職位ごとにきめ細かな研修を行

うことによりまして、職員の法令遵守意識の徹

底に努めているところでございます。またさら

に、本年度新たに、会計課に特別審査指導担当

を、総務事務センターに指導専門員を配置いた

しまして、会計事務や物品管理事務の指導、検

査、研修等を徹底して実施しているところでご

ざいます。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 監査のあり方

についてでありますが、不適正な事務処理の背

景には、公金意識が欠如していたことや、物品

の調達・管理システムが十分に機能していな

かったことが挙げられるというふうに思いま

す。このようなことから、私どもは、内部統制

機能に視点を置いた監査を強化するとともに、

対象所属や対象項目など、監査の重点化を図る

こととしたところでございます。また、全庁調
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査報告書で示されている再発防止策が確実に実

施されているかどうか検証するために、物品の

出納及び管理状況の重点確認、物品取扱業者に

対する確認調査、物品の発注状況の偏りに関す

る調査などを実施することとしたところでござ

います。

○権藤梅義議員 関連しまして、昨年の議会の

委員長報告の中で、監査委員や専門調査機関等

による徹底した調査と議会への結果報告を求め

た確認困難であった消耗品の適正額の検証、部

局を超えた肩がわりなどにおける不明額の縮小

について、監査報告書の抜粋なるものが配付さ

れて、11月17日の全員協議会で説明を受けまし

た。この中の21ページから23ページについて、

これは金額も数量も、いつ納付したといったこ

ともないんですが、これらの肩がわりや預けの

配分を受けた機関における説明、これは監査委

員なのか当該部署なのかわかりませんが、適正

額の検証あるいは不明額の検証というものを説

明する資料だろうと思うんです。代表監査委員

に伺いますが、どのようにこの表を読めばいい

のかということが一つ。

また、もう一つは、備品計上については、既

に終えているのであれば、この中のどれだけの

部分が手続を終了して、部署ごとの件数、計上

額がありますというようなことをお示し願いた

いと思います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 納入価格差に

つきましては、調達決定伺や納品書等による確

認・検証を行うとともに、事業者へのアンケー

ト調査や監査委員による面談調査を実施し、ま

た、肩がわり等における使途不明額につきまし

ては、取引事業者の帳簿確認や監査委員による

面談調査、関係職員からの聞き取り調査など、

できる限りの検証を行ったところでございま

す。

それから、備品についてでございますけれど

も、今回の監査において、現地で備品の確認を

行っておりますが、南那珂農林振興局からの肩

がわり分と、西臼杵支庁からの預けの配分によ

り購入された備品の合計は、10機関で件数は81

件、金額で517万5,962円となっております。ま

た、納入された備品につきましては、備品台帳

に登載されていることを確認したところでござ

います。

○権藤梅義議員 議論する時間がありませんの

で、前に進みますが、監査報告書の抜粋26ペー

ジの監査委員の最後の「意見」という欄で、

「不適正な事務処理問題発覚以降の物品購入手

続について、一部の機関において、なお改善を

要する事項が見受けられた。このため、昨年９

月にまとめられた「不適正な事務処理に関する

全庁調査報告書」の中で示されている再発防止

策の着実な実行が望まれる」との表現になって

いますが、該当部署はどれだけ発見され、その

部署に対してどのような指摘や指導を行われた

のか、代表監査委員に伺います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） もう一回御質

問をお願いいたします。

○権藤梅義議員 時間をとめてくれますか。

○坂口博美議長 時間をとめます。もう一度。

○権藤梅義議員 いただいた資料の抜粋26ペー

ジの監査委員の最後の「意見」は、「不適正な

事務処理問題発覚以降の物品購入手続につい

て、一部の機関において、なお改善を要する事

項が見受けられた」と。19年度の監査で問題が

わかったということで、これに対してはどのよ

うな指摘や指導をされたのか、その部署はどこ

なのか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 失礼いたしま
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した。物品購入手続について改善を求めた機関

は、７機関でございました。その内訳としまし

ては、物品購入に際し、見積もり合わせをして

いなかった機関が２機関、年度末に年間所要量

を上回る物品を購入していた機関が４機関、物

品購入担当者と納品検査者が同一の者であった

機関が１機関でございます。これらにつきまし

ては、それぞれ、財務規則に定める２者以上と

見積もり合わせを行うこと、適時適量の物品を

購入すること、物品購入担当者と納品検査者は

別の者とするよう、指導を行ったところでござ

います。

○権藤梅義議員 次に、一部質問もありました

けれども、11月７日付の総務部長名による会計

検査院の決算検査報告については、先日の全協

の場では説明がなかったので、質疑の項目に挙

げておりますが、その資料の説明を求めたいと

思います。また、本問題については、国の事業

を県が行う場合、事務費名目の数％の国庫補助

があるやに聞いておりまして、これが今回の事

件の根底にあるのではないか、不適正な事務処

理の、会計処理の根底にあるのではないかと指

摘する向きもあるわけでありますが、その根拠

法といいますか、そういったものを総務部長に

お尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 会計検査院の平

成19年度決算検査報告が11月７日に公表された

ところでございますけれども、この中で、昨年

５月に発覚した本県の不適正な事務処理に係る

会計検査院の実地検査の結果が明らかになりま

したので、同日中に取り急ぎお知らせしたもの

でございます。内容は、不適正な事務処理に含

まれる国庫補助金等相当額が、預けで5,197万円

余、書きかえで462万円余ということでございま

した。なお、指摘のありました国庫補助金等の

国への返還につきましては、現在、関係省庁と

協議を続けておりまして、加算金を含めた返還

額が確定次第、速やかに返還の措置をとること

としております。

もう一点、国の補助公共事業に係る事務費の

件でございますが、この補助公共事業につきま

しては、本体工事等に要する経費とは別に、事

業を実施するために必要な人件費、旅費等の事

務的経費についても補助対象としており、事業

費に応じて一定割合を乗じて得た額が事務費と

され、これに補助率を乗じた額が事務費に係る

補助金として交付される仕組みとなっておりま

す。この事業費に乗ずる割合につきましては、

それぞれ各省庁からの通知で定められていると

ころでございます。

○権藤梅義議員 今の問題に関係しまして、事

務事業等の地方移管等の議論の中で、事務費の

議論は、例えば５％、３％と言わず、３％なら

３％を事務費として県の一般財源として扱える

ような内容のものを要求すべきではないかと

いったような、全国の総務部長会議とかでそう

いう意見とか、市町村との間で、「総務部長、

こういうことを国に要望してもらえないか」、

そういったものは現在まで出ていないんでしょ

うか。

○総務部長（山下健次君） 個別の事務事業に

関する補助の議論の中では、御指摘のような議

論もあるのではないかと思いますが、県全体と

して、今、地方は、言うならば、補助金につい

ての国と地方の役割分担の中での大きな議論を

しておるところでございまして、その中で、事

務費について、特段これまで議論されてきたこ

とはございません。

○権藤梅義議員 時間がなくなりましたので、

これは答弁は要りませんが、監査委員に申し上
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げます。今回の不適正な事務処理につきまして

は、この会計処理は本来あってはならない。県

民の側からは、「前知事は何をしていたのか」

「執行部も、そして議会もどうしたものか」、

こういう声が強かったわけであります。この不

明な額の検証、あるいは県民への資料の提供・

説明は、極力、襟を正してお願いしたいという

ことを申し添えまして、時間が参りましたので

終わります。以上です。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後３時22分休憩

午後３時35分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 定刻は随分

過ぎていますが、きっちり20分、質疑はさせて

いただきたいと思います。

議案第10号平成19年度決算の認定につきまし

て、公明党を代表し総括質疑を行います。

知事は就任以来、スピード感を持って行財政

改革に取り組まれてまいりました。財政の健全

化、県政の信頼回復、県民総力戦の環境づくり

の３つの視点から、「新しい宮崎づくりを支え

る持続可能な行財政システムの確立」を基本理

念に、５つの改革プログラム、すなわち、意識

改革、経営改革、協働改革、入札改革、財政改

革に取り組むとし、県行財政改革大綱2007をま

とめられました。知事は、新しい行財政改革大

綱は、新みやざき創造計画と表裏一体となって

自身のマニフェストの実現を図るものであり、

任期４年を展望したロードマップというべきも

のであると言われております。それゆえに、県

政の目指す姿を外すことなく進めることのでき

るものになっていかなくてはならないと思いま

す。初年度でありますので、ほとんどが取っか

かりの部分ではないかと考えますが、まず知事

に、県行財政改革大綱2007の進捗状況と評価に

ついてお伺いいたします。

知事の言われる県民総力戦の環境づくり、つ

まり、県民一人一人が安心して力を出し切れる

環境づくりという視点で、特に、この大綱の中

の財政改革と入札改革に絞って質疑させていた

だきます。

まずは、財政改革についてであります。一般

会計の07年度の決算総額は、何度も出てきてい

ますので、御案内のとおりということで省きま

す。財政健全化法の指標である経常的な収入に

占める実質的な公債費の割合を示す数値、実質

公債費比率で見ますと、この数値が18％以上の

自治体では、地方債の発行に国の許可が必要と

なり、自治体の裁量が制限されることになるわ

けでありますが、本県では、07年度12.2％であ

ります。ちなみに、夕張市は28.6というふうな

数値となっております。来年度から施行される

健全化法に沿って報告された健全化判断比率、

指標について、本県財政をどう評価している

か、知事にお伺いいたします。

以下３点は総務部長にお伺いいたします。

まず、決算書の基金の項を確認しますと、19

年決算年度末現在高財政課所管４基金の計は682

億円余り、前年度末現在高は690億円で、増減高

は８億程度の減であります。この資料では逼迫

した財政状況が読み取れません。しかし、総務

部長のマニフェスト達成状況を読むと、19年度

地方財政対策の影響や20年度の税収減により、

最終的な収支不足額が286億円に拡大し、20年度

末基金残高も213億円程度の見込みであるとさ
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れ、より一層の財政改革を課題としておりま

す。御所見を伺います。

次に、監査委員の決算審査報告によると、県

が補助金を交付している事業について、事業実

績を把握していないものや事業効果の検証がな

されていないものが見られたと報告されており

ます。歳出対策で県単補助金の整理統合につい

て徹底した見直しを図るとされていますが、成

果を伺います。

３点目は、自主財源の根幹をなす県税収入に

ついては、税源移譲に伴う個人県民税の大幅な

増収が見られ、また、調定額に対する収入率も

前年度を上回っています。しかし、反面、収入

未収額も増加する結果となっております。07年

度の歳入面での対策として特徴的なものをお伺

いします。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムの初年度であることから、義務的経

費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事

業の徹底した見直し、財源確保対策など、財政

健全化に向けた取り組みを積極的に推進したと

ころであります。具体的には、一般会計に係る

職員数を249名削減したほか、予算編成に当た

り、投資的経費の縮減・重点化により約46億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約86

億円の削減効果があったものと考えておりま

す。しかしながら、本県最大の歳入財源である

地方交付税等は依然として減少しており、ま

た、今後の社会保障関係費や公債費の増等によ

り、引き続き多額の収支不足が見込まれるとこ

ろであります。このため引き続き、財政改革プ

ログラムに基づく取り組みを着実に推進してい

くことが最重要課題と考えております。

今回、議会に報告させていただいた財政健全

化法の４つの指標のうち、実質赤字比率と連結

実質赤字比率については、一般会計等が赤字で

ないため、該当数値はありません。また、実質

公債費比率は12.2％、将来負担比率は212.3％で

あり、いずれの数値も現時点では財政再生基準

はもとより、早期健全化基準も下回っている状

況であります。しかしながら、本県の財政はさ

らに厳しさを増してくることから、今後とも、

健全化判断比率の状況を的確に把握し、その推

移に十分留意しながら、財政の健全化を図って

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、マニフェストに係るお尋ねでございま

す。本県では、平成18年度末の中期財政見通し

におきまして、財政調整のための基金が平成22

年度には枯渇し、基金で収支不足を補うことが

できず、予算編成ができなくなることが予想さ

れました。このため、新たな財政改革推進計画

を策定し、人件費の削減等の歳出抑制の取り組

みに加えまして、ネーミングライツの導入など

の歳入確保にも積極的に取り組むこととしたと

ころであります。これらの取り組みにより収支

不足の圧縮を図り、平成23年度の予算編成を行

う時点では、なお基金残高が198億円ある見込み

でありました。しかしながら、今年度の当初予

算において収支不足額286億円を基金により補て

んせざるを得ず、その時点では、20年度末の基

金残高が213億円という厳しい見込みとなったも

のであります。したがいまして、厳しい財政状

況は継続し、収支不足を基金に頼るというこれ

までの方法では予算編成が難しくなると見込ま

れることから、さらなる改革の取り組みを進め

ていく必要があるとしたものであります。
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次に、県単補助金の見直しについてでありま

す。県単補助金の整理統合につきましては、平

成19年度において廃止をしたものが96件、12億

円余、縮小・統合したもの224件、20億円余、

計320件、32億円余の見直しを行ったところであ

ります。また、新規の補助金については、スク

ラップ・アンド・ビルドを原則として、これら

の見直しによって捻出された財源をもとに、91

件、10億円余を実施することといたしました。

厳しい財政状況ではありましたが、既定の事業

の見直しを行うことにより、事業の統合や、よ

り高度な施策の展開を図るとともに、新規事業

の創設により、新たな行政需要に対応すること

ができたものと考えております。

最後に、歳入確保についてであります。ま

ず、県税につきましては、新たに自動車税のイ

ンターネットによるクレジット納付を導入した

ほか、個人県民税対策として、県と市町村との

間で併任人事交流を創設いたしまして、こう

いったことを初めとして徴収体制の強化を図る

こととしたところでございます。また、県有財

産の貸し付け、あるいは将来的に利用見込みの

ない未利用財産の売却、物品の売り払いなどを

実施したところであります。さらに、県庁ホー

ムページへのバナー広告掲載や、資金調達の手

段として借換債の発行、公営企業貸付金の活用

なども行ったところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○河野哲也議員 財政改革であと１問、先ほど

のそれぞれの答弁の重複になるかもしれません

けど、県行財政改革大綱2007で財政改革見直し

目標というのがあります。１、一般財源ベース

で収支不足額を圧縮するための目標、２、事業

ベースで事業の再構築、財政構造の健全化のた

めの目標に対して、07年度数値があったと思い

ますが、その評価を知事にお伺いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 財政改革プログラム

の見直し目標１は、４年間の計画期間累計で一

般財源ベース676億円を見直すもので、このうち

平成19年度の目標額13 6億円に対しまして

は、222億円の見直しができたところでありま

す。また、見直し目標２は、平成18年度を基準

として、単年度で事業費ベース350億円を見直す

ものですが、平成19年度は325億円の見直しがで

きたところであります。しかしながら、こうし

た歳出削減の努力にもかかわらず、地方財政対

策等の影響や見込みを上回る歳出の増加など、

見直し目標を設定した後の状況変化によって収

支不足額が拡大しつつあり、今後とも、県の財

政状況は予断を許さない状況にあると認識して

おります。

○河野哲也議員 続きまして、入札・契約制度

について何点かお伺いいたします。

県行財政改革推進本部が、07年３月に入札・

契約制度改革に関する実施方針を決定して、公

共事業に対する県民の信頼確保と建設業の健全

な発展を図るとして、07年度の入札・契約制度

をスタートさせました。透明性の確保、公正な

競争の促進、不正行為の排除の徹底、適正な施

工の確保への改革をうたっております。まず、

透明性の確保として、公共工事入札適正化委員

会の機能強化を挙げておりますが、民間有識者

で構成している平成15年８月設置の公共工事入

札適正化委員会について、入札・契約制度及び

その適正な運用等に関して調査・審議する機能

の付与を行うとともに、委員構成、開催回数の

見直しによる機能強化を図るとなっておりま

す。そこで、公共工事入札適正化委員会の名称

を変更し、宮崎県入札・契約監視委員会を設置
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されましたが、何を強化されたのでしょうか。

また、どのような審議を行っているか、総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 入札・契約監視委

員会は、県の入札・契約制度及びその運用の適

正化を図るため、昨年の８月に、先ほどお話の

ございました従来の公共工事入札適正化委員会

を改組して設置したものでございます。委員会

の委員につきましては、すべて民間有識者であ

りますが、この改組にあわせ、委員数や開催回

数をふやすとともに、調査・審議の対象を拡大

するなど、機能強化を図ったところでございま

す。昨年度は、委員会を設置した８月以降、３

回開催いたしまして、入札・契約制度の見直し

内容やその進捗状況、県発注工事に係る入札・

契約手続等について調査・審議を行っていただ

いているところでございます。

○河野哲也議員 次に行きます。この入札・契

約制度が導入される前後に耳にした中小建設業

者の声の中で気になったのが、電子入札の導入

でした。理由としては、一番は設備投資です。

そして担当者の確保でした。例えば、電子入札

システムを１台のパソコンで運用するにはさま

ざまな制約があって、不都合、不具合が生じて

しまうという問題が生じる、そういう声もお聞

きしました。つまり、複数台のパソコンで運用

しなきゃいけない。また、宮崎の電子入札シス

テムというのは、電子入札コアシステムですか

ら、構築はスムーズなんですけど、電子認証シ

ステム等有償で準備しなきゃならないものが多

々あったということ。それから、やりとりが煩

雑なため、このようなシステムにたけた担当者

が必要となって、人件費も考えなければならな

い、そういう声を聞きました。しかも、３カ月

前倒しをして、07年７月より、建設工事及びこ

れに関連する業務委託を、すべて電子入札とい

うことで実施することになりました。そこで、

電子入札の準備ができていない業者にとって、

実施期間の前倒しによる影響はなかったのかを

含めて、電子入札の全面導入をどう評価されて

いるか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 電子入札につ

きましては、平成17年12月に一部運用を開始し

まして、以後、段階的に対象範囲の拡大を行っ

たところであります。御質疑にありましたよう

に、当初の計画より３カ月前倒しして平成19年

７月に全面導入を行いましたが、電子入札の準

備に時間を要する入札参加者に対しては、紙で

の入札を認め柔軟に対応したところでありま

す。電子入札の導入によりまして、同じ時間帯

に実施される複数の入札への参加が可能とな

り、また、入札参加手続に要する移動が減少す

るなど、入札参加者の負担軽減も図られており

ます。また、入札参加者が一堂に会する機会が

なくなることで、談合等不正行為の防止にも寄

与しているものと考えております。さらに、電

子入札の全面導入に伴いまして、発注見通し、

入札情報、入札・契約結果など、各種の情報を

インターネット上で公開したことにより、入札

の透明性の向上が図られているものと考えてお

ります。

○河野哲也議員 改革の必要性を理解しなが

ら、この入札制度導入による現場の影響を調査

したとき、課題の多さに早急な見直しを議会等

で要求したところでございます。前の議員から

も出ましたが、07年10月25日に、建設工事につ

いては最低制限価格引き上げ等がございまし

た。また一方、監視委員会の審議の中でも契約

相手方の倒産による契約不履行はふえているか

という指摘がありましたが、契約相手方が倒産
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した場合、その契約を解除した件数は、平成18

年が８件であるのに対して、19年度は12月末時

点で22件とふえているという報告がなされまし

た。今後も考えられる大きな課題であると思い

ます。そこで、07年県発注事業の実態について

伺い、入札制度をどう評価するか、代表で県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札・契約制

度につきましては、平成19年度から抜本的な改

革に取り組んできたところであり、より公正、

透明で競争性の高い制度の構築が図られてきた

ものと考えております。しかしながら、建設投

資の大幅な減少や、一般競争入札の拡大による

競争性の高まりに加え、資材価格の高騰、不動

産業界の業況悪化などもあり、建設産業は極め

て厳しい経営環境に直面していると認識してお

ります。このため、県といたしましては、建設

産業について、技術と経営にすぐれた業者が伸

びていける環境づくりが急務と考えておりまし

て、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支援

に努めますとともに、入札・契約制度について

も幅広く意見を伺いながら、随時検証し、総合

評価落札方式の拡充や最低制限価格の見直しな

ど、よりよい制度の構築に努めてきたところで

あります。

○河野哲也議員 先ほどの武井議員とダブるか

もしれませんが、決算審査意見書の中で、監査

委員のほうから、契約に関する注意事項とし

て28、そのうち一者随意契約について７カ所に

わたって指摘を受けています。意見書で拾った

ときにそれだけの数でした。ちなみに、前年度

契約に関する注意事項は４で、一者随意契約に

ついては２でありました。監査委員の指摘に対

して、総務部長に御所見をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の指摘の内容

は、一者随意契約の理由が不十分ということ

と、業務内容をよく吟味し、ほかの業者の参入

の可否を十分検討すること、この２点でござい

ました。随意契約は、一般競争入札を原則とす

る契約方法の例外でありまして、その必要性が

特に認められる場合に限って認められるもので

ございますので、常に制度の基本を踏まえ、法

令に沿った予算執行を行うよう徹底する必要が

あると考えております。具体的には、業務ごと

にその内容を十分検証し、ほかの業者の業務能

力も考慮しながら、競争入札も含め、契約方法

を検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 我が会派は、福祉保健関係、

文教警察関係の決算分科会に参加できません。

それで直接審議ができませんので、この関係の

事業について幾つか質疑をさせていただきま

す。

医療提供体制の充実に関する事業について３

点、福祉保健部長にお伺いいたします。

まず、医師確保対策強化事業についてでござ

います。県当局は、この医師確保をトップの課

題として、07年度について、僻地や小児科等特

定診療科の医師不足解消に向け、市町村や医師

会、大学と連携を図りながら、医師派遣システ

ムや医師修学資金貸与事業等に取り組むこと、

また、市町村と一体となった医師確保に取り組

む医師確保対策強化事業や臨床研修指導医の養

成事業等を開始するなど、短期的、中長期的視

点に基づく各種対策を推進しております。そこ

で、実績として、みやざき地域医療応援団に16

名の医師が登録とありますが、医師確保につな

がる動きがあるのか、詳細を伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 医師確保対策

強化事業についてであります。この事業は、県

と関係市町村が一体となって医師確保に取り組
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むもので、県内公立病院等の求人情報を全国に

発信するとともに、本県での勤務に関心のある

医師に、みやざき地域医療応援団として登録し

ていただけるよう呼びかけたところでありま

す。19年度は16名の登録をいただきました。こ

の登録者に対しまして、県内医療機関の求人情

報や教育、医療、住環境等さまざまな情報を提

供するとともに、本県での勤務を働きかけたと

ころであります。医師御本人の将来設計や家族

の状況などもあり、就業までには至っておりま

せんが、今まで全くつながりのなかった県外の

医師とのパイプができたものと考えておりま

す。県といたしましては、引き続き、適宜情報

提供を行うとともに、粘り強く働きかけを行っ

て、医師確保につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 続いて、助産師就業促進事業

についてお伺いいたします。減り続ける産婦人

科医の不足も深刻さを増しております。日本産

科婦人科学会が06年に発表した調査による

と、1994年からの10年間に産科医は8.6％減少、

その半数に当たる4.3％が直近２年間で減ってい

ることがわかりました。産婦人科医が減る原因

はさまざまに指摘されております。小児科医と

同様、当直や深夜の緊急呼び出しなど勤務が過

酷であるということ等であります。また、産科

医不足が深刻な一方で、地域における助産師の

役割がますます大きくなっている点を指摘して

おります。助産師は全国に２万6,000人。同会の

調査では必要数に約7,000人不足していると分析

しております。また、助産師のうち７割は病院

に集中、お産の半数近くを扱う小規模な診療所

に勤務する助産師は全体の２割以下にとどまる

偏在の現状もあると指摘しております。助産師

不足の解決には、意欲ある看護師が助産師の資

格を取得することを支援する、例えば夜間の助

産師養成所を開設することや、資格を持ちなが

ら職を離れている現職とほぼ同数の潜在助産師

の復帰を促す再研修などの仕組みを整備する必

要があると考えます。そこで、本県でも助産師

確保に取り組んでおられる助産師就業促進事業

について、県内の未就業者の把握と取り組み及

び成果をお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 助産師就業促

進事業についてであります。全国的に産科医師

不足が深刻化する中、お産を支える助産師の役

割には大きなものがあると考えております。こ

のため、県内の未就業助産師を掘り起こし、再

就業を促進すること等を目的に、この事業を平

成19年度から実施しているところであります。

未就業助産師の把握でありますが、助産師会等

を通して就業状況調査を行い、21人の未就業の

助産師を把握したところであります。また、こ

れらの助産師に対しましては、就業に対する不

安を取り除き、職場復帰に必要な知識等を身に

つけられるよう講習会を行ったところであり、

このような取り組みによりまして、４人が助産

所に就業したところであります。県といたしま

しては、引き続き、助産師の再就業を促進する

とともに、研修会等による資質向上にも取り組

んでいきたいと考えております。

○河野哲也議員 ３点目です。献血促進関連事

業についてお伺いいたします。本事業は、03年

７月30日に施行された「安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律」に基づき、献血の

推進に関する計画によって行われております。

計画によると、07年度献血者数は４万4,300人と

して、内訳を、200ミリリットル献血600人、400

ミリリットル３万人、成分献血１万3,700人とす

るとなっております。しかし、必ずしも400ミリ
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リットルの献血者がふえているかというと、劇

的にふえているわけではないという状態であり

ます。04年度は２万7,499人、05年度は３万446

人と増加しましたが、06年度は２万9,928人と減

少しました。減少の原因として、献血の主流

が18歳以上の400ミリリットルになったというこ

とで、高校生の献血が難しくなった。また、御

案内のとおり、英国を中心にするヤコブ病の関

係で、英国に1980年から96年まで１泊以上の滞

在歴のある方、97年から2004年までの間に通算

６カ月以上の滞在歴のある方は、安全が確保さ

れるまで献血ができない状況にあるためとされ

ています。そこで、献血推進運動強化、ヤング

献血キャンペーン、これは県内で行われたと思

いますが、献血者減少の歯どめとなっている

か、その成果をお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 献血の推進

は、安全で安定的な血液の確保を図る上で極め

て重要でありますので、県といたしましては、

会社などの職域を対象として組織的な献血を推

進するための献血推進運動強化事業や、若者を

中心に広く県民に対して啓発を行うヤング献血

キャンペーン等を実施したところであります。

献血者数の状況でありますが、５年前の平成15

年度の５万1,279名から平成19年度は４万3,473

名と減少しておりますが、この内訳を見ます

と、200ミリリットル献血が8,327名から499名と

大幅に減少する一方、現在の献血の中心となっ

ている400ミリリットル献血が約３万人、また成

分献血が約１万3,000人前後で推移しており、安

定的な血液の確保ができております。このよう

なことから、啓発により一定の成果は得られて

いるものと考えております。今後とも血液の安

定的確保を図るため、引き続き啓発等に取り組

んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 子育て支援体制の充実につい

て２点、同じく福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県では、05年度から母子保健対策事業の内

容充実が図られています。例えば、新生児スク

リーニング検査事業、子育て支援電話サービス

事業でございます。また、05年度から始まった

成人Ｔ細胞白血病母子感染防止対策事業につい

て伺わせていただきたいと思いますが、ＡＴＬ

というんですけど、血液のがんの一種で、全国

的にも宮崎県を含む南九州で多く発生している

と言われております。この感染経路について

は、母子感染で母乳感染というのが非常に高い

とされているんですが、これを未然に防ぐため

にウイルスに感染すると体が反応して抗体とい

うものができます。そこで、生まれてくる子供

たちに感染させないためにも、血液を採取し

て、この抗体の有無を検査することによって、

キャリアであるかどうかを確認するＨＴＬＶ―

Ⅰ抗体検査を妊婦健診時に行うことが重要だと

されております。そこで、本県の成人Ｔ細胞白

血病母子感染防止対策の実績をお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 成人Ｔ細胞白

血病母子感染防止対策事業につきましては、妊

婦の抗体検査を実施し、陽性者に対して授乳指

導を行い、母子感染の低下を図るものでありま

す。また、抗体陽性の妊婦から生まれた子供に

つきましては、２歳時点で抗体検査を行い、感

染の有無を確認することとしております。平

成19年度は、妊婦9,174名が検査を受け、陽性

者75名に対し授乳指導を行いました。また、２

歳時での抗体検査を３名行っておりますが、陽

性者は見つかっておりません。今後とも、すべ

ての妊婦に対する検査、指導の徹底により、母
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子感染の一層の低下を図ってまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 児童健全育成事業ということ

で、その中の施策の進捗状況を見てみますと、

児童館、児童センターの数、放課後児童クラブ

数については順調に推移しているんですけれど

も、地域活動クラブ数が目標値に届いていませ

ん。この現状を含め、御所見をお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域活動クラ

ブは、児童の健全育成を目的として、親子の交

流や遊具の安全点検などに取り組む、地域の母

親などをメンバーとするボランティア組織であ

り、10年ほど前は県内で100を超えるクラブが活

動をしていたところであります。しかしなが

ら、近年、会員の高齢化や新規加入者が確保で

きない等の理由から、クラブ数が年々減少し、

平成19年度には県下10市町で57クラブとなって

おります。地域の子育て環境の充実を図る上

で、こうした自主的な活動は大変重要であると

考えておりますので、県としましては、今後と

も、地域活動クラブへの支援を初め、児童健全

育成に係るさまざまな活動が活発化するよう、

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 自己指導力育成充実事業、こ

れについては先ほど分析もありましたが、

ちょっと確認します。文部科学省が公表した07

年度の児童生徒の問題行動調査で、本県の公立

小・中・高校などにおける暴力行為、いじめ、

不登校児童生徒などの数が明らかにされまし

た。発表によると、調査は３～５月にかけて、

小学校273校、中学校139校、高校42校、特別支

援学校14校、中等教育学校１校の計469校で実施

しました。結果として、いずれも全国平均を下

回ったということ、また、対教師、生徒間への

暴力行為は95件で、前年度より13件増加しまし

たけど、いじめの認知件数は381件で、前年度よ

り283件減少したことなどがわかりました。いじ

めの認知件数が減少に転じたことについては、

先ほど答弁がありましたけど、スクールカウン

セラー、相談員を置いた結果だとされておりま

す。そこでまず、17、18、19年度の不登校の状

況をお示しください。また、小中学校にスクー

ルカウンセラーや相談員を配置する自己指導力

育成充実事業の成果と課題をお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校児童生

徒数の推移についてであります。文部科学省が

実施した調査によりますと、本県の公立小・中

・高等学校における不登校の児童生徒数は、平

成17年度は1,259人、平成18年度は1,348人、平

成19年度は1,318人であります。

次に、自己指導能力育成充実事業についてで

あります。この事業では、小中学校に「子ども

と親の相談員」やスクールカウンセラー等を配

置するなどして、いじめ、不登校等の対応に努

めてきたところであります。このような取り組

みによりまして、平成19年度に小中学校で不登

校になった児童生徒のうち、同一年度内で約３

割が登校できるようになり、好ましい変化が見

られるようになった児童生徒も加えますと５割

を超えるなど、不登校の改善につながっており

ます。今後とも、市町村教育委員会等との連携

を深めながら、いじめや不登校、非行等問題行

動の解消に向けて、生徒指導体制の充実に努め

てまいります。以上です。

○河野哲也議員 実を言うと、答弁が重複して

いると思ったんですけど、なぜ再度やったかと

いうと、トータルでは不登校生徒数というのは

減っているんですが、小中学校の不登校児童と
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いうのは前年度より57名ふえているんです。高

校は減っています。引き続き、より改善に努力

していただきたいということで質疑をさせてい

ただきました。

最後に、みやざきの教師力アップ事業につい

て、教育長にお伺いいたします。

定期購読している雑誌に、先日、「「学力日

本一」は効果的な施策と生活習慣から」と題し

て、秋田県の県会議員のレポートが掲載されて

おりました。今回の結果は、児童生徒の頑張り

はもちろんのこと、各学校や教育委員会での確

かな学力を身につけさせる教育活動や施策、環

境整備が効果的に行われているあかしであると

まとめてありました。そして、効果をあらわし

たとされる施策として、１、県学習状況調査、

２、少人数学習推進事業、３、算数・数学学力

向上推進事業、４、教育専門監、５、みんなの

登校日を挙げていました。その中の教育専門監

とは、本県でいうスーパーティーチャーのこと

だそうです。少人数ではありますが、全県的な

動きをし、学校の教育力を高めるための効果が

大きいと評価をされているようです。そこで、

本県は、19年度、スーパーティーチャー17名配

置されていると伺っていますが、圏域別に配置

状況をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成19年度のスーパ

ーティーチャーは、全体で17名でありますが、

その圏域別の人数は、県央が12名、県南４名、

県北１名であります。学校の種別ごとで申し上

げますと、小学校６名、中学校４名、高等学校

５名、特別支援学校２名であります。

○河野哲也議員 最後です。スーパーティーチ

ャー制度の目的とその達成度はどうだったのか

お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） スーパーティーチャ

ー制度は、すぐれた教育実践を行っている教員

が、公開授業や研修会を通して、その高い指導

技術等の普及を行い、本県教員の指導力の向上

を図ることを目的に、平成18年度から試行して

いるものであります。平成19年度は、スーパー

ティーチャーを初年度の７名から17名に拡充

し、教科指導や生徒指導、学級経営、特別支援

教育の分野において、延べ58回の公開授業等を

実施したところであります。公開授業等には、

県内から約740名の教員が参加をし、意欲的な姿

勢で質問や意見交換を行っており、参加者から

は、授業に対する新たな発見があったなど、高

い評価を得ているところであります。また、そ

れぞれの教員は、その成果を学校における日々

の教育実践に生かしているところであります。

スーパーティーチャー制度を初めとするさまざ

まな取り組みによりまして、授業力の育成など

教員の指導力の向上が図られつつあるものと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 ぜひ全県的な教育力アップの

ために活用していっていただきたいと思いま

す。

以上で質疑を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。平成19年度の決

算に関する総括質疑を行います。時間も参って

おりますので、早速入らせていただきます。

今回の決算の結果は、一般会計において、歳

入5,564億2,600万円余、歳出5,517億6,700万円

余、実質収支で24億8,300万円余の黒字、単年度

収支も５億5,800万円余の黒字が確保されたとし

ています。しかし、国の三位一体の改革や、地

方への負担増を強いるこれまでの経済対策等の

経過の中で、県財政は一段と厳しさを増し、予
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算規模を大幅に縮小せざるを得ない状況に置か

れており、県民生活に大きな影を落としていま

す。不安定雇用の広がりや負担増に直面してい

る県民の生活を支えながら、厳しい財政状況を

どのように打開していくのか、大きな課題と

なっています。こうした中で、平成19年度は、

県が打ち出した行財政改革大綱2007の初年度に

当たりますが、実施してきたこの１年間の結果

について、知事の評価、総括をお聞かせくださ

い。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムの初年度であることから、義務的経

費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事

業の徹底した見直し、財源確保対策など、財政

健全化に向けた取り組みを積極的に推進したと

ころであります。しかしながら、本県最大の歳

入財源である地方交付税等は依然として減少し

ており、また、今後の社会保障関係費や公債費

の増等により、引き続き多額の収支不足が見込

まれるところであります。このため、引き続

き、財政改革プログラムに基づく取り組みを着

実に推進していくことが重要であると考えてお

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 では次に、歳入について伺

いたいと思います。地方交付税の削減がどのよ

うに県財政に及んでいるのか、今、知事も地方

交付税の減少の問題を取り上げられましたけれ

ども、少しさかのぼってその状況をお聞かせい

ただきたいと思います。また、税制の改定で県

民税が税源移譲され、一定の増収となっており

ますが、その一方で、個人県民税の税収未済が

多額に及ぶようになっております。その主な要

因についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） まず、地方交付税

の推移でございますけれども、その代替財源で

あります臨時財政対策債と合わせた額で申し上

げます。16年度は約2,216億6,200万円、これは

前年度より228億200万円の減となりました。そ

の後、平成17年度約2,142億5,700万円、18年度

約2,096億5,900万円となっておりまして、平

成18年度までの３年間に、合計で約348億円の減

となっております。さらに、平成19年度におき

ましては、2,085億2,700万円余となっており、

これはこの３年間に比べて減少幅は持ち直した

のですが、前年度比で約11億3,200万円の減と

なっておるものでございます。

この交付税でございますけれども、基本的に

本県におきましては、自主財源比率が、三位一

体の改革による税源移譲後におきましても４割

に満たない。財政基盤は依然として脆弱でござ

いますので、財源調整機能と財源保障機能を一

体として果たす地方交付税の役割は極めて重要

であると考えております。本県のみならず、地

方財政が大変な窮地に陥っているのは、三位一

体改革のもとに地方交付税が大幅に減額された

ことが何よりも大きな要因となっておりますの

で、地方交付税総額の復元等について、引き続

き、九州知事会、全国知事会とも連携しなが

ら、国に強く訴えていく必要があると考えてお

ります。

県税収入の未済額でございますけれども、平

成17年度21億9,100万円余、18年度21億9,400万

円余、19年度は24億6,088万円余ということ

で、18年度から19年度にかけて約２億6,600万円

余増加しております。主な理由でございますけ

れども、平成19年度から税源移譲が行われたこ
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とにより、個人県民税が調定額及び収入額とも

に約1.8倍となったことに伴いまして、徴収率は

上がったんですけれども、収入未済額も増加し

たことによるものでございます。

○前屋敷恵美議員 今、総務部長のほうから、

地方交付税についての役割といいますか、宮崎

は自主財源が乏しい県だけに、より一層、地方

交付税の果たす役割というものを強調されまし

た。引き続き、国に対しても言うべきことは

しっかり言いながら、財源確保に努めていただ

きたいというふうに思います。

それから、個人県民税の税収未済の主な要因

といいますか、なぜこれほど未収になっている

のかというところをつかんでおられれば、お聞

きしたいというふうに思います。

○総務部長（山下健次君） 主な理由は、もと

もと徴収率といいますか、徴収が及ばなかった

部分の、言うならばパイがふえたということで

ございまして、増加したパイに応じて未収額も

ふえてしまったということでございます。

○前屋敷恵美議員 調査をされた結果なのかわ

かりませんが、私は、今のこの経済状態の中、

県民の暮らしの状態を示しているんじゃないか

というふうに思っているところです。

では次に、歳出についてお伺いをいたしま

す。19年度不用額が28億円余と多額に及んでお

ります。前年度と比較をしても４億7,000万

円、20.2％の増と多額に及んでおります。さき

の皆さん方の質疑の中にも多々出てまいりまし

たけれども、私は、もっと適切な額が見込める

ように改善ができないのか、この辺を伺いたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 不用額につきまし

ては、できるだけ少ないほうがよいことは十分

認識をしておりますけれども、事業費の確定に

伴うもの、あるいは実績が見込みを下回ったも

のなどによる執行残として、負担金・補助及び

交付金、償還金・利子及び割引料、工事請負費

等に生じているところでございます。今後とも

的確な事業費の把握を図り、不用額の縮小につ

いて努力をしてまいりたいと考えております。

なお、不用額等で発生した決算剰余金につきま

しては、次年度の９月補正予算で歳入財源とし

て全額計上いたしまして、その２分の１以上を

積み立て、または地方債の繰り上げ償還の財源

に充てることとしております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ引き続き、不用額をな

くすためにも適切な予算執行を行うためにも、

この不用額を減らすことに努力をしていただき

たい。そして、予算にきっちり計上すれば、県

民要求実現のためにも有効に使えるわけですか

ら、ぜひ御努力をいただきたいというふうに思

います。

次に、予算執行における監査委員の意見書で

の指摘事項について伺います。

まず、一者随意契約について、その理由が依

然として不十分と指摘がなされております。そ

の指摘をどのように受けとめ、どう改善を図る

のか、お聞かせいただきたい。また、工事請負

契約の変更についても、変更理由に妥当性を欠

くと指摘のある事業内容と受けとめ、その改善

策をお聞かせいただきたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部に

おきましては、治山林道事業の現場技術業務

や、災害復旧のため緊急を要する測量設計業務

などについて、社団法人宮崎県治山林道協会と

の随意契約の理由が不十分と思われるとの指摘

を受けたところであります。これらの業務は、

森林・林業に関する専門的な資格や技術力が必

要であることなどから、それらの資格や技術力
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を有する治山林道協会と契約を行ってきたとこ

ろであります。しかしながら、最近、資格を有

する県内業者も出てきたことから、今後は、そ

の業務能力も考慮しながら、より公正・透明で

競争性の高い契約のあり方について検討してま

いりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部に

おきましては、農業農村整備事業の工事に関す

る設計等委託のうち、宮崎県土地改良事業団体

連合会との契約について指摘を受けたところで

あります。圃場整備などの設計委託に当たりま

しては、地元農家の権利調整や将来の地域営農

計画等を十分に踏まえて実施する必要があるこ

となどから、地域の実情に精通している土地改

良事業団体連合会と契約をしてきたところであ

ります。今後は、監査の結果及び入札・契約制

度改革の趣旨を踏まえながら、業務の内容を検

証し、契約のあり方について検討してまいりた

いと考えております。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事請負契約

の変更について指摘を受けました工事でござい

ますが、国道221号えびのループ橋の一つである

「霧の大橋」について、小林土木事務所が発注

しました高欄、いわゆる手すりの補修工事であ

ります。この工事に追加して、同路線で隣接す

る区間のガードケーブルの取りかえ工事や区画

線の設置工事を行ったところでありますが、こ

れらの追加工事は、橋梁維持工事とは直接の関

連性がなく、別途発注すべきものとの指摘を受

けたものであります。小林土木事務所として

は、緊急を要する一連の交通安全対策として、

あわせて施行することが効率的であるとして追

加契約を行ったものであります。今後は、指摘

の趣旨を踏まえまして、追加工事の目的や工事

の種類を十分検討し、適切に対応してまいりた

いと存じます。

○前屋敷恵美議員 もろもろの理由があるよう

ですけれども、昨年度も同じような指摘が監査

委員のほうから行われております。税金で賄わ

れる事業で、予算執行の理由に妥当性を欠くと

の指摘は極めて問題だというふうに思います。

今後の改善を求めたいと思います。

次に、財務会計事務における審査意見書での

指摘事項で、支出事務について「予算執行伺や

支出負担行為のないもの、予算執行伺の額を超

えて執行されているものが見受けられた」との

指摘がございます。それぞれの内容と受けと

め、また改善策を伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 今回の指摘のう

ち、予算執行伺がなかったものや適切な時期に

支出負担行為がなされていなかったのは、南部

福祉こどもセンターにおける精神科業務委託に

係る謝金及び電気電話屋内配線工事などについ

てであります。また、消耗品の購入やコピー代

等の支払いについては、年度当初に年間の使用

予定量で予算執行伺を作成いたしまして、納品

実績に応じて支払いを行っておりますが、これ

が年度末に、実績が当初の予算執行伺を上回っ

た例があったということでございます。予算執

行伺や支出負担行為は、適正な予算執行の基本

となる手続でありますことから、これら指摘さ

れた事項につきまして、真摯に受けとめ、改善

してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 同じく監査報告書を、11

月17日に全員協議会でお示しいただきました

が、その中で、「不適切な事務処理問題発覚以

降の物品購入手続について、一部の機関におい

て、なお改善を要する事項が認められた」と指

摘がございます。この点について、るる内容に

ついても明らかになりましたけれども、再発防
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止策が徹底されながら、なぜ改めてこのような

指摘がなされることになったのか、どのように

受けとめておられるか、知事にお伺いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 今回指摘のあった事

案はあってはならないことであり、大変残念に

思っております。これを受け、先週には、副知

事を委員長とするコンプライアンス推進委員会

を開催しまして、監査報告の内容も含め、適正

な事務処理の確保に向け、職員への意識啓発に

さらに取り組んでいくことを確認したところで

あります。物品の調達事務についても、各地域

への総務事務センター設置や、本庁の総務事務

センターに指導専門員を配置するなど、再発防

止に向けた取り組みを実施しているところでご

ざいます。今回の指摘を真摯に受けとめ、今後

とも職員に対する一層の研修や指導検査に努

め、徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 県民の信頼を取り戻すため

にも、ぜひ徹底した再発防止に努力していただ

きたいというふうに思います。

次に、基金について伺います。今回、審査の

対象となりました宮崎県土地開発公社と宮崎県

美術品等取得基金については、「近年、両基金

ともに活用実績がない」と指摘がなされ、今

後、基金の必要性や規模等について検討するこ

とが求められておりますが、どのように改善を

していくのか伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 土地開発基金は、

公用もしくは公共用に供する土地をあらかじめ

取得することによりまして、事業の円滑な執行

を図るために設けられたものでございます。近

年―平成14年度以降でございますけれども、

厳しい財政状況もあり、土地を先行して取得す

る事業がなく、当基金の利用がない状況でござ

います。今後、基金としての役割や財政状況等

も勘案して、その必要性や規模等について検討

を行ってまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 美術品等取得基金で

あります。この基金は、美術品等の取得を円滑

かつ効率的に行うために設けられており、これ

まで約1,800点の作品購入において計画的に運用

してまいりましたが、近年の厳しい財政状況を

考慮し、現在、購入を控えているところであり

ます。今後の基金のあり方につきましては、県

立美術館としての使命や財政状況等を総合的に

勘案しながら検討する必要があると考えており

ます。以上です。

○前屋敷恵美議員 また、ここで基金全体につ

いて伺いたいと思うんですけど、年度末の基金

は869億円余りとなります。財政調整のための基

金であるとか、また、個別の目的を持った基金

などがありますが、必要があれば、基金の取り

崩しを行ってしっかり対処をする、活用されて

いない基金などについては、適正な額に見直し

を図って一般財源に繰り入れ、県民要求に活用

することが大事だというふうに、今の時点で

思っております。とりわけ今の県民の暮らしを

見た場合にですね。基金の全体的な見直しの必

要性について、総務部長の見解を伺いたいと思

います。

○総務部長（山下健次君） 基金につきまして

は、これまで、それぞれの基金設立の趣旨に即

しまして、特定の目的に従って、その時々の財

政状況あるいは行政需要等を踏まえながら、適

切な積み立て、取り崩し、運用に努めてきたと

ころでございます。しかしながら、今回、一部

に活用実績のない基金が見受けられるとの指摘

も踏まえ、また今後、財政を取り巻く状況がさ
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らに厳しさを増すと考えられますことからも、

一般会計への繰り入れを含め、総合的に検討し

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 それでは次に、各種事業・

施策について伺いたいというふうに思います。

福祉関連で、国民健康保険についてです。保

険税の滞納による保険証の取り上げが命を脅か

すという事例も、今出てきています。そういっ

た中で、各自治体における国保税の滞納の状

況、また、滞納世帯に発行される短期保険証や

資格証明書の発行状況、また、全く保険がな

い、無保険であるといった世帯もあるわけです

けれども、そういった無保険の世帯の状況など

も、把握しておられればお聞かせいただきたい

と思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成19年６月

１日現在の国民健康保険加入世帯数は26万5,455

世帯で、このうち滞納世帯数は４万9,233世帯で

あります。このうち、短期保険証を１万4,772世

帯に、資格証明書を3,496世帯にそれぞれ発行し

ております。また、被保険者証、短期証、資格

証明書、いずれも持っていない、いわゆる未交

付世帯の状況については、現在把握しておりま

せん。

○前屋敷恵美議員 今、状況を御説明いただき

ましたが、資格証明書でいいますと、昨年度よ

りも資格証明書の交付世帯数がふえておりま

す。やはりそれだけ厳しい状態ということがわ

かるわけです。資格証明書は窓口10割負担にな

るわけですから、保険証がないのと全く同じ状

態です。ですから、滞納世帯の相談には親身に

なって各自治体が応じること、そしてまた、命

にかかわるような場合には適切に対処をしてい

く、こういう方向を各自治体が認識し、実行す

ることが必要かというふうに思います。そう

いった点では、県の援助、指導は非常に重要だ

というふうに思っておりますので、ぜひ、命が

奪われる事態にならないように、この保険証の

問題は今後の大きな課題としても、しっかり認

識をして取り組んでいただきたいというふうに

思います。

次に、誘致企業と雇用対策について、企業立

地促進補助金の活用が、どれほど地域経済の振

興や雇用の促進につながってきたのか、19年度

の企業立地促進補助金の額と企業数、雇用人

数、雇用形態は正規か非正規かなど、お聞かせ

いただきたいと思います。また、19年度に閉鎖

した誘致企業数と、そこに従事していた従業員

数もあわせてお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

促進補助金でありますが、平成19年度は31社か

ら申請がありまして、計17億2,840万4,000円を

交付しております。また、交付しました31社に

おきましては、11月21日現在で2,703人が雇用さ

れており、そのうち正社員が1,808人、約67％、

非正規社員が895人となっております。

次に、平成19年度中に業績不振等により閉鎖

した誘致企業は５社で、それらの企業の事業計

画における当初雇用者数は、計64人となってお

ります。

○前屋敷恵美議員 閉鎖に伴って、退職を余儀

なくされるということになるわけですけれど

も、従業員の再就職あっせんなどの相談を、そ

ういった企業から受けたかどうか、事例があれ

ばお願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど申

しました５社に関しては、そういった相談は受

けておりません。

○前屋敷恵美議員 私は、誘致企業であれば、

県民の皆さんの税金も投入して誘致をしたとい
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うことですので、そこに従事をして仕方なく退

職せざるを得ないという場合には、就職あっせ

んなどもしっかりと行うことが、責任ある対処

の仕方ではないかというふうに思います。この

問題は、今後の課題となることも大いに予想さ

れます。倒産に至らなくても、規模の縮小など

によって従業員数を減らさざるを得ないという

事態も予測をされますので、その点について

は、今後の課題として受けとめて、十分な対策

をとるようにしていただきたいというふうに思

います。

時間がなくなりました。教育問題でお聞きし

たかったんですけれども、残念ながら割愛をさ

せていただきたいと思います。特別支援学校、

昨年から名称も変わって行われましたが、十分

に子供さんたちに教育の徹底が図られますよう

に、ぜひお願いをし、県民の期待にこたえられ

る県政になることを期待して、質疑を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 総括質疑が続いております

が、議事の都合により、ここであらかじめ本日

の会議時間を延長いたします。

次は、川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 本日最後の

総括質疑となりました。無所属の会の川添博で

ございます。質疑の機会を与えていただきまし

て、心から感謝を申し上げます。

さて、平成19年度の決算や施策がどういう結

果を県政に残せたのか、また、次年度へどうつ

ながっていくのか、決算を通じて、しっかりと

精査と検証をしていく必要がございます。そう

いった視点から、若干重複しますが、２～３点

に絞って質疑をさせていただきます。

最初の質疑は、19年度の「主要施策の成果に

関する報告書」についてであります。昨年度に

創造計画が新たに策定されたことから、主要施

策の成果報告書も改訂されたと聞いておりま

す。特に、施策の進捗状況のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

評価が評価書からなくなっております。そこ

で、主要施策の評価についてはどういった形に

変わったのか、知事にお尋ねをいたします。ま

た、19年度の主要施策について総括的にどう評

価されるのか、あわせてお尋ねをいたします。

また、歳出の圧縮において、特に投資的経費

について389億の削減などが行われております。

そこで、その結果、県債や財政基金、また収支

見込み額の残高は前年度比でどう変わったの

か。また、行革大綱の見込みと差額はどうなっ

たのか、重なりますが、総務部長にお伺いをい

たします。

後は質問者席から質疑をさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 施策の評価

についてであります。昨年６月に新みやざき創

造計画を策定したことに伴い、政策評価につい

ても見直しを行ったところであります。昨年の

政策評価は、前総合計画の施策体系に従って

行っておりましたが、今年度は、私のマニフェ

ストをベースに、政策課題ごとに重点施策とし

てまとめた新みやざき創造戦略について評価を

実施しております。一方、決算状況の説明資料

である主要施策の成果に関する報告書について

は、各分野ごとに施策を網羅する総合計画の分

野別施策に沿ってまとめておりますので、新し

い政策評価とは整理の仕方が異なっておりま

す。なお、今回の政策評価の結果、施策全体の

中で特に重点的に推進すべき新みやざき創造戦

略について、おおむね順調との評価になってお
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りますので、19年度の施策全体についても同様

に順調と考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県債の残高等についてでございます。平成19

年度決算における県債残高は約9,147億円で、前

年度より約27億円の減となっております。この

額は、財政改革プログラムでの見込み額を約111

億円上回っております。

次に、財政課所管の４基金の残高は約577億円

で、前年度より約90億円の減となっておりま

す。また、財政改革プログラムにおける基金残

高の見込み額と同じ２月補正後の時点で比較い

たしますと、その額より約９億円下回っており

ます。

最後に、平成19年度の収支不足の圧縮額は

約222億円で、財政改革プログラムにおける見込

み額を約86億円上回っております。以上であり

ます。〔降壇〕

○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。

主要施策の成果報告書においては、施策の進

捗状況を、従来どおり施策ごと、さらには個別

事業ごとにきちっと自己評価しておくことが必

要であると考えます。今年度から実施されてい

る、知事のマニフェストをベースに制定された

戦略評価シートでは、少しくくりが大き過ぎる

ような気がいたします。また、成果指標や数値

目標なども並べて示し、総合的に比較した上

で、よいものはよい、悪いものは悪いと、明確

にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価にて自己評価していくこ

とが重要ではないかと思います。そして、その

次の予算編成や審議において、その評価を参考

にしてつなげていかねばならないと考えます。

後で述べますが、新しく制定された戦略評価シ

ートでは、各事業ごとの成果や指標数値との比

較が不十分で、実態が反映されていない評価も

あるようです。そこで、各事業の評価を個別に

明確にして、複数年度の事業評価とその成果を

踏まえて、次年度予算にリンクさせていく仕組

みをもっと見える形で導入できなかったので

しょうか。知事に所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県の厳しい財政状

況を踏まえますと、引き続き、「宮崎県行財政

改革大綱2007」の財政改革プログラムに基づく

取り組みを通じて、行財政改革の徹底を図る一

方、県が抱える諸課題に的確に対応し、優先度

の高い施策について積極的に展開していく必要

があると考えております。このため、すべての

歳出について、事務事業のあり方、その効果、

役割分担等のあらゆる観点からゼロベースで見

直しを行いながら、これまでの事業の成果も踏

まえた予算編成に努めているところでありま

す。引き続き、よりよい予算編成のあり方につ

いて研究してまいりたいと考えております。

○川添 博議員 おっしゃるように、今までの

財政課のヒアリングの中で前年度事業の見直し

をしてこられたと思います。それを議会でも見

える形にしてはいかがかということなんです。

また、評価作業の事務に負荷をかけるつもりは

ございません。予算申請事務などにおいて、電

子システムなど簡略化や効率化を実施した上

で、ぜひ実りある研究と導入の御検討をお願い

いたします。

次に、県債残高や財政基金、また収支不足額

についても、見通しとの差額が出ているようで

す。財政改革プログラムのわずか１年目におい

て上記計数が達成されなかったことが残念で

す。今後は、なぜ達成されなかったのか、交付

税の減少幅や対応策など、理由や対策を明確に
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示すことが次年度への取り組みにつながってい

くものと考えます。今後、原因分析の公表など

しっかりとした公表をお願いいたします。

収入未済額については割愛させていただきま

す。

次に、農業の担い手対策についてお伺いをい

たします。本県農業の再生にとっては、担い手

対策の取り組みが極めて重要であります。19年

度の事業の取り組みと成果を農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業者の減少

・高齢化が進行する中で、本県の農業・農村を

支える担い手の育成確保を図るため、担い手育

成総合支援協議会が中心になりまして、各種の

担い手育成・確保対策に取り組んでいるところ

であります。具体的には、みずから経営改善に

取り組む認定農業者の育成、経営体質強化のた

めの法人化の推進、地域の農業者が参加する集

落営農の組織化・法人化、次代を担う新規就農

者の確保、建設業など他産業からの農業参入支

援など、多様な担い手の育成確保に努めたとこ

ろであります。その結果、平成19年度末現在

で、認定農業者8,587経営体、農業法人560法

人、集落営農79組織、他産業からの参入法人49

法人となっている状況であります。以上です。

○川添 博議員 農業法人や集落営農組織など

については、取り組みの成果もあらわれて増加

しているようでございます。しかし、部長、19

年の新規就農者については何名となっているで

しょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年の新

規就農者数は合計190名であります。内訳は、学

校卒業後直ちに就農した者が45名、学校卒業後

研修を経て就農した者が９名、農家出身者で他

の職業を経て就農した者が80名、非農家出身者

で農業に新たに参入した者が18名、農業法人に

就農した者が38名となっております。以上で

す。

○川添 博議員 合わせると190名ということで

すが、190名ということは、目標の255名に対し

ては未達成ということでございますね。それで

は、漁業はどうでしょうか。19年度の新規漁業

就業者の確保のための取り組み状況と成果につ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 漁業就業者の

減少あるいは高齢化が進む中で、現在、県立高

等水産研修所におきましては、若年就業者の育

成のため、漁業技術や資格取得の研修を実施す

るとともに、高校生や一般就業希望者を対象に

した漁業体験研修を実施しているところであり

ます。また、県漁連の運営する漁業就業者確保

育成センターへの支援を通じまして、就業希望

者に対する就業相談や、東京で開催された漁業

就業者フェアへの参加など、幅広いルートから

の就業者の確保に努めたところであります。こ

れらの取り組みによりまして、新たに38名が漁

業に就業したところであります。以上です。

○川添 博議員 漁業の新規就業者が38名とい

うことは、55名の目標に対しては未達成という

ことでございますね。農業にしても漁業にして

も、新規の担い手確保に大変苦労をしておりま

す。ちなみに、教育長、平成19年度の県立農業

高校７校の卒業生は何人ぐらいでしょうか。ま

た、その卒業生の中の就農者数をお尋ねいたし

ます。あわせて、県立海洋高校の卒業者数と、

その中の漁業の新規就業者数についてお伺いを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年３月に県立

高等学校の農業関係学科を卒業した生徒の数

は746名であります。このうち、農業科、園芸
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科、畜産科など農業経営者としての知識や技能

が習得できる学科の卒業者数として申し上げま

すと335名であります。その中には、将来就農す

ることを目指して進学や実践的農業研修をする

生徒もおりますが、農業法人に就農した生徒を

含め、卒業後すぐに就農した生徒は24名であり

ます。また、宮崎海洋高校の卒業者数は101名

で、そのうち、漁業者としての知識や技能が習

得できるコースの卒業者数は36名であります。

この36名の中で、卒業後すぐに漁業に就業した

生徒は７名であります。なお、このほか、将来

の漁業就業を目指して進学した生徒が２名おり

ます。以上です。

○川添 博議員 担い手対策を考えるときに、

高卒での就農や漁業への就業は極めて少ないと

いうことであります。また、農業にしても漁業

にしても、新規就業者は目標に達しておりませ

ん。さらに、全体の農業従事者も減少基調で推

移をしております。異業種参入や農業法人だけ

では減少に歯どめがかからない状況でございま

す。

ところで、先ほど述べました戦略評価シート

の農林水産業の担い手部門で、どういう評価が

つけられているかと申しますと、Ａ評価となっ

ております。この部門の評価は、農業法人など

が増加したことが加味されたためでありましょ

うか。ちなみにコメントの要旨を読みますと、

「具体的な方策を展開した結果、着実な成果を

上げている」となっております。その横には具

体的な指標数値も示されておりません。農業問

題、今のままでは年齢構成を改善できず、高齢

化が進んでいくばかりです。確かに法人化など

の効率化も大事だとは思いますが、省エネ対策

なども織り込んだ収益性の高い農林水産業のビ

ジネスモデルを、明確に構築して普及させてい

く時期に来ております。これには、知事も以前

からＰＲに努力していただいております。すぐ

にでも就農や就業してみたいという魅力ある農

林水産業を構築していくと同時に、20代の若い

活力を導入して新しい発想で農林水産業の未来

をつくっていかなければならないのではないで

しょうか。そういった趣旨から質疑をさせてい

ただきました。

最後になりましたが、申し上げてまいりまし

たように、財政健全化を実現した上で、各事業

ごとに政策評価をしっかりと機能させていく必

要がありますし、立ちおくれている部分に早急

に光を当てていかねばなりません。微力ながら

積極的に議論させていただき、貢献できるよう

努力してまいりたいということを申し上げて、

私の質疑を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員会より議案の送付を受けまし

たので、これを事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成20年11月25日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 丸山 裕次郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

普通会計決算特別委員会の設置について
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◎ 議員発議案第１号上程、採決

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第10号普通会計決算特別委員会付託

○坂口博美議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

今回提案されました議案のうち、議案第10号

「平成19年度決算の認定について」は、ただい

ま設置が決定しました普通会計決算特別委員会

に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

ここで、普通会計決算特別委員会の正副委員

長互選等のため、暫時休憩いたします。

午後５時０分休憩

午後５時12分開議

◎ 議長の報告（普通会計決算特別委員会正

副委員長互選結果）

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

普通会計決算特別委員会の正副委員長互選の

結果を報告いたします。その氏名を事務局長に

朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

普通会計決算特別委員会

委 員 長 星 原 透

副委員長 外 山 衛

○坂口博美議長 以上で報告は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

明日26日から12月３日までは、普通会計決算

特別委員会及び議案調査等のため、本会議を休

会いたします。

次の本会議は、12月４日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後５時12分散会
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平 成 2 0 年 1 2 月 ４ 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 議案第33号から第37号まで追加上程

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案の送付を受けて

おります。

議案第33号から第37号までの議案の送付を受

けておりますので、これらを日程に追加し、議

題とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

まず、議案第33号は、収用委員会委員久保和

華氏が平成20年12月27日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく久保和

華氏を任命いたしたく、また、議案第34号は、

収用委員会委員村岡啓吾氏が平成20年12月27日

をもって任期満了となりますので、その後任委

員として、現在、収用委員会予備委員である眞

茅喜久氏を任命いたしたく、土地収用法第52条

第３項の規定により、県議会の同意を求めるも

のであります。

次に、第35号は、収用委員会予備委員眞茅喜

久氏の後任予備委員として梅薗雄次郎氏を任命

いたしたく、土地収用法第52条第３項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

最後に、議案第36号及び第37号は、先般行わ

れました県人事委員会の職員の給与改定に関す

る勧告等を踏まえ、医師に係る手当の改定、教

員の新たな職の設置に伴う職務の級の増設並び

に教員給与見直しなどを行うための関係条例の

改正であります。よろしく御審議のほどお願い

いたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○坂口博美議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。30年前の12月に、私は初めてこの壇

上から質問をいたしました。30年という節目で

ありますから、ちなみに当時の質問項目を見た

わけでありますが、米の転作問題、青果物の価

格安定事業、カーフェリーの京浜航路の問題、

石油燃料基地の問題、農家の固定化負債対策、

そして県道の認定問題でございました。既に解

決しました石油基地や県道の認定問題を除い

て、まだ質問を続けなければならない自分の非

力を今恥じると同時に、県政上の重要課題がい

かに困難で解決に時間を要するか、改めて認識

をさせられておるところであります。長い間、

知事初め県の職員の皆さんに口うるさい議員だ

と思われてきたでしょうが、我が郷土宮崎県の

前進のためにお許しをいただきたいのでありま

す。

そこで質問の第１項は、何といっても本県の

長年の懸案事項でございます物流の構築につい
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てであります。

我が会派の総合農政調査会では、９月に物流

問題一本に絞って勉強会をいたしました。講師

に、本県の代表的な荷主の団体である経済連の

羽田会長、それから、県工業会の会長でもあ

り、旭化成の延岡支社長であります水永会長の

お二人をお迎えしまして、講演と意見交換会の

研修会を行いました。最近、地元紙に「逆風

下、本県物流の構築を」というタイトルで、河

野副知事と水永県工業会の会長、羽田県経済連

の会長、お三方の物流座談会の内容が紙面２

ページを使って掲載されておりました。本県の

物流の現状と課題、具体策、連携の形などの項

目で意見、考え方が整理されております。知事

も、紙面２ページにわたる記事でありますから

目を通されていると思いますが、この内容か

ら、本県の物流の現状をいかに考えておられる

のか、まずお尋ねをしておきたいと思います。

後は、30年間にわたり取り組んでおります物

流問題を主に数点、質問者席からお尋ねをいた

したいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 物流対策に

ついてであります。大都市から遠隔地にある本

県が、農産物を初めとする県産品の販売促進

や、企業誘致等による産業振興を図っていくた

めには、低コスト、大量輸送が可能な海上輸送

やＪＲ貨物輸送の充実等による物流効率化が重

要な課題であると認識しております。このため

県では、物流を取り巻く環境が厳しさを増す中

で、産業界とも連携しながら、部局横断的な取

り組みを強化することを目的とし、ことし７月

に、私を本部長とする物流対策推進本部を設置

したところであります。この本部では現在、産

業界との意見交換やヒアリング調査等により、

本県物流の実態把握と課題の整理を行っている

ところであり、これらの結果を踏まえ、産業界

との連携や役割分担のもとで、本県物流の効率

化に取り組んでまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○福田作弥議員 それでは、物流問題、長い間

取り組んでおりますから、検証しながら、今日

までの問題点を洗ってみたいと思います。

昭和52年度に県は、農畜産物専用船開発のた

めの調査研究、あるいはチャーター船によるテ

スト輸送をされております。そのときには、専

用船の規模あるいは荷役施設、また専用船のあ

るべき姿等について、当時、シンクタンクで

有名な日通総研に委託をされておるわけであり

まして、その結果を受けて昭和54年度、専用船

開発研究委員会を庁内に組織されました。そし

て、この調査研究をもとに農畜産物の専用船を

開発するということを、この本会議場で、当

時、農水省から出向してこられていました白井

さんという部長でしたか、答弁をされておりま

す。

その後、昭和60年に宮崎港が暫定開港いたし

ておりまして、そのあたりから少し、県の取り

組み姿勢がカーフェリー問題に弱くなってきた

なと思っていたんですが、その反省点を見てみ

ますと、まず、宮崎港が暫定開港しまして、細

島港と宮崎港のカーフェリー京浜航路の航路調

整がうまくできなかった。また、航路調整がで

きなかったために、運送業者が非常に使い勝手

が悪くて、カーフェリーの積載も減った。結果

的にはカーフェリー会社の体力が弱ったんで

す。ちょうどその当時、国のハイテク貨物船テ

クノスーパーライナーの実験が始まった。これ

にすぐ県は飛び乗って、既存の大事なカーフェ

リーについては顧みる余地がなかったと申しま

すか、余り見向きしなかったんです。ここで本
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県の、特に京浜のカーフェリーが衰退の一途を

たどったと思うんであります。

それからもう一つ、当時の流れは、宮崎県の

観光がだんだんフェリーから飛行機のほうにシ

フトしていましたから、エアのほうに。ここで

旅客主体のフェリーから貨物主体のフェリーに

船を代替させる必要があったのを見逃してし

まった。こういう反省点を持っております。さ

らに、テクノスーパーライナーで踊ってしまっ

て―これは私ども議会も反省点があると思い

ますが―10年近く海上航路に対する取り組み

の時間を失ってしまった。このように大変反省

をいたしているところであります。

私が今振り返っている点について、間違いが

ないと思いますが、どのように考えておられる

かお聞きをしたいと思います。これは県民政策

部長でよろしいかと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 今、議員のほ

うからるる、現在までの物流体系の経過等をお

話しいただきました。確かに、例えばテクノ

スーパーライナーなんかにしましても、一生懸

命取り組んだ経緯を私も聞いておりますし、ま

た、たしか利用促進協議会とかつくられたん

じゃなかったかなと思っていますけれども、そ

れももう解散をしているというような状況にご

ざいます。この30年の間、関東航路のフェ

リー、それから大阪航路があったわけですけれ

ども、関東航路は17年７月以降休止をしており

まして、現在、大阪航路しかない状況でござい

ます。その中で、モータリゼーションの発達に

よりまして、例えば高速道路が整備されてきた

とか、そういうことによって輸送体系がトラッ

クのほうに主体的に転換をしてきたというよう

な状況もございます。

しかし、先ほど知事の答えにもありましたよ

うに、本県は大消費地から遠隔地にあるわけで

すから、やっぱりコストを削減することが、物

流にとっては一番大切であります。その中でど

ういうふうな物流体系を確立していくのか、こ

れが一番大事な点であります。例えば積載物、

荷物をどうするか、集約をどうするかでありま

すけれども、残念ながら今となっては、関東航

路のフェリーにしましても下り荷が少ない、当

然、宮崎、南九州にとっては、日常生活品とか

そういう需要が大都市圏ほどはないわけであり

ますから、関東航路フェリーについては下りの

面でなかなか採算がとれないということで、今

のような状況になっているわけであります。

知事もお答えいたしましたように、現在、庁

内で物流対策推進本部をつくりまして、民間の

方、産業界の方といろんな意見交換をさせてい

ただいております。その中で、現在の問題点、

課題、そこらあたりを摘出しまして、行政とし

てはどんなことができるのか、産業界としては

どういうことをやっていくのか、ある一定の方

向性を見出せば、物流対策も産業界、行政お互

い、よりよい方向に、進んでいくのではないか

と考えております。以上であります。

○福田作弥議員 毎回同じような答弁であるわ

けでありますが、私どもがテクノスーパーライ

ナーの誘致に失敗した後、県もこれは大変だと

いうことで、九州運輸振興センター実施の「宮

崎県下における海陸一貫輸送システムの形成の

促進等に関する調査研究」を依頼されておりま

す。平成13年に大変立派な報告書が出ておりま

すが、これらをずっと見ますと、調査はもう既

に何回もあっているんです。どういう点に問題

があるかということもわかっているんです。そ

こで、これらを参考に数点お尋ねをしたいと思

います。
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まず、1,400億円かけた宮崎港の利活用につい

て県の方針が定まっていない。南九州の物流拠

点として国内物流機能に重点を置いて機能強化

を図っていくということを考えておられるんで

すが、実際、航路がつかなかった。もう一つ、

この立派な港の利活用で、さらに港湾用地ある

いは臨海地区の土地利用規制の弾力化に時間が

かかっておる、こういうものがあります。それ

から、これも議場で何回か申し上げましたが、

県が有する川崎港の用地の有効活用について

も、運用について、ＰＦＩ初め民間の資金やノ

ウハウの導入による利用を検討しなくてはいけ

ないと言っているんです。それからもう一つ、

国内の長距離フェリーが、各航路とも建造や運

航コストの関係で旅客フェリーから貨物フェ

リーに転換する流れが多かった中にも、宮崎県

はそのままにしておってフェリーを失ってし

まった。全部書いてあるんです。そして、県の

役割についても書いてあります。物流の担い手

として、各関係団体と連携を図りながら、各種

施策を総合的に推進していく役割を務めなけれ

ばならない。いわゆるオール県庁で取り組みな

さい、こういうことが既に７年前に指摘をされ

ているんです。

私は、もう調査研究は既に終わっている、与

えられた条件でどうするかだと思います。本県

において、大都市圏と定期航路を持つことは、

県産品の出荷を初め、県内の産業や県民生活に

不可欠であります。ぜひ、公益性、公共性の観

点から再構築を図る必要があると考えておりま

して、この点についてこういうことを言われて

います。「行政は計画を作ることで満足してい

る場合が多く、実行性がない。作文から行動へ

移し、実行することによってその成果が検証さ

れ、評価を受け満足すべきである」。これは宮

崎県だけじゃないんです。全体を指して、ある

シンクタンクの方が申されているんです。それ

から、私は勉強会で耳の痛いことを聞きまし

た。「県は何事でも玄関口までは案内するが、

それ以上は踏み出そうとしない。お金がなけれ

ばないで取り組む方法があるのではないか」、

こういうことがございました。河野副知事も紙

上対談でそれを認めておられると思います。

「物流については後退の歴史がある。そこを取

り戻していかなければならない」、こういうふ

うに座談会で反省の弁を述べられておりまし

て、私は大変心強く感じました。副知事、恐ら

く秘策をお持ちであろうと思いますが、お尋ね

をいたしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 物流問題に関しまし

て両会長と紙上対談をさせていただきまして、

物流問題が本県にとって本当に重要な問題であ

るということ、産業界が連携をしてこれに取り

組んでいくという並々ならぬ熱意を感じたとこ

ろであります。

物流問題につきまして、今、これまでの経緯

も含めて、議員から説明があったわけでござい

ますが、これまでの問題というものを十分踏ま

えて、特に今回、お二人の会長からは、本県の

物流を効率化させるために、鉄道輸送や海上輸

送の選択肢を広げていくということであります

とか、農商工連携などを進めていきまして、こ

れまでの問題として、荷物が不足していた、分

散化していたという問題があるわけでございま

して、貨物の集約などに取り組むことが大切だ

という方向性が示されたところであります。行

政といたしましても、県民総力戦で取り組むべ

き課題ということで設置をいたしました物流対

策推進本部をしっかり機能させていきまして、

産業界の連携というものと歩調を合わせて、物
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流対策というものに取り組んでまいりたいと考

えております。

○福田作弥議員 最後に、県としては、もう半

世紀近くこの問題に取り組んでおられるんで

す。私はずっとかかわってきまして、ただ一

点、やはり、お金でもなければ組織でもない、

最後の決断です。いわゆる方向性を絞ることが

できずに、結果的には、長い間に物流に関して

何も成果を得ることなく挫折をしてしまってい

るという感があります。先人の鉄道輸送や海上

輸送に取り組んだときの環境を思えば、今のほ

うがずっと恵まれているんです。ぜひ、本県最

大のネックであります物流の構築に情熱を持っ

て取り組んでいただきたいと思いますが、物流

対策推進本部長であります知事に、再度の強い

決意、御所見をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 非常に重要な御指摘

だと思います。まず、御質問の中にあった、役

所の仕事は計画倒れ、計画が先行して実効性に

欠けるという御指摘ですが、私も少なからずそ

ういう所感を持っております。総合計画主義な

ので、計画を立てるというのは非常に重要なこ

とかもしれませんが、それが立派過ぎて、現実

に、リアルに実行されていないという部分もあ

るかなと思います。その辺は反省点だと思って

おります。

それで、物流問題ですけれども、私は過去の

細かい物流の歴史については余り把握しておら

ないのですけれども、条件不利地として、この

県がこれまでなし得なかった、県民総力戦とい

うか一丸となって、産業界とか行政とか、ある

いは産業界でも農業とか工業がございますけれ

ども、その荷の集積というのが一番重要じゃな

いかなと思っています｡そこにポイントを置い

て、対策推進本部も活動していかきゃいけない

と思っております。コンテナの中とか冷凍の技

術、あるいは搬送の技術なんかも向上しており

ますので、工業製品、農業製品等々荷の集約と

いうのができる限りできるように、産業の横断

的な取り組みというのに、今後力を入れていか

なければいけないんじゃないかと思っておりま

す。

また、モーダルシフトの中で、今後、環境問

題も含めて、鉄道や船の輸送にウエートがか

かってくるんじゃないかなと思って、それを期

待しているところでございます。今後、物流対

策には県庁一丸となって、あるいは産業界と連

携して取り組んでまいらなければいけないと考

えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

続きまして、ちょっと順序が入れかわります

が、セーフティネット貸付と融資審査について

お尋ねをいたしたいと思います。

一時忘れかけておりました「貸し渋り」「貸

しはがし」の言葉を、また連日耳にするように

なりました。新規の融資案件がほとんど審査を

通らない、あるいは既存融資の借りかえ拒否や

減額が増加をしている。その背景には銀行の業

績悪化があり、自己資本比率を毀損することを

恐れる銀行が、大変貸し出しに慎重になってい

ることもあると言われていますが、このような

状況は、経済不況の中で中小企業の経営が悪化

し、銀行の不良債権がふえ、さらに貸し出しの

審査が厳格化し、いわゆる負のスパイラルに

陥っていく状況にあると思うのであります。

そこで私は、セーフティネットという名称か

らしましても、このような悪の循環を断ち切る

必要があると思うのでありますが、どうも国の

出しておられます追加経済対策の目玉である中

小零細企業向けの緊急保証枠、セーフティネッ
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トが文字どおり運用されていないような嫌いが

いたしております。私どもはそのまま受けます

から、民間の金融機関がこれ以上は貸し付けは

難しいという案件に対して、中小企業や零細企

業に融資を促すものと考えておったんですが、

どうもそうではない。私はきょう、お手元に資

料をお配りいたしております。審査についての

資料でありますが、その２枚の資料に基づい

て、現実には、民間の金融機関等は審査をされ

ているようでございまして、これを見る限りに

おいては、かなり厳しいものだと考えておりま

す。なぜ金融機関の審査に落ちるのか、あるい

はなぜ審査が通らないのかという原因等が書い

てございますが、これで審査をやられますと、

かなり厳しいのではないかと考えております。

現況について、県内に限って、担当部長にお尋

ねをしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

に対する貸し付けの状況はどうかということだ

と思いますけれども、巷間においては、いろい

ろ貸し渋りがあるんじゃないかとかございま

す。私どもで、具体的にこういうことが上がっ

ているというのは直接はございませんが、全体

として見まして、例えばセーフティネット貸

付、これは連鎖倒産防止とか不況業種関係と

か、いろいろあるわけですけれども、その辺の

保証状況を見てみますと、セーフティネット保

証トータルのことし現在の分でございますけれ

ども、約90％は保証承諾しているというような

状況でございます。そういった意味では、厳し

過ぎるといいますか、なかなか審査が通らな

い、保証がされていないとか、そういう状態ま

では行っていないのではないかというふうに考

えております。

○福田作弥議員 統計数字が９月末とか10月末

でありますから、そんなに厳しい数字が出てい

ないかと思いますが、12月に入りまして、悲し

いかな、現実はかなりシビアな貸し付け状況で

あると思います。その証拠に、政府あるいは金

融庁がいろんなマニュアルを出しています。貸

し出しを促進するためのマニュアルであります

が、その中に、３年で区切ったやつを５年に改

善計画をしてもよろしいですよとか、場合に

よっては、経営改善計画が順調であれば10年ま

で延ばしてよろしいですよという、非常に緩和

された貸し出し条項が出てきておるんですが、

なかなかそれが適用されていない。その証拠

に、きょうの新聞を見ますと、中川金融大臣

が、大手銀行や地域金融機関のトップの皆さん

方に集まっていただいて、「中小企業への融資

をぜひ円滑にやってくれ」と何回も要請された

そうでありますが、きのうも行われておりま

す。

業績不振と資金繰りの悪化が共振する中で、

景気後退局面での金融機関の難しさは、私も１

億から数十万円の決裁を26年間やってきました

から、金融機関の責任者としてわかるんです。

わかりますけど、ここは、100年に一度の金融危

機でありますから、何とか対応してあげなくて

はいけないと考えておるわけであります。回答

が即出るとは思いませんが、国が金融関係者を

集めて特別要請されました。本県においてもぜ

ひ、知事初め関係部長に、地元の金融機関に対

して、年末の中小企業、零細企業への特別融資

の円滑な融資の要請をしてもらいたいと考えて

おりますが、御所見を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 世界的な金融危機の

影響を受けまして、国内の景気は後退局面にあ

りまして、本県においても中小企業を取り巻く

経営環境は一段と厳しさを増しているのじゃな
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いかなと認識しております。このような中、国

におきましては、「安心実現のための緊急総合

対策」の中で緊急保証制度を創設するととも

に、政府系金融機関の融資枠を拡大するなど、

中小企業の資金繰り対策に積極的に対応してお

られるところでございます。県におきまして

も、中小企業の金融の円滑化を図るため、県制

度のセーフティネット貸付の融資枠を52億8,000

万円から100億円に拡大するなど、制度の充実強

化を行うとともに、この貸し付けの浸透を図る

ため、市町村、商工会、商工会議所等を通じ、

制度を周知したところであります。さらに、金

融機関及び信用保証協会に対しましては、積極

的な対応を文書等で要請したところでありま

す。今後、年末の資金需要も本格化することか

ら、私が金融機関を直接訪問しまして協力要請

を行うなど、さらに中小企業の金融の円滑化に

努めてまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。中

小企業、零細企業の皆さんは、知事みずから、

あるいは関係部長みずからが関係金融機関に働

きかけされることを待っておられますから、お

願いをしておきたいと思います。

続きまして、食の国産志向と食品産業の立地

についてお尋ねをいたしたいと思います。

先般、九州経済同友会が「フードアイランド

九州」という提言書を出しております。今日ま

でおおよそ農業に関心のなかった経済界が、九

州経済を支えるかなめとして、農業などの１次

産業「食」を明確に位置づけたことに、いささ

か私は驚きを感じ、また、本県は農業県であり

ますから、ありがたく感謝もいたしたのであり

ます。

そこで、次世代の戦略産業として食を考える

ことは大事でありまして、食の安定供給、食の

安全・安心、地球環境に優しい食、こういうも

のを考えますと、九州は食料生産にふさわしい

地域でございまして、今の数字で全国の食料生

産の20％を受け持っているそうです。しかも、

農林水産業に、食品加工や流通業、外食産業を

加えた、いわゆるフードビジネスの就業者数は

全就業者の２割以上を占めており、非常に大き

なウエートがあるんです。食の「安定供給」

「安全・安心」「地球環境」、３つの課題を

テーマに、付加価値の高いフードビジネスの再

構築をやったらどうかな、このように考えてお

ります。フードビジネスの展開にうってつけの

地区が宮崎県と考えるのでありますが、本県は

今まで、食の素材供給に終始することが多く、

付加価値をつけて食品加工の産業を起業したり

誘致することが余りなかったんです。ぜひフー

ドビジネスを起こし、付加価値をつけ、生産農

家の手取りをアップさせる、あるいは県民には

働く場所を提供する、こういうふうに考えてお

りまして、今日まで影の薄かったフードビジネ

スにぜひ取り組んでもらいたいと思います。今

こそ、食の安全・安心からの国産志向の追い風

をとらえて、フードビジネスを立地促進する時

期だと思いますが、いかがでございましょう

か。これは農政水産部長にお尋ねをしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、農

業者の方々が、安全・安心で品質の高い農産物

の生産に取り組んできた結果、先ほど御指摘が

ございましたけれども、全国でも有数の食料供

給県としての地位を確立しているところでござ

います。この良質な本県農産物の素材を生かし

た付加価値の高い加工食品等の製造・流通・販

売に至るフードビジネスが、県内において多様

に展開されますことは、農業所得の向上にもつ
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ながり、ひいては本県経済全体への効果が期待

されるところであります。このため本県では、

県内の農業団体や製造・販売業者、試験研究機

関等で構成いたします食料産業クラスター協議

会を組織しまして、人・物・技術を有機的に結

びつけながら、新たな製品開発や販路開拓等に

取り組んでいるところであります。今後とも、

農産物の加工・販売力強化のための農商工連携

について、農業サイドからも積極的に働きかけ

るとともに、生鮮仕向けのみならず、業務用需

要等にも対応できる産地体制の整備に努めてま

いりたいと考えております。

○福田作弥議員 関連して、県土整備部長にお

尋ねをしたいと思います。私は、食品関連の企

業について以前から関心を持っておりまして、

特に宮崎港湾について、一時期、食肉市場等の

開設も提案したのでありますが、その時期はほ

とんど観光・リゾート一色でございまして、私

の提案等は余り関心を持ってもらえませんでし

た。今、港湾等をずっと調査して遊休地を見ま

すと、この際、食品関連のフードビジネスをあ

そこで展開すると好立地だな、そういう気持ち

を持つのであります。現状では、用途変更等の

問題を解決しないと利用できないようでありま

すが、それについてはどのようにお考えか、お

尋ねをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎港の分譲

地についてでございますけれども、高速道路あ

るいは空港、鉄道等にも非常にアクセスしやす

い恵まれた地理的条件を有しておりまして、港

湾計画に基づき、運送業あるいは倉庫業などの

流通関連用地として整備をしまして、これまで

分譲に努めてきたところでございます。しかし

ながら、昨今の厳しい経済情勢、あるいは企業

が在庫を抱えないといった業務形態の変化など

もありまして、流通関連用地としては、分譲が

思うように進んでいない状況―遊休地といい

ますか、そういう状況でございます。このよう

なことから、現在、より幅広い業務に分譲でき

るように、港湾計画で定めた土地利用計画の見

直しに取り組んでいるところでございます。

フードビジネスなどの工場の立地につきまして

は、現時点では土地利用計画上、困難な状況で

ありますので、現在の取り組みの見直しの中で

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 ぜひ、活気ある宮崎港を取り

戻すために、対応を急いでほしいと思います。

次に、経済効果のあるゼロ予算施策について

であります。

財政状況が厳しくなりまして、「ゼロ予算施

策」という言葉が踊っておるわけであります

が、これは内容がつきませんと全く意味がない

わけであります。ずっと読んでみますと、経済

効果を出すようなゼロ予算施策については少な

いなと考えておりまして、県の裁量権でできる

ものを考えた場合、やっぱり経済波及効果の高

い住宅建設。住宅建設は当然、市街地にはでき

るんですが、私が申し上げますのは、いわゆる

既存の集落内の市街化調整区域のいろんな規制

がかかっているところを、ある程度規制緩和し

見直しをすることによって、住宅建設が進んで

いくと。だれでもかれでもそれを認めますとス

プロール化いたしますから、そうではございま

せんで、ある一定の規制のもとにそれを認める

と。住宅建設は関連産業のすそ野が広いですか

ら、大きな経済効果を得ることができると思い

ます。特に今、本県では、限界集落を「いきい

き集落」に変えて、何とか活気のある既存集落

を再生しようと考えているわけでありますか
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ら、ぜひ―これは何回か取り上げてみました

が、進んでおりません。担当課にも内容はお話

ししていますから、多くを申し上げませんが、

都市計画法や農地法等の問題をクリアされまし

て、市街化調整区域であっても、既存の集落内

であれば住宅建設ができるようにお願いをした

いと思います。これは両部長にまたがります

が、農政水産、県土整備両部長にお願いしたい

と思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農用地区域内

農地で住宅建築を行う場合には、農振法に基づ

きまして農用地区域からの除外手続が必要にな

ることは、御案内のとおりでございます。その

除外手続につきましては、法律で要件が明確に

定められております。また、国におきまして

は、この要件を厳格化するなどの法令改正も近

く予定しているということを伺っておりまし

て、現段階での県の裁量による見直しは難しい

ものがあるというふうに考えております。しか

しながら、集落内の農用地への住宅建築につき

ましては、一定の要件を満たせば除外可能な場

合もございますので、個別事案ごとに、市町村

の意見も十分踏まえた上で適切に対応してまい

りたいと考えております。

○県土整備部長（山田康夫君） 市街化調整区

域につきましては、御承知のとおり、市街化を

抑制すべき区域として開発等が抑制をされてお

るところでございますけれども、その区域にお

いても、既存集落につきましては、その地域に

居住する方々の利便施設あるいは分家住宅など

の建築物について、地域の実情などを考慮した

上で個別に許可をしているところでございま

す。また、市や町が進めますまちづくりの中

で、一定の区域において、道路等の基盤整備の

計画とあわせて都市計画を決定することにより

住宅等の建築が可能となる、いわゆる地区計画

制度、こういったのもあるわけでございます。

開発許可制度の適切な運用を図るとともに、そ

ういった地区計画制度等の活用についての助言

を、市や町に対して行ってまいりたいというふ

うに思っております。

○福田作弥議員 県行政が予算を全く使わずに

大きな経済効果を生む施策でありますが、今、

両部長の答弁からもわかりますとおり、みずか

らを縛り過ぎて、効果を生む施策を余り活用さ

れていないことは残念です。本県は林業県であ

り、もっと規制を緩和して住宅建設を促進し、

冷え込んでいる県内の住宅建設需要を掘り起こ

し、景気の下支えをしていただきたいと要望し

ておきます。

続きまして、福祉の関連であります。

ショートステイ床の有効利用でございます。

全国の平均とか県内の平均とか、いろいろ違っ

た数字が出てきましたが、私は全国平均、県内

平均、大体５割を切っていると思うんでありま

す。特別養護老人ホームのベッドは１床当た

り1,000万円以上の費用がかかっているんです。

これが常時、１特養当たり多いところは５～６

床、少ないところでも４床ぐらい遊休化してい

る。もったいないですね、7,000万ないし１億の

金が遊んでいるんですから。税金を投入したも

のがですね。前々からショートステイ床の有効

利用をお願いしておるんですが、なかなか進ん

でおりません。一方では、特別養護老人ホーム

に入所したいという待機者が、１養護施設当た

り100人ぐらいいらっしゃる。かけ持ちもありま

すから、それを相殺しましても50人ぐらいい

らっしゃると思いますが、その後一向に転換が

進んでいないようであります。現状と今後の見

通しについて、福祉保健部長にお尋ねします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） ショートステ

イ専用ベッドの特別養護老人ホームのベッドへ

の転換、いわゆる定床化につきましては、おっ

しゃるように、新たな施設整備を必要としない

で特別養護老人ホームの定数をふやすことがで

きますので、入所待機者対策として一つの手法

ではありますけれども、一方で、住民が負担す

る介護保険料の上昇につながることや、市町村

の第３期介護保険事業計画の施設整備予定数が

ほぼ達成されているということから、現状では

定床化は難しいと考えております。しかしなが

ら、現在策定中の第４期介護保険計画の中で、

定床化は、療養病床の再編成に伴う受け皿にも

なり得るということから、今後、市町村の意向

等を踏まえながら、定床化について市町村と協

議してまいりたいと考えております。以上で

す。

○福田作弥議員 ぜひ検討をお願いしたいと思

います。今のままでは、入所待機者の要望もか

ないませんし、あるいは今、部長がおっしゃっ

たとおり、特養ホームの経営が措置から契約の

時代に移っています。介護保険制度に変わりま

して、非常に経営も厳しくなっておりますか

ら、遊休施設を置いておくことは大変なんで

す。１施設当たり5,000万ないし１億遊ばせてい

るんですから。介護保険制度の問題もあると思

いますが、ぜひこれが有効活用できるように、

それをクリアしてお願いをしたいと思います。

最後になりましたが、知事の政治姿勢につい

ては、今まで私が質問しました内容からして特

段お聞きすることはないなと考えておるんであ

りますが、一つだけ要望申し上げますと、この

前、全国紙に「「東国原効果」帳消し!?」とい

うタイトルの記事がありました。何かなと思っ

て一瞬、目を奪われたんですが、内容はまじめ

な内容でありました。この金融危機の中で知事

の努力が、前半はよかったけれども、後半、非

常に報われなくなっているということで気の毒

だという内容です。同情の内容ですね。それか

らもう一つ、最近、私は―知事はそういうこ

とはないと思うんですが―政局が不安定であ

りますから、今の政局は、知事がしっかり腰を

据えて県政に取り組むには悩ましい状況にある

のかなと考えるんです。県民が、「もう一回、

知事、しっかり腰を据えて頑張ってくれ」と

おっしゃっているのでありますから、ぜひ県民

の要望にこたえて―ほかの県がうらやむほど

のトップセールスの力をお持ちの知事でありま

す―頑張ってほしいと要望申し上げまして、

質問を終わりたいと思います。以上でありま

す。（拍手）

○坂口博美議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 人権週間で

あります。したがいまして、執行部の皆さんは

胸にそれぞれ啓発のワッペンをつけていらっ

しゃいます。思いやりの心を大切にして人に優

しい政治を取り戻すために、私も頑張ってまい

ります。

通告に従い、順次質問してまいります。

まず、雇用対策について、知事にお尋ねをし

てまいりますが、今、環境問題を初め、地球レ

ベルで物事を考え、模索する時代でございま

す。とりわけ戦争は、地球レベルで制御できる

仕組みをしっかりつくらなければならない、極

めて重要な問題であります。同時に、アメリカ

発金融危機に伴う世界同時不況、経済において

も世界レベルで制御できる仕組みをつくる必要

があるのではないかと言われております。労働

によってお金を得る経済ではなく、お金でお金

を膨らますために人間が振り回されてきた結
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果、この不況の進行がさらに何をもたらしてい

くのか、非常に不安であります。この金融危機

による世界的不況の中、雇用をめぐる厳しい状

況が報道されております。厚生労働省は先月

末、非正規雇用労働者の期間満了、途中での雇

いどめが３万人を超えるという調査結果を出し

ました。また、来春の新卒者の内定取り消し

は331人、高卒者求人数は前年同期比の3.8％減

で、６年ぶりに減少したそうです。そこで、本

県における雇用状況及び内定取り消しの実態に

ついてお尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回、国が行った調査によりますと、本年10

月から来年３月までの間に、全国で約３万人、

県内では578人の非正規労働者の解雇が見込まれ

ております。また、新規学卒者の就職内定取り

消しにつきましては、11月末現在で、県内事業

所による取り消しは起きておりませんが、県外

事業所によるものが３名あったとのことであり

ます。以上です。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ところで、誘致企業でありま

すけれども、国富町に日立プラズマディスプレ

イ工場がございますが、９月に事業縮小を発表

されました。ここには社員が1,000名、そして派

遣労働者を含め非正規労働者400名の方がいらっ

しゃいますが、この方々の雇用がどうなるの

か。非常に大幅な人員の整理が懸念をされま

す。実情と対策について、把握していらっしゃ

れば答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 本年９月に、同社か

ら県に対しまして、国富工場のプラズマディス

プレイパネルの生産を来年３月までに終了する

との話がありました。今後、同工場におきまし

て、引き続きモジュールの製造を行うととも

に、あわせて日立グループの他の事業を導入

し、同社社員の雇用の確保を図っていくとのこ

とでありました。これを受けまして、私は10月

８日に上京し、同社及び親会社であります日立

製作所の社長等に直接お会いしまして、国富工

場における事業展開と雇用の確保を確実に実行

していただくようお願いしたところでありま

す。現在、日立グループにおいては、全力を挙

げて対応していただいているところでありま

す。

○髙橋 透議員 知事も早速、御努力をされて

対応いただいているようであります。聞きます

と、社員の中には、県外から転勤で見えて家も

つくられた、そして永住するということで両親

も呼んで、そういう方もいらっしゃるわけで、

ぜひ雇用を守るために県としての最大限の取り

組みをお願いするものでございます。

そして、先ほどの答弁の中に、内定取り消し

が県外で３名、これは高校卒の方なんでしょう

か。私、１名の報告を聞いているんですが、今

後ふえてくる可能性は極めて高いということを

覚悟しなければならないと思うんです。内定取

り消しにつきましては、労働関係法令で制約が

ございます。安易な内定取り消しはできないよ

うになっているわけですが、学校の就職担当者

は、安易に受け入れをしない、詳細をしっかり

と調査して迅速かつ的確な対応を行うべきだと

考えておりますが、教育委員会に、内定取り消

しの現段階の状況なり対応についてお尋ねいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校におきまし

ては、就職を希望する生徒たちの就職決定に向

けて手だてを尽くしているところであります
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が、現在のところ、県外事業所での採用内定取

り消しの報告を１件受けております。県教育委

員会におきましては、採用内定取り消しの通知

があった場合は、公共職業安定所に直ちに連絡

するとともに、事業主に対して取り消しの理由

等を聴取し、撤回を申し入れることなどを各学

校に対して指示をいたしているところでありま

す。今後とも、宮崎労働局など関係機関と連携

しながら、就職を希望する生徒たちの希望がか

なえられるように、迅速かつ適切な対応に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 大変心強い御答弁だというふ

うに受けとめたいと思います。これまで、非正

規社員をふやして安い賃金で働かせて、巨額の

利益を上げてきているわけですよね。したがい

まして、ひょっとしたら多額の内部留保をして

いるかもしれないわけなんです。今、教育長か

ら答弁がありましたように、ぜひ詳細な調査を

して、安易な受け入れはしない。生徒の人生を

左右する問題でありますから、どうか泣き寝入

りをすることのないような対応を、しっかりと

お願いをしたいと思います。

次に、労働相談などがふえていると思われる

んですが、主な相談内容も含めて、労働相談窓

口の利用状況について、商工観光労働部長にお

尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 労働相談

についてでありますけれども、平成19年度に県

の労働相談窓口に寄せられた相談件数は300件と

なっております。その内訳は、賃金、労働時間

や解雇など「労働条件に関すること」が176件、

均等待遇やセクハラなど「男女雇用機会均等に

関すること」が31件、定年制、配置転換など

「雇用に関すること」が24件などとなっており

ます。また、宮崎労働局における相談件数は１

万467件でございまして、労働条件に関する相談

が大部分を占めているというふうに聞いており

ます。

○髙橋 透議員 中には、職を失うかもしれな

いという相談もあったりして、当座の生活資金

とか、そういう相談もされているというふうに

私は解釈したいんですが、ここで申し上げたい

のは―職を失った方々への金融支援が極めて

今、不十分なところがあると思うんです。年

収200万円以下の方々が金融機関の門をたたいて

も、貸してくれない現実があるんです。今、非

正規雇用は、３割を超えております。長引く不

況でありますから、そのあおりでまた多重債務

に苦しむ人がふえております。そして、多重債

務で苦しんだあげくにうつ病になって、みずか

ら命を絶つ方も、全国で年間8,000人以上に上る

というふうに言われております。本県は全国で

４番目に低い県民所得です。自殺率もワースト

２位という数字が出ています｡金融機関が貸して

くれない低所得者に対する融資について、県が

金融機関に出資をして、多重債務者も含めて支

援する低金利の貸付制度に力を入れるべきでは

ないでしょうか。知事へ見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県では、県内の中小

企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るこ

とを目的に、九州労働金庫との提携によりまし

て、低利率で教育及び一般生活等の資金の融資

を行うハッピーライフ資金融資制度を設けてお

りますので、その中で、可能なものについては

対応してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 県は、多重債務者対策協議会

という組織を昨年８月に立ち上げていらっしゃ

いますが、県内の多重債務者をどの程度把握さ

れているのか。今、ハッピーライフローンです
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か、説明がありましたが、具体的な支援につい

てお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 多重債務について

は、県消費生活センターでの相談が、平成18年

度以降、年間900件を超えており、一方、自殺死

亡率が全国ワースト２位という状況にあって、

その主たる原因が、「健康問題」に続き「経済

・生活問題」が占めておりますことから、多重

債務に悩む人も数多くおられるものと憂慮いた

しております。そのため、多重債務対策といた

しまして、昨年８月に設置した多重債務者対策

協議会におきまして、国、県、市町村や弁護士

会等の関係機関が、情報の共有化や相談体制の

連携を図っているところでございます。また、

消費生活センターでの啓発・相談事業に加えま

して、弁護士会、司法書士会の協力により無料

相談会を実施するなど、債務の整理、解決に向

けての支援に取り組んでいるところでありま

す。

○髙橋 透議員 実態はある程度わかりました

が、具体的な支援になりますと、恐らく、相談

を受けて、こういった方法があるよという指示

だと思うんです。先ほどから言いますように、

具体的な多重債務を整理する金融商品までは、

恐らく今のところ県は私に答弁できないと思う

んです。ちなみに全国で３つ、岩手県と東京都

と福岡県が、金融機関に自治体が出資をして多

重債務を整理するための融資制度をつくってい

るんです。ぜひ県もそういう商品をつくって、

多重債務者を新たに出さない、あるいは多重債

務に苦しむ方々を救済する、そういう制度をつ

くるべきだと思うんです。

日にちはちょっと覚えていませんが、労働者

福祉団体中央会という組織が県に要望書を出し

て、知事にも説明した経緯があると思うんで

す。現に、従来、県が出資をしているお金が

あって、それを活用すれば、中央会が１億7,000

万ほど加えて、5,000万と１億7,000万、２

億2,000万ものお金で融資制度ができるというこ

とを私も聞いたところであります。そういった

新たな融資制度を創設できないのか、ぜひ答弁

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県は、宮崎県労働者

福祉団体中央会の３つの基金に対しまして出資

を行っておりますが、これらはいずれも関連す

る融資制度の債務保証に活用するなど、一定の

目的のために出資しているものでありますの

で、基金の果たす役割やこれまでの実績を踏ま

えて、総合的に判断してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 その出している県の出資金を

返していただくんです。返していただいて、そ

れをまた活用いただくような新たな出資をして

やればできるんです。先ほど、ハッピーライフ

ローンがあるじゃないかということをおっしゃ

いましたけど、上限が100万なんです。そして生

活資金なんです。多重債務には使っちゃいけな

いんです。審査ではねられます。そういうのが

あるから新たな融資制度をつくってほしいとい

うのが、私のきょうの質問の趣旨なんです。お

金はあるんです。ぜひつくっていただきたい。

知事もおっしゃいました。自殺の原因は、生

活苦、そして病気。病気が一番なんですけれど

も、病気のもとになっているのは借金ですよ

ね。借金で苦しんでうつ病になって自殺をし

ちゃう、そういうパターンが多いはずです。だ

から、私は、借金苦、多重債務に苦しんだ人の

自殺が多いということを認識しなくちゃならぬ

というふうに思いますので、早急に動いていた

だきたい。中央みたいに迷走せず、スピードが
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大切ですので、ぜひ早急に動いていただくこと

をお願いしたいと思います。

次に移ります。地域医療問題について質問し

てまいります。

私は、９月議会で質問をいたしましたが、そ

のときに、「こども医療圏の再編に伴って、県

南の小児２次医療はどうなるか」という問いに

対して、執行部から、「地元医師会や市町村等

関係機関で構成するプロジェクトチームで協議

を行っている」と答弁をいただきました。その

協議の状況について答弁をいただきたいと思い

ます。知事、よろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県の小児医療につ

きましては、小児科医の絶対数が不足し、県民

が安心できる小児医療体制を維持するために

は、広域での体制を整備せざるを得ない状況に

あります。このため県では、県医師会、市町

村、宮崎大学等で構成する県地域医療対策協議

会での検討を踏まえ、県北部、県央部、県西部

の３つのこども医療圏を設定したところであり

ます。このこども医療圏構想につきましては、

地域の実情に合った具体的な方策を検討するた

め、圏域ごとに組織しているプロジェクトチー

ムにおいて検討を行っているところでございま

す。県南を含む県央部こども医療圏につきまし

ては、昨年度、小児医療提供体制の現状やこど

も医療圏構想の必要性等について県から説明を

行い、意見交換を行ったところでございます。

また今年度は、現在、プロジェクトチームの中

心的なメンバーで議論を行っているところでご

ざいます。

○髙橋 透議員 よくわからないところもあり

ますが、医師不足の問題は、これまで多くの議

員から質問がありました。その対策について、

６月議会で、我が会派の鳥飼議員の質問に対し

て知事が答弁されております。「宮崎大学等の

関係各位の方々と十分、意見交換、協議をしな

がら、医師確保に全力を注いでいきたいと思っ

ている」、こういう知事の答弁があったわけで

すが、知事みずから宮崎大学等へ働きかけを行

われたのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 医師確保につきまし

ては、私も、ひざ詰めトークなどで県内の市町

村長等とお会いしまして、医師確保について意

見交換するとともに、医師会との協議の場でも

お願いしているところでございます。宮崎大学

に対しましても、学長とお会いしまして、県内

の地域医療を支える医師の養成・確保について

支援をお願いしているところであります。ま

た、県と関係市町村で医師確保対策推進協議会

を設立したところですが、このホームページの

中で、私みずから全国の医師に対し、県内医療

機関での勤務を呼びかけているところでありま

す。今後とも、さまざまな形で医師の確保に尽

力してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 宮崎大学に行かれて、学長に

会ったということであります。医局に行ってく

ださったほうがよかったんですよね。せっかく

足を運んでいただいたわけですから、医局の現

場に行かれて、頑張っていらっしゃる、県民の

医療を担っていただいている方ですから、激

励、そしてまたあわせてお願いをしていただく

とよかったのかもしれません。

先ほどから申し上げますように、県の医療計

画では、こども医療圏が４から３になる。県南

では、保護者を中心に大変心配しているわけで

すが、私は、４月以降に県立日南病院の小児科

が閉鎖されることはないというふうな認識をし

ておるんです。知事に改めて確認いたします

が、答弁ください。
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○知事（東国原英夫君） 県立日南病院の小児

科医につきましては、現在、病院局長及び病院

長から大学医局に対して重ねて派遣要請を行う

など、全力を挙げて取り組んでいるところであ

ります。

○髙橋 透議員 私の質問にお答えになってい

ないようですけれども……。私は、努力をされ

ているということで、県としても小児科の医師

を育成するためのいろんな事業も、公金を出し

てやっていらっしゃるわけですから、４月以降

にこども医療圏を再編することはまずない、小

児科の２次医療も存在するということで認識を

しているわけです。しかし、宮崎大学の医局が

県立日南病院の小児科医師を引き揚げるという

ことも考えられます。それは知事、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 全国的な医師不足の

中、大学医局においても入局者が減少し医師が

不足するなど、これまでどおり医師の派遣を行

うことが大変厳しい状況になってきていると聞

いております。特に近年、診療の高度・専門化

に伴いまして、若手医師が資格取得のための指

導体制の充実や研究のための時間の確保等を勤

務先の条件とする傾向が強まっていることか

ら、医師確保のためには、指導医の確保や勤務

の負担軽減を図ることが必要となるなどの新た

な課題も生まれており、県はもとより、派遣元

である大学医局も対応に苦慮する状況となって

おります。このように大変厳しい状況でありま

すが、引き続き小児科医師の派遣を継続してい

ただけるよう、病院局において全力を挙げて取

り組んでいるところであります。

○髙橋 透議員 医師派遣の決定はいつごろ行

われるんでしょうか。知事、お願いします。

○知事（東国原英夫君） 各大学の医局ごとに

異なると思いますけれども、１月末ごろから３

月にかけて医師派遣が決定されるものと聞いて

おります。

○髙橋 透議員 早ければ１月末に県立日南病

院の小児科医師を引き揚げる、そういう内示と

かがある可能性ということを今おっしゃったわ

けですよね。３月末までと幅が広いわけです

が、早ければ１月末にそういう結果が出るかも

しれない。だから、今、県南の保護者を中心に

心配をして署名行動もされていると思うんで

す。「県立日南病院の小児科を存続してくださ

い」という署名に今取り組んでいらっしゃいま

す。とにかく今、県南の小児科の２次医療がな

くなるかもしれない、そういう瀬戸際なんで

す。公立病院を抱える首長さんみずから、医局

へ働きかけをしていらっしゃいます。知事の思

い、県民の不安を―学長にお会いされたわけ

ですから、医局に直接行かれてその医師を励ま

され、実情を訴えていただきたいと思うんで

す。ぜひ医師確保に向けて、知事みずから直接

医局へ出向くなどの早急な対応が必要なんで

す。ぜひ答弁をいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 派遣元であります大

学医局においても、医師確保に大変苦慮されて

いるようではありますが、小児救急医療体制の

確保は重要でありますので、県立日南病院が県

南地域の中核病院であることを強く訴え、医師

の派遣について粘り強く要請するなど、適切な

対応を行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私は、直接、知事みずから

が、現場で仕事をしていただく医師に、県民の

思い、今の実態をお願いいただけないかという

質問をしました。保護者も、あの寒い中を署名

で頑張っていらっしゃいます。「こども・いの

ち・つなぐ会」という組織をつくられたようで
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すけれども、２～３回その方々にお会いしまし

たら、やっぱり離せないんです、子供を。一緒

に連れてきていらっしゃいます。また機会があ

りましたら、署名用紙をお届けしますが、こど

も医療圏が外されちゃえば、１時間以上かけて

宮崎市に搬送することになる、重病の我が子を

そばで１時間も見ながら行かなくちゃいかん、

こういうことにはしたくない、そういう話題で

いっぱいでした。そういう県南の保護者の方々

の思いを、ぜひ知事みずからが、知事みずから

の口で医局にお願いいただきたい。そのことを

強くお願いをして、この問題は終わりたいと思

います。

次に、１次救急医療支援の問題でお尋ねする

わけですが、医師不足、この要因に勤務医の過

酷な勤務実態があることは御指摘のとおりであ

りますが、その背景には、救急医療体制がそれ

ぞれ市町村で不十分であるといったところも隠

されてきたかもしれないと思います。初期救急

医療につきましては、交付税措置等財源の関係

から、市町村が整備をしっかり担う必要がある

わけです。しかし、現状は役割分担が明確に

なっていないんです。１次も２次もごっちゃに

なっているのが現状。県立日南病院に救急医療

で見える方の７割は初期救急の方々なんです。

これは御案内のとおりであります。ですから、

私たち社民党も、初期救急医療の整備拡充の要

請を行ってきたところでありますが、日南串間

医療圏では、現在、休日の準夜帯しか初期救急

医療をやっていないんです。ようやくその整備

充実の検討が始まったようであります。そこ

で、県は救急医療の役割分担を明確にしていく

ために、初期救急医療整備にどのような働きか

けを行ってこられたのか、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域に必要な救急医

療を確保するためには、軽症の患者を受け入れ

る初期救急医療から重篤な患者を受け入れる３

次救急医療まで、各医療機関がそれぞれの役割

を担って相互に連携する体制の構築が重要であ

ります。このため県では、初期救急医療体制の

整備を担う市町村に対しまして、これまでも、

救急医療協議会等さまざまな機会を通し、夜間

急患センターの整備拡充を働きかけてきたとこ

ろであります。こうした中、日南串間医療圏に

おきましては、現在、日南市が中心となりまし

て、センター充実に向けての具体的検討が行わ

れていると伺っております。

○髙橋 透議員 今、答弁がありましたよう

に、ようやく地元でも初期救急医療の整備拡充

に向けて立ち上がりました。何とかお金も出す

というふうに言っているわけです。医師会も当

番で出るよということも、意見交換会の中で私

は直接聞いております。そういうところがしっ

かり整備されれば、県立日南病院の医師の疲弊

も緩和されると思うんです。県も、新聞の広告

を出されていますし、いろいろと努力もされて

いますので、ぜひ要所要所で、これからも一刻

も早く整備ができるように指導を強化いただき

たいということを申し上げておきます。

次に移りますが、観光振興の件で２つほど御

質問してまいります。

本県への県外からの観光客数が11年ぶりに増

加をしたということで、過日報道があったとお

りであります。県庁を新たに観光スポット、観

光資源として売り出された東国原知事の効果で

あると、私も率直に認めるものでありま

す。2011年に九州新幹線が全線開通するわけで

すが、残念ながら本県は完全にルートから離れ

ているわけです。しかし、今後、新幹線観光客

をいかに宮崎に呼び込むかというのが、さらな
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る県外観光客をふやす手段になると思うんで

す。そこで、現在の交通機関で誘客に資する可

能性があるものとしてバス輸送が考えられるわ

けです。現在、高速バスは熊本のバスセンター

から八代を経由して１便あるようなんです。新

八代駅との接続が想定されますけれども、高速

バスの増便、こういったところの可能性につい

てお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 九州新幹線を利用し

て熊本、鹿児島を訪れる観光客を、いかにして

本県へ呼び込むかは、極めて重要な課題である

と認識しております。このため県としまして

は、熊本県、鹿児島県と連携しまして、周遊旅

行商品や広域観光ルートの開発を行うなど、南

九州一体となった誘客対策に取り組んでいると

ころであります。また、新幹線利用者の本県へ

の誘客対策につきましては、バスとの連携も重

要になると考えられます。こうしたことから、

宮崎交通におかれましても、新幹線全線開通を

見据え、ことし８月から宮崎―熊本間の高速バ

スのダイヤのうち１往復を新八代駅経由に変更

したところであります。県としましても、新八

代駅などの新幹線停車駅を起点とした新たな観

光ルートの開発に努めるとともに、高速バス路

線の充実等を関係機関に働きかけてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 鉄道については、ダイヤの編

成とか快適な車両の導入など、ＪＲ九州への働

きかけも、あわせて要望しておきたいと思いま

す。

県外観光客の増加で喜んでいるところです。

しかし、宮崎県を取り囲んでいる鹿児島、熊

本、大分はけた違いですよね。御認識されてい

ると思うんですが、あそこは100万単位でふえて

いるわけです。県外観光客数も、いろいろとと

り方が違いますから、単純に比較できないとい

うことなんですけれども、大分県が18年以降

やっていませんから、17年の数字しか言えない

んですが、宮崎県は450万、熊本県は2,670万、

大分県が3,830万、鹿児島県が2,470万なんで

す。けた違いの６倍ぐらいのところでありま

す。だからこそ、宮崎県は逆転の発想で、宮崎

県の周りにはいっぱい県外の観光客がいるんだ

と、知恵を絞っていけば、かなりの観光客の見

込みができると思うので、ぜひ今後、今ある観

光資源に磨きをかけられて、私もともに頑張り

たいと思いますので、取り組み方の強化をよろ

しくお願いします。

もう一点、これは、最近報道があって私も

知ったわけですが、高千穂鉄道で使われていた

トロッコ列車をＪＲ九州で買い取るということ

であります。そして、ＪＲ九州で買い取ったト

ロッコ列車を日南線で活用したいということで

あります。県南観光振興に向けた活用策につい

て、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） トロッコ列車につき

ましては、ＪＲ九州が高千穂鉄道株式会社から

車両を買い取り、来年秋から日南線を中心に運

行開始する予定で準備を進めていると伺ってお

ります。日南線沿線には、青島や鵜戸神宮など

県内を代表する観光地を初め、飫肥城下まつり

やプロ野球のキャンプなどたくさんのイベント

がありまして、県といたしましても、こうした

地域の魅力とトロッコ列車を組み合わせること

により、観光客誘致に大きな効果が出るのでは

ないかと期待しているところであります。現

在、ＪＲ九州におきまして、車両の整備や運行

計画を検討されておりますので、地元にちなん

だ親しみやすいネーミングや地域のイベントと

連携した運行など、沿線の魅力を最大限生かせ
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るような活用をＪＲ九州に働きかけるととも

に、トロッコ列車を活用した誘客対策に、沿線

自治体など関係機関と一体となって、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ぜひ

県南観光振興には一番力を注いでいただくよう

に、お願いをしたいと思います。

次に移りたいと思いますが、農林水産業の振

興についてでございます。

その１点目として、農商工連携について申し

上げるわけですが、みやざき農商工連携応援

ファンドが立ち上がったわけでございます。こ

のファンドによる支援で、農林水産業の活性化

を期待するものでございますが、これには条件

があるんです。新商品開発などが条件でありま

すので、現在、製造・販売をしている加工品の

拡大には該当しないとお聞きをいたしました。

例えば、私の地元に、日南市漁協婦人部が展開

をしています水産加工品「かつおうみっこ節」

がございます。みやざきブランドの認証を受け

ています。製造・販売活動の拡大に、地元の

方々は大変意欲を燃やされています｡このような

団体、農業関係の加工グループはたくさんある

んです。申し上げましたように、恐らく今の商

品は、応援ファンドではけられますので、こう

いう団体への支援策について、農政水産部長に

御答弁をお願いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内の各漁協

では、女性部を初めとしまして、直販所やレス

トランの運営、水産加工品の開発、こういった

ものを通じまして、県産水産物の販売促進、付

加価値向上に積極的に取り組まれております。

これまで県は、これらの取り組みに対しまし

て、補助事業による施設整備の助成、それから

水産物ブランド認証やイベント開催など水産物

の広報活動、さらに地産地消に関する取り組み

などへの支援を行っているところであります。

今後とも、水産業の振興に資する活動に対しま

して、関係団体と連携しまして支援してまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ、意欲がある団体に積極

的な支援をお願いしたいわけです。ちょっと中

身、実情を申し上げますと、日南市漁協のこと

だけしか言いませんが、かつおうみっこ節です

からカツオが原料です。漁師の方々のために

も、安いときでも10円でも20円でも高く買いた

いとおっしゃるんです、大量に。でも、大量に

買うためにはストックする冷蔵庫が必要なんで

す。その冷蔵庫が、大変高価なものですから、

支援の一部にならないかということもあるんで

す。それぞれ加工グループは、そういう実態を

お持ちですから、育てていただくためにもぜひ

調査をいただいて、可能な限りの支援をお願い

したいと思います。

そして、地産地消の関係で一点申し上げます

が、県の地産地消推進月間というのがあって、

県立病院で地産地消昼食というのを実施されま

した。私も新聞で見たわけですけれども、これ

が大変好評だったというふうに聞いておりま

す。「安心・安全でおいしい」、そういうこと

をお聞きしました。ただ、御案内のように、通

常より１割ほどコスト高になるようでありま

す。ここがどうもネックであります。しかし、

病院食ですから、当然、安全なものを提供しな

くちゃならないことは、もうわかり切ったこと

であります。もっと給食全般に拡充いただくこ

とはできないものか。病院局長にお尋ねいたし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院給食の

食材でございますけれども、ただいま議員のほ
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うからも御指摘がございました。そのように日

ごろから、食の安全・安心の確保の観点から、

可能な限り、県内の産物といいますか、食材を

使用しておりまして、例えば、米あるいは卵、

豚肉はすべて県内産ということになっておりま

す。御指摘のとおり、入院生活を送られる患者

さんにとりましても、食事は治療の一環として

大切な役割を果たしているものと認識をいたし

ておりますし、また楽しみの一つでもあろうと

いうふうに存じます。こうしたことからも、今

回の取り組みに限らず、以前から実施しており

ます選択メニューや、季節ごとの行事食に地産

地消の献立を加える工夫を行いますとともに、

地元農水産物を、御指摘ございました価格の

面、あるいは安定的に調達できるよう、農業団

体などとの連携を図ってまいりたいというふう

に考えております。以上でございます。

○髙橋 透議員 地産地消については、学校給

食が、早くからいろいろと言われてきた課題で

あるんですが、なかなかこれが進んでいないん

です。価格の面と提供する食材の部分にいろい

ろと難がある。安定的に供給できるというとこ

ろもあるんでしょう。こういうところは何とか

クリアしないと、なかなか前進しないわけで、

地産地消する場所を多く見つけることも大事な

ことです。病院が初めて今回やられたわけです

から、２回目も３回目もずっと拡大していただ

きたい。あるいは企業の社員食堂で何カ所か

やっていらっしゃいます。ぜひ推進いただくよ

うに、今後とも御努力をいただきたいと思って

います。

次に移ります。教育問題についてでありま

す。

先ほど追加提案をされました、「職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例」につい

てでございます。その中身について御説明をい

ただきたいのと、なぜ追加提案なのか、理由を

お伺いしたいと思います。教育長で結構です。

○教育長（渡辺義人君） 教職員給与に係る条

例改正の内容等についてであります。今回の改

正は、平成19年６月の学校教育法の一部改正

や、今年度の人事委員会勧告等を踏まえまし

て、新たな職の設置に伴う給料表の改正や教員

給与の見直し等、関係規定の所要の整備を行う

ものでございます。

まず、内容でありますが、新たな職につきま

しては、学校における組織運営体制や指導体制

の確立を図りますために、平成21年４月１日か

ら、一定規模以上の小・中・高等学校等に、副

校長、主幹教諭、指導教諭を段階的に配置した

いと考えております。これらの職の設置に伴

い、教育職給料表を４級制から５級制へ改正す

るなど、関係規定の整備を行うものでありま

す。

次に、教員給与の見直しにつきましては、国

の予算措置の動向に合わせて、義務教育等教員

特別手当を、平成21年１月１日から給料月額

の3.8％程度から3.0％程度に改定するととも

に、部活動指導業務などの教員特殊業務手当

を、業務の困難性や特殊性を勘案いたしまし

て、本年10月１日に遡及して引き上げるなど、

所要の改正を行うものであります。

なお、今回の給与条例等の一部改正につきま

しては、11月上旬から職員団体と交渉を行って

まいりまして、12月１日に合意に達したこと

や、義務教育等教員特別手当の改定を平成21年

１月１日から予定していること、さらには、新

たな職についての学校への周知等に一定の期間

が必要なことから、今議会に追加提案をさせて

いただいたところであります。以上でありま
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す。

○髙橋 透議員 私は、労使関係のことにいろ

いろと口を挟むつもりは毛頭ありません。た

だ、相手があることですから、相手への周知期

間は必要だということは申し上げておきます。

それと、そういうところを計算した上で、こ

の提案に至るべきだということを申し上げた

い。というのは、教育現場の組織の改編ですよ

ね、条例改正。これは大事な問題です。追加議

案、たった今ですよ。もちろん、議運で簡単な

説明はあったんでしょうけれども、私たちの質

問権というのが狭まるじゃないですか。こうい

う重要な問題は、もっと事前に、労使の話し合

いがあるのであれば、そういうのを計算した上

で協議すべきだと私は思います。これは重要な

案件ですよね。教育長、そこをもう一度答弁い

ただけませんか。

○教育長（渡辺義人君） 新たな職の設置等に

つきましては、新たな職を設置する場合に、一

番の関係者というのは現場の職員ということに

なろうかと思いますので、その職員で構成いた

しております職員団体との交渉が成約をしない

ことには、なかなか対外的には申し上げにくい

というような事情もございますので、その点は

御理解をいただきたいと存じます。

○髙橋 透議員 私は議員として非常に不満を

抱くわけです。私以外の議員も恐らく……。私

は、たまたま教育問題で通告しておりましたか

ら、よかったんです。そういう関係もあって、

単純な給与改正は別として、組織の改正ですか

ら、冒頭で提案すべき代物だったということを

申し上げておきます。

それと、中身、細かなことについては、今聞

いたばかりですから一々論ずることはできませ

ん。ただ、大まかな特徴は、副校長、主幹教

諭、指導教諭と、新たに職名をつけるわけです

よね。職名によっては、新たに人をふやして職

名をつける、そういう人も出てくるわけです

か。それはどうですか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校の主幹教諭

については、一定の加配措置がなされるという

ふうに考えております。

○髙橋 透議員 人がふえるということですよ

ね。私が人がふえるというところで教育委員会

にただしたいのは、今、教育に不足しているの

は何かということなんです。私は人だというふ

うに思います。これは一致する認識だと思うん

です。数であり質であるというふうに思うんで

す。副校長とか主幹教諭とか指導教諭は、指示

・管理する職員を新たに配置することだという

ふうに私は理解するんです。いわゆる上から物

を見る人を配置する、そういうふうに私は理解

をするんです。今、教師のゆとりというのが問

われています。学校現場はどれだけ今ぎくしゃ

くしているか。「児童生徒と向き合ってゆっく

り話ができない」「昼休みも遊べない」、そう

いう教師の嘆きを私は聞きます。そしてまた一

方では、学力向上というふうに教育委員会は投

げかけています。そして、いじめとか不登校、

いっぱい問題があります。特別支援教育にも課

題があります。副校長とかいう職名を設けて人

をふやすんじゃなくて、一般の教諭をふやすこ

とが、今、教育現場で求められている課題じゃ

ないんですか。教育長、見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 教職員定数の改善に

つきましては、これまでも毎年、国に対して要

望を重ねてまいっているところであります。た

だ、現状としては、行政改革推進法の定員の純

減という非常に大きなバリアがございまして、

そういった中ではありますけれども、宮崎県の
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場合は、例えば学力向上ですとか、いじめ対策

等のための教員の加配措置等については、近

年、一定の職員数を確保できているところであ

ります。

お話の新しい職の関係でありますけれども、

確かに今、学校現場は、いじめとか不登校と

か、あるいは学力向上対策―私があえて申し

上げるまでもなく、議員が一番御存じかと思い

ますけれども―そういう課題がございます。

そういう中で、学校組織というのは、校長、教

頭、その下が教諭というふうな非常にフラット

な組織になっておりまして、学校の組織全体と

して、そういった多様化、複雑化する課題に対

して組織的かつ的確に対応するという面では、

体制的に課題を抱えているというふうに考えて

おります。そういう中で、主幹教諭なり副校長

なり、そういう職を置いて、学校全体として組

織的、機動的に的確な学校運営が行われるよう

な体制を組みたい、こういうことで職の設置を

したいということでございます。以上です。

○髙橋 透議員 これは「設置をすることがで

きる」だから、置かなくてもいいんですよね。

私は、条例は提案されておりますが、これは十

分検証せないかんなと思っているんです。学校

現場に縦社会がなじむのかというところなんで

す。学校長とか教頭は別にして、先生たちの序

列がないところに教育の大切さがあると思うん

です。ただ、子供たちはよく見ていますよ。

「教育委員会が来られると言葉遣いまで変わる

よね、先生は」と。だから、そういう縦社会を

つくることが今、子供たちにいいかどうか、ぜ

ひ検証していただきたい。これは、文科省が全

国都道府県に通達を出したみたいですけれど

も、大事なところだと思います。

最後に、小規模校に対する教育支援でありま

す。小規模校といいますと、集団性とか、ある

いは競争性とか、そういう切磋琢磨に欠けると

いうことをすごく悩むところでありますけれど

も、複数の小規模校を連携することによって弱

点を補えると思っているんです。学力向上にも

つながる、いわゆる小規模校のネットワーク連

携について、事例とかありましたら、教育長、

見解をいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 小規模の学校と他校

との連携した取り組みということであろうと思

いますが、現在、多くの市町村におきまして、

合同で修学旅行を実施したり、都市部の学校と

交流しながら、各種行事を初め合同授業やホー

ムステイなど、さまざまな活動を展開している

ところであります。例えば具体的な取り組みと

して申し上げますと、県北の椎葉村では、平成

７年に「夢織りの館」という宿泊施設を設置

し、それ以来、村内の小学校が７つあり、中学

校が２校ありますけれども、これらのすべての

小中学校の児童生徒が一堂に集まって―学年

単位で仕分けはしておるようでありますけれど

も―学び合うことのできる「集合学習」に取

り組んでいるところであります。また、議員の

地元の隣の北郷町におきましては、小規模の小

学校の子供たちが、近隣のより規模の大きい小

学校に行きまして、１週間程度連続して学んで

いるところであります。このような他校と連携

した取り組みが、いい意味での切磋琢磨につな

がり、ひいては小規模校の児童生徒の自立性や

社会性の向上に寄与しているものと考えており

ます。以上であります。

○髙橋 透議員 集合学習、大変いいことだと

私は思います。ただ、これにはコーディネート

が必要だと思うんです。そのためには、今の人

員ではなかなか難しいと思うんです。そのため
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には、副校長とか主幹教諭とか指導教諭とか、

そういう人をふやすのではなくて、一般教諭で

こういうところを補うようなシステムをぜひつ

くっていただきたいということを要望いたしま

す。

時間が来ました。以上で私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は、自由民主党の押川修一郎でございます。本

日は、たくさんの皆様方が傍聴においでいただ

いております。張り切ってまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、私が胸につけておりますバッジは、

「笑味ちゃん」と呼ばれておりますが、これ
え み

は、ＪＡグループとして、国内農畜産物の消費

拡大並びに日本農業を目的に、キャラクターと

して食をデザイン化したものです。このバッジ

は70円ですので、皆様も買ってつけていただ

き、一緒に日本農業の応援をしてくださいとい

うことでありますから、よろしくお願いを申し

上げ、通告に従いまして質問をさせていただき

ます。

まず、平成21年度の財源問題についてであり

ます。

これまで、三位一体改革の推進などにより、

地方固有の財源である地方交付税は大幅に削減

されています。財政力の弱い本県にとっては、

大きな痛手であり、今日の財源不足の最大の要

因であると思います。一方、現在、国において

は、道路特定財源の１兆円の配賦について、地

方道路整備臨時交付金とは別枠で、地方交付税

で措置するのかしないのか、議論が白熱してき

ているようであります。来年度予算における財

源確保を考えるとき、我が県にとっては、何と

いっても地方交付税の確保が最も重要であると

思います。全体枠としての総額確保が課題とな

ると思います。このことについてどのように考

えておられるのか、知事にお伺いいたします。

次に、社会保障財源の問題から、地方負担の

方向性について伺います。

このほど、政府の社会保障国民会議が最終報

告をまとめ、将来の社会保障のあり方と必要と

される財源の見通しについて公表されました。

これを見ますと、2015年には消費税換算で3.3％

から11％程度の追加財源が必要であると示され

ており、この問題から政府も、消費税の引き上

げについては、時期的なものは明確でないもの

の、消費税を引き上げるという方向性は示され

てきつつあるものと、私は受け取っているとこ

ろであります。そこで、地方消費税の取り扱い

についてでありますが、地方消費税は、地方に

とって極めて貴重な財源であり、断じて譲れな

い財源であります。消費税を引き上げるのであ

れば、地方消費税も引き上げるのが筋であると

思います。また、将来の社会保障関係費の増大

に関してでありますが、社会保障関係費の多く

は地方が負担するものが多いのに、世論はどう

も消費税換算議論に終始してしまい、結局、国

が財源を握ってしまう形になると、地方分権の

流れはどうなってしまうのか、疑問を感じてい

るところであります。そこで、社会保障国民会
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議の最終報告を受けて、社会保障関係経費の増

大についてどのように対応されるのか、また、

地方消費税のあり方についても、あわせて知事

にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 地方交付税

の確保についてであります。本県の財政は、自

主財源の占める割合が低く、財政基盤が脆弱で

ありますので、財源調整機能と財源保障機能を

一体として有する地方交付税の役割は極めて重

要であり、その充実確保を図る必要があると認

識しております。地方交付税を含む地方財政計

画の内容は、今後、経済情勢の推移や税制改

正、国の予算編成の動向等を踏まえ決定されま

すので、その行方を注視するとともに、全国知

事会等とも連携しながら、地方交付税の充実確

保について強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

社会保障関係費及び地方消費税についてであ

ります。三位一体の改革によりまして地方交付

税が大幅に削減されるなど、地方の一般財源は

厳しく抑制される中で、各地方公共団体は不断

の行財政改革に取り組んでいるにもかかわら

ず、今後も社会保障関係費が増大することが見

込まれ、地方財政を取り巻く環境はますます厳

しくなってまいります。このたび、社会保障国

民会議がまとめた最終報告において、社会保障

のあるべき姿と将来的に必要となる費用の増加

分について、消費税換算による具体的な数値が

示されたところであります。しかしながら、今

後とも、地方公共団体が住民生活に直結した不

可欠なサービスを安定的に提供していくために

は、その財源として、税源の偏在性が小さく、

税収が安定的な地方消費税の充実が必要である

と考えており、全国知事会におきましても、こ

とし７月に、地方消費税の充実を含む税体系の

抜本的改革の必要性について提言を行ったとこ

ろであります。消費税のあり方については、今

後、国の税制改正の中で議論されるものと思い

ますが、引き続き、知事会を通じて我々地方の

意見を積極的に訴えながら、国会等での議論を

注視してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

それでは再質問で、まず地方財政対策について

質問させていただきます。地方交付税の総額確

保については、１兆円の別枠確保について、全

国知事会を初めとする地方六団体も、11月25日

に全国大会を開き、決議を採択し、政府へ提出

されたということであります。そこで、再度知

事にお伺いをいたしますが、知事は、今回の道

路特定財源のほか、三位一体改革で削減されま

した地方交付税総額５兆1,000億円に上る削減に

ついて、復元すべきであると考えておられると

理解をしてよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方の財源不足を抜

本的に解消しまして、住民サービスの水準を維

持していくためには、大幅に削減された地方交

付税の復元・充実が必須であると考えておりま

す。このことに関しましては、私が参加してお

ります行政支出総点検会議、いわゆる無駄ゼロ

会議等におきまして、地方の一層の行革努力が

地方交付税の削減につながりかねない意見が出

されておりましたので、そういうことにならな

いよう、そして、地方行財政の運営に不安が生

じないよう、会議の最後の場面で地方の立場か

らの意見を強く主張してまいりましたが、一定

の理解が得られたと認識しております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。あ
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わせて、再度質問させていただきますけれど

も、もし知事が国政に行かれることがあれば、

まずは地方財政及び運営のことを第一に考えて

いただけるものと思うのでありますが、現在は

知事というお立場であることを含め、東国原知

事は政治家として、小泉内閣が断行してきた三

位一体改革について、地方交付税削減を最優先

にしてきた、都市偏重できた姿勢について、こ

れは間違いであったという認識でおられると理

解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、平成18年

度までの３年間の三位一体の改革に伴いまし

て、地方交付税が約350億円のマイナスになるな

ど、本県財政にとって、大変厳しい状況を強い

られる結果となったものと受けとめているとこ

ろでございます。都市偏重という御質問でござ

いますが、都市偏重の要因としては、こういっ

た地方交付税の削減もさることながら、法人税

等の改正もあったものと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

ぜひ知事には、財政力の弱い地方の実情を、あ

らゆる機会をとらえていただいて、そのことを

中央のほうにも届けていただきますように、お

願いを申し上げておきたいと思います。

次に、副知事へお尋ねいたしますが、本県へ

の地方交付税の確保について、具体的な交付税

確保の方策の検討、あるいは副知事として確保

のためにどのような活動なりされてこられたの

か、お聞きをしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 交付税の確保につき

ましては、県全体といたしまして、国に対し、

知事を先頭に、知事会と連携しながら強く訴え

ていく、そのサポートを私も一スタッフとして

務めておるところでございますが、本定例議会

の初日に不在届を出させていただいて、全国知

事会に知事代理として出席させていただいてお

ります。そのときにも、先ほど知事が紹介申し

上げました、交付税が削減されかねない議論が

進んでいるということにつきまして、知事会の

ほうに発言を求めて報告をし、各県知事の協力

を求めたところでございます。また、総務省の

ほうにも個別に要請をしたところでございまし

て、年末の地方財政対策に向けてが勝負だと考

えております。引き続き、宮崎の実情も含めて

強く訴えてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、年末

に向けて、この問題は本当に予断を許さない状

況にあると思います。ぜひ副知事には―総務

省から迎えておるわけでありますから、我々県

民としても、地方交付税をより多く確保してい

ただきたいというのが県民の願いだろうと思い

ますから―引き続きよろしくお願いを申し上

げておきたいと思います。

次に、国の出先機関の統廃合についてです

が、政府の地方分権推進委員会がことしの８月

に中間報告として、当時の福田首相に、国の出

先機関の統廃合の方針を示しました。福田首相

は、これを受け、「役所の利害にとらわれず、

政治的リーダーシップを発揮してほしい」と、

課題解決に向けて全閣僚に指示をされたところ

であります。この国の出先機関の見直しは、国

から地方への権限移譲を盛り込んだ第１次勧告

に続く第２次勧告の柱となるものであり、大き

な変革であります。この流れを踏まえ、その後

に首相に就任しました麻生総理も、11月初旬の

閣議で、国の出先機関の統廃合については、職

員を指導し、実行させるようにと、各閣僚に檄

を飛ばされたというふうに聞いておりますし、

このことは皆様方も耳に新しいことだろうと思

います。
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しかし、後日の記者会見で、例えば金子国土

交通大臣は、「首相が廃止と言ったとは理解し

ていない」と、廃止が前提なのではなく、組織

の改善あるいは見直しを行うのが首相の指示の

趣旨である旨を発言されるなど、各大臣、各省

庁とも受けとめ方に温度差が生じているように

思います。確かに県民にとりましても、九州地

方農政局を初め、国の出先機関がすべて本当に

なくなった場合、一体どうなってしまうのかと

いった現実的な問題など、さまざまな問題があ

るのも正直なところだと思います。そこで、本

県とこれまで関係の深かった、また、お世話に

なってきた国土交通省の地方整備局や農林水産

省の地方農政局を含めた国の出先機関の統廃合

の問題について、知事にお伺いをいたします。

また、国と地方の二重行政の解消に向けて独自

の対策があれば、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 地方分権改革推進委

員会では、今月上旬にも、国の出先機関の見直

しを内容とする第２次勧告の取りまとめが予定

されておりますが、先般、麻生総理大臣から、

国の出先機関の抜本的な統廃合方針が示され、

委員会としてもその方向で勧告を行う予定と

伺っております。全国知事会におきましても、

勧告に先立ちまして、地方の自立を高めていく

観点から、国の抜本的な統廃合を実現すべきと

の「国の出先機関の見直しの具体的な提言」を

取りまとめたところであります。私も、行政

サービスをより住民に近いところで行いつつ、

国と地方の二重行政を解消し、行政のスリム化

を図るためには、国が国本来の役割に専念でき

る組織に生まれ変わる必要があると考えており

ます。国の出先機関の統廃合に関する人員、財

源などの基本的事項が現段階では不明確であり

ますので、第２次勧告を踏まえて、今後の検討

が必要でありますが、私は、今回の地方分権の

議論が、単に国と地方との綱引きに終わること

なく、権限や財源が十分に担保され、真に住民

の利益につながるものとなるよう、あらゆる機

会を通じて、さらなる地方分権の推進に向け

て、積極的に意見を申し上げてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。ただいま知事にも伺ったとこ

ろでありますが、今後、この国の出先の統廃合

問題がさらに具体的に議論されて進んでくると

いうふうに考えます。その中で、最も関係のあ

る担当部長に伺います。まず、農政水産部長に

お聞きしますが、農政局の統廃合についてどの

ように考えておられるのか、お聞かせくださ

い。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 安全・安心な

食料の安定的な確保は、国民の生活の安定を図

る上で極めて重要なことでありまして、国が果

たすべき役割は大きいものがあると考えており

ます。九州農政局は、基盤整備を進める必要性

の高い本県におきまして、国直轄の大規模な土

地改良事業を実施しているほか、最近特に問題

が顕在化している食品表示適正化等に関しまし

て、県域を越えた広域的な観点から指導・監督

・支援等、重要な機能を果たしております。行

政の効果的・効率的な運営を図るために、社会

経済情勢の変化に対応して、業務や組織のあり

方等を見直すことは当然のことであります。ま

た、農業生産につきましては、地域ごとに生産

条件等が異なり、例えば、九州を単位とした特

徴ある施策の構築や推進が必要であります。し

たがいまして、このような点を踏まえまして、

食の確保に関する国と地方の役割分担、地方に

おける組織のあり方など、幅広い観点から検討
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が必要ではないかと考えております。以上で

す。

○押川修一郎議員 次に、県土整備部長にお聞

きします。地方整備局にも統廃合の動きがあ

り、本県への影響が懸念されますが、権限移譲

の動きも含めてお聞きをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 地方分権改革

推進委員会の第１次勧告を受けまして、現在、

当部におきましても、国土交通省と直轄国道及

び一級河川の権限移譲について、必要な財源措

置が十分講じられること等を前提としまして、

個別協議を行っているところであります。県民

生活、県民経済の一層の向上、発展を図ってい

くためには、社会基盤の整備が不可欠でありま

すけれども、本県は、東九州自動車道に象徴さ

れる高速交通体系の整備のおくれ、地理的・自

然的条件からくる災害への備えなど、国の協力

が必要な大きな課題を抱えているところであり

ます。そうした中で、地方整備局の果たしてい

る役割は重要なものがあると認識をしておりま

す。このようなことから、地方分権の議論につ

きましては、地方の自主性、自立性を高めつ

つ、今後とも、本県の社会資本整備を促進する

という観点で対応してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 いずれにしても、合理化を

念頭に置いた、国から地方への権限移譲という

観点と、地方にとって受け入れ可能な事務なの

か、地方になじむ事務なのかといった、本来的

な観点の両面から十分議論をしていただき、ま

た、議会への報告も含め、県民を巻き込んだ議

論を尽くしていただきたい。そして、国の出先

機関の統廃合への対応をお願いしたいと思いま

す。特に、行政の立場のみに終始することな

く、県民の目線で事務のあり方については考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げておきたいと思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。

浸出水調整池破損問題がことしの４月に発覚

し、大きな社会問題になったところでありま

す。そして、県では、この問題に関する外部調

査委員会を設置し、破損の究明や機能回復のた

めの工法等の検討がなされております。その中

で、10月24日、第３回調査委員会が開催され、

工法に関する見解が示されたところでありま

す。そして、施設を管理する県環境整備公社

は、11月７日、調整池の補修工事について、県

の外部調査委員会が示した杭基礎補強工法で行

うというふうに決められたようであります。こ

のことについて、関係する11市町村長も大筋で

理解を示されたということであります。しか

し、費用負担について、幾つかの選択肢がある

ようであり、意見が分かれているということで

あります。今後の外部調査委員会の結果次第と

いうことでありますが、現在の県の立場として

の負担割合について、お考えを副知事にお伺い

いたします。

○副知事（河野俊嗣君） 補強工事の費用負担

につきましては、去る10月31日に開催をいたし

ました関係11市町村長との打ち合わせ会におき

ましても、いろいろな御意見を伺ったところで

あります。県といたしましては、年明けまでに

外部調査委員会の最終報告が取りまとめられる

こととなっておりまして、この中で、今回の問

題に関する原因分析でありますとか責任、こう

いった問題について整理をされることとなって

おります。そういった内容も十分に踏まえなが

ら、関係市町村や公社と十分協議をしてまいり

たいと考えております。
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○押川修一郎議員 地元西都市を初め、近隣町

村におきましても、非常に今、厳しい財政状況

であるということであります。各町村の財政が

逼迫しないような計らいの中で、これは要望で

ありますが、お願いをしておきたいと思いま

す。あわせて再質問いたしますが、今後、仮に

エコクリーンプラザの他の施設でも大がかりな

補修工事が発生した場合、どのような対応をさ

れるお考えか、改めて副知事にお伺いいたしま

す。

○副知事（河野俊嗣君） エコクリーンプラザ

を今後安定的に運営していくという観点は、大

変重要だと考えておりますが、そのためには、

関係市町村や公社と、万が一のことがあった場

合を想定して、どのような協議を進めていくか

という一定のルールづくりが必要になってくる

のではないかと考えております。したがいまし

て、今回の補強工事の費用負担などにつきまし

て協議する際にも、そういった観点を十分踏ま

えて協議をしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今度の問題が発覚する前に

は、こういった協議をする場もなかったという

ような話も聞いておりますから、ぜひ、そう

いったことがないように、ルールづくりの中で

きちんとしていただきたいと思います。

次に、担い手の確保と産地づくりについてで

あります。

本県農業を支える農家は、特に農業生産の中

心を担う主業農家で見ると、平成17年度まで

の10年間で38％減少し、１万2,588戸という状況

にあります。また、基幹的農業従事者も、こ

こ10年間で18％減少し、65歳以上の割合は51.5

％となるなど、担い手の高齢化が加速している

状況であります。こうした中、県では、第６次

農業・農村振興長期計画において、担い手育成

・確保の目標を掲げ、平成19年度実績で、認定

農業者は8,587経営体、農業法人は560、集落営

農組織は79組織と、現時点ではいずれも目標数

値を確保しているということであります。しか

しながら、農業者の減少により低下しつつある

地域の生産力や、昨今の高コスト農業への喫緊

の対応など、農業者を取り巻く現状は厳しいも

のがあり、私の集落を見ても、篤農技術を持っ

ていても農業後継者として残っておられないの

が現状であります。今後、産地間競争の激化や

高コスト農業への対応に当たっては、従来の家

族経営の取り組みだけでは限界もあり、農業法

人等を含めた経営の拡大や多角化を一層進め、

一経営体当たりの所得を増加させていく取り組

みが必要であると考えます。また、リタイアし

ていく家族経営体も、例えば、農業法人経営や

集落営農などの組織的生産活動にうまく組み入

れることにより―農業によって地域全体の雇

用と所得の確保が支えられる仕組みづくりが必

要だというふうに考えております。そこで、担

い手の数の確保だけではなく、今後はこうした

視点に立って、経営力の強化等に係る担い手支

援の具体的な施策を打ち出すべきではないかと

考えますが、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県農業・農村を発

展させるためには、地域の話し合いによる合意

形成活動等を通じ、まずは、地域農業の特性を

踏まえて担い手を明確化することが必要であり

ます。その上で、認定農業者や農業法人等の担

い手に農地等の利用集積を行うことにより、効

率的な営農を実現し、農業産出額の相当部分を

これら担い手が生産する農業構造を構築してい

くことが重要であると考えております。このた

めには、企業的な担い手の経営体質強化が重要

であることから、農地、施設等の経営資源を集

平成20年12月４日(木)



- 105 -

積できる仕組みの構築、雇用型経営体に対する

安定的な人材確保のための仕組みづくり、農商

工連携による新たなビジネスチャンスの拡大な

どの取り組みを、さらに進めていくこととして

おります。

○押川修一郎議員 家族経営を中心とした今の

宮崎県の農業状態でありますけれども、今、知

事のほうからもありましたとおり、そういう具

体的なものの中に、できればモデルをつくって

いただいて、モデルを核とした広がり等もして

いただくとありがたいと思うところでありま

す。

次に、全国における農業産出額を見ますと、

昭和60年から平成18年までの約20年間で、全国

では、北海道レベルの３産地分に相当する約３

兆円が減少している中で、本県は3,211億円とほ

ぼ横ばいで健闘しており、まさに、厳しい状況

下でも創意工夫し、多様な農業生産に励まれる

農業者の方々を中心とする取り組みの成果だと

考えております。将来に向けた展望として、世

界的な食料危機のもと、消費者の国産志向の高

まりなどの追い風を受け、県の目標とする平

成26年の農業産出額3,400億円達成に向けて、本

県が全国に誇れる食料供給基地としての役割を

果たしていくことは、農業を基幹産業としてさ

まざまな産業に波及効果をもたらし、本県産業

全体の活性化にも大きくつながるものと考えま

す。しかしながら、その基幹産業たる農業の生

産を担うのは担い手そのものであり、その数の

確保はもとより、品目ごとの育成ビジョンの裏

づけがあってこそ200億円の上乗せが可能とな

り、全国第５位以上の飛躍が可能となると考え

ております。また、こうした取り組みは、こ

こ10年が正念場であります。そこで、産地品目

ごとに戦略を持って、担い手育成確保対策を進

めるべきではないかと思いますが、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、本県の担い手

育成・確保の戦略は、各産地ごと、品目ごとに

担い手を明確化し、５年後、10年後の動向を見

通した生産力を強化するとともに、所得が確保

されることが重要であると考えております。ま

た、消費者ニーズや市場動向を踏まえた産地振

興のあり方や、品目ごとの振興策などの戦略を

示すことにより、担い手みずからがビジョンを

持って経営が展開できるようにすることが必要

であると考えております。さらに、技術の伝承

と経営資源の有効活用が必要なことから、各産

地の野菜、畜産など品目ごとの生産者組織が、

生産施設等の利用調整や後継者の育成確保など

に積極的に取り組むことができるよう、その機

能の充実強化を図っていくことが重要であると

考えております。したがいまして、県といたし

ましては、今後とも、関係機関・団体が一体と

なって、産地ごと、品目ごとの担い手対策に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 所得の確保があっての後継

者育成、産地づくりだろうと思いますから、よ

り力を入れてやっていただきますようにお願い

をしたいと思います。

次に、高齢者のリタイアが加速する中、本県

の特色である施設園芸や畜産施設型農業を維持

拡大するには、農地、施設などの継続が必要で

あり、こうした施策を強化すべきではないかと

思いますが、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農業の

持続的な発展を図りますためには、優良農地や

農業施設などの経営資源を担い手に集積してい
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く必要があります。特に、農地は集落単位での

利用集積を促進する必要があることから、農地

利用について話し合う農用地利用改善団体等の

育成に取り組み、国の事業も活用しながら、担

い手への利用集積を推進しております。また、

農業施設につきましては、耕作放棄地の解消対

策におきまして、空きハウス等の情報収集を行

うとともに、老朽施設の改修整備等を支援して

おります。今後とも、市町村、農業委員会、Ｊ

Ａ等の関係機関との連携を強化し、農地や農業

施設の中間保有を行う農地保有合理化事業を最

大限に活用することで、本県農業を支える経営

資源の継承を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 次に、農業法人を含めて本

県の認定農業者は、平成19年度で、先ほど申し

上げましたとおり、全国では第６位の8,587経営

体ということであり、それぞれ意欲あふれる経

営改善の取り組みをされているところです。こ

うした認定農業者による活動の強化は、本県農

業の活性化に大きくつながると考えるので、活

動支援にかかわる助成制度を導入することはで

きないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 認定農業者の

資質向上や相互の連携を図るため、県内では28

市町村で認定農業者組織が設置され、主体的な

活動が現在行われております。県におきまして

は、認定農業者の経営改善・向上を図るため、

担い手育成総合支援協議会の取り組みを通じま

して、経営管理能力向上のための研修会の開催

等を行っております。今後とも、こうした事業

を積極的に活用していただきますとともに、担

い手育成総合支援協議会の活動強化を図りなが

ら、認定農業者の自主的な活動を支援してまい

りたいと存じております。

○押川修一郎議員 組織はありますけれども、

金がないということではいけませんので、組織

と金とが一緒になって、宮崎県の農業を担って

いただける認定農業者の方々がそういう活動が

できるような方向で、ぜひお願いをしたいと思

います。それから、先ほど御答弁をいただきま

した空きハウス等の老朽施設の改修あるいは撤

去、これも新たなことでしょうから、ＰＲ方を

ぜひお願いを申し上げておきたいと思います。

次に、中山間地域振興対策についてでありま

す。

中山間地域が、国土保全と自然環境の維持、

日本伝統文化の継承など、重要な役割を担いな

がらも、近年の人口の減少や高齢化の進行によ

り、耕作放棄地、未利用地の増加、森林の荒廃

など、危機的状況にあることは御案内のとおり

であります。また、県が公募しました限界集落

にかわる新たな呼称についても、県内外か

ら1,900件を超える応募があったと聞いておりま

す。中山間地域の活性化のためには、農林業後

継者の確保、担い手の育成が急務であり、定住

条件の向上とあわせ、各種事業の拡大、財政措

置の充実が必要であります。そこで、本年度、

中山間地域振興対策が重点施策として位置づけ

られ、引き続き21年度も実施されるようであり

ます。新設されたばかりの中山間・地域対策室

に大いに期待をいたすところであります。そこ

で、生き生きとした生活が送れるような、本県

の実情に合った施策を展開すべきであると思い

ますが、今後の取り組みについて、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策は、

本県にとりまして重要かつ喫緊の課題であると

の認識のもと、今年度、私が本部長を務め、全
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部局から構成されます中山間地域対策推進本部

を設けさせていただきまして、県庁一丸となっ

た取り組みを推進しているところであります。

今後とも、集落住民の意向を踏まえた集落の活

性化の推進や、生活者としての暮らしに必要な

医療、生活、交通等の日常生活の維持充実、農

林業を初めとする産業の振興、さらには都市と

の交流の推進など、短期的・中長期的な施策

を、全庁連携のもと総合的に展開してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。本

年度は、特に、中山間地域の厳しい現状に対応

するため、特別枠のような形で何らかの措置を

講ずることはできないでしょうかということ

で、知事に質問させていただきます。

○知事（東国原英夫君） 本県の県土を大きく

占める中山間地域については、人口の減少や高

齢化の進行等によりまして、地域活力が低下し

ておりまして、地域によっては維持存続が危ぶ

まれる集落も見られるなど、大きな課題となっ

ておるところでございます。このため、今年度

は、中山間地域対策を重点施策の一つに位置づ

け、厳しい財政状況の中においても重点的な予

算措置を講じるとともに、宮崎県中山間地域対

策推進本部を設置させていただきまして、各種

対策に取り組んでおりますが、引き続き、中山

間地域の活力再生を図る必要がありますことか

ら、来年度においても重点的な予算措置を講じ

ることなどにより、その実態を踏まえた短期的

・長期的施策を総合的に展開したいと考えてお

ります。

なお、国においては、現在、景気の後退等へ

の対応策として、２次補正予算の検討が進めら

れておりますので、その動向を見きわめなが

ら、財政健全化とのバランスを図った上で、本

県の景気対策として有効活用できるよう、その

対応について総合的に検討してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 いまいち理解に苦しむわけ

でありますけれども、具体的にどういったもの

をされようとしているのか、再度お願いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） ただいま申し上げま

した国の今年度の２次補正予算の検討におきま

して、総額6,000億円の地域活性化・生活対策臨

時交付金―これは仮称でございますが―の

措置も盛り込まれるようでありますので、その

内容と成立時期について、国の動向を見きわめ

ながら、中山間地域の日常生活の維持充実や産

業の振興に資する施策への有効活用についても

検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 この問題の最後にいたしま

すけれども、知事、例えば本年度の国庫支出金

を見てみますと、18年度が1,130億円、本年度

が840億円、19年度だけでも290億円の災害関連

での仕事が減少しておるということでありま

す。主なものは、緊急治山事業費、林道災害復

旧費、耕地災害復旧費などでありますが、中山

間地域の課題は、どうやって若者の定住を図る

か、過疎に歯どめをかけるか、農地・林地を守

るかということであります。そこには雇用の場

の確保がいかに必要であるかということであり

ます。再度知事にお伺いしたいんですが、企業

誘致もままならない状況の中で、県費を打って

でも、今の厳しい中山間地の雇用の確保に英断

をしてほしいと思うわけでありますけれども、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県としても、財政的

に厳しい中で特別枠を設けるというのは、現時

点では非常に厳しい状況かと思いますが、先ほ
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ども申しましたとおり、臨時交付金等々の国の

施策の動向も注視しながら、中山間地域対策に

なお一層力を入れて取り組んでいかなければい

けないと考えております。

○押川修一郎議員 地元の皆さん方も、知事の

英断に本当に期待をされていると思っておりま

すので、今後の国の動向も見ながら、ぜひそう

いうような対策を打っていただきますように、

お願いをしておきたいと思います。

次に、情報通信等の格差是正についてであり

ます。今までも数名の議員から議会ごとに質問

がなされております。また一歩進んだ答弁を期

待しながら、この問題に質問をしていきたいと

思います。

携帯電話のサービス提供地域の拡大について

は、都市部と中山間地域との格差是正が大切な

事業であると思います。特に、災害、事故等の

連絡、伝達手段が乏しい山間部こそ携帯電話が

重要であり、いつでも、どこでも、だれでも使

える社会の実現を目指すことが望ましいと思い

ます。しかし、山間部などの中山間地域を中心

に、携帯電話を利用できない地域が県内でも

約0.5％、94地区あるとのことです。それらの解

消を図ることが、地域の発展に欠かせない喫緊

の課題であると思います。また、現在、国策と

して進められている地上デジタル放送の平成23

年７月までの完全移行についても、地理的条件

による格差発生の防止など、早急な受信環境の

整備が必要であります。我々が地域を回ってみ

ますと、「年をとっての楽しみは、テレビを見

ることしかないとよ」といった声もよく聞くわ

けでありまして、「皆が見られるようにしてく

ださい」ということをよく頼まれるわけであり

ます。また、新みやざき創造計画の中でも、整

備されていない地域において環境整備を図って

いく必要があるという意見も述べられておりま

す。県民がひとしく情報通信の恩恵を受けられ

るようにすることが大事だと思います。

しかし、条件不利地域を中心に、携帯電話の

サービスが受けられない地域が存在することは

残念なことであります。これらのサービス未提

供地域に対する県の対策について、県民政策部

長にお伺いいたします。

また、地上デジタル放送への完全移行に当

たっては、県内全域で視聴可能になることが必

要と考えますが、現状と今後の見通しについて

も伺いたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 中山間地域に

おける情報通信環境の整備についてでありま

す。

まず、携帯電話でありますけれども、県にお

きましては、平成６年度から、国の補助事業の

活用や県単独事業の実施によりまして、平成19

年度までの14年間に約２万世帯の未提供世帯の

解消を図ってきたところであります。しかしな

がら、本年５月に実施しました市町村調査によ

りますと、先ほど質問の中にもございましたよ

うに、いまだに94地区、約2,500世帯が携帯電話

が利用できない状況にあります。県といたしま

しては、引き続き、電気通信事業者や市町村と

連携して、未提供世帯の解消に鋭意努めてまい

りたいと考えております。

それから、地上デジタル放送であります。地

上デジタル放送は、年内に県内の94％の世帯で

視聴が可能となる予定となっております。しか

しながら、本県のように中山間地域を多く抱え

る地方では、デジタル化のための共同受信施設

の改修や難視聴世帯への対応など、完全移行に

向けてさまざまな課題がございます。現在、国

及び放送事業者では、平成23年春までに具体的

平成20年12月４日(木)



- 109 -

な地区別の対策を実施することによりまして、

難視聴世帯の解消を図っていく予定でありま

す。ただ、平成23年７月に予定をされているア

ナログ放送の終了時期までに、既存の共同受信

施設の移設や新たな共同受信施設の設置が困難

な世帯に対しましては、暫定的に放送衛星によ

り対応する予定であると伺っているところであ

ります。県といたしましては、デジタル化への

円滑な移行へ向け、引き続き国への要望活動を

行うなど、的確な対応をしてまいりたいと考え

ております。以上であります。

○押川修一郎議員 携帯電話におきましては、

電気通信事業者や市町村とさらに協議をしてい

ただいて、カバーできるような形での努力をお

願い申し上げたいと思います。ただいま、地上

デジタル放送については、放送衛星による対応

をする予定であるということでありますから、

そのような方向でさらに国等へ働きかけていた

だきまして、県内どこでもデジタル放送が見ら

れるように、お願いを申し上げておきたいと思

います。

次に、障がい者支援についてであります。

我々自民党といたしましては、９月９日であ

りましたけれども、会派で、県手をつなぐ育成

会・岡崎会長を初め、100名ぐらいの保護者の皆

さん方と意見交換会をさせていただきました。

その中の幾つかを今回質問させていただきたい

と思います。

障害者自立支援法において、障がい者の地域

生活移行と就労支援が大きく前面に出ていま

す。地域生活移行と就労支援は表裏一体のもの

と考えられます。地域生活を行う上で重要なの

は居住の確保であり、その一端としてグループ

ホームやケアホームが考えられます。そこで、

本県の障がい者の更生・授産施設の数、また火

災などに対する安全・安心対策の現状と今後の

取り組みについて、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の障がい

者の更生施設・授産施設は、全部で55カ所ござ

います。ことし６月に神奈川県の施設で３人の

方が亡くなるという痛ましい火災事故があった

ことから、県では、安全対策に対する緊急の調

査を実施いたしました。その結果、消防用設備

につきましては、消火器は全施設で設置されて

おり、火災報知器やスプリンクラーなどは、施

設の規模、構造等によって消防法に基づいた設

置がなされております。また、全施設で火災や

地震を想定した避難訓練が定期的に実施されて

おります。以上であります。

○押川修一郎議員 次に、同じく、グループ

ホーム、ケアホームの数と、火災などに対する

安全・安心の対策、今後の対策について、福祉

保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、グルー

プホーム、ケアホームの設置数であります

が、36事業者、103カ所となっており、そのうち

民間の住宅、アパートを借用したものが90、公

営住宅を活用したものが１、自己所有が12であ

ります。火災等に対する安全対策については、

基本的には更生・授産施設と同様の取り扱いと

なっております。また、グループホーム、ケア

ホームは、専任の世話人が配置されております

とともに、グループホーム等を支援する後方支

援施設からの巡回などが実施されております。

これらグループホーム、ケアホームの事業者に

対しましては、安全対策の確保をより一層指導

してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。

平成20年12月４日(木)



- 110 -

次に、平成19年３月に策定した障害福祉計画

の中で、平成23年度までに180人を施設からグ

ループホーム等へ移行させるという目標を立て

ておられますが、グループホーム等をどのよう

に確保していかれるのか、あわせて福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の方

が地域で自立した生活を送るためには、居住の

場としてのグループホーム等の十分な確保が必

要でありますので、設置者の負担を軽減するた

めに、民間物件の借用時に発生する敷金・礼金

や、バリアフリー化に要する経費に対する助成

等を実施してきております。県としましては、

今後とも、これらの施策を活用するとともに、

国の施策にも留意しながら、必要なグループ

ホーム等の確保に努めてまいります。

○押川修一郎議員 これから地域の中で一緒に

生活をする中では、このグループホーム等が本

当に大事な一つの居住地になるというふうに、

私も考えております。その確保については、今

言われたとおりでありますから、今後も、そう

いった方々が地域の中で一緒に生活できるよう

な方向の中でお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、グループホーム等の世話人に対する待

遇の現状はどのようになっているのか、お聞か

せください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 世話人の給与

など、グループホーム等の運営に係る報酬基準

については、国で定めております。しかしなが

ら、報酬基準の低さもありまして、事業所に

よっては円滑な事業の実施に支障を来す状況に

ありますことから、その見直しについて、今年

度の九州地方知事会でも要望を行ったところで

あります。県としましては、引き続き報酬基準

の見直しについて要望をしてまいります。

○押川修一郎議員 次に、就労についてであり

ます。行政も積極的な対応をしていただいてお

りますが、この件で大事なことは、継続して就

労することであると考えます。そこで、就労や

職場定着のためには、障がい者に対する企業の

理解促進が重要であると考えますが、県として

どのような取り組みをされているのか、あわせ

て福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 一人でも多く

の障がい者が企業に就職し、職場定着するため

には、企業の経営者や従業員の障がい者に対す

る正しい理解を促進することが極めて重要であ

ると認識しております。このため、県としまし

ては、昨年、行政や支援機関はもとより、企業

もメンバーとする障がい者雇用促進協議会を立

ち上げ、今後の取り組みの具体的内容等を盛り

込んだ「障がい者雇用促進のための取組指針」

を策定したところであります。現在は、この取

り組み指針に基づき、企業の障がい者に対する

理解を促進するための取り組みとして、企業向

けセミナーの開催や、企業が障がい者に接する

ことにより、障がい者の特性や能力を知ること

ができる職場実習の促進、さらには、特別支援

学校卒業生の離職調査を踏まえた職場定着のた

めの対策の検討など、関係機関と連携しながら

積極的に取り組んでいるところであります。

○押川修一郎議員 再質問をいたしますけれど

も、今後、施設からの就労者も多くなると考え

られます。この事業については、先ほど述べら

れましたように、特別支援学校卒業生の離職調

査等はされるということでありますから、同じ

くこの調査等もお願いをしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 離職の実態に
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ついて調査して、職場定着の支援につなげてい

くということは大変重要でありますので、今

後、福祉施設と連携しながら、離職調査の実施

について検討してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 昨今の不景気によりまし

て、今、企業においても解雇等があるわけであ

りますけれども、ややもすると、障がいを持っ

ておる人たちが企業のそういう解雇の一番手に

上がるというような話も聞いておりますから、

これは十分、指導等をよろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。

最後になりますけれども、公衆浴場法施行条

例についてであります。

県内の公衆浴場は、公衆浴場法施行条例によ

り、「介助を必要とする場合等を除き、８歳以

上の男女を混浴させないこと」を規定してお

り、混浴が禁止されておりますけれども、現

在、ホテル・旅館などの旅館業においては、客

室等に付設されている露天や家族ぶろなどは、

宿泊客などに特定されるということで、混浴で

の利用は可能となっております。しかしなが

ら、宿泊施設を伴わない家族ぶろを認めていな

いところは、九州では本県のみであります。風

紀上の観点からということでありますが、他県

で家族ぶろで風紀が乱れた事態が起きていると

いうような事実は聞いたことがありません。

西米良村「ゆた～と温泉」に来られるお客様

が、「家族ぶろがなぜだめなんですか」とか、

「どうしてこの観光地宮崎で家族ぶろがないの

か不思議でならない」ということをよく言われ

るそうであります。団塊の世代がリタイアし、

熟年カップルが癒しで旅行に行っても、二人

ゆっくり温泉につかりながらしみじみとした話

もできない、そういった話もあるようでありま

す。本県においても、家族ぶろが認められます

よう条例の改正を図るべきだと思いますが、改

めて福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） これまで、混

浴可能な家族ぶろにつきましては、風紀上の観

点から、利用者が特定される旅館業法に基づい

て対応してまいりました。しかしながら、公衆

浴場法に基づく許可施設においても、家族によ

る貸し切りぶろの利用を認めてほしいという要

望があることや、御指摘のありました九州各県

の状況等を踏まえ、研究を重ねてきているとこ

ろであります。その結果、利用者を特定する受

け付けを条件とするなど、旅館業法に準ずる対

応により、これまで最も懸念しておりました風

紀上の問題については、解消できるものと判断

するに至ったところであります。したがいまし

て、公衆浴場法に基づく施設においても、家族

ぶろを認める方向で、具体的な検討を進めてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。こ

の問題につきましては、近隣町村からも要望を

受けておりました。ただいまの答弁の方向で、

一日も早く進めていただきますようにお願いを

申し上げまして、私の本日の一般質問のすべて

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 本日の最後

の質問者となりました。通告に従いまして、一

般質問をさせていただきます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

知事は、宮崎の危機を救うべく、昨年の知事

選挙におきまして、宮崎に骨を埋める覚悟で立

候補され、当選されたのは昨年の１月でありま

す。考えてみますと、まだ２年が過ぎておりま
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せん。知事は、基本政策でありますマニフェス

トに沿って、さまざまな努力をされておりま

す。国民の宮崎に対する注目度は大きく変わ

り、さまざまな面でその効果も非常に大きいも

のがあると評価するものであります。

そのような中で、11月末には衆議院議員の解

散総選挙が行われるのではないかという状況

で、中山大臣が辞任された際、東国原知事が立

候補されるのではないかという話が、まことし

やかに県民の中に広がっていたわけでありま

す。知事に就任されてから、まだ１年10カ月過

ぎたばかりであります。４年間は知事として任

期を全うされるのが当然と考えるのであります

が、国政へのくらがえというようなことを考え

ておられるのであれば、県民や議会、また職員

の中にも動揺を生じ、あらゆる信頼のきずなが

切れてしまうのを危惧するものであります。今

後を考えますときに、衆議院解散にかかわら

ず、来年は必ず衆議院選挙が行われることにな

ります。また、平成22年７月には参議院選挙も

行われる予定であります。知事は、これらの選

挙に立候補しないということが、県民から授

かった信任に対する当然の責務だと考えるわけ

であります。知事は、県民に対して、４年間は

知事としての責任を全うすることを約束すべき

であると考えますが、知事の明快な答弁を求め

ます。

次に、県政運営についてお伺いいたします。

本県の景気や雇用の状況等を具体的に見てみま

すと、例えば農林水産業の状況は、本当に頑

張っていただいておりますが、平成18年度の数

字で見ますと、農業産出額は3,200億円で全国５

位でありながら、相変わらず生産農家所得は962

億円で12位となっております。農業産出額が所

得に結びついていない状況が見えるのでありま

す。水産業は、漁獲量が減少する中で、輸入物

による魚価の低迷に加え、燃油の高騰などまさ

に厳しい状況が続いております。

また、建設業においては、公共事業の減少や

一般競争入札による競争の激化により倒産が相

次ぎ、建設業だけでも18年が24件、19年になり

ますと55件、20年も既に40件を超えているよう

であります。平成19年度から急激に増加してお

ります。知事が力を入れておられる企業誘致に

ついても、誘致企業はあるものの、景気後退の

あおりで撤退または規模を縮小する企業も多

く、相変わらず有効求人倍率が、９月の状況で

全国では0.84に対しまして、我が宮崎県は0.54

と低迷しております。

商業関係では、県内市町村の中心商店街は、

宮崎市のみならず、どこの町でもシャッター街

がふえ続けております。観光の状況の中でも、

県外客数については増加しているとのことであ

ります。例えば、修学旅行の受け入れ状況を19

年度で見てみますと、調査の仕方が少々違いは

あるようでございますが、熊本県では12万5,000

人、鹿児島県では６万4,000人、本県は、何と

たったの4,000人という状況であります。本当だ

ろうかと疑いたくなる数字でもあります。

また、知事は一方で、多数のテレビ番組に出

演されているわけでありますが、マスコミが世

論づくりに大きな影響力を持っていることを考

えれば、重要なことであります。そのことは知

事が一番感じておられることと思います。しか

し、忘れてならないのは、東京から、また国民

の立場から宮崎を見る目ではなく、宮崎県民の

目線で宮崎県民の生活や暮らしを考えなくては

ならないということではないでしょうか。

いろいろ申し上げましたが、知事は、本県の

現在の景気の状況をどう認識されているのか、
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お伺いをいたします。また、この２年間を御自

分でどう評価し、今後どのように県政運営を進

めていこうと考えておられるのか、お伺いをい

たします。

ほかの質問については、質問者席から質問さ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 任期につい

てであります。これまでにもたびたび申し上げ

ておりますが、私が知事を志しましたのは、地

方の立場で宮崎の活性化に尽力したいという気

持ちからでありました。今後とも、地方の活性

化という知事を志した初心を忘れず、与えられ

た任期の一日一日を県民の皆様との約束を果た

すため、誠心誠意勤めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、本県の景気の状況についてであ

ります。本県経済は、近年、生産活動、個人消

費などの面で低迷し、雇用情勢についても、有

効求人倍率が全国を大きく下回るなど、厳しい

状況が続いております。このような状況の中、

アメリカのサブプライムローン問題に端を発す

る世界同時不況の波は、日本、そして宮崎にも

確実に押し寄せ、景気の先行きへの不安による

投資や消費の減退、企業による雇用の抑制・削

減など、県内経済は一段と厳しい状況にあるも

のと認識しております。

次に、この２年間の評価と今後の県政運営に

ついてであります。知事に就任して以降、私は

全力で県政運営に取り組み、その結果、私が掲

げたマニフェストの各項目については、おおむ

ね順調に進捗しているのではないかと考えてお

りますが、中には、僻地医療提供体制の充実な

ど、今後、相当の努力を要する課題もありま

す。また、先ほど述べました、100年に一度と例

えられる世界的な不況など、就任前には予想で

きなかった大きな環境変化もあり、新規雇用の

創出など厳しい状況もあるところであります。

このようなことから、引き続きそれらの課題解

決に向けて、一つ一つ着実に、全身全霊を込め

て取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。特に、経済対策は喫緊の課題であり、

国の対策や検討状況も注視し、的確に対応して

まいりますとともに、新たな発想により本県の

独自性を発揮するという観点から、農業と商

業、工業等の連携による地場産業の振興や、新

エネルギー関連分野における産業集積など、本

県の強みを生かした取り組みを進めてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事からは、初心を

忘れず頑張っていくというような御答弁であり

ました。実は、11月20日、延岡市で自身の政治

パーティーがございました。「初当選・初入

閣、閣僚ポストが確実でない限り行かないです

よ」と話されておりますね。このような発言で

は、国政で仕事をしたいと思われても仕方がな

いと、私はこう思うわけであります。

そこでお尋ねいたしますが、知事は、昨年の

２月議会においても、中野一則議員の質問に対

して、「宮崎に骨を埋める覚悟で向き合う」

と、こういう発言をされておりますし、中村幸

一議員の質問に対しても、「初心を忘れず約束

を守る」と、こう発言されています。まだ２年

です。あと２年あるんです。約束を果たす、あ

るいは骨を埋めるというような言葉で答弁をさ

れておるわけでありますが、この宮崎に骨を埋

めるという覚悟、そして、初心を忘れず約束を

果たすという言葉の意味というものは、私は、

少なくとも任期４年というのは全うすべきだ

と、こう思います。もう一度、所信をお聞かせ

いただきたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 確かに、骨を埋める

覚悟と申し上げました。その前に、大前提とし

て、目標として、宮崎の活性化、疲弊した地方

の活性化、再生というものがあります。私が宮

崎に骨を埋めることによって、宮崎も埋まって

しまうと困るわけでございます。社会情勢、政

治行政状況というのは、刻一刻と変わっており

ます。過去数年を見ても、非常に予測不可能

な、不測の事態の連続かと思っております。今

後、宮崎の活性化、地方の活性化のためには、

弾力的な、そして機動的な判断が要求されるも

のと思っております。ただ、私は、先ほども申

し上げましたとおり、県民との約束を果たすた

め、一日一日を県政運営、発展に全力を尽くす

ものと―全身全霊を傾けたいと思っておりま

す。

○徳重忠夫議員 知事は、マニフェストを掲げ

られて当選されたわけであります。ならば、そ

れが少なくとも６割以上、７～８割の完成度を

もって頑張ったなという結果になるんじゃない

かと、こう思いますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） マニフェストは県民

とのお約束でございます。これを果たすべく全

身全霊、全力で私の力を傾注していきたいと

思っております。

○徳重忠夫議員 全身全霊で頑張っていくとい

う答弁でございますが、４年間はやるという考

え方はないか、もう一度お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおりに、社会情勢というのは刻一刻変

わっております。今後どのような事態が起こる

か、だれも予測できないことでございますが、

私は、与えられた任期の一日一日を、県民との

約束を果たすために、マニフェストの実現に向

けて全身全霊を傾けていきたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 それでは、次の質問に移らせ

ていただきます。

認定農業者の育成についてでございます。

先ほど押川議員からも、るる質問がなされた

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。県では、農業・農村振興長期計画にお

きまして、認定農業者の育成目標を掲げ、その

育成確保に努力されております。平成19年度

は、目標を上回る約8,600経営体が確保されたと

しておりますが、その年齢内訳を見ますと、

約65％が50歳以上と、このようになっておりま

す。また、昨今の原油・飼料高騰など、先行き

が見えない厳しい環境の中にありまして、県の

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方

針」に示されている年間農業所得の620万円が達

成できている農家は、２割から３割程度になっ

ていると言われております。このことは、将来

の農業の継続、ひいては本県農業の先行きが大

変危ぶまれる状況であると考えております。前

回の農業センサスによりますと、販売農家で農

業後継者がいる経営体の割合は38％にしかすぎ

ない状況であります。このことは、地域農業を

支えるべき担い手が本当にいなくなるのではな

いかと、大変心配をいたしております。本県の

担い手対策に今後どのように取り組んでいくの

か、農政水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農業・農

村を支える担い手の育成確保を図る上で、農業

所得の確保による経営安定は最も重要であると

認識しております。したがいまして、本県農業

を中心となって支える認定農業者につきまして

は、所得目標等を定めた経営改善計画を達成す

ることが重要でありますので、認定後３年目及

び５年目に目標の達成度合いを調査し、未達成
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者に対しては、集中的かつ重点的支援を行うこ

ととしております。また、農業後継者や新規参

入者につきましては、早期の経営安定を図るこ

とが必要であることから、農業改良普及セン

ターによる濃密巡回指導や研修を実施するとと

もに、先進農家を就農アドバイザーとして設置

し、マンツーマンの指導等による支援を行って

いるところであります。今後とも、関係機関・

団体一体となりまして、生産技術はもとより、

所得確保など経営安定に向けて支援を行い、担

い手の育成確保に努めてまいりたいと存じま

す。

○徳重忠夫議員 それでは、続いて酪農対策に

ついてお伺いをしてみたいと思います。

飼料価格や原油高騰に加えまして、乳価及び

子牛価格の低迷が続いております。酪農に特に

厳しい状況に相なっております。先日、私は、

都城にある市場を見てまいりました。乳牛雄子

牛、いわゆるぬれ子の価格が１頭8,000円前後し

かしておりません。子牛のミルク代や世話をす

る労賃を考えれば、せめて５万円はしなければ

農家の経営は成り立たないと、私はこのように

思っております。私も酪農をしていた経験があ

りますが、ぬれ子の販売は、酪農家にとっては

いわばボーナスというか、大切な副収入であり

ます。高く売れることで、その分少しでありま

すが、余裕ができると、こういうものでありま

す。また現在、酪農家では、収入を確保するた

めに、和牛交雑種（Ｆ１）の生産や受精卵移植

による和牛生産がふえていると聞いておりま

す。これは将来、後継牛が足りなくなるのでは

ないかと、こう言われておるわけであります。

このように厳しい酪農経営の中、県内の酪農

家は減少し続けております。現在370戸という状

況に相なっております。後継ぎ以外の新規農業

者は１人もいないというのが酪農家の実態でご

ざいます。酪農家がいなくなるということは、

関連産業もなくなってしまうということになり

ます。今は真に酪農の危機ではないかと考える

わけであります。私は、若い人が夢を持って新

たに酪農に取り組めるような農家の収入確保が

何よりも重要と考えますが、酪農対策に今後ど

のように取り組んでいかれるのか、部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 酪農情勢は、

乳価の低迷や飼料価格等の高騰、乳用雄子牛価

格の低下によりまして、厳しい状況にあると認

識しております。このため、県といたしまして

は、優秀後継牛の育成などの生産対策や、牛乳

の消費拡大等の流通対策に加えまして、自給飼

料の増産など、配合飼料価格高騰に対応した国

の緊急対策を活用するとともに、県単独事業で

も、飼料イネの作付拡大等に対する支援や、生

産性向上を目的とした乳質改善に取り組んでい

るところであります。今後とも、関係団体と連

携し、安定した所得の確保とともに、後継者が

夢を持てる酪農経営の実現に努めてまいりたい

と存じます。

○徳重忠夫議員 続いて、乳牛の後継牛対策に

ついて伺います。乳牛の雄子牛（ぬれ子）は、

先ほど述べましたとおり、１頭が8,000円前後で

しか販売はされないわけであります。したがい

まして、Ｆ１の生産を余儀なくされているわけ

であります。子牛を競りに出荷する場合、平均

して生後１カ月で出荷されるわけであります

が、１カ月の飼育費が、えさ代ひっくるめて１

万4,000円程度かかるわけです。最低かかりま

す。また、酪農家の投資額を考えてみますと、

今、宮崎県では40頭平均でございますが、酪農

家では、新たに経営を始めると仮定しますと、
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１億円かかるんです。経営基盤をつくるのに１

億円の投資が必要だと、このように言われてお

ります。そのような中で、子牛の生産が全くの

赤字と、このような形になりますと、生産意欲

がなくなる。当然のことであります。

そこでお尋ねしますが、和牛生産に対して

は、優良牛確保対策として、数は限られており

ますが、15万程度の補助金があるようでありま

す。酪農家においても厳しい情勢が続いている

わけでありますので、酪農家に対してもそう

いった支援体制はとれないかと、このように思

うわけであります。一部の町、行政にあって

は、乳牛雄子牛に対して２万円の助成をしてい

る町もあるわけであります。乳牛雄子牛に対し

まして、県として何らかの支援をすべきと考え

ますが、部長の見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 乳用雄子牛、

いわゆるぬれ子は、生後１カ月で出荷されまし

て、ここ数年間は５万円程度で取引されており

ました。しかしながら、先ほどお話がございま

したように、枝肉市場が非常に低迷しておりま

して、さらには、配合飼料価格高騰等により子

牛の取引価格が下落しまして、ことし11月には

生産原価を下回る状況が生じております。この

ような中で、酪農経営を安定化させるために

は、何よりもまず、優秀な後継牛の確保や飼料

基盤の整備など、生産性の向上に向けた取り組

みが必要と考えておりまして、県としまして

は、総合的な支援によりまして、酪農経営基盤

の強化を図ってまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 酪農については最後にしたい

と思いますが、農政水産部長に御答弁をお願い

いたします。牛飼いは生き物を相手にしており

ますから、酪農でも和牛生産でも、とにかく１

年365日世話をしなけりゃなりません。つまり休

みがとれないのであります。そこが若い人に敬

遠される理由の一つではないかと考えるわけで

あります。後継者や新規就農者を確保するため

には、収入の確保に加えて、休みがとれるため

のヘルパー制度の充実が絶対必要だと、このよ

うに考えるわけでありますが、酪農及び肉用牛

生産におけるヘルパー制度の利用状況、あるい

は、今後の制度の充実に向けてどのように取り

組んでいかれるのか、部長にお答えいただきた

いと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 休みのとりに

くい畜産経営におきましては、休日の確保や労

働負担の軽減を図るヘルパー制度は大変重要で

あると認識しております。現在、酪農では、県

内ほとんどの酪農家がヘルパー組合に加入し、

ヘルパーにより搾乳作業や飼養管理が行われて

おり、月平均1.3日の休日が確保されておりま

す。また、肉用牛においては、高齢者を中心

に、競り市への出荷や飼料作物の収穫作業など

でヘルパーが利用されているところでありま

す。県といたしましては、引き続き、ゆとりあ

る畜産経営の確立のため、国の事業等を活用

し、ヘルパーの養成研修や機材の導入助成、さ

らにはヘルパー組合の運営支援などに努めるこ

とによりまして、ヘルパー制度の充実に取り組

んでまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ぜひ、このヘルパー制度につ

いては努力をしていただかなければいけない

と、私はこのように考えています。今、部長の

答弁で、月平均1.3日ということでございます。

それでは納得できませんね。やはり最低月に４

回は休みがとれるぐらいの体制づくりが絶対必

要だと、このように考えますので、御努力をよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、高速道路についてお尋ねをしたいと思
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います。

東九州自動車道の整備促進に当たりまして、

これまで、大会等においてさまざまな要望活動

を行ってきたと思いますが、その成果と予算配

分を含め、過去５カ年の進捗状況について伺い

たいと思います。また、全線開通までどれぐら

いの期間と事業費が今後必要となるのか、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道の整備に関する事業費でございます。有料道

路区間につきましては、道路公団が民営化され

たのが平成17年度でありますけれども、それ以

降20年度までが約300億円、また、16年度から20

年度までの５年間で、新直轄事業区間が約430億

円、国道10号延岡道路が約210億円となっており

まして、事業進捗に必要な額が確保され、これ

まで順調に事業が進められているものと認識を

しております。

次に、平成21年度以降、完成までの事業費に

つきましては、有料道路区間については約1,300

億円と聞いております。また、新直轄事業区間

及び国道10号延岡道路の現時点での残事業費は

公表されておりませんが、平成17年２月に示さ

れた新直轄事業の残事業費約1,500億円からする

と、いまだ相当の事業費が残っているものと考

えております。

続いて、完成までに要する期間であります

が、事業中区間大分県境―日南間のうち、大分

県境―北浦間、北川―延岡間、門川―西都間に

ついて、平成22年度から26年度までの供用予定

が公表されておりますが、県としましては、公

表されていない北浦―北川間、清武―日南間も

含め事業中区間全線について、平成26年度まで

の供用を目標としているところでございます。

○徳重忠夫議員 26年度までには全線開通でき

るような体制が整っていると、大変ありがたく

思っております。問題は、東九州自動車道の中

で日南―志布志間でございますが、基本計画区

間のままとなっているようであります。今後の

見通しについてはどうなっているか伺いたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 日南―串間―

志布志間につきましては、昨年11月に行われま

した高規格幹線道路の点検の中で、４車線から

完成２車線相当の構造に見直しつつ、これに加

え、円滑な走行が可能な現道の一部を当面活用

するなど、構造・規格の見直しを行い、早期に

ネットワークの機能を確保するとされたところ

であります。県としましては、全線整備とされ

なかったことには不満が残りましたが、高規格

幹線道路のネットワークとして、整備の必要性

が示されたところでありまして、早期ネット

ワーク確保の観点からも、一定の評価をしたと

ころであります。しかしながら、先日、国土交

通省から交通需要推計の下方修正が示されてお

ります。また、道路事業の評価手法の見直しの

ための検討が行われているなど、本県の高速道

路整備にとっては、道路特定財源の一般財源化

とあわせまして、先行き不透明な状況となって

いるところでございます。

○徳重忠夫議員 それでは、続いて質問をさせ

ていただきます。東九州自動車道における用地

取得状況―期間も決まっておりますので、鋭

意努力していただいておると思いますが―補

償目的の植栽の状況があるのか、また埋蔵文化

財調査の状況等について伺っておきたいと思い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、用地取

得の進捗状況でございます。大分県境―北川間

が65％、北川―延岡間が86％、門川―日向間
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が99％、日向―都農間が24％、都農―西都間

が98％、清武―北郷間が90％、北郷―日南間

が75％となっておりまして、全区間とも開通目

標に向けまして順調に用地の取得がなされてい

るところであります。

次に、補償金目的植栽行為に対する取り組み

についてでありますが、全体で56カ所あったも

のが、平成20年２月に初めての行政代執行を行

うなど積極的に取り組んだ結果、同年３月末で

は26カ所となりました。その後も行政代執行の

効果による自主撤去が進んでおりまして、現在

では10カ所にまで減少してきております。今後

とも、補償金目的植栽行為につきましては、国

や西日本高速道路株式会社などの関係機関と連

携を図りながら、引き続き毅然とした態度で臨

んでまいりたいと存じます。

また、埋蔵文化財調査につきましては、開通

の予定を見据えながら、埋蔵文化財センター

に35名の専任職員を配置しまして、順調に調査

を進めているところであります。今後とも、県

としましては、供用開始が１年でも早まるよ

う、全力で取り組んでまいりたいと思います。

○徳重忠夫議員 それでは、知事にお伺いをし

ておきたいと思います。御案内のとおり、道路

特定財源の一般財源化が始まります。本県の高

速道路の整備に影響が出るのではないかと心配

するわけでありまして、知事は、このことをど

のように認識されておるのか、さらに、整備促

進に対する取り組みをどのように進めていこう

と考えておられるのか、お伺いをしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源の一般

財源化に関しましては、現在、政府・与党にお

いて、さまざまな議論がなされているところで

あります。その行方いかんによっては、本県の

今後の高速道路整備への影響が懸念されるとこ

ろであります。このため、私も先日東京に出向

き、鳥取県知事と一緒になって、地方の道路の

実情や整備の必要性、おくれた地方への財源の

重点配分などについて国土交通大臣に申し入れ

るとともに、私がメンバーに選ばれております

国土交通アドバイザリー会合におきましても、

同趣旨の内容について強く訴えてきたところで

ございます。今後とも、県内高速道路の整備が

確実に進められるよう、一般財源化の議論の動

向を注視しながら、あらゆる機会をとらえて、

国や関係機関に強く要望してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 続いて、教育長にお尋ねをし

たいと思います。学校における食育を推進して

いく栄養教諭について伺いたいと思います。

昨今、子供たちを初め県民の方々が、心身の

健康を保持し、生涯にわたって生き生きと暮ら

すことができるようにするために、食育の大切

さが盛んに叫ばれておりますが、子供たちの生

活の場である学校における食育の推進について

は、学校全体で一体となって取り組むことが重

要であると考えます。特に、その取り組みに際

して、専門性から栄養教諭の果たす役割は大変

大きなものがあると思います。私は、実は３年

前、初めて栄養教諭が配置されるとき、学校給

食における栄養教諭の役割、配置のあり方等に

ついて教育長にお聞きをし、「３年程度、各教

育事務所を単位として、成果や課題を検証して

いく」というような回答をいただいたところで

あります。ことしになって、国内では、中国産

冷凍ギョーザ問題を初め、偽装表示、異物混入

など多くの問題が発生し、食に対する不安は全

国に広がり、学校給食における子供たちの安全

・安心も大きく揺らいでおります。このような
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中、栄養教諭の学校における役割はますます重

要なものとなってきております。そこで、教育

長にお尋ねいたします。本県におけるこの３年

間の栄養教諭の取り組み状況と課題について、

お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会にお

きましては、食の重要性を理解し、望ましい食

習慣を身につけることなどを目的として、平

成18年度から現在までに、教育委員会事務局に

１名、県内各地の学校に15名の栄養教諭を配置

し、食育推進モデル事業に取り組んでいるとこ

ろであります。この事業では、栄養教諭が授業

への参加や給食の時間における指導などを行っ

ておりまして、その結果、毎日朝食をとる子供

がふえている、給食における食べ残しが減って

きている、食に対する感謝の気持ちが芽生えて

いる、さらには、保護者の食に関する講座等へ

の参加がふえるなど、児童生徒はもとより、教

職員や保護者の食に対する関心の高まりや食習

慣の改善など、成果が見られているところであ

ります。課題といたしましては、これらの取り

組みは、現在、モデル校などの一部にとどまっ

ておりますことから、今後は、県内各地域に普

及させていくことが必要である、このように考

えております。以上です。

○徳重忠夫議員 ３年間の成果として非常にい

い結果が出ている、これを広めたいと。大変あ

りがたいことであります。しかし、教育長、お

隣の鹿児島県では、栄養教諭の配置が、18年度

は69名、19年度は144名、平成20年度は163名

と、年々増加しております。宮崎県におきまし

ては、平成18年度が６名、19年度が11名、20年

度が15名という状況であります。宮崎県におい

ても、子供たちが公平・平等に食育の授業が受

けられるような、積極的な栄養教諭の配置が絶

対必要だと、このように考えますが、教育長の

考え方をお示しいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員の御所見に

ありましたように、栄養教諭の果たす役割とい

うのは非常に大きなものがあると思っておりま

す。私も先月、県南地区の小学校に出向きまし

て、実際に栄養教諭が授業をしている様子を参

観いたしまして、栄養教諭の熱心な指導ぶり

と、高い興味・関心を持って学習に取り組んで

いる子供たちの様子を間近に拝見したところで

あります。現在、県内すべての小中学校におき

ましては、食に関する全体指導計画を作成いた

しまして、食育推進に学校全体として取り組ん

でいるところであります。食育の推進の中心的

な役割を担っております栄養教諭の配置という

ことでありますが、鹿児島県は九州各県の中で

も飛び抜けて突出している県であります。本県

の状況がとりたてて劣っているということでも

ないんですけれども、これらの栄養教諭の配置

につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、モデル校での取り組みで成果が得られてお

りますことから、地域や学校の実情に応じまし

て、今後その適正な配置についてさらに検討し

ていきたいと、このように考えております。以

上です。

○徳重忠夫議員 鹿児島県は特別だと、こう言

われますが、隣ですから、情報は瞬時に入って

くるわけです。そこで、要望として申し上げて

おきたいと思います。今、教育長から、栄養教

諭の配置による成果は大きかったということで

ございました。大変うれしく思っております。

栄養教諭の適正配置については検討したいとい

う答弁でございますが、隣県の鹿児島県との格

差が余りにも大き過ぎると、私はこう思いま

す。今後、より積極的な取り組みをしていただ
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きますよう、そして、子供たちが公平・平等に

食育教育が受けられるように要望を申し上げて

おきたいと思います。

続いて、大島畠田遺跡についてお伺いをした

いと思います。

都城市金田町にございます大島畠田遺跡の件

ですが、この遺跡は、旧農用地整備公団が施行

しました圃場整備事業等に伴いまして、平成11

年に県教育委員会によって埋蔵文化財発掘調査

が実施されたものであります。発掘調査の結

果、この遺跡は、平安時代中期、９世紀から10

世紀にかけての都城盆地における有力者の邸宅

跡であることがわかり、南九州における律令社

会の崩壊と地方有力者が台頭する様相を知る上

で貴重な遺跡であることが判明したことから、

平成14年には約２万5,000平米（2.5ヘクター

ル）の遺跡全域が国の史跡に指定されたところ

であります。発掘調査を実施しました県教育委

員会におきましては、その後、遺跡を保護する

目的で全域の埋め戻しを行った後、出土した遺

物の整理などを行い、本年３月には遺跡全体の

調査結果を報告書としてまとめられたところで

ございます。その報告書はこのとおりでござい

ます。（現物を示す）立派なものができており

ます。そこで、教育長にお尋ねいたします。こ

の大島畠田遺跡につきまして、県はどのような

評価をされ、遺跡保存という結論に至ったの

か、伺いたいと存じます。

○教育長（渡辺義人君） 大島畠田遺跡は、

約90坪を有する大型の掘立柱建物や門が発見さ

れましたほか、国内外の陶磁器などの食器類が

多量に出土するなど、御質問にありましたよう

に、平安時代中期における地方豪族の館跡の全

容が解明できます、全国でも数少ない貴重な遺

跡でありますとともに、我が国における古代史

を解明する上においても重要な遺跡と評価をい

たしております。また、文化庁や専門機関から

も遺跡の重要性について高い評価をいただき、

国の史跡として指定されましたことから、遺跡

の保存を図ることになったものであります。な

お、遺跡の保存につきましては、都城市教育委

員会が、地権者の方々や事業者の多大な御協

力、御理解を得て、史跡全域の買い上げを行っ

たものであります。

○徳重忠夫議員 平成11年の発掘調査開始から

本年３月の調査結果報告書の作成まで、県教育

委員会におかれましては、おおむね10年間とい

う大変長い期間をこの大島畠田遺跡に力を注い

でいただきました。大変ありがたいことだと

思っておりますが、この間の所要経費はどれぐ

らいかかったのか、また、その内訳といたしま

して、国や県教育委員会の負担はどれぐらい

だったのか、伺いたいと存じます。

○教育長（渡辺義人君） 発掘調査や出土遺物

の整理及びそれらの成果をまとめました調査報

告書の作成に要しました経費は、5,053万2,000

円であります。その内訳といたしましては、国

が1,374万8,000円、県が1,375万5,000円、事業

者でありました旧農用地整備公団が2, 3 0 2

万9,000円をそれぞれ負担いたしております。

○徳重忠夫議員 国、県、それぞれ大変な出費

をしていただいて、現在このような形にあるわ

けでありまして、大変ありがたい限りでありま

す。大島畠田遺跡が学術上、大変貴重な文化財

であると評価されておりますことは、先ほどの

教育長のお話のとおりであります。大島畠田遺

跡の整備・利活用を考えるに当たりましては、

「大島畠田復元想像図」を見ていただきたいと

思います。皆さんの手元にあろうかと思いま

す。建物跡などが復元されるのを最も望むとこ
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ろでありますが、古代から中世にかけての都城

盆地の有力者がどのような邸宅に住み、どのよ

うな暮らしをしていたかを、訪れた人たちすべ

てが想像することができ、夢を持てるような施

設を復元することなどが大事なことであると思

うところであります。そこで、今後の整備に際

しまして、県教育委員会としては、都城市教育

委員会とどのような連携をとっていかれるの

か、お考えを伺いたいと思います。

と申しますのも、何と申しましても、県が中

心になってこれまで調査をしていただきまし

た。整理をして、ここにちゃんとした報告書を

つくっていただいたという経緯があるわけであ

ります。県が中心になっていただかなければ、

都城市は現実問題として、直接は、なかなか行

動ができないんじゃないかと、このように思っ

ているところであります。そして、復元すると

すれば、どの程度の経費が必要と考えられる

か。また、整備に要する経費に対しまして、国

及び県の支出できる、支援できる補助制度があ

るかどうか、お伺いをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） まず、都城市教育委

員会との連携の関係でありますが、県の教育委

員会といたしましては、都城市の教育委員会が

行います遺跡の保存整備が円滑に進むように、

発掘調査で得られました成果など情報の提供を

行いますとともに、文化庁の指導も得ながら、

必要な助言指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

それから、史跡整備に係る経費につきまして

は、これは例として申し上げますけれども、大

島畠田遺跡と同じ時期の国指定史跡であります

山形県の古志田東遺跡におきまして、地形の復
ふるしだひがし

元や建物の柱の一部復元等による整備に約１億

円が、また、お隣の鹿児島県にあります上野原
うえ のは ら

遺跡におきましては、県の埋蔵文化財センター

の移転設置を含めまして、展示館の建設や集落

の復元、それから、縄文時代の遺跡であります

ので、縄文の森の再現等に約124億円が投じられ

ているところであります。このように、建物の

復元等に要する経費につきましては、整備の内

容等によってさまざまでございます。大島畠田

遺跡の整備につきましては、まだ具体的な整備

の方向性が確定しておりませんので、整備の規

模や内容によって、その経費は大きく異なって

くるものと思っております。なお、ここに議員

が御提示されました復元想像図でありますが、

最後の想像図というところが―実は復元図で

はなくて復元想像図ということでありまして、

実際に当時このとおり建っていたかどうかとい

うのは、実はそういう確証がないわけでありま

す。内部の間取りがどうなっているかとか、柱

にどんなものが使われていたのかとか、色が

塗ってあったのかなかったのか、そういった資

料等は全くございませんで、当時多分こうで

あっただろうということで想像して、復元的に

書いたという図面のようであります。今申し上

げましたように、これをどの程度整備していく

のかということは、まだそういった方向性が確

定をしていないところでありますので、御理解

をいただきたいと思います。

最後に、補助制度についてでありますが、指

定文化財に係る補助制度につきましては、国が

整備事業にかかる経費の５割、県におきまして

も一定の補助枠を設けているところでありま

す。以上です。

○徳重忠夫議員 今、整備のことについて、復

元費用のことについてお尋ねしたところであり

ます。山形県の古志田東遺跡においては１億円

程度で復元されているということ、あるいは
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今、上野原遺跡については124億円ということで

ありましたが、ここは論外といいますか、県の

施設を全部持ってきているわけです。だから、

縄文遺跡だけの整備ではないということで、皆

さん理解をいただきたいと。恐らく２億か３

億。５億以内で立派なものができると、私はこ

のように信じています。

それから、知事にお伺いをしたいと思いま

す。知事は都城出身でございますから、大島畠

田遺跡を見学されたことがあるかどうか、まず

お伺いをしてみたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 残念ながらございま

せん。済みません。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ見ていただきたい

なと思います。それで、知事に私の考え方をお

つなぎ申し上げたいと、このように思います。

大島畠田遺跡の整備につきましては、都城市教

育委員会におきまして、これから具体的な計画

づくりがスタートするわけでありますが、平

成11年の発掘調査時には、大島畠田遺跡のよう

な９世紀から10世紀にかけての大型建物跡を残

す遺跡としては、全国には山形県米沢市の、先

ほど教育長がおっしゃった古志田東遺跡のみで

あったわけであります。そのことだけでも、大

島畠田遺跡が貴重な遺跡であることが証明され

ているわけであります。またあわせて、当時、

現地で開催されました説明会には、県内外か

ら500名を超す多くの参加者が来られて、大島畠

田遺跡への関心の高さを示すとともに、後世に

しっかりと残していくべきとの要望が多数寄せ

られたとお聞きいたしているところでありま

す。

さらに、現在ＮＨＫで放映されております

「篤姫」においても紹介されましたが、都城市

は島津家発祥の地であります。都城市において

さまざまなイベントが展開されておりますが、

この大島畠田遺跡は、地方の有力者層が台頭し

始める９世紀から10世紀にかけての都城盆地に

おける有力者の建坪90坪と想定されます大邸宅

の跡であり、日本でも最大の荘園である島津荘

が成立する直前に形成された遺跡であるため、

島津荘の基礎をなす遺跡であるとも言えるので

はないでしょうか。このようなさまざまな観点

から、大変価値の高い遺跡であると考えられま

すことから、学術的・専門的な利活用だけでな

く、文化財を生かした教育、あるいは観光資源

としての利活用にも重点を置いて考えていくべ

きではないかと思うのであります。

例えば、本県を代表する観光地であります西

都原古墳群などの県内の遺跡はもとより、鹿児

島県の上野原遺跡ともつなぐ「遺跡街道」とし

て、将来売り出すことはできないかと考えてい

るところでございます。大島畠田遺跡から西都

原古墳群までは１時間程度、上野原遺跡まで

は30分程度で移動することができます。修学旅

行等のルートとしてふさわしいものと思うとこ

ろであります。そこで知事にお伺いをいたしま

す。遺跡街道の構想を含め、大島畠田遺跡を売

り出していくことは考えられないか、知事の見

解をお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 西都原古墳群や上野

原遺跡など、本県はもとより鹿児島県におきま

しても、貴重な遺跡を初めとする文化財が多数

存在することから、南九州という広域での観点

で文化財の利活用を検討することは、意義があ

ることだと考えております。大島畠田遺跡は、

歴史的にも学術的にも高い評価を得て、国指定

の史跡となったものであり、また、本県と鹿児

島県の接点とも言える重要な地域に位置してい

るところであります。このようなことも含めま
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して、御提言につきましては、今後、都城市教

育委員会が策定する史跡の整備計画や利活用の

方針を踏まえながら、研究させていただきたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 最後になりましたが、要望を

申し上げて終わりたいと思います。大島畠田遺

跡は、全国有数の貴重な国指定の遺跡でござい

ます。文化庁や専門機関からも高い評価がなさ

れており、既に都城市では２万5,000平米という

広大な敷地が約5,000万円で買収されておりま

す。さらに、県におかれましては、5,000万円以

上の経費をかけて、発掘調査から出土品の整理

まで、10年間もの長い間にわたり努力され、立

派な報告書まで作成をされております。この遺

跡を復元して後世に残すことが、今、私たちが

やらなくてはならない責務だと思うところであ

ります。必ずや大島畠田遺跡が復元できますこ

とを強く要望申し上げて、私の質問のすべてを

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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平 成 2 0 年 1 2 月 ５ 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣
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総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊
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県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二
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議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。民主党の田口雄二です。本

年の締めくくりの11月議会でも質問の機会をい

ただき、感謝申し上げます。さて、私はまだま

だ若いと思っていましたが、つい２日前の12月

３日でとうとう50歳を迎えてしまいました。し

かし、身体的にはちょっときつくなってまいり

ましたが、精神的には青春真っただ中のつもり

で、これまで以上に責任と自覚を持って、宮崎

県発展のために議員活動に取り組んでまいらね

ばと、改めて決意をしているところです。今後

とも、先輩議員の皆様の御指導をよろしくお願

い申し上げます。

さて、世間では気が重くなる暗い話題ばかり

ですが、県北に明るいニュースが飛び込んでま

いりました。11月23日に東京で開催された農林

水産祭で、北浦養殖マサバ協業体の「ひむか本

サバ」が内閣総理大臣賞をこのたび受賞いたし

ました。知事の抜群のＰＲ効果で、宮崎地鶏や

マンゴー、キンカン、宮崎牛などが全国ブラン

ドになる中、県北地区関連の物産がないなと寂

しく思っていましたが、今回の快挙に、待って

ましたと言いたいところです。お隣の大分県の

関サバにも全く引けをとらないすばらしい味

で、このまま全国ブランドへ定着してほしいも

のです。出荷までには何かと手がかかるんです

が、関係者各位のこれまでの御尽力に敬意を表

しますとともに、知事を初め、県当局の今後の

ＰＲもよろしくお願い申し上げます。

さて、早速質問に入らせていただきますが、

何分教養不足のために、漢字の読み間違い等が

あるかもしれませんが、単なる勘違いと軽く笑

い飛ばしていただきたいと存じます。

では、通告に従いお伺いしてまいりますの

で、御答弁をよろしくお願い申し上げます。

まずは、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

アメリカ発の金融危機で世界同時不況が進行

し、日本国内の株価の暴落と円高のダブルパン

チで、輸出立国の日本の経済状況の先行きが大

変不透明になって、暗雲が立ち込めています。

特に、近年、日本経済を力強く牽引してきた自

動車関連産業各社の減産や派遣社員の大量解雇

等のニュースが連日、マスコミに流れていま

す。前回の９月議会以降、すぐに総選挙かと思

われていましたが、麻生総理は完全に解散の時

期を逸してしまい、相次ぐ失言と政策のミスで

求心力を急速に失いつつあります。100年に一度

の不況と首相みずから言い、「まずは景気だ」

「政局より政策」と訴え、臨時国会を延長した

にもかかわらず、第２次補正予算案は提出もさ

れません。経済が順調なときは、政治はそれを

見守るだけでいいと思いますが、不況のとき

は、政治が経済をスピーディーに、そして力強

くリードしていかなければなりません。９月24

日に就任して以来、約２カ月を経過いたしまし

たが、麻生政権を知事はどのように評価してい

るのか、また第２次補正予算案についてどのよ

うにお考えか、お伺いいたします。

次に、ばらまきあるいは選挙対策ではないか
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と批判がある、第２次補正予算案の総額２兆円

の定額給付金についてお伺いします。総務省

は、来年３月の給付開始を目指して調整に入っ

ているようですが、一番煩わしい世帯主への給

付に関する業務を、麻生総理はなぜか地方分権

と称し、それでなくても忙しい年度末に、地方

に丸投げするつもりのようです。しかし、給付

された世帯が、この給付金をこれまでの生活費

とは別にすぐに使ってくれれば、景気浮揚にも

寄与するものと思われますが、これだけ先行き

が不透明ですと、実際にはそれを望めるような

状況にはありません。

先日、宮崎県北部広域行政事務組合、つまり

県北地区の市町村長さんたちと、「平成21年度

の県の施策・予算に対する要望」について、私

たち県議会議員も同行し、知事と副議長に陳情

させていただきました。そのとき、知事も御存

じのように、ある自治体のトップがこの定額給

付金を痛烈に批判し、「国の政策であるテレビ

の地上デジタル放送への全面移行に伴い、中山

間地のまさにテレビしか娯楽のない人々の難視

聴対策で膨大な事業費を自治体が負担しなけれ

ばならない。２兆円もばらまくのであれば、難

視聴対策は全国でも数千億円で済むので、こう

いうところに予算をつけてほしい」と訴えてい

ました。教育や福祉、困窮する地方に有効に

使ってほしいものだと私も思いますが、定額給

付金について知事の所見をお伺いいたします。

次に、知事のマニフェストについてお伺いし

ます。間もなく年が明けますと、知事の任期も

折り返しとなり、後半の２年を迎えることにな

ります。知事が掲げたマニフェストの実現に向

けて、そろそろ仕上げの態勢に入っていかなけ

ればなりません。しかし、知事誕生時に比較

し、経済状況は極端に厳しくなってまいりまし

た。４年間で新規企業誘致100社、新規雇用創出

数１万人、観光客の年間５％増等々、大きな目

玉になったものもありました。これまで順調に

推移してきたものもありましたが、知事は御自

身のマニフェストの達成見込みについてどのよ

うにお考えか、お伺いいたします。

次に、多重債務問題についてお伺いします。

消費者金融の利用者は全国で1,400万人、多重

債務者は230万人いると言われています。こうし

た多重債務が原因となり、自己破産や自殺を引

き起こすケースも多く、深刻な社会問題になっ

ています。本県においては、国の多重債務問題

改善プログラムに基づき、2007年８月に多重債

務者対策協議会を立ち上げ、既に協議されてお

ります。1997年より年間300人以上の自殺者を出

しており、自殺率において全国でワースト２の

本県は、本年度中に策定する自殺対策行動計画

に、１つ目に相談窓口の整備強化、２つ目に金

融経済教育の強化、３番目にセーフティネット

貸し付けの提供、４つ目にヤミ金撲滅に向けた

取り締まりの強化を柱にするとされています。

年間３万人の自殺者のうち、8,000人が経済問題

が原因と見られており、多重債務問題の解決

は、自殺対策においても大きな効果が期待され

るのではないでしょうか。心配される経済の行

方によっては、この問題はさらに深刻さを増す

可能性もありますが、県内の多重債務者の状況

と、この状況の解決に向けてどう取り組んでい

るのか、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、医療・福祉行政について３点お伺いい

たします。

私は、質問のたびごとに、県北26万人の生命

を預かり、高度医療を一手に引き受ける県立延

岡病院の医師不足について、質問させていただ

いております。この県立延岡病院を、10月23
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日、知事につぶさに視察をしていただきまし

た。楠元院長や梶本看護部長等に、延岡病院、

そして県北救急医療の置かれている現状の説明

を受け、集中治療室などを見ていただいたと聞

いております。医師不足はもちろんのこと、看

護師も慢性的に不足している状況も報告された

ものと思います。現状の厳しさは以前よりあ

り、既に改善の声があったにもかかわらず、実

際にはさらに深刻さを増しております。現場の

生の声をじかに聞いた知事の率直な所見をお伺

いいたします。

次に、国民健康保険の長期間滞納による、保

険証のない無保険の中学生以下の子供がいる家

庭が、全国に１万8,200世帯あり、３万2,900人

の無保険の子供がいることがわかりました。現

在、払える経済力がありながら、給食費や保育

料などを納めない無責任な親が問題になってお

り、悪質な未払いに対しては支払いを求めてい

くことは当然ですが、子供たちの命や健康にか

かわる問題で、責任のない子供に対しては、同

じ条件で保険診療が受けられるようにしてほし

いものです。この事態を受け、厚生労働省は10

月末に、滞納世帯から相談があれば、無保険の

中学生以下の子供に対し、短期保険証を交付す

るように地方自治体に通知しています。また、

子供たちが安心して医療を受けられるよう、民

主党は11月27日、社民党、国民新党と共同で、

「国民健康保険法の一部を改正する法律案」を

衆議院に提出しました。この事態を早期に解決

する一助となってほしいものです。そこで、本

県の15歳以下の無保険の子供の状況と救済措置

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、Ｂ型・Ｃ型肝炎に関してお伺いをいた

します。Ｂ型・Ｃ型肝炎は、2000年ごろから、

血液製剤フィブリノゲンで感染が爆発的に広が

り、国内最大の感染症となっております。肝炎

は放置していると肝臓がんに進行し、肝臓がん

の主たる要因となっております。しかし、適切

な早期治療を実施すれば、肝臓がんへの移行を

劇的に減らすことができます。週１回のインタ

ーフェロン注射と毎日の服薬を６カ月から１年

半続けることで、ほぼウイルスを除去できる治

療法が確立されています。ところが、新治療法

が確立されたことを知らない患者が多く、ま

た、以前の治療法のイメージからか、積極的に

治療を受ける人が少ない実態があります。国は

本年４月、インターフェロン治療の助成制度を

導入し、治療を促しています。治療費の自己負

担上限を所得に応じ月額１万円から５万円と

し、差額を国と県が助成するものですが、この

制度を知らず、申請者も多くなく、せっかくの

助成制度が活用されておりません。そこで、本

県におけるＢ型・Ｃ型肝炎患者の実態と、助成

制度の申請状況、あわせて助成制度の周知啓発

はどのようになされているのか、お伺いいたし

ます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。

新型インフルエンザがいつ発生してもおかし

くないと、数年前から言われ続けていますが、

国、地方自治体の対策が不十分の声も聞かれま

す。しかし、最近のマスコミの報道を見ていま

すと、事態が緊迫度を増してきたのか、新型イ

ンフルエンザに関するものが急増し、専門家な

どがしきりに語っております。これまで、1918

年のスペイン風邪の、世界で4,000万人、国内

で39万人が死亡した被害がよく語られます

が、2003年以降、世界15カ国で387人が感染

し、245人が死亡しています。特に日本の隣国で

の発生が多発しており、死者も東南アジアに集
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中しています。一たん国内で発生した場合、飛

行機や列車などの交通網の発達、都市部の人口

密集等により、爆発的に被害が拡大し、拡散し

ていくことが予想されます。2005年に、政府は

「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定

し、検疫の強化や医薬品の備蓄・投与など、海

外での発生、国内での大流行など、段階ごとに

国、都道府県などの自治体の対応を公表してい

ます。しかし、発生時に最前線となる自治体の

体制整備は、財政状況もあり、厳しいものがあ

ります。本県の新型インフルエンザ発生に備え

て、体制整備の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

次に、雇用の確保について、来年卒業予定の

高校生や大学生の就職内定率をお伺いいたしま

す。

昨日の髙橋透議員への答弁で、残念ながら、

現時点で３人の学生の内定取り消しがあったと

お聞きいたしました。夢を持って初めて社会に

羽ばたこうとしているそのときに、余りに冷た

い仕打ちに残念でなりません。今後も、経済状

況はさらに厳しさを増すことが予想されます

が、現在の来年卒業予定の本県の高校生や大学

生の就職内定率を、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。

地理的に大きなハンディを持っている本県で

は、物流のインフラ整備を進めるため、本年７

月、知事を本部長とする物流対策推進本部を設

置し、産業界と連携し、貨物の集約を促進し、

航路誘致やＪＲ貨物の利便性向上対策に乗り出

し、本県の企業誘致にも大きくネックとなって

いる物流対策に取り組み始めました。来年３月

には鹿児島県の志布志港に新埠頭が完成予定

で、利便性が格段に向上し、本県の物流促進に

大きな脅威と予想されます。それでなくても、

これまで多くのトラックなどが、大分、志布志

などの他県や陸送に流れている状況もあり、県

内の体制づくりは急務です。産業界と県は、荷

主がばらばらに運んでいる荷物を集めて、鉄道

や海上輸送の利用を促進し、輸送網の充実につ

なげる方向で一致し、体制づくりに動き始めま

した。これまでの取り組み状況をお伺いいたし

ます。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

日本では、1960年に生じた深刻な大気汚染や

水質汚濁等の自然破壊の問題に対する社会運動

が発展し、その解決法として認められるように

なったのが環境教育の原点です。その後、車公

害、ごみ問題、ヒートアイランド等の都市化に

伴う環境問題、地球温暖化、オゾン層の破壊、

森林の減少などの地球規模の環境問題などと推

移し、私たちの便利で快適な暮らしに起因する

環境問題が顕在化しています。美しい郷土や地

球の環境を守り、環境に配慮した生活を実践で

きるよう、大人から子供までの環境教育を進め

ていくことが大切です。全国的に、環境教育に

熱心に取り組む学校や地域、企業が増加してい

ますが、本県において環境教育はどのように取

り組んでいるのか、教育長にお伺いいたしま

す。

最後に、警察本部長にお伺いいたします。

最近、大学生を初めとする大麻に関するニュ

ースを連日耳にいたします。有名私大の学生が

なぜと思いますが、見ていますと、余りにも罪

の意識が薄く、犯罪を起こしているという自覚

がないのではないかと思えるほどです。昨年、

全国で大麻に関連して3,282件が検挙され、過去

最多を記録しています。覚せい剤などと比較し
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て、若い世代に広がっているのが特徴で、検挙

されたうち７割近くを未成年と20歳代の若者が

占め、高校生も28人、中学生も１人含まれてい

ます。インターネット等で大麻や大麻の種子が

簡単に手に入るのも犯罪を助長しています。大

麻取締法では、所持や栽培は規制されているの

に、使用についての規定がない上に、国によっ

ては大麻が違法とされていない国もあること

が、たばこの延長線上にあるぐらいの感覚しか

ないのかもしれません。大麻の別名「マリファ

ナ」は、スペイン語で「安いたばこ」の意味で

もあります。しかし、大麻は、テトラヒドロカ

ンナビノールという依存性成分が含まれてお

り、摂取量によって陶酔感を覚えたり、知覚、

感覚に変化が生じ、感覚変化や現実との遊離

感、幻視、幻聴等の症状があらわれ、たばこや

酒よりはるかに有害です。しかも大麻は、依存

性の強い覚せい剤等への入り口になるケースが

多く、この事態は憂慮すべき事態です。そこ

で、本県における大麻、覚せい剤等の薬物事犯

の情勢と今後の対策について、警察本部長にお

伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。麻生政権についてであります。山積

する課題に対し、麻生内閣は懸命な努力をされ

ていると考えております。しかしながら、政策

決定がいま一つスピード感に欠けるイメージが

ありますし、対応が後手後手に回っている感が

いたします。新聞報道によりますと、内閣の支

持率が低下している現状にもあります。また、

国民が生活に不安を覚える中で、私は、景気対

策として、速やかに２次補正予算案を国会に通

すことが、何よりも国民が求めていることだと

考えておりますが、追加の補正予算案の提出は

来年の通常国会ということでありまして、大変

残念に思っております。麻生総理は地方重視の

姿勢を示されていたので、私としては、今後そ

の考えに沿って、地方道路の整備財源の確保

や、地方交付税の充実、疲弊した地方を支える

景気対策といった、地方に配慮した政策決定が

スピード感を持ってなされることを期待したい

と思いますが、もしそれがなされなければ、地

方からの厳しい評価が下されることと思いま

す。さらに言わせてもらえば、今は未曾有の世

界的な金融危機と、これに続く景気後退局面に

ありますので、国の最高の意思決定機関である

国会を機能不全に陥らせることなく、与党と野

党の枠を超えて、協力すべきところは協力し

合って、国民目線に立った国民生活を守る施策

の立案・施行をお願いしたいと考えておりま

す。

定額給付金についてであります。景気が一段

と厳しさを増す中、国においては、経済対策の

一つとして、定額給付金の検討が行われており

ますが、家計の側からすれば、少なからず助か

るのではないかと考えております。しかしなが

ら、一方で、この給付金はあくまでも一時的な

ものであり、これが景気を回復させるための十

分な効果を上げられるかどうかについては、未

知数という感じもいたしております。いずれに

いたしましても、国において、現在、この給付

金も含めた経済対策について検討が進められて

いますので、その動向を注視していく必要があ

ると考えております。

続きまして、マニフェスト達成の見込みにつ

いてであります。私がマニフェストに掲げた項

目のうち、乳幼児医療費助成制度の拡充や災害

時安心基金の設置、行財政改革などにつきまし
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ては、これまでのところ着実に実施してきてお

り、全体としてはおおむね順調と認識しており

ますが、新規立地企業100社や新規雇用創出１万

人などについては、国内外の経済情勢に大きな

影響を受けるため、９月以降の急速な景気悪化

に伴い、非常に厳しい状況にあると考えており

ます。このような経済環境の変化により、全体

としてハードルが高くなったことは事実であり

ますが、マニフェストは県民の皆様との約束で

あるため、さらなる努力により、達成を目指し

てまいりたいと考えております。

次に、県立延岡病院を訪問した感想について

でありますが、私は、去る10月23日に延岡病院

を訪問し、病院や県北地域の医療の現状等につ

いて、現場の生の声を聞いたところでありま

す。その中で、医師を初め職員の方々が、ス

タッフの不足など厳しい環境の中で、地域の中

核病院として高度で良質な医療を提供するた

め、昼夜を分かたず懸命に取り組んでいる状況

を伺い、改めて医師等の人材確保の必要性を感

じたところであります。また現在、地元自治体

や医師会等と協力して、いわゆるコンビニ受診

の自粛を呼びかける「延岡病院支援キャンペー

ン」を行うなど、医師の負担軽減にも取り組ん

でおりますが、さらにさまざまな手だてを講じ

ながら、県北の地域医療の確保に全力を挙げて

取り組んでいく必要があると考えております。

〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、多重債務問題についてであります。多

重債務につきましては、消費生活センターにお

いて、平成19年度に900件を超える相談を受けて

おり、依然として大きな社会問題であると認識

をいたしております。このため県といたしまし

ては、昨年８月に設置した国、県、市町村、弁

護士会及び司法書士会などから成る多重債務者

対策協議会において、円滑かつ効果的に多重債

務施策を推進するため、情報の共有化や相談体

制の連携を図っているところであります。ま

た、出前講座での消費者教育を初め、街頭での

啓発キャンペーンを実施するとともに、消費生

活相談員による相談対応を行い、債務整理方法

など、案件によっては弁護士等の専門家への紹

介を行っているところであります。さらに、多

重債務問題を解決していくためには、気軽に安

心して相談できることが重要でありますことか

ら、昨年に引き続き、弁護士会や司法書士会等

の協力により、無料相談会を実施しているとこ

ろであります。今後とも、市町村や関係機関と

連携しながら、啓発や相談の充実に努めてまい

りたいと考えております。

次に、物流対策についてであります。御案内

のとおり、本県の物流効率化を図るためには、

低コストで大量輸送が可能な海上輸送やＪＲ貨

物の利便性を向上させることが必要でありま

す。しかしながら、このような大量輸送機関の

維持充実には、採算に見合う貨物の確保が不可

欠でありますことから、工業会やＪＡ経済連に

おいて、産業界が連携した貨物の集約を図ろう

とする取り組みが進められているところであり

ます。一方、県におきましては、海上航路の利

用促進のための助成事業等を実施しているとこ

ろでありますが、さらに、ことし７月に設置い

たしました物流対策推進本部におきまして、産

業界との意見交換や、荷主やトラック事業者に

対するヒアリング調査等を実施しているところ

であります。今後は、これらの結果を踏まえま

して、産業界との連携や役割分担のもとで、本

県物流の効率化に取り組んでまいりたいと考え
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ております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、国民健康保険税の滞納世帯の状況等に

ついてであります。本年９月に実態調査を行い

ましたところ、滞納世帯は全体の20.1％に当た

る４万562世帯であり、そのうち資格証明書を交

付されている世帯は3,931世帯あり、子供のいる

世帯はこのうち264世帯となっております。国か

らは、今回の実態調査を踏まえ、子供のいる滞

納世帯に対する資格証明書の交付に際しては十

分に配慮するよう、10月30日付で通知があった

ところであります。県としましては、市町村に

対しまして、この通知の趣旨を踏まえ、滞納者

に一律に被保険者証の返還を求めるのではな

く、事前に納税相談等を行い、滞納者の生計状

況や納付状況を十分に考慮した上で、子供がい

る世帯について個別に適切に対応するよう助言

指導をしているところであります。

次に、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染者及び

肝炎治療費助成事業の実績についてでありま

す。Ｂ型及びＣ型肝炎につきましては、国内で

およそ200万人ないし300万人の感染者がいると

言われており、本県では２万人ないし３万人の

感染者がいると推定されます。なお、Ｂ型及び

Ｃ型肝炎の肝がんへの進行予防や治療効果の促

進を図るとともに、インターフェロン治療に要

する患者の経済的負担を軽減することを目的と

した肝炎治療費助成事業を本年４月から開始

し、その受給者につきましては、11月末時点

で402人となっております。

次に、肝炎ウイルスに関する啓発と検査につ

いてであります。感染の可能性がある方への啓

発につきましては、県庁ホームページや新聞等

において、肝炎ウイルス検査の実施についての

周知を図り、検査を受けるよう勧めているとこ

ろであります。また、検査につきましては、県

内各保健所や医療機関において無料検査を実施

しております。今後も引き続き、県民の皆様に

対し、無料検査の実施及び肝炎治療費助成事業

に基づく医療費の公費負担制度の活用について

周知を図り、肝炎治療の効果的推進に努めてま

いりたいと考えております。

最後に、新型インフルエンザ発生に備えての

取り組みについてであります。県としまして

は、新型インフルエンザの発生に備え、抗イン

フルエンザウイルス薬タミフルの備蓄や、感染

症指定医療機関と連携した初動体制の整備、大

流行時の入院施設の確保、医療従事者や県民に

対する啓発等の対策を進めてまいりました。さ

らに、新型インフルエンザの感染拡大を可能な

限り防止し、健康被害を最小限に抑え、社会・

経済機能の破綻を防ぐことを目的として、事前

準備と各発生段階に応じた対応を盛り込んだ新

型インフルエンザ対策行動計画を、年内をめど

に策定しているところであります。今後、この

計画を実効性あるものとするために、県民の皆

様の御協力をいただくとともに、国、市町村及

び医師会等の関係機関と連携しながら、新型イ

ンフルエンザの対策の推進に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

卒業予定者の内定状況についてであります。

宮崎労働局の調査によりますと、まず、大学生

につきましては、10月末現在で就職希望者2,396

人のうち、内定者が1,091人、内定率は45.5％

で、昨年同期と比較しますと0.4ポイントの増加

となっております。また、その内訳は、県内企
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業が351人、県外企業が740人となっておりま

す。次に、高校生につきましては、就職希望

者3,177人のうち、内定者が2,120人、内定率

は66.7％でありまして、前年同期と比較します

と0.7ポイントの減少となっております。また、

その内訳は、県内企業が947人で、内定率55.2

％、県外企業が1,173人で、内定率80.3％となっ

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

環境教育の取り組みについてであります。環

境問題が地球規模の問題となっています今日、

学校における環境教育を推進し、児童生徒が環

境問題への理解を深め関心を高めていくこと

は、重要なことであると考えております。この

ため、県教育委員会におきましては、現在、県

内の小学校３校、中学校３校、県立学校４校

の10校をモデル校に指定いたしまして、環境教

育を推進しているところであります。それぞれ

の学校では、ごみ処理問題や河川の水生生物の

観察、緑化活動、一人一鉢運動などの学習や活

動に積極的に取り組んでおります。このほか、

県内の多くの学校で、総合的な学習の時間など

におきまして、環境に関する学習に取り組んで

おります。

具体的な例として申し上げますと、例えば、

日南市の小学校ではアカウミガメの保護活動

を、延岡市の小学校では野鳥の観察を行いなが

ら、環境教育に取り組んでおります。また、日

向市の中学校では、クリーンエネルギーに関す

る研究を通して環境教育に取り組むなど、各学

校の地域の状況に即して、さまざまな取り組み

を行っているところであります。これらの学校

の取り組みの成果を他の学校にも広めながら、

児童生徒が環境保全に対する実践的な態度を身

につけることができますように、今後とも環境

教育の推進に努めていきたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

全国的に覚せい剤事犯は、ここ数年、減少傾

向で推移いたしておりますが、大麻事犯につき

ましては、本年10月末現在で、検挙件数で

約3,000件、検挙人員で約2,200人と、過去最高

の水準で推移をしているものと承知しておりま

す。当県におきましては、本年10月末現在で、

覚せい剤事犯で54件、43名の検挙、これは昨年

同期比でプラス５件、10名でございます。大麻

事犯につきましては21件、20名の検挙、昨年同

期比でプラス２件、３名でございます。なお、

大麻事犯の人員の20名というのは、既に10月末

現在の段階で過去最高の数字でございます。

御質問にありましたとおり、全国的には、大

学生の大麻事件での検挙が昨今、社会問題に

なっておりますけれども、本県におきまして

は、一昨年、昨年、本年と調査いたしました

が、大学生の大麻事犯の検挙は今のところない

という状況でございます。しかしながら、大麻

事犯の検挙の内訳を見ますと、御質問でも触れ

られましたけれども、10代、20代の若者が、こ

としで65％、昨年で72％を占めておりまして、

若年層を中心に乱用されている状況がうかがわ

れ、全国と同様の傾向にあると考えておりま

す。

この種の事犯に対する警察の取り組みについ

てでございます。薬物事犯につきましては、暴

力団等の資金源ともなりますことから、これま

でも取り締まりを徹底してきたところでありま

す。大切なことは、供給源を絶つということと

需要をなくすということでございます。今後と
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も、税関、海上保安庁等関係機関と連携をし

て、密売人や末端乱用者を徹底して検挙してま

いりたいと考えております。

また、薬物の乱用防止のためには、広報啓発

活動の推進が大変重要でありますが、最近の検

挙事例からは、大麻の若者層への広がりが危惧

されますことから、若い世代の規範意識の醸成

が肝要でありまして、薬物乱用防止教室の開催

等により、特に中高校生と直接向き合う機会を

利用して、薬物乱用の危険性、有害性について

効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと

考えております。今年度は、10月末現在で、小

・中・高校生等を対象に、延べ95回、約２

万4,000人の児童生徒を対象に薬物乱用防止教室

を開催したほか、乱用防止をアピールするため

の街頭キャンペーン等を実施しております。今

後とも、県、市町村、あるいは厚生労働省麻薬

対策部局等、関係機関・団体と連携をして、広

報啓発活動についても強力に推進してまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○田口雄二議員 それぞれ御丁寧な御答弁あり

がとうございました。先ほど私は、50歳になっ

たと申し上げましたが、壇上では眼鏡は何とか

見えを張ってつけなかったんですけれども、さ

すがにここに来ると見えづらくなったものです

から、お許しをいただきたいと思います。別に

知事のスタイルをまねしているわけじゃありま

せんので、よろしく。

総裁選を華々しく圧倒的な勝利で誕生した麻

生総理の評価についてですが、先ほども申しま

したように、景気対策が最優先と言いながら、

第２次補正予算は先送りされました。緊急経済

対策のおくれから、待ち切れずに長崎県で

は、50億円の中小企業経営緊急安定化対策資金

を独自に創設することを決め、県議会に提案さ

れました。県が30億円、地元の複数の金融機関

が20億円を出資し、年末年始に向けて資金繰り

が厳しくなる中小企業に低利で貸し付けて支援

に乗り出すようです。これだけを見ても、麻生

政権にはもう期待ができないと言われていると

言っても過言ではない状況に陥っているように

見えます。早く解散総選挙をして国民に信を問

うべきだと思っております。

さて、10月28日に、日向市に進出計画を進め

る国内最大手の製材会社中国木材が、林業３連

合会と覚書の調印を取り交わしています。とこ

ろが、その席で、急激な円高などの影響で工場

進出が大幅におくれる見通しを明らかにしてい

ます。「必ず進出するが、経済状況を見ながら

タイミングを考えたい。時期は未定」と、進出

が不透明になってしまいました。地元林業関係

者も、低迷する林業の発展と早期進出を待望し

ていただけに落胆のようです。旭化成関連の新

工場の建設と中国木材の進出で地元の皆さんの

期待が大きかっただけに、非常に残念です。知

事のマニフェストの達成にも大きく寄与してく

れるものと思っていましたが、今回の件につい

て知事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中国木材の進出につ

きましては、同社と林業関係団体との間で、10

月28日に進出条件を取りまとめた覚書の調印が

とり行われるなど、立地に向けた取り組みが進

んでいるところであります。今後、厳しい経済

状況が続くと予想される中、同社の具体的な進

出計画はまだ提示されておりませんが、本県の

林業や工業などの産業振興や、新たな雇用の創

出による地域経済の活性化につながるものであ

りますので、今後とも取り組みが円滑に進みま

すよう、期待しているところであります。
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○田口雄二議員 ありがとうございます。これ

は昨日も質問がありましたが、再度お伺いをし

たいと思います。９月議会閉会日からの知事の

宮崎１区の衆議院選立候補か否かのどたばた以

来、県民は知事の本心を見た感じで、やっぱり

そうかと思った方が多いように思います。私の

周りでも、知事に対してがっかりしたという声

が多いこともお伝えしておきます。知事職の１

期全うや国政転出の件で、昨日、徳重議員の質

問にお答えになりましたが、なぜもっと明確に

断言できないのか。必ずただし書きがつきま

す。奥歯に物が挟まったような思わせぶりな話

し方で、きのうの答弁で、知事が腰を据えて知

事職に専念してくれるんだと安心した県民は少

なかったのではないでしょうか。かえって未練

たっぷりの姿勢が見えて、不信感を募らせてい

ます。しかし、知事、絶大な支持をしている県

民は、宮崎県の知事だから支持をしているのだ

と私は思っております。県民に、「任せておい

てください。心配要りません」と、力強く断言

をしていただきたいのですが、もう一度知事の

所見を伺います。

○知事（東国原英夫君） きのうも申し上げま

したとおり、私の政治行動の大命題、大前提と

いうのは、宮崎県の浮揚、発展でございます。

宮崎が、この時代に、あるいは社会状況で国の

中で埋没しないように、私は、全身全霊、一日

一日県知事職に没頭している、誠心誠意務めて

いるということでございます。きのうも申し上

げましたとおり、将来のことは予測が非常に難

しい時代背景になっております。不測の事態や

未曾有の事態が発生する可能性もありますの

で、先のことは何とも申し上げられません。し

かし、きのうも申し上げましたが、今は県民の

皆様との約束を果たすべく、マニフェストの実

行も含めて、一日一日県勢発展に全身全霊を傾

けて、今は考えられませんと、国政転身は今は

考えられませんということを、ずっと一貫して

述べさせていただいております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。また

今回もただし書きがついているわけなんです。

ただ、私が昨年当選をして以来、１年ちょっと

になりますが、昨年の議会のときには、知事

は、そこにいるときは非常にはつらつとして、

議員とのやりとりも楽しんでいるようなシーン

が見受けられたんですが、ここのところ、ずっ

と知事はそこにいるのがいかにも苦痛といいま

すか、余り楽しくないように見えるものですか

ら、議場の中でももうちょっとはつらつとした

感じでいてほしいなと思っております。またこ

れから、いろんなお誘いがあっても、それはぜ

ひ振り切っていただきまして、宮崎県発展のた

め、マニフェストの達成のために全力で取り組

んでいただきたいと思います。それがまた宮崎

県の発展にもつながりますので、どうかよろし

くお願い申し上げます。

それでは次に、多重債務の件で再度お伺いい

たします。自殺率がワースト２で、また、本県

は不名誉なことでもありますが、破産率もかな

り悪い順位です。多重債務率がもしあれば、本

県はかなり高いものが予想されます。本県にお

ける多重債務に陥る主な要因は何か、また特徴

的なものがあるのか、県民政策部長にお伺いい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 消費生活セン

ターでの相談状況によりますと、多重債務に

陥った要因として、生活費、教育費等の不足、

あるいはクレジットカードの過剰な利用などが

挙げられております。相談者の平均債務額は

約280万円となっております。また、相談者は給
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与所得者が約６割を占めておりまして、年齢層

としては20代から40代が多くなっているような

状況であります。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。そ

れでは再度、知事にお伺いいたします。先ほど

県立延岡病院を視察した感想をお伺いいたしま

した。私どもも、大変厳しい条件の中で、身を

粉にしながら日夜頑張っている医療スタッフに

は、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。先ほ

どの答弁の中では語られませんでしたが、視察

した折、地元紙に「県内には医療格差がある」

と発言していますが、何をもってそう思われた

のか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県における地域別

の医師数は、人口10万人当たりで見ますと、最

も多い宮崎東諸県医療圏が314.4人であるのに対

しまして、県立延岡病院のある県北部医療圏

は181.0人となっており、医師の地域的偏在がご

ざいます。また、新しい医師臨床研修制度の導

入に伴い、大学からの医師派遣が厳しい状況と

なったこと等から、小児科や産科、内科等の診

療科の医師が不足している圏域がありまして、

医療提供体制に地域間で格差が生じていると認

識しているところでございます。県といたしま

しては、このような医療面の地域間格差が縮ま

るよう、僻地への医師派遣、医師修学資金や医

師派遣システム等による医師確保、大学への医

師派遣の要請等の対応あるいは対策に、全力を

挙げて取り組んでいるところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。政治

も行政サービスも、公平公正が最大の原則でも

ありますので、格差是正のために全力で取り組

んでいただきたいと思っております。

再度、県病院の医師確保についてお伺いをい

たします。よく、各大学の医局に医師の派遣要

請をすると答弁いただきますが、現実はなかな

か厳しい状況です。先日の地元紙に「宮崎大学

医学部の医局も医師不足」の記事を拝見し、あ

る意味、私どもの要望に際どい牽制球を投げら

れたようにも見えます。医師不足対策で、医学

部の定員を今年度168人ふやしましたが、国は慌

てて来年度から700人ふやし、これまでで最も多

い8,486人にするそうです。これはこれで大変あ

りがたいのですが、彼らが医者になって地域医

療に来るまでには最短でも８年かかり、私たち

はそんなに待っていられません。医療現場は、

体制がいつ崩壊するかわからないほど緊迫して

おり、即効性が求められています。そこで、医

師の資格を持ちながら医療現場を離れている休

眠状態の医師が、本県には何人いるのか、ま

た、医療現場復帰にはどのような取り組みをし

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 就業していな

い医師数でありますが、平成18年12月現在の調

査で35名でありまして、このうち20名の方は70

歳以上であります。また、70歳未満の15名のう

ち、女性が11名を占めている状況にあります。

一方、医師国家試験合格者の３分の１を女性が

占めるなど、女性医師は今後ますます増加し、

それに伴いまして、出産育児で医療現場を離れ

る医師も増加することが予想されております。

このため、県といたしましては、院内保育所の

運営費を助成するなど、女性医師が医療現場に

復帰し、育児をしながら働き続けられるような

勤務環境の整備に努めているところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。やは

り予想したとおり、女性の方が非常に多いとい

うのがわかりました。女性には何かと多くの負
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担がかかりますので、少しでも軽減するような

策を講じていただきまして、できるだけ早く現

場に復帰していただくような体制を整備してい

ただきたいと思っております。

再度、福祉保健部長にお伺いします。Ｂ型・

Ｃ型肝炎の件でお伺いいたします。本県には２

万人から３万人の感染者がいると推定されてい

るようですが、これは40～50人に１人の比率で

すから、非常に多いのに驚きました。適切な治

療をしっかり受ければ、非常に効果が高く、ま

た補助金があるにもかかわらず、助成事業がス

タートして８カ月もたっていながら、他県の状

況はわかりませんが、いまだ402名しか受給者が

いないのは少な過ぎるのではないでしょうか。

うまくいけば完治し、しかも助成金まであるの

に受給者が少ないのは、今の啓発やＰＲの仕方

にも不備があるのではないかと思われますが、

福祉保健部長に今後の取り組みをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 肝炎治療費助

成事業の啓発につきましては、県庁ホームペー

ジや県の広報誌、あるいは新聞等で周知を図る

とともに、医療機関を対象に説明会を行ってき

たところであります。今後も、県民の皆様に対

しては、講演会等を開催して肝炎治療の必要性

についての啓発を行い、事業の一層の周知を

図ってまいります。また、かかりつけ医と肝炎

の専門医との連携を強化し、肝炎患者が適切な

医療を受けられる体制を整備してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 先ほども話しましたように、

今、完治に近い状態まで治せるようになってお

りますし、助成金もしっかり出せるようになり

ましたが、それを知らずに苦しんでいる方もい

らっしゃると思いますので、ぜひとも啓発には

力を入れていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

再度、福祉保健部長にお伺いします。新型イ

ンフルエンザ対策について伺います。新型イン

フルエンザ対策行動計画を年内をめどに策定す

るとのこと、市町村との連携をしっかりして万

全を期していただきたいと思います。ただ、私

ども素人判断ですが、いざ発生したら、県民

は、やはり、抗インフルエンザウイルス薬タミ

フルをすぐに投与してほしいと思うのが普通だ

と思います。抗インフルエンザウイルス薬タミ

フルを本県はどれほど備蓄しているのか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） タミフルにつ

きましては、国全体では、治療用の備蓄として

国が1,050万人分、都道府県で1,050万人分、流

通分を合わせまして計2,500万人分が確保されて

いるところであります。そのうち本県では、人

口案分による割り当て分の９万6,000人分を備蓄

しております。

○田口雄二議員 備蓄数を聞いて、安心してい

い数字なのかどうかはわかりませんが、私個人

としては、随分備蓄しているんだなというのが

実は実感です。ちょっと安心しました。しか

し、発生した場合、医療現場の最前線で働いて

いただく医療スタッフの防疫体制はどうなって

いるのか。幾らタミフルを備蓄しても、扱える

人が新型インフルエンザにかかってしまっては

どうにもなりません。医療スタッフの防疫体制

はどうなっているのか、再度、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策において、医療スタッフの確保は大

変重要でありますことから、医療機関に対しま

して、国の「医療施設等における感染対策ガイ
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ドライン」に沿ったマニュアルの整備を指導す

るとともに、患者発生を想定した訓練を実施し

ております。また、国の行動計画やガイドライ

ンによりますと、医療スタッフに対しては、第

一段階の事前準備として、プレパンデミックワ

クチンを優先的に接種するとともに、十分な感

染防止策を行わずに患者に濃厚接触した場合

は、タミフルを予防投与することになっており

ます。

○田口雄二議員 プレパンデミックワクチンと

いうのを初めて聞きましたけれども、いろいろ

医療対策も進んでいるようですね。実は私、２

月議会のときにも同様の質問をいたしたんです

が、今回の質問では、かなり体制が進んだよう

にも見えるんですけれども、その後の進捗状況

を再度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 毎年、全庁内

の情報の共有を図り、新型インフルエンザ対策

への理解を深めるために、感染症危機管理対策

本部幹事会を開催しておるところであります

が、今年度は、新型インフルエンザ対策行動計

画を策定するために、３回の幹事会を開催し、

全庁的な体制整備を進めているところでありま

す。また、保健所を中心に関係機関との合同訓

練を実施するとともに、地域住民への講演会や

県広報誌による啓発などを実施したところであ

ります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。しか

し、相手は自然の猛威であります。自然はこれ

まで、人間に何度も痛手を負わせてきておりま

す。そういう意味ではさらに準備怠りなきよう

に、よろしくお願い申し上げます。

最後に、教育長に２点お伺いをいたします。

先ほど、本年の就職内定状況をお聞きいたしま

した。現時点では前年に比較して大きな変動は

ありませんが、今後の内定が昨年同様にいくの

かは非常に心配です。求人倍率もどんどん下落

しています。本年はまだ、一たん内定を出して

いるので、企業側も、批判も大きくなっており

ますので採用する可能性がありますが、来年度

は、一気に採用枠そのものが激減するおそれが

あります。就職担当の先生方は、企業の情報収

集等、企業訪問などを積極的に行っていただ

き、一人でも多くの就職口を見つけ出していた

だきたいと思いますが、教育長の所見をお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校の生徒の就

職対策につきましては、これまで、企業の人事

担当経験者や教職経験者などを進路対策専門員

や就職支援教員として学校に配置し、求人の開

拓や進路相談などを行いますとともに、各学校

の教職員や県教育委員会事務局職員が企業を直

接訪問することによりまして、求人の確保に努

めてきたところであります。このような取り組

み等もありまして、今年度の県立高校の10月末

現在の就職内定率は、昨年同期より2.0ポイント

高い66.8％となっております。しかしながら、

御所見にありましたように、景気後退に伴う今

後の雇用については大変憂慮されますことか

ら、これまで以上に企業に足を運びまして、求

人について強力なお願いをしてまいりますとと

もに、宮崎労働局などの関係機関とさらに綿密

な連携を行うなど、就職を希望する生徒の願

い、希望がかなえられるように、全力で取り組

んでまいりたいと思います。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。卒業

生というのは、初めて社会に出るわけですの

で、そういう意味では非常に大きな夢を持って

飛び立とうとしております。そんなときに、い

きなり内定を取り消されたり、就職口がないと
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いうのは、まるで、いきなり社会に裏切られる

ような思いもするかもしれません。そういう意

味では、ニートになるというのが今、非常に大

きなテーマにもなっておりますので、就職口の

確保には全力を尽くしていただきたいと思って

おります。よろしくお願い申し上げます。

それでは、最後の質問をさせていただきま

す。先ほど大麻の検挙状況を警察本部長に御報

告いただきました。大学生はいなかったようで

すが、10代と20代が65％を占めています。余り

罪の意識もなく、軽い気持ちで手を出してし

まったのではないかと思います。そして、検挙

された若者はほんの氷山の一角ではないか、ま

だまだすそ野は広いのではないかと思います。

そして、忘れてならないのが、この大麻は覚せ

い剤への入り口である、入り口になるケースが

非常に多いという事実です。取り返しのつかな

い事態に陥る前に、大麻や薬物の恐ろしさ、失

うものの大きいこと等を、中高生のときから知

らしめる必要があります。学校における薬物乱

用防止教育の取り組みについて、教育長にお伺

いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、御所見にありましたように、児童生徒の

健全な心身の発達に悪影響を及ぼす重大な問題

として受けとめております。小・中・高等学校

におきましては、日ごろから、保健体育科の授

業はもとよりでありますが、学級活動や総合的

な学習の時間などの教育活動全体を通しまし

て、薬物乱用と健康について指導しますととも

に、警察職員や学校薬剤師等による薬物乱用防

止教室などを開催しているところであります。

また、非行防止の観点から、ＰＴＡや地域の方

々の御協力をいただきまして、巡回指導等を

行っていただいているところであります。県教

育委員会といたしましては、児童生徒の発達段

階に応じた的確な指導ができますように、文部

科学省が作成をいたしております指導資料やビ

デオ等を学校に配布して、指導の充実に努めて

いるところであります。今後とも、学校はもと

より、家庭や地域と緊密な連携を図りながら、

継続的な乱用防止対策の推進に努めてまいりた

い、このように考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございました。こ

れですべての質問を終了いたします。（拍手）

○星原 透副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 本日の質問

項目は、田口議員と、新型インフルエンザ対

策、そして大麻の乱用問題と重複しました。質

問する中で答弁がダブる部分もあるかもしれま

せんが、御了承をお願いしたいと思います。ま

た、質問のスタイルも、一通り壇上で全項目に

触れられるというものが私と一緒なので、共感

を覚えます。ただ、定額給付金に関する評価は

全く相反するものでございますので、これは残

念でありました。

それでは、通告に従い、順次一般質問を行っ

てまいります。知事を初めとして、関係各部

長、教育長に答弁をお願いいたします。

初めに、中小零細企業支援について伺いま

す。

政府・与党が去る８月29日に決定した安心実

現のための緊急総合対策、この中に盛り込まれ

ていた新しい保証制度、いわゆる原材料価格高

騰対応等緊急保証制度が10月31日からスタート

をしております。これは、売り上げの減少、原

材料価格・仕入れ価格が上がっても、値上げが

できないことによって経営が悪化し、必要な事

業資金の調達に支障を来している中小・小規模

企業者に対して、円滑な資金提供を行うための
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保証制度であります。その大きな特徴の一つ

が、対象となる業種、それまでは185業種だった

わけですが、これが545業種に、その後さらに73

業種ふえて、現在618業種となり、その結果、全

国の中小企業の３分の２、保証制度の拡充を求

める中小企業のほぼすべてをカバーできた点に

あると思います。

この制度、スタートしてからまだ１カ月

ちょっとでありますが、経済産業省の発表によ

ると、12月３日現在、全国における保証承諾件

数４万3,769件、金額にして１兆800億1,300万円

になったそうであります。本県においては、昨

日最終で、緊急保証制度を含めたセーフティ

ネット保証５号全体で97件、金額で17億7,700万

円となったようであります。なお、全国の数字

と比較すると、本県の数字はちょっと低過ぎる

のではないかと思われるかもしれませんが、県

の保証協会では、セーフティネット保証５号、

すなわち業況の悪化している業種に対して、本

年４月以降積極的に取り組み、11月末現在で328

件、金額にして64億6,300万円の保証承諾をして

おります。この８カ月間の数字は、19年度１年

間と比較して、件数で301％、金額で235％の伸

びということですので、念のため申し添えま

す。

いずれにしても、これらの数字は、日本経済

を下支えしている中小企業がいかに資金繰りに

苦しんでいたか、この実態を改めて浮き彫りに

したと同時に、この制度によって多くの中小企

業が救われたことも如実に物語っているのでは

ないかと思います。その一方で、「銀行の窓口

で早々と断られた」「なかなか保証してくれな

い」といった声も、私たちのもとに届いてまい

ります。保証承諾が先ほどの数字ですから、そ

れ以前の相談等はかなりの数になっているので

はないかということは容易に想像できます。金

融機関や保証協会において、人的または時間的

にも十分に対応し切れていない現実もあると思

いますが、中小企業の目線に立った対応をぜひ

ともお願いしたいというふうに思います。

私たち公明党県議団としても、11月11日、緊

急保証制度のスタートに当たって、制度の周知

徹底、金融機関の窓口における柔軟で丁寧な対

応、円滑でスピーディーな市町村長の認定事務

の実施、この３項目を知事に申し入れたところ

であります。県や市町村といった地方自治体、

信用保証協会や金融機関が、お互いにしっかり

と連携を密にして、今回のすばらしい制度が有

効に機能するように、全力を挙げて取り組んで

いただきたいと強く思うところであります。そ

こで、まずは、今回の緊急保証制度についてど

のように評価しているか。また、県として信用

保証協会や県内の各金融機関に対してどのよう

に働きかけたのか。以上２点について知事にお

伺いをいたします。

次の生活支援については、２点伺いたいと思

います。

まず１点目が、定額給付金についてでありま

す。政府・与党が10月末に取りまとめた、新た

な経済対策の大きな柱である２兆円規模の定額

給付金、先月12日の与党合意によって、実施に

向けスタートしているところであります。この

定額給付金は、物価高や金融危機に伴う景気の

減速といった厳しい経済状況のもと、収入の中

から貯蓄に回す余裕などない中で、消費を下支

えする効果が期待でき、家計にとって大きな救

いになることは間違いありません。ところで、

知事は11月６日の記者会見において、この定額

給付金について感想というか見解を述べておら

れます。既に１カ月が経過いたしましたが、こ
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の定額給付金についてどのように評価している

か、評価に変化があったか、改めて知事に伺い

たいと思います。

２点目は、生活福祉資金貸付制度についてで

あります。定額給付金はあくまでも単年度措置

でありますが、この生活福祉資金貸付制度は、

所得の少ない世帯、障がい者・高齢者世帯など

を対象に、国が３分の２、都道府県が３分の１

を出資して創設された公的な貸付制度でありま

す。昭和30年創設ですから、既に半世紀以上が

たっているわけですけれども、その目的は、生

業費や就学資金などを低金利あるいは無利子で

貸し付けることによって、経済的な自立を促す

ことを目指していくものであります。種類は目

的別に９種類あって、借りたいときは、市町村

の社会福祉協議会や民生委員に相談、県の社会

福祉協議会の審査が通ればオーケーということ

になります。ここで、本県における同制度の最

近の実績について、福祉保健部長に伺っておき

ます。

次に、高速バスの停留所設置について伺いま

す。

私は、九州内を高速自動車道を利用して移動

する場合、そのほとんどは自家用車での移動と

いうことになりますが、高速バスを使って福岡

に行くことも、たまにあります。その際、不思

議に感じるのが乗りおりする場所であります。

スーパーフェニックス号を利用したとき、宮交

シティを出発後、次にとまるのは都城北であり

ます。ここは停留所は本線上にあります。その

次にとまるのは小林インターチェンジでありま

すが、ここは本線を離れて料金所の手前をＵタ

ーンして乗るという形になります。その次は人

吉インターチェンジでありますが、そこでは一

たん料金所を出たところで乗りおりして、再び

料金所に入って本線に戻るという形になりま

す。何で都城北みたいに本線上に停留所がない

んだろうという素朴な疑問が起こってきます。

この疑問は、当然、現在建設が進んでいる東九

州自動車道にも向かってきます。東九州自動車

道の高速バスの停留所を、どこにどのような形

でつくられるのか、県土整備部長に伺います。

次は、薬物乱用防止問題についてでありま

す。

この件については、以前にも質問しておりま

すが、最近、大学生が大麻を自宅や寮で栽培し

たり、キャンパス内で売買して吸引したという

ことで、大麻取締法違反容疑で逮捕されるとい

う事件が頻発しております。大麻汚染につい

て、その広まりは深刻な状況にあると危惧する

ところであります。防止の観点から再度質問を

していきたいと思います。新聞報道によります

と、たばこより害がないと言われる大麻であり

ますけれども、危険性は高く、急性、慢性、い

ずれの精神障害も来す可能性があるというふう

に言われております。また、依存性は覚せい剤

より弱いものの、常用者の３分の１から半数が

依存に発展するそうであります。別の新聞報道

によりますと、現代医学は、幻覚や妄想などの

慢性中毒を治すことは可能であるけれども、薬

物依存は治療法がないそうであります。依存か

ら回復した人もいるけれども、それは治ったの

ではなく、今なおやめることを続けている状態

であるにすぎないというふうに言われておりま

す。大麻は、より強力で危険な薬物への入り口

となるゲートウエイドラッグとも言われており

ます。若者に薬物の誘惑をはね返せるだけの強

い意志を持たせるためには、教育機関や医療機

関、地域ボランティア、こういったところが

しっかり連携し、社会全体として取り組んでい
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くことが重要であると考えます。そこでまず

は、深刻な若者の薬物汚染の状況を、知事はど

のように考えておられるのか、伺いたいと思い

ます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いをいたします。福祉保健部長に答弁を求めま

す。

鳥インフルエンザウイルスが変化して、人か

ら人へと効率よく感染する疾患、これが新型イ

ンフルエンザと言われるものであります。病気

の感染をなぜ「効率よく」と表現するのか、よ

くわからないところでありますけれども、その

ように言うそうであります。Ｈ５Ｎ１というウ

イルスは、鳥からヒトへの感染も世界的に見ら

れ、2003年11月からことしにかけて世界保健機

構に報告されたＨ５Ｎ１のヒト感染確定症例数

は、世界15カ国で387人、うち245人が亡くなっ

ており、死亡率は60％を超えております。本当

に恐ろしい数字でありますが、このＨ５Ｎ１が

ヒトからヒト間で効率よく感染するように変化

するものが、新型インフルエンザになるのでは

ないかと言われているようであります。

この新型インフルエンザがいつ、どこで発生

するか、全く予測がつかないことが恐ろしく、

不安が募るところであります。流行するサイク

ルは10年から40年と言われております。ウイル

スに対する免疫が基本的にないために、一たび

発生すると、飛行機での移動などによって短期

間で世界じゅうに蔓延するということになりま

す。この世界的な流行をパンデミックと言うそ

うでありますが、これを阻止することは困難、

しかし、発生初期の段階でタミフルなどの抗イ

ンフルエンザウイルス薬の投与、そして移動制

限を行うことで流行の拡大をおくらせ、その間

にワクチンなどの開発を急ぐことは可能だそう

であります。国においては、昨年３月に、全人

口の約４分の１が感染すると仮定した対策を策

定しており、現在はこれに基づいて、大量の抗

インフルエンザウイルス薬の備蓄、また対応訓

練などが行われています。以上を踏まえ、２点

伺いたいと思います。

まず１点目に、本県では、ことし２月に合同

訓練を実施したと聞いております。実施内容と

その成果はどうであったか。また、実施した中

で課題も浮き彫りになったと思いますが、どの

ようなものが出てきたか。その解決に向けてど

のように取り組んできたのか、あるいは取り組

んでいくのか、伺いたいと思います。

２点目に、厚生労働省の専門家会議は、先月

の20日、１人でも感染者が確認された時点で、

都道府県単位に学校などを休校にし、また、不

特定多数の人が集まる集合施設に対しても営業

などの自粛を求めるなど、緊急時のガイドライ

ンの見直し案をまとめております。県として

は、それらを受け、どのように対応していくの

か。以上、福祉保健部長に伺います。

最後に、地上デジタル放送への移行について

伺います。

地上デジタル放送へ完全移行する日は、平

成23年７月24日、既に３年を切っております。

テレビでは毎日のように、普及推進キャラクタ

ーを務めるＳＭＡＰの草彅剛が地上デジタル放

送への移行を盛んにアピールしているのは、皆

さんよく御存じのとおりであります。この地デ

ジの魅力は、高画質・高音質のデジタルハイビ

ジョン放送が楽しめるだけでなく、字幕放送や

音声での解説放送など、高齢者や障がい者にも

配慮したサービス、ワンセグの充実なども期待

されているところでありますが、総務省が去る

９月に行った調査によると、地デジ対応の専用
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チューナーや対応型テレビといった受信機の普

及世帯数は2,350万世帯、普及対象の全5,000万

世帯に対して46.9％であったそうであります。

今後、完全移行日までに全5,000万世帯を達成す

るためには、半年で500万世帯を超えるペースで

普及世帯をふやす必要があるということで、完

全移行がおくれれば、放送局はその間、現行の

アナログ、地デジの両方式で放送しなければな

らないという状況に陥る危険性もあるようであ

ります。アナログ放送から地上デジタル放送へ

の移行は、まさしく国策であり、国において

は、テレビ放送を通じてはもちろんのこと、全

国各地域におけるきめ細かな説明会の開催、さ

らには、必要に応じ相談員が各家庭を訪問して

説明を尽くすとまで言っておりますけれども、

県としても、円滑な移行がなされるよう一定の

取り組みをしていく必要があると考えます。そ

こで、ここでは、県として周知広報に今後どの

ように取り組んでいくのか、県民政策部長に伺

います。

以上で壇上からの質問を終わります。後は自

席から行います。(拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 緊急保証制

度についてであります。今般の国の緊急保証制

度は、資金繰りに大変苦労している県内の中小

企業者にとって、大いに役立つものと高く評価

しているところであります。県では、国の対策

を踏まえ、県制度資金の充実強化を図るととも

に、金融機関及び信用保証協会に対し、制度の

活用を推進するため、制度の説明会や積極的な

対応を文書等で要請したところであります。さ

らに、私も金融機関を直接訪問し、協力を要請

することとしております。

次に、定額給付金についてであります。定額

給付金につきましては、生活支援という観点か

らは、少なからず家計は助かるのではないかと

考えております。また、やっていただくなら、

スピード感を持って、個人消費喚起という観点

からも、せめて年末年始、クリスマス商戦前に

やっていただく必要があったのではないかと考

えております。一方で、景気浮揚という観点か

らは、この給付金はあくまでも一時的なもので

あり、景気回復のための十分な効果を上げられ

るかどうかについては、未知数といった感じも

いたしております。

続きまして、若者による薬物乱用についてで

あります。最近の、若者による大麻等の薬物乱

用につきましては、非常に憂慮すべき事態であ

ると考えております。これは、インターネット

等で違法薬物を容易に手に入れることが可能と

なるなど、若者を取り巻く社会環境の変化が大

きな要因の一つであるとともに、違法薬物に対

する知識の欠如も背景にあると考えておりま

す。薬物乱用は、単に自分の精神や体の健康上

の問題にとどまらず、犯罪など社会全体の問題

へと発展する危険性をはらんでおり、県民全体

で取り組まなければならない課題であると考え

ております。薬物乱用防止のためには、厳しい

取り締まりはもとより、特に若い世代に対する

正しい知識の啓発が大切であり、児童生徒を対

象に薬物乱用防止教室を開催するとともに、薬

物乱用防止指導員による各地域ごとの啓発活動

や、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などを通し

て、広く県民に啓発しておるところでございま

す。今後とも、関係機関と連携しながら、大麻

等の薬物乱用防止に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

続きまして、定額給付金を地域経済の振興に

つなげるためには、まずは給付されたお金を

使っていただくことが必要かと考えております
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ので、私といたしましても、機会をとらえ、で

きれば県産品の購入などの消費を呼びかけてま

いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地上デジタル放送の周知広報活動についてで

あります。地上デジタル放送への移行は、国の

政策として推進されているもので、国及び放送

事業者の責任において、周知広報活動を実施す

べきものであると考えておりますが、県といた

しましても、すべての県民に地上放送のデジタ

ル化に対応していただけるように周知広報の徹

底を図ることは、大変重要であると認識をいた

しております。このため、県はこれまで、国及

び放送事業者が合同で実施するＰＲイベントや

市町村への説明会の開催などを通じまして、協

力を行ってきたところであります。今後は、来

年県内にも設置される予定であります「総務省

テレビ受信者支援センター」が実施する説明会

などの支援も行うこととしております。県とい

たしましては、地上デジタル放送への円滑な移

行が図られますよう、今後とも国等への協力を

行い、周知広報に万全を期してまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

初めに、生活福祉資金についてであります。

生活福祉資金の平成19年度における貸付件数に

つきましては77件で、貸付金額は7,819万1,000

円となっております。資金種類を見ますと、高

校、大学等への進学のための貸し付けである修

学資金が、42件の4,783万4,000円と最も多く、

全体の５割を超える利用となっております。ま

た、19年度末時点での貸し付け中の金額は、14

億5,580万円余となっております。

次に、新型インフルエンザ合同訓練の内容及

び訓練の成果等についてであります。新型イン

フルエンザの訓練につきましては、各医療圏ご

とに保健所を中心に、医療機関、市町村、消防

などとの合同訓練を行ってきております。この

中で、平成20年２月の「県北地区新型インフル

エンザ防疫訓練」につきましては、県北の３保

健所、医療機関、延岡市、消防署などの関係機

関から約60名が参加して実施されたところであ

ります。訓練では、新型インフルエンザ患者発

生を想定し、医療機関における患者対応や、消

防における患者搬送、関係機関との連絡調整な

どについて確認をすることができました。訓練

を通じて感染防御対策等の課題が見つかりまし

たので、それらを踏まえて、今後とも関係機関

と連携して、対策の充実に努めてまいります。

最後に、「新型インフルエンザ対策ガイドラ

イン（案）」を受けての対応についてでありま

す。国の新しいガイドライン案におきまして

は、国民への医療サービスの維持と流行による

感染拡大を最小限に抑えることを目的として、

学校の休校等の判断基準や、発生段階における

抗インフルエンザウイルス薬の流通のあり方な

どの対策が盛り込まれております。県としまし

ては、現在、「宮崎県新型インフルエンザ対策

行動計画」を策定しているところであります

が、今後、この新しいガイドラインを参考に、

必要な対応を検討してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

東九州自動車道における高速バス停留所の設

置予定についてであります。東九州自動車道に

おいては、供用区間において、現在、宮崎西イ
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ンター付近と国富の２カ所の停留所が高速道路

本線上に設置をされております。また、事業を

行っている区間につきましては、西都インター

付近と門川インター付近の２カ所が高速道路本

線上に、さらに日向インター線上の料金所の外

側と延岡インター線の市道交差点付近におのお

の１カ所、合わせて４カ所の停留所が設置され

る予定となっております。以上でございます。

〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございました。何点か伺ってい

きたいと思います。

まず、中小零細企業支援についてでありま

す。今月２日の地元紙によれば、「県は１日、

セーフティネット貸付の新規融資枠を年度当初

の52億円から100億円に拡大した」とありまし

た。これから年末に向け、中小企業の資金需要

はますます高まってくることが予想される中

で、大変心強い配慮であるというふうに思いま

す。これは高く評価したいと思います。ここ

で、県の中小企業融資制度について何点か伺い

ます。

その一つが、「みやざき頑張る企業応援貸

付」というものであります。これは、その内容

から見れば、平成16年４月に安藤前知事が創設

した「小規模企業サポート貸付」の後継ではな

いかというふうに思います。この小規模企業サ

ポート貸付は、厳しい経済状況の中で、少額で

あるにもかかわらず、金融機関がなかなか融資

してくれないと、資金繰りに苦しんでいた小規

模・零細企業の経営者にとっては、本当に救わ

れた貸付制度であったというふうに思っていま

す。この実績はどうだったか、またどのような

役割を果たしてきたと考えるのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 小規模企

業サポート貸付についてであります。その融資

実績ですが、16年度から18年度までの３年間で

件数が3,177件、69億9,889万3,000円となってお

りまして、小規模企業者の金融の円滑化に大い

に役立ったものと考えております。

○新見昌安議員 続いて、後継の「みやざき頑

張る企業応援貸付」の位置づけと実績について

はどのような状況なのか、同じく商工観光労働

部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 「みやざ

き頑張る企業応援貸付」は、小口貸付に対しま

して金融機関等から要望が寄せられてきたため

に、先ほど御質問にございましたように、小規

模企業サポート貸付の後継の貸し付けとし

て、19年10月に創設したものでございます。創

設に当たりましては、小規模企業サポート貸付

と同様に、無担保・無保証人として、融資限度

額は300万円から500万円に拡大したところであ

ります。創設から本年10月末までの融資実績

は、145件の３億2,897万円となっております。

○新見昌安議員 もう一点伺いたいと思いま

す。昨年の10月から、信用保証協会と金融機関

とが適切な責任の共有を図る、その名のとおり

の責任共有制度が導入されております。これに

よって影響を受けやすい小規模零細企業を対象

として、責任共有制度の対象外となる全国統一

保証制度ということで、小口零細企業保証制度

というものが創設されております。県の融資制

度の中では、小規模企業経営安定貸付として位

置づけられていると思いますけれども、この実

績はどうなっているか、もう一度商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 小規模企

業経営安定貸付の昨年10月１日創設からの実績
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でありますけれども、本年10月末まででござい

ますが、437件の15億1,515万円となっておりま

す。

○新見昌安議員 以上、新たな緊急保証制度を

初めとして、支援策を伺ってきたわけですけれ

ども、答弁いただいた限りでは、利用の度合い

として、ばらつきがあるように思います。要は

壇上で申し上げたとおりです。中小企業の目線

に立った、きめ細かな対応を心がけていただき

たいというふうに思います。

続きまして、生活支援についてであります

が、まず、定額給付金についてお伺いをしたい

と思います。先ほどの知事答弁、お聞きしまし

た。私の家は夫婦２人ですので、２万4,000円で

す。隣の河野県議は大所帯ですので、何と10

万4,000円だそうです。少なからずどころか、か

なり家計の助けになると思います。年度末の臨

時ボーナスというふうに、私たちは考えていま

す。知事の答弁にあるように、私もこの２

万4,000円を使って県産品を買って、県外の友人

等に送ってやりたいというふうに思っておりま

す。

まず、改めてこの定額給付金についてであり

ますけれども、総務省が先月28日に、都道府県

や政令指定都市の職員を対象にして、事業の概

要に関するたたき台を提示して説明会を開催し

ております。その状況については、報道されて

おるとおりでありますけれども、これを受け

て、本県でも一昨日、全市町村の担当者に対す

る説明会を実施したというふうに聞いておりま

す。この事業の実施主体は市町村であるわけで

すけれども、県としても、市町村が円滑に事務

を進められるように、しっかりかかわっていく

必要があると思います。取り組みを総務部長に

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 議員が今お話のよ

うに、先日、総務省から、現時点での検討内容

についての説明を受けたところでございます。

それによりますと、この事業は、市町村が実施

主体となりまして、国の補助事業として実施さ

れるということで、ほぼすべての住民を対象

に、年度内に支給を開始する内容ということで

ございます。したがいまして、支給の窓口とな

る市町村では、短期間のうちに膨大な事務を処

理する必要がありまして、やはり相当な困難が

予想されるところでございます。このため、県

といたしましては、早速、市町村への説明会を

開催したところでありますけれども、今後は、

国と市町村とのパイプ役として、情報提供ある

いは意見・要望の集約等を迅速かつ的確に行う

ことによりまして、事業の円滑な推進が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、生活福祉資金貸付制度

についてでありますけれども、多くの利点があ

る一方で、制度そのものを知らない、利用者が

少ないという結果も出ております。一昨日、厚

生労働省の地域福祉課予算係に確認したとこ

ろ、47都道府県の出資合計額約2,000億だそうで

す。このうち平成18年度末現在で、貸し付け中

の金額は約977億円、半分以下でございます。私

が持っていた３年前のデータでは、貸し付け中

の金額は約970億円でしたので、全国的に見ても

余り利用されていないということを物語ってい

るのではないかと思います。せっかくの制度で

あります。さらなる利用促進に向けて、周知に

もしっかり取り組んでいただきたいというふう

に考えますが、県としてはどのようなＰＲ活動

を行っているのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金
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につきましては、貸付主体である県社会福祉協

議会や相談窓口になっております各市町村社会

福祉協議会において、パンフレット、広報誌等

により周知に努めているところであります。ま

た、各地区の民生委員・児童委員協議会等の場

におきまして、制度の説明はもとより、活用を

促すよう要請しているところであります。県と

しましても、一層の利用を促進するために、県

社会福祉協議会と一体となった周知・ＰＲに努

めるとともに、各市町村の福祉担当部局に対し

ましても、活用促進を要請してまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 利用者が伸びないもう一つの

理由があります。それは、その使い勝手の悪さ

だと思います。「連帯保証人を立てる必要があ

る」「申し込んでから借り入れまでに１カ月程

度要する」「借りたいときに借りられない」と

いう声があります。そのため安易に高金利の消

費者金融に走ってしまう。その結果、多重債務

者になってしまうというケースもふえているよ

うであります。セーフティネット機能の充実と

いう観点からも、使い勝手がいいように、利用

面での制度改善が必要ではないかと思います

が、福祉保健部長に見解を伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金

につきましては、国が制度を定めておりまし

て、保証人の確保や民生委員の意見書の添付な

ど、一定の要件が必要となっております。当資

金は低利で、返済についても生活に著しい負担

が生じないよう、据置期間を初め、無理のない

返済期間を設定しており、条件面では極めて有

利な制度であると認識しております。今後と

も、円滑な利用が図られるよう、県社会福祉協

議会等とともに努力してまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 円滑な運用をぜひともよろし

くお願いしたいと思います。

続いて、高速バスの停留所についてでありま

す。先ほどの答弁によりますと、西都バス停留

所の次は日向ということになるようでありま

す。随分離れているなというのが率直な感想で

す。その間に新富町、高鍋町、川南町、都農町

とあるわけですが、どうしてそこには設置され

ないのか。高速バスの利用者にとっては不便き

わまりないのではないかと思います。高速バス

の停留所の設置はどのように決まっていくの

か、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路に設

置されますバス停留所の決定の過程でございま

すけれども、候補地の選定に際しては、県、沿

線市町村、バス事業者、高速道路事業者から成

るバス停留所設置のための協議会を設置するこ

ととなっております。東九州自動車道におきま

しても、平成13年度に、「東九州自動車道バス

ストップ設置連絡協議会」が設置されておりま

して、必要性、整備効果等の検討を行うととも

に、高速バス事業者、沿線市町村の意向を確認

した上で候補地を決めております。それを受

け、本線上のバス停留所につきましては、国土

交通省が位置を決定し、当時の日本道路公団に

通知をしております。また、本線外に設置する

バス停留所につきましては、高速バス事業者や

沿線市町村、停留所を設置する箇所の管理者と

の協議により、位置が決定されているところで

あります。

○新見昌安議員 関連して、もう一点伺いたい

と思います。宮崎自動車道の都城北バス停留所

の下だったと思うんですけれども、駐車場が設

置をしてあります。これは都城市が整備したと
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いうふうに聞いておりますけれども、最近よく

聞く言葉に、パーク・アンド・ライドあるいは

パーク・アンド・バスライドというものがあり

ます。これは、自宅から自家用車で最寄りのバ

ス停または駅まで行って、車を駐車させて、バ

スや電車などの公共交通機関を利用して目的地

に行くというシステムのことであります。これ

は、渋滞の緩和だけではなくて、排気ガスによ

る大気汚染の軽減、また二酸化炭素の排出量の

削減といった効果も期待されています。この点

からも、これから整備が本格化する東九州自動

車道、単に道路ができ上がればいいというので

はなくて、利用価値の高いものにする、沿線地

域における利用者の利便性の向上に寄与できる

ものとするためにも、先ほど言った高速バスの

停留所の設置、バス利用者のための駐車場の整

備、こういったものに県としても積極的にかか

わっていくべきというふうに考えますけれど

も、もう一度、県土整備部長に見解を伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道につきましては、一部区間を除いて、御承知

のとおり、平成22年度から26年度まで順次供用

が公表されているところでありまして、既に、

先ほど申し上げました高速バス停留所の設置位

置が決定しておりますことから、新たな設置は

困難であると考えております。しかしながら、

今後、高速バス利用者の利便性向上のために、

特に必要が生ずれば、県としても、関係機関と

調整を図るなど、適切に対応してまいりたいと

存じます。

○新見昌安議員 今となっては、何で早い段階

で４町の方々が声を上げなかったのかよくわか

らないんですけれども……。いずれにしまして

も、これから必要があれば、県としてもしっか

り関係機関と協議しながら調整を図るというこ

とですので、そのときはまた、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、薬物乱用防止についてでありま

す。現行の大麻取締法は、先ほど田口議員も

おっしゃいましたが、種子自体に有害性がな

い、また国際条約も規制を求めていないという

ことで、種子の所持は規制していない。また、

許可を得て栽培している正規の農家の方々を、

大麻の受動吸引から保護するために、大麻の使

用、吸引も処罰の対象になっていないというこ

とだそうです。時代状況に合わせた法の見直し

が求められているゆえんではないかと思いま

す。法の改正は国会議員に任せるとして、地方

としては、広報啓発活動にしっかり取り組んで

いく必要があるのではないかというふうに思い

ます。先ほどの答弁にあった薬物乱用防止教室

の開催状況及び薬物乱用防止指導員の配置状

況、活動状況はどうなっているか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 薬物乱用防止

教室につきましては、平成19年度は、県内の小

・中・高238校で、また、専門学校や地域団体に

対して７回開催し、薬物に対する正しい知識の

普及を図ったところであります。

次に、薬物乱用防止指導員についてでありま

すが、保護司会やＰＴＡなど11の団体、376名に

依頼しておりまして、県内各地区での薬物乱用

防止教室の開催や啓発活動に努めていただいて

おります。

○新見昌安議員 それぞれの地域においては、

薬物乱用防止指導員の存在が非常に大きいもの

があるというふうに思います。こういった方々

の資質の向上にどのように取り組んでいるの

か、同じく福祉保健部長に伺います。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 指導員の資質

向上につきましては、毎年、研修会を開催する

とともに、麻薬・覚せい剤乱用防止センターが

行う研修会へ派遣するなど、指導員としての知

識を深めていただいておるところであります。

○新見昌安議員 関連して、ちょっと古い話に

なるんですけれども、５月、６月は不正大麻・

けし撲滅運動月間だったようであります。その

成果について、同じく福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 不正大麻・け

し撲滅運動は、おっしゃるように毎年５月から

６月に実施しておりまして、この期間中に広く

県民に、大麻やケシに対する正しい知識の普及

に努めるとともに、栽培が認められていないケ

シの撤去を行っており、平成20年度は56カ所で

１万4,094株の撤去を行ったところであります。

○新見昌安議員 薬物乱用防止について最後の

質問であります。先月29日の毎日新聞に、沖縄

県教育委員会が、すべての県立高校60校を対象

として、薬物使用に関するアンケートを実施し

たところ、4.5％の高校生が大麻など薬物使用を

誘われたことがあるという実態が明らかになっ

たという記事がありました。４万6,842人の対象

者のうち４万347人が回答したようですが、誘わ

れた経験があるというのは1,821人だったそうで

あります。沖縄県の教育長は、「衝撃を受け

た。憂慮すべき非常事態」というふうに語った

ようでありますけれども、薬物が着実に若者に

忍び寄っているという実態に身震いする思いで

あります。このことは、ひとり沖縄県だけの問

題ではなく、その他の地方においても同様の問

題が発生しているのではないかというふうに思

います。本来ならこんなアンケートはやりたく

ないものですけれども、本県の未来を担う若者

たちの実態を掌握するためにも、沖縄と同じよ

うな実態調査をすべきではないかと考えます

が、教育長の見解を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、本県の学校に

おきましては、警察職員や学校薬剤師等の協力

を得まして、先ほど田口議員の質問にもお答え

いたしましたように、薬物乱用防止教室などを

実施しますとともに、保健体育科の授業を中心

に、教育活動全体を通して、心身の健康の保持

・増進に関する指導に努めているところであり

ます。薬物乱用は、児童生徒の心身の発達に悪

影響を及ぼす重大な問題であるという認識は、

私どもも全く一緒であります。お尋ねの沖縄県

でのアンケートによる実態調査ということであ

りますが、これを本県でも実施してはどうかと

いうことでありますが、これにつきましては、

教育活動全体を通して、薬物乱用の防止という

ことに努めているところでありますけれども、

念のためにと申しましょうか、そういう意味

で、実態調査については、やるかどうかという

ことも慎重に考えなきゃいけない部分もあろう

かと思いますので、何らかの形で検討はしてい

きたい、このように考えております。

○新見昌安議員 ぜひ検討を重ねた上で実施を

お願いしたいと思います。

新型インフルエンザ対策についてでありま

す。去る10月19日の日曜日に、宮崎港をメーン

会場にして大規模津波防災総合訓練が実施され

ました。私も参加させていただいたわけですけ

れども、主催は国土交通省、協賛は内閣府、後

援は公益法人等18機関、訓練参加機関は、国、

地方自治体、公共機関等76機関ということで、

陸・海・空総動員、まさしくその名のとおり、

大規模なものであったというふうに思いまし

た。地域住民もたくさん参加しておられまし
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た。どんな訓練であれ、実際に実施するという

ことによって初めて気づく点、また課題等も見

えてくるのではないかというふうに思います。

この津波防災総合訓練ほどのものは求めません

けれども、新型インフルエンザに係る訓練につ

いても、可能な限り大規模に行う必要があるの

ではないかと思いますが、福祉保健部長の見解

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君) 新型インフルエ

ンザの訓練につきましては、先ほど申し上げま

したように、これまでは、各医療圏ごとに保健

所を中心に実施してきたところであります。ま

たことしの10月には、天然痘による生物テロ発

生を想定した国、県、市町村等による共同図上

訓練が実施されたところでありますが、この訓

練は、新型インフルエンザ対策を実施する上で

も非常に有益であったと考えております。今

後、新型インフルエンザ対策行動計画の策定を

踏まえ、新型インフルエンザの大流行を想定し

た全庁的な訓練の実施について検討してまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

地デジへの円滑な移行についてです。この地

デジへの移行に便乗して、「工事が必要だ」と

言葉巧みに高齢者、障がい者に近づいて工事費

を振り込ませたりする事件も、他県では既に発

生しているようであります。このような悪徳商

法への対応について、県民政策部長に伺いま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 地上デジタル

放送移行に便乗した悪質商法につきましては、

ほかの県において、公的機関などと称しまし

て、地上デジタル放送受信に関する不当な費用

請求や勧誘を行うなどのトラブルが発生してい

るところであります。このようなことから、国

におきましては、地上デジタル放送に関する悪

質商法の窓口を設置して啓発に取り組んでお

り、県におきましても、市町村等に対して、悪

質商法に関する注意喚起を促しているところで

あります。平成23年７月24日の全面移行が近づ

くにつれまして、工事費等の架空請求などさま

ざまなトラブルが想定されることから、消費生

活センターのホームページや出前講座などにお

いて、悪質商法の被害防止に関する啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 それと、地デジへの移行に

伴って、アナログテレビが大量に排出されると

いうことも十分考えられます。リサイクル対策

など適正処理の推進についてどのように取り組

んでいかれるのか、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 地上デジタル

放送へ移行します平成23年には、全国で最大

約2,600万台のアナログテレビが排出されると予

測されております。こうした使用済みアナログ

テレビの不法投棄の防止やリサイクルの促進の

ためには、いわゆる家電リサイクル法に従って

適切に処理される必要があります。このため、

県といたしましては、不要となったアナログテ

レビが、消費者から確実に小売業者へ引き渡さ

れ再商品化されるよう、国や市町村とも連携を

しながら、啓発等に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○新見昌安議員 不法投棄等厳重に監視して

いっていただきたいというふうに思います。

最後の質問であります。昨年の６月定例議会

において、私は知事に対して、宮崎県民歌に関

連し、宮崎県の新しい宣伝歌、ＰＲ歌について

伺いましたけれども、そのとき知事は、「宣伝

歌あるいはＰＲソング、応援歌を広く県内外か

ら公募してコンペにかけ、県民の御理解、御賛
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同をいただいてＰＲソングとするような企画を

私は考えている。まだ実現に至るわけではあり

ませんが」という答弁をされました。その後ど

うなったか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎を宣伝するいわ

ゆるＰＲソングにつきましては、歌の持つＰＲ

効果が大きいことから、宮崎を宣伝する有効な

手段の一つと考えております。しかしながら、

それがＰＲソングとして広く受け入れられるた

めには、歌詞や曲の内容だけでなく、歌い手さ

んや演奏者、また、そのタイミング等にかかる

ところが大きく、事前にその効果が予測できな

いところであります。また、その制作には、歌

手等への報酬やＣＤの作成等に多額の経費が必

要となるなど、さまざまな課題もございます。

したがいまして、宮崎にちなんだ現にある歌や

これからつくられる歌を、さまざまな方々に

歌っていただくことでＰＲいただければと期待

しているところであります。

○新見昌安議員 北九州市は、ことし市制45周

年だったそうですが、北九州を元気にする応援

ソングというのをつくったそうです。これは特

定の歌手じゃなくて、15チームぐらいが一緒に

なっての応援ソングだったそうです。私はそれ

でいいと思います。宮崎を元気にしたいという

思いの方々が集まって、この宮崎をさらに宣揚

するような歌をつくる。そういった企画をして

いっていただきたいというふうに要望して、す

べての質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。一般質問に立た

せていただきます。知事並びに各部長に明確な

御答弁をいただきます。

それではまず、知事の政治姿勢について伺い

ます。

最初に、宮崎県に許認可権のある港湾の使用

についてです。県内の港には、ことしになって

からでも７月に米軍掃海艦「ガーディアン」が

宮崎港へ、８月には海上自衛隊の輸送艦「しも

きた」が宮崎港へ、護衛艦「あけぼの」が細島

港へ、掃海艇「あおしま」が福島港へ、また10

月には掃海母艦「うらが」と掃海艦「やえや

ま」「つしま」「はちじょう」が細島港へと相

次いで入港しています。このように、民間商業

港に軍艦が頻繁に入港・寄港し、自衛隊の独自

活動が展開されています。こうした軍艦の入港

・寄港に際し、県は港に停泊余地があれば拒否

できないと、いつでも無条件ですべて許可を出

しております。こういう許可のあり方自体、正

常ではないと思いますが、知事の御見解をお聞

かせいただきたいと思います。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

自衛隊艦艇の港湾使用についてであります。

このことにつきましては、港湾法第13条第２項

で、「港湾管理者は、何人に対しても施設の利

用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取り

扱いをしてはならない」と規定されております
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ので、港湾の管理上の支障がない限り、他の船

舶と同様に取り扱い、許可しているところであ

ります。なお、県といたしましては、県民の安

全確保は重大な問題でありますので、国に対し

まして、安全面に十分配慮していただくよう、

機会あるごとに申し入れを行っているところで

あります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 安全に行っていただくこと

は当然のことでありますけれども、軍艦の入港

をとりわけ問題にするのは、現在、在日米軍再

編の名のもとに、陸海空の自衛隊と米軍が一体

になって、アメリカが引き起こす無法な戦争に

日本を巻き込む危険が強まっているからです。

県内でも、新田原基地を使用した日米共同訓

練、日向灘での日米共同掃海訓練、霧島演習場

を使用した米軍の実弾訓練などが実施されてき

ました。先日は、油津港の沖合いで実施されて

いた掃海訓練で、火薬の入った機雷を訓練中に

流失させる事故を引き起こし、近海で操業する

漁船や船舶に不安を与え、怒りを呼びました。

日本共産党は直ちに、一日も早い機雷の回収と

事故の原因や訓練内容の公開など、県民の安全

を最優先させた対応を求めて申し入れも行って

まいりましたが、こうした日常的に行われてい

る各種の軍事訓練と一連の民間港への軍艦寄港

は無関係ではありません。港湾法を理由にして

おられますけれども、港使用の目的も何も一切

尋ねないで無条件で許可するなどは、一般的に

も到底考えられないことではないでしょうか。

危機管理上も問題があるのではないでしょう

か。改めて知事の御見解を聞かせていただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 防衛省にかかわる、

この国を守るという取り組みにつきましては、

県といたしましては、そこには立ち入れないと

いうことでございます。国防は、国の責任ある

管理下において遂行されているものと思ってお

ります。ただ、県といたしましては、県民の安

全確保というものが重要でございますので、そ

ちらのほうは、今後とも機会をとらえて国に強

く要望してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 立ち入れないということで

ありましたけれども、自治体が港湾管理者とし

て入港を拒否できないということはありませ

ん。実際やっているところがあるわけです。現

実には、神戸港で「非核の神戸方式」を実施

し、「核」の搭載がないなどの証明書がなけれ

ば入港を認めてはおりませんし、沖縄の那覇市

でも、ずっと入港を拒否し続けております。で

すから、県民の安全・安心を守るという立場か

ら、危機管理上も無条件で許可するということ

はあってはならないというふうに思います。私

は、宮崎でも「民間港を軍事利用させない」と

いう明確な態度でぜひ臨んでいただきたい、こ

のことを強く申し上げたいというふうに思いま

す。

続けて伺います。次に、知事にお尋ねいたし

ます。消費税問題についてです。財政制度審議

会や政府税制調査会が相次いで消費税増税の方

向を打ち出し、社会保障の財源を消費税で賄う

ことを示唆し、年内にも実施時期を明らかにす

るよう求めております。麻生首相は既に、「３

年後に消費税の引き上げをお願いしたい」「税

率は10％ぐらいのものが要るのではないか」

と、あからさまに税率10％にも言及しておりま

す。そもそも消費税は、所得の低い人にほど負

担が重くのしかかるという逆進性の大変強い、

まさに弱い者いじめの税金です。今、庶民は大

増税、負担増に苦しみ、景気の低迷は深刻な状

況です。こうしたときに消費税の増税など、と
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んでもありません。消費税の引き上げは絶対に

やめるべきと思いますが、知事の御見解を伺い

ます。

○知事（東国原英夫君） 現在の消費税５％の

うち１％分は、地方一般財源としての地方消費

税であり、また、残り４％の国税部分の一部

は、地方交付税の原資となっておりますので、

地方消費税を含む消費税は重要な基幹税である

と認識しております。三位一体の改革以降、さ

らに厳しさを増す地方の財政状況において、今

後とも確実に増加が見込まれる医療、福祉等の

社会保障や教育、警察、消防といった住民生活

に直結した不可欠なサービスを安定的に提供し

ていくためには、その財源として、税源の偏在

性が小さく、税収が安定的な地方消費税の充実

が必要であると考えており、全国知事会におき

ましても、ことし７月に、地方消費税の充実を

含む税体系の抜本的改革の必要性について提言

を行ったところであります。消費税のあり方に

ついては、今後、国の税制改正の中で議論され

るものと思いますが、引き続き、知事会を通じ

て、我々地方の意見を積極的に訴えながら、国

会等での議論を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 知事は地方消費税に言及さ

れますけれども、新たな負担を国民や県民に及

ぼして、それで地方消費税をふやすという点で

は、私は本末転倒だというふうに思います。

今、国は社会保障予算を毎年2,200億円ずつ削減

するなど、命と暮らしを支える予算を切り詰

め、また、一度きりの定額給付と引きかえに、

消費税増税の方向を指し示しております。そん

なやり方では将来不安は増すばかりです。今や

るべきことは、将来不安を取り除き、個人消費

を伸ばすことではないでしょうか。今や、イギ

リスやフランスでも、消費税の引き下げを打ち

出しました。欧州連合（ＥＵ）が金融危機と景

気後退に対応するために、各国に消費税や労働

者の所得減税を勧告したことによるものです。

こうした景気対策の世界の流れにも消費税増税

は逆行しているのが、今の日本のやり方だとい

うふうに思います。日本でも、増税ではなく、

せめて食料品にかかる消費税を非課税にするこ

となどで、家計を応援すべきだというふうに思

います。さらに言えば、この10年間だけでも、

大企業や大資産家は７兆円も減税されてきまし

た。これをもとに戻す、また、年間５兆円も費

やしている軍事費の見直しなど、この２つの聖

域にメスを入れるだけでも、消費税増税に頼る

ことなく、社会保障の安定財源を確保する道は

開けてまいります。こうした方向を追求するこ

とが、県民の暮らしを守り、地域経済を立て直

すことに道を開くことになりますから、地方消

費税がふえるからなどと安易な増収に期待する

ことなく、大局的に県民の暮らし、地域経済そ

のものを守る見地で県政に当たっていただきた

い。このことを強く申し上げて、次に移りたい

と思います。

では次に、子供のいる世帯への国民健康保険

証の交付について伺います。

親の国民健康保険税滞納によって保険証を取

り上げられ、無保険状態になっている子供が多

数いることが、全国的にも問題になり、厚生労

働省が全国的な実態調査を行った結果、中学生

以下の子供が全国で３万2,903人、県内には264

世帯427人いることがわかりました。罪のない子

供たちが医療から排除されている実態が浮き彫

りになりました。厚生労働省は、子供のいる滞

納世帯に対し、機械的に資格証明書の交付を行

わないこと、医療を受ける必要のある子供には
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速やかな短期保険証の交付を行うよう、地方自

治体に要請を行いました。既に全国の県庁所在

地と政令市のうち29市が、保険証を一律に交付

する救済措置をとるか、近く実施予定であるこ

とが明らかにされております。県内の状況はど

うなのか、また、県はこの厚労省通知をどのよ

うに受けとめ指導に生かしていくのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国からは、今

回の実態調査を踏まえまして、10月30日付で通

知がございました。県としましては、市町村に

対し、この通知の趣旨を踏まえ、滞納者の生計

状況等を十分に考慮した上で、個別に適切に対

応するよう助言指導をしているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 県内すべての自治体でしっ

かり対応していただくように、県の指導も強く

期待をしているところです。しかし今、さらな

る問題では、今回行った資格証明書交付世帯だ

けの調査では、子供たちの無保険状態の把握は

不十分であるという問題があります。それは、

資格証明書すら交付されていない世帯がかなり

あって、そこに子供たちがいるということで

す。この実態も早急に調査して対処していく必

要があると思いますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 被保険者証、

短期証、資格証明書、これらのいずれも持って

いない、いわゆる未交付世帯の状況については

把握しておりませんけれども、現在、市町村に

対して調査を行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 ぜひその調査を早急に行っ

ていただいて、子供のいるすべての世帯で無保

険状態を解消して、子供たちの健やかな成長を

保障することは、自治体、行政の務めでありま

すから、ぜひ対処していただきたい。そのため

には財政負担が生じるわけですけれども、国に

もその負担を求めるとともに、県も応分の負担

を担っていただいて、子供たちをしっかりと守

る、この立場に立っていただくことを強く求め

るものです。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

では、次に行きます。次は、重症心身障がい

児（者）施設の県央設置についてお尋ねをいた

します。

障がいを持つ子供さんを育てておられる保護

者の方々から、県央部に「重症心身障がい児施

設を建設してほしい」との強い要望が寄せられ

ております。恐らく県のほうにもそういう要望

が届いているのではないかと思うんですが、一

時も気を抜けない日々の暮らしの中で、「親の

元気なうちはまだ何とかなるけれど」と、先々

の不安が切実に語られます。現在、県内の重症

心身障がい児施設は、日南市の愛泉会日南病院

と川南町の国立病院機構宮崎病院の２カ所にあ

りますが、距離的な条件を考えれば、県央部の

設置はどうしても必要というふうに考えます。

県としては、県央への施設設置の必要性をどう

認識しておられるか、また、どのように今後対

応しようとしておられるのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 現在、県内の

重症心身障がい児施設につきましては、お話の

ように日南市と川南町の２カ所となっておりま

して、県央地域において保護者の方のニーズが

あることを承知しております。このため、県立

こども療育センターにおきまして、重症心身障

害児（者）通園事業の実施やショートステイの

拡充を図るなど、保護者の負担軽減に努めてい

るところであります。また、県央の民間病院に

おいて設置に向けた動きがありますので、県と
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しましては、今後、必要な助言等を行ってまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 当面、通園事業やショート

ステイをぜひ充実させていただきたいというふ

うに思います。また、民間病院でこの施設を立

ち上げるということで県が御努力もしておられ

るようですけれども、やはり民間病院ともなり

ますと、なかなか建設に踏み切れないというと

ころが現状かと思うんですけれども、その踏み

切れない課題は何なのかということも県はしっ

かりと把握していただいて、その問題解消のた

めにぜひ積極的な対応を行っていただきたいと

いうふうに思います。重症の子供さんたちの生

活と命を守っていかなくてはならない施設です

から、一日も早く期待にこたえていただきたい

というふうに思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。見通しなどがもしあれば、お

聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 民間病院の動

きにつきましては、私どもも御相談を受けたり

情報をいただいたりしておるわけですけれど

も、施設整備の問題もありますけれども、まず

は担当する小児科医の確保がなかなか難しいと

いうことで、当面は大人の施設から手をつけて

いきたいという意向を聞いております。

○前屋敷恵美議員 確かに、施設そのものがで

きても、マンパワーがそろわないと成り立って

いかないことは事実ですので、医師確保に、あ

わせて御努力をしていただきたいというふうに

思います。

それでは、続いて、河川のしゅんせつについ

て県土整備部長にお尋ねをいたします。

県内の多くの河川で、河床の上昇が常態化し

ている状態があります。このことが台風時など

の河川のはんらんの原因ともなっていることが

考えられ、それぞれの地元から河床のしゅんせ

つ、いわゆる掘削をしてほしいという要望が強

く寄せられております。来年度の予算編成の時

期でもありますので、ぜひ積極的な予算化で期

待にこたえていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成17年の台

風14号を初めとしまして、近年の多発する集中

豪雨による山腹崩壊などによりまして、御指摘

のとおり大量の土砂が県内河川に堆積しており

ます。そのため、平成17年度から19年度末まで

に、五ヶ瀬川や小丸川など、治水上、緊急性の

高い箇所を優先的に、おおよそ28億円の予算を

投入しまして、約180万立方メートルの土砂を除

去したところでありまして、本年度も２億円余

の予算で年度末までに約23万立方メートルの土

砂を除去することとしております。今後とも、

掘削した土砂を公共事業の盛り土に使用するな

ど、積極的な活用を図りますとともに、公募に

より募集した砂利採取業者に搬出させる制度、

こういったものも活用しながら、引き続き、治

水安全度の向上のために、来年度以降、堆積土

砂の除去に努めてまいりたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 御努力しておられることは

十分理解するんですけれども、なかなかそのこ

とが今の県民の皆さん方の期待に追いつかな

い、要望に追いつかないという状況だというふ

うに思うんです。厳しい財政状況ではあります

けれども、地元の公共事業の拡大にもつながる

ことだというふうに私は思います。新年度の予

算は、不用額を余り出さないような適切な予算

を組んで、そういう努力もしていただきなが

ら、必要なところに予算を回すという県民の皆

さんの期待にこたえられるような予算編成を

行って、積極的に対応していただきたいという
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ふうに思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

では、続いて参ります。次は、中小・零細企

業、また農家への金融対策、財政支援、雇用対

策などについて順次お伺いをしていきたいと思

います。

長引く景気低迷の中で、中小・零細企業はい

つ倒産してもおかしくない、こういう状況に

至っているのではないでしょうか。帝国データ

バンクの調査でも、中小企業の約３社に１社

が、年末にかけ資金繰りが厳しくなると答えて

います。中小・零細企業の資金繰りと仕事の確

保をきちんと行い、安心して年を越せる状況に

する必要があります。今、中小・零細企業への

融資も厳しさを増していますが、信用保証協会

の保証承諾の状況や制度融資の状況、また貸し

渋りや貸しはがしなどといった問題はないか、

あれば適切な指導も求め、商工観光労働部長に

状況も含めてお伺いをしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 信用保証

協会の保証の状況から申しますが、本年の４月

から10月末までの保証承諾状況は、件数が4,128

件、保証承諾額は400億円余となっておりまし

て、いずれも前年同期比９％以上の増となって

おります。今後、年末を迎えまして、中小企業

の資金需要も本格化しますことから、県制度の

中で最も有利なセーフティネット貸付につきま

して、対象業種の拡大でありますとか融資要件

の緩和を行いますとともに、融資枠自体を12月

１日に100億円に拡大するなど、制度の充実強化

を図っているところであります。また、その融

資保証関係がスムーズにまいりますように、市

町村、商工会、商工会議所等を通じまして、制

度の周知を図りますとともに、金融機関とか信

用保証協会に対しまして、積極的な対応をお願

いしているところでございます。

○前屋敷恵美議員 今、セーフティネット貸付

の枠をふやしたということで、年末に向けて、

この融資枠拡大というのは大変評価ができるこ

とかなというふうに思います。それで、融資に

対しては、もっと柔軟に、業者の立場に立って

融資が活用できるような、そういう施策が必要

じゃないかというふうに、私は思います。その

一つには、利子補給や保証料負担のための財政

措置の拡充を図るということや、貸し付けの際

に必要となっている認定書の発行などを自治体

が迅速に行うようにすること、すぐにでも借り

られるという体制をつくるということ、また、

県や市町村の制度融資で、添付が義務となって

おります市町村民税の完納証明書を融資要件か

ら外すというようなことも行いながら、すぐに

使える使いやすい融資ということで対応するこ

とが必要じゃないかというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県の制度

融資につきましては、金融機関に対しまして原

資を預託し、例えば信用保証協会に対する保証

料、実際借りる方が保証料が安くなるように、

保証協会に対して保証料を補助する。また、保

証協会が、代位弁済が発生した場合に損失補償

するということによりまして、中小企業の方の

金融の円滑化とか負担軽減を図っておるところ

でございます。そして、今年度につきまして

は、その保証の枠について、前年度新規融資が

トータルで328億円に比べまして164億円多い492

億円の保証額を用意しているところでございま

す。そして、それを実行するための先ほどの保

証料に対する補助、あるいは代位弁済の損失補

償の予算枠を確保しておりますので、それにつ

いては十分対応できるというふうに思っており
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ます。それと、必要な制度融資に対する市町村

の証明の関係でございますけれども、先ほど申

しましたような県の制度融資に対して、県のト

ータル予算額が県単で286億円を要しているわけ

でございまして、その制度を安定的に維持して

いくためには、税金の完納は必要というふうに

考えております。ただ、市町村の認定というの

は、迅速にやることが非常に大事なことでござ

いますので、それにつきましては、緊急保証制

度を発足するに当たりまして、市町村担当者に

対する説明会を実施しますとともに、商工会等

にも認定の協力をお願いしたところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、融資制度が柔軟な対

応で即使えるというような形で進めていただき

たいと思います。中小企業というのは地域経済

を支えているかなめですから、今こそしっか

り、それぞれの経営を支えて、地域経済を守り

活性化させる、この観点を重視して、今後の対

策にもぜひ当たっていただきたい、そういうふ

うに思います。よろしくお願いいたします。

同じく、農業分野でお尋ねをいたします。

今、減反を押しつけられながら輸入自由化が推

し進められ、自由競争路線の中で収入が激減

し、農業が続けられなくなっている米農家を初

め、原油高騰の影響をもろに受けて経営が苦し

くなっている施設園芸農家など、農業分野でも

しっかりと今、農家を支える手だてが求められ

ているというふうに思います。この間、原油や

飼料高騰での対策の取り組みが行われてまいり

ましたけれども、この取り組みの経過と現状に

ついてお伺いをさせてください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 長引く原油や

飼料価格の高騰によりまして、経営費が増加

し、一方では農業所得が減少するなど、農家経

営に対する深刻な影響が出ております。このた

め、県といたしましては、県単独の緊急支援資

金の大幅な拡充や新たな利子補給事業の創設を

行うとともに、施設園芸におきましては、省エ

ネ効果の高い二層カーテン等の整備への重点的

な支援、それから畜産におきましては、国の緊

急対策等を活用して、自給飼料の増産、家畜の

生産性向上対策を実施することなどで、農家経

営への影響緩和を図っているところでございま

す。また、こういった対策とあわせまして、農

業普及部門を中心に、市町村やＪＡと一体とな

りまして、「原油高騰に負けない技術力アップ

作戦」を展開いたしまして、繰り返し現地で農

家に出向きまして巡回指導を行い、個々の農家

の声に耳を傾けながら、影響緩和のためのきめ

細かな支援を行っているところであります。今

後とも、関係団体・機関と連携しまして、経営

安定に向けた効果的な支援に努めてまいりたい

と考えております。

○前屋敷恵美議員 続いて、汚染米で問題とな

りましたミニマムアクセス米ですけれども、こ

のことが、やはり農家に厳しい状況を強いてい

るというふうに思います。私は国に、このミニ

マムアクセス米の輸入削減・中止を要求するの

はもちろんのこと、関税の引き下げ、輸入自由

化に応じないことも、あわせて要請すべきだと

いうふうに思います。それとあわせて、県とし

ても価格保証の対策を講ずるべきだというふう

に思います。また、農家への融資制度の活用

も、利用しやすいように見直して積極的に生か

していく。そのことがとりわけ重要で、これま

でも、いろいろ農家を支える施策も行ってまい

りましたけれども、本当に農家を応援する、

使ってよかった、農業が続けられるというよう

なものにならなくてはいけないというふうに
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思っております。そのところもあわせて、農政

水産部長にお答えいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ＭＡ米、いわ

ゆるミニマムアクセス米でございますけれど

も、これはガット・ウルグアイ・ラウンド農業

合意に基づきまして、平成７年から輸入が行わ

れておりまして、これまで902万トンが輸入され

ております。ＭＡ米の主な用途としましては、

国産米ではコストの合わない、みそ、せんべ

い、酒造用原料などの加工用米として利用され

るなど、米生産農家に対する一定の配慮がなさ

れております。県といたしましては、現在、Ｗ

ＴＯ農業交渉が継続されているところでありま

して、ＭＡ米の取り扱いも含めて、その交渉の

行方は、農業・農業者等に大きな影響を与える

ことが懸念されることから、その行方を注視し

ながら、関係団体と連携し、適切な対応をする

よう国に要望しているところであります。

それから、米生産農家の支援策ということだ

と思いますけれども、米生産農家につきまして

は、国の水田経営所得安定対策や米政策改革推

進対策の中で、その加入者に対しまして、米の

収入が減少した場合、一定の補てんが行われて

いるところであります。県といたしましては、

引き続き、これらの対策の活用促進を図ります

とともに、関係団体とも連携しまして、稲作の

生産コスト低減に向けた技術支援や機械・施設

導入への助成制度の活用等によりまして、米生

産農家の経営安定に努めてまいりたいと存じま

す。

○前屋敷恵美議員 米生産農家は、本当に今、

厳しい米の価格低下の中で大変な状況にありま

す。今、１俵当たりの生産費は約１万7,000円に

対して、収入はそれに及ばないという状況の

中、時給に換算すると256円ということで、県の

最低賃金にもはるか及ばないという中で、農家

の皆さん方が営農に励んでいらっしゃる状況で

す。やはり、しっかり農家の暮らしそのものを

支えるという立場からも、この価格補償の制度

も含めて充実を図っていく必要があるというふ

うに思います。また、私は、しっかりと農家の

後継ぎをつくっていくという後継者対策も、力

を入れなければならない課題だというふうに思

います。来年度の予算編成の時期でもあります

ので、この後継者対策などで、今、直接補助、

直接支援を充実させる予算をぜひ確保して、農

家が農業をしっかり引き継いでいけるような、

そういう手厚い制度にしていく必要があるとい

うふうに思います。県の今後の見通しなど聞か

せていただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減

少、それから高齢化が進行します中で、将来の

本県農業を支える新規就農者の育成確保は大変

重要な課題であると認識しております。新規就

農者への支援につきましては、具体的には、県

内外での就農相談会や農地・施設情報の提供、

さらには、みやざき農業実践塾における研修、

それから農業改良普及センター等によります就

農後の重点指導など、就農啓発から定着までの

支援を行っているところであります。その中

で、新規就農者の負担軽減の視点から、社団法

人宮崎県農業振興公社の基金を活用いたしまし

た研修経費の助成や奨学金の貸与、さらには施

設・機械等の整備に係る無利子資金の貸し付け

などの支援を行っております。今後とも、市町

村、ＪＡなど、関係機関・団体と連携を図りな

がら、新規就農者の育成確保に向けた総合的な

支援に努めてまいりたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 よその県では、新規就農者

に対して月々10万円から15万円支給し、そして
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農業に従事し３年また５年続ければ、あとは返

還は無用というような、本当に農業をしっかり

とやっていこうという方に対しては手厚い制度

などが充実しておりますので、この宮崎におい

ても、食料基地を自負する宮崎ですから、ぜひ

そういった手当て、対策を強化していただきた

いというふうに要望いたします。

それでは次に、雇用対策に移らせていただき

ます。景気の悪化は、完全失業率や有効求人倍

率を深刻に悪化させております。宮崎労働局

は、「10月の県内有効求人倍率は前月比0.02ポ

イント減の0.52倍の低水準に陥った」と発表

し、「世界的な金融情勢の悪化に伴い景況感が

冷え込んでおり、製造業やサービス業を中心

に、さらなる雇用情勢の悪化が懸念される」と

分析をしております。今、一度失業すると簡単

に仕事は見つからない、こういう深刻な状況に

立ち至っております。厚生労働省が行った調査

で、非正規労働者の雇いどめの現状が明らかに

なりました。全国では３万67人に及び、宮崎県

は578名という状況が示されております。その大

半を国富町の日立プラズマディスプレイの派遣

労働者の解雇で占めるという問題が明らかにな

りました。この問題についての対応、県の対策

について伺いたいというふうに思います。

県の誘致企業として国富町で操業してきた、

当初の富士通から日立製作所の完全子会社と

なった日立プラズマディスプレイが、生産コス

ト削減につながるとして生産ラインを変更し、

大規模な従業員の県外への配転や解雇を行おう

としており、聞くところによりますと、正規労

働者の約半分に当たる500名の県外への配置転

換、約400名の派遣労働者を派遣元に戻す、事実

上の解雇を行うと言われております。こうした

実態を県はどのように把握しておられるのか、

また労働者の働く場と暮らしをどう守っていく

のか、また日立プラズマに誘致企業としての責

任をどのように果たさせるのかなどについて、

まず県当局の対応を、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日立プラ

ズマディスプレイ株式会社国富工場におきまし

ては、現在行っておりますプラズマディスプレ

イパネルの製造を来年３月までで終了して、モ

ジュール製造のみに特化するということでござ

います。それに合わせまして、社員の雇用の確

保につきましては、全力で雇用維持を図るとい

うことで、現在、同社において鋭意検討を進め

ておるというふうにお聞きしています。また、

派遣社員につきましては、プラズマディスプレ

イパネルの生産の終了に伴いまして、来年３月

末までに派遣元に返すというふうに聞いており

ます。

○前屋敷恵美議員 そういう状況をつかむ中

で、日立プラズマにはそういう方々の対応につ

いてどのように求めておられるんでしょうか、

県としての方向を。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 会社にお

きまして、まず社員の方の雇用の確保について

一生懸命努力するということでございますの

で、今、会社のほうの検討をお待ちしていると

いうことでございます。

○前屋敷恵美議員 日立プラズマは、県の誘致

企業として、長年、地元の雇用、また県外から

も宮崎に永住しようと移ってきた労働者の方々

を中心に操業を続けてきた会社です。会社の経

営方針とはいえ、一度に今回のような大量の人

員整理という一方的なやり方は、私は許されな

いというふうに思います。今回、仮に県外への

配置転換や雇いどめが強行されると、従業員家
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族の生活破壊は火を見るよりも明らかでありま

す。県外からやってきて家を建て、支払いはこ

れからという方、夫婦の両親を呼び寄せてとも

に生活を始められたという方、子供を抱えて共

働きの世帯などいろいろです。今後どうなるだ

ろうかと、不安が渦巻いていると聞いていま

す。それぞれの労働者にはそれぞれの暮らし方

があるわけです。せめて会社は、従業員各人の

希望を聞き、丁寧に対応することをしなくては

ならないと思いますけれども、今どういうふう

な状況にあるのか、ぜひお伺いをしたいと思い

ます。また、その辺がわからなければ、ぜひ積

極的に日立のほうに問い合わせをしながら状況

も把握していただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほどか

ら申し上げますように、会社につきましては、

社員の雇用の確保に全力で努力するということ

でございます。その対応につきましては、今お

話にございましたけれども、社員の方々のいろ

んな事情、その辺も踏まえながら、認識された

上で取り組んで、一生懸命努力されているとい

うふうに思っております。

○前屋敷恵美議員 私は、今の時点で会社の努

力だけを期待するということは、非常に自治体

としても無責任なやり方じゃないかというふう

に思うわけです。今、派遣労働者のことが全国

的にも問題になっておりまして、いつでも首が

切れるような、会社の経営上の調整弁ともなっ

ているのが派遣労働者の実態であります。今回

の日立プラズマディスプレイでは、400名の方々

が対象になって派遣元に戻されるということを

聞いておりますけれども、派遣元に戻された

ら、それから先の雇用についてはどういうふう

な責任を負うのか。今、この問題も厚労省が適

切な指導を求めるという状況にも至っておりま

す。この派遣労働者については、それぞれが契

約満期を迎える方々なのか、また途中解雇とい

う状況になるのか、私はその実態もぜひ把握す

る必要があるというふうに思います。

特にこの派遣労働者の方々について言えば、

会社の寮などに身を置いている方であれば、解

雇と同時に住む家さえ失うということになりま

す。ましてや、次の仕事の保証があるのかどう

か、今お話ししましたけど、そこのところも非

常に不透明であります。年の瀬を迎える、そう

いう状況の中で、会社のほうは、また来年３月

までというようなことも言っているようであり

ますけれども、３月、年度末となると、子供さ

んを抱えた世帯などは大変厳しい状況に至ると

いうふうに懸念されるところです。こうしたさ

まざまな不安な事態に追い込まれようとしてい

るのが、今、日立プラズマディスプレイに身を

置く従業員の皆さんではないでしょうか。

この日立プラズマディスプレイは、県の誘致

企業として、県からの支援、また地元国富町か

らの手厚いいろいろな支援を受けながら、これ

まで操業を続けてきた企業です。労働者、地元

と企業は、一体不可分の関係で進めていく必要

があるというふうに思います。一方的な解雇に

甘んじるということがないように、県はぜひそ

この責任をとることが必要じゃないかというふ

うに思いますが、今後の見通しなどを聞かせて

いただきたいと思います。対応の見通しも含め

てです。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日立プラ

ズマディスプレイに関しましては、ことしの10

月、知事が直接、本社であります日立製作所に

も参りまして、雇用の確保とか事業の継続と

か、いろいろ協力をお願いしまして、会社のほ
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うも全力を挙げて取り組むということでありま

すので、その会社のほうの努力を十分見守って

いきたいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、これほど大量の県外

への配転や解雇、このことは労働者自身の暮ら

しを脅かすと同時に、地域経済にも深刻な影響

を及ぼすことになるというふうに思います。私

は、こうした状況を放置しておくことはできま

せんし、県は何らかの対策を講じなければなら

ない、そういうふうに思います。今、御答弁が

ありましたように、また、きのうの質問の中で

のお答えのように、知事が親会社の日立製作所

に出向いて、国富工場における事業展開と雇用

の確保を要請したということでございますが、

私は非常に評価に値する行動だったというふう

に思います。

その先が問題なのでありまして、日立製作所

は、この不況の中でも年間売り上げ５兆円を超

すというような大企業です。営業利益は1,970億

円に及ぶという状況の会社です。仮に日立プラ

ズマの経営が厳しいというのなら、親会社の日

立製作所がしっかり手を入れて、従業員の雇用

を守るべきだというふうに思います。そうでな

くて、さらに営業利益を上げるための手段だと

したら、これほど労働者を犠牲にした横暴・勝

手は、許されないというふうに私は思うんで

す。先ほど紹介もいたしましたが、これまで県

の誘致企業として、地元や県の手厚い優遇策を

受けながら営業を続けてきた会社ですから、社

会的責任をしっかりと果たしていく、私はこの

ことが重要だというふうに思います。

聞くところによりますと、今、個別に、配置

転換で県外の工場に行くか、そうでなければ退

職かというような、二者択一を迫るようなやり

方も行われているやに聞いております。私は、

非常に冷たいやり方だというふうに思います。

今、新たな生産ラインをこの国富工場に持って

くるというお話もありましたが、その方向性が

あるのであれば、その見通しを具体的に従業員

の方々にも示して、先の見通し、自分たちの身

の振り方の判断ができるような条件も提示しな

がら、県外の工場に行くのかどうかというとこ

ろも含め、そして、それぞれの暮らし方の実態

に合わせて、それができない家庭もあるでしょ

うし―それならば退職だ、首切りだというよ

うな迫り方はないというふうに私は思うんで

す。今後、この国富工場での新たな生産ライン

の見込みも示しておられるわけですから、県は

その辺のところをもっと具体的に事情聴取もし

ながら、労働者の皆さんのこれからの暮らしを

守っていくという方向のために努力をすること

が必要だというふうに思いますが、知事、いか

がでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 先日、私が上京しま

して、日立プラズマディスプレイ、同社及び親

会社である日立製作所の社長等にお会いしまし

て、国富工場における事業展開と雇用の確保を

確実に実行していただくように、直接強くお願

いしたところであります。現在、日立グループ

においては、全力を挙げて対応していただいて

いるところであります。その非正規雇用の雇用

問題につきましては、労働者派遣法等々も含め

まして、雇用対策は政府与党・野党からいろん

な対策が出ておりますので、国の動向も見詰め

ながら、順次スピード感を持って対応していか

なければいけないと思っております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、そこで働く方々が、

家族も含めて、この年の瀬、そして年を越して

からも路頭に迷うようなことがないように、そ

こは大企業としての、また誘致企業としての責
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任を持って対処していくことが―そして、や

はりそれはスピード感を持ってやらないと、従

業員の方々も今後の生活設計ができないという

ことに至っているというふうに思いますので、

その辺は、ぜひ県も密な連絡もとりながら、具

体的なところをぐっと引き出していただいて、

従業員の皆さんの安全・安心を図っていくとい

う方向で進めていただきたいと思いますが、部

長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 私どもの

聞いている限りでは、日立グループ、一生懸命

やっていただいておりますので、私どもも協力

できることは一緒に取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。

○前屋敷恵美議員 ぜひそういった方向で、県

民の暮らしそのものをしっかりと支えるという

立場に立った行政を行っていただきたいと思い

ます。私はきょう、さまざまな分野で働く県民

の皆さん方の立場に立って、県がいかにそう

いった、今、不況の中で暮らしておられる県民

の皆さん方の暮らしや経営、農業をどう支えて

いくかという点で、県民の皆さんの立場に立っ

た、心に寄り添う行政を進めていくということ

が必要だという立場から、それぞれ質問をさせ

ていただきました。消費税の問題にも言及いた

しましたが、消費税はまさに国民の暮らしその

ものを脅かす制度でもございますので、そのと

ころも含めて、これから県民のための行政をよ

り一層進めていただくことを申し上げて、一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村賢でございます。既に質問済みの項目も

ありますので、一部割愛いたしますが、通告に

従いまして質問をさせていただきます。

東国原知事の知名度は、本県にとって、もは

や財産であり、知事のトップセールスのおかげ

で、本県の観光地や県産品などがマスコミ等で

紹介されることがふえたことは、県民も周知の

ことです。これまでも宮崎県のＰＲにはさまざ

まな手法を用いてまいりましたが、トップがか

わることでこれほどまでに劇的に変わります

と、逆にこれまでの県の情報発信、ＰＲのあり

方も考えさせられます。宮崎県の情報発信につ

いて質問いたします。

まずは、県が眠っている地方の宝を求め募集

しました「ふるさと遺産」について質問いたし

ます。東国原知事が就任して以降、この県庁を

ＰＲすることで、72万人をも超える観光客が県

庁に押し寄せ、一大観光地となりました。当然

その中には、初めて県庁に来る県民、そして数

十年ぶりに来たという方も多く、県庁を身近に

感じる機会がふえたのではないかと思います。

一昨年の官製談合事件で印象が悪くなったこの

県庁のイメージを刷新するには、非常に大きな

効果を与えたと思っております。このように、

今まで地元の人が存在を知っていながらも観光

などに結びつけることのできなかったものを、

県がバックアップし、一つの名所としてＰＲし

ていこうというものですが、県内地域の歴史や

自然、風土などを考えると、非常にすばらしい

アイデアだと思います。報道によりますと、210

件くらいの応募があったようですが、その応募

で紹介のあったものを今後どのように利用して

いくのか、物や場所によっては管理者の制限な

ども考えられますが、どう活用していくのかお

尋ねいたします。

続きまして、県が委嘱されている「みやざき

大使」について質問いたします。県内観光地や
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物産のＰＲを行うのは、何も知事だけの仕事で

はございません。知事も公務多忙の中、全国各

地でＰＲしていくには時間的な限界もあるで

しょうし、また、知事の知名度が既に全国区と

なった今、これ以上の効果が図れるのかもわか

りません。逆に言えば今これからが、まさに県

民総力戦が必要なときであると思います。そこ

で、先月、隣の熊本県が熊本県出身タレント、

スザンヌ（本名、山本紗衣）さんを熊本県宣伝

部長に起用しまして、その意外性は広く報道さ

れておりました。どうやら宣伝部長というの

は、熊本県が農畜産物の販路拡大や観光立県を

推進するため新設したポストであり、スザンヌ

さんは新聞や雑誌等の広告に登場し、企業誘

致、またホームページで熊本県の観光地などを

ＰＲ、県の主催イベントにも出演するというこ

とですが、これを聞いておりますと、ふだん知

事が行っていることと全く同じことのように感

じました。そのような東国原知事の日々の努力

にも敬意を表しながらお尋ねいたしますが、本

県も、ゆかりのある著名人などに「みやざき大

使」を委嘱されているとは思いますが、知事は

就任当初、前知事時代の「ほっとみやざき観光

大使」のあり方について見直すとおっしゃって

おりました。そこはどう変えたのでしょうか。

以降は、自席より一問一答方式にて質問させ

ていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

「宮崎遺産」の活用についてであります。

「宮崎遺産」につきましては、現在多くの観光

客が訪れている県庁舎のように、本来高い集客

力を有する埋もれた地域資源を発掘し、新たな

観光資源として活用したいと考えております。

今回、予想を上回るたくさんの応募がありまし

て、反響も大きかったことから、現地調査や外

部有識者等の意見も踏まえながら十分な審査を

行い、年度内には認定したいと考えておりま

す。認定後は、その遺産を生かした観光振興が

図られるよう、市町村や地域の方々などと連携

して、観光客の受け入れ体制等を整備するとと

もに、パンフレットやホームページなどによる

ＰＲ、旅行代理店や報道機関等への情報提供な

どにより、その魅力を積極的にアピールし、県

内外からの誘客を図ってまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、「みやざき大使」についてであ

ります。全国に宮崎の魅力をアピールするため

には、県外に在住する宮崎ゆかりの方々が、日

常のさまざまな機会において、宮崎の魅力を御

紹介いただくことが効果的であり、かつ重要で

あります。そこで、昨年度に、これまでの

「ほっとみやざき観光大使」を見直し、観光だ

けにとどまらず、農産物や特産品、文化など、

本県のさまざまな魅力をＰＲしていただくた

め、「みやざき大使」を創設し、情報発信力の

強化を図ったところであります。以上です。

〔降壇〕

○西村 賢議員 今の「宮崎遺産」についてで

すが、募集は非常に好調だということで、これ

は毎年続けてもいいのではないかなと思ってお

ります。例えばカテゴリー別に分けて募集して

みるのもいいかもしれませんし、応募していた

だく方が常に楽しく応募できるようにしていた

だくこともあわせてお願いいたします。

さて、「みやざき大使」につきまして再質問

を申し上げますが、「みやざき大使」を活用し

たＰＲを県は事業化しておられますが、実際ど

なたが「みやざき大使」なのか、私は存じ上げ

ません。また、県のホームページなどを見て
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も、特にそのようなものは載っておりません。

県民や県外の方々は、大使になっている方を知

ることはできないのでしょうか。知事にお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 「みやざき大使」に

は、本県出身のスポーツ・芸能関係者を初め本

県勤務経験者など、各界で活躍されている138名

の方々にお願いしているところでございます。

現在、芸能関係者など著名な方々については、

お名前等を公表しておりまして、今後、県のホ

ームページ等に掲載しＰＲしてまいります。そ

れ以外の大使の方々につきましても、御了解い

ただいた方々については、ただいま公表の方法

を検討しているところでございます。

○西村 賢議員 名前がわかっていれば、県民

も「この人知っている」ということもあります

し、例えば個人的なつながりがある場合は、地

域の特産品でありますとか旬のものなどを送っ

たり、企業であれば新製品などを送ったりし

て、非常に県から離れたところで勝手に宮崎の

ＰＲができると思います。住所等まで載せる必

要はないとは思いますけれども、今後、ぜひそ

のような有効活用は考えていただきたいと思い

ます。

さらに質問を続けます。また、多忙な知事に

かわって働いてもらえる、例えば熊本県の宣伝

部長のようなもののかわりに、「みやざき大

使」をそのように有効的に使ってはいかがかと

思います。知事とは異なりまして、公職選挙法

に触れることも少ないとは思いますが、この活

用についてどう思われますか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 「みやざき大使」の

方々には、日ごろから、本県の観光地をデザイ

ンした名刺の活用や全国各地で開催される宮崎

フェアへの応援、宮崎への旅行の企画等、さま

ざまな御協力をいただいておるところでござい

ます。また、スポーツ・芸能関係の方々には、

テレビ番組や情報誌のインタビュー等で宮崎を

紹介しＰＲいただいております。このように、

それぞれのお立場で、さまざまな情報発信に御

協力いただいておりますので、県といたしまし

ては、宮崎の旬の魅力や情報を的確にお伝えし

ていくことで、「みやざき大使」の方々がより

効果的な情報発信ができるよう努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 活用法はいろいろあるとは思

いますが、ぜひ有効的に活用していただいて、

知事が少しでも身軽になっていただくようにお

願いいたします。

続きまして、さらに再質問させていただきま

す。県の「みやざきＰＲネットワーク強化事

業」では、「みやざき大使」を昨年115人に委嘱

し、「みやざき応援隊」274名の認定を行い、ま

た、みやざきブランドの確立のために、「情熱

みやざき！サポーター制度」でサポーター115名

を育成しております。役割、選考基準などは若

干違うかもしれませんが、重複しておられる方

がいたとしても、500名以上の方々を認定するこ

とは必要なのでしょうか。また、先ほどの知事

答弁では、「ほっとみやざき観光大使」の「観

光」を抜いたことによって、観光以外にも県産

品のＰＲをやっていただきたいということで、

「みやざき大使」に統一した、変えたというよ

うな話があったんですが、それであれば一つに

まとめてもいいのではないかなと思います。知

事はどうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 宮崎を応援いただく

これらの方々には、本県の観光地などをデザイ

ンした名刺や県の情報誌等をお送りし、それら
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を日常の活動の中で御活用いただくなど、本県

のＰＲを無報酬、ボランティアで行っていただ

いておるところでございます。「みやざき大

使」というのは、基本的にはこちらからお願い

する、「みやざき応援隊」というのは自発的に

していただく、「情熱みやざき！サポーター」

の方々には県産品などをお送りするというよう

な区分をしておるところでございます。これら

の方々が全国各地、各界に多数いらっしゃるこ

とは、本県にとっては本当に心強くありがたい

ことでありまして、本県をアピールする上で大

変効果的であると思っております。

○西村 賢議員 続いて、商工観光労働部長に

お伺いいたしますが、19年度決算の主要施策の

成果に関する報告書では、この「みやざき大

使」と「みやざき応援隊」より、全国各地か

ら、また多方面から情報が発信されるなど、情

報発信力が強化されたとありましたが、どのよ

うな見地から強化されたと感じたのでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど知

事が申し上げましたとおり、新たな「みやざき

大使」につきましては、スポーツ・芸能関係者

あるいは報道関係者など、さまざまな分野で活

躍されている方々に御就任いただいておりま

す。それら各界の情報発信力のある方々により

まして、観光だけにとどまらず、農畜水産物や

物産、文化など、本県のさまざまな魅力を御紹

介いただくことで、情報発信力の強化が図れら

れたというふうに思っております。

○西村 賢議員 情報発信とかＰＲといったも

のは、効果をはかるのが非常に難しいものであ

りますし、また、時代の波に乗るという部分も

非常に重要なことだと思います。ぜひとも、今

後も絶えず検証を続けながら、時代に合った手

法を検討していただきたいと思います。我々県

議会議員も、知事とまではいきませんけれど

も、県外に行く際にはいろんな手土産を持って

訪問したり、県産品がなるべく広がるようには

努力しております。特に日向の先輩議員であり

ます黒木覚市先輩は、いつもヘベスを持って非

常に努力されて、我々も見習わないといけない

と思っておりますので、ぜひ今後ともよろしく

お願い申し上げます。

続きまして、子育て支援について質問させて

いただきます。

私ごとですが、私も子供を授かりました。う

ちの家内も現在妊娠中でありまして、産休をと

らせていただいておりますが、今、幸せと、ま

た背中合わせに不安もいっぱいであります。ま

さに子育て世代の一人として質問をさせていた

だきます。９月議会でも、少子化・子育て対策

について質問させていただきましたが、本県の

重要施策の一つである子育て対策にしては、残

念ながら特別に力を入れているようには思えま

せんでした。当然、財源が少ないこともあるで

しょうが、それを理由にすることなく、部局横

断的に県全体で取り組むべきことはやっていた

だき、出産適齢期の女性が一人でも多くの子供

を安心して産み育てられるように、また県内ど

こで産んでもひとしく育てていけるようにして

いただきたいと思います。

本日はまず、ワーク・ライフ・バランスの県

の取り組みについて質問させていただきます。

国も少子化対策におきまして、この仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）というも

のを、働き方改革というものを掲げ、国の重要

課題としております。現在、社会整備が進み、

女性が働きやすく、また女性の社会進出が進ん

だ国ほど出生率が高い傾向にあることは、現代
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の常識でもありますが、このような動きもあ

り、最近では、このワーク・ライフ・バランス

という言葉をよく耳にするようになりました。

新聞記事や関連する書籍が多く出ているのにも

気づかされます。

数冊読んでみましたけれども、確かに個々の

生き方、また価値観を変えていくということは

非常に重要なことなんですが、現実問題とし

て、社会全体が変わらなければ、なかなか女性

の社会進出も進みませんし、男性の子育て意識

も変えていくことはできません。これを当たり

前にしていかなくてはならないんですが、国で

も、次世代育成支援対策推進法、いわゆる次世

代法が2005年に施行され、従業員の仕事と子育

ての両立を進めるため、301名以上の従業員を雇

用するすべての事業所を対象に義務づけた法律

ですが、今後はさらに300人以下の事業所にも義

務化が広がることとなっております。また、厚

労省もそういう企業に対しまして、ファミリー

フレンドリー企業として表彰なども行っており

ます。しかし、現在、社会的にどこの企業も経

営は非常に苦しい状況にあります。それでも、

このような取り組みをしていただく企業を、価

値が上がるように応援していかなくてはならな

いと思いますし、それが行政としての仕事だと

思っております。商工観光労働部長にお伺いい

たしますが、本県のワーク・ライフ・バランス

への取り組み、啓発活動はどのようになってお

りますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ワーク・

ライフ・バランスに関する取り組みであります

けれども、これにつきましては、例えば各種の

講演会でありますとか県立図書館におけるパネ

ル展の開催、パンフレットの配布等によりまし

て、広く県民の方々へ普及啓発を図っていると

ころであります。また、関係部局と連携しまし

て、仕事と家庭の両立応援宣言や子育て応援サ

ービスなどの募集や登録、子育て支援に意欲的

に取り組んでいる企業、団体等の顕彰などによ

りまして、子育てのしやすい地域づくりや仕事

と家庭の両立しやすい環境づくりの推進を図っ

ているところであります。今後とも、宮崎労働

局や関係機関等と連携を十分に図りながら、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進に努めてまいり

たいというふうに思っております。

○西村 賢議員 いろんな啓発活動をしていた

だいているとは思うんですが、先ほど申し上げ

た次世代法の施行自体は確かに国の事業である

んですが、宮崎県内で該当する75社中、優良な

企業としての認定がなされたのは、わずか３社

であったと聞いております。まだまだ企業で子

育てを応援しようという啓発が足りていないと

ころはあると思いますし、今後、300名以下の企

業に広がった際にも、ぜひ巻き返しというか広

がっていくように、啓発をよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、父子手帳の導入について提案さ

せていただきます。お手元に資料を配付してお

りますので、ごらんください。２枚目になって

いると思います。先月、愛知県の子育て支援の

取り組みを学ぶため、愛知県庁に政務調査に

行ってまいりました。そのときにいただいた父

子手帳の一部をコピーしております。愛知県は

お父さんの子育て支援のために、父子手帳なる

ものを、妊娠届が出された全世帯に母子健康手

帳とともに配付しております。この取り組み

は、東京都、栃木県、大分県でも同様に行われ

ているようであり、市町村単位で作成している

ところもあるようです。この父子手帳は、お父

さんの目線で子育て参加や、出産前後のお母さ
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んへの気遣いなど、詳細にアドバイスをしてお

ります。実はこのような取り組みが、社会全体

で子育てを支えていくためには非常に重要では

ないかなと思っております。愛知県では、県と

市町村が協力し、専門家の方々も加わって作成

したようですが、読んでみると本当にすばらし

い内容です。ここに私が取り寄せたのは愛知県

と栃木県のものがあるんですが、母子手帳と異

なりまして、様式が法令にて制約されていない

ために、さまざまなアイデアを盛り込むことが

できます。中には、「お父さんの子育て奮闘

記」とか、身近な方の体験記も載っておりま

す。導入している県では、女性からも「よくつ

くってくれた」という意見や、父子手帳交付前

に出産をした夫婦からも「ぜひ欲しい」という

要望があるとのことでした。他県のこのような

先進的な取り組みは、本県も導入してみてもい

いのではないかと思いますが、福祉保健部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父親が育児に

参加するということは、母親の子育てに対する

不安感や負担感を軽減していく上で非常に重要

であり、子供の成長にとっても大切なことであ

ると考えております。このため県では、「みん

なで子育て応援運動」の推進や、経営者団体、

行政の代表者による「子育て応援共同宣言」の

締結を行うなど、子育てと仕事が両立できる職

場環境づくりを進めているところであります。

また、市町村においても、両親学級の開催や啓

発パンフレットの配布など、さまざまな取り組

みがなされており、御質問にありました父子手

帳につきましても、既に県内の一部の市町村で

取り組まれております。県としましては、今後

とも市町村と連携しながら、このような普及啓

発活動を推進し、父親の子育て参加を一層促進

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 男性の子育て参加も聞きた

かったんですけど、まず、この導入はいかがか

という答弁をいただきたかったんです。先ほ

ど、市町村に広げていくという答弁をいただき

ましたが、市町村とは幾つぐらいで、配付した

冊子数などは把握しておられるでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父子手帳につ

きましては、これは少ないですが、県内の４市

町村で毎年、約600部程度配付されていると聞い

ております。このほか、その他の市町村におい

ても、手帳形式でないものの、父親の育児参加

を啓発するためのパンフレットやチラシを作成

・配布するなどの独自の取り組みがされている

ところであります。

○西村 賢議員 市町村の独自性というものは

非常に尊重しなければならないと思うんです

が、今、市町村で配付されているものは、いわ

ゆる市販品を買ってきて配付している状況だと

聞いております。もちろん、それも育児本の一

つであり、重要だとは思いますが、残念なが

ら、１万数千人の新しい赤ちゃんが生まれる中

で、600部というのは非常に少ないのではないか

なと思っております。しかし、そもそも市町村

というものは、県民により近い立場にありま

す。その立場の近い市町村が、興味があるとい

うか、必要性を感じるからこそ導入していると

思います。小規模の自治体では、なかなか自分

たちでつくるというのは難しいと思いますし、

だからこそためらっている部分があるのではな

いかなと思いますが、逆にそこをカバーするこ

とが、県としての子育て支援になるのではない

かなと思います。宮崎県らしい子育て支援とい

うものは何でしょうか、福祉保健部長にお尋ね

いたします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 県らしい子育

て支援といいますと、なかなか難しいのであり

ますが、いわゆる全国共通の経済的な支援、あ

るいは保育の提供、そういったことがまず中心

になろうかと思います。それプラス、その地域

における、地域の社会資源を使って子育てをす

る。私どもがやっております子育て応援運動と

かそういった形で、その地域の独自性を出した

支援をやっていくことだろうと思っておりま

す。

○西村 賢議員 なかなか難しい質問をぶつけ

てしまいまして……。本当にありがとうござい

ました。

栃木県がこの父子手帳を導入した背景には、

平成15年に「父親の育児参加に関する実態調

査」を実施したところ、育児がしたくても実際

は仕事を優先させている父親が多いことや、父

親は参加しているつもりでも母親から不十分だ

と思われているケースなど、父親の育児参加に

は男女間で認識のずれがあったということがわ

かったと。そこで、父親にも自覚を持ってもら

い、育児に主体的にかかわるきっかけにしても

らうために、平成16年に作成したと聞きまし

た。まずは、このような調査、父親の育児参加

に関する実態調査というようなものは本県でも

行っているのでしょうか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父親の育児参

加に関する実態調査、アンケート調査というの

は実施しておりませんが、県で毎年度実施して

おります県民意識調査というのがございます。

これによりますと、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方に関する設問に対して、今申し上げ

た「男は仕事、女は家庭」に「賛成」もしくは

「どちらかといえば賛成」と答えた男性の割合

が約４割となっております。これは大ざっぱな

アンケートでありますけれども、この結果を見

ますと、父親の育児参加の促進というのはまだ

まだ大きな課題であるというふうに認識してお

ります。

○西村 賢議員 今、意識調査の話を聞いたん

ですが、賛成男性は４割ということです。これ

に反対女性がどのぐらいいたのかなというのは

非常に気になるところであります。９月議会で

も質問させていただきましたが、本県は非常に

離婚率も高い傾向にありますし、ひとり親調査

等は非常に細かくやっているのを見ました。今

後は、このような調査も加えていただきまし

て、やはり調査があると進展状況も把握できる

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

また続けて質問させていただきますが、九州

は、今の部長答弁のように、男尊女卑的なイメ

ージが強い地域でもあります。全国的にこのイ

メージを変えていくには、このような父子手帳

の導入の取り組みは重要だと思いますし、ま

た、県民に対して県の意気込みが感じられると

思うのです。これは部長ではなく知事に質問し

たいと思いますが、所見を伺います。

○知事（東国原英夫君） 父子手帳は、育児や

しつけの方法など、父親が子育てを行う際の参

考に配付されているようでありまして、県内に

おいても、先ほど部長答弁にありましたよう

に、既に一部の市町村で配付に取り組んでおら

れまして、父親の子育て参加を促進する一つの

効果的な手法・手段だと考えております。県と

いたしましては、父子手帳を初め、さまざまな

意識啓発の取り組みを市町村に紹介し、広げて

いくと同時に、県として何ができるのか、でき

ないのか、今後検討してまいりたいと思いま
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す。

○西村 賢議員 今の最後の「検討」というと

ころが気になるんですけど、非常に前向きに検

討していただいて、導入するのであれば、やは

り真剣に他県よりいいものをつくっていただく

と。そういうことで、さらに男性の育児参加が

進むということを期待したいと思います。

それでは、次の質問に移ります。産前・産後

の女性の不安解消について質問いたします。産

前・産後の女性は、体調の変化から精神的に不

安になることが多く、最近では、「マタニティ

ーブルー」や「産後うつ」といった言葉もあり

ます。年配の方々から話を伺うと、昔ならば村

にお産婆さんがおり、ふだんのつき合いから、

気軽にお産や育児の相談ができたと聞きまし

た。今、社会状況の変化から、なかなか他人に

は心を開けず、子育ての悩みなどから本当にう

つ病になっているケースも多いようで、精神的

なケアは必要だと考えます。産前・産後にかけ

ての子育てに関する不安解消のために、県はど

のような取り組みを行っているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 子育てに関す

る不安の解消についてでありますが、まず妊娠

中につきましては、市町村において、妊娠届け

出時や母親学級を活用した妊婦との面接、助産

師等による訪問等が実施されております。ま

た、出産後につきましては、同じく市町村にお

いて、乳幼児健診時の相談や保健師等による新

生児訪問指導、さらには地域子育て支援センタ

ーでの育児相談などが行われております。県で

は、これらの取り組みに対して支援を行うとと

もに、市町村保健師等関係者に対する研修や、

県下の保健所、児童相談所等での相談対応・情

報提供などを行っているところであります。

○西村 賢議員 またさらに、そのケアも進め

ていただきまして、宮崎からこのような「う

つ」を連想させるようなものがなくなるように

期待したいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

続きまして、細島工業地域の交通インフラ整

備についてお尋ねいたします。

配付資料がありますので、ごらんください。

ちょうど黒く塗りつぶしているところが該当箇

所になるんですが、私の地元の日向市でありま

す。これは細島港臨海工業地帯の地図でありま

す。天然の良港、細島港に面し、企業誘致にも

随分と苦労してまいりましたが、先人たちの御

努力や当局の御尽力で、だんだんと工業団地も

埋まってまいっております。御存じのとおり、

４区地域には、旭化成ケミカルズがハイポア製

造のために１期、２期の工事を行っており、順

調にいけば平成22年に操業開始予定となってお

ります。１区には、先ほどの質問でも出ました

が、中国木材の進出も検討されており、早期の

工場建設を林業関係者も待ち望んでいるところ

であります。

ちょうど工業地帯の中心を走るのが県道日知

屋財光寺線であります。工業地帯の区間のみ、

いまだ２車線区間でありまして、いずれは完成

する東九州自動車道へのインターへ通じるお

倉ヶ浜有料道路方面―右下に延びる道路であ

ります―また亀崎川にかかる新開橋から10号

線方面へ抜ける道路も４車線化しております

が、現在でもこの２車線区間は、朝夕の通勤に

かかる時間帯は非常に渋滞が見られます。また

今後、企業が進出し操業を始めれば、今以上の

渋滞も予想されます。周辺の細島地域は、図の

右下側になりますが、馬ヶ背、クルスの海な

ど、日向市の主要な観光名所もあり、先月は旬
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の食材が味わえる「海の駅ほそしま」というも

のがオープンして非常ににぎわっております。

日向市も観光に力を入れているところでありま

すので、ぜひ皆様も一度はお立ち寄りいただけ

ればと思います。今後は、通勤、観光だけでな

く、資材搬入などの車両がこの道路を利用せざ

るを得ないと思いますが、日向土木事務所にも

いらっしゃった県土整備部長にお尋ねいたしま

す。このような状況を踏まえ、県北の重要港湾

である細島港を有効活用するために、早期の４

車線化導入は可能でしょうか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道日知屋財

光寺線につきましては、重要港湾であります細

島港における物流や企業立地に伴う交通量の増

大に対応するために、港と東九州自動車道日向

インターや延岡方面を結ぶ幹線道路として位置

づけておりまして、４車線道路として都市計画

決定をしております。これまでは、企業の立地

状況等を踏まえながら整備を進めてきておりま

して、新開橋の前後約２キロメートル間につき

ましては、交通の状況や、ゆとりある空間利用

等にも配慮して、２車線で整備を行ったもので

あります。しかしながら、都市化の進展等によ

りまして、議員御質問のとおり、朝夕の渋滞が

見られているところでございます。新たな企業

進出も見込まれていることや、東九州自動車道

の開通等も控えておりますので、その渋滞や今

後の交通動向等の状況を見ながら、交通の円滑

化について検討してまいりたいと存じます。

○西村 賢議員 企業が操業を始めてからでは

遅いと思いますし、早期に整備していただける

ことで、さらに工業地帯に来ていただく企業が

ふえることを願いたいと思っております。ぜひ

とも早期の導入を計画していただくように、お

願い申し上げます。

それでは、次に移ります。中山間・過疎対策

についてお伺いいたします。

県が募集しました「いきいき集落」の名称

は、限界集落という暗いイメージを変え、確か

に明るい希望に満ちた感じはいたします。こう

いった元気づけは非常に重要なことだと、後か

ら感じた次第でした。

さて、さらに県は「いきいき集落」を募集し

ておりますが、元気な集落の応募状況はいかが

でしょうか。これは県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（丸山文民君） 今回の募集に

つきましては、今月末を応募の締め切りとして

おりますけれども、本日現在、12件の応募が

あったところであります。なお、幾つかの市町

村におきまして、複数の集落がこの応募に意欲

を示していると伺っておりますので、今後を期

待しているところであります。以上でありま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。まだ

ちょっと寂しい数字ですが、今後の伸びを期待

したいと思います。中山間地が元気を出すに

は、このような情報発信は必要だと思います。

元気があるところには活気が出てきますので、

もっと参加を促すようにしていただきたいと思

いますが、当然ながら名称だけでは根本的な原

因は解決いたしません。中山間地に行きます

と、やはり医療、仕事、インフラ、また学校等

の非常に重い切実な悩みを聞くことが多いんで

すが、これまで議会でも幾度となくさまざまな

議員が質問してまいりました。その中で知事自

身は、県民フォーラムというものを通じまし

て、直接、中山間・過疎地域に住んでいらっ

しゃる方々と話し合いを行っております。最も
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早急に解決しなければならないもの、そして最

も印象に残っている訴えは何だったのかお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、県内

をくまなく回りまして、多くの県民の皆様から

さまざまな御意見をちょうだいしてきたところ

であります。このような中で、とりわけ中山間

地域で暮らす住民の方々からは、農林業従事者

の高齢化や担い手の減少により、耕作放棄地や

植栽未済地が増加している現状、医師不足によ

る僻地医療への深刻な影響、路線バスの廃止に

よる生活交通の確保の問題、そういったものな

ど、日々の生活にかかわる深刻な悩み、厳しい

実態について、生の声をお伺いしたところでご

ざいます。また、県内の至るところで発生して

いる鳥獣被害、たび重なる台風災害による荒廃

した森林の復旧、さらには災害時に集落が孤立

しないための道路整備など、中山間地域が抱え

るさまざまな課題に対し、その解決に向けた強

い要望をお聞きしたところであります。私は、

これらのさまざまな声は、いずれも切実かつ重

要なものであり、早急に解決すべき課題である

と考えておりますので、今後とも、県民の知恵

と力を結集し、まさに県民総力戦で取り組んで

いきたいと考えております。

○西村 賢議員 知事のそのような熱意は、中

山間地域に住む方々に非常に希望を与えると思

います。我々県議会議員も、選挙区に関係な

く、今後も中山間地域の気持ちを持って議会に

臨みたいと思っております。ともに頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

続きまして、警察行政における広報活動につ

いて伺いますが、拾得物について伺います。

警察本部に拾得物のインターネット検索につ

いて伺いたいと思います。昨年12月に法改正が

行われ、県下の拾得物の届け出がインターネッ

トにて検索できるようになっております。私も

実際見てみましたが、非常にわかりやすく使い

勝手のいいものでした。警察本部長にお伺いい

たしますが、ことしは何件掲載し、そのアクセ

ス件数はどの程度あったのか、また、ネット検

索が導入された結果、どれほど持ち主のもとに

返すことができたのか、導入後の影響を警察本

部長に伺います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

お尋ねのありました遺失物管理システムでご

ざいますけれども、このシステムは従前、各警

察署単位で管理をしておりました拾得物を県内

で一元的に管理するということ、そして、この

管理情報をホームページで公表することにより

まして、遺失者の方が遺失物を探しやすくして

いただくということを目的に、お尋ねにありま

したとおり、去年の12月に導入されました。こ

としの状況でございますが、11月末現在で、拾

得届のあった５万6,204件のうち、拾得届があっ

た後、ホームページ掲載前に遺失者の方があら

われたものが3,302件ございます。したがって、

これを除く５万2,902件をホームページに拾得物

情報として表示いたしております。このう

ち6,389件が、最終的に遺失者に返還されている

という状況にございます。この間、このホーム

ページに対するアクセスの件数は１万6,681件、

ここ半年、月平均で見てみますと、大体1,100件

程度で推移いたしております。

したがって、評価の話になってきますが、こ

の6,389件の返還というのが、新システムへのア

クセスした結果で直ちにこうなったのかどう

か、なかなか正確な統計もなくて検証できない
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部分があり、また、返還の総件数も、このシス

テム導入後、大幅に増加したという状況は特段

見当たりません。ただ、これは一応、ホームペ

ージへのアクセスで直ちに返還が可能になった

ものが30件あったというふうに把握いたしてお

りますし、現実、実務的に、アクセス後、つま

り「ホームページを見たんだけれども、私ので

はないだろうか」という問い合わせを受けて、

詳細な状況を聴取した後に返還できたものがし

ばしばあると、このように承知しております。

また、こういうふうにシステム化した関係

で、遺失者の方が交番・駐在所に赴いて遺失届

を出される際に、まず勤務員がシステムで既に

届け出のある拾得物の検索、マイ検索と言いま

すが、既に拾得物が来ていないか検索できます

ので、その場で解決ということもありますし、

その時点で拾得情報がなくても、後にこのシス

テムを使っての照合でうまくいくということ

で、従前の手作業に比べると、かなりシステム

によりうまくいくようになったんではないかな

というふうに思っております。

また、これは全国それぞれの都道府県警察で

同時に立ち上がっていますので、仮に観光等で

他の県に出かけられて遺失された場合は、当該

県警察のホームページにアクセスしていただけ

ば、ほぼ同じ仕組みができ上がっておりますの

で、ここでも同様に情報を入手することができ

るということでございます。このようなことで

ございますので、今回新たに導入したシステム

は、一応、県民の利便性に一定程度の効果があ

るのではないかなというふうに考えておりま

す。

○西村 賢議員 今の本部長の答弁で、非常に

効果がある導入だったという結果をいただいた

んですが、1,100件という月平均のアクセスが多

いかどうか、まだなかなか判断はしにくいと思

います。やはり有効活用するためには、もう少

し広報が必要だと思います。私は偶然見つけた

んですが、知らない人はまだかなりいると思い

ます。このようなＰＲ不足を、警察本部として

は今後どのように解消していかれますか、本部

長にお伺いします。

○警察本部長（相浦勇二君） 今お話にあった

ように、アクセス件数の評価はなかなか難しく

て、一応ことしのアクセス総件数が、先ほど御

披露しましたように１万6,681件、この半年の月

平均で1,100件になります。例えば、ことし11月

末現在で出ました遺失届が２万3,961件あるんで

す。したがって、その約２万4,000件の遺失届が

ある一方で、アクセス件数が１万6,681件あると

いうことになれば、これは一概には言えません

けれども、少なくとも落し物を何とか自分の手

元に戻したいと思われている方々は、それなり

に御活用されているのではないかと、一定程度

の類推はできるのかなと考えております。

いずれにいたしましても、御指摘のとおり、

システム自体は大変いいものでございまして、

去年の導入時にはテレビでもかなり取り上げて

いただきましたし、いろいろパンフレットとか

ビラとか配って、インターネットで利用できま

すよということで声がけをしました。当初は、

アクセス件数も一時期多かったようなこともあ

りましたが、ちょうどこれで約１年ということ

でございますので、ここでもう一度、このシス

テムを再認識していただくために、また県警ホ

ームページでの広報内容等もちょっと考えてみ

たいと思いますし、交番・駐在所でのミニ広報

誌、こうしたものにも紹介していこうと思って

います。また、できればチラシの配布等も新た

に考えていきたいというふうに考えておりま
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す。

○西村 賢議員 やはり県民に知っていただく

ためには、交番のような身近なところで配布さ

れるのも非常に効果があると思います。また、

地域それぞれの状況があると思いますので、自

治体とか防犯協会等と協力しながら、進めて

いっていただきたいと思います。以上になりま

す。

大麻問題はかぶっているということで割愛さ

せていただきますが、最後に、失業者対策につ

いて、私からも要望を申し上げます。

昨日は髙橋議員からもありました。そして、

先ほどは前屋敷議員からもありましたが、派遣

社員の失業対策です。昨日、日比谷で2,000人以

上の人が集まって集会があったそうです。その

失業された非正規雇用の方々のほとんどが派遣

社員であり、また好況を逆に裏で支えた方々で

あって、使い終われば切り捨てられるというの

は非常に忍びないことだと思います。またその

ほとんどが20代、30代といったバブル後に社会

に出てきたような若い人たちが多い状況であり

ます。ぜひとも国に対しても、派遣社員という

システム自体をどう変えていくのか―また、

国の補正予算だけではとても問題解決につなが

りません。ぜひ知事は全国知事会等で強く訴え

ていただきたいと思います。私は９月議会でも

出稼ぎ労働者にも触れました。多くの派遣社員

が宮崎を出て、大きな工業都市で働いておりま

す。その人たちの思いを持って届けていただく

ようにお願い申し上げます。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、８日午前10時開会、本日に引

き続いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時38分散会
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平 成 2 0 年 1 2 月 ８ 日 ( 月 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣
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県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二
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人事委員会事務局長 大 野 俊 郎
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。西都市・西米良村選出の濵砂守でご

ざいます。年の瀬も大分押し迫ってまいりまし

て、残すところあと20数日になってまいりまし

たが、世間では冷たい風が吹き荒れておりま

す。100年に一度という大恐慌に突入したとも言

われております。そういう中で、依然として景

気は低迷しておりまして、けさの新聞を見てみ

ますと、宮日新聞のトップに、国富日立プラズ

マの社員最大400人の配置転換というのが載って

おりました。また、その中の派遣社員全員250人

が１月末で解雇されるというニュースも載って

おりました。また、朝、インターネットを引い

てみましたら、民主党がだんだんと追い上げて

まいって、麻生内閣をとうとう追い越してしま

いました。麻生支持率22％、小沢支持率35％と

いうことでありますから、議員の配分数からす

ると相当数違います。何か足元にどんどん近づ

いてきているような気もいたしますが、こうい

う世相でありますから、しっかりとした政権を

持って頑張っていただきたいと思います。そう

念じつつ、一般質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

政府・与党が支給を予定しております、麻生

太郎首相が追加経済対策で表明をいたしました

総額２兆円規模の定額給付金について、知事は

どのように評価をされておられるのかお尋ねを

いたしたいと思います。この件につきまして

は、少なくとも国民から預かった税金でありま

すから、最小限の支出で最大限の効果が得られ

るように配慮をするべきであります。例えば、

小学生に一律小遣いをやるというのなら、一律

でいいんでしょうけれども、世の中にはたくさ

んの方々がいらっしゃいまして、幼稚園生もお

れば小学生も、あるいは中高年者もいらっしゃ

いますし、高齢者の方もいらっしゃいます。い

ろんな考え方があるかと思うんですけれども、

私は、基本的にはみんなが平等に利益を受けら

れるそういった対策が必要、そして消費を拡大

するそういった政策というのが必要かと思いま

す。例えば、消費税を一時期減税するとか、み

んなが同じような効果をもって消費が拡大でき

るというのがいいんじゃないかなと、私は自分

ではそういう気がするんですが、もし知事がそ

ういった２兆円規模の政策を打つとされるな

ら、どのような政策を打とうと思っておられる

のか、御感想を知事の立場の中で結構ですから

お聞かせください。

次に、道州制ビジョン懇談会についてであり

ます。

06年９月に発足した安倍内閣は、道州制担当

大臣のもとに道州制ビジョン懇談会を設けまし

た。具体的な検討を開始しております。ビジョ

ン懇は、08年３月に中間報告を提出し、その中

で、道州制の導入により、憲法を改正しない前

提で、広範囲な条例制定権や行政裁量を備えた

「地域主権型道州制国家」への変換を目指すこ

ととしております。議会は一院制で、首長や議

員は住民の直接選挙で選出するとし、道州制の

完全移行を10年後の2018年度とするなどの方針

を打ち出しております。最終報告は2010年に出
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される予定であります。

また、総理大臣麻生太郎氏は、本年９月29日

の所信表明演説で、地域の再生についてこのよ

うに述べておられます。「目を地域に転じま

す。ここで目指すべきは、地域の活力を呼び覚

ますことです。それぞれの地域が誇りと活力を

持つことが必要です。しかし、その処方せん

は、地域によって一つずつ違うのが当たり前。

中央で考えた一律の策は、むしろ有害ですらあ

ります。だからこそ、知事や市町村長には、真

の意味での地域の経営者となってもらわなけれ

ばなりません。そのため、権限と責任を持てる

ようにします。それが地方分権の意味するとこ

ろです。進めるに際しては、霞が関の抵抗があ

るかもしれません。私が決断します。国の出先

機関の多くには、二重行政の無駄があります。

国民の目も届きません。これを地方自治体に移

します。最終的には、地域主権型道州制を目指

すと申し上げておきます」と表明をされており

ます。地方分権の推進の必要性はだれでも口に

しております。しかし、その歩みはおそく、進

みません。分権を徹底して進めていけば、これ

までの日本のすべての制度・政策が根底から見

直されることにつながるからであります。道州

制の実現に向けては、「政治によるリーダー

シップが強力に発揮されなければならない」と

指摘されております。現在のように、１年ごと

に首相が交代し、就任したばかりの麻生総理ま

でがどうなるのかわからないような政治情勢で

は、なかなかビジョンが描けないのではないか

と危惧するものであります。知事はどのように

とらえられているのかお聞かせください。

地方分権を進める中で、最大の問題である税

財政制度の設計については、06年度税制改正で

所得税から個人住民税へ約３兆円の税源移譲が

行われたことで、いわゆる三位一体改革は終了

いたしました。しかし、04年度から06年度まで

の３年間で、補助金は約4.7兆円の削減、地方交

付税及び臨時財政対策債は約5.1兆円の削減が行

われました。３兆円の税源移譲が行われたとし

ても、地方にとっては6.8兆円のマイナスという

残念な結果となっております。国庫補助金の削

減に見合う地方税、地方交付税が措置されるべ

きであったにもかかわらず、地方交付税が削減

され、地域間の格差がますます拡大しているこ

とについて、知事の所見を伺います。

また、ビジョン懇では、国の役割について

は、外交や安全保障などに限定し、中央省庁の

機能や国家公務員の大幅削減、道州や市町村に

関与する国の出先機関の全廃を打ち出しており

ます。このことから、全国知事会は08年２月、

出先機関の整理について見直しの具体的方策を

取りまとめ、地方分権改革推進委員会や経済財

政諮問会議に提出いたしました。その内容は、

都道府県単位の出先機関は原則廃止、ブロック

単位の出先機関については、地方でできるもの

は廃止として、具体的に廃止または縮小できる

機関名を列挙したものであります。見直しの対

象になっている機関の職員数は９万6,000人、う

ち国に残すものが２万人、業務廃止や合理化で

２万1,000人を削減し、約５万人を地方自治体で

引き受ける方針が盛り込まれております。地方

分権改革推進委員会においても、08年８月、

「国の出先機関の見直しに関する中間報告」を

発表しています。これは今月にも―恐らく

きょうだと思うんですが―行われる首相への

第２次勧告を目前にして、国土交通省地方整備

局など８府省15機関の統廃合などを盛り込ん

だ、一層具体化した整理基準を打ち出したもの

であります。現在、各省庁の反発もあり、議論
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が大詰めを迎えておりますが、国の出先機関の

見直しについて、知事の感想をお尋ねいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。後は、

今回は質問者席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

景気対策についてであります。私は、景気対

策にはいろいろなやり方があると思いますが、

国民が老後や病後を心配せずに安心して日々暮

らせるよう、まずは社会保障制度の充実を図る

ことが真の景気対策であると考えております。

このため、年金制度の確立や医療制度の充実な

どに予算を投ずるべきであると考えます。ま

た、我が国経済に安定感をもたらし、安定した

雇用の創出を図るためには、外需に依存した、

あるいは海外の食料やエネルギーに依存した、

現在の経済体制を是正する経済構造や産業構造

の改革につながる投資をすることが必要である

と考えております。さらに、景気浮揚を図る上

では、まずは疲弊した地方をよみがえらせるこ

とが必要です。このため、地方交付税を増額

し、各地方自治体に地方の実情に応じた景気浮

揚に資する施策の立案、実行をさせるべきだと

考えております。このような考え方以外にも、

あるメディアでは、学校耐震化で約１兆円、介

護報酬の一律２万円アップで約1,200億円、就学

前児童の医療費助成で約1,900億円、国民健康保

険料の１万円引き下げで約4,000億円、合計で

約1.7兆円というような提案がなされておりまし

たが、景気対策の選択肢はさまざまあろうかと

考えております。世界的な景気後退が伝えら

れ、その長期化が懸念される中にあっては、英

知を絞ってスピード感のある対応をしていく必

要があると考えております。

続きまして、道州制のビジョンについてであ

ります。政府では、道州制ビジョン懇談会が平

成22年３月までに道州制ビジョンを策定するこ

ととなっており、月に１回のペースで積極的な

議論が行われております。この懇談会は、平

成19年１月に安倍元総理が設置されたわけです

が、その後の福田前総理、麻生総理におかれて

も、「地方分権の総仕上げとして、最終的に地

域主権型道州制を目指す」と所信を表明される

など、政府は一貫して道州制に前向きな姿勢を

示しているものと認識しております。今後、最

終報告に向け、税財政制度等について、さらに

具体的な検討が続けられることとなりますが、

私といたしましては、これまで同様、我々地方

自治体関係者の意見を踏まえた、真の地方分権

改革の集大成となるような道州制の制度設計が

なされるとともに、この懇談会の活動を通じ

て、道州制に対する国民の理解が深まり、国民

的議論が喚起されることを強く期待しておると

ころでございます。

続きまして、地方財政についてであります。

平成16年度から平成18年度までの三位一体の改

革により、国庫補助負担金改革と税源移譲との

差による地方財源の削減のほか、地方交付税等

が約5.1兆円と大きく削減されたため、地方の深

刻な財源不足と地域間格差の拡大につながった

ものと認識しております。その後も、地方の一

般財源総額は厳しく抑制され、地方財政はさら

に厳しい状況を強いられておりますが、今後と

も、確実に増加が見込まれる医療、福祉等の社

会保障や教育、警察、消防といった住民生活に

直結した不可欠なサービスを着実に提供してい

くためには、安定的な財源の確保充実を図るこ

とが必要であります。このため、税収など自主
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財源が乏しい本県にとりましては、とりわけ財

源調整機能と財源保障機能を一体として有する

地方交付税総額の復元充実を図る必要があると

考えておりますので、今後とも、全国知事会等

を通じて、国に対して強く要望してまいりたい

と考えております。

続きまして、国の出先機関の見直しについて

であります。地方分権改革推進委員会では、本

日午後、国の出先機関の見直し等を内容とする

第２次勧告の取りまとめが予定されております

が、先般、麻生総理から国の出先機関の抜本的

な統廃合方針が示され、委員会としてもその方

向で勧告を行う予定と伺っております。国の出

先機関の統廃合は、すなわち国の権限を引きは

がすということでありますので、予想どおり各

省庁の反発は非常に強く、今後も抵抗が続くも

のと思っております。このような状況を打開す

るためには、政治の強いリーダーシップが不可

欠であり、麻生総理の手腕に期待しておるとこ

ろでございます。私といたしましても、今回の

地方分権の議論が、単に国と地方との綱引きに

終わることなく、権限や財源が十分に担保さ

れ、真に住民の利益につながるものとなるよ

う、あらゆる機会を通じて、さらなる地方分権

の推進に向けて、積極的に意見を申し上げてま

いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○濵砂 守議員 それでは、質問者席から質問

させていただきます。

知事にお答えをいただきました。この出先機

関なんですが、中央省庁、各省庁が非常に強く

反発しておるということをよく新聞などで見る

んですけれども、そういったものが道州制の導

入に非常に妨げになっておるわけでありまし

て、長年続いてきた中央集権国家でありますか

ら、そういうものがなかなかぬぐい切れないと

ころもあるんでしょうけれども、知事は各省庁

の反発についてどのように考えておられるの

か。

また、2018年には道州制を導入するというこ

とでありますので、こういうものから見て、18

年度に現実的に道州制へ完全移行することがで

きるかということをどう考えていらっしゃる

か、お答えいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 国の出先機関の統廃

合は、国と地方の二重行政の解消とか、国民の

目の届かない出先機関を住民の目に届くものに

すること、行政サービスをより住民に近いとこ

ろで行うこと等を目的として実施されるもので

あります。したがいまして、私としては、国と

地方の役割分担の見直しとか必要な財源の移譲

等を前提とした上で、国の出先機関の統廃合に

ついては賛成の立場でありますが、御指摘のと

おり、なかなか中央省庁の抵抗は根強いものが

あると考えております。

2018年に道州制へ移行するという計画が順調

にいくかという問いでございますが、今、国民

は、希望とか夢とか安心、生きる気力などが希

薄化し、慢性的な閉塞感に覆われておると考え

ております。これを打破・打開するためには、

この国のあり方を根本的に見直す大きな変化が

必要ではないかと考えております。中央集権か

ら地方主権に変革することで、地方にも可能性

が出てくる、夢や希望が出てくるのではないか

と思っております。したがいまして、道州制は

できるだけ早期に実現させなければならないと

考えておりまして、その意味で、2018年の道州

制移行が順調にいくかどうかではなく、順調に

移行させなければならないと考えております。

このため、今後、道州制の制度設計をできるだ
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け早く固めた上で、何よりも主権者である住民

に道州制の意義とか必要性を理解していただけ

るよう、さまざまな機会をとらえて、ＰＲ活

動、周知活動に力を注いでまいりたいと思って

おります。国民にやはり支持していただかない

と、この政策というのは前に進まないと思いま

すので、道州制導入の機運をどうやって醸成し

ていくかというのが、我々に課せられた、私に

課せられた課題でもあると考えております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。知

事がいつも言われております。明治維新のころ

は地方からつくり上げたんだと。今回の道州制

国家の成立のためには、知事としては、やはり

地方からつくり上げるということを考えてい

らっしゃるのか。それとも中央からつくり上げ

ると。今の主導型は中央からの主導型でありま

すから、当然に地方の意見も吸収といいます

か、意見も発していかなければならないわけで

ありますが、知事としてはどちらのほうが早道

だ、どちらのほうがしっかりした道州制度がで

きると思っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 地方からの声を大に

していかなければならないというのは大前提で

ございますが、何せ制度上、地方から国の制度

を変えられるかという、非常に困難な局面が多

いかと思います。私はそれよりも国のトップが

政治判断としてリーダーシップを発揮して英断

していただくことが一番早道だと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 時間がなくなりますので、次

に移らせていただきます。第２期財政改革の進

捗状況について伺います。全国の地方一般歳出

の削減の状況でありますが、決算ベースで、全

都道府県の削減状況を合計で比較してみまし

た。平成11年度の歳出決算額の合計が43兆880億

円であるのに対して、平成18年度の歳出決算額

合計は35兆6,614億円となっておりまして、金額

にして７兆4,266億円の減、率にして17.2％の減

となっております。また、全国の市町村合計で

比較しますと、平成11年度の歳出決算額の合計

が41兆9,733億円であるのに対して、平成18年度

歳出決算額の合計は36兆7,847億円であります。

金額にして５兆1,886億円の減、率にして12.4％

の減であります。本県の平成11年度と平成18年

度の歳出を決算ベースで比較すると、本県並び

に本県市町村の平均削減状況はどのようになっ

ているのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） まず、県の歳出額

で申し上げますと、普通会計決算に係る歳出額

は、平成11年度約6,906億1,000万円、これが18

年度には約5 , 7 9 9億 9 , 0 0 0万円ということ

で、1,106億2,000万円、19.1％の減となってお

ります。市町村の普通会計決算に係る歳出額で

ございますけれども、県内市町村全体で、平

成11年度約5,402億1,000万円、これが平成18年

度には約4,828億5,000万円ということで、573

億6,000万円、10.6％の減となっておるところで

ございます。

○濵砂 守議員 本県では、19年から22年度ま

での４年間を第２期財政改革推進期間として定

めまして、財政改革に取り組んでいただいてお

るところでありますが、県税や地方交付税など

の歳入の落ち込みに加えて、社会保障経費等が

想像以上に伸びておるというようなこともあり

まして、大幅な収支の改善に結びつかない、こ

のままでは平成22年度には基金が不足して、予

算編成が難しくなるという話であります。中期

的な収支の見通しについても極めて厳しく、状

況によっては、まさに聖域なく改革をせざるを

得ないということでありますが、具体的にはど
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のようなことなのか、総務部長にお尋ねをいた

します。

○総務部長（山下健次君） 現在「宮崎県行財

政改革大綱」の財政改革プログラムに基づきま

して、徹底した財政改革に取り組んでいるとこ

ろでございますが、地方交付税や県税等の減

少、社会保障関係費や公債費の増などにより、

今後とも厳しい財政状況は継続するものと見込

んでおります。このため、収支不足を基金に頼

るというこれまでの方法では、御指摘のよう

に、22年度当初予算の編成が難しくなると見込

まれますことから、人件費等の義務的経費、投

資的経費、一般行政経費のいずれにつきまして

も、徹底した分析・再検討を行った上で、状況

によっては、さらなる改革の取り組みについ

て、総合的に検討していく必要があると考えて

おります。

○濵砂 守議員 そのさらなる改革という問題

なんですが、これ以上の改革というと、どのよ

うなことが考えられますか。

○総務部長（山下健次君） 現在、人件費の削

減、投資的経費の縮減・重点化、事務事業の見

直し、それから執行段階での経費節約、こう

いった歳出の抑制のほかに、歳入の確保に鋭意

取り組んでいるところでございますけれども、

さらなる取り組みとしては、こういった取り組

みを強化するということで基本的には対応せざ

るを得ませんので、例えば計画に示されており

ます削減、抑制、あるいは増加すべき取り組み

につきまして、現在以上に上乗せをしていくと

いうことのほかに、計画に示されていない新た

な取り組みについてもやっていく必要があると

いうふうに考えております。

○濵砂 守議員 時間がないから先に進みま

す。今のまま改革を進めるということのようで

ありますから……。

平成19年６月に地方公共団体の財政の健全化

に関する法律が制定されております。平成19年

度決算から財政指標の公表、平成20年度決算か

ら計画策定が義務づけられましたが、その中で

本県の財政状況を比較してみますと、都道府県

別・団体別健全化判断比率では、実質公債費比

率が、47都道府県中、本県は健全なほうから14

位の12.3％、基準の25％を大きく下回っており

ます。なお、１位が東京都の8.7％で、最も公債

費の多い北海道が21.7％の47位であります。ま

た、将来負担比率から見ても、本県は212.3％

で、全国47都道府県中、健全なほうから13位で

ありまして、基準の350％を大きく下回っており

ます。健全化判断比率では健全であるというの

に、予算が組めないほど財政が逼迫していると

いうことはどういうことなのでしょうか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回、議会に報告

をさせていただきました財政健全化法の４つの

指標、実質赤字比率等でございますが、いずれ

の数値も、御指摘のように現時点では、財政再

生基準はもとより、早期健全化基準も下回って

いる状態でございます。こういった指標は、基

本的には、財政状況が一定程度まで悪化いたし

まして、国の関与のもとでの財政健全化が必要

かどうかを判断するための指標ということでご

ざいますので、それらが一定の基準を超えれ

ば、当然、財政運営に何らかの意味で支障を来

すといった意味で、「悪い」というふうに判断

はできますけれども、基準を下回っているから

といって、必ずしも財政状況が「よい」とは言

えないということでございます。本県におきま

しては、国の関与を受けざるを得ない基準まで

は財政状況は悪化しておりませんけれども、問
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題は、県債残高などの過去からの累積に関す

る、言うならばストックの面ではなくて、毎年

度の収支、いわばお金のやりくりに関するフロ

ーの面であるというふうに考えております。現

在、財政改革プログラムに基づきまして、歳出

の削減、歳入の確保の取り組みを行っているに

もかかわらず、多額の収支不足、これは解消ど

ころか、むしろ拡大しておりまして、それらを

すべて基金の取り崩しによって埋め合わせをし

ておるという状況でございます。その基金も枯

渇寸前という段階でございまして、本県の財政

は非常に厳しいというふうに考えております。

こういったことから、今後とも財政状況は厳し

さを増すことが懸念されるということで、引き

続き、より一層の健全化を図っていく必要があ

るというふうに考えております。

○濵砂 守議員 健全化判断比率で14位なんで

すよ。また、将来負担比率、公債費、いわゆる

借り入れが多くて将来に払っていかないかんと

いうその負担なんですが、これが13位というこ

とですと、宮崎はこういう状況であるけれど

も、ほかの県はもっと悪い状況にあるというこ

とで理解していいんですか。

○総務部長（山下健次君） 一部の県を除きま

して、基本的には同じような状況であろうかと

思います。御指摘のように、本県は13位、14位

というところでございますが、やはり財政状況

は本県よりさらに厳しい県も相当数あるという

ふうに考えております。

○濵砂 守議員 それで、この健全化判断比率

の基準が25％なんですが、本県が先ほど言いま

した12.3％、それから将来負担比率から見る

と、基準が350％、本県は212％なんですが、国

はそれぞれのこの指標を―25％と350％という

基準、ここまでは各都道府県は運営ができるん

だという基準を持っているんでしょうか。

ちょっとわからないんですけれども、いわゆる

だんだん交付税が減らされてくる。この減らさ

れてくる現状でもこういう数字なんですから、

本県でも厳しい、予算が組めないよという状況

で、この数字、パーセントしか出ておりません

ので、これがぐっと示された表まで行くとき

は、ここまではもつと思って、国は地方自治体

に対して対応しているのかなという気がするも

のですから……。どうですか、部長。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、基本的には、現在の各自治体の財

政の状況を示すということで、これによって将

来的に国が自治体の財源を保障するということ

ではございません。もともとこの４つの基準と

いうのは、御承知のように、夕張市の破綻の問

題がございまして、そこでいわゆる隠れ借金、

こういったものを数字上も明確にするというこ

とを目的に、旧法を改正して、こういった制度

ができたという経緯がございます。

○濵砂 守議員 ですから、夕張はあそこまで

何とか隠れ借金でもちましたから、そのぐらい

は行政としてもっていくのかという国の判断な

のかなと思ったものですから、あえて質問させ

ていただきました。結構です。

ちょっと項目が多いものですから、次に進め

させていただきます。本県の30市町村の歳出決

算額の合計を、平成11年度と平成19年度を、同

じく比較してみました。災害復旧費を除く歳出

合計は、金額で668億5,000万円の減額でありま

す。率にして12.6％。その中で最も歳出の削減

率が高いのが、人口5,000人以上9,000人未満の

日之影町、木城町、美郷町、綾町、野尻町の５

町でありまして、その平均は29.8％の歳出削減

になっております。次いで削減率の高いのが、
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人口5,000人未満の西米良村、諸塚村、椎葉村、

五ヶ瀬町、北郷町の５町村であり、その平均

は20％の歳出削減。一方で、人口の最も多い10

万人以上の宮崎市を初め、都城市、延岡市の３

市の削減率の平均は、何と7.9％の歳出削減であ

ります。その差が20％を超えております。中央

と地方の格差どころか、今後、県内におけるこ

の地域の格差がますます開いていくのではない

かと危惧しているんですが、小規模町村の今後

の財政見通しについてどのように考えておられ

るのか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県市町村のほと

んどは、自主財源に乏しく脆弱な財政基盤にご

ざいまして、近年の地方交付税の削減等に伴い

まして、厳しい財政運営が続いております。特

に小規模な町村ほど厳しい状況にございまし

て、必要な行政サービスの水準を維持しなが

ら、社会基盤の整備とか、あるいは独自のまち

づくりを進めるための財源の確保を図ること

が、かなり困難になってきておるところでござ

います。こういった状況は今後とも続くものと

見込まれますので、地方交付税の動向によって

は、小規模町村の財政見通しは、さらに厳しさ

を増すこともあるものと考えております。

○濵砂 守議員 総務部長、地方交付税の動向

ということなんですが、来年度予算も30兆円を

超すほどの借金をしないと予算を組めないとい

うような状況なんですね、御承知のとおりで

す。それで、今後、地方交付税が末端の市町村

まで、市といいますか町村まで、行き渡ってふ

えていくと思われますか、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 21年度の概算要求

が現在出ておりますけれども、その時点で既に

昨年度比6,000億の減という、いわゆる総額確保

という意味では非常に厳しい状況がございま

す。さらに、交付税の場合には国税の一定割合

ということでございますが、こういった景気の

中で当然国税収入も落ちる。それに従って、そ

の一定割合で交付されている交付税も落ちると

いう状況からすると、相当厳しい状況ではない

かと考えます。

○濵砂 守議員 知事、今の話なんですが、こ

の中の議員さんで、東京から「じっとしちょれ

ん」と言って帰ってこられた方がいらっしゃい

ます。地方の今の状況が、本当に中央省庁はわ

かっているのかなと思うんですが、知事、どう

でしょうか、この感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） わかっていないと思

います。非常に国の財政状況がよくないという

ことで、国を立て直さなきゃいけないというこ

とはわかるんですが、それによって地方はいつ

も犠牲になった歴史が、この10年間あります。

それは税制等々も含めて制度の見直しというの

が必要。先ほどの道州制の議論に入るんですけ

れども、この国のあり方、国の統治システムと

いうんですかね、全体の制度を抜本的に変えな

いと、今後の地方の疲弊というのは、このまま

進んでいくんじゃないかと危惧しております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。知

事会ももちろんでありますが、前回から出てお

りますように、国政の話もありますから、知事

をちゃんと務めて、県民の理解を得て、ぜひ、

これは国の立場からも、あるいは地方の立場か

らも、あわせて頑張っていただきたいと思いま

す。何と言っていいのかわかりませんが。

次に進ませていただきます。県内に30市町村

ございます。この30市町村の中でもかなり格差

があるんですけれども、この30市町村の職員給

与の最も高い自治体と最も低い自治体、また、

災害復旧費を除いて、歳出に占める人件費の割
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合が最高と最低の自治体はどこなのか教えてく

ださい。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 19年度のデータで

申し上げますけれども、まず県内市町村一般行

政職の平均給与月額、最高は宮崎市の46万6,106

円、これは平均年齢が43.1歳ということでござ

います。それから、最低は椎葉村の30万8,257

円、平均年齢は39.1歳でございます。次に、災

害復旧費を除いて、歳出に占める人件費の割合

ということでございますが、最高が都農町

の27.1％、最低は諸塚村の12.3％でございま

す。

○濵砂 守議員 実に15万円、行政職の職員の

給与もこんなに差があるんですよ。宮崎の県内

における各業種の階層、農業はある程度均一し

ているのかもしれませんが、そんなに県内でも

格差がある。この格差について、知事、どう考

えられますか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、非

常に重要な指摘だと思いますけれども、この格

差是正に向けては、県、市町村で連携して、ま

た国の改革というのも要望しながら、適切に対

応しなきゃいけないと思っております。

○濵砂 守議員 よろしくお願いします。とい

いますのが、仕事はそれぞれみんな同じ仕事を

しているんですね。地域によって賃金の差があ

るということなんですよ。宮崎が決して高いと

いうわけじゃないんですが、椎葉村も一緒の給

料になったほうが、全部が一緒に引き上げたほ

うが宮崎全土の均衡ある発展につながるという

意味から申し上げましたので、ぜひひとつよろ

しくお願いいたします。

次に、市町村合併についてであります。

合併新法が21年度末で期限切れとなります。

依然として、小規模な町村が全国でも数多く

残っております。我が宮崎県においても、人口

の少ない小規模の町村が残っております。しか

も、本県の小規模町村は、過疎地域や山村地域

などに位置して、県都宮崎市から遠く離れてお

ります。自前の収入もなく、先ほど申し上げま

したように、地方交付税も毎年減らされていま

す。一方で、地方分権改革や道州制の論議がこ

のまま進んでいけば、基礎自治体としての市町

村の役割はますます高まってまいります。役目

に応じた市町村の機能の強化や財政基盤の充実

がおのずと必要になります。こういう状況から

すると、今後、合併も視野に入れながら、財政

運営を検討していく必要があるのではないかと

思いますが、総務部長、どうでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 市町村合併につき

ましては、今後とも、多様化、高度化していく

住民ニーズに的確に対応していくための有効な

方策の一つであると認識をしております。財政

状況が厳しさを増す中で、とりわけ小規模町村

におきましては、引き続き、財政の健全性を維

持していく取り組みが必要でありますので、県

といたしましては、合併についてのそれぞれの

考え方を尊重しながら、安定的な財政運営に向

けて、きめ細かな助言を行ってまいりたいと考

えております。

○濵砂 守議員 次に行きますが、そのような

ことで市町村合併には地域実情がそれぞれある

ものですから、道州制等に先駆けて、いろんな

整備をしていかないかんという気持ちはありな

がらも、なかなか地域のことを考えるとできな

いというのが現状でありますので、ひとつ検討

いただきながら、前向きに進めていただきます

ように……。

それから、現在、本県に30の市町村が存在し

ます。その中に、商工会議所、商工会がそれぞ
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れ複数存在する市町村があると聞いております

が、それはどのくらいあるのか、また、なぜそ

うなっているのか、それに対する補助金は幾ら

なのか、あわせて今後の考え方を商工観光労働

部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商工会等

についてのお尋ねでございますけれども、ま

ず、商工会等が複数存在している市町村であり

ますが、宮崎市ほか５つの市と美郷町の６市１

町になっております。従前は、大体が１町村に

１商工会というのが多かったんですけれど

も、30年代、40年代ごろからの合併等に伴いま

して、１つの市に２つあったとか、そういう状

況にございます。それに対する補助金でござい

ますけれども、平成20年度の予算で、県内39の

商工会及び商工会連合会に対しまして９億5,400

万円、県内９つの商工会議所及び商工会議所連

合会に対しまして４億6,800万円の計14億2,300

万円となっております。また、今後の商工会等

のあり方につきましては、現在、国におきまし

て、地方分権改革推進委員会の第１次勧告を受

けまして、商工会議所と商工会の一元化を含め

た新たな商工団体制度を設けるなどの検討が行

われておりますので、県といたしましては、引

き続き、組織運営の一層の効率化を求めなが

ら、今後の国の動向を踏まえて、適切に対処し

てまいりたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 旧来の昭和の合併からですけ

れども、合併等を含めてそういった団体が複数

存在する、しかも補助団体であるというのを踏

まえて、一遍にはということじゃないでしょう

けれども、地方分権改革の中にもそういったも

のが出てきておりますし、スムーズに統合でき

るものは統合すると、ある意味では地方を疲弊

させるという逆な面もありますから、ぜひスム

ーズにその辺は進めていただきたいと思いま

す。

それから今度は、県民生活の実情についてで

あります。

まず、本県農家の１戸当たりの所得と農業従

事者１人当たりの所得はどうなっているのか、

農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農家１戸当た

りの所得等でございますけれども、経営耕地面

積が30アール以上、または１年間における農産

物販売金額が50万円以上あります、いわゆる販

売農家１戸当たりの農家総所得は、平成18年度

は488万5,000円となっております。これをもと

に、農業経営に関与しました農業従事者数は平

均2.31人になりますけれども、これで計算いた

しますと、１人当たりの総所得は211万5,000円

となります。

○濵砂 守議員 次に、本県の生活保護の状況

でありますが、生活保護費を受給している世帯

数と受給者数、また保護費の総額と１人当たり

の保護費はどうなっているのか、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活保護につ

いてでありますけれども、本県の生活保護受給

世帯数及び受給者数につきましては、平成19年

度では9,698世帯１万2,899人に達しておりまし

て、最も少なかった平成８年度の6, 9 1 0世

帯9,990人と比較しますと、2,788世帯2,909人の

増加となっております。受給者の内訳を見ます

と、65歳以上の高齢者が全体の46％となってお

ります。保護費の総額につきましては、平成19

年度で208億6,900万円余に上り、平成８年度

の151億1,300万円余と比較しますと、57億5,600

万円余の増加となっております。また、受給者

１人当たりの保護費についてでありますが、平
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成19年度では、医療扶助を含め年間161万7,000

円余となっております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

水産業とかは、なかなか統計が出ていないよ

うで、よくわからないんですが、林業従事者も

それぞれあるというようなことで聞き取りをし

てみました。17年の国勢調査では、林業従事者

数が県内で2,311人、これは多い順から見ると、

私も住んでおります西都市が150人で一番多いん

ですよ。それから、諸塚村が131人、日向市129

人の順となっておりますが、10年前の平成７年

の4,232人と比較すると、10年間で45％減少して

おります。昭和45年には１万人、35年には１

万7,000人いたということでありますから、農山

村がいかに疲弊してきたかというのが目に見え

てわかるわけであります。それで、林業従事者

の賃金を、働いている人に聞いて確認してみま

した。そうしますと、１人の１日の日当が大

体8,000円から１万円程度だそうです。それに

チェーンソーあるいは下刈り機、草刈り機を

持っていますので、そういったもろもろを含め

て機械代が2,000円、合わせて約１万2,000円。

一月に働く日数が18日から多くて20日。そうし

ますと、手取りの金額というのが約20万弱、年

収にして200万いけばいいほうだという話を聞き

ました。そういう状況でありますので、ますま

す地方が疲弊してくるというのが非常に心配で

ならないわけであります。

御承知のとおり、本県の県民所得は22 1

万2,000円、全国47都道府県中の44番目です。ま

た、個人の貯金残高では１人当たり321万7,000

円、全国46位。貯金額は東京が一番多くて732

万9,000円、全国平均でも502万4,000円ですか

ら、個人の貯金で、全国平均の60％ぐらいしか

ないというのが本県の現状であります。これか

ら見ても、宮崎県民の所得と個人貯金が他県に

比べていかに低いかというのがはかり知れるわ

けであります。これでは将来に不安を持つなと

言うのは無理でありまして、当然、みんな将来

に不安を持ちながら生きているんですけれど

も、ほかの県よりもかなり低いということにつ

いて、何とか改善をしていただかなければなら

ない。我々も含めてでありますが、今後の県民

所得の向上について、知事はどのように取り組

んでいかれようとしているのかお尋ねをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 本県経済の浮揚を図

りまして、県民所得を向上させるためには、第

１次産業はもとより、第２次、第３次産業も含

めた幅広い産業の振興や雇用の場の確保が必要

でありますので、基幹産業である農林水産業の

振興や、雇用創出に効果の高い企業誘致の推

進、「おもてなし日本一」の観光地づくりな

ど、私が先頭に立ち、県庁一丸となって取り組

んでいるところであります。このところ、全国

的に景気が後退しまして、本県経済も一段と厳

しさを増してきておりますが、私は知事就任当

初から「産業振興と雇用の拡大なくして宮崎の

再生なし」と申し上げており、その信念はいさ

さかも変わっておりません。まずは、経済対策

が喫緊の課題でありますので、来年度の重点施

策について、新たに「雇用創出・就業支援対

策」を掲げますとともに、現在、国において検

討が進められている経済対策に対しても、国の

動向を踏まえ、的確に対応してまいりたいと考

えております。また、本県の独自性を発揮し、

新たな活路を見出すという観点から、例えば農

商工連携による地場産業の振興や、新エネルギ

ー関連分野の産業集積などにも取り組みなが

ら、少しでも県民所得の向上につながるよう努
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めてまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 よろしくお願いいたします。

先ほどの公務員、自治体の賃金の差ではありま

せんが、収入があって、そこで生活ができれ

ば、こういった過疎地域というのは生まれない

わけであります。地域差もありますから、やむ

を得ないといえばそういうことなのかもしれま

せんが、そこを補てんしていくのが政治の力、

県においては県知事の政策、国においては総理

の政策ということなんですが、本当に最初から

何度も言いますが、地方だけでできないものに

ついては、全国知事会なり、あるいはいつにな

るかわかりませんが、国政において、そういっ

たものを政策として打ち出していくというのも

一つの方法でありますから、ぜひひとつ頑張っ

ていただきたいと思います。

それから次に、ことし５月からスタートしま

した「ふるさと納税制度」についてでありま

す。御案内のとおり、この制度は、「ふるさ

と」に貢献したい、「ふるさと」を応援したい

という納税者の思いを生かすことができるよう

に、納税者の選択で、自分の住む地域以外の地

方自治体に個人住民税の一部を寄附できるとい

うものでありまして、自主財源の乏しい本県で

ありますから、自主財源の積極的な確保に向け

て、この活動をするのは大きなチャンスであり

ます。まず、このふるさと納税に対する県及び

県内市町村の取り組み状況について、総務部長

にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） ふるさと納税につ

きましては、本県では「ふるさと宮崎応援寄付

金」という名づけをいたしまして、宮崎県を

「ふるさと」と考えていただく皆様に、さまざ

まな施策を応援いただこうと広く寄附をお願い

しております。取り組みといたしましては、県

のホームページ上に寄附申し込み専用の「ふる

さと宮崎応援サイト」を開設いたしまして、イ

ンターネットによる申し込み、あるいはクレ

ジット払いを導入いたしますとともに、県外で

開催されます県人会、同窓会での御案内、新宿

みやざき館でのＰＲなど、周知に努めてきたと

ころでありまして、本年の11月末現在で31件819

万7,000円の寄附金をいただいておるところでご

ざいます。また、県内の市町村におきまして

も、ホームページあるいは広報誌を利用した広

報のほかに、同窓会などでの呼びかけ等を行っ

ておりまして、こちらは、10月末現在、20の市

町村で合計1,196万円の寄附金を受けているとい

う状況でございます。

○濵砂 守議員 総務部長、全国で一番寄附金

が多いところはどこでしょう。

○総務部長（山下健次君） 栃木県の２億2,300

万円余ということでございます。

○濵砂 守議員 このふるさと納税―先ほど

から話しておりますように、本県は非常に財源

が脆弱であります。私、けさインターネットを

引いてみましたら、出身地や将来の住居予定地

など、払いたい地域、都道府県を複数回答で尋

ねると、１位が北海道、２位が沖縄らしいんで

すよ。ずっと行って、以下も大阪7.1％、京都７

％なんですが、どうもこの大阪が気に入らんの

ですわ。知事は宮崎県の財源ですから、ある意

味では、この知事の有名さ、あるいはこの人気

というのは宮崎県の財源。そういったことから

考えると、ぜひ宣伝をしていただいて―テレ

ビにもしょっちゅう出ておられますので、上京

もしておられます―いろんな機会を通じて、

どうか日本一のふるさと納税ができるように。

そういったものが本来の県民所得につながって

いくということになりますので、ぜひ頑張って
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いただきたいと思うんですよ。どうでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私は宮崎の財源なん

ですかね。財産というのは聞いたことがありま

すけど、財源、ありがとうございます。「ふる

さと宮崎応援寄付金」というのは、基本的には

寄附される方の自発的な意思に基づくべきもの

と考えております。したがいまして、納税者の

皆様に、本県を「ふるさと」として思い、力を

かしたいと考えていただける機運の醸成という

のが肝要かなと考えております。私はこれま

で、本県が持つ魅力のほか、道路事情や財政状

況など地方が抱える課題を全国に発信すること

で本県をＰＲしてまいりましたが、引き続き、

全国の皆さんが本県に興味を持っていただくよ

う、また、県政運営において「宮崎を応援した

い」「宮崎に寄附しよう」と思っていただける

ような県づくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。また、ふるさと納税そのものにつ

いて、もっと県民、国民の皆さんが関心を高め

ていただくよう、機会あるごとに制度の周知や

呼びかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 知事なら集められます。ぜひ

ひとつ頑張って集めていただいて、少しでも宮

崎県民の福祉に役立つように、よろしくお願い

いたします。

次に、オーシャンドーム跡地の活用について

であります。

オーシャンドームは、シーガイア・リゾート

の中核施設として、平成５年に世界最大の室内

ウォーターパークとしてオープンしました。延

べ1,000万人を超える入場者数を記録し、本県観

光の発展に大きく寄与してまいりましたが、残

念ながら、平成19年９月をもって閉鎖されまし

た。現在、その跡地は何ら具体的な活用方法が

示されず、閉鎖から１年を経過しております。

フェニックス・シーガイア・リゾートに宿泊さ

れた観光客のアンケートでは、オーシャンドー

ムの再開を望む声もあるやに聞いております。

現時点においてオーシャンドームの跡地利用が

どのようになっているのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） オーシャ

ンドームの跡地活用についてでございますけれ

ども、フェニックスリゾート社によりますと、

オーシャンドームの今後の活用につきまして

は、市場動向を調査しますとともに、専門家の

意見も聞きながら、慎重に検討されているとい

うふうに伺っております。オーシャンドームは

シーガイア・リゾートの中核的な観光施設の一

つであったことから、県としましても、その活

用には大きな関心を持っているところでありま

すので、引き続き、その検討の状況を見守って

いきたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 その検討状況じゃなくて、

フェニックス社に対して、県からも何かこう

いった観光浮揚につながるようなものはできま

せんでしょうかという申し入れをしていただき

たいんですよ。商工観光労働部長、どうでしょ

うか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど申

しましたように、フェニックスリゾート社にお

きまして、市場動向とか、そういった何を活用

したら一番利用度が高いのかということを専門

家の意見も聞きながらされるということでござ

います。県として、私どもが具体的にこうやっ

たらすばらしい活用ができるんじゃないかとい

うのは、なかなか私どもも妙案というのを持っ

ておりませんので、その辺の検討状況を見守っ
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ていきたいというふうに思っております。

○濵砂 守議員 そういうことじゃなくて、態

勢、姿勢の問題なんですよ。商工観光労働部

長、行ってそういう要請をされたことがあるん

ですか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 社長さん

方と時々お会いすることがありますので、その

辺でいろいろ、その後、検討の状況はどうなっ

ていますかという話とかは、よくしておりま

す。

○濵砂 守議員 時間がありませんので、次に

進みます。知事、活用方法がなかなか難しいと

いうのはわかっておるわけですけれども、そこ

で、以前にオーシャンドームにカジノを設置し

たらどうかという声がありました。当然カジノ

の設置については法改正が必要であります。法

的整備が問題となりますが、新たな観光のチャ

ンネル及び景気、雇用などの経済効果の面と自

主財源確保の起爆剤として、オーシャンドーム

跡地にカジノの誘致を計画したらどうかと思い

ますが、知事のお考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） カジノ法案は、国に

おいて審議されるものだと思っておりますけれ

ども、その法案の審議が今のところ停滞してい

るということを伺っております。また、国のそ

の法案の審議の動向をうかがいながら、また県

民の皆様と意見交換、あるいは議会の皆様と意

見交換させていただきながら、慎重に検討させ

ていただきたいと思っております。

○濵砂 守議員 東京と比較したらいかんので

すが、石原知事は東京都にカジノを誘致したい

という話をされていますね。知事個人として

は、やはりそういうものも一つの方法だという

ことで考えていらっしゃるかどうかお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 観光とか産業の振興

の視点で申しますと、カジノは非常に期待の持

てる産業、施設だと思っておりますが、教育、

治安等々のさまざまな視点から検討されるべき

ものだと考えております。

○濵砂 守議員 いろいろと申し上げてきまし

たけれども、時間が参りました。知事、ぜひ県

民の今の生活の状況をお酌み取りいただきまし

て―知事も小さいころから宮崎にお住まいで

したから、よく御承知と思いますけれども―

県内でもこれだけの格差がある、この格差解消

のために、今後とも頑張っていただきますよう

に、そして国に対しても、地方が疲弊しないよ

うに強く申し入れをしていただきますようにお

願い申し上げて、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い一般質問を行います。ほとんど重複

しますが、お許しいただきたいと思います。

国では、来年度予算編成に向け、急ピッチの

作業が行われています。また、県におきまして

も、既に重点項目を明示した明年度予算編成方

針が打ち出され、予算編成に向けた取り組みが

着々と進められていることと思います。予算編

成をめぐる状況でありますが、ことしは原油高

騰、諸物価の値上がりが県民生活を直撃いたし

ました。さらに、９月に起こったアメリカ発の

金融破綻が、世界の金融破綻、世界同時株安を

招き、その影響が企業倒産や相次ぐ解雇問題と

なって、連日、津波のように襲いかかってきて

おります。各国首脳が一堂に会し、対策を講じ

ておりますが、100年に一度と言われる金融市場

の混乱は一向におさまらず、株価は急落したま

まです。世界の実体経済は弱まっており、世界
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的に景気後退が強まっていると言われておりま

す。我が国の金融システムは、海外に比べ安全

性は確保されていると言われますが、日本経済

も既に後退局面に入っております。今後のさら

なる金融経済情勢の悪化が、今でさえ暮らしの

安心が脅かされている生活者や資金繰りに苦し

んでいる中小・小規模企業、また、都市との格

差に悩む地方といった弱者に、より大きな波と

なって押し寄せてくることは必定であります。

こういった弱者に対し、セーフティネットをよ

り一層強固に張りめぐらし、緊急の備えを万全

にしていただきたいと思います。そこで、今回

は生活者を守る生活支援を中心に、知事並びに

関係部長、教育長にお尋ねをいたします。

まず、知事にお尋ねをいたします。今回の金

融破綻の規模がいかに大きく深刻か、また、消

費者物価の高騰がいかに生活者を直撃している

か、お手元の資料をごらんいただきたいと思い

ます。円グラフのほうは、アメリカの今回の金

融危機救済に関する出費のグラフであります。

アメリカがつぎ込んだ額がいかに巨額であるか

を示したものですが、赤い丸でございます。過

去の大型プロジェクトに費やした出費の何倍も

の額となっている。すなわち右側のグラフが、

過去のイラク戦争とかベトナム戦争とか、ある

いはマーシャルプランとかアポロ計画とか、そ

ういうさまざまな計画に費やしたものだそうで

ありますけれども、このトータルに比して、こ

れだけ膨大だということのようでございます。

また、もう一方の折れ線グラフでありますけれ

ども、これは世界各国の消費者物価指数が並べ

てあります。2006年から2008年までですが、や

はりことしの４月以降、イギリスとか中国はそ

れ以前から物価高が続いておりますけれども、

世界各国、物価が上昇しまして、現在、少し下

がっておりますけれども、高どまりをしている

状況が読み取れます。いずれにしても深刻でご

ざいます。生活者の暮らしの安全を何としても

図らなければなりません。とりわけ、給与が下

がる傾向の中で、生活必需品は値上がりしたま

まです。生活者は悲鳴を上げています。だから

こそ国は、景気後退下での生活者の不安にきめ

細かく対処するため、さまざまな経済対策を

打っております。家計への緊急支援として、総

額２兆円を限度とした定額給付金を実施しよう

と決めたと聞いております。標準家庭で６

万4,000円、家計の足しにならないのか、また、

不景気で困っている地域の商店街の景気対策に

ならないのか、知事の報道に対するコメントが

気になるところであります。本県で一体総額に

していかほどの定額給付金がおりることになる

のか、また、この給付金が本当に景気浮揚の一

助にならないのか、その根拠について伺いたい

と思います。

また、給付金の交付についてでありますが、

県並びに政令市に対し、説明があったと聞きま

したが、対応に追われる市町村のほうが大変で

ございます。この現状はどのようになっている

のかお尋ねをいたします。

原油価格についてでありますけれども、反落

したとはいうものの、重油や軽油は高どまりを

しております。本県の１次産業を初め流通業界

は、大変な打撃をこうむったままであります。

これらの値下げについても対策を打つべきであ

りますが、知事会等、どのような動きになって

いるのかお尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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定額給付金についてであります。定額給付金

の県内の給付総額につきましては、推計で約180

億円程度になるものと見込んでおります。両親

と18歳以下の子供２人の世帯で６万4,000円の支

給ということですので、支給されれば、少なか

らず家計は助かるのではないかと考えておりま

す。一方で、平成11年の地域振興券の際には、

それによって喚起した新たな消費は、使用額

の32％程度であったと公表されておりますが、

今回の給付金の場合はどの程度の新たな消費を

喚起できるのか、それによって景気回復に寄与

することになるのか、そういったことも含め、

景気浮揚の効果は未知数と感じているところで

あります。この給付金を地域経済の振興につな

げるためには、まずは給付されたお金を使って

いただくことが必要ですので、私といたしまし

ても、機会をとらえ、できれば県産品の購入な

どの消費を呼びかけてまいりたいと考えており

ます。

次に、定額給付金に関する市町村の状況につ

いてであります。定額給付金につきましては、

先日、総務省から、現時点での検討内容につい

て説明がありました。県といたしましても、早

速、市町村に対する説明会を開催し、情報をお

伝えしたところであります。現在、市町村にお

かれては、この情報を受けて、担当部署の決定

や各市町村における具体的問題点の把握など、

実施に向けた準備をされているところでありま

すが、支給の窓口となる市町村では、短期間の

うちに膨大な事務を処理する必要があると考え

られますので、県といたしましても、可能な限

りの支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、原油価格の値下げに向けた対応

についてであります。原油価格は、ことし８月

ごろをピークに低下してきているものの、農業

や漁業で使用される重油や運送業で使用される

軽油の価格は、価格が比較的安定していた平

成16年当時と比べると、まだ２倍程度になって

おり、依然として負担が重くのしかかっている

状況にあります。原油価格の引き下げ・安定に

つきましては、国による国際石油市場の安定化

に向けた働きかけなどの取り組みが不可欠であ

りますので、全国知事会におきまして、国に対

策を講じるよう求める「漁業用燃料等の原油、

原材料の高騰に関する緊急決議」を行ってお

り、また、本県単独でも、国に対し「県民生活

の安定確保に向けた原油価格高騰対策に関する

緊急要望」を実施しております。今後とも、原

油価格及びそれに伴う県民生活への影響につい

て、状況の把握に努めるとともに、必要に応じ

て国への要望を行うなど、的確に対応してまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○長友安弘議員 定額給付金について、再度知

事にお尋ねをいたします。ただいま県内の給付

総額は約180億円という答弁がございました。本

県は、三位一体の改革によりまして、ここ数年

で約350億円余の交付金が削減され、大変な財源

不足を来しました。180億という給付金、この額

はその半分に当たる大変な額でございます。し

かも、これは直接県民一人一人に還元をされま

す。ＧＤＰに換算しましても、0.4％程度押し上

げる効果があると言われております。今、ＧＤ

Ｐはマイナス成長となっておりますけれども、

今どき即効的にプラスの効果をもたらす政策と

いうのはないんじゃないかと、こういうふうに

思います。交付税の削減の痛みを大いにカバー

する施策と私は思います。未知数という感がす

るというのではなくて、これがさらに効果を生

むように、行政には前向きの施策を同時に打っ
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ていただきたいと思いますけれども、知事の御

所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 重要な御指摘だと思

います。生活支援及び景気対策ということで、

その性格は位置づけられると思いますが、交付

金ですので、先ほど濵砂議員から御指摘があっ

たように、最小限の額で最大の効果を求めると

いうことが我々行政に課せられた課題かなと

思っております。ですから、私は先日の答弁で

も申し上げましたように、定額給付金をいただ

けるなら、消費につながるように年末年始ある

いはクリスマス商戦前ぐらいにスピード感を

持って給付していただけると、まだ消費に向い

た行動等、あるいはＧＤＰを押し上げる効果と

いうのは期待できたんじゃないかと思っており

ます。いずれにしろ、少なからず助かる方、感

謝される方は多いと思いますけれども、これを

また我々の政策を通じて、どう消費、ＧＤＰの

押し上げにつなげていくかというのは今後の課

題かと思っております。

○長友安弘議員 まだ国会で通っておりません

ので、なかなか難しい状況ではございますけれ

ども、本当に通れば、ぜひとも本県の景気浮揚

につながるように、積極的な取り組みをお願い

したいと思います。

次に、市町村の状況でありますけれども、県

としても応援していくということでございまし

たので、要望しておきます。受給資格とかある

いは給付の方法等、さまざまな問題について

は、いろんな苦情等も上がっておりますが、何

はともあれ、市町村にとりましては、本当に大

事なお金になってくるんじゃないかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

原油についてでありますけれども、12月６日

には、一時１バレル40.18ドルというのをつけま

した。しかしながら、一番高いときは１バレ

ル147.27ドルを超しておったわけでございま

す。まさに急落をしていますが、しかし、現在

の価格は余りにも高どまりをしております。本

県農業界は、量販店に対しまして、サーチャー

ジ制度の導入までお願いした状況でございま

す。本県の農林水産業、また流通産業、それか

ら諸産業を守るためにも、重油とか軽油につき

ましては、適切な価格設定をしてもらうべきで

はないかと思います。今後、この引き下げにつ

いて、さらに何らかの働きかけをなさらないの

か、知事に質問いたします。

○知事（東国原英夫君） 原油価格のさらなる

値下げということでございますが、また、世界

の景気等の動向も見詰めながら、国に対してど

ういう政策が実効的であるのか、有効的である

のか等々、検討させていただきながら、要望も

してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、雇用セーフティネット

強化対策について、商工観光労働部長にお尋ね

をいたします。

先日、県内誘致企業の非正規雇用者の大量解

雇、また正規雇用者の大量配置転換の報道がな

されました。議会でも取り上げられました。既

に私の身近でも、他企業におきまして現実にリ

ストラに遭った人が出ております。景気後退の

影響の大きさをひしひしと感じます。年末を迎

え、何としても障がい者あるいは非正規労働者

の雇用はもとより、正規雇用の安定をも図らね

ばなりません。トヨタを初め３万人規模の解雇

が報道されました。まことにゆゆしき事態でご

ざいます。多くの県民の雇用セーフティネット

の強化を求めたいと思います。本県における雇

用の直近の実態をどのように把握しておられる

のかお尋ねをいたします。
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○商工観光労働部長（高山幹男君） 雇用の状

況でありますけれども、本年10月の本県の有効

求人倍率は0.52倍と、19カ月連続で対前年同月

を下回っております。また、御質問にもござい

ましたように、国の調査によりますと、今回の

景気変動の影響によりまして、来年３月まで

に578人の非正規社員が職を失うことが見込まれ

るなど、大変厳しい雇用状況が続いているとい

うふうに認識いたしております。

○長友安弘議員 再質問いたします。昨日、日

立プラズマディスプレイについて話題になった

ところでありますけれども、今、県の状況の中

に578人というのがございましたが、その中に日

立プラズマディスプレイの分は含まれていると

は思いますけれども、その残りにつきまして、

どういう状況になっているのか、わかっていれ

ばお尋ねをしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 国のほう

から578人の詳細な内訳が示されておりませんの

で、私どもは承知いたしておりません。

○長友安弘議員 こういう事態になりますと、

一番先に解雇等の憂き目に遭う、そういう影響

が出てくるのが障がい者の方ということで、こ

れも議会でありましたけれども、障がい者の方

々についてはどのような雇用状態になっている

のか、わかっていればお答えをいただきたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の雇

用ですけれども、本年６月１日現在の数字であ

りますが、従業員数56人以上の規模の企業に

は、法定雇用率1.8％が適用されますが、本県は

障がい者雇用率が1.97％で全国７位、法定雇用

率を達成している企業の割合は63.3％で全国２

位となっております。

○長友安弘議員 障がい者雇用につきまして、

後ほどまたお尋ねしたいと思いますけれども、

いずれにしましても、本当にこの578人、どのよ

うな方がどうなっているかということが大変気

になるわけですね。さらに情報等をつかんでい

ただきまして、適切な対応をお願いしたいとい

うふうに思います。

次に、生活の安心確保等について県民政策部

長にお尋ねをいたします。

消費者庁の創設は延びるようでありますが、

振り込め詐欺あるいは架空請求、多重債務等、

後を絶ちません。地方の消費生活相談体制の一

層の強化を求めたいと思います。国では、各県

に消費者行政活性化基金（仮称）等を設けて、

そして消費生活相談の強化等に向けた集中的な

取り組みを行っていきたい、こういうようなこ

とでございますけれども、消費生活相談を初

め、消費者行政に対する今後の県の取り組みに

ついてお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 振り込め詐欺

や高齢者をねらった悪質商法などが後を絶たな

い状況の中にありまして、県民の安全で安心な

暮らしを確保するために、消費者に対する啓発

はもとより、相談やあっせんの重要性が従来に

も増して高まってきていると考えております。

質問にございましたように、現在、国におかれ

ましては、地方消費者行政活性化交付金の創設

によりまして、地方における消費生活に関する

相談の充実などが検討されているようでありま

す。県といたしましても、国の動向を踏まえな

がら、市町村や関係機関との連携を図り、的確

に対応してまいりたいと考えております。以上

であります。

○長友安弘議員 消費生活相談の件数というの

は若干減っているということでありますけれど

も、しかしながら、県民としては、次々と新た
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に起こってくるさまざまな詐欺まがいの行為、

こういうものに脅かされてまいりますので、さ

らに相談体制をしっかりしていただきまして、

対応していただきますようにお願いしたいと思

います。

次に、食の安全について、福祉保健部長並び

に農政水産部長にお尋ねをしたいと思います。

ことしは、汚染米問題、食品偽装問題あるいは

食品への農薬混入問題等で、県民は大変心配を

いたしました。国は今後、輸入食品の安全性確

保に向けた取り組みの推進や、輸入食品への化

学物質等の混入を踏まえた緊急検査の実施、ま

た有害物質、残留農薬の分析機器の緊急配置

等、食の安全対策を強化しようとしておりま

す。県民の生命と健康を守るためには、何をお

いても食の安全確保対策の強化が求められます

が、県における今後の取り組みについて伺いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 福祉保健部で

は、食品取扱施設の監視指導や食品の収去検査

等を実施しております。昨年度は、保健所の食

品衛生監視員が食品取扱施設に対し、１万4,309

件の監視指導を行うとともに、輸入食品を含む

県内に流通する食品を1,883検体収去し、衛生環

境研究所や財団法人宮崎県公衆衛生センター等

におきまして、残留農薬や食品添加物等の検査

を行うなど、違反食品の排除に努めたところで

あります。今後とも、国や関係機関等と連携

し、突発的な違反食品等への迅速な検査対応、

分析技術の向上及び検査可能な農薬数の拡大等

の検査体制の強化を図りながら、食の安全確保

に努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部で

は、「宮崎県食の安全・安心基本方針」に基づ

きまして、安全・安心な農産物の生産と供給を

行うため、トレーサビリティーやＧＡＰ、さら

にはＨＡＣＣＰを推進するなど、各種施策を総

合的に実施しております。特に本県は全国有数

の食料供給基地でありますので、大都市を中心

に出荷される青果物等の安全性を確保すること

は極めて重要であると考えております。このた

め、農業団体等との連携によりまして、宮崎方

式と言われる残留農薬検査システムを活用し、

平成19年度は、全国でも最大規模となる290成

分、4,717検体の出荷前自主検査を行ったところ

であります。また、平成20年３月には、「ＪＡ

宮崎経済連農畜産物総合検査センター」の整備

を支援しまして、検査体制の充実強化を図った

ところであります。今後は、分析成分を400種類

に拡大するとともに、年間分析検体数も6,000検

体を目指すなど、さらなる残留農薬検査体制の

充実強化に取り組み、食の安全確保に努めてま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 食の安全につきましては要望

をいたしておきますけれども、本当に生活者を

全く無視し裏切るような、そういう問題が続い

ております。こういう問題がこうも続きます

と、県民は何を信じていいかわからない。した

がいまして、保健所や衛生環境研究所、この役

割というものは、県民の命を守るとりでになる

というふうに考えます。精密検査機器の導入、

また人材の確保と県民の食の安全の確保に一層

努めていただきたいと思います。特に農政サイ

ドあたりは、国からのさまざまな補助金等もあ

ると思いますけれども、衛生環境研究所では、

県費でこういう機械等を入れなくてはならない

という状況でございます。財政多難な折に大変

でありますけれども、県民の命を守るという観

点からは、それにもよく配慮をしていただい

て、気配りをお願いしたいというふうに思いま
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す。

農産物についてでございますけれども、地産

地消等、学校給食を初めとして、非常に浸透し

つつあるわけでございます。本当に県民の命を

守る安心・安全な農産物を確保するということ

が大事でございますし、また同時に、本県の売

りである農産物の安心・安全の信頼性、これを

確立するためにも、一層の検査精度のアップと

か検査体制のスピード化が大事になってくると

思いますので、この取り組みについてもまた御

尽力いただくように要望しておきたいと思いま

す。

要望いたしましたので、次に、介護従事者の

処遇改善と人材確保について、福祉保健部長に

お尋ねをいたします。介護従事者を確保するた

めには、処遇の改善が問題となっております。

しかし、同時にそのことは介護保険料の上昇に

つながります。この問題はどのように解決する

方向に行っているのか、また、県として取り組

むことがあればお尋ねをしたいと思います。

また同時に、介護に関しましては、介護従業

員の負担軽減のための設備とか機械の導入、ま

た認知症高齢者につきましては、徘徊ＳＯＳ

ネットワークの一層の整備促進等が求められま

す。それから、介護人材につきましては、今、

外国から介護人材を受け入れる試み等もなされ

ておりますけれども、雇用ということを考えま

すと、母子家庭の母親とかあるいは年長フリー

ター等の方々も介護人材として確保し、定着さ

せていく必要があるんじゃないかと思いますけ

れども、このようなことに関して、県としてど

う取り組まれていくかお尋ねをしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護報酬を改

善しながら、それに伴う介護保険料を抑制する

ということは、大変難しい問題であります。こ

のため県としましては、かねてから九州地方知

事会等を通じて、介護報酬の改定に当たって

は、介護保険料の引き上げにならないよう、国

に対し要望をしてきたところであります。現

在、国において、３％の報酬引き上げと、これ

に伴う保険料の上昇を半減するための国費投入

が検討されておりますが、今後とも、保険料の

上昇につながらないよう、国における十分な財

源措置を引き続き要望してまいりたいと考えて

おります。

次に、介護従事者の労力の軽減を図ること

は、介護人材を確保していく上でも重要な要素

と考えております。現在、国においては、介護

作業負担軽減のための設備・機器を導入するた

めのモデル奨励金などが検討されております

が、県としては、その動向を見守っているとこ

ろであります。また、増加する認知症高齢者を

地域で支え受け入れていくことは、介護に当た

る家族の心理的・身体的負担の軽減につながる

ものであります。現在、宮崎市と都城市におい

て、国の事業を活用し、認知症高齢者を地域で

見守るネットワークづくりや、地域住民を対象

にした認知症サポーターの養成等に取り組んで

おり、将来的には、これらの取り組みを広く普

及させていきたいと考えております。

それから、介護人材の確保についてでありま

すが、県では、福祉人材センターにおいて、就

職説明会や無料職業紹介などにより、人材の安

定的な確保に努めているところですが、介護ニ

ーズの増大が見込まれる中、お話のあった母子

家庭の母親やフリーターなどに対しても、福祉

の職場について、さらに幅広く周知を図ってい

きたいと考えております。このため、母子家庭

の自立を支援している宮崎県母子寡婦福祉連合
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会や、フリーターなど若年層の就労支援を行っ

ているヤングＪＯＢサポートみやざきなど、関

係機関と十分連携を図りながら、今後とも介護

人材の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○長友安弘議員 介護という仕事に関しては適

性というのもありますので、母子家庭の母親と

か年長フリーターといいましても、なかなか難

しいかもしれませんが、雇用の門戸を広げると

いう意味では大事な部分になるんじゃないかと

思いますので、取り組みのほうをよろしくお願

いしたいというふうに思います。

次に、出産・子育て支援の拡充について、福

祉保健部長にお尋ねをいたします。国のほうで

は、都道府県に「安心こども基金」を設置し、

子育て支援サービスを緊急整備する方針のよう

でありますが、これらの動きに呼応して、県で

はどのように取り組んでいかれるのかお尋ねを

したいと思います。また、幼児教育期の子育て

を支援するために、平成20年度の緊急措置とし

て特別手当の支給、また中小企業の子育て支援

を促進するため、育児休業あるいは短時間勤務

制度の利用や、ベビーシッター費用等補充促進

のための助成制度の拡充等も図ろうとしておら

れます。幼児教育期の子育て支援について、県

はどのように取り組んでいかれるのかお尋ねを

いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 「安心こども

基金」の設置や「子育て応援特別手当」の支給

につきましては、今年10月末に国において取り

まとめられました「生活対策」におきまして、

保育所の整備を初めとする保育サービスの充実

や、幼児教育期の子育てを支援するための具体

的な施策として示されたところであります。し

かしながら、これらの対策につきまして、現

在、国において予算化に向けた検討を行ってい

る段階であり、詳細については明らかになって

いない状況にあります。県としては、今後と

も、国の補正予算等の動向を注視しながら、的

確に対応してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、障がい者の支援策につ

いて、福祉保健部長にお尋ねをいたします。小

規模作業所を初めとして、障がい者の自立を支

援する事業所の経営というのは大変厳しくなっ

ております。事業所の支援につきまして、今後

どのように取り組んでいかれるのかお尋ねをし

たいと思います。

また、本県における障がい者の法定雇用率と

いうのは、先ほどありましたけれども、本県で

は1.97％ということで、1.8％という基準をクリ

アしておりますが、いまだ障がい者雇用の経験

のない企業というのが多いと思います。特に中

小企業に対する障がい者雇用への支援、また障

がい者雇用の特例子会社の設立促進等、推進し

なくてはならないと思いますけれども、県とし

ての取り組みについてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障害者自立支

援法の施行直後は、報酬の日額化等によって事

業者の減収が見られておりましたが、国・県に

よる特別対策・緊急措置で、従前の報酬の90％

の保障や報酬単価の引き上げなどの激変緩和措

置が講じられておりますので、一定の経営改善

が図られていると考えております。また、現

在、国におきましては、新たな経済対策の一つ

として、障がい者福祉事業所の支援の拡充も検

討されておりますので、その動向を注視してい

るところであります。県といたしましては、全

国知事会等を通じまして、国へ事業者の経営基

盤の強化を引き続き要望してまいります。

また、平成18年度に、県内約7,000社を対象と
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した障がい者雇用に関する企業アンケート調査

では、障がい者を雇用したことのない企業が約

８割ありました。このため県では、中小企業の

障がい者雇用に対する支援として、障がい者雇

用の事例発表等を内容とする企業向けセミナー

の開催や、障がい者の特性や能力を知ることが

できる職場実習の促進などに取り組んでいると

ころであります。今後とも、労働局や就労支援

機関等の関係機関と連携しながら、障がい者雇

用の促進に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○長友安弘議員 障がい者雇用の問題につきま

しては、さまざまな議論がなされましたけれど

も、本当に同じ地域で、そしてそういう仕事に

ついていくという、ノーマライゼーションとい

いますか、その上からも非常にこれは大切なこ

とでありますので、特段のまた取り組みをお願

いしておきたいと思います。

次に、医療対策について、福祉保健部長に２

点ほどお尋ねしますけれども、まず１点目は、

これからの高度な医療、あるいはまた現在、さ

まざまな問題といいますか、ＮＩＣＵの問題等

も先日報道されましたけれども、人材不足とい

いますか、そういう問題等もたくさんございま

す。特に看護師とか助産師の高度技能習得、こ

ういうものが今から大事になってくるんではな

いかと言われておりますけれども、現状と今後

の取り組みについて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 急速な医療技

術の進歩に伴う高度・専門化する医療に対応す

る看護や、より患者の視点に立った質の高い看

護の提供が今求められてきております。このよ

うな中、県におきましては、例えば最新の医療

安全について学ぶ研修会やがん患者の在宅療養

を支援するための看護など、新しい看護分野の

研修会などを行うとともに、助産師につきまし

ても、最新の助産管理等を学ぶ研修会等を実施

しております。また、県内の病院においても、

救急看護や新生児集中ケアなどの特定の看護に

ついてのスペシャリストを育成するため、日本

看護協会が認定する「認定看護師」資格取得の

ための講習会を受講させるなどの取り組みも

行っております。県といたしましては、今後と

も、関係機関と連携しながら、看護師、助産師

等の資質向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○長友安弘議員 これもちょっと要望しておき

ますけれども、死因の３分の１はがんと言われ

ます。そして今、緩和ケア体制の充実というの

が求められております。また、先ほど申し上げ

ましたけれども、最近では北海道における未熟

児のたらい回し事件が報道されまして、ＮＩＣ

Ｕの設置とか運営体制の充実ということについ

ての課題が浮き彫りにされました。こういうこ

とに対する高度な技術、識見を持った看護師の

養成というのは今後大事になってくると思いま

すので、先ほどお答えのありましたような体制

で、今後の人材の確保あるいは人材の質を高め

ることに努力をしていただきたいというふうに

思います。

次に、新型インフルエンザ対策の強化につい

て、これも重複しますけれども、新たな対策と

して、プレパンデミックワクチンの製造が行わ

れるということでございます。しかし、過去に

発症しました鳥インフルエンザにかかってたく

さんの方が亡くなりましたが、その中で何とか

回復された、こういう方々からつくられるワク

チンであります。これから本県にもそういうシ

ーズンがやってまいりまして、鳥インフルエン

ザの心配があるわけでありますけれども、そう
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いう作業に従事される方につきましては、この

ワクチンというのはかなり期待されるんではな

いかというふうに思います。しかしながら、そ

うでない本当に新型インフルエンザが発生して

きたときには、今のところ打つ手がなくて、タ

ミフルということになっておりますけれども、

そのタミフルの備蓄、そしてそれが通り過ぎた

後、通り過ぎて、またその新型インフルエンザ

に抵抗性を持つ、克服された方から得られるパ

ンデミックワクチンというものが製造されれば

いいんですけれども、これは少なくともその流

行から半年以上はかかると、こういうことです

ね。新型インフルエンザが起こった場合には、

対処のしようがないというような状況でござい

ますけれども、一連の新型インフルエンザ対策

の状況と県の取り組みについてお尋ねをいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策といたしましては、お話にありまし

た抗インフルエンザウイルス薬タミフル９

万6,000人分の備蓄や、感染症指定医療機関等に

おける必要病床数の確保を図っております。ま

た、現在、新型インフルエンザの感染拡大を可

能な限り防止し、健康被害を最小限に抑え、社

会・経済機能を維持するための新型インフルエ

ンザ対策行動計画を策定中であります。さら

に、医療従事者に対する啓発など医療体制の強

化に努めるとともに、県民の皆様に対しては、

手洗い・うがいやせきエチケットの励行、食料

品等の備蓄、流行時における外出自粛の重要性

などの啓発に努めております。今後とも、全庁

的な体制整備を図るとともに、市町村や医師会

等関係機関と連携しながら、対策の充実に努め

てまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 新型インフルエンザ対策につ

きましては、これもまたさまざま準備をされて

いると思いますけれども、本当に県民の命を守

る大事な対策となりますので、よろしくお願い

したいと思います。

次に、金融・経済の安定・強化に関して、知

事にお尋ねをいたします。

国会では今、金融機能強化法案をめぐり、議

論が行われております。世界的な金融破綻の影

響は、先ほど申し上げましたが、既に地方の金

融にも及んでおります。その中でも、いわゆる

貸しどめ、貸しはがし、貸し渋り―現実に私

も貸しはがしの本当にひどい実態というのをお

聞きしましたけれども―これは許せないとい

う状況でございました。その防止のために、国

は資本投下を行い、金融機関の資本基盤を強化

し、地方銀行には地域経済に対する適切な金融

仲介機能を発揮していただき、地方の中小・小

規模企業を守っていただきたいと。国はまた現

在、９兆円規模の金融支援を実施し、この規模

で少なくとも年内の金融の安定は図られるとし

ておりますが、中小・小規模企業の方々という

のは、資金繰りの悪化がさらに大きな波となっ

てやってくるんじゃないかという危機感を持っ

ておられます。今後、30兆円規模の緊急融資制

度の実行に大変な期待を寄せているところでご

ざいます。国には、早急かつ万全な対策をとっ

ていただきたいというふうに思いますが、県は

本県金融の現状をどう認識され、金融安定化に

向けてどのように取り組んでいかれるのかお尋

ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の中小企業は、

世界的な金融危機や国内の景気低迷の影響を受

けまして、大変厳しい経営環境にあると認識し

ておるところでございます。このような中、県

では、国の「緊急保証制度」の創設に合わせま
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して、セーフティネット貸付の貸付要件の拡大

や、融資枠を52億8,000万円から100億円に増額

するなど、中小企業の金融の円滑化を図ってい

るところであります。さらに、年末に向けて万

全を期すため、私が直接、金融機関を訪問し、

協力を要請することとしております。

○長友安弘議員 商工観光労働部長にお尋ねい

たしますけれども、この中小・小規模企業に対

する支援についてでありますが、安心実現のた

めの緊急総合対策である資金繰り対策、すなわ

ち９兆円の枠については、日本政策金融公庫あ

るいは沖縄振興開発金融公庫による10月１日か

らのセーフティネット貸付の強化に加えまし

て、10月31日からは信用保証協会による緊急保

証が開始されております。しかしながら、現行

の資金繰り対策について、このところ、中小・

小規模企業の方々から苦情が上がっておりま

す。ほとんど昨年に比べて売り上げは落ちてお

ります。また、利益率も落ちて、大変な状況で

あるわけですけれども、必死になって市町村の

窓口に行きまして、対象事業の認可を受けられ

ます。そして、銀行とか信用保証協会に行かれ

るわけですけれども、本当にそこではねられる

といいますか―何のための制度か、なぜ不況

の影響を受けて苦しむ中小企業を救済しないの

かという叫び声でございます。県内の中小・小

規模企業の資金繰りの状況及び制度利用に関し

て、本県の実態をどう把握しておられるのかお

尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 緊急保証

制度は、10月31日からスタートしたわけでござ

いますけれども、そのスタートから12月３日ま

での約１カ月間における申込件数―緊急保証

制度でありますが―これは126件となっており

ます。この創設前にセーフティネット貸付が

あったわけですけれども、その制度の申し込み

件数が、４月から10月末までの７カ月間で263件

となっておりましたので、これを比較いたしま

すと、この緊急保証制度による保証は、わずか

１カ月間でその前の７カ月間の約半数の申し込

みがあったと、そういった実態になっておりま

す。これからまた年末に向けまして、資金需要

が本格化しますことから、先ほど知事も申しま

したように、知事が直接行って金融機関にお願

いするなど、そういうことを進めまして、これ

から本制度の利用が高まってくるんではないか

というふうに思っております。

○長友安弘議員 わずか１カ月間で、創設前の

約半数の申し込みがあったと。これほど資金繰

りが逼迫しているということでございます。し

たがいまして、知事にもう一回お伺いしたいと

思いますけど、10月31日から始まりましたこの

緊急保証制度の利用件数というのは、全国的に

は先週末で４万件を超えております。また、九

州各県の状況をまとめたデータもございますけ

れども、これらを見ますと、本県の銀行、信用

保証協会の取り組み状況というのは慎重過ぎる

と言わざるを得ません。本当にこの30兆円、今

後30兆円と言われますけれども、このような多

額の資金のほとんどを、今４万件の中では何が

使っているかというと、メガバンクが持って

いっているわけです。メガバンクが持っていっ

ております。それから、お隣の熊本県でも、た

しか2,000件以上だったと思いますけれども、非

常に積極的に活用をしております。九州管内で

もその取り組みの差が歴然としているわけであ

りますけれども、各県の財政規模からします

と、30兆円なんていうお金というのは、本県に

とりましては、マックスで3,000億円ぐらい用意

をされたというような感じになるんじゃないか
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と思うんですね。定額給付金のときにも申し上

げましたけれども、本県は三位一体の改革で350

億円以上削減をされているという状況でありま

して、そのしわ寄せというのは、中小企業にも

少なからず来ているというふうに思います。必

要な企業には本当に貸し出すべきだと思うんで

すね。したがって、それを可能ならしめるの

は、これは知事のリーダーシップということに

なるんじゃないかと思います。銀行とか信用保

証協会というのは、それぞれ遠慮しているとい

うか、そういう状況でございますので、どうか

知事と銀行、信用保証協会、３者で協議を重ね

て、腹を決めて、この融資制度の活用というの

をどれぐらいやらなくちゃと、こういうことを

やってもらいたいと思います。倒産してからで

は遅い。本当にこれ以上、失業者を出してはな

らないと思いますので、この融資制度に対する

知事の取り組みについて、再度お尋ねをしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

いただいたように、年末に向けて万全を期すた

め、私が直接金融機関を訪問いたしまして、協

力を要請するつもりでおりますが、議員御指摘

のような内容につきましては、また前向きに検

討させていただきたいと思っております。

○長友安弘議員 銀行、保証協会は専門家であ

りますので、さまざまな経営状況を見て判断を

しますので、シビアになるわけでありますけれ

ども、ここは一番、知事の腹決めが大事であろ

うと思いますので、これはひとつよろしくお願

いしておきたいというふうに思います。

もう時間がなくなりましたので、ちょっと要

望しておきます。今まで我が国の経済、本県も

そうでありますけれども、外需を中心に日本経

済というのは引き上げられてきたと言われてお

ります。今、世界各国もそうでありますが、今

回の金融破綻を契機にしまして、内需主導型に

切りかえようとしております。しかし、これは

なかなか進むというふうには言われておりませ

ん。そういう中で、官需といいますか、いわゆ

る公のところの財政出動、そういうものが大事

になってまいりますので、この内需と同時に官

需のほうも、限られた財源の中で本当に考えて

いただいて、少しでも新年度の予算編成等を

行っていただきたい。このようなことを最後に

要望いたしまして、質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。早速、質問をしてまいりたいと

思います。

知事の品格とは、いかなるものでありましょ

うか。近年、「国家の品格」「男の品格」「女

性の品格」「親の品格」「自分の品格」など、

品格についての書籍が多く出版され、ベストセ

ラーにもなりました。私も「国家の品格」を読

み、深い感銘を受けました。

ところで、先月27日と30日の民放テレビのバ

ラエティー番組での知事発言に対し、ある県民

の方から、「知事の発言はいかがなものか」と

の電話が、私にありました。また、今月３日の

地方新聞に、「知事の発言に驚いた」との投稿
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がありました。いずれも、知事の発言に品位・

品格を疑う内容のものであります。いかなる番

組であろうとも、知事の発言は、政治家・東国

原宮崎県知事の発言であります。発言は知事ら

しく、品位・品格を持ってすべきと、私も思い

ます。今回のテレビでの発言と知事の品格につ

いて、知事御自身の御見解をお聞かせくださ

い。

後は自席から質問いたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は就任以来、これまでにない、個性あふれ

る、オンリーワンの存在感ある自治体としての

宮崎の実現を目指しております。そのために

は、私自身が固定観念や先入観を捨て、新し

い、私ならではのオンリーワンの政治・行政ス

タイルや知事像を構築したいと考え、行動して

まいりました。というのも、前例のないスタイ

ルや型破りな発想や行動を持つ政治家や革命家

たちが、これまでの歴史を変えてきたと思うか

らであります。私は、宮崎から政治・行政、そ

してこの国の歴史を変えようと考えておりま

す。そうした活動の一環として、宮崎を知って

いただくために、報道番組だけでなく、いわゆ

るバラエティー番組など、さまざまな番組に出

演し、全力で宮崎をＰＲしているところであり

ます。番組の出演に当たっては、宮崎を確実に

ＰＲしつつ、かつ視聴者に宮崎のことを飽きさ

せないために、自分なりに創意工夫し、真剣で

スマートな部分やユーモラスな部分など、硬

軟、バランスを考え、見せる努力をしており、

サービス精神旺盛な自己演出の中で、議員御指

摘のとおり、場合によっては、視聴される方か

ら行き過ぎではないかと受けとめられかねない

ケースもあったかと存じております。私といた

しましては、今後とも、皆様のさまざまな御意

見や知事の職責というものも踏まえながら、県

勢発展のために邁進してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○中野一則議員 知事は、宮崎県民113万6,310

人の頂点におられます。県民の中には多くの子

供がおります。子供はよくテレビを見ておりま

すので、テレビの影響は大きいものがありま

す。テレビ番組での発言は、青少年教育という

立場から、子供への影響を考慮すべきものと考

えます。歴史を変えると言われましたが、歴史

を変える子供を育てることも知事の役割だと、

役目だというふうに思っております。いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、テ

レビ出演に関する私の言動には、細心の注意を

していかなければいけないと考えております。

努力いたします。

○中野一則議員 努力をして頑張っていただき

たいと思います。そして、大いにテレビには出

て結構だと思います。大いに発言されて構いま

せんが、品格だけは守ってほしい、このように

御要望申し上げておきたいと思います。

次に、新年度の当初予算編成についてお尋ね

いたします。

ことしの９月、アメリカ、大手証券会社リー

マン・ブラザーズの経営破綻に端を発したアメ

リカ発の金融危機が、世界じゅうに飛び火をい

たしております。日本の金融・経済に大影響を

与えて、まさに大不況の様相を呈する状況に

なっているところでございます。宮崎県におい

ても、先日、有効求人倍率が発表されまし

た。0.52、これは19カ月連続の前年同月比の減

であります。また、完全失業率も４％でありま
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す。このような中での平成21年度当初予算編成

の考え方について、知事にお尋ねをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 県税や地方交付税な

ど歳入の落ち込みによりまして一般財源が減少

する一方、社会保障関係費等が予想以上に増加

するなど、本県は厳しい財政状況が続いており

ます。しかしながら、このような中にあって

も、本県が抱える政策課題に的確に対応するた

め、21年度重点施策である、雇用創出・就業支

援対策、中山間地域対策、子育て・医療対策、

環境エネルギー対策について、積極的に展開し

ていく必要があると考えております。したがい

まして、21年度当初予算におきましては、財政

改革を着実に推進して財源の捻出に努めなが

ら、地域経済の状況等も十分に踏まえ、選択と

集中の理念のもと、優先度の高い施策や事業に

は積極的に取り組み、私のマニフェストの実現

を目指してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 予算について、私もちょっと

調べてきましたが、当初予算は、平成13年

が6,812億円で、これが一番ピーク、そして翌

年、14年から20年まで７年連続、前年を下回る

予算でありました。また、決算ベースでも調べ

てきましたが、平成10年が7,042億円で、これが

ピーク、そして平成11年から19年まで９年連続

マイナス予算であります。これは限界に来てい

る、このように認識するものであります。県の

景気対策、雇用対策、県経済の再生、基幹産業

である農業の振興等々を考えれば、平成21年度

当初予算は、景気対策、雇用対策のためにも、

公共事業あるいは社会保障を中心にした、20年

度よりも増額する予算を組むべきだと思ってお

ります。いろいろと積極的に取り組むと言われ

ましたが、ぜひ20年度よりも幾らか増額をし

て、県民に明るい展望を示していただきたいと

思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 財政状況が厳しい中

にあっても、本県が抱える政策課題には的確に

対応していく必要があると考えております。県

内景気の現状は十分認識しておりますので、厳

しい財政状況であることを踏まえながら、選択

と集中の理念のもと、重点施策の推進のほか、

社会経済情勢の変化、新たな県民ニーズ等に的

確に対応してまいりたいと考えております。ま

た、国におきましても、現在、景気の後退等へ

の対応策として２次補正予算の検討が進められ

ておりますので、その動向を見きわめながら、

財政健全化とのバランスを図った上で、本県の

景気対策として有効活用できるよう、その対応

については総合的に検討してまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 県のほうは、既に原案はでき

ていると思うんです。そしてまた、先ほど言わ

れたように、国もいろいろと対策を打つようで

ありますけれども、この前、総理が熊本県で、

地方交付税をいかにして流すかというような話

をされておられました。もう一回、練り直しを

してみて、予算をいろいろやってほしい、でき

たら前年よりも増額で、というふうに要望して

おきたいと思います。

次に、19年度決算の実質収支額についてお尋

ねをいたします。

19年度の実質収支額、これは普通、黒字とい

うことになるんですが、24億8,400万円でありま

した。過去10年間、平成９年度から18年度

は、19億1,400万から20億2,900万の範囲内に必

ずあります。平均が19億8,500万円、今回ほぼ５

億円ほどふえております。これが自然、現実の

決算だというふうに私自身は理解をするもので
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ありますが、実質収支額が５億円大幅に伸びた

理由を総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

本県で例年、実質収支額20億円前後ということ

でございますけれども、19年度決算は５億6,000

万程度上回っておるという状況です。理由とい

たしましては、まず歳入で、県税が最終予算を

上回る収入があったということが一つ。一方、

歳出のほうでは、歳出削減の努力等によりまし

て、執行残が予想以上に多くなったということ

でございます。

○中野一則議員 平成19年に財政健全化法が制

定されました。正式には20年度からが公表なん

ですけれども、19年度の決算から健全化判断比

率ということで、主なものは、連結実質赤字比

率など４項目でありますが、こういうものの公

表をするようになった。決算の安全性確保のた

めに、実質収支額を例年よりも急激に増額した

とは思いませんけれども、そんな気もせんでも

ありません。来年度以降、今回のような変化が

あるのか、またもとの19億、20億円というもの

に戻るのか、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 19年度は、先ほど

申し上げたように、若干補正なりで予測が不可

能な部分が出てまいったということでございま

す。それが20年度決算以降どうなるかという点

については、私どもとしては、できるだけ不確

定な要素を縮めたいとは考えておりますけれど

も、20年度以降、その額がどうなるかというこ

とについては、現時点では定かに申し上げられ

ないと思います。

○中野一則議員 的確な決算をすべきだと思い

ますが、自然な流れでの決算を要望しておきた

いと思います。

次に、危機管理政策についてでございます。

まず、訓練の成果についてお尋ねいたしま

す。日ごろから県民の防災意識の高揚、自主防

災組織の育成を図るために、県は毎年、総合防

災訓練を実施されておられます。ことしは５

月25日、西諸県郡、関係市で実施されました。

また、10月19日、これは国土交通省主催であり

ましたけれども、宮崎港で大規模津波防災総合

訓練がありました。そして、同じ月の27日、こ

れは図上訓練でしたけれども、天然痘の生物テ

ロに関する宮崎県国民保護共同図上訓練が実施

されました。県民の安全で安心な暮らしの確保

をするために、これらの訓練のどのような成果

があったものか、また課題はなかったかを総務

部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 今、議員御指摘の

ように、今年度も幾つかの訓練を重ねてまいり

ました。端的に申し上げれば、やはり練度の向

上というのが基本になろうと思います。その上

に、関係機関の連携強化というのが成果として

つながってくるのではないかと考えておりま

す。さらに、こういった訓練を繰り返すことに

よりまして、住民の防災意識の向上にもつなが

るのではないかと考えております。一方、こう

いった訓練をやる中で、その反省点といたしま

して、多くの関係機関あるいは住民の参加とい

うことで課題があったのではないかということ

で考えております。

○中野一則議員 次に、自衛隊の協力とえびの

駐屯地の重要性ということで質問したいと思い

ますが、えびの駐屯地存続期成同盟会が９月１

日に、知事に対して、陸上自衛隊第24普通科連

隊等えびの駐屯地の増員増強と存続について要

望をいたしました。私も同席をしました。恐ら

くこれを受けてのことだと思いますが、知事は

先月27日に、防衛省に陳情をされておられま
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す。陳情内容とその結果をお聞かせ願いたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 先日、11月27日の防

衛省訪問では、これまでの災害時の自衛隊派遣

に対するお礼とあわせて、県内駐屯地等の現状

維持についてお願いしてまいりました。特にえ

びの駐屯地は、平成16年の新防衛計画大綱策定

時に廃止候補となり、県も地元と一丸となって

存続運動を展開して、これまで現状維持が認め

られた経緯もあることから、本年９月には、え

びの市ほか地元自治体で組織する存続期成同盟

会の要望を受け、その重要性についてお願いし

たところであります。陸上幕僚長は、えびの駐

屯地の重要性を認識され、私が直接要望したこ

とに対して一定の評価を得たところであると感

じております。

○中野一則議員 各防災訓練のときも、あるい

は災害が発生したときも、必ず自衛隊が主力的

に協力し、あるいは支援されております。有事

の場合も同様であろうと考えるわけでありま

す。あってはならないことでありますが、万が

一、有事が発生した場合、恐らく南九州におい

ては、都城と国分の連隊が前線へ出て、えびの

の24普通科連隊は後方支援部隊の態勢をとると

考えられます。このようなときに万が一、災害

が発生した場合、頼みとする自衛隊は、えびの

駐屯地の24普通科連隊になると思うんです。と

ころが、24普通科連隊は平成16年度改編で縮小

され、コア化部隊になりました。えびの駐屯地

の隊員は、1,380名おられたものが、現在は600

名に削減されております。そして、現在、自衛

隊の新たな改編がされていて、さらに縮小とい

う懸念があるわけであります。それで、先ほど

来の陳情をしているところであります。

また、陸上自衛隊は、全国に５つある方面隊

ごとに教育隊専門の方面混成団を編成しつつあ

ります。既に結成されている東北、中部の方面

混成団を見ますと、この混成団には、前期の再

編でコア化された連隊が組み込まれておりま

す。西部方面混成団が編成されるとき、コア化

されているえびの24普通科連隊が組み込まれる

おそれがある、その可能性が大きいのではと、

私も懸念いたしております。災害や有事のこと

を考えれば、県民の安全・安心のために、危機

管理体制上、えびの24普通科連隊はコア化や新

たな縮小でなく、もとの精鋭部隊に回復される

べきものと思います。知事も一生懸命努力して

もらっておりますが、さらに西部方面総監部あ

るいは第８師団、さらにまた防衛省への陳情

を、繰り返し知事からお願いしたいと思いま

す。いかがなものでしょうか。

○知事（東国原英夫君） えびの駐屯地は、昭

和56年の設置以来、災害派遣に積極的に対応し

ていただいており、地元にとって極めて心強い

存在で、経済振興にも寄与していただいている

ところでございます。また、京町温泉マラソン

や霧島登山マラソンなどの地元の行事にも積極

的に参加をしていただくなど、えびの市を初め

として周辺市町村との共存共栄のまちづくりに

重要な存在であると認識しております。したが

いまして、今後とも、地元自治体と十分連携を

図りながら、引き続き要望してまいりたいと

思っております。

○中野一則議員 ありがとうございます。

次に、消防本部の広域化についてでございま

す。本県も、人口減少などに対応しながら、消

防本部の機能を維持するため、総務省消防庁が

求める広域化推進計画を策定されました。現在

９つある消防本部を１消防本部に、または３消

防本部も検討するということでありました。そ

平成20年12月８日(月)



- 209 -

の後、宮崎県の進展はあったのかを含めて、宮

崎県として消防本部のあり方をどのようにされ

るのかを、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 大規模化する災害

あるいは高齢化・人口減少に伴いまして、地域

防災力の低下が叫ばれております。さらにこの

傾向は強まっていくことが予想されますので、

消防広域化については住民サービスの向上ある

いは消防体制の強化等、いわゆる行財政上のさ

まざまなスケールメリットが期待できますの

で、昨年度末、宮崎県市町村消防広域化推進計

画を策定いたしました。この広域化の組み合わ

せについて関係者の意見の一致が見られなかっ

たことから、この計画上は、県域１消防本部、

さらには３消防本部体制の２通りの案を記載し

たところでございます。現在、この組み合わせ

につきまして、組み合わせの有効性、具体的な

メリット、あるいは課題等について検討を行っ

ているところでございますけれども、決定に当

たりましては、市町村、各消防本部等関係機関

と十分に協議を行ってまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 広域化策定に当たっては、現

在９つある消防本部、及び非常備の高千穂町な

ど７町村のそれぞれの立場や要望等をよく聞い

て取り組まれているものかどうか。先ほどは十

分協議するという説明でありましたけれども、

改めてお聞きしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 現在、各関係機関

と協議中でございます。さらに、非常備町村に

つきましても、常備化の動きとあわせて、関係

の消防機関も含めて今、お話を進めている段階

でございます。

○中野一則議員 これからの広域化の、消防本

部を１つか３つに、この複数案をまとめる作

業、策定後５年後を目標に統合の実現をさせる

ことになっております。また、非常備の町村が

７つもあり、面積が極めて広いわけです。こう

いうこと等を考えれば、危機管理局に消防本部

広域化のための対策か支援の特別室を設置し

て、より専門的に取り組む必要があるのではな

いかと思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 広域化については、

今、国のほうからも指導が来ておりますので、

３地域あるいは１地域本部体制で検討を行って

いるところでございます。それに準じて消防の

広域化を進めてまいりたいと思いますので、議

員御指摘の内容に関しては、今後、必要性もか

んがみながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 消防広域化の策定に関するこ

とはもちろんのことでありますが、防災上の危

機管理体制には、警察や自衛隊と同様に、消防

の果たす役割が大変大きいと考えております。

危機管理局に既に警察から課長が着任、あるい

は自衛隊からも一佐の幹部が登用されておりま

す。消防本部からも消防長クラスの幹部を危機

管理局に配置すべきだというふうに考えます

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 関係各位の意見を十

分交換して、また検討させていただきたいと思

います。

○中野一則議員 次に、教育・文化行政につい

てであります。

まずは、小中高一貫教育についてお尋ねした

いと思います。県と、えびの市、串間市、西都

市、それに美郷町が共同で小中高一貫教育の特

区申請をしました。そして、ことしから正式に

本格的にスタートしております。どこの市町も

真剣に取り組んでおられるということを聞いて
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おるわけでありますが、県教育委員会が管轄す

る高校では、串間の福島高校が大変積極的で前

向きに取り組んでいるというのを聞いていると

ころでございます。その取り組み内容について

教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 串間市では、小中高

一貫教育の本年度からの実施に向けまして、地

域住民や学識経験者等で構成されます「一貫教

育推進協議会」や、校長や市教育委員会職員で

構成されます「一貫教育推進委員会」を設置

し、昨年度から積極的な協議検討が行われるな

ど、串間市全体で一貫教育に取り組む機運の醸

成が図られてきたところであります。また、串

間市の自然、歴史、産業等を学ぶ中でみずから

の生き方を考える教科として、新たに「くしま

学」を開設されたところでありますが、これに

先立ちまして、新たな教科に対する教職員の理

解啓発を図るために、地域の自然や歴史の専門

家を講師とします研修講座を実施されたところ

であります。現在、串間市内の学校では、数学

科、英会話科、英語表現科等の授業における小

・中・高校の教師の相互乗り入れや、児童生徒

の交流活動等、小中高12年間を通した、系統

性、一貫性のあるさまざまな教育活動が展開さ

れているところであります。県教育委員会とい

たしましては、小中高一貫教育を実施する市町

村の取り組みが円滑に、また主体性を持って推

進されるよう、各学校を指導しますとともに、

関係市町村教育委員会と緊密な連携を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 小中高一貫教育は、もともと

高校の存続に絡み、学力向上を含めた特色ある

高校づくりの必要性からスタートしたものだ、

このように思います。飯野高校、福島高校、妻

高校は、隣の町に県立の進学校があります。こ

ういう高校に遜色のない、特色ある学校をつく

るため、学力向上を図るために、県教育委員会

にさらなる強力な支援と指導をしてもらいたい

と考えております。どうかそういう立場からの

取り組みを教育長、よろしくお願いいたしま

す。要望にしておきます。

次に、県教育委員についてでありますが、ま

ず簡単な歴史を申し上げますと、この制度の歴

史は、昭和23年に教育委員会法が成立されまし

た。そして、当時は、委員は直接選挙、いわゆ

る公選でありまして、定数が７名でありまし

た。また、議会からも教育委員が出るように

なっておりました。そして、31年に任命制に変

わりまして、定数は５人、それから平成12年に

教育長も教育委員の中から選任するということ

になりまして、定数６名になったところであり

ます。県の教育委員の選考基準はいかなるもの

かを総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 教育委員につきま

しては、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」におきまして、人格が高潔で、教育、

学術及び文化に識見を有する者のうちから、議

会の同意を得て知事が任命することと定められ

ております。実際の選考に当たりましては、法

律の趣旨を踏まえ、広く民意を反映させる観点

から、年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じ

ないよう配慮いたしますとともに、子を持つ親

の意見を委員会に反映させるということから、

保護者を委員に加えるなど、教育行政に関する

大所高所からの判断が確保できるよう努めてい

るところでございます。

○中野一則議員 昭和31年の任命制になってか

ら既に52年になります。この間、43名の教育委

員が誕生されておられます。先ほどその基準を

答弁されましたが、まことにすばらしい基準で
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あります。委員は実は宮崎教育事務所管内に

偏っているわけです。ここだけで23名、全体

の53.5％を占めております。反対に、西臼杵、

児湯、南那珂、西諸の教育事務所管内からは極

端に委員が選出されておりません。また、教育

委員ゼロの市郡もいまだにあります。西臼杵

郡、西都市、東諸県郡、串間市、西諸県郡、そ

してえびの市でございます。この中には、なぜ

か、先ほど言いました小中高一貫教育を実施し

ている串間市、西都市、えびの市が含まれてい

るわけです。委員の選考基準は地域性も考慮す

べきだ、私はこのように思いますが、知事のお

考えはいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 教育委員の任命に当

たりましては、地域的に著しい偏りを生じさせ

ないという観点から、県央、県南、県北の各地

域に居住される方を委員に任命しているところ

であります。現在、教育長も含めて６名の委員

を任命しておりますが、内訳は、県央地域が４

名、県南地域及び県北地域各１名となっており

ます。今後とも、御指摘の地域的なバランスに

も配慮しながら、多様な人材の確保に努めてま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 次は、県文化賞の選考審査会

委員の公表についてお尋ねしたいと思います。

県文化賞は、本県の文化の向上・発展に特に顕

著な業績を有する者を顕彰する目的で創設され

ました。ことしで59回を迎えております。こと

しも芸術部門、文化功労部門に大変すばらしい

４人の方が選考されました。ところで、審査す

るほうの審査会委員が、実は公表されていない

わけであります。なぜ県文化賞の選考審査会委

員が公表されていないのか、その理由を県民政

策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 県の文化賞で

あります。今、質問にございましたように、こ

れは、昭和25年に創設された本県の最も歴史の

ある表彰制度であります。受賞者の選考に当た

りましては、各分野の専門家を委員として委嘱

して、約４カ月に及ぶ慎重かつ厳正な選考審査

を行って答申をいただきまして、その答申を尊

重して受賞者を決定しているところでありま

す。このように、受賞者の決定に当たりまして

は、個々の選考審査会委員に非常に重要な役割

を担っていただいておりまして、委員名を公表

した場合、中立公平な審査に支障を来すおそれ

があることから、委員名については、賞の創設

当初から公表していないところであります。

○中野一則議員 考え方が古いような気がいた

しますが、私は、受賞者のためにも、県民のた

めにも、公表すべきだと思います。公表するこ

とが、文化賞に大変ふさわしいものだというふ

うに思います。しかも、ほかの選考委員は、若

山牧水賞も国の文化勲章も公表されておりま

す。私は鹿児島県にも聞いてみました。鹿児島

県は県みずからが決定するということで、審査

委員の制度はとっておられないようでありま

す。また、熊本県にも聞きました。ここは文化

振興審議会条例が定めてあって、この条例の中

に審議会がある。オープンにされた審議会の中

で決定をして県民文化賞を与えている、こうい

うことでありました。宮崎県もぜひ公表すべき

だというふうに思います。また、知事のマニ

フェストの中の行政改革に、県政に関する情報

の原則公開の推進というのもあるわけですか

ら、ぜひ来年度からは公表していただくよう

に、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県の事務事業につい

ては、その透明性の確保が極めて重要であると

認識しております。しかしながら、県文化賞の
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選考委員会委員名につきましては、その性格

上、委員名を公表した場合、中立公平な審査に

支障を来すおそれがあり、また、委員の中には

公表を望まない方もいらっしゃることから、た

だいまのところ公表していないところでありま

す。

○中野一則議員 中立公平を守るためにも、ぜ

ひ公表していただきたい。また、公表を嫌がる

人は、もともと審査委員になる資格がない、こ

のように思うものであります。

次に、郷土の先覚者、歴史上の人物について

お尋ねしますが、県内を巡回して青少年に郷土

の先覚者の偉業の啓発普及を図る、郷土先覚者

顕彰事業に取り組んでおられます。県庁本館県

民室には、伊東マンショや小村寿太郎など９人

の先覚者の肖像画を展示されております。ま

た、県総合文化公園などには、石井十次、若山

牧水など先覚者７体の銅像が建立されておりま

す。これからしますと、宮崎県が顕彰する郷土

の先覚者はちょうど10名になります。

ところで、大変人気のあったＮＨＫ大河ドラ

マ「篤姫」は、次の日曜日で最終回を迎えます

が、篤姫の出身地であります鹿児島県は、歴史

上の人物が多い県だと言われております。しか

し、神話・伝説の国「宮崎県」は、鹿児島県以

上の歴史があり、宮崎県出身や宮崎県にゆかり

のある歴史上の人物や郷土の先覚者、偉人は、

鹿児島県に決して劣るものではないと思ってい

るものでございます。神話の時代から現代まで

の歴史上の人物などを総点検、見直しをして、

大きな肖像画に偉業などの説明つきで、県庁本

館の玄関ロビーや県民室をもっと思い切って広

げて展示したらどうかというふうに考えるもの

であります。このことは、青少年の郷土歴史教

育や県民の宮崎県再発見、あるいは宮崎県人と

しての自信や誇りにもつながり、また観光資源

にもなると考えるものであります。県庁観光客

もいまだに多いわけでありますが、宮崎県への

認識、イメージがもっと大きくなるのではない

かと思います。知事、ぜひこの取り組みをよろ

しくお願いしたいのですが、お考えはいかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 郷土の先覚者たちの

偉業というのは、我々県民の誇りであり、ま

た、次代を担う青少年にとって、人生の道しる

べともなる地域固有の財産であると考えており

ます。このため、県におきましても、官民一体

となった先覚者銅像の建設や、本県ゆかりの数

多くの先覚者の偉業を整理した書籍の発行など

により、その周知に努めてきたところでありま

す。さらに、昨年度からは、県総合文化公園内

の案内看板の設置や、県立の各文化施設内のパ

ネルの常設などに取り組んでいるところであり

ます。今後とも、郷土の先覚者等の偉業を県内

外に広く周知し、その活用による地域づくりを

促進してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、先ほど言いましたこと

を検討して、前向きに取り組んでいただきたい

と思います。いずれは知事も、知事としての偉

業を果たしたということで、大きな肖像画が県

民室かどこかに張られる日があるだろうと思い

ますので、今のうちから取り組みをよろしくお

願いしておきたいと思います。

次に、福祉行政についてであります。

乳幼児医療費の無料化であります。子育て支

援乳幼児医療費助成事業が、10月１日からスタ

ートしました。県下全市町村、支障なく完全な

形で実施されたものと思いますが、いかがなも

のだったか、また県の負担額は幾らになったか

を、福祉保健部長にお尋ねいたします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成事業につきましては、お話のように本年10

月から、すべての市町村において、入院・入院

外ともに、助成対象年齢が小学校入学前までに

拡充されたところであります。また、これによ

りまして、県の負担としましては、通年で計算

した場合は約１億9,000万円の負担増ということ

でございます。

○中野一則議員 今回の制度は、前向きに、知

事の公約どおり実施されたわけでありますが、

まだこれよりもすばらしい取り組みをされてい

る、県内でもそういう市町村があると思うんで

す。また、県外でもそのような優良事例がある

と思いますが、御紹介いただけないものでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 医療費助成の

助成対象年齢が県内で最も高くなっております

のは、県内の市町村では新富町と西米良村、都

道府県では東京都となっております。これらは

いずれも、入院・入院外ともに中学校卒業まで

となっております。

○中野一則議員 例えば、小学校３年生まで実

施した場合、小学校６年生まであるいは義務教

育が終わる中学校３年まで実施した場合、幾ら

のお金が増額されるかわかりませんけれども、

医療費全体はふえるわけです。県の負担もふえ

るわけですけれども、これを段階的に実施し

て、それこそ、子育て日本一の宮崎県をつくっ

たらどうかというふうに思いますが、これから

先の取り組みは、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 乳幼児医療費助成事

業なんですが、私のマニフェストを実行させて

いただきまして、本年の10月から実施に向けて

取り組んでおるところでございます。対象年齢

の拡大につきましては、財政状況が非常に厳し

い中、県や市町村の大幅な負担増を伴うもので

ありますので、当面は、本年10月に開始されま

したこの事業を安定的に運営することに努めて

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 次は、地域活動支援センター

についてお尋ねしたいと思うんです。私の地元

の福祉作業所は、不況の影響だと思うんですけ

れども、入所者の仕事が大変少なくなった、探

しても探してもなかなか仕事が見つからないと

いうことをお聞きしました。また、その分、経

営も苦しいようであります。大変立派な仕事を

されている支援センターでありますが、仕事を

ふやすための対策、支援策というものはないも

のか、福祉保健部長、教えていただきたいと思

います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、就

労継続支援Ｂ型事業所や地域活動支援センター

の収入をふやし、そこで働く障がい者の方の工

賃向上を図るために、昨年度、「宮崎県障がい

者工賃倍増５か年計画」を策定したところであ

ります。現在は、この計画に基づき、障がい者

が製作した商品のイベント等での共同販売を行

うとともに、工賃向上支援チームを県内３カ所

に設置し、事業所での販路開拓や新商品の開

発、企業からの受注拡大についての助言などを

行っているところであります。経済状況が厳し

い中、各センターにおいても厳しい運営状況に

ありますので、県としましては、今後とも、障

がい者の工賃向上に向けて積極的に支援してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、子供の健康保険の無保

険の実態と対策でありますが、このことは既に

今一般質問でも２人の方が質問されましたの

で、要望にとどめたいと思います。国民健康保

険､264世帯427人が―これは中学生までですけ
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れども―無保険の状態であった、こういうこ

とであります。これは、憲法上からも児童福祉

法上からも大変大きな問題であるわけでありま

す。国もようやく腰を上げて、いろいろと取り

組むようでありますが、まだこれ以外にもある

かもしれません。児童福祉法でいきますと、

「国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも

に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を

負う」とありますから、その責任の範囲内で、

これからも県として一生懸命取り組んでいただ

くように要望しておきたいと思います。

次に、農業政策についてであります。

まず、米の問題であります。ことしは豊作で

あったというふうに報じられております。早期

水稲は、もちろん豊作でありました。普通期水

稲は、収量は昨年よりもよかったと聞いておる

んですが、一等米の比率が大変悪かったと聞く

ものであります。県下の検査結果がわかってお

れば、農政水産部長よりお答え願いたいと思い

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本年産の普通

期水稲につきましては、登熟期間中の日照不足

等の影響により品質が低下したため、一等米比

率が県全体で18.2％となっております。品種別

に見ますと、本県の基幹品種でありますヒノヒ

カリが、雨による倒伏等の被害も加わりまし

て、一等米比率が14.1％となりましたが、ヒノ

ヒカリよりも草丈が短く、収穫時期も遅くなっ

ております「まいひかり」は、倒伏等も少な

く、一等米比率が61.8％と、比較的良好であり

ました。

○中野一則議員 今、ヒノヒカリが14.1％とい

う話がありましたが、近年、温暖化の影響か何

か知りませんけれども、ヒノヒカリの等級がど

うもよくないように思います。品種向上対策に

ついてどのような技術指導をされておられるの

か。また引き続き、普通作主力品であるヒノヒ

カリが今後とも安定した品種であり得るかどう

かを、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ヒノヒカリに

つきましては、近年、登熟期の高温障害の影響

等により、白く濁った米、いわゆる白未熟粒が

発生するなど、品質低下が問題となっておりま

す。品質向上を図るためには、遅植えの推進、

適正な水管理、さらには土づくりの徹底などの

対策を講じることが重要であり、県といたしま

しては、これらの対策を示したパンフレットを

作成、配布し、農家への周知徹底を図るととも

に、普及センター等が行う栽培講習会等を通じ

て技術指導を行っているところであります。

ヒノヒカリの後継品種のことについてかとい

うふうに考えますけれども、普通期水稲で、近

年、推進を図っております新たな品種といたし

ましては、県総合農業試験場が開発・育成しま

した「まいひかり」がございます。この品種

は、ヒノヒカリに比べまして、収穫時期が２週
※

間程度早く、同等の品質・食味を備えておりま

して、現在、北諸県地域を中心に約400ヘクター

ルが栽培されております。

○中野一則議員 「まいひかり」が61.8％の一

等米比率であったということ、あるいは「まい

ひかり」についての取り組みの話をされまし

た。これがヒノヒカリの後継品種になるのかど

うかわかりませんけれども、そうであれば、県

として県下全域に展示圃をつくって、その栽培

の適性等について検証するべきだというふうに

思いますが、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 「まいひか

り」につきましては、平成14年から平成16年ま

で、えびの市、都城市において品質比較試験に

※ 215ページに訂正発言あり

平成20年12月８日(月)



- 215 -

取り組み、栽培適性の把握を行った上で、平

成17年１月に本県の奨励品種に採用したところ

であります。県といたしましては、作付が特定

品種に偏ることで、気象災害の影響や収穫作業

の集中等による品質低下が懸念されますことか

ら、ヒノヒカリと「まいひかり」を組み合わせ

た適正な品種構成への転換を進めるとともに、

栽培マニュアルの配布や栽培講習会などを通じ

て、生産者の栽培技術の向上を図ってまいりた

いというふうに考えております。

○中野一則議員 「まいひかり」がヒノヒカリ

の後継品種になり得るかどうか、まだわからん

わけですけれども、なり得ないことも想定して

おかなければならないと思います。その次の品

種の育成というものに既に取り組まれているの

かどうかを担当部長、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 総合農業試験

場におきましては、高温条件下でも品質が安定

する有望系統について、現在、現地適応性を把

握するための品種比較試験を実施いたしており

ます。今後とも、本県の米生産の持続的な発展

に向けまして、需要に応じた売れる米づくりを

推進する観点から、本県の特性を踏まえ、食

味、品質のすぐれた品種の育成に取り組んでま

いりたいと存じます。

それから、私は、先ほど、まいひかりの特性

について、「ヒノヒカリに比べまして、収穫時

期が２週間程度早く」というふうに答えたよう

でございますが、「２週間程度遅い」ものであ

ります。失礼いたしました。

○中野一則議員 次に、食料自給率の向上対策

についてお尋ねをいたします。食の確保・食の

安全対策特別委員会で三重県を調査いたしまし

た。その折に、三重県は食料自給率を設定して

いるという話でありました。聞けば、全国に18

県、九州でも福岡・佐賀・熊本・鹿児島県がそ

れぞれ県の自給率を設定しているようでありま

す。先日、国も自給率50％を目指すというふう

に報道されておりました。日本の食料基地宮崎

県であります。食料自給率目標値の設定をすべ

しと思いますが、農政水産部長、いかがでしょ

うか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食料自給率の

設定をすべしという御意見かと思います。世界

的な食料需給が逼迫する可能性を指摘される中

にあり、先進諸国で最低水準の我が国の食料自

給率を向上させることは大変重要でございまし

て、今般国においては、食料自給率を50％に引

き上げるための工程表が公表されたところであ

ります。本県はこれまで、我が国の食料供給県

としての役割を十分認識しながら、食料自給率

の向上に向けて、安全・安心な農畜産物の生産

拡大や家畜飼料の自給体制の強化など、関係者

一丸となって取り組んでまいっております。ま

た、幅広い県民の方々に食や農業を理解してい

ただくために、地産地消の推進や、食育等によ

る国産の消費拡大等にも積極的に取り組んでい

るところであります。今後はさらに、農業者や

県民が一体となってこれらの取り組みの輪を広

げていく観点から、食料生産の目安として、本

県独自の自給率の目標設定につきましても検討

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 粗飼料のことにちょっと触れ

られましたが、世界的な目から見れば、食料不

足、水不足というのが世界規模であるわけであ

ります。温暖化現象、地球的環境問題等を考え

た場合に、輸入飼料に依存している畜産の自給

率、これも向上しておくことが非常に重要だと

思います。その現状の取り組みを、もうちょっ

と具体的に部長、お答え願えないでしょうか。
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○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の飼料自

給率は、粗飼料では91％と全国平均を上回りま

すものの、輸入の依存度の高い配合飼料を給与

する豚、鶏等の頭羽数が多いために、トータル

では24％と、全国平均を１ポイント下回る状況

にあります。このため、粗飼料につきまして

は、飼料生産を受託するコントラクター組織の

充実強化や、トウモロコシ等の作付面積を拡大

することによりまして、平成25年度には自給

率100％を目指すこととしております。また、配

合飼料の自給率を高めますために、飼料イネの

ホールクロップ化、飼料用米の作付拡大を推進

しますとともに、焼酎かす等の食品残渣を利用

するエコフィードの積極的な活用を進めること

としております。今後とも、畜産の飼料自給率

を高めることによりまして、食料自給率全体の

向上につなげてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、品種登録の件について

お尋ねしたいと思いますが、青森県でリンゴな

どの品種登録の取り消しがあった、こういう報

道がありました。まさかとは思いますが、本県

でこのような事例が過去あったのかどうかとい

うことと、本県の農作物の品種登録の件数ある

いは商標登録の件数、わかっておれば県内農業

団体等の商標登録の状況がいかがであるかを、

農政水産部長にお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、品種登

録の件でございます。種苗法に基づく品種登録

制度におきましては、毎年度の登録料を納付期

限までに支払わなければ、育成者の権利が取り

消されることになっております。本県では、登

録料の納付について、毎年度、納付期限などを

厳格にチェックしておりまして、確実に登録料

を完納していることから、これまで登録の取り

消しが行われたような事態はございません。

次に、品種登録及び商標登録の件についてで

ございます。本県では、総合農業試験場におい

て、農作物の新品種を育成し、普及、実用化を

図ることに努めておりまして、現在までに品種

登録で、稲、花卉などで45件、商標登録でイチ

ゴ１件を取得しております。また、県内の農業

団体等におきましては、代表的な商標登録とい

たしまして、ＪＡ宮崎経済連では、「宮崎牛」

「太陽のタマゴ」「ハマユウポーク」、御案内

のいろいろな登録でございますが、15件、ま

た、ＪＡ延岡では「空飛ぶ玉ねぎ」、北浦漁協

においては「北浦灘アジ」などが取得されてお

りまして、商品の広告、消費者から信頼される

商品づくりに活用されているというふうに考え

ております。

○中野一則議員 今後とも、せっかく取得した

品種登録が取り消されることのないように、十

分気をつけていただきたいということと、ます

ます商標登録等をしていただくように、よろし

くお願いしておきたいと思います。

次に、耕作放棄地の対策でありますが、こと

しから農水省も、耕作放棄地再生利用推進事業

をスタートさせております。耕作放棄地の対策

の一つとして、農地取得の下限面積の緩和もあ

ると思うんです。我々特別委員会は、奈良県大

淀町を調査いたしました。構造改革特区を利用

して、原則50アールを10アールに、下限を緩和

されております。また、宮崎県においても、既

に30アールが５町村、40アールが６町村あるわ

けですけれども、10アールから20アールぐらい

に引き下げて、耕作放棄地対策をすべきであろ

うと思っているところであります。そのために

は、県の強力な指導が必要だと思います。農政

水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農地を取得し
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ます場合、農地法では、農地の効果的な利用を

図るために、原則として下限面積を50アールと

定めております。また、平成17年の制度改正に

よりまして、耕作放棄地等が相当程度存在する

地域等においては、10アールまで緩和できる特

例措置が設けられております。しかしながら、

本県におきましては、各市町村で、下限面積の

適用がない農業経営基盤強化促進法に基づく権

利移動により対応している例が多いことから、

この特例措置につきましては、現在まで適用し

た例はございません。耕作放棄地の解消は重要

な課題であると認識しており、市町村の意向は

もとより、現在、国が農地取得の規制の見直し

を行っておりますが、そういった動向等を踏ま

え、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 新年度予算編成のときにお伺

いしたかったわけですが、ちょっと時間があり

ますから、再度お尋ねしたいと思うんですが…

…。今回の経済不況は100年に一度のものと、こ

う言われております。1 0 0年に一度となれ

ば、100年前にあったことになるわけですけれど

も、これは御承知のとおり、1929年の世界大恐

慌であったわけであります。このときの対策で

名高いのが、アメリカのルーズベルト大統領が

とったニュー・ディール政策、公共事業による

雇用創出、総合開発計画というふうに思うわけ

であります。宮崎県も、平成のニュー・ディー

ル政策として取り組んだらどうかなというふう

に思っております。いまだに今日、ケインズの

経済学が100％機能するとは思いませんけれど

も、ぜひ公共事業をふやして雇用等を図ってい

ただきたい、このように思っているところであ

ります。特に、西諸地域では畑かん事業を行っ

ております。こういう政策的なものを―国の

事業も25、26年で終了するわけであります。県

の事業が平成31年までかかるとなっております

から―前倒しで一緒にするぐらいのことをす

ることが、宮崎県は農業県の基盤を整備すると

いうことになりますから、農業の予算は愚直に

どんどん使っていただいて、名実ともに食料県

・農業県宮崎を目指してほしいと思います。

以上、要望して終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 児湯郡選出

の松村悟郎でございます。

今、えびのの中野議員が発言されたことに、

全く同感でございます。大変な経済危機でござ

います。県も積極的な財政対策をとっていただ

きたいと思います。今、世界は戦後最大の経済

危機に直面しております。だれがこの状況を予

測したでしょう。１年前の宮崎を思い返してみ

ますと、日本一の「宮崎牛」、「太陽のタマ

ゴ」宮崎マンゴー、そして、「宮崎をどげんか

せんといかん」が流行語大賞になるなど、その

話題性で宮崎の元気を全国に印象づけた、そん

な１年ではなかったでしょうか。私もまた、ミ

シュランガイドブックが三つ星レストランを華

々しく発表し、地方と東京との格差、そして東

京一極集中のバブル経済の話題を取り上げたこ

とを思い出します。今日の現状が全く信じられ

ないほどの厳しい状態になったと痛感させられ

ました。宮崎県も厳しい財政状況の中ではあり

ますが、景気・雇用対策への思い切ったてこ入

れが必要になるのではないでしょうか。強く要

望しておきたいと思います。

本題に入ります。今回は３つの件について質

問します。

まず初めに、地球温暖化対策についてであり

ます。
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現在進行中のこの気候変動、環境問題は、数

年のうちに解決できるものではありません。

今、行動を起こさなければ、さらに状況は悪化

するばかりです。世界気象機関も、地球温暖化

の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの

世界平均濃度が昨年、過去最高値になったと発

表し、このまま化石燃料に依存する生活を続け

た場合には、100年後には気温が6.4度上昇する

と予測しております。私たちも、身近なところ

で地球温暖化による影響を肌で感じるように

なってきました。例えば、局地的な豪雨などの

異常気象による災害や、海水温度上昇による漁

場の変動、そして昨年の我が県の早期米に見ら

れるような農作物への被害、地球温暖化の影響

は確実にこの宮崎にも及んでおります。

京都議定書の発動以来、たび重なる国際会議

でも、地球温暖化の問題が重要な課題として議

論されております。日本でも、この問題への関

心が高まり、マイバッグ運動によるレジ袋削減

など、一人一人の心がけによる省エネ行動や、

家庭ごみの分別収集、資源リサイクルといった

自治体の取り組みなど、環境に対する意識は年

々高まっております。また、企業においても、

省エネ、エコロジー、リサイクルといった環境

を意識した商品開発や社会活動への積極的な取

り組みなど、消費者の信頼を得る姿勢が年々増

加しております。アメリカを代表する自動車産

業のビッグ３が倒産の危機にあるのも、環境対

策車への開発のおくれが大きな原因の一つと言

われております。改めて環境対策の重要性が全

世界的に深まってきております。そこで、知事

にお伺いします。宮崎県は何をしなければなら

ないのか、地球温暖化に対して脱炭素社会づく

りに取り組む本県の考え方をお伺いしたいと思

います。

以下、自席のほうで質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地球温暖化は、人類や生態系に影響を及ぼす

大変重要な問題であり、本県においても積極的

にその対策に取り組んでいかなければならない

と考えております。このため県では、新みやざ

き創造計画に基づき、二酸化炭素削減のための

実践活動の促進や、二酸化炭素の吸収源となる

健全で多様な森林づくりを推進しているところ

であります。さらに、太陽光やバイオマスなど

の新エネルギーの導入促進など、地球温暖化対

策を総合的に展開しているところであり、今後

とも、県民、団体、事業者、行政が一体となっ

て、地球温暖化対策に取り組んでまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○松村悟郎議員 環境に関して、まず初めの質

問をさせていただきます。省エネルギーに関し

て、県民に対してどのような啓発活動をされて

いるのか、環境森林部長にお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 温暖化防止の

ためには、県民一人一人のライフスタイルや事

業者の事業活動を見直し、省エネなどに取り組

んでいくことが重要であると考えております。

このため県では、県民、団体、事業者、行政で

構成された環境みやざき推進協議会と連携し

て、ノーマイカーデーの普及などに努めている

ところであります。また、県が委嘱した地球温

暖化防止活動推進員が、家庭でできる身近な温

暖化対策を地域に広めていく運動を推進いたし

ております。さらに今年度から、省エネやエコ

ドライブについての講習会を開催し、事業所等

における省エネルギーを進めるとともに、エコ
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バッグの活用によるレジ袋の削減など、より実

践的な取り組みを推進しているところでありま

す。

○松村悟郎議員 地域の婦人会あるいは若い女

性のグループなどで、マイバッグ運動というの

が本当に進んできているように思います。スー

パーでも、マイバッグを持っていくとポイント

カードにポイントを押してくれる、そういう形

で、商店街もあわせて運動の高まりがあるんで

はないかと思います。ただ、やっとレジ袋が１

枚ずつ少なくなってき始めた段階でございま

す。引き続き県民への啓発をやっていただくよ

うお願いしたいと思います。

さて、白熱球１個を蛍光灯にかえるだけで

も、二酸化炭素の排出量は５分の１から10分の

１になると言われております。県庁も、本庁舎

を初め出先機関がたくさんあるわけでございま

すけれども、県庁の省エネに対する取り組みに

ついてお伺いしたいと思います。環境森林部

長、お願いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県庁におきま

しては、平成18年３月に宮崎県庁地球温暖化対

策実行計画を策定し、低公害車の導入を初めと

するグリーン購入の推進、パソコン電源の適正

管理などオフィス活動での省エネ・省資源の取

り組み、ＥＳＣＯ事業の導入など、県有施設の

建築・維持管理における取り組み、水曜日のノ

ーマイカーデーや午後６時の一斉消灯などの４

つの重点項目を柱にしまして、全庁挙げて取り

組んでいるところであります。

○松村悟郎議員 県庁の取り組みということで

今、ＥＳＣＯ事業のお話がございました。ＮＥ

ＤＯで昨年取り組みをされたケースがございま

したけれども、発電事業を主な事業としている

企業局で、太陽光発電の取り組みが行われた経

緯がございました。今後の取り組みについて、

企業局長にお伺いしたいと思います。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局における太

陽光発電の取り組みについてでございます。企

業局では、御承知のとおり、昨年度、企業局の

庁舎に太陽光発電設備の設置を計画したところ

でございますが、国の補助事業に採択されな

かったために断念した経緯がございます。不採

択の理由が、同一地域内に複数の提案があっ

て、他の提案よりも建設単価が高いということ

でございましたので、現在、国の補助採択に向

け、建設コストを低減するために、企業局の施

設におきまして、設置場所、設置方法等の検討

を進めているところでございます。太陽光発電

は、本県の地域特性を十分に生かすことができ

る新エネルギーでございますし、地球温暖化防

止の観点からも非常に重要なことというふうに

考えておりますので、導入に向けて引き続き努

力してまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

○松村悟郎議員 決して断念したわけではなく

て、再度検討されているということでございま

す。太陽光発電の普及に向けては、電力会社

も、あるいは一般の企業もそうですけれども、

公的機関である県も、県民啓発あるいはエネル

ギー問題に取り組むという意味でも、積極的に

取り組んでいく必要もあるのではないかと思い

ます。引き続き御検討をよろしくお願いしたい

と思います。

さて、太陽光発電の普及にとっては、一般家

庭への普及が大事ではないかと思います。住宅

用太陽光発電に対しては、12の都府県が何らか

の形で補助を出していると聞いております。

「太陽と緑の国」宮崎でございます。立地条件

は最高の県でございますので、どの県よりも
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真っ先に施策に取り組む必要があるのではない

かと思いますが、本県の太陽光発電について、

住宅用設備への助成など積極的に取り組む今後

の方針についてお伺いしたいと思います。県民

政策部長、よろしくお願いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 太陽光発電の

推進は、地球温暖化対策としても、また本県が

新たな「太陽と緑の国」を目指す上でも重要な

施策であり、環境エネルギー対策を来年度の重

点施策に新たに盛り込んでいるところでありま

す。一方、国におきましても、さまざまなビ

ジョンやプランにおいて太陽光発電の普及拡大

の必要性を掲げ、今年度の補正予算でも住宅用

設備に対する助成制度を３年ぶりに復活させる

など、大変積極的な姿勢が見られ、本県が太陽

光発電を推進する上で強い追い風になると期待

しているところであります。今後とも、このよ

うな国の動きを最大限活用しながら、現在進め

ているメガソーラーの誘致など、宮崎ならでは

の施策の展開について積極的に検討してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 来年度からの助成制度の復活

ということで、住宅用の太陽光発電は、本当に

追い風になるんじゃないかと思います。あわせ

て、先ほども言いましたけれども、本県独自の

何らかのお助けがあると、さらに進むのではな

いかと思いますので、検討をよろしくお願いし

たいと思います。

皆様のお手元にカラーの資料をお渡ししてい

ると思います。その資料の左下になります。こ

れは、各種電源のライフサイクルにおける二酸

化炭素の排出量の比較でございます。上の４つ

が化石燃料に頼っている発電、石炭、石油、天

然ガスの排出量と、下のほうに風力、太陽光、

地熱等がありますが、新自然エネルギーを比較

しますと、格段の二酸化炭素の排出量の差でご

ざいます。これだけ自然に優しい、地球に優し

い太陽光発電でございます。このことが本当に

環境対策になると思います。

右下の表を見ていただきたいと思います。一

番下の欄でございます。新エネルギーの取り組

みでございます。太陽光発電というのは結構見

るようになりましたけれども、これも本当に始

まったばかりでございます。まだまだでござい

ます。2010年度ということで、電気事業者の概

算で見ますと、わずか１％にしかすぎないとい

うことでございます。ということは、逆を言い

ますと、今から太陽光発電がどれだけふえてい

くのだろうかと。今から新たな産業としての可

能性が非常にあるということでもあります。太

陽光発電は宮崎県に最も適した材料だと思いま

すので、引き続き普及に向けた積極的な取り組

みをお願いしたいと思います。

次に、最近の原油価格の乱高下で、低燃費車

への関心が大きく高まりました。温暖化ガスを

大量に出す今までの自動車が、地球環境に大き

な影響を及ぼしていたからです。そこで、県庁

の公用車における省エネの現状について、環境

森林部長にお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、平

成14年５月に宮崎県グリーン購入基本方針を策

定しまして、低公害車の導入に努めているとこ

ろであります。これによりまして、平成14年度

以降19年度までに購入いたしました357台のう

ち、261台を低公害車としております。また、現

在保有するハイブリッド車は７台、電気自動車

は１台であります。今後とも、環境負荷の低減

という観点から、グリーン購入による低公害車

の導入に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ハイブリッド車が７台、電気
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自動車が１台ということでございましたけれど

も、電気自動車はどこにあるんでしょうか。私

も見たことがないんですけれども、宮崎県も電

気自動車を１台導入しているということで、関

心の高さがあるのかなと思います。ただ、電気

自動車もまだまだ普及の段階には至っておりま

せん。県内でも、九州電力が試験のために導入

している、デモンストレーションのためという

ことでございます。11月25日の宮日新聞に、日

本郵政グループが郵便集配業務に電気自動車を

導入すると書いてございました。この12月から

試験的に段階的に導入し、３年後をめどに本格

導入すると書いてございました。台数的には

ちょっと思い出しませんけれども、3,000台と

か、そんなかなりの台数であります。それぞれ

の企業におきましても、電気自動車の導入とい

うのは、いろいろな形で図られようとしている

のではないでしょうか。それは、電気自動車と

いうことが地球温暖化に効果が高い、企業とし

て環境対策に取り組むことで企業イメージにも

大きくつながる、その両方だと思いますが、そ

の普及についてどのように考えられているの

か、県民政策部長にお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 二酸化炭素の

排出量を抑制するためには、二酸化炭素の排出

量が少ない、あるいは全く排出しないクリーン

エネルギー自動車に切りかえていくことも必要

だろうと考えております。中でも電気自動車

は、ガソリン車に比べ、ランニングコストが安

く、また環境負荷も極めて小さいことから、今

後の普及に期待しているところであります。現

在、国におきましては、電気自動車が一般車に

比べて割高なため、助成制度を設けるなど、そ

の導入を支援しておりますので、県といたしま

しても、このような制度の情報提供や、新エネ

ルギー関連イベントにおける展示など、県民へ

の普及啓発に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 今、電気自動車に関しては、

価格の問題あるいは助成制度ということでお話

がありましたけれども、電気自動車の販売価格

は、軽自動車ぐらいの電気自動車で300万か

ら400万ぐらいというのが大体の値段だろうと。

これは新聞に載っていた話でございますが、200

万を切れば随分普及するんじゃないかとも、自

動車会社の方が発表されておりました。三菱自

動車と富士重工が、来年の本格発売を予定して

おります。助成制度やインフラ整備への自治体

の取り組み、そういうのがあれば、普及に拍車

がかかるのではないかと思います。神奈川県で

は全国に先駆けて、電気自動車の普及に向けて

日産自動車と協定を結んだと聞いております。

本県でも、電気自動車の普及に向けてアクショ

ンを起こす必要があると思いますが、知事にお

伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 神奈川県は、主に大

都市の課題である大気汚染等への対策として、

自動車交通環境の改善に積極的に取り組まれて

いると伺っており、特に電気自動車の普及に関

しては、全国で最も取り組みが進んでいる県で

あると認識しております。本県につきまして

は、深刻な大気汚染問題を抱える状況にはない

ものの、電気自動車を初めとするクリーンエネ

ルギー自動車の普及促進に取り組むことは、本

県が環境先進県を目指す上で、また環境産業や

自動車関連産業の集積に向けたアピールという

観点からも、有効な手段の一つと考えておりま

す。景気の先行きが不透明感を増す中にあっ

て、特に自動車産業は厳しい状況にあると言わ

れておりますが、今後とも、電気自動車等の普
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及について、さまざまな可能性を検討してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 昭和シェル石油が、神奈川県

内のガソリンスタンドに、来年の春までに電気

自動車の急速充電器を設置すると発表しており

ます。神奈川県は、今、知事が御答弁いただき

ましたように、電気自動車に対して積極的な行

動をとっているということだと思います。40キ

ロを走るための充電時間が５分という急速充電

器と聞いております。外出先での充電設備の普

及というのが、インフラ整備に欠かせない大き

な課題になってくると思います。また、パナソ

ニックは、リチウムイオン電池の新工場に1,000

億円を投資すると発表しております。経済不透

明の中で、自動車産業も本当に大変な時期では

ありますが、電気自動車産業関連に関しては積

極的な投資を行っているようでございます。そ

こで、電気自動車製造関係の誘致を今後重点的

に進めるべきだと思いますが、これまでの誘致

実績、そしてこれからの取り組みについて、再

度、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私の知事就任後に誘

致が実現した自動車関連部材を製造する企業

は、10社となっております。また、本年９月に

日向市細島地区に誘致しました旭化成ケミカル

ズ株式会社につきましては、リチウムイオン２

次電池用の部材を製造する企業であり、将来の

電気自動車用電池への展開の可能性も高いと聞

いております。電気自動車を含む自動車関連産

業につきましては、本年３月に策定しました

「宮崎県地域産業集積・活性化基本計画」にお

いても、企業立地の重点業種の一つに位置づけ

ているところであり、今後とも引き続き、立地

に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 今、ハイブリッド車が非常に

ふえています。これはガソリンとモーターを組

み合わせたタイプであります。ハイブリッド車

がこれだけ多くなるとは私も思いませんでした

が、企業の取り組みや行政の取り組み、今の環

境情勢あるいは経済情勢を考えると、電気自動

車の普及は想像以上に、思った以上に早く進む

のではないかなと、私なりに感じております。

自民党会派では、この12月中に九州電力の御協

力を得て、議会棟の前で電気自動車の性能ある

いは今後の課題等について政務調査、市場調査

をする予定にしております。私たちも、電気自

動車の普及に関して積極的に取り組んでいきた

いと思います。

さて、家庭でもオール電化住宅がふえるなど

して、家庭の主婦がプロパンあるいは石油を燃

料として使うケースがどんどん減っておりま

す。さらには、近い将来、電気自動車もふえて

くるでしょう。今後、人口は減っていきますけ

れども、決して電力需要というのが下がってい

くとは考えられません。そこで、先ほどのカラ

ーの資料をもう一度見ていただきたいと思いま

す。上のほうの資料でございます。2006年まで

の年度別の電力の伸びでございます。近年、横

ばいに近くなってきておりますが、微増してい

るというわけでございます。その中の化石燃料

による電力を見ていただきますと、水力が9.1と

書いてございますが、化石燃料の発電電力とい

うのは約６割でございます。この化石燃料によ

る発電をどれだけ下げていくかというのが、地

球温暖化に対しての大きな命題の一つではない

かと思います。そこで、先ほどお話をさせてい

ただきました新エネルギー、太陽光発電をどれ

だけふやしていくかということが、我々に課せ

られた大きな課題の一つではないかと思いま
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す。

そして、もう一つ、あわせて確認をしておき

たいのですが、30.5％が原子力発電による電力

であります。この議場の電球の３分の１は原子

力で明々とついている、これが現状でございま

す。現在、我が国の原子力発電所は、13道県

で55基、5,0 0 0万キロワットとなっていま

す。2006年度の総発電量の30.5％が原子力に依

存しているという現状でございます。そんな原

子力発電に関してでございますが、基本的な宮

崎県の考え方について、知事にお伺いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 原子力発電は、火力

や水力、風力など他の発電と比べ、電力の供給

安定性、経済性等のメリットがありまして、我

が国の電力供給においても欠くことのできない

存在となっており、国も積極的に推進する姿勢

を見せております。しかしながら一方で、地震

等の災害時の対策や放射性廃棄物の処分の問題

など、原子力発電の安全性等について国民の理

解が十分に得られているとは言えない状況もあ

りますので、原子力発電については、まずこの

ような国民の不安を解消することが不可欠であ

ると考えております。

○松村悟郎議員 10月に自民党会派では、九州

電力、東京電力の御協力を得まして、さきの新

潟県中越沖地震の被害を受けた東京電力柏崎原

子力発電所を調査してまいりました。それこそ

炉心の中心まで拝見させていただきました。何

重にもドアがあって、セキュリティーもすご

かったんですけれども、半年以上休止している

原子力発電所でございました。原子力に関して

は、いろいろな御意見や考え方があると思いま

すが、そこに立ってみますと、先ほどの知事の

答弁でもありましたけれども、本当に安全性

だ、何よりも安全性だということをつくづく感

じた次第であります。この中の３分の１の電力

の供給を得ておりますけれども、安全性が一番

であるということを痛感させられた政務調査で

あったと思います。環境に対する質問はこれぐ

らいにしておきます。

次に、２番目の質問になります。救急医療体

制についてお伺いしたいと思います。

先日、東京において、妊娠中の女性が都立病

院など７つの病院に受け入れを拒否され、３日

後に死亡するという悲しい事例が発生しており

ます。また、昨年も奈良県で同様な案件が起

こっております。最近では、生まれたばかりの

未熟児が、受け入れが決まらずに数日後に亡く

なるという悲しい事例も起こっております。救

命率の向上には、できるだけ早く患者を医療機

関へ搬送する必要があることは言うまでもござ

いません。宮崎県の救急医療の体制の考え方に

ついてお伺いしたいと思います。知事、お願い

します。

○知事（東国原英夫君）県民がどこでも安心し

て必要な医療サービスを受けられるためには、

救急医療体制の整備充実が重要な課題であり、

初期から３次までの体制の整備に努めてきたと

ころであります。まず、軽症患者に対応する初

期救急医療につきましては、４つの夜間急患セ

ンターが整備されているほか、９つの市郡医師

会すべてで在宅当番医制が実施されておりま

す。また、入院治療を必要とする重症患者を受

け入れる２次救急医療につきましては、７つの

医療圏で64の医療機関が担っております。さら

に、重篤な救急患者に対応する３次救急医療に

つきましては、県立宮崎病院、県立延岡病院、

宮崎大学医学部附属病院の３医療機関が担って

おります。しかしながら、医師不足等の現状か
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ら、必ずしも十分な体制が構築できていない状

況であります。このため、県といたしまして

は、医師の養成確保はもとより、広域的な病院

相互の連携や機能分担を促進し、地域に必要と

される救急医療体制の充実に引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 医療体制も、医師不足から必

ずしも十分な体制が構築できていないという現

状も、今お話をいただいたところでございま

す。テレビ報道にある病院のたらい回し、県内

の救急車による搬送患者について、病院の受け

入れ拒否の現状について、総務部長にお伺いし

たいと思います。

○総務部長（山下健次君） 総務省消防庁が本

年の２月に、「救急搬送における医療機関の受

け入れ状況等実態調査」を全国的に実施してお

りますけれども、それの本県の状況でございま

すが、平成19年中に病院に搬送された患者のう

ち、３週間以上入院を要する重傷以上の傷病者

につきましては、搬送状況の把握できてい

る3,526件中2,987件、約85％が、１回目の問い

合わせで受け入れ病院が決定しております。３

回目までで、おおよそ98％強の患者が受け入れ

られているところでございます。病院への照会

回数が４回以上であった例は67件、これは全体

の1.9％となっておりまして、全国3.9％に比較

いたしますと、比較的早い段階で受け入れ病院

が決定している状況にございます。なお、受け

入れ病院が決まるまでに照会回数が多かったこ

とが原因で、その後、重大な結果を招いた事例

というのは、関係の消防本部に問い合わせたと

ころ、ございませんでした。

○松村悟郎議員 重大な結果になっていないと

いうことで一安心というところでございます

が、資料を配っておりますけれども、見ていた

だきたいと思います。これは、平成20年の１月

から10月、つい最近の資料でございますが、東

児湯消防組合管内の資料でございます。上のほ

うからいきますと、急患で脳外科関係に入院さ

れたケースでございますけれども、拒否回数11

回、52分が現場滞在時間でございます。児湯郡

では、通報を受けて平均７分で現場に到着いた

します。そして、現場に到着して、この患者

は11回拒否をされて、12回目に52分かかって病

院がわかったと。それから病院まで、また30分

かけて向かうわけでございます。その下の段

に、医療機関別救急搬送人員というのが書いて

ございます。児湯郡は２次救急病院が３つしか

ございません。したがって、管内への搬送と管

外―主に児湯郡から宮崎市内が多いわけでご

ざいますが―に搬送されるケースが約半々で

ございます。そして、病院の受け入れ拒否回数

というのが下の段に書いてございます。一番下

の段が拒否理由でございます。手術中であった

とか、医師が不足していたとかでございま

す。10月までの搬送総数が2,181件、そのう

ち408件が１回以上拒否されたということでござ

います。逆に言えば、2,1 8 1件のうち81％

の1,773件は、一発で病院に向かったということ

でございます。さらに、３回の問い合わせで受

け入れていただいたのが95％、2,071件、した

がって、４回以上の問い合わせでやっと決まっ

た、いわゆる多少のたらい回しがあったという

件数が2,181件中110件、５％でございます。先

ほどの宮崎県の1.9％あるいは全国平均の3.9％

より、かなり拒否の頻度は上がってきていると

思います。

東児湯消防組合管内ということでございます

けれども、宮崎には９つの消防管内がございま

すから、それぞれで、その能力といいますか、
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その範囲というのは違ってきているのではない

かと思います。消防署の管轄によって、搬送能

力というか、できるかできないかも含めて大き

な差も出てくるんではないかと思います。例え

ば、児湯郡におきましては、境界が宮崎市消防

との境界になります。その境が一ツ瀬川でござ

います。一ツ瀬川周辺で、例えば事故に遭った

方が児湯郡側だとすると、児湯郡の救急車が来

ます。すぐ橋を渡ったところに宮崎市の救急車

があったとしても、すぐには対応しません。こ

のことも大きな、消防救急を改善すべき点だと

思います。消防の広域化の取り組みについて、

その観点から総務部長にお伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、18年６月、消防組織法改正により

まして、全国的に進められておりますけれど

も、御指摘のように、本県におきましても、消

防署所や管轄区域の適正化による住民サービス

の向上、重複投資の回避による消防体制の効率

化、こういったさまざまなスケールメリットが

期待できるということで、推進計画を策定した

ところでございます。しかしながら、計画の広

域化の組み合わせにつきまして、先ほども申し

上げましたように、関係者の意見の一致を見て

いないということから、県域１消防本部あるい

は３消防本部、この２通りの組み合わせを記載

いたしました。現在、この２通りの組み合わせ

につきまして、課題等の検討を行っているとこ

ろでございますが、決定に当たりましては、市

町村、消防本部等関係機関と十分に協議を行い

たいと考えております。

○松村悟郎議員 時間がなくなってきましたの

で、はしょって質問させていただきます。県内

では、気管挿管を行うことのできる救急救命士

が非常に少ないと聞いております。このような

状態に対して、現在、県ではどのように取り組

んでいるか、総務部長にお伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 救急救命士が気管

挿管を行うためには、病院で一定回数の実習を

行う必要がございます。県内では実習を受け入

れていただける病院が不足しておりまして、気

管挿管を行うことができる救急救命士は、こと

しの４月１日現在で、県内の救急救命士218名の

うち30名、13.8％にとどまっておるところでご

ざいます。特に西都、東児湯、西諸の３消防本

部においては、現在不在ということで、早急な

養成が課題でございます。そのため県では、こ

れまで関係消防本部と協力いたしまして、医療

機関に実習受け入れを要請してきたところでご

ざいますが、本年度新たに、宮崎大学医学部附

属病院による実習受け入れが決定いたしまし

て、３消防本部を優先して受け入れていただく

こととなりました。県内の救急体制の充実のた

めには、気管挿管を行うことができる救急救命

士の養成が重要でありますので、今後とも、医

療機関に対して実習受け入れについて協力要請

を行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 医療機関から消防に診療がで

きるかどうかを知らせる、リアルタイムでのシ

ステムが必要ではないかと思います。再構築に

向けた考え方を福祉保健部長にお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、救

急患者の受け入れ情報システムである「ひむか

救急ネット」を平成12年度から運用し、各救急

告示施設からの空きベッドの情報や手術の可否

等の情報を消防機関等に提供してきたところで

あります。しかし、情報の入力更新はその都度
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行わなければならないため、病院の受け入れ可

能性をリアルタイムで反映できないことや、搬

送先となる医療機関の数が限られていること等

もありまして、最終的には、各医療機関の医師

に直接、受け入れ可能性を確認する形で、搬送

先が決定されている状況でありました。こうし

たこともありまして、当システムについては、

昨年度をもって廃止したところでありますの

で、同じようなシステムを再構築することは困

難であろうかと考えております。

○松村悟郎議員 今まで使われていたシステム

は、平成12年度からの運用ということでござい

ます。今の社会は、かなりのスピードで進歩し

ております。今でもすぐ、新しいシステムは構

築できるのではないかと思いますので、再度、

御検討をお願いしたいと思います。

次に、県立自然公園についてお伺いします。

観光県宮崎は、霧島国立公園や日南海岸国定

公園などを中心に、南国の自然をアピールし、

新婚旅行のメッカとして、全国からの観光客が

押し寄せた時期もありました。最近では、温暖

な気候を利用したゴルフ、野球などのスポーツ

関連の観光も多くなっております。ただ、修学

旅行の減少など、さらなる観光客誘致への取り

組みが課題と取りざたされております。

本県は、東に日向灘、西に九州山脈と、豊か

な自然に恵まれております。今取り組まれてお

ります森林セラピーやトレッキングなど、自然

を活用した観光の再構築をさらに進めていく必

要があるのではないでしょうか。本県では、国

立公園、国定公園のほか、昭和33年から指定さ

れている６カ所の県立自然公園があります。そ

れぞれのすばらしい、自慢できる自然環境を残

していると思います。これらの資源を宮崎の観

光資源としてもっとアピールできないのか、本

当にもったいないと考えております。知事も就

任後から、「今あるもので資源価値がなかった

ものを価値化するのが私の発想だ」とも述べら

れております。これらの県立自然公園を観光資

源として活用すべきだと思いますが、知事に御

見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 観光ニーズが多様化

する中、周遊するだけではなく、さまざまな体

験や交流を通し、心の豊かさやいやしなどを求

める観光に目が向けられている状況でございま

す。このような中、県立自然公園とその周辺地

域は、美しい自然や歴史・文化など、観光客が

いやしを実感できる豊かな資源を有する地域で

あり、これらを活用して森林セラピーなど、新

たな取り組みも各地で行われるようになってき

ているところであります。これらは地域づくり

にもつながる重要な取り組みでありますので、

県といたしましては、県立自然公園が観光資源

として一層活用されるよう、市町村等と連携を

図りながら、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 県立公園を活用するために

は、まず最初に自然の保護ということが大事な

観点になってきます。ただ、公園でございます

ので、そこに人が入って触れ合うということも

必要ではないかと思います。県立自然公園や、

その中を通っている九州自然歩道の整備につい

ての考えを、環境森林部長にお伺いしたいと思

います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県立自然公園

内の遊歩道やキャンプ場などの施設の整備につ

きましては、これまで主として市町村が実施し

ておりまして、県は補助金を交付し、その促進

を図ってきたところであります。また、九州自

然歩道は、史跡、名勝等を結びつける長距離自
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然歩道として、昭和50年に環境庁によって指定

され、県内では、高千穂町国観峠を起点とし、

尾鈴県立自然公園などを経由して、高原町高千

穂峰に至るルートとなっており、県において、

国の交付金を活用しながら、歩道や標識等の整

備を行ってきているところであります。

○松村悟郎議員 県立自然公園の活用、整備と

いうのは、そこにある市町村が主体的に整備し

ていくんだ、県はその応援をやっていきますと

いう答弁でございました。その自然公園をどの

ようにアピールしていくかということも大きな

テーマだと思いますが、自然公園にたくさん来

てもらうために、県の観光としてどう取り組ん

だらいいのかということをお聞きしたいんで

す。これは商工観光労働部長、よろしくお願い

します。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県立自然

公園を有する地域におきましては、先ほどの御

質問あるいは知事の答弁にもございましたよう

に、いやしとか健康増進といった、森林が持つ

効果を活用した森林セラピーあるいはトレッキ

ングなどの取り組みが行われるようになってき

ております。県としましては、これらの地域資

源を活用して、体験・交流、滞在型の観光地づ

くりが推進されるように、例えば、いやしのト

レーナーなどの人材育成、ネットワークづくり

といった受け入れ体制の整備、旅行商品化やＰ

Ｒ等を支援しているところでございます。今後

とも、地域のさまざまな取り組みを積極的に支

援してまいりたいというふうに思っておりま

す。

○松村悟郎議員 県立自然公園については、私

の地元では尾鈴県立自然公園がございます。近

いこともあって、よく矢研の滝とか白滝とかに

出かけるわけです。小さいころにはキャンプに

も行っておりました。ところが、さきの台風

で、九州自然歩道になると思うんですが、歩道

橋とか、あるいは白滝に向かう道の路肩が壊れ

ている。地域のボランティアの方が一生懸命整

備をされますが、ボランティアではなかなかで

きないことというのもたくさんございます。九

州自然歩道、県立公園内の、そんな箇所の整備

をどうしていくのか、お伺いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 九州自然歩道

の再整備につきましては、県において、利用ニ

ーズや安全性等を考慮しながら、地元の要望も

踏まえまして、緊急性の高いものから順次、国

の交付金を活用して実施することとしておりま

す。また、九州自然歩道以外の県立自然公園内

の施設につきましては、市町村に対し県が補助

を行い、計画的に再整備を促進しているところ

であります。

○松村悟郎議員 地元の尾鈴自然公園のことで

ございますが、年配の女性の方で、ハイキング

とかに遠くから見えている方と出会ったりもし

ます。ただ、「途中で、危なくて引き返しまし

た」というお話もあります。本当に一般の方が

通れるような優しい自然公園でございますの

で、ぜひとも整備のほうを、地元と十分協議し

て取り組んでいただきたいと思います。

時間でございますので、これで終わらせてい

ただきます。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会

平成20年12月８日(月)
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。質問の通

告がありますので、順次発言を許します。ま

ず、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは傍聴においでいただいて、

ありがとうございます。

一般質問を始めます前に、一言お礼を申し述

べたいと思います。世界的な不況の中で、県並

びに日向市の御努力で、念願の細島４区へ誘致

企業の旭化成ケミカルズの第２期増設の発表が

ありました。また、日向高校ラグビー部が高鍋

高校を破り、悲願の花園出場を決めました。東

国原知事には、特別後援会名誉顧問に就任いた

だき、お礼を申し上げます。その関係で、私も

日向高校ＰＴＡＯＢ会の後援会長を務めさせて

いただいておりまして、県民の皆様並びに県庁

職員初め多くの関係者の方々に御支援をいただ

いております。この場をおかりしまして、厚く

感謝申し上げたいと思っております。本当にあ

りがとうございます。

それでは、質問を始めさせていただきたいと

思います。

知事が就任早々に、県幹部職員に向けてのあ

いさつの中で、「裏金はありませんか」と問い

かけて、昨年、総額３億7,000万の裏金がわかり

ました。結果、官製談合事件、裏金問題で、平

成17年度、平成18年度と連続して決算が不認定

となりました。そして、平成19年度決算におい

ても書きかえが行われておりました。この件は

既に前年の調査で表面化しておりましたが、商

工建設分科会では執行部より、「該当する部分

は、公的支出内容としては適正であるかどうか

の検討を行った上で、需用費から使用料及び賃

借料、また備品購入費へ科目更正を行ってお

り、決算そのものとしては適正なものとなって

いる」と説明がありました。しかしながら、整

合性がある決算であっても、平成18年度決算不

認定の原因となった不適正な事務処理と同様の

行為が含まれていることを重く考えまして、金

額の多少にかかわらず厳正に判断し、不認定を

決定いたしました。平成19年度も決算特別委員

会で不認定となりましたが、３年連続の決算不

認定について、知事の見解をお伺いいたしま

す。

次に、教育委員長の教育理念についてお尋ね

をいたします。

大重教育委員長、御就任おめでとうございま

す。教育基本法の改正や新学習指導要領の基本

理念、「生きる力」をはぐくむことなど、教育

の重要性が叫ばれています｡学力の向上はもとよ

り、暴力行為やいじめ、不登校問題やモンス

ターペアレント、教職員の教育力アップ、特別

支援教育等の取り組みなど、教育への価値観の

多様化や子供たちを取り巻く教育環境の厳しさ

など、課題山積であります。そこで、教育の基

本理念を教育委員長にお伺いいたします。

次に、特別支援教育高等部設置についてお伺

いいたします。この質問は、しつこいと言われ

るほど毎回毎回、議会で質問させていただいて

おります。それほどせっぱ詰まっていて、緊急

性を御理解いただきたいというふうに思ってお

ります。

お手元の配付資料をごらんください。１枚目
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の学部別資料、幼稚部、小中学部は児童生徒数

は横ばいですが、高等部は増加傾向にありま

す。また、障がい種別でも、知的障がいがやは

り増加しております。これまでは、それぞれの

地域が個別に要望活動をしてまいりましたが、

保護者の願いは一日も早い高等部設置への着手

であります。それには、地域エゴを捨て、特別

支援が必要な子供たちのために一致団結をして

取り組むことといたしました。そして、ことし

８月25日に、東国原知事に県内４地区の保護者

代表と要望活動をいたしました。知事からは、

４年から５年のうちに４校を整備すると約束を

していただき、保護者一同感謝いたしておりま

す。そこで、宮崎県特別支援学校総合整備計画

の策定の進捗状況及び今後の高等部設置への取

り組みについて、教育長にお伺いいたします。

以下の質問につきましては、自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

19年度決算についてであります。普通会計決

算特別委員会で19年度決算が不認定とされまし

たが、慎重かつ厳正に審査いただいた結果であ

り、大変重く受けとめているところでありま

す。３年続けての決算不認定という、大変不名

誉で恥ずべきことであり、県議会並びに県民の

皆様に対し、まことに申しわけなく、心から深

くおわび申し上げたいと思います。

昨年５月に不適正な事務処理が発覚したこと

を受けて実施しました、徹底した全庁調査の結

果を踏まえまして、これまで、職員等による返

還や処分等を行うとともに、職員のコンプライ

アンスの徹底など、再発防止策に取り組んでき

たところでありますが、さらにその徹底を図

り、二度と不適正な事務処理が起こることのな

いよう、職員一丸となって、予算執行の一層の

適正化に努め、県政に対する信頼の一日も早い

回復に努めてまいりたいと思っております。

〔降壇〕

○教育委員長（大重都志春君）〔登壇〕 おは

ようございます。初めてのことで大変緊張して

おりますが、御質問のあったとおりお答えをし

たいと考えております。

10月14日付で教育委員長に就任いたしました

大重でございます。これまでの教師として、あ

るいは教育委員としての経験を生かしながら、

さらなる本県教育の振興に邁進していく所存で

ありますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

さて、今、社会全体の規範意識の低下や連帯

感の希薄化など、教育環境は大変厳しくなって

きており、とりわけ、子供たちの安全が阻害さ

れる事件事故が報道されるたびに大きな憤りを

感じるとともに、我が国の先行きを不安に思う

ところであります。私は、これまでの経験か

ら、学校は、学力を養うことはもちろんのこ

と、それだけではなく、さまざまな人とのかか

わりの中で夢や希望をはぐくみ、子供を人とし

て成長させる重要な場であると考えておりま

す。このような意味からも、教育は、私たちに

とって責任の重い、そして崇高な営みであると

考えております。本県の子供たちが、志を持っ

て、いかなる困難な局面にも果敢に立ち向か

い、乗り越えていく力をしっかりと身につける

よう、学校における教育の充実はもとより、学

校・家庭・地域社会が一体となった県民総ぐる

みによる教育の推進に向けて、誠心誠意取り組

んでまいりたいと考えておりますので、県議会

を初め、県民の皆様方の教育行政に対する一層

の御理解と御支援を賜りますよう、お願い申し

平成20年12月９日(火)
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上げます。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

宮崎県特別支援学校総合整備計画の策定の進

捗状況及び今後の高等部設置への取り組みにつ

いてであります。宮崎県特別支援学校総合整備

計画につきましては、平成21年度から平成25年

度までの５年間の特別支援学校の整備のあり方

を示す新たな計画として、現在、策定作業の最

終段階に入っており、年内にも計画案を策定

し、お示ししたいと考えております。また、今

後の高等部設置につきましては、この整備計画

を踏まえ、本県の財政状況や緊急性等、設置に

係る諸条件を総合的に勘案しながら、段階的に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。知

事、本当に我々も、決算の３年連続の不認定と

いうものにつきましては、やはり議会のチェッ

ク機能の不十分さも改めて痛感しております。

そういうことも含めて、しっかりとお取り組み

をしていただきたい、そういうふうに思ってお

ります。

それから、教育委員長、本当にしっかり子供

たちの夢や希望のために御指導をお願いした

い、そのように思っております。

教育長、ありがとうございました。年内に計

画案が出されるということでありますので、一

定のめどがついたものではないかと思っており

ます。しかしながら、財政状況は大変厳しいの

で、そのあたりもあわせて取り組んでいただか

なければならない。そこで、高等部の設置は保

護者の悲願で、ようやく生徒と保護者の―先

ほど教育委員長がおっしゃいました―夢と希

望がかなう光が差してきたと思っております。

どの地域の高等部が先に着手されるかわかりま

せん。しかしながら、一日も早い着手が望まれ

るものであります。先ほども壇上で言いました

が、知事が保護者の要望で設置を約束していた

だいて、本当に感謝していると思います。財政

的なこともいろいろあると思いますが、緊急性

を考えて、知事の英断をお願いするものであり

ます。そこで、いま一度、知事の高等部設置に

対する考えをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 高等部の設置につき

ましては、私も、保護者や関係団体の皆様より

直接、その必要性につきましては切実な思いを

伺って、十分認識しているところでございま

す。今後は、本県の財政状況、各学校の緊急性

等を勘案しながら、本年度、教育委員会が策定

する宮崎県特別支援学校総合整備計画を踏まえ

て、段階的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。緊急

性を重要視していただいて、一刻も早い着手を

お願いしたいと思います。私の質問も一定のめ

どがついたかなと思っております。しかしなが

ら、おくれればまた質問させていただきたいと

いうふうに思っておりますので―順調に進む

ものと思っております。本当によろしくお願い

したいと思います。

次に、障がい者が自立していくためには、働

くことができなければならないと思っておりま

す。そういう意味で、最終的な目的として高等

部卒業後の一般就労を目指しております、延岡

総合特別支援学校（仮称）基本構想策定の進捗

状況について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡総合特別支援学

校（仮称）は、本県では初めてとなる総合的な

特別支援学校でありますので、本年５月、その
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あり方について御意見をいただくために、医療

・福祉・労働関係者、障がい者団体、保護者等

で構成される「延岡総合特別支援学校（仮称）

基本構想」策定委員会を設置しまして、これま

で４回にわたる御協議をいただいたところであ

ります。その中で、１つには、複数の障がいに

対応した専門教育の実施、２つには、就学前か

ら卒業後までの一貫した教育の実施、３つ目に

は、一般就労を目指した職業教育の充実などに

ついて具体的な御意見をいただいております。

これらの意見を参考にしながら、本年度内には

基本構想を策定したいと考えております。以上

です。

○十屋幸平議員 これは、延岡地区の議員もお

られますので、しっかりと取り組み、今年度内

に策定されるということでありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

障がい者が就労するということは、我々の一

般的な働き方とは違って、障がい者の能力に

合った多様な働き方があるべきであると思いま

す。そのことを我々社会が理解することが大切

であると考えておりますので、この学校に期待

するところは、やはり職業教育の充実と思って

おります。どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、監査事務局の強化・充実についてお尋

ねをしたいと思います。

以前の県議会での井上議員の質問で、裏金問

題について、こういうふうに答弁されておりま

す。「いろいろな事態も想定しながら、監査の

手法を工夫するとともに、効果的な監査の執行

に努める」と答弁されております。３年連続の

決算不認定をかんがみて、先ほど申し述べまし

たが、我々県議会もチェック機能を高める努力

をしていかなければなりません。一方で、不適

正な執行の防止や財政の健全性を図る意味で

も、財政健全化法の事務量も増加してまいりま

す。そういう意味で、監査事務局の強化、機能

の充実を図る必要があると考えております。そ

の取り組みについて、知事の見解をお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 昨年の不適正な事務

処理の問題を受けまして、再発防止を徹底する

ため、コンプライアンス推進委員会の設置等に

より職員の意識改革に努めるとともに、県内各

地域に総務事務センターを設置するなど、物品

調達システムの見直しや指導検査体制の強化を

図っているところであります。御指摘のとお

り、こうした再発防止の取り組みの中で、監査

事務局の果たす使命というのは大変重要である

と認識しております。また、行政のあらゆる分

野において、公正で効率的な業務執行が求めら

れている中で、独立・専門の機関として、行政

全般に対する監視とチェックを行う監査事務局

の役割は、ますます大きくなっていると考えて

おります。そのため、今後とも連携を密にし、

監査事務局の強化や機能の充実について、知事

として対応すべきものについては、適切に対応

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 本当に知事も御認識されてい

るというふうに思っておりますが、行財政改革

の中で、人員や経費の削減をやっております。

これは、19名という監査事務局の組織体制から

すると―ずっとこれは変わっていないと思う

んですが―やはり部局からは、そういう状況

の中でなかなか言い出しにくいと私は思ってい

ます。知事も、不認定のことにつきましては重

く受けとめておられますので、やはり、今の御

答弁にもありましたように重要性をかんがみた

ときには、組織体制も含めて積極的に、知事の
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ほうで見直しを図っていただきたい、そのよう

に要望しておきたいと思っております。

次に移ります。知事の国の役職について、お

尋ねをしたいというふうに思います。

知事は、高速道路の必要性を訴えて、果敢に

道路特定財源維持で矢面に立って、宮崎県民に

とっては本当に頼もしい存在であります。それ

らの活躍の成果として、地方の道府県知事の代

表として無駄ゼロ会議や国土交通省アドバイザ

リー会議に出席され、また、天皇陛下へ地方事

情を説明されるなど、活躍の場がだんだん東京

に移っているような気がします。知事のブログ

では、「無駄ゼロ会議や国交省のアドバイザ

リー会議の参加は、宮崎や地方の再生、活性化

の一助になると信じている」と言われ、先週か

らの議会でもそのように答弁されております。

知事の情報発信力の本当の力強さを、私もその

ように感じております。また、別な日のブログ

では、「いずれにしろ、宮崎は非常事態である

と感ずる」云々と書いておる。知事の国政への

転出ではいろんな議論がありました。現時点で

は、県政に邁進する旨の発言でおさまっており

ます。先日からの質問でもありましたが、いつ

の時期かは別にしまして、国政への意欲はある

のかないのか、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 私は、地方間格差を

是正し、この宮崎、そして地方を再生させるた

めに、数多くの行政課題に見られるように、国

の制度、仕組みそのものを抜本的に変えなけれ

ばならないと考えております。そのような思い

から、これまで発言や行動を続けてきたところ

であります。今後とも、自身のマニフェストの

達成を含め、地方の活性化、そして宮崎の発

展、県民福祉の向上という大命題に向かい、今

は知事として一意専心、堅忍不抜の精神で取り

組んでいきたいと考えております。

○十屋幸平議員 さすがに堅忍不抜の精神で取

り組んでいただきたいと思うんですが……。

再度質問させていただきますが、制度の仕組

みを変えることが一番、知事の頭にあるのかな

というふうに思っております。そういう意味も

踏まえて質問させていただきます。知事とし

て、国への意見とか要望も言われます。また、

国の役職、先ほど言ったような立場、いろんな

立場での発言の機会があると思います。そこ

で、宮崎県知事としての発言と全国知事会の発

言、国会議員としての発言では、地方の声はど

の立場の発言が一番効果的に届くと考えます

か。制度を、仕組みを変える、そして地方間格

差をなくすという、御答弁が今ありました。そ

ういうことも含めて、知事の見解をお伺いした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎県知事としての

発言には、本県の現状を最もよく知る者の強み

がありますし、知事会の発言というのは、地方

自治体を代表する意見として、１県にとどまら

ない知事共通の意見としての厚みを意識させる

ものです。また、国会議員の発言には、国民の

負託を受けて国会という場に身を置く立場の重

みがあろうかと存じます。いずれにしまして

も、語られるテーマや表明される局面により、

期待される役割は異なりますので、どの立場で

の発言が効果的であるかは、一概には論じられ

ないと考えております。

○十屋幸平議員 多分、そういうことかなとい

うふうに思っておりましたけれども……。

そこで、再度質問しますが、県民は、知事と

して４年間の約束を守ってほしいという声がほ

とんどだと思います。大局的に考えますと、先
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ほどの答弁にありましたようなことを踏まえて

いくと、宮崎の大命題、地方間格差を解決する

という考え方も少なからずあると思うんです。

それで、再度お聞きしますが、どちらのほうの

考えを重視されるか。先ほど答弁されましたの

で大体答えはわかると思いますが、再度そのこ

とをお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、この宮崎あるいは地方、疲弊した地方を再

生するためには、国の制度、あり方、統治シス

テム等々、抜本的に変えなきゃいけないと思っ

ております。それを変えるために、私はこれか

ら政治行動を―どのような行動を起こしてい

くかということに重点を置いていますので、今

のところは、県知事として職責を全うする、マ

ニフェストの実現に向けて一日一日、全身全霊

を傾けていきたいということでございます。

○十屋幸平議員 それでは、次の質問に移らせ

ていただきます。親孝行についてということ

で、ちょっと漠としたものがありますが、親孝

行や家族のきずななどは、人類に普遍的なもの

で、いつの時代でも大切な概念だと思っており

ます。「親孝行したいときに親はなし」「石に

布団は着せられず」などのことわざがありま

す。私も実体験として、家内の母を亡くしまし

て、母に対して、ああすればよかった、また、

こうしてあげれば喜んだのではないかという後

悔もあります。親孝行とは何ぞやと考えたとき

に、親を思いやる気持ち、親に心配をかけな

い、親の期待にこたえるなど、いろんな形があ

ると思います。遠くに離れて暮らしている場合

は、電話一つかけることも親孝行だと思います

し、また、旅行に一緒に行くことも親孝行だと

思います。そして、よく言われる肩たたきもそ

の一つだと思います。普遍的な概念ですから、

非常に幅が広くてお答えしづらいかもしれませ

んが、知事は親孝行についてどのように考えて

おられるか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 現在の日本というの

は、正直とか親切、他人への思いやり、親孝

行、そういった人が持つべき倫理、規範意識、

道徳観を失いつつあるように感じております。

こういった感性というのは、人が社会の中で生

きていくために大変重要な要素であるのではな

いかと考えております。社会を構成する最も基

本的な単位である家庭において、子供の人間性

や社会性など、人として最も基本的な資質がは

ぐくまれるわけですが、親が子を思い、子が親

を敬う心は、社会の中でも良好な人間関係を築

き、よりよい社会をつくっていくことにつなが

るものと考えております。そのような意味で、

私は、親孝行という観念は、時代を超えて伝え

ていくべきものだと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、１つ提案をさせて

いただきますが、日本一親孝行な県を目指し

て、県民の皆様に親孝行の標語を募集してはど

うかと考えております。これは私、頭の中で

ちょっと考えたんですが、標語ですけれども、

「親の笑顔が親孝行」「一日一善親孝行」、ど

こかで聞いたようなフレーズですけれども…

…。「電話一本親孝行」、こういう標語につい

て取り組む考えはないか。知事に再度お尋ねい

たします。

○知事（東国原英夫君） 私は、昨年策定した

新みやざき創造計画において、「全ての大人は

すべての子どもの教師たれ」ということを掲げ

ておりますが、そこには、私たち大人がすべて

の子供の手本となって、親を敬い、人とのつな

がりを大切にし、礼節を重んじる心を、ぜひと

も未来の子供たちに伝えていきたいという思い
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も込めております。これらの取り組みを通し

て、各家庭で親孝行がよく見られるような地域

が数多く実現し、本県が、これからの日本を支

える次世代の人づくりの舞台として、その地位

を確立していくことを期待しているところでご

ざいます。

○十屋幸平議員 最初に答弁いただきました

が、「親孝行という言葉を耳にしなくなってい

る」とも知事は言われました。「親孝行」とい

う言葉を社会に広くアピールすることで、県民

の意識啓発につながるのではないか。各家庭で

親孝行する姿が見られる社会ができるものと

思っております。先ほど知事の答弁では、する

かしないかはっきり申されませんでしたが、そ

のためにも、標語を公募して意識啓発に役立て

る取り組みはないか、再度お尋ねするととも

に、２本目は、知事が御多忙の中でどのような

親孝行をしていらっしゃるのかお聞きしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 標語の募集でござい

ますが、今何とも申し上げられないんですけれ

ども、そういった方向性というのは非常に大切

な取り組みではないかなと考えておりますの

で、関係機関あるいは担当部局等々とも十分意

見交換して検討してみたいと思っております。

私の親孝行についてでございますが、議員御

指摘のように、何をもって親孝行とするか、親

子の関係性や親子が持つ価値観からして、その

定義づけは非常に難しいと考えております。ま

た、千差万別、十人十色だと思いますけれど

も、「親孝行しているか」と問われますと、親

孝行を受ける側の主観や感性にもよりますの

で、親に聞いてもらわないとわからないという

のが正直なところでございますが、私は、県知

事として県政のさまざまな課題に取り組んでい

く必要があります。これらの課題に日々一生懸

命元気に取り組んでいる姿を見せること、加え

て県政が発展していくこと―別に親孝行のた

めに県政をつかさどっているわけではありませ

んけれども、結果、そのことが親孝行につなが

るのではないかと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。十分

検討していただきたいというふうに思っており

ます。

次に、平成21年度の予算についてお伺いいた

します。

よくフレーズでありましたが、サブプライム

問題から一気に、100年に一度の世界的な金融恐

慌が起こり、不況の波が、グローバリゼーショ

ンの中で本県の経済にも大きく悪影響を及ぼし

て、年末を迎えて県内の企業倒産の増加も非常

に心配されているところであります。また、報

道では、県内の企業誘致も中断や断念するなど

の動きが表面化しております。そういう中で、

県の翌年度の予算編成方針が出されましたが、

このような経済状況では県税収入の減が懸念さ

れます。そこで、自主財源が乏しい本県にとっ

て、国からの地方交付税等の依存財源がどのよ

うに推移するのか、県税を含め歳入確保につい

てどのように取り組むのか、総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

県税収入につきましては、最近の経済状況、あ

るいは県税の大きな税目でございます法人事業

税、こういったようなことが景気の影響を受け

やすいということで、大変厳しい状況になると

認識をしております。また、地方交付税につき

ましても、国の概算要求におきまして、全国

ベースの配分額で、今年度より6,000億円、3.9

％少ない14兆8,000億円となっておるところでご
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ざいます。本県の主な歳入であります県税及び

地方交付税の確保は非常に重要であると認識し

ておりますので、引き続き、県税については、

収入の確保に向けて収入未済額の圧縮に努める

など、鋭意取り組んでまいりますとともに、地

方交付税については、今後、経済情勢の推移や

税制改正、国の予算編成の動向等に基づき決定

されますことから、その動向を注視するととも

に、九州知事会、全国知事会とも連携しなが

ら、地方交付税の総額確保について強く要望し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 きのう知事は、地方交付税絡

みの濵砂議員への答弁の中で、「国はようわ

かっていない」というふうな御発言もされまし

たので、ぜひ、しっかりと意見を言っていただ

きたいなというふうに思っております。

次に、歳出についてお尋ねをしたいと思いま

す。予算編成方針の中に、「行財政改革大

綱2007に基づき、職員数及び給与の削減を図る

こととする」とあります。知事を初め県幹部職

員は既に給与の削減を実施しております。私ど

も県議会も、平成18年10月より給与条例を減額

改正して給与を減額いたしております。一般県

職員も、３年前に給与構造改革で人件費の圧縮

を図っているところでありますが、今後、財政

状況が一層厳しくなる中で、基金等が底をつい

た場合、人件費をどのように考えておられるの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 人件費につきまして

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムに基づき、現在、職員数の削減に努

めるほか、知事や副知事など特別職の給与及び

管理職の手当について一定割合を減額するとと

もに、一般職については給与構造改革の着実な

実施を図っているところであります。しかしな

がら、地方交付税や県税等の減少、社会保障関

係費や公債費の増等によりまして、今後とも厳

しい財政状況は継続するものと考えられ、収支

不足を基金に頼るというこれまでの方法では、

予算編成が難しくなると見込まれますことか

ら、収支不足や基金の状況を初め、本県財政の

現状等を勘案し、状況によっては、さらなる改

革の取り組みにつきまして総合的に検討してい

く必要があると考えております。

○十屋幸平議員 慎重にやることも必要です

し、大胆に英断することも必要です。そのあた

りは十分考慮して検討していただきたいという

ふうに思っております。

次に、重点施策の子育て支援策の新年度予算

について、例を１つ挙げさせていただきます。

私立幼稚園入園料軽減補助金等の子育て支援策

が、マイナスシーリングでどのように影響する

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新年度予算に

つきましては、厳しい本県財政の現状を踏ま

え、すべての事務事業について徹底した見直し

が必要とされているところであります。一方

で、少子化が進む中、子育て支援の充実は県政

の重要課題でありますので、この点にも十分留

意しながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 この補助金に関しては、現在

の景気低迷の中で、若い保護者の方は大変助

かっております。乳幼児医療費助成の拡充など

も知事が行われまして、本当によいことだなと

いうふうに思います。子育ては、養育費や教育

費、多額なお金が必要だと思っています。以前

の少子社会対策特別委員会でも、お母さんたち

にお聞きしますと、子育ての経費が少なけれ

ば、もう１人産みたいと思っている保護者の方
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はたくさんいらっしゃいました。そういう意味

からも大切な事業だと思っております。再度質

問いたしますが、入園料軽減補助金の維持をど

のように考えるか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 私立幼稚園入

園料軽減事業につきましては、新入園児の入園

料の一部を助成する県単独事業でありまして、

保護者負担の軽減と私立幼稚園経営の安定に役

立っているものと考えております。このため、

当事業を初めとする子育て支援策の展開に十分

留意するとともに、本県の財政事情も踏まえな

がら、総合的に検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 先ほどと同じなんですけれど

も、十分に留意する―「留意する」は「注意

する。心にとめる」。そういうことと総合的に

検討するということで、ちょっとわかりづらい

ところがあるんですけれども……。先ほど答弁

がありました県単事業、これは他県に類を見な

い制度だと思うんです。いい制度だと思うんで

す。こういう子育て支援を宮崎でやっています

よというのを、もっとアピールしてもいいと思

うし、拡充してもいいと思うんです。いい制度

は後退させてはいけないというふうに思ってお

りますので……。

ちょっと例を引かせていただきます。平均的

な入園料が３万4,500円、園が保護者に対して軽

減するのが１万1,500円、保護者の負担が２

万3,000円、県が１人当たり大体１万円の補助を

しております。年間予算で4,000万弱と聞いてお

りますが、こういうことを削らずに、やはり重

点施策であるならば、しっかりと維持していく

べきと考えます。福祉保健部長、再度、御答弁

お願いできますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今申し上げま

したように、この県単独事業の補助金は、子供

さんを幼稚園に入園させられる方の経済的負担

を軽減するとともに、幼稚園の経営安定にも役

立っていると思っております。そういう中で、

一方で、財政的にシーリング等もありますの

で、その辺の兼ね合いを考えながら、来年度予

算の編成について検討してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 この件につきましては、時間

がありましたら再度質問します。

次に、昨年６月議会で、枠配分方式やメリッ

トシステムのことで、予算について議論させて

いただきました。結果的に、来年度から物件費

にメリットシステムを導入されます。新年度予

算においてどのような効果が見込まれるのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 来年度から試行的

に導入することを考えておりますメリットシス

テムは、御指摘のように旅費とか需用費、こう

いった一定の事務費につきまして、今年度の２

月補正予算において削減した金額を、過去３年

間の平均と比較いたしまして、その上回る額の

２分の１を来年度当初予算において措置しよう

というものでございます。この制度は、不適正

な事務処理の再発防止策の一つとして取り組む

ものでありまして、職員の予算を使い切ろうと

する、これまでにありがちな意識の改革を促し

ますとともに、より効率的な予算執行につなが

るものと考えております。今後、導入後の取り

組みを十分検証しながら、一層の予算執行の適

正化と経費節減に努力してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 やはりこれらの節約の意識

と、不適正なということで、２本立てだと思っ
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ています。年度の物件費が入っているものを調

べました。一般行政経費1,720億円余が大体毎年

支出されますが、その中で181億8,200万円余が

大体物件費だと。それを仮に１％削減できれ

ば、約18億円が財政の健全化に役立つというふ

うに思っております。ですから、県職員の皆さ

んも、第１次、第２次行革を続けてきて、絞る

ぞうきんもからからだとは思いますが、ぜひそ

のあたりに取り組んでいただきたいというふう

に思っております。これは要望にとどめたいと

思います。

次に、教育行政について。

進路変更対策（退学・不登校等）について、

教育長にお尋ねします。文部科学省が2007年

に、いじめや暴力、出席停止、自殺、退学など

の内容を調査した問題行動調査の発表がありま

した。この内容につきましては、新聞等で報道

されましたので申し上げませんが、県内では問

題行動調査はどのような現状なのか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） いじめと暴力行為に

ついて述べさせていただきます。文部科学省が

実施した調査によりますと、本県の公立学校に

おけるいじめの認知件数は、平成19年度は381件

で、前年度と比較しますと283件減少いたしてお

ります。また、暴力行為の発生件数は95件で、

これは前年度と比較いたしますと13件増加して

おります。以上であります。

○十屋幸平議員 数字的に暴力のほうは少ない

ので安心しましたけれども、しっかりといじ

め、暴力行為等について取り組んでいただきた

いというふうに思っております。

次に、高校生の中途退学者の現状と取り組み

についてお伺いしたいと思います。この質問に

つきましては、平成16年の11月にも質問しまし

た。15年度の調査の結果で、公立、私立の中途

退学者の合計が1,031名、１つの学校がなくなる

人数でした。現在の公立高校の推移を、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の県立高等学校

における中途退学者数でありますが、３カ年で

申し上げますと、平成17年度が487人、平成18年

度が477人、平成19年度は413人であります。以

上です。

○十屋幸平議員 本当にまだ依然として変わっ

ていないんですけれども、この中で公立が、今

言われたとおり平均すると459人、私立が487

人、424人、362人、平均453人、883名―これ

は平均値ですけれども、毎年出ております。そ

ういうところで、佐賀県では、学ぶ意欲のある

不登校や高校中退、発達障がいの生徒を受け入

れる全日制学級を2011年度に新設します。この

中身につきましても、やはり新聞報道でありま

したので詳しく述べませんが、このようなタイ

プの県立高校を県内３地区に、佐賀県と同様な

取り組みができないか。教育長にお尋ねいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 本県における対策と

いたしましては、中途退学者など学習歴やライ

フスタイル等が異なる生徒がそれぞれ自分の

ペースで学ぶことができますように、定時制や

通信制の高校に単位制や２学期制を導入してい

るところであります。また、宮崎東高校と延岡

青朋高校の定時制においては、昼間、夜間の両

方で授業を受けられるシステムにするなど、さ

まざまな方策を講じているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、生

徒が夢や希望を持って生き生きと学び合うこと

ができますように、これまでの高等学校再編整

備計画に基づいた取り組みの成果等も検証しな
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がら、多様な教育ニーズに応じた高校教育のあ

り方について研究してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○十屋幸平議員 先ほども言いましたよう

に、883名の子供たちが退学しているわけであり

ますので、公立と私立の壁はあるかもしれませ

んが、両方協議いただいて、その子供たちがで

きるだけ少なくなるような御努力を要望してお

きたいと思っております。

次に、鳥獣被害対策についてお伺いいたしま

す。このテーマは、黒木正一議員のライフワー

クのテーマでありますが、今回は、私が視点を

変えて質問いたしたいと思っております。

まず、平成19年度のシカ、イノシシ、猿等の

生息変化状況について、環境森林部長にお尋ね

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シカにつきま

しては、一定区域のふんの数から生息数を推測

いたします、いわゆるふん粒法により調査を実

施しております。平成19年度の生息数は約５

万6,000頭と推測され、近年、増加の傾向にあり

ます。また、猿につきましては、平成14年度か

ら３カ年かけて実施した生息調査では、県全体

で約70群れ、約3,500頭と推測されております

が、現在、新たに生息実態調査を実施している

ところであります。また、イノシシにつきまし

ては、調査方法が確立されておらず、生息数は

把握いたしておりません。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

シカの生息数は、18年度が５万2,000頭ですか

ら、差し引き年間4,000頭増加していると言われ

ております。イノシシについても、「調査方法

が確立されておらず」という御答弁がありまし

たが、また別な方法で調査されていると思うん

です。そのあたりをおっしゃっていただけると

よかったかなと思いますが……。後で申します

特別措置法の中では、イノシシについても被害

状況の的確な把握を推進するように述べられて

おりますので、農業従事者の方とか猟をされる

方々に、聞き取りとかアンケート調査を―猟

期の終了後に調査されて、やっぱりある程度の

生息数を把握することが大事だと思っておりま

すので、そのように、これは要望しておきたい

と思います。

次に、本県の農産物の野生鳥獣被害の実態と

状況はどのようになっているのか、また、農産

物の被害防止対策にはいろんな複合的な取り組

みが効果的であると考えておりますが、県はど

のように取り組んでいるのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農作物

における野生鳥獣被害は、平成19年度は１

億8,343万円となっておりまして、作物別には、

水稲が5,760万円、飼料作物が4,510万円、野菜

類が3,020万円となっております。このため県で

は、平成19年度から野生猿被害防止総合対策事

業を実施し、地域の被害実態に応じた対策に取

り組んでいるところであります。特に野生猿に

つきましては、人里に寄せつけないなどの取り

組みが重要でありますことから、専門アドバイ

ザー等を活用した野生猿の生態把握や、里山付

近の緩衝帯設置、追い払い活動など、地域ぐる

みでの複合的な被害防止対策を支援していると

ころであります。また、シカやイノシシ等につ

いては、電気さくや防護ネットの設置等を行っ

ているところであります。今後とも、国や市町

村等関係機関と一体となって、野生鳥獣の被害

防止に努めてまいりたいと存じております。

○十屋幸平議員 次の質問に移りたいと思いま

す。被害防止のための捕獲対策はどのように
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行っているのか。また、一昨年の答弁でもあり

ましたが、鹿児島、熊本、宮崎の連携のシカ被

害対策の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県ではこれま

で、野生鳥獣による被害を防止するため、有害

鳥獣捕獲班への助成などによる捕獲対策を行っ

てきたところであります。これに加え、猿につ

きましては、平成19年度から野生猿特別捕獲班

への助成額の拡充を行いますとともに、捕獲用

わなの購入助成などを行っております。また、

シカにつきましても、今年度から、特に生息数

の多い地域において集中的に捕獲促進を図るた

め、市町村と共同で、有害鳥獣捕獲したシカ１

頭当たり5,000円を助成するとともに、県境付近

でのシカの一斉捕獲について、南九州３県に新

たに大分県を加え、４県合同で行うこととした

ところであります。さらに、イノシシにつきま

しても、今年度から狩猟期間の終期を、従来の

２月15日から３月15日へと１カ月延長するとと

もに、くくりわなの規制緩和を実施するなど、

野生鳥獣の捕獲の強化を図っているところであ

ります。

○十屋幸平議員 有害鳥獣捕獲班の助成という

ことが出ました。ここでちょっとお知らせして

おきたいと思いますが、いわゆるボランティア

でやられるんですけれども、この班の日当とい

うことを換算しますと、私が聞いたところで

は300円から500円、この期間が２週間から１カ

月に延長されまして、それを掛け算しても推し

てはかって知るべしだと思います。シカバラ弾

といいますのが平均215円、散弾が約130円、実

弾というのが200円から300円、２～３発撃った

らその日になくなるんですね。そういうことで

あれば、当然、なかなか力が入らないというの

が人間のさがなのかなというふうに思っており

ますので、このあたりの拡充も含めて御要望さ

せていただきたいと思います。

先日、たまたまテレビを見ておりましたら、

京都府で30代の猟師が、イノシシやシカ、カモ

猟、そしてまた別な仕事をしながら生計を立て

ている報道がありました。その中で、ヒノキの

シカの食害ではげ山になっている映像が映し出

されておりました。人間が生態系に悪影響を与

えて、イノシシやシカが人里までえさを求めて

出てくると、そのような報道もありまして、シ

カの増加の原因は、ニホンオオカミが少なく

なったこと、狩猟する猟師の方が激減したこと

と挙げられておりました。そこで、宮崎県も同

じだと思うんですけれども、警察本部長にお聞

きいたします。猟銃所持者数、年齢構成、猟銃

による人身事故件数の５年間の推移について、

警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

議員に御配付いただいています資料の３ペー

ジ目と４ページ目を見ていただきながらだと、

よくわかると思います。３ページを開いていた

だくと、まず、猟銃所持者数でございますけれ

ども、本年10月末現在4,185人でございます。こ

のグラフでおわかりになりますとおり、５年前

の平成15年末と比較をしますと、実数で1,253

人、約23％の減でございます。過去５年をずっ

と見ていきますと、年によって差があります

が、年間大体200～300人程度のペースで減少し

ておりまして、背景には、恐らく猟銃所持者の

高齢化が進んでいることが挙げられるんじゃな

いかと考えております。４ページ目を見ていた

だくとよくわかるんですが、本年10月末現在の

データなんですけれども、猟銃所持者の60歳以
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上の方が、実は全体の約60％を占めておられま

して、所持者全体での平均年齢を計算します

と、61.3歳となっております。

また、事故についてでございますが、猟銃に

よる人身事故は、過去５年間を見てみますと、

平成18年を除きまして、毎年１件から３件程度

の暴発ないしは誤射等による人身事故を認知し

ております。昨年は10月に、イノシシの有害鳥

獣駆除中、矢先の安全を確認しないまま発砲し

たため、同行のハンターの方が１人亡くなられ

ているほか、同じシーズン、ことしの２月でご

ざいますけれども、シカ猟中に、同様の安全不

確認によりましてお一方が重傷を負っておられ

ます。以上です。

○十屋幸平議員 本部長、済みません。資料の

説明までしていただきまして、ありがとうござ

いました。

先ほどありましたように、やはり猟をする方

が平均250人ずつ減っている。反面、猟銃を持て

る許可を受ける方が平均81名ですか、ふえてき

ているというふうに思っておりますが、ここが

なかなか解消しないと、狩猟される方が少なく

なってくるのではないかなというふうに思って

おります。そこで、鳥獣保護防止特別措置法と

はどういう法律なのか。また、内容、法律に基

づく県内の取り組み状況について、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 鳥獣被害防止

特別措置法は、昨年12月に制定された法律で、

国の基本指針に則して被害防止計画を作成した

市町村の取り組みを積極的に推進しようとする

ものであります。被害防止計画には、被害の防

止に関する基本的な方針のほか、対象鳥獣の捕

獲予定数、それから防護さくの設置等の具体的

な取り組みや実施体制等を定めることとされて

おりまして、市町村に対しては、地方交付税の

拡充や補助事業による財政支援のほか、鳥獣被

害対策実施隊の設置など、人材確保のための支

援措置が講じられることとされております。11

月30日現在、県内では、延岡市、高千穂町、日

之影町、五ヶ瀬町、綾町及び西米良村の６市町

村が、県との協議を行いまして、計画が策定さ

れたところであります。加えて今年度中には、

宮崎市など別に８市町村が計画を策定する予定

となっております。残る市町村に対しまして

も、早期の計画作成を支援してまいりたいと存

じております。

○十屋幸平議員 時間も残り少なくなりました

が、市町村の被害防止計画における鳥獣の捕獲

予定頭数はどのようになっているのか。また、

捕獲担い手の確保の取り組みについてどのよう

に取り組まれるのか、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、市町村

被害防止計画では、対象とする鳥獣について、

今後３年間の捕獲予定数を定めることとなって

おります。計画を策定しました６市町村におい

ては、主にイノシシ、シカ、猿を対象としてお

り、例えばシカについては、これまで６市町村

で年間270頭程度が捕獲されておりましたが、計

画では年間700頭程度を捕獲することといたして

おります。

次に、担い手の確保についてであります。県

では、捕獲班への助成を行っておりますが、そ

の担い手となる狩猟者が減少しておりますこと

から、新たな狩猟免許取得者を確保するため、

県内３会場で試験を実施するとともに、県内８

地区において実技指導などの事前講習会を開催

しているところであります。

また、こうした取り組みとあわせまして、鳥
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獣被害防止特措法に基づきまして、市町村が非

常勤職員の鳥獣被害対策実施隊を設置する場合

には、その経費に対する国の財政支援がありま

すことから、こうした制度の活用を積極的に指

導いたしまして、狩猟者の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○十屋幸平議員 今の法律の中身でいきますと

非常勤職員ということも出ました。公務員の

方々に銃を持たせるような内容にも聞き取れる

んですけれども、そういうことであれば、率直

に考えて―単純な発想で申しわけないんです

が―自衛隊のほうが訓練されていて効率的で

はないかなというふうに思います。鳥獣被害も

自然災害というふうに考えて、その対策として

自衛隊に、生態系を維持することを前提に、生

息数に配慮した駆除対策をお願いできないか、

知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 鳥獣による被害防止

施策を総合的かつ効果的に実施するために、農

林水産大臣が、鳥獣被害防止特措法に基づき基

本指針を定めております。その中で、市町村に

よる自衛隊の協力要請というのは、侵入防止さ

くの設置、または緩衝帯の整備に限られてお

り、その場合でも、他の手段による対策の実施

が困難な場合に限定されておりまして、駆除に

ついては今のところ、要請の対象とはなってい

ない状況でございます。

○十屋幸平議員 当然、自衛隊は、日本国民の

生命と財産を守るというのが大前提であります

ので、猿やシカ、イノシシに人間が襲われるこ

とはないと思いますが、そういう観点も含め、

法改正も含めて、昨年つくられたばかりですか

ら、なかなか難しいと思いますが、全国的に狩

猟される方が少なくなっておりますので、その

点も十分に意見を国のほうに申し述べていただ

きたいというふうに思っています。

先ほど福祉保健部長のほうに、時間があれば

ということでありましたが、やはり子育て支援

というのは、シーリング方式一辺倒でやること

が果たして正しいのか。重点施策は、ある程度

の枠を配分しなければ重点施策になり得ないの

ではないかという考えを持っております。これ

は、いろんなほかの中山間地の問題、雇用にし

てもそうです。シーリング方式、一律カットは

しやすいと思います。しかしながら、それでは

何のための重点施策か、予算を削られてしまえ

ば、なかなか力の入れようがない。そういう面

も含めて、やはり、重点施策であるならば、こ

のような県単事業として他県に類を見ないよう

ないい制度であれば、しっかりと維持すべきで

あるし、予算を確保するべきであると思いま

す。知事のほうの考えが、いろんな重点施策を

出されておりますので、そういう意味において

も、前回の議会で予算に関しての議論もさせて

いただきましたが、そういうことも検討に値す

るのではないかなと。財政状況が厳しいからこ

そ、重点施策にはきちんとした手当てをしてい

く、そういう私個人の考えを持っておりますの

で、そういうことを含めてお願い申し上げまし

て、私のすべての質問を終わりたいというふう

に思います。ありがとうございました。（拍

手）

○星原 透副議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 人がキツネ

にだまされたという話を、私が子供のころよく

聞いたものです。哲学者の内山 節 さんによる
たかし

と、1965年あたりを境に、それも全国一斉に、

日本の社会からキツネにだまされたという話は

なくなったそうです。1965年といいますと、43

歳の人が生まれた年です｡その年はスモッグ警報
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が日本で初めて出された年になります。前年

の1964年には、東海道新幹線が開通し、東京オ

リンピックが開催されました。1963年から集団

就職列車が走り出し、高度経済成長が始まった

ころになります。

なぜ日本人はキツネにだまされなくなったの

か。内山節さんはその理由を幾つか挙げていま

す。

１つは、人間が経済的動物になった。自然の

価値も、それに経済的価値があるかどうかで判

断するようになった。つまり、高度経済成長に

よって人間が変わったのが理由ではないか。

２つ目が、科学的に説明できないものはすべ

て誤りという風潮が広がり、科学ではとらえら

れない世界をつかむことのできない人間たちを

つくった。つまり、科学の時代における人間の

変化が理由ではないか。いずれも、人間の何か

が変わり、人間がキツネとのコミュニケーショ

ンをとれなくなったというものであります。

３つ目の説は、テレビや電話の普及で、それ

までの情報のあり方やその伝達のされ方が大き

く変わった。テレビの普及は、自然の中から天

気予報などの情報を読む能力を弱くし、電話の

普及が、人間同士のコミュニケーションから表

情の持っていた役割をなくした。つまり、情

報、コミュニケーションの変化が人間を変えた

のが理由ではないのか。

４つ目は、それまで地域で暮らす人間を育て

る一環の中にあった学校が、受験を最優先する

学校に変わった。必ず正解があるような教育を

人々が求めるようになり、合理主義に価値を見

出す意識を身につけていった。つまり、進学率

の向上が原因ではないか。そのほか、死生観の

変化、自然観の変化もその理由の一つではない

か。一方、キツネの側から見ると、拡大造林が

始まり、森林環境は変わり、住みづらくなった

のも原因ではないかと指摘しています。

経済が成長し、物質的に豊かにはなったが、

その内部では、日本の人々が受け継いできた伝

統的な精神が衰弱し、同時に日本の自然が大き

く変わりながら自然と人間のコミュニケーショ

ンが変容していった。1965年当時、日本では精

神史に一つの革命がもたらされたと述べており

ます。日本人が経済成長の中で失ってきた人と

自然とのコミュニケーション、人と人とのつな

がりの希薄化が、現代社会にさまざまな問題を

起こしているという危機感から、それを取り戻

そうという行動が全国各地で起こりつつありま

す。自然の中で、異なる環境、異なる文化、異

なる世代との交流を通じて、教室ではできない

「生きる力」をはぐくみ、心や命の大切さを学

ぶ機会を、未来を担う子供たちに与えようとす

る、例えば、自然学校や自然体験型のコミュニ

ティースクール、また、体験型教育旅行などの

取り組みがそうであります。国においては、農

山漁村における子供体験学習の取り組みを始め

ようとしています。知事はこのような取り組み

をどう考えるか、お伺いをいたします。

次に、林業の振興についてお尋ねをいたしま

す。

1950年後半から60年代にかけて進められた拡

大造林、道路もない中を苗をかるって山に登り

植林し、将来、退職金がわりにはなるだろうと

夢を託して育てた山林が、いざ伐採というとき

になって、現在の木材価格を目の前にしたと

き、まさにキツネにつままれた心境ではないで

しょうか。「森林あって林業なし」と言われる

ように、木材価格の低迷で、山村は、人口は減

少、林業者は高齢化し、森林の境界さえわから

なくなっていく現状にあります。林業において
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は、国境措置に関しましても、素材輸入は1961

年以来無関税であり、製品輸入だけに関税がか

けられてきました。それは、林家ではなく、製

材業を初めとする２次産業の中小企業を保護す

る形で輸入が進められてきたと言えます。製材

品の税率は次第に下げられてきておりますが、

日本の木材産業は、山元立木価格の引き下げに

よって、辛うじて生き延びてきたのが実態と言

えます。戦後の拡大造林によって資源は成熟

し、外材価格の高騰もあり、いよいよ国産材の

時代が到来したと言えますが、既に山村には、

それに対応するだけの人、エネルギーがないの

が現実です。県としても、新しい流通システム

への対応、また植栽未済地対策など多様な対策

を行っており、知事みずからも、販路拡大に向

けてトップセールスを行うなど意欲的に取り組

まれておりますが、林業振興に対する知事の思

いをお伺いします。

以下は自席より質問を行います｡（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

子供たちの体験活動についてであります。私

もそうでありましたが、山歩きや農作業など自

然の懐に抱かれる体験活動は、感動したり驚い

たりしながら、いろいろなことを学ぶことがで

きる大切な機会であると考えております。直接

体験が不足していると言われる現在の子供たち

が、豊かな自然の中で、そこに暮らす人々の営

みや文化などを五感を通して学び取ることに

よって、豊かな人間性や社会性というものがは

ぐくまれ、たくましく生き抜く力が身につくも

のと考えております。

次に、林業に対する思いについてでありま

す。本県は、豊かな森林資源を背景として、杉

の素材生産量が平成３年から17年連続して全国

１位となるなど、国内有数の国産材供給基地と

しての地位を築いております。しかしながら、

木材価格の長期的な低迷や、林業担い手の減少

・高齢化など、林業を取り巻く環境は厳しい状

況が続いております。このような中で、山村地

域の基幹産業である林業を活性化していくこと

は極めて重要な課題でありますことから、平

成21年度の重点施策に中山間地域対策を掲げ、

その中で、健全で多様な森林づくりを総合的に

推進することとしたところであります。今後と

も、できる限りの施策を講じ、林業の振興に取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

す｡〔降壇〕

○黒木正一議員 小学生を農山漁村に送り出し

宿泊体験学習を行うという「子ども農山漁村交

流プロジェクト」がスタートすることになり、

現在、モデル的な取り組みが始まっていると聞

いております。本県においても、受け入れモデ

ル地域が選定されていますが、このプロジェク

トの概要と今後の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 子ども農山漁

村交流プロジェクトは、御案内のとおり、総

務、文部科学、農林水産の３省が連携して本年

度から実施しており、小学生が農山漁村で行う

１週間程度の宿泊体験活動を推進するものであ

ります。本年度、本県では、西都市において受

け入れモデル地域が選定され、７月に宮崎市の

小学５年生64人を受け入れたところでありま

す。本プロジェクトの実施により、小学生から

は、「初めての農作業体験が大変楽しかった」

などの感想が寄せられ、農業・農村への理解が

深まったものと考えております。また、受け入

れ地域におきましても、「子供たちとの交流に
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より、地域の住民が生き生きとした」などの声

が聞かれ、地域の活性化にもつながるものと考

えております。今後は、教育機関のみならず、

市町村やグリーン・ツーリズム実施団体とも、

より一層の連携を行い、県内の受け入れ地域の

拡大を図り、本プロジェクトの推進に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 県内においては、西都市がモ

デル地域として取り組んだということでありま

すが、このプロジェクトは、５年後には全国２

万3,000のすべての小学校が取り組むことを目標

としています。次代を担う子供が、人工的な都

会生活を離れて農山漁村に出かけて滞在するこ

とで、自然にじかに触れて体ごと学ぶ経験でた

くましくなるということが期待される一方、農

山漁村も元気になり、活力と誇りを取り戻すこ

とにつながるのでは、そういう期待もありま

す。農山漁村には廃校舎がふえており、それら

の利活用も含め、地域の特徴を生かした多様な

取り組みも考えられます。このプロジェクトに

は、日本再生への祈りにも似た願いが込められ

ていると言う人もいます。本県においても、そ

の体制づくりを進めるべきだというふうに思い

ます。

集落支援員制度について、県民政策部長にお

伺いをいたします。

環境問題や食料問題への関心の高まりもあっ

てか、中山間地域への対策が多方面から取り組

まれようとしております。国は、集落の維持・

活性化のサポート施策として集落支援員制度を

設置することになったと聞いております。国が

集落を施策とすることは画期的なことだと思い

ますが、その概要と今後の展開についてお伺い

いたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 集落支援員制

度は、総務省の過疎問題懇談会の提言に基づき

まして、行政経験者あるいは農業関係業務の経

験者など、地域の実情に詳しい外部人材を活用

し、市町村に集落支援員を設置するものであり

ます。集落支援員は、集落を定期的に巡回しま

して、生活状況、農地・森林の状況等の把握を

行うほか、地域住民と共同できめ細かな集落の

点検を行いまして、集落のより詳細な現状把握

を行います。その上で、集落のあり方の話し合

いや、地元市町村と協働した集落の維持・活性

化にも取り組むことが期待されているところで

あります。このように、集落支援員を活用した

集落対策は非常に効果が高いものであると考え

ておりますので、県といたしましても、この制

度の周知に努めますとともに、市町村に対し、

積極的な取り組みを支援してまいりたいと考え

ております。以上であります。

○黒木正一議員 私の住んでおります諸塚村

は、ＮＰＯ法人地球緑化センターから、「緑の

ふるさと協力隊」を受け入れています。緑のふ

るさと協力隊は、農山村に関心を持つ若者を、

地域活性化に取り組む自治体に１年間派遣する

プロジェクトで、農林業や地域行事などさまざ

まな活動を経験するもので、現在７人目が滞在

していますが、これまで派遣された６人のうち

２人が村に残って住みついており、その活躍ぶ

りは地域の人に大きな刺激を与えています。地

元の人と心を通わせ、ともに汗を流すことで、

地域に新しい風を吹かせています。今言われま

したように、行政経験者や農業関係業務の経験

者など、地域の実情に詳しい外部人材を活用す

ることも意味のあることと思いますが、住民と

同じ目線で暮らすこのような若者こそ、今、厳

しい状況にある集落が求めているものです。経

験は未熟でも、真剣に生きる力、生きる道を身
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につけようと模索する都市の若者を集落支援員

にする仕組みづくりが必要ではないかと私は思

います。

次に、過疎法について、知事にお尋ねをいた

します。

2010年には、過疎地域の総合的な対策を盛り

込んだ過疎地域自立特別措置法、いわゆる過疎

法が失効し、条件不利地域の農地保全を目的と

した中山間地域等直接支払制度、この第２期も

終了します。市町村合併を促進する新合併特例

法も失効。さらに、日本の農林業を支えてきた

昭和１けた世代がすべて後期高齢者になり、就

業者の高齢化が一段と進む。この４つの問題を

どう解決するか、「農山村の2010年問題」とも

言われております。

さて、いわゆる過疎法は、過疎地域対策緊急

措置法から今日の自立促進法に至るまで、10年

ごとに新法として継続され、財政・行政・金融

・税制上の特別措置により、これまで、交通通

信体系の整備、情報化並びに地域間交流、そし

て産業の振興にその７割以上が投資され、人口

の流出に歯どめをかけるには至らなかったもの

の、過疎の振興に大きな成果を上げてきまし

た。過疎法の果たしてきた役割について、知事

はどうお考えかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） いわゆる過疎法は、

昭和45年の過疎地域対策緊急措置法の施行以来

今日まで、10年ごとに３度にわたり制定されて

おります。本県におきましては、この間、過疎

法に基づき、国、市町村と連携しながら、交通

通信体系の整備、産業の振興、生活環境の整備

など、総合的な過疎地域対策に取り組んでまい

りました。その結果、過疎地域においては、社

会資本や生活環境の整備が着実に進展してお

り、過疎法は過疎地域の振興に大きな役割を果

たしてきたものと考えております。

○黒木正一議員 将来の食料危機への不安や食

料価格の高騰に伴って、食料自給率向上の問題

が浮上してきております。また、バイオマスな

どの化石燃料にかわる新エネルギーの開発や、

地球温暖化を防ぐＣＯ２の削減など、日本が

今、直面する大きな課題、食料、環境、エネル

ギーは、いずれも解決策は地方にしかなく、過

疎地域の役割はこれまで以上に高まっていると

言えます。このような中、過疎地域を多く抱え

る地域の知事会等を中心として、過疎新法の制

定に向けた取り組みが行われております。過疎

法は来年度で失効することになっております

が、新過疎法の制定に向けての対応について、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 現在の過疎地域を取

り巻く環境は、急速な少子高齢化の進展や担い

手の減少など、依然として厳しいものがありま

す。また、過疎地域は、県土の保全、水源の涵

養、食料の供給機能など県民の生活を守る重要

な役割を果たしており、今後とも引き続き、過

疎地域に対する支援が必要であると考えており

ます。このようなことから、本県におきまして

は、新たな過疎法の制定に向けて、県内過疎市

町村との意見交換等を行うとともに、国等に対

し、県単独での要望活動のほか、全国知事会や

全国過疎地域自立促進連盟等を通じた要望活動

を行い、過疎対策の継続を強く求めてまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 続きまして、中山間地域等直

接支払制度についてお尋ねをいたします。

この制度は、集落協定の締結が支払い条件で

あること、また、さまざまな面で集落が重視さ

れていること、助成対象の農家についても選別

するようなことがなくて、集落のすべての農家
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が対象になっていること、こういうことで集落

における話し合いの活動が活発化し、共同での

生産活動が行われたり、耕作放棄地の防止が図

られております。また、自治体の裁量権が大き

く認められており、中山間地域の自然条件や、

おのおのの地区の生活様式や個性を尊重するこ

とができることもあって、地域での評価も高い

ものがあります。この制度のこれまでの取り組

みをどう評価し、今後どのように取り組んでい

くのか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、中山間地域の

活性化は、本県にとりまして最も重要な課題の

一つであると認識しております。本県において

は、平成12年度より、生産条件が不利な中山間

地域等において、農業生産の維持や農地の多面

的機能の確保等を目的とした集落の活動に対し

て、中山間地域等直接支払制度による支援を実

施しておるところでございます。平成19年度に

おきましては、24市町村の5,738ヘクタールの農

地を対象に７億3,830万円の交付金が交付され、

具体的には、集落において、農地や農道、水路

の維持管理、機械及び農作業の共同化などの取

り組みが行われており、その結果、新たな耕作

放棄地の発生が抑制されるとともに、集落の共

同意識の醸成など、地域の活性化が図られてい

るものと考えております。このようなことか

ら、平成21年度で終期を迎える本制度につきま

しては、その継続と内容の充実を国に対して強

く要望してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、会派で中山間地域の調

査に行きましたけれども、この制度はいろん

な、生コン舗装とか作業路の復旧とかに活用さ

れておるし、棚田をこの制度が守っているとい

うような継続を求める声が、多くの人から上が

りました。過疎法とあわせて、継続へ向けて国

へ強く要望していただくようにお願いをいたし

ます。

次に、公立病院改革についてお尋ねをいたし

ます。

全国の医療機関が医師不足にあえぐ中にあっ

て、不足する医療従事者を効率的に配置し、病

院の経営改善に結びつけようと、医療機関の統

合・再編を検討する自治体が全国的にふえてお

ります。その背景には、国が、公立病院への財

政支援の前提として再編・ネットワーク化を強

く求めていることがあると思われます。本県に

おきましても、公立病院改革ガイドラインに基

づき、改革プランを関係市町村が本年度中に策

定することが求められています。公立病院改革

プランとはどのようなものか、また、県として

どのように取り組むのか、総務部長にお伺いし

ます。

○総務部長（山下健次君） 公立病院改革プラ

ンにつきましては、公立病院をめぐる環境が、

御指摘のように厳しさを増す中で、地域におい

て必要な医療を安定的かつ継続的に提供してい

くために、関係市町村におきまして今年度中に

策定することが求められているものでございま

す。具体的には、それぞれの地域におきまして

市町村立病院が担うべき機能や役割を明らかに

した上で、持続可能な医療提供体制の構築に向

けた取り組みを進めるものでございます。県と

いたしましては、病院事業が、市町村の財政運

営に与える影響や、地域医療の確保に果たすべ

き役割を十分に考慮しながら、地域住民に対す

る医療サービスが今後とも安定的に提供される

よう、必要な助言を行ってまいりたいと考えて

おります。

○黒木正一議員 山村に入りまして、人に「一

番不安なことは何か」というふうに聞きます
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と、「地元の医療機関にお医者さんがいるかと

いうことだ」ということをよく聞きます。ま

た、同様に都会から移住してきた人に聞きまし

ても、医師、病院の問題のことを不安材料とし

て伺うことがあります。宮崎県移住ガイドブッ

ク「みやざきコンスマガイド」にも、医療機関

が重要データとして記載をされております。移

住を進める上でも、医療環境の整備は重要なこ

とであります。公立病院の大きな役割の一つ

に、過疎地のような採算性等の面から民間医療

機関による提供が困難な地域への医療を提供す

ることがあります。この改革プランには、経営

の効率化が大きく求められております。効率化

のかけ声のもとで、全国的に医師が不足する

中、医療制度改革の失敗のツケが僻地医療に

回ってくるのではないかと危惧されます。山間

僻地には、賃金、教育、文化などの格差があり

ます。それをすべて都会のようにということに

は困難があります。しかし、最も重要な命の格

差が広がることは、何とか防がなくてはなりま

せん。この公立病院改革プランの策定が、僻地

医療の切り捨てにつながっていくことにはなら

ないか、総務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 県内の市町村立病

院につきましては、僻地医療や救急医療など地

域医療を支える重要な役割を担っております

が、近年、御指摘のように医師不足などの経営

環境の悪化によりまして、地域において必要な

医療を継続的に提供していくことが大きな課題

となっておるところでございます。公立病院改

革プランにつきましては、病院経営の効率化と

地域医療の確保、この２つの観点から策定する

ものでございますので、各市町村において策定

をいたしました改革プランに基づき、それぞれ

の地域の実情に応じた取り組みを進めること

は、将来にわたって、僻地医療を初めとする地

域医療を守ることにつながるものと考えており

ます。

○黒木正一議員 ぜひ地域医療を守ることにつ

ながるように御努力いただきますよう、お願い

をいたします。

続きまして、林業の振興に関しまして幾つか

質問をさせていただきます。

まず、需要拡大についてでありますが、戦後

の経済回復につれて木材需要がふえて、木材価

格も上がって、林業がもうかると思われた時

期、1950年から1975年にかけて積極的に造林が

進められて、本県では山林の60％が人工林とな

り、民有人工林の73％が杉で、そのうち６割が

８齢級以上となりました。外材価格の高騰もあ

り、合板を含めた新建材製造の技術開発などが

進み、大資本による合板工場、集成材工場の進

出で、一気に国産材に対する大型需要が発生す

る状況になっております。

本県においては、中国木材の進出に関して覚

書が交わされ、進出時期については不透明です

が、県産材の大きな需要拡大が見込まれること

となりました。しかし、その原料をＢ材、Ｃ材

に求めており、価格設定を１立方メートル当た

り１万円前後としており、これまで安値であっ

たこれらの価格を上げる機能は持つものの、国

産材価格全体の大幅な上昇とまでは望めないの

ではないかと考えられます。１立方メートル当

たりの原木価格１万円前後では、山林所有者に

よる森林の再生産は不可能であり、国産材価格

の上昇のためには、Ａ材を中心とした販売促

進、需要拡大が不可欠であります。県は、県産

材の需要拡大にどう取り組んでいくのかお伺い

します。

また、木材の輸出についてもお伺いします。
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本県は、松形知事の時代に木材の中国への輸出

に熱心に取り組んでおり、2002年６月に県の第

１次調査団が派遣され、県森連は年間100万立方

を目標に輸出する旨の覚書を交わしています。

７月の第２次調査団に続き、９月には宮崎県林

務部長と福建省林業庁長との間で、覚書を評価

し支持することや、林業事業における交流と協

力を行う共同声明を出しています。11月には、

アモイで開催された国際木材産品交易会に出席

し、宮崎県は、２階建ての木造住宅を出展する

ほか、杉材による内装材や家具なども展示、福

建省副省長と、木材貿易の促進に互いに努力す

ることなどを盛り込んだ覚書に調印したことに

なっております。まだ遠い昔のことではないの

ですが、どうなっているのかと思います。現在

の海外への輸出の状況や将来性について、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県産材の需要

拡大につきましては、林業の振興や山村地域の

活性化を図る上で大変重要であります。このた

め県では、県内における公共施設等の木造化・

木質化や、住宅業界と連携して外材を県産材へ

転換するモデル的な取り組みなどを支援してい

るところであります。また、大消費地でのトッ

プセールスや商談会等の開催に加えまして、県

産材をふんだんに使った産直住宅の推進にも努

めているところであります。お話にありました

ように、海外輸出につきましては、商談会やサ

ンプル材の輸出等に対し支援しておりますが、

中国では、杉材の利用技術が普及していないな

どの理由から伸び悩んでいるものの、韓国は、

平成19年度の輸出額が前年度の約２倍になるな

ど、成果があらわれてきております。今後と

も、関係団体と連携強化を図りながら、県産材

の需要拡大に向けた取り組みを推進してまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 当時、100万立方メートルを目

標に輸出するという話がありまして、非常に山

村も期待をしたものでありましたけれども、商

習慣とかいろんな需要動向でなかなか難しいこ

とはわかりますが、今後とも努力していただく

ように、よろしくお願いをいたします。

昨年６月に改正建築基準法が施行されまし

て、建築確認に大きな混乱が生じ、住宅着工戸

数が大幅に減少し、特に分譲マンションで激し

く、その影響が建材や家具業界にも及び、これ

が結果的に木材価格の下落にも波及したと言わ

れています。法改正の影響の大きさに、官製不

況とも言われておりますが、本県における戸建

て木造住宅の着工戸数の状況について、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国の新設住宅

着工統計によりますと、本県における平成19年

６月の改正建築基準法施行後の戸建て木造住宅

の着工戸数は、法改正直後の７月、また８月に

は減少が見られておりますが、その後はおおむ

ね18年度の水準で推移をしております。その結

果、平成19年度は3,684戸で、18年度の3,916戸

と比較しますと、戸数で232戸、率で5.9％の減

となっております。また、20年度につきまして

は、10月末現在2,200戸で、19年度同期の2,207

戸と比較しますと、戸数で７戸、率で0.3％の減

となっておりまして、おおむね19年度の水準で

推移をしている状況にあります。

○黒木正一議員 本県では、戸建て木造住宅に

おいては法改正直後に減少があったものの、お

おむね平年並みの水準で推移しているというこ

とでありますが、住宅着工数は景気に大きく影

響されることから、現下の景気の悪化は大いに

懸念されるところであります。耐震強度偽装の
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再発防止のための法改正は、これだけにとどま

らず、従来は構造審査が免除された４号建築物

が、新しく審査の対象に含まれることになる改

正が予定されており、いずれ小規模な建築物に

対する審査が始まれば、新たな問題の発生が考

えられます。さらに、来年10月には、住宅瑕疵

担保履行法が施行されることになっており、住

宅供給業者に、保険への加入か保証金の供託が

義務づけられることになります。先日行われた

林業活性化議員連盟の研修会において、これら

の改正は、国産材の使用率が高い中小規模の工

務店への影響が最も大きいことが指摘されまし

た。昨年６月の法改正後の混乱の原因は、周知

徹底を十分に図る期間を設けず、準備不足のま

ま見切り発車が行われたことだと言われており

ます。再び混乱し、住宅・木材産業へ大きな影

響が及ぶことのないよう対応が望まれます。ま

た、中小の工務店に対する周知にどのように取

り組んでおられるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 「特定住宅瑕

疵担保責任の履行の確保等に関する法律」、い

わゆる住宅瑕疵担保履行法につきましては、平

成21年の10月に施行されることとなっておりま

す。この法律の対象となる住宅は、戸建て木造

住宅を含むすべての新築住宅とされております

ことから、多くの中小工務店等に法律の趣旨や

内容を正しく理解していただくことが重要だと

考えております。また、建築確認申請におい

て、木造住宅等を建築士が設計した場合には、

構造耐力等に関する規定の審査を省略できる、

いわゆる４号特例という取り扱いがありますけ

れども、この取り扱いにつきましては、国にお

いて見直しが予定をされているところでありま

す。しかし、その見直しの具体的な内容や時期

につきましては、現在のところ未定とされてお

りますが、見直しの実施に際して混乱を招かな

いためにも、事前に十分な周知を図ることが重

要であると考えております。このため県といた

しましては、住宅瑕疵担保履行法や４号特例に

つきまして、既に中小の工務店等を対象に、県

内各地で講習会等を開催したところでございま

す。今後とも、市町村や関係団体とも連携を図

りながら、周知の徹底に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。

○黒木正一議員 周知の徹底を図って、混乱の

ないように努めていただきますよう、よろしく

お願いをいたします。

先ほどの質問で、十屋議員から鳥獣害のこと

について質問がありましたけれども、鳥獣害の

問題を調べておりますと、野生動物の生態系を

人間が大きくゆがめているのではないかと思え

ることがあります。例えば、シカは雄が平均12

年、雌が15年生きるのだそうですが、ゼロ歳の

死亡率が個体の群れの変動に大きな影響を与え

ている。特に誕生した年の最初の冬を生き延び

るかどうかが、シカがふえるかどうかにかかっ

ている。つまり、温暖化がシカの増殖をもたら

しているのではないかと指摘する人もおりま

す。また、近年、クマによる人身事故が増加し

ておりますが、異常気象による気圧の変化で、

クマが異常な行動をとっておるというふうに説

明する人もおります。人為的に引き起こされた

生態系の変化が、地球温暖化、異常気象を招い

ているというのは、各方面から指摘されており

ますし、森林に人工的に手をかけた以上、その

管理をしっかりとしなければならないのは当然

のことであります。京都議定書において、日本

は６％のＣＯ２削減を公約し、このうち3.8％は

森林がＣＯ２を吸収することで実現を目指すこ

平成20年12月９日(火)



- 254 -

とになっておりますが、その対策についてお伺

いをいたします。

森林があれば、あるいは森林の整備を行え

ば、自動的にＣＯ２吸収量として計上されるも

のではなく、日本の場合、植林はほとんど対象

にならないことになっております。つまり、間

伐がその対象になり、そのための予算も組ん

で、国は対策推進を行おうとしております。本

県においては十分な予算措置がされて、本県の

間伐の取り組みが行われているのかどうか、お

伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 間伐につきま

しては、京都議定書の森林吸収量の目標を達成

するため、本年５月に間伐等促進法が施行され

たところであります。これを受けまして県では

「間伐等の基本方針」を定め、今後５カ年で約

５万ヘクタールの間伐を計画したところであり

ます。本計画の実施に当たりましては、通常の

間伐に加え、本県人工林の58％を占める高齢級

森林の間伐を進めていくことが大変重要であり

ます。このため本年度は、新たに創設した「70

年の森林」間伐実施事業や国の補助事業等を活
も り

用し、約8,000ヘクタールの間伐に取り組んでい

るところであります。

○黒木正一議員 林業関係の要望の中にいつも

上がってくるのが、森林境界の明確化の件であ

ります。森林所有者が高齢化し、また不在村所

有者の増加により、次第に森林境界が不明確に

なっております。そのことが解決されなけれ

ば、計画的な森林整備を進める上で大きな障害

となってくると考えられます。地籍調査が徐々

に進んではおりますが、その進捗状況はどう

なっているのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県における

地籍調査は、国有林や公有水面を除く5,688平方

キロメートルを対象に実施しております。平

成20年度末までに3,358平方キロメートルを完了

しまして、進捗率は59％となる見込みでありま

す。今後の見通しにつきましては、調査の実施

区域や事業主体となります市町村の体制及び予

算の状況等にもよりますが、過去５年間の実績

をもとに推計しますと、10年後には72％程度に

なるものと思われます。

また、山林につきましては、約4,200平方キロ

メートルの調査対象面積に対し、平成20年度末

までに2,347平方キロメートルを完了し、進捗率

は56％となる見込みであります。

○黒木正一議員 大変わかりやすい答弁をいた

だきました。農地に比べて山林は境界がわかり

づらいし、今の進みぐあいでは何十年かかるか

わかりません。これは課税上も不公平が続くわ

けで、より一層、取り組みを強化する必要があ

ろうと思います。今後の取り組みについて、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 森林の境界に

つきましては、今答弁がありましたように、市

町村が地籍調査を実施することとなっておりま

すが、進捗率の低い市町村もあります。また、

お話のように、森林所有者の高齢化や不在村化

等によりまして森林の境界確認が年々難しく

なってきております。このため県では、森林整

備地域活動支援交付金事業におきまして、森林

所有者による間伐等の実施に伴う境界確認に対

して補助金を交付しているところであります。

また、管理不十分な森林を適正に管理していく

ため、平成19年度から、県単独の森林施業長期

受託実践モデル事業におきましても、森林組合

が、不在村地主等の森林について簡易な境界測

量を実施しているところであります。
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○黒木正一議員 温暖化対策に資する森林整備

を進めるための新たな税制度の創設について、

知事にお尋ねしたいと思います。

本県においては、18年４月に森林環境税をス

タートさせ、さまざまな事業が行われています｡

現在、名称は異なりますが、同じような制度

が30の県で実施されております。最も税額が大

きいのが神奈川県の38億円、これは本県の約13

倍となります。本県に比べ神奈川県は人工林率

も38％と低く、整備すべき森林面積も少ない中

で、多額の森林整備費が使われております。人

口の少ない本県は税額が３億円弱であり、広大

な森林面積、人工林を有しており、県内全域に

わたる十分な森林整備は当然不可能でありま

す。神奈川県においては、シカ被害等の鳥獣害

対策にも調査研究などに多額が割り振られてお

ります。森林整備を地方税方式によって行うと

すれば、財政力において大都市圏と地方弱小県

との格差は大きく、大きな不公平が生じること

になります。本来、森林は国土保全の原点であ

り、国が資金の再配分によって責任を持って整

備すべきものであります。本県は国に対し、温

暖化に資する森林整備のための新たな税制度を

国税として創設して、資源を循環させるために

必要な対策の費用として国民が負担すべきでは

ないかとの視点から要望しておりますが、その

考えと今後の取り組みについて、知事にお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 温暖化対策のための

税制度につきましては、その早期創設と、それ

を財源とした森林整備の充実強化が図られるよ

う、毎年、国に対し要望してきているところで

あります。このような中、ことしの６月に閣議

決定された骨太の方針2008におきまして、環境

税が初めて税制改革の重点事項として明記され

たところであります。現在、国におきまして

は、税制改革の議論が行われておりますので、

県といたしましては、その動向を注視するとと

もに、引き続き国への要望を行ってまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 ぜひ強力な要望をしていただ

きまして、新しい税制度ができるように御努力

をよろしくお願いいたします。

続きまして、植栽未済地対策、下刈り補助の

延長について質問をさせていただきます。

宮崎県の素材生産量は、北海道に次いで全国

第２位でありますが、植栽未済地も、１位の北

海道の8,980ヘクタールには遠く及ばないもの

の、岩手、三重、青森、大分県―700～800ヘ

クタール台ですが―の３位グループを大きく

引き離しての全国２位の面積であります。県が

重点施策として造林補助に上乗せするなど、そ

の解決・抑制に取り組んでいるのは重要なこと

であると思います。日本には、「木を切ったら

植える」という文化があると言われておりまし

たが、なぜそれができなくなりつつあるか。一

言で言えば、もうからないからであります。山

元立木価格は、昭和55年の価格に比べて、杉

が15％、ヒノキが24％にまで落ち込んでいま

す。森林・林業白書によりますと、平成19年の

杉の山元立木価格は１立方メートル当たり3,369

円、50年生程度の立木を販売して得られる収入

は、１ヘクタール当たり126万円と試算されてお

り、これに対し、再植林と５年間の下刈りに要

する費用は１ヘクタール当たり135万円、除間伐

の費用を含まない段階で既に９万円の赤字。こ

れでは山に投資する意欲が出るはずはなく、森

林所有者に利益が還元されるシステムができな

い限り、木を植えることは負担にしかならない

のです。国、県の森林整備事業などにより、か
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ろうじて再造林は維持されており、一部の市町

村は事業費を上乗せしてでも植栽未済地を防ご

うと必死に取り組んでいるのが現実でありま

す。

日本は高温多湿の夏を持つ温帯モンスーン気

候に属しており、農業が雑草との戦いであるよ

うに、林業も雑草、雑木との戦いであります。

下刈りなどの初期保育にかかる費用が、他の林

業国と比べてけた外れに大きく、労働コストが

高いことも、日本の林業が経営的に成り立ちに

くくなっている大きな理由となっています。森

林整備事業における下刈りの補助対象林齢は６

年生までとなっていますが、幾つかの市町村で

は、育林の状況から、上乗せして植栽未済地の

抑制につなげています。下刈り補助金の１年間

延長はできないか、環境森林部長にお尋ねいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 下刈りにつき

ましては、植栽した木が３メートル程度の高さ

に成長し、雑草、雑木による影響が少なくなる

６年生までを補助の対象としているところであ

ります。７年生の造林地につきましては、関係

者の意見や現地の実態等を把握してまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 ぜひ前向きな御検討をいただ

きたいと思います。

次に、林業技術職員の採用についてお伺いい

たします。県職員全体の数が削減されている中

でありますが、本県における林業技術職員の採

用はどうなっているかお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 林業職員につ

きましては、ここ数年、毎年１名から２名が採

用されているところであります。

○黒木正一議員 林業普及制度は1949年に始

まっており、農業改良普及制度の１年後にでき

ておりますが、森林所有者に対して、主に林業

に関する技術及び知識の普及と森林施業に関す

る指導を行ってきました。最近の林業情勢の変

化、環境問題への関心の高まりから、広く一般

に森林や林業に関する情報を提供し、理解を求

めるなど、職務内容の広範化、多様化が進めら

れております。一方で、予算、人員のカットが

行われています。森林・林業への期待が高まる

中にあって、その重要性は増すことが予想され

ます。森林を守り、循環可能な林業をつくり、

山村社会を振興するかなめとなる林業普及指導

制度を日本は持っています。さらに、この制度

の効果を高めるためには、人材の確保育成が必

要と思いますが、その考えを環境森林部長にお

伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 多様化、高度

化するニーズに的確に対応するためには、職員

一人一人の能力を高めていくことが大変重要で

あります。このため、経験豊富な技術職員を各

職場にバランスよく配置し、長年培った技術を

若手職員に継承するとともに、国や民間の専門

研修機関へ職員を派遣するなど、人材の育成に

努めているところであります。

○黒木正一議員 日本の林業は、ヨーロッパの

林業と比べてまだ歴史が浅いと言われておりま

して、これからが、いよいよどう使うかという

時代になります。そういう中で、林業普及指導

員というのも非常に重要な役割を果たします。

どうか、有能な人材の確保育成に取り組んでい

ただきますようにお願いを申し上げまして、私

の質問を終わります。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩
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午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。

先月、世界でも最先端の福祉制度を学ぶた

め、デンマークに行ってきました。デンマーク

の医療・福祉・教育の制度を学ぶために、世界

各国から留学生が集まる文化交流学院という専

門校にて研修をしてまいりました。御承知のと

おり、デンマークは、高負担高福祉国家として

成熟した社会保障制度が整備されています。基

本的に、医療・福祉・教育にかかる関係費用は

無料です。利用者が望むサービスが包括的に提

供されています。

例えば、医療の現場では、家庭医制度といっ

て、日本では始まったばかりの総合医制度と類

似する制度が戦後間もなくから整備され、人

口1,500人から2,000人に１人の割合で家庭医が

全国に配置されています。それにより、医師の

偏在問題は全くないということでした。救急以

外の診療は、家庭医を通して専門診療に回され

る体制が徹底されているため、日本で問題に

なっているようなコンビニ受診や患者のたらい

回しといった社会問題はありませんでした。

また、別の制度で、在宅死制度というものが

ありました。在宅で死ぬことを選べるという制

度です。終末期にある方を住みなれた地域で、

在宅でみとる体制が確立していました。この在

宅死制度とは、むげな延命措置をすることな

く、本人の望む環境で安らかに終えんのときを

迎えていただく制度で、地域に24時間の医療・

看護・介護の供給体制が完備されているのはも

ちろんのこと、本人が人生最後のときを一緒に

過ごしてほしい家族や友人とともに生活でき

る、そういう環境設定ができる制度なんです。

もう少し詳しく申しますと、その付添者、みと

りをしていただく付添者が就労している場合、

その就労されている方の所得保障までも国がし

てくれるという制度なんです。この制度を利用

することにより、デンマークでは約８割の方が

在宅で亡くなられています。日本では一体何割

の方が、地域で、家で、畳の上で亡くなられて

いるでしょうか。

また、別の制度で、女性の社会進出も日本よ

りはるかに進んでおりました。それを支える子

育ての支援策も充実していました。男性の育児

休暇取得は当たり前。学校が始まる前の早朝学

童保育というものがあり、早朝学童保育では朝

食の提供がなされ、朝御飯を保育園で家族そ

ろって食べてから子供を送る、親は仕事に行く

という光景がありました。また、地域で４～５

人の子供を保育する方の所得保障をする子育て

ママ・パパ制度というものがあり、これは都市

部より地方のほうが発達していました。さら

に、地域で12名以上のグループが教育・文化・

スポーツ活動をする際の講師や指導者の人件費

を完全に国が負担するという制度などなど、子

育てを支援するための制度が充実しているた

め、日本で問題となっておるような少子化問題

という状況にはなっていません。私は、デン

マーク研修に行くまでは、女性の社会進出が少

子化を招いているんじゃないか、情緒不安定な

子供をふやす原因になっているんじゃないか

と、偏った考えを持っていました。しかし、デ

ンマークでの話を聞けば聞くほど、その固定観

念はがらがらと音を立てて崩れていきました。

イギリスのレスター大学が発表した世界各国
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の国民の幸福度ランキングでは、医療費が無

料、世界最高水準の国民１人当たりの国内総生

産、さらには高い教育レベル等々の理由で、デ

ンマークが世界第１位となっております。ちな

みに、この調査結果で第８位がブータン王国で

す。アメリカは23位、日本は178カ国中、90位で

す。この調査結果の上位20カ国には、福祉政策

の充実で知られる北欧の国がずらずらと並んで

います。これらの福祉先進国の制度をそのまま

本県の政策に反映させることは困難だとして

も、その方向性を見習うことは大変意義がある

ことだと考えます。

デンマークの消費税は25％でした。所得税は

累進課税で最低税率が38％で最高は63％。日本

の所得税率、最高は40％ですから、その開きと

いいますか、重課税であることは間違いないわ

けでありますが、先ほど言いましたデンマーク

の総合医の先生の話を聞く中で、「我々デン

マーク人は、医療・福祉・教育サービスが充実

するのであれば、幾らでも高い税金を払う覚悟

がある」と言い切られました。国民と政治の信

頼関係が強い、そしてかたいと私は考えまし

た。痛感させられました。日本は、福祉充実の

ために消費税等を上げなければならないことは

明白なのに、政治と国民の信頼関係が希薄なた

め、消費税問題を先送りにしているこの状況と

は大きく違いがあります。

文化交流学院の先生はこうもおっしゃいまし

た。「デンマークには日本からも多くの行政関

係者が研修に来られます。しかし、その日本か

ら来る方々は、決まって「デンマークと日本で

は歴史や文化が違い過ぎるから制度が違うのも

当然だ」といった言葉で片づけられようとす

る。しかし、日本が第二次世界大戦で敗戦国と

なり焼け野原になった歴史と、デンマークも第

二次世界大戦でドイツ侵攻に遭い焼け野原に

なった、その歴史的傷跡は同じだ。そこから戦

後65年余りの時間を積み上げてきた。その時の

流れの中で、経済至上主義の国をつくった日本

と、社会保障第一で福祉の国家をつくり上げた

デンマーク。そのかじ取り役をしてきたのはあ

なたですよ。行政ですよ。あなた方が歴史や文

化の違いで片づけるのは指導力のない者の言い

わけだ」と、そこまで厳しい言葉を言われ、そ

の言葉が今も胸に突き刺さっています。

日本では弱者を追い込む後期高齢者医療制度

や障害者自立支援法の内容があり、高齢者を地

域に放り出すことになりかねない療養型病床群

の廃止もあります。さらには、高齢者介護を支

える介護職員は、志はあれども低所得がゆえに

仕事が長続きしない。そして、介護職員養成学

校は、定員の半分にも満たない学校が続出して

おり、国は介護力不足を補うために、東南アジ

アから安い労働力の受け入れを始めました。そ

して、国内はフリーターやニートの増加が社会

問題となっています。このような状況をかんが

み、知事にお伺いいたします。知事はこのよう

な日本の福祉行政をどのようにとらえていらっ

しゃいますか。地方自治体の福祉行政は、中央

追従しか方策はないのでしょうか。また、宮崎

の福祉行政の未来に、知事はどのようなビジョ

ンをお持ちなのか、所見をお聞かせください。

以下の質問は自席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

福祉行政は、子供や高齢者、障がい者あるい

は経済的困窮者等に対し、公的な支援を行うこ

とによって、そこに住むすべての人にひとしく

安定した生活環境を提供するもので、幅広い行
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政分野の中でも、住民生活に直結する極めて重

要なものであり、我が国の福祉行政も、そのよ

うな視点に立って運営されているものと認識し

ております。急速に進む少子高齢化等を背景

に、近年、福祉や医療に関するさまざまな制度

の見直しが進められておりますが、福祉行政の

充実には、今後さらなる改善が必要と考えると

ころであります。こうした中、本県におきまし

ては、新みやざき創造計画に「だれもが自分の

住んでいる地域で生き生きと安心して暮らせ

る」社会づくりを掲げ、国の制度を基調としつ

つ、重点施策の一つとしている「子育て・医療

対策」を初め、独自の視点も踏まえた関連施策

を、多様な角度から積極的に推進しているとこ

ろであります。今後も、国の動向を注視しなが

ら、市町村を初め関係機関等とさらに連携を深

め、県民の皆様と一体となって、目標実現に向

け全力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○図師博規議員 知事のただいまの御答弁、だ

れもが住みなれた地域で生き生きと暮らしてい

ける社会づくり、まさにそれはノーマライゼー

ションの取り組みそのものです。その実現に全

力を尽くすとの力強い御答弁を信じて、以下の

質問をしてまいります。

まず、医療の実態についてお伺いします。現

場では、研修医制度の改悪により、産婦人科医

・小児科医不足や医師の偏在問題が顕著です

が、現在、宮崎県の中山間地域を含む公立病院

及び診療所では、一体何名の医師が実際不足し

ているんでしょうか。福祉保健部長、お願いし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県内の市町村

立の病院及び診療所につきまして、本年６月１

日現在で調査したところ、13の病院・診療所に

おいて、病院等が希望する医師数に対して、23

名が不足しているということでありました。

○図師博規議員 23名もの医師が足りていない

ということですが、県もその状況を改善するた

めに、医師派遣システムや医師研修資金制度、

また自治医科大学には年間１億2,700万もの拠

出、そして宮崎大学医学部のほうでは地域枠を

創設するなど、策を講じていらっしゃるのは理

解できます。しかし、現場の急激な変化に対応

できていないということも事実です。今述べた

政策が十分機能したとして、福祉保健部長が言

われた23名の医師不足が解消されるまでには、

おおむね何年ぐらい時間がかかると予想されて

いるんでしょうか。福祉保健部長、お願いしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 医師派遣シス

テムにつきましては、これまで２名の医師を採

用しており、今後、全体として６名を確保する

ことにしております。また、医師修学資金によ

る医師の養成確保でありますが、早ければ平

成22年度には医師を公立病院等に配置できる見

込みであり、その後、徐々に増加しまして、10

年後の平成30年度には、24名の医師が確保でき

るものと考えております。このほか、自治医科

大学卒業医師の派遣や小児科専門医師研修資金

の貸与等、さまざまな対策に取り組んでいると

ころであります。今後とも、関係機関との連携

を図りながら、医師確保に全力を挙げて取り組

んでいきたいと考えております。

○図師博規議員 順調にいって10年かかるんで

すね。壇上でも述べましたが、デンマークでは

家庭医を全地域に配置しています。簡単にその

状況を説明しますと、住民１人当たり年間200ク

ローネ、日本円に換算して約4,000円負担を算出

基礎として、約2,000人に１人の割合で医師を配
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置していますから、約800万円を診療報酬以外の

所得保障として医師に用意し、地域の医師定住

を実現しています。日本でも、１次医療の担い

手として総合医制度が動き出してはいますが、

総合医が養成されたとしても、地域に定着して

もらえる保証はどこにもありません。そこで、

総合医の定着を推進するためにも、地域医療を

守るための目的税導入をしてはどうかと考えま

す。命を守る目的税であれば、十分県民の共通

理解も得られると考えますが、知事の御所見を

お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘の総合医

確保ための地域医療目的税の導入につきまして

は、医療保険料以外に新たな負担を求められる

県民の合意が得られるかなどの課題があり、大

変ハードルが高いものと考えております。な

お、「総合医」は、日本では「かかりつけ医」

的なものだと思いますが、かかりつけ医を持つ

ことは非常に重要でありますので、そういった

ものの啓発には今後も努めてまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 議会のたびに、一般質問のた

びに、中山間地の医師確保を、救急医療体制

を、そういう議題が取り上げられます。私は今

の知事であれば、県民の賛同を得ながら、新税

導入というのは可能じゃないかと考えます。医

師確保だけでは、地域の暮らしを守ることには

なりません。住みなれた地域で人生を全うして

もらうためには、昼夜を問わない必要に応じた

看護・介護の供給体制を整備する必要がありま

す。その在宅福祉を推進するため、利用者の自

己決定と選択により、サービスを受けられるこ

とを定めたのが、2000年に導入された介護保険

制度であります。福祉保健部長にお伺いします

が、この介護保険制度導入後、県内の福祉情勢

は、今までの施設型から在宅型に移行している

と思われますか。いかがでしょう。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 施設型福祉か

ら在宅型福祉への移行状況につきましては、例

えば平成12年度と19年度の介護給付費の比較で

は、在宅サービスがプラス88.8％、施設サービ

スがマイナス3.3％となっておりまして、給付費

の伸びから見ますと、在宅への一定のシフトが

図られたのではないかと考えております。しか

しながら、施設サービスのマイナスにつきまし

ては、食費の自己負担導入等の制度改正による

要因が大きく、施設定員としては増加している

ことから、現時点では、施設型福祉から在宅福

祉へ移行したとまでは言い切れない状況と考え

ております。

○図師博規議員 しっかり現実を見ていただい

た御答弁であったと思いますが、私の手元に

は、要介護認定者のうち要介護度が４もしくは

５の方が、在宅で生活されているかどうかを調

査した資料があります。その資料によると、県

内には１万1,110名の要介護度４、５の方がい

らっしゃいますが、そのうち在宅で介護されて

いる在宅者割合は10％程度です。さらに、在宅

割合が低い地域は、西都・西米良、西臼杵、西

諸県といった中山間地域を抱えるところで、介

護が必要な状態になると、暮らしなれた地域を

離れなければならない、山からおりなければな

らない実態が浮き彫りになっているんです。在

宅介護率を上げるためにも、夜間を含めた24時

間の看護・介護サービスの供給体制整備を図る

必要があると考えます。県内の福祉の供給体

制、24時間の介護・看護の供給体制は整ってい

ると言えるんでしょうか。福祉保健部長、いか

がでしょう。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 訪問看護・訪
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問介護サービスにつきましては、現在、県内に

約800の事業所がありまして、利用者のニーズに

応じて、早朝・夜間帯や緊急時、さらには終末

期を含めた介護サービスを提供しているところ

であります。しかしながら、御指摘のように、

中山間地等地域ごとに見た場合、サービス供給

体制に差があることは否定できないものと考え

ております。このような状況を踏まえ、さらな

る供給体制の充実に向けて、市町村等と連携を

図るとともに、事業者への指導助言を行ってま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 訪問看護や訪問介護提供事業

所が800カ所あるとの答弁ですが、１事業所には

大体２～３名の職員配置しかないんですね。こ

れでは現在の介護ニーズはもちろんのこと、県

内約5,000人いらっしゃる療養型病床群の入院者

が退院を余儀なくされた場合、地域での受け入

れ体制、受け皿が不足していると言わざるを得

ません。さらに、受け皿が小さ過ぎるがゆえ

に、介護マンパワーが不足しているという現実

があるがゆえに、介護ニーズが潜在化してし

まっているんです。つまり、在宅福祉をあきら

めなくちゃいけないような環境が今、あるんで

す。在宅で福祉サービスを受けるということ

は、病院や施設でのようなきめ細やかなサービ

スを受けられないことにもつながるかもしれま

せん。しかし、医療の現場では、意識もないま

まに鼻から経管栄養のチューブが差し込まれ、

呼吸困難な折には気管切開され、チューブがの

どを通らなくなると胃に直接穴をあけ、そこに

またチューブを差し込む。そのような現状で、

延命はされるものの、家族は付き添いに疲れ果

て、医療側も提供する医療内容に疑問を抱きつ

つも、光の見えないサービス提供を続けると

いった光景が一般化しています。

厚生労働省の行った、一般国民5,000人及び医

療関係者9,000人を対象とした調査内容の結果で

は、自分が回復見込みのない状態になった場

合、延命措置を望むかどうかの問いに対し、７

割以上の方が延命治療に対しては否定的でし

た。さらに、医療従事者ほど、延命を望まない

割合は高くなっています。その理由は、現場で

の悲惨な状況を知っているからです。そして、

終末期医療について、事前にどのような治療

（みとり）を望むか等を書面に書いておくとい

う、いわゆるリビングウイルの考えに賛成した

国民は62％、そして、その書面による意思表示

を「尊重する」と答えたドクターは80％を超え

ています。私も医療の現場にいた一人として、

リビングウイルの考えには賛同しますし、私の

終末期にはむげな延命措置は望みません。知事

は、リビングウイルに対してどのような考えを

お持ちでしょうか。そして、みずからの終末期

には延命措置を望まれますか。どうでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私自身は、終末期の

延命措置については望んでおりませんが、一般

論としては、終末期医療については、患者本人

の自己決定権が尊重されることは大切なことで

あると考えております。また、リビングウイル

につきましては、個人的には肯定的にとらえて

いますが、終末期医療のあり方や延命治療を中

止した場合の医療従事者の法的責任のあり方等

について、さまざまな意見がある中で、これま

で幾度となく国の検討会において議論されてき

ており、現在までのところ、国民が合意できる

ような結論は出ていないのではないかと考えて

おります。

○図師博規議員 確かに、国のほうはガイドラ

インを示しているに過ぎませんが、日本では臓
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器提供意思カード等のように、自分の臓器使用

に関する意思表示は制度化されています。リビ

ングウイルの取り組みは、まだまだこれから、

緒についたところです。みずからの死生観を見

直し、家族とともに会話の中からみとりの環境

に合意しておくということは、本人及び家族そ

して医療従事者にとって、大変有意義なことと

考えています。また、介護保険の理念に基づ

き、在宅型福祉が推進されるとするならば、リ

ビングウイルの取り組みは、在宅でのみとりを

一般的にすることに非常に有益です。国のガイ

ドラインに沿った先進的な宮崎型リビングウイ

ル、終末期前意思表示の制度化に取り組んでは

いかがかと考えますが、知事のお考えをお聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 終末期医療のあり方

につきましては、適切な情報の提供と説明に基

づいて、患者が医療従事者と話し合いを行い、

患者本人による決定を基本とすることが重要で

あると考えております。しかしながら、リビン

グウイルの取り扱いにつきましては、国の有識

者による懇談会で、引き続き検討を行っていく

とされているところでありまして、国民が合意

できるような結論が出ていない状況の中で、県

において独自に制度化するというのは、非常に

厳しいものがあるかなと思っております。

○図師博規議員 国の対応を待つばかりではな

く、県民及び県内の医療従事者等にアンケート

調査等を実施すれば、間違いなくリビングウイ

ルの意識醸成は図れます。そして、多額の予算

をかけなくとも、さまざまな効果が期待できま

すので、ぜひ県独自の取り組みに期待したいと

思います。

続きまして、県の収入確保策についてお伺い

いたします。

行財政改革大綱2007の歳入面の取り組みの中

で、新たな広告収入に取り組むとの旨の明記が

ありました。現在のところ、芸術劇場のネーミ

ングライツとサンマリンスタジアムのフェンス

広告のほかには取り組まれているような事案は

見当たりません。ネーミングライツの第２弾や

県が発行する封筒や領収書、チケット等に広告

登載をして、歳入確保を図るべきではないかと

考えますが、総務部長の御答弁をお願いいたし

ます。

○総務部長（山下健次君） 今、御指摘２つご

ざいましたが、もう１つございまして、県庁

ホームページへのバナー広告もやっておりま

す。今後とも、こういう厳しい財政状況は継続

すると見込まれますので、収支不足の圧縮のた

めには、歳出の徹底した見直しのほかに、こう

いったさらなる歳入の確保が大変重要でありま

すので、その方策につきまして、費用対効果、

実施に際しての課題等を踏まえながら、検討し

てまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ぜひ具体的な御検討を期待い

たします。

続いて、手数料収入についてお伺いいたしま

す。県立高校の昨年度受験者数は１万856人、そ

れに対応する職員は2,099名いらっしゃいまし

た。それに伴う県の支出は人件費を除いて

も1,956万9,000円に上っており、それに対し、

受験料収入は2,336万4,000円となっています。

一方、県職員採用試験の受験申込者数は2,418名

となっており、その受験料収入を見てみます

と、徴収していないんですね。いや、徴収して

いないんじゃなくて、徴収できないという状況

になっています。地方自治法第227条で、もっぱ

ら地方公共団体自身の行政上の必要のためにす

る事務、試験については、手数料を徴収できな
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いとなっているからです。しかし、国に職員採

用試験の手数料、受験料徴収ができるように、

知事会等を通じ要望されてはどうかと私は考え

ますが、知事のお考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 例えば、県立学校の

入学者選抜試験なんかで、入試の手数料を受験

料として徴収していますが、これは教育を受け

るサービス、「教育サービス」という利益を受

ける対価であります。これとは違って、一般の

入社試験と同じように、入社試験に受験料を払

う企業というのはないものでありまして、それ

と同じ感覚で、地方自治法上の問題もあるんで

すけれども、職員の労働対価として給与を支

払っておる。この企業体といえば企業体の組織

で、入学試験と職員採用試験というのは、

ちょっと性格を異にするのではないかと考えて

おりますので、法改正を国に要望するというと

ころまでは、今のところちょっと考えていない

ということでございます。

○図師博規議員 私もその法律の壁があるのは

承知した上での質問です。県の採用試験と高校

受験を混同しているわけではなく、私が申し上

げたいのは、自主財源の充実策にもう少し汗を

かいていただきたい。今や民間企業では、就職

のための会社案内資料を有料で送付する企業

は、もう珍しくありません。今、知事が言われ

たとおり、仕事をしてもらい、その労働対価に

見合った給料を支払う行為は、民間も公務員も

同じです。他県に先駆けて、国にその可能性を

求めていく気概も持っていただきたいと思って

おります。

続きまして、支出削減策について伺います。

さきの９月定例議会代表質問でも取り上げまし

たが、総合文書管理システムの見直しについて

再度お伺いいたします。これは各種申請書類等

を電子化し、ペーパーレス化を図り、電子決裁

を行うことにより、県民へのサービス提供をス

ピーディーにすることを目的に導入されたシス

テムです。代表質問でもその電子決裁の使用率

が上がらない、その実態が明らかになったわけ

ですが、それが上がらないがゆえにシステムを

中止するということになったものです。このシ

ステムの開発費及びメンテナンス費には、約２

億5,500万がつぎ込まれ、十分利活用されないま

ま中止となり、それだけではなく、中止となっ

た後も、業者との契約期間が残っているため、

あと約２年間、契約料だけ払い続けることにな

るようです。その契約料の残金は5,600万円にも

なります。この5,600万、税金の支出ですから、

はいはいわかりました、5,600万円ですねと許さ

れるものじゃないです。これが民間企業だった

ら責任問題になります。このような無駄な支出

をなくさないと、幾ら収入確保策に努められて

も、その努力は一遍に吹っ飛んでしまう。契約

料だけ支払い続ける状況はどうにかならないん

ですか。総務部長、実態はどうなっているのか

教えてください。

○総務部長（山下健次君） 現行の文書管理シ

ステムにつきましては、年間6,000万円を超える

多額の運用コストにもかかわらず、それに見合

うだけの効果が得られていない。これは９月議

会でも申し上げたとおりなんですが、こういっ

た費用対効果の観点を踏まえまして、来年３月

末で廃止して、文書管理機能に特化した新シス

テムへ移行することとしたものでございます。

この新システムへの移行後も、現行システムの

機器リース料の支払いは、リース契約の性格

上、残ることになります。一方、新システムの

運用コストは年間200万円弱ということで、現行

システムの30分の１以下になるため、大幅な経
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費削減が可能となるということでございます。

これを21年、22年で見てみますと、それぞ

れ1,600万あるいは3,800万、現行システムを継

続するよりもコスト削減にはなるということで

ございます。こういう現行システムの全庁的な

運用は今年度末で廃止いたしますけれども、シ

ステム内には、これまでに蓄積された大量の電

子データあるいは文書情報が保存されておりま

すので、これらの適正管理を図ることが、なお

必要でございます。このため、現行システムに

つきましては、リース期間満了まで、電子デー

タの内容確認あるいは紙への出力、新システム

へのデータ移行等の管理作業で、これは総務課

において引き続き使用するということになって

おります。なお、現行のシステムは、総務課で

の限定使用ということでございますので、機器

リース料の減額につきまして、今後、契約先と

協議をしてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 答弁、かみ合っていないと思

います。システムを中止することが20分の１の

コストダウンにつながる。その数字だけではな

くて、要は中止にすることが正しいような御答

弁ですけれども、元来、その文書管理システム

というのを利活用して、２億5,500万の投資に見

合っただけの事業効果を上げなければならな

い。それをほっぽり出して、事業をとめたから

コストが下がったんですよ、そしたらほかの事

業も全部とめてしまうのかと、それがコストが

下がることになるんじゃないかという話にもな

りかねません。ですから、せめて5,600万、まだ

これから払い続けなきゃいけない。それは現実

でしょうが、これが少しでも軽減されるよう

に、契約業者との交渉は粘り強く行っていただ

きたいと思っております。

それでは、続きまして、生徒指導についてお

伺いをいたします。

県立高校における生徒指導内容についてです

が、退学者については先ほども述べられました

ので、重複は避けますが、平成19年度だけで413

名もの退学者がいるということ、そしてこの数

字には私立学校が含まれていないということを

考えますと、高校では一体どんな学校生活が営

まれ、どのような生徒指導が行われているのか

と、不安や疑念を抱かざるを得ません。そこで

伺いますが、現在、複数の高校でイエローカー

ド制なるものが導入され、生徒指導が行われて

いると聞きます。教師がサッカーの審判のよう

にイエローカードを持ち歩き、生徒指導の切り

札か水戸黄門の印籠のようにカードを生徒に突

きつけ、反省を促す生徒指導の内容は、非常に

高圧的で無機質で、マイナス評価ありきの指導

のように映って仕方ないんです。イエローカー

ドのようなものに頼らないと生徒指導ができな

いような現状にまでなってしまっているのか。

イエローカード制は実際どういう仕組みで運用

されているのか、実施校の実態を含めて、教育

長の御答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） いわゆるイエロー

カードや指導カード等を生徒指導に導入してい

る県立高校は、43校中19校であります。その取

り扱いにつきましては、例えば、イエローカー

ドを複数枚出された場合には、個別面談等によ

る指導を強化しますとともに、指導がたび重な

る場合には、保護者を交えた面談を実施し反省

を促すことにより、生徒の規範意識の向上を

図っております。実施校におきましては、ルー

ル遵守の意識やマナーが向上し、非行等問題行

動が減少するなど、落ち着いた学習環境の確保

について一定の成果が見られております。しか

しながら、いわゆるイエローカード制は、あく
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までも教育指導の一環として行われているもの

でありまして、今後とも、生徒・保護者への説

明を十分に行うとともに、日常の相談活動や声

かけなど、心の通った生徒指導に努めるよう学

校を指導してまいりたいと思います。

○図師博規議員 私は、ことしの２月の一般質

問でも、生徒指導のあり方を取り上げました。

そのときは、ゼロトレランス制度という内容を

指摘したんです。ゼロトレランス制度は、交通

違反を取り締まるがごとく、遅刻は減点１、服

装違反は減点２のようにカウントし、累積する

と停・退学になるというマイナス評価ありきの

指導内容でした。この指導内容への質問に対

し、時の教育委員長は「生徒の自発性や内発性

を損なうことが考えられ、運用には慎重を期

す」との答弁であったのですが、実際は県立高

校の約４割がイエローカード制を導入している

じゃないですか。これで今の御答弁を踏まえま

すと、成果が上がっているというような答弁で

したので、今後も教育委員会としては、このイ

エローカード制を強化推進していくと理解して

よろしいんでしょうか。教育長、お願いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどの議員の水戸

黄門の御印籠じゃありませんけれども、学校現

場でそれを振りかざしてという指導は多分行わ

れていないと思いますけれども、いわゆるイエ

ローカード制につきましては、服装容儀とかあ

るいは交通ルールの遵守ですとか、基本的な生

活習慣の定着に向けた指導の一つの方法であり

まして、各学校が、生徒指導の実情に応じて判

断していくことが適当であると、このように考

えております。以上です。

○図師博規議員 各学校の判断に任せる、県の

教育委員会としては、具体的な指示は出さない

というような御答弁と理解いたします。このよ

うなカードをちらつかせながら威圧的な指導を

するのではなく、生徒に知・徳・体を身につけ

させるのが教師の役割であれば、教師こそ徳を

持って指導に当たるべきではないか。何か武器

を隠し持って、それによって生徒に対応してい

るようにしか映らないところがあります。そこ

では実際、イエローカードの効果が上がってい

るともあります。じゃ、イエローカードは何枚

累積したらレッドカードになるんですか。それ

を受けた学生が退場・退学になるというのは、

どういう状況になったときなんでしょうか。教

育長、お願いします。

○教育長（渡辺義人君） レッドカードという

概念はございません。イエローカードという名

前が、サッカーのプレーを取り入れた、制裁的

にやられているそのイエローカードという言葉

が、ちょっとひとり歩きしているようなところ

も見受けられますけれども、いわゆるイエロー

カード制ということで、指導の累積によって退

学になったというような生徒はおりません。

○図師博規議員 レッドカードは存在しない、

レッドカード退学はないとのことですが、イエ

ローカード提示というマイナス評価を受けた学

生が退学まで至ったケースというのは多々ある

と聞きます。レッドカードがないというだけの

話で。サッカーのイエローカードは、次の試合

を休めば、イエローカードで警告されたものは

なくなります。生徒に出されたイエローカード

がプラス評価に転じるような救済策や改善策と

いうのは、学校現場で生徒に対して担保されて

いる部分があるんでしょうか。教育長、いかが

でしょう。

○教育長（渡辺義人君） いわゆるイエロー

カードの活用の仕方は、学校によっては異なり

平成20年12月９日(火)



- 266 -

ますけれども、いわゆるイエローカードを出さ

れた生徒には、特にそのフォローに心がけるよ

うに、また、教職員もそのフォローには心がけ

ているところであります。例えば、その生徒が

指摘を受けた服装容儀面について改善した場合

はもとよりでありますが、ボランティア活動や

生徒会活動等への取り組みをした場合にも十分

に賞賛するなど、生徒が意欲を失わないような

取り組みが図られているところであります。今

後とも、このようなことに留意しながら、心の

通った生徒指導に努めるよう、まさしく教育的

な配慮のもとに実施されるべきものであります

ので、学校をそのような観点から指導してまい

りたいと考えております。以上です。

○図師博規議員 ぜひそのような心の通ったと

いう取り組みに期待いたします。

では、退学者のうち、再び就学したいと希望

する生徒も少なくないと聞きます。他県では、

再入学を希望する学生のテストの点数を教師が

改ざんして、入学させなかった学校もあったよ

うです。本県では、他校への転校や定時制・通

信制への転学を希望する者への就学保障は、学

校間でどのような連携がとられ、その就学の機

会というのを確保されているのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 進路を変更した上

で、再び就学したいという希望のある生徒が、

その可能性をみずから切り開いていくために

も、新たな学びの場を確保していくことは大変

重要なことであると考えております。したがい

まして、学校におきましては、さまざまな手だ

てを尽くしても退学の意向を示す生徒に対しま

しては、担任やカウンセラー等が親身になって

生徒・保護者の相談に応じるとともに、受け入

れ先の学校を探し、決定後は転学等の速やかな

手続がとれるよう支援しているところでありま

す。以上です。

○図師博規議員 それでは、徳による血の通っ

た、心の通った生徒指導が教育現場で展開され

ますことを切望いたしまして、私の質問を終わ

らせていただきます。（拍手）

○坂口博美議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） きょうも私

の地元都城からたくさんの傍聴においでいただ

きました。きょうは、高齢者クラブの皆さん方

がおいでであります。最高齢が87歳の方もお見

えでありまして、本当に大正、昭和、平成、大

変力強く生きてこられた大先輩方であります

が、実は初めて県庁に来たという方が大多数で

あります。これも今、東国原知事人気の中でこ

れだけ注目していただいておりまして、こうい

う御縁ができますことを厚く感謝申し上げたい

と存じます。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。

平成20年も早いもので残すところわずかと

なってまいりましたが、１年を振り返ってみま

すと、年明け早々、ＪＴフーズが中国から輸入

した残留農薬ギョーザ事件や、夏には、三笠

フーズの事故米の食用転用事件、中国における

牛乳メラミン混入事件、そして最近では、東京

のキャセイ食品が中国や米国産の冷凍野菜を国

産として偽装販売した問題など、重大な食の安

全・安心を脅かす事件が続発した１年だったと

思います。

我が国におきましても、世界的な金融危機の

影響で景気の減速感が強まる中、企業倒産の増

加が一段と強まってきました。帝国データバン

クによりますと、今年の負債総額1,000万以上の

倒産件数は、前年１万959件を大きく上回り、１
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万3,000件に達する勢いだとのことであります。

製造業や小売業など、幅広い業種に倒産の波が

広がっており、年末の資金需要期に向け、経営

体力の弱い中小企業を中心に、倒産件数がふえ

る可能性が懸念されております。

本県においては、東国原知事就任２年目を終

えようとしておりますが、連日、県庁には依然

として多くの方が観光にお見えになっておりま

す。そこで知事に、知事就任２年間の感想と、

アメリカの金融・経済不安により、日本も景気

後退の局面にありますが、我が国と本県への影

響をどのように認識されておられるか、お伺い

いたします。

以上、壇上よりの質問を終わり、この後、自

席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、知事就任２年間の感想についてであり

ます。いかにすれば、県民の皆様が「生まれて

よかった」「住んでよかった」と実感できる宮

崎にすることができるかということを常に考え

て、ひたすら必死の思いで県政運営に取り組ん

でまいりました。もう間もなく就任丸２年を迎

えますが、正直に申しまして、本当にあっとい

う間の２年間であったと思っております。この

２年間を振り返りますと、私が掲げたマニフェ

ストの各項目につきましては、おおむね順調に

進捗しているのではないかと考えております

が、中には「へき地医療提供体制の充実」な

ど、今後、相当の努力を要する課題もあり、ま

た、景気後退の局面にありまして、「新規雇用

の創出」など厳しい状況もありますので、今後

とも、マニフェストの達成に向けて、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、アメリカの金融・経済不安によ

る景気後退の影響についてでありますが、アメ

リカにおけるサブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融の混乱、株価の下落、円高の

進行による輸出の減少など、世界同時不況の波

が日本、そして宮崎にも押し寄せてきておりま

す。これまでの県内経済への影響としまして

は、自動車生産台数の減少に伴う関連製造業者

の受注減、一部企業における採用予定者の抑制

・削減、円高・ウォン安による韓国人観光客の

減少などの形であらわれてきており、県内経済

は一段と厳しい状況にあるものと認識しており

ます。本県にとって、景気浮揚が喫緊の課題で

ありますので、経済対策に関する国の検討状況

も注視しながら、的確に対応してまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございました。

引き続き、金融対策についてお伺いしてまい

りますが、先ほど政府が打ち出しました追加経

済対策には、資金繰り支援のため、中小企業向

けの信用保証枠拡大などが盛り込まれたところ

でありますが、景気浮揚効果は一時的との見方

がされております。銀行などの金融機関も金融

市場の動揺で業績悪化が鮮明になり、貸し出し

の増加にはなかなか踏み出しにくい状況である

と思われますが、年末を控え、中小企業を中心

に資金繰りが大変厳しくなることも予想される

中、本県における銀行等の貸し渋り、貸しはが

し等は発生していないのか、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 金融機関

の融資の際の対応につきまして、いろいろな意

見が寄せられるということはございます。融資

につきましては、借入申込者と金融機関との間

でなされますことから、第三者がその実態を正

確に把握することは非常に困難でございます。
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しかしながら、貸し渋り等が発生しますと、地

域経済にも多大な影響があると考えておりま

す。このような中、国におきましては、金融庁

や経済産業省を中心に、金融検査マニュアルの

見直しや、金融機関に対し中小企業の円滑な資

金供給を再三にわたり要請するなど、さまざま

な対策がなされておるところでございます。県

といたしましても、これまで中小企業への融資

に対し、積極的な対応を要請してきたところで

ありますけれども、再度、知事を先頭に関係機

関に働きかけてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 今の件につきましては、多数

の県議の皆さん方が今議会でテーマとされて、

それぞれがお伺いをしていただいております。

ぜひ知事を先頭に万全の体制をとっていただき

ますようにお願いを申し上げたいと存じます。

続きまして、商工観光労働部長にお伺いした

いと思うんです。特別法人宮崎県信用保証協会

の動向についてお伺いをいたします。信用保証

協会への最近の申し込み件数と保証承諾件数の

推移の状況、並びにどのような問題を抱えてお

るのかお伺いをいたします。また、代位弁済の

金額はどれほどになっておるのか、推移を示し

ていただきたいと存じます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 信用保証

についてでありますけれども、最近３カ年の状

況でありますが、18年度は、保証申し込み件数

が6,860件、保証承諾件数が6,698件、代位弁済

額は21億991万3,000円、19年度は、保証申し込

み件数が6,911件、保証承諾件数が6,744件、代

位弁済額は34億7,518万4,000円、さらに20年度

は、11月末現在、保証申し込み件数が4,795件、

保証承諾件数は4,6 7 2件、代位弁済額は30

億9,284万5,000円となっておりまして、保証承

諾件数、代位弁済額とも増加傾向にございま

す。また、厳しい経済環境の中で、県内中小企

業の金融円滑化を図るためには、信用保証制度

の安定的な運営が不可欠でございますので、県

におきましては、保証協会が債務者にかわって

代位弁済をした場合、制度資金の一部について

損失補償を行っているところでございます。

○山下博三議員 私も今回、信用保証協会の実

態についての状況の資料を出していただきまし

た。信用保証協会というのは、それぞれ借り入

れの申し込みをいたしまして、保証協会が保証

してくれるんですが、そのときに手数料を0.4％

から1.65％、これを納めながら保証してもらう

協会なんですが、実は私もびっくりした数字な

んです。19年度はこれに対する調査中というの

が64件、これは年度変わりの中での調査の件で

しょうが、今、11月現在で168件が申請をされ

て、信用保証協会が今調査中であるという数字

が出ております。

それから、代位弁済の状況でありますが、昨

年の11月末時点が310件、１年前の代位弁済の状

況がありました。これは倒産したがために保証

協会が代位弁済する件数でありますから、この

金額が21億5,222万6,000円。そして、ことし

の11月末現在の金額を出していただきました

ら、件数が385件、75件がプラスになっておりま

す。そして、金額が30億9,284万5,000円という

ことで、プラスの９億4,061万9,000円が、新た

にことしふえた分の弁済であります。知事、こ

のこともしっかりと数字をつかんでほしいんで

すが、いわゆる改革がどんどん進んでくる中

で、大変な状況がこの数字でわかります。この

代位弁済につきましては、本県が２％、損失補

償を行っております。18年度5,000万、19年度が

１億5,000万、20年度はかなりな損失補償をしな

ければならない状況だろうと思っております。
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いかに県内の企業が厳しい経営環境になってお

るか、おわかりいただけるものと思っておりま

す。年末に向けてかなり増加すると思います

が、私どもも議員として、厳しい状況のデータ

を踏まえて、今後の対策、取り組みの参考とし

たいので、ぜひ議会にも推移を今後報告してい

ただきますように、よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に入らせていただきます。先ほども申し上

げましたように、地場の企業、大変厳しい経営

環境でありますが、企業誘致100社の見通しにつ

いて、知事にお伺いをいたします。宮崎には若

者の働く場所がない、都会から親を見るために

帰りたいが仕事がないと、これが私どもにも大

きな政治課題でありました。知事はマニフェス

トで、４年間に企業誘致100社、１万人雇用を約

束されましたが、予想もしない世界的金融不安

の中、日本の企業も進出どころか、統廃合や撤

退、人員削減が強力に行われております。企業

誘致100社、１万人雇用について、今後どのよう

に推進されるかお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 世界経済が減速する

中で、我が国の景気の状況というのは非常に厳

しいものになっております。また、本県に対し

ても、この実体経済に及ぶ影響というのは非常

に甚大なものがあると懸念しております。この

ような状況の中、高いハードルではあります

が、引き続き、マニフェストに掲げました企業

立地100社の実現に向けて、私みずから企業訪問

を積極的に行うなど、全力で誘致活動に取り組

んでいるところであります。さらに、国の緊急

経済対策を十分に活用しながら地域雇用対策を

強化するとともに、金融等の経営支援、農商工

連携等を通じた地場産業の活性化など、雇用創

出につながる各種施策の実施に全庁を挙げて取

り組んでいく覚悟でおります。

○山下博三議員 私ども議会、知事、ともに協

力して、これは何とか頑張っていかないといけ

ないと、そういう思いであります。

商工観光労働部長にまたお伺いをいたしま

す。４日の髙橋透議員の質問でも明らかになり

ましたが、リストラの対象者578人、内定取り消

し―高卒予定者でありますが―３名の数字

が示されました。これは厚労省の調査でありま

したが、調査は派遣社員などの多い企業50社の

調査であったようでありますので、実際はかな

りの人数が本県でも影響が出ていると思うんで

すが、どれほど予想されておりますか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今回公表

されましたのは、全国の労働局、職業安定所が

調査した11月25日時点のものでございます。現

在、国におきましては、追加の調査を実施中で

ございまして、その結果を踏まえながら、労働

局等と十分連携しながら、対応してまいりたい

というふうに考えております。

○山下博三議員 実はこの件で私も執行部側と

やりとりをさせていただきましたが、独自で調

査されていないということでありました。私は

今、本県の状況はもう非常事態のような気がい

たします。それぞれが離職された方、40代、50

代の方もたくさんおられます。そういう人たち

が再就職するにもなかなかないんです。私は、

本県でも厚労省のこういうデータを待つのでは

なくて、独自の調査を県内企業中心に、ぜひ

やっていただきたいと思うんですが、そういう

調査をされる計画というのは―知事、何とか

先頭に立って調査をしてもらえないでしょう

か、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） これは厚生労働省、
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国の所管でございまして、地方の労働局でこの

調査はされているんですね。県独自でやれない

ことも、やろうと思えばやれるんですけれど

も、労働局がやって、そしてまた県がやります

と、これこそ二重行政みたいなことになるんで

はないかと。また、受け入れる企業も、国から

調べに来られて、また県からも来られたと。

「あんたたちに２回も３回も言わんといかんと

か」というような御不満もありますので、労働

局と連携して、労働局に調査をしていただい

て、その結果で、セーフティネットも含めて、

再就職に対して対応をしていかなければいけな

いと、そっちのほうにウエートを置いている次

第でございます。

○山下博三議員 厚労省の調査以外のところ

も、非常に今大変な状況です。職員もたくさん

おられるわけですから、みずから近くの企業等

の意見もぜひ聴取していただきますようにお願

い申し上げたいと思います。

それから、同じく商工観光労働部長にお伺い

してまいりますが、景気後退の中、本県におけ

る企業の倒産状況について、件数、倒産した企

業の従業員数はどうなっておるのか、お伺いい

たします。また、特に本県は、前知事の建設談

合事件により、急速に建設業入札改革が進んで

きましたが、建設業の直近の倒産状況について

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 民間の調

査会社によりますと、負債額1,000万円以上の倒

産の件数、倒産した会社の従業員数、これにつ

きまして、最近の状況ということでございます

けれども、18年度から申し上げますが、18年度

は84件の520人、このうち建設業が33件の180

人、19年度は全体で101件で従業員数が1,281

人、このうち建設業が52件の620人、20年度―

これは11月末現在でございますけれども―全

体で77件の1,480人、このうち建設業が42件

の764人となっております。

○山下博三議員 私もこの数字を今お聞きいた

しまして、大変びっくりいたしました。18年度

は、件数、離職された方が、建設業の皆さん方

は３分の１だったんですね。そして、19年度か

ら２分の１になってきました。そして、20年

度、11月末現在で77件の1,480人の中の764人で

すから、半分以上が11月末で建設業の皆さん方

が犠牲になっておられると、この数字でありま

す。今、建設産業がいかに厳しいか、これでわ

かります。先日、建設産業の皆さん方とも意見

交換会を行いました。宮崎から建設産業はなく

なるんではないかという、そんな悲痛な声をた

くさん聞かされた状況でありますが、知事も強

力に改革を進める中で、この現状をどのように

認識されるかお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県の建設業、土木

業の従事者の方たち、経済の不況も重なって非

常に厳しい状況だと思っております。再三、質

疑応答等で言わせてもらっておりますけれど

も、建設業、土木業の方々には、災害を初め緊

急時に非常にお世話になっているということで

ございまして、基幹産業としての位置づけと

言っても過言ではないと思っております。今後

とも、中立・公正、自由な競争、公平な競争性

を確保した上で、入札契約改革も含めて、建設

産業、そして土木業の方々たちの産業を守って

いかなきゃいけないと思っております。また、

基幹産業としては、もう一つ、農林水産業とい

う基幹産業がございますので、こちらのほうも

ウエートを置いて、食料問題あるいは環境問題

も含めて、宮崎県が食料の供給拠点となり得

る、その生産拠点となり得る発信拠点であると
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いう位置づけを強くしていかなければいけない

と考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜ

ひ21年度予算編成の中でも、いわゆる景気対

策、この辺は本当に建設産業にも応分の配分を

していただきますようにお願いを申し上げてお

きたいと思います。

それから、ただいま数字も出していただきま

したが、かなりな人たちが今離職をされており

ます。離職者への就労に対する支援等はどうい

う取り組みをされるか、お伺いしたいと思いま

す。商工観光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 離職者に

対する支援でありますけれども、まずはハロー

ワークによる職業紹介のほか、新たな技能の習

得を求める方への職業訓練、あるいは労働相談

などによる再就職の支援に努めております。ま

た、今回の非正規社員の雇いどめ等に対応する

ため、国におきまして「緊急雇用対策本部」が

設置されたところでありますが、宮崎労働局に

おいても対策を検討中とお聞きしておりますの

で、連携して対応してまいりたいというふうに

思っております。さらに、国と県がワンストッ

プで就職支援を行います「緊急地域共同就職支

援事業」というのを来年１月の開始に向けて労

働局と今協議を進めているところでありますの

で、国の追加経済対策も十分に活用しながら、

再就職の支援はもとより、地域における雇用の

確保に努めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

○山下博三議員 次に、また知事にお伺いをし

たいと思うんです。先ほど答弁でくしくも農業

政策のことに触れていただきましたが、企業誘

致については、知事を先頭に大変な努力をして

いただいております。日本経済の景気後退に重

ねて、特に本県はインフラ整備のおくれ、消費

地との距離の問題等があり、誘致に関しては高

いハードルがあります。そこで私は、宮崎県の

基幹産業である農業について、いま一度、真剣

に目を向けてみたらどうかと思っております。

農業政策は国策で決まることが多く、県政だけ

でよくなるとも思えません。今、国民の目は、

世界的な食料不足への不安に加え、輸入食品の

残留農薬問題などを契機として、食料は安全・

安心な国産のものが一番だと認識され、またそ

れが国内食料自給率の向上を本気で考えるよう

になったと思っております。私は都城市議時代

に、「農業の果たす関連産業への経済効果がど

れほどあるか」と質問したことがあります。そ

のときの答弁では、「農業産出額の５倍ある」

とのことでありました。本県にたとえると、農

業産出額が3,200億ですから、１兆6,000億の経

済効果は想像できることになります。第１次産

業の農業生産物を活用したアウトプット、すな

わち農林水産物の１次・２次加工等を行う製造

業、流通、販売にかかわる運輸、通信業及び卸

・小売業、そして農業生産基盤や農業施設等の

建設業、さらには農林水産業に携わる金融業、

公務員、団体職員などすそ野は広く、３兆5,000

億円余りの県内総生産や55万人余りの県内就業

人口の中で、農林水産業とのかかわりははかり

知れないものがあると考えております。したが

いまして、本県の農林水産業が県内の他産業に

もたらしている経済波及効果は、本県経済が第

１次産業を基盤に成り立っていることを考えま

すと、莫大な金額になると予測されます。した

がって、本県の基幹産業である農業を初めとす

る第１次産業の活性化に向けた取り組みをもっ

と推進すべきと思いますが、知事の御所見をお

伺いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、農業の経済波及効果というのははかり知れ

ないものがあると思います。それと自然と環境

を守る、それをコスト化するという意味でも、

非常に重要なものじゃないかと考えています。

また、御指摘のように、農業を工業化する、商

業化するという取り組みも必要かなと思いま

す。基幹産業であります農業の分野におきまし

て、例えば企業参入の促進とか農業生産法人や

認定農業者の育成確保、確かな技術に基づく生

産力の拡大とか、みやざきブランドの確立と

か、農商工連携による新たな地場産業の創出な

ど、雇用創出等々も含めた本県の活動、取り組

みというのが求められていることかと思いま

す。また、基幹産業であります農業の食料供給

拠点としての本県の存在価値をますます高める

ために、鋭意努力、取り組んでまいりたいと

思っております。

○山下博三議員 農林水産省統計によります

と、国内総生産で約504兆円のうち、食を提供す

る食料産業で48兆円、その他飲食店を初め関連

した製造業や流通業などで42兆円など、合わせ

て約90兆円あると試算化されております。一

方、農林水産業の総生産が5.8兆円でありますか

ら、その関連、効果は一目瞭然であります。こ

のことを踏まえ、本県の農業対策については特

段の御配慮を要望しておきたいと思います。

続きまして、食の安全対策について、「宮崎

県食の安全・安心対策会議」の会長を務めてお

られます副知事にお伺いをいたします。壇上か

らも述べましたが、依然として食の事故、偽装

等が後を絶ちません。本県でも、三笠フーズに

よって、菓子製造業の方も多大な被害をこう

むっておられます。先日、事故米有識者会議で

も厳しい議論がなされました。指摘された中で

は、平成13年に発生したＢＳＥの教訓が全く生

かされておらず、消費・安全局はつくったが、

その機能、職員の意識の欠落、また、農水省と

厚労省の連携不足など、行政の怠慢を厳しく指

摘されたところであります。本県においても、

中国産の飼料を国産と偽装表示して販売し、畜

産農家にも多大な迷惑をかけたところでもあり

ました。そこで、本県でも食の安全・安心に対

する不安が高まっている中、食品業界へのコン

プライアンスの徹底、安全チェック、指導体制

はどのようになっているのかお伺いをいたしま

す。

○副知事（河野俊嗣君） 食の安全・安心、県

民生活に最も身近で重要な課題だと認識してお

りまして、本県では平成16年に、ただいま御指

摘のありました食の安全・安心対策会議を庁内

に設置いたしまして、副知事を座長として関係

部局で構成する会議でございまして、生産から

流通、消費に至る各段階の食の安全・安心とい

うものを組織横断的に対応しているところでご

ざいます。具体的には、この会議の中で食の安

全・安心基本方針を定めまして、例えば生産段

階では、農薬や肥料などの適正使用の指導であ

りますとか残留農薬検査体制の充実強化などを

図っております。また、流通段階では、農林水

産物のトレーサビリティーの推進や食品製造施

設などへの監視指導及び食品のサンプリング検

査の実施などを行っております。また、消費段

階では、食品表示関係法令に基づく巡回指導な

どを実施しているところであります。また、食

に携わる事業者に対し、コンプライアンスの徹

底を図ることが重要でございますので、これも

定期的に食品表示や衛生管理等に係る各種の研

修会を行っているところでございます。今後と

も、引き続き関係部局の連携を徹底しながら、
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適切に対応してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ぜひチェック体制をやってい

ただきたいんですが、実は食料を生産する農家

側のチェックは農政サイドなんですね。そし

て、製品になってからのチェックは福祉保健部

が担当になっているんですね。いろんな問題が

あったものですから、お互いの話し合いもして

いただいたんですが、国での厚労省と農水省の

連携不足、本県の中でも、やはり連絡体制、い

わゆる連携というのが非常に不足していること

を私も感じましたので、農政水産部と福祉保健

部の連携をさらに深めていただきますように、

要望を申し上げておきたいと存じます。

次に、農政問題について、農政水産部長にお

伺いしてまいります。燃油、配合飼料、資材価

格が高どまりいたしまして、農業者は現在も依

然厳しい経営環境に置かれております。ＷＴＯ

交渉の再開も間近に迫り、日本農業にとりまし

て、全く予断を許さない状況でありますが、施

設園芸、畜産経営における現状認識と今後の見

通しについて、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、施設園

芸につきましては、燃油価格がピークであった

８月に比べますと、低下傾向にありますけれど

も、依然として高い水準にあり、他の関連資材

等の値上がりを含め、厳しい経営環境にあると

認識しております。また、畜産経営でも、配合

飼料価格の農家実質負担額が２年前と比較し、

トン当たり約１万7,000円上昇しており、大変厳

しい状況にあります。今後の見通しにつきまし

ては、最近の海外での原油や穀物相場の下落、

円高等の影響により、現状よりやや落ち着くも

のと考えておりますが、依然として予断を許さ

ない状況にあるというふうに考えます。このた

め県といたしましては、施設園芸における省エ

ネルギー対策や本県の気象条件を生かした新品

目・作型の導入、代替エネルギーの検討等を進

めるとともに、畜産につきましても、自給飼料

の生産拡大や生産性向上を図り、農家所得の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 力強く今頑張ってくれている

農家でありますから、ぜひ変わらない御支援を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、農政水産部長に農地法について

伺ってまいります。さきの経済財政諮問会議に

示された農地改革プランの内容について、どう

変わるのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今回の農地制

度改革の目的は、農地の確保と有効利用の促進

を通じて、我が国における食料供給力の強化を

進める観点から実施されると伺っておりま

す。12月３日に示されました農地改革プランに

よりますと、農地確保の観点からは、まず１つ

として農地転用規制の厳格化、２つ目には農用

地区域内農地の確保、それから有効利用の促進

の観点からは、制度の基本を「所有」から「利

用」に再構築することとしまして、１つには農

地の貸借を促進するための制度の見直し、２つ

目に農地を利用する者の確保・拡大、３つ目に

農地の面的集積の促進、４つ目に遊休農地対策

の強化などの項目が盛り込まれております。今

後、経済財政諮問会議でさらに検討されました

後に、関係法令の改正案が来年の通常国会に提

出される予定というふうに伺っております。

○山下博三議員 実は私も心配しておるんです

が、この法案が通ってきますと、来年からＪＡ

とか株式会社等が簡単に農地の賃借ができるよ

うになります。地域においては、集落形成の維

持のためにも、どうしても担い手が必要なんで
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す。ＪＡ都城では、農業法人を立ち上げまし

て、300町歩を目標にお茶の栽培加工を始めてお

られています。優良な農地を高い借地料で借り

上げておられますから、担い手との競合ができ

まして、今、一部担い手に農地の不足が生じて

いる状況であります。そこで、このことも踏ま

えまして、地域の担い手との共存共栄が十分図

られますように、注意深く見守っていただきた

いと、そのように思っております。

続きまして、同じく農地改革プランの２つ目

なんですが、農地転用についての規制が厳格に

なるとの方針が示されております。その内容は

どういうものなのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今回の農地改

革プランでは、優良農地の確保の観点から、農

地転用の規制について３点の見直しが位置づけ

られております。第１点は、これまで許可不要

でありました「病院、学校等の公共施設の設置

を許可の対象にする」、こういった改正ととも

に、原則として転用が認められていない「集団

的農地の面積基準を引き下げる」というもので

あります。第２点は、違反転用に対する抑止力

を強化するために、「罰則を強化する」という

ものであります。第３点は、２ヘクタール以下

の県の農地転用許可事務につきまして、「国の

適切な指導の確保を図る」というものになって

おります。

○山下博三議員 本当にどんどん制度が変わっ

ていくのでありますが、この法案が通ってきま

すと―優良農地を残していくことは必要だろ

うと私は思っています。しかし、農地転用を余

りにも厳しくしていくことは、農業農村の活性

化の妨げになると、大変危惧いたしておりま

す。それは農地の財産的価値がさらになくなる

ような気がいたします。それともう一点、農地

の価値がなくなることと、今までの農家という

のは、相続に始まって相続に終わるというのが

農家の歴史だったんです。それにはやはり農業

をする魅力もありましたし、それは財産的な価

値を持っていましたから、一つはそういう大変

なときには土地もちょっとでも売ればいいねと

いう思いもあったんですが、さらに転用等が厳

しくなってくると、全くこの辺が魅力がなくな

るなと、そういう思いであります。今後、本県

の取り組みも注意深く我々も見守っていきたい

と、そのように思っております。

続きまして、農振法について、同じく農政水

産部長にお伺いをしてまいります。昨年の６月

議会に続き同じ質問でありますが、家畜の効率

的管理や担い手の住宅確保のためにも、農用地

区内の畜舎の近隣になぜ農家住宅を建設できな

いのか、現状についてお伺いをいたしておりま

す。そのときの答弁は、個別案件で取り組むと

いう答えでありました。その後、何とかど真ん

中に住宅をつくりたいという私の思いもありま

して、研究会も立ち上げられまして、部長も何

カ所か現場にも視察に行かれたという話であり

ます。これまでの検討状況をお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 畜産経営の規

模拡大や混住化等を背景としまして、集落から

離れた農用地区域内に、畜舎やこれに隣接する

農家住宅を建設したいという要望があること

は、十分認識いたしております。御指摘があり

ましたように、私も何カ所か視察をさせていた

だいたところであります。こういった状況を踏

まえまして、ことし４月に、関係課で構成して

おります研究会を立ち上げまして、建設する場

所や家畜の種類など、幾つかのケースに分けた

上で、１つには、優良農地の確保、それから農
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業上の有効な利用等の観点からどのような課題

が存在するのか、それから２つ目には、そう

いった課題を解決する方策は何か、３つ目に

は、農地関係法の特例措置の活用の是非、さら

には家畜管理に与える影響などのさまざまな観

点から、現在研究を進めているところでありま

す。先ほど申し上げましたとおり、国におきま

して農地関係法の改正が検討されておりますの

で、その内容も十分に踏まえつつ、引き続き課

題の解決方策について研究を続けてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 実は５年前に、都城なんです

が、住宅をつくりたいと申請をしたんです。そ

れで、100％だめということで断られました。し

かし、先ほど個別案件という答えをいただきま

したが、５年の間に何とか認めていただいて、

今、住宅建設中であります。本当に喜んでおら

れます。今まで、牛が途中で事故で死んだり、

その苦難との闘いでありましたが、今度、畜舎

の近くに住宅ができるということで、非常に安

堵されております。

しかし、私は、もう一件相談を受けているん

です。西岳の六工区―六工区といえば霧島の

ほんのすそ野なんです。そこで、おととしから

畜産基地でなおられて牧場をつくられました。

本当に疲弊した集落なんですが、そこで後継者

が育ち、息子さんが家を牛舎の近くに建てたい

と、そのことでも農振法にひっかかってだめと

いうことで相談がありました。なぜこんなとこ

ろまでそんな法律を盾にとるんだと、そういう

残念さ、むなしさがいっぱいあるんです。その

ことで再度申し上げますが、申し込みの受理は

市町村が行うんです。農振のど真ん中は、県が

認めないからだめだと言われるんですね。県に

行くと、国が認めないということを言う。私は

国にも行ったんですが、国に行くと、県の裁量

に任せていると言うんですね。そういう答えな

んです。さて、どこで解決できるのか。やはり

私は県の裁量だと思うんです。研究会も立ち上

げられたとのことでありますから、ぜひ農振の

ど真ん中に畜舎と一緒に農家住宅も建設できる

ように、取扱基準の整理をしていただきますよ

う要望を申し上げたいと思います。

次に、畑地かんがい事業の問題点についてお

伺いをしてまいります。現在まで７地区の国営

かんがい排水事業が実施されてきております

が、これまでの実績と今後の展望について、県

の考えをお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 畑かん事業に

つきましては、本県では７地区のうち４地区が

完了しており、３地区が現在実施中でありま

す。完了した綾川地区、一ツ瀬川地区では、水

を活用することにより、メロンなどの収益性の

高い作物への転換や、シンビジウムなどの花卉

の産地化が図られまして、農業所得も向上して

おります。また、現在実施中の地区におきまし

ても、農業生産法人の参入や契約栽培の推進等

により、ホウレンソウ、ニンジン、アスパラガ

スなどの新規作物が導入され、農地の有効活用

が図られているところでございます。農業所得

の向上のためには、安定した水を確保して農業

を振興していくことが重要であり、今後とも、

事業効果が早期に発現できるよう、計画的な事

業の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 ７地区あるということで今答

弁をしていただきましたが、この中でことし発

足いたしました―２月だったんですが―都

城盆地土地改良区の今後の課題についてお伺い

をしたいと思います。都城盆地土地改良区
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は、930億の国費を投入されまして、受益農家

数9,283名、受益面積3,966ヘクタールで、県内

でも最大規模であります。これの経常賦課金

が、普通畑で10アール当たり2,500円、お茶が同

じく10アール当たり１万1,000円、ハウス、同じ

く10アール当たり２万1,000円で、賦課金の徴収

をすることになっています。県営工事完了予定

が平成35年度であるんですが、これまでの収支

計画を見ますと、累積赤字が平成35年度で10

億2,100万円になります。平成35年から事業収入

をふやしながら返済をしていかなければならな

いんですが、経常賦課をかけるハウス農家の普

及を飛躍的にふやす計画があるんです。330町、

１戸当たり３反歩ぐらいの経営にいたします

と、そのハウス経営であれば、1,100戸の農家を

つくる必要があるんです。現在は水田ハウス中

心で、200戸ほどの方がハウス経営農家なんです

が、これをどうやって1,100戸にふやせるのか、

これが土地改良区の皆さん方、非常に心配され

ていることなんです。そして、そのことで、都

城盆地土地改良区の今後の運営の認識と今後の

取り組みについてお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 都城盆地土地

改良区は、本年２月に設立されたところであり

ますが、畑地かんがい用水を使った営農が可能

な面積は、現在までのところ限られておりま

す。また、農業を取り巻く情勢も大きく変化い

たしております。このため、県といたしまして

は、市場動向などを踏まえた収益性の高い営農

の早期実現を可能とするために、土地改良区と

一体となって、さらには市町、ＪＡ、担い手な

どのすべての関係者との連携強化を図りまし

て、目指すべき営農ビジョンを明確にした上

で、畑地かんがい整備を積極的に進めるととも

に、あわせて維持管理費の軽減の方策なども検

討しながら、土地改良区の健全な運営の実現に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○山下博三議員 同じく、畑かん事業の推進の

方向性についてお伺いしてまいりますが、畑か

ん事業の推進に私も座談会に呼ばれたり、多く

の皆さんからたくさん相談も受けております。

何とか基盤整備を整え、農地の集積も図ろうと

思うのですが、座談会に行きますと、高齢者や

遺産相続による土地持ち非農家などが非常に多

くて、説明をしてもなかなか理解していただけ

ないんです。担い手も、人の農地でありますか

ら、負担金のかかる事業にはなかなか前向きな

発言も出ない状況です。また、行政担当者から

も、具体的な農業推進策が全く示されない状況

であります。実にこんなことで農業の将来はど

うなるのかと、本当に不安でたまりません。畑

地かんがい事業を初めとした農業生産基盤の整

備に合わせ、担い手への農地集積や基盤整備は

積極的に推進すべきと思いますが、県の取り組

みについてお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業生産基盤

の整備は、圃場条件の均一化、それから高度化

を可能としますことから、これを契機として、

担い手への農地集積と一体的に推進していくこ

とが最も効果的・効率的であると認識しており

ます。このため、関係機関との連携をさらに強

化しながら、地域の合意形成活動などを通じ

て、認定農業者や農業生産法人などの意欲や能

力のある担い手に農地が集積できるよう、基盤

整備とあわせ積極的に推進してまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 先日、石破農水相が閣議後の

記者会見で、政府として10年後に食料自給率

を40％から50％に引き上げるべく、具体的な数
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値を示されました。米、麦、大豆等の穀物を初

め、牛乳・乳製品の生産拡大数値も示されまし

て、大きな追い風が吹き出したとの思いであり

ます。今、担当部局は、強力なリーダーシップ

が必要だと思います。鹿児島県は、曽於地区で

も営農推進本部を立ち上げておられます。県の

職員の皆さん方も、デスクワークだけでなく

て、現場に積極的に足を運んでいただきまし

て、地域住民が、地域の農家が何を期待してい

るのか、どういうふうに推進しようとしている

のか、そういう話し合いというのをぜひ積極的

に進めてほしいと、そういう思いであります。

農政水産部の皆さんも、ますます元気を出し

て、このことを追い風としていただきまして頑

張ってもらいますように、お願いを申し上げま

す。

続きまして、環境対策と新エネルギーの取り

組みについて、同じく農政水産部長にお伺いし

てまいります。

ことしの夏、都城では大変な話題になったこ

とがありました。キオビエダシャク、ガの一種

なんですが、これが非常に異常発生いたしまし

て、都城市の公園のヒトツバが枯れたという報

告もありました。農家からも、このガの飛来と

ともに、新たなカメムシの発生や、作物の植え

つけ時期などをずらすとか、そういう温暖化の

現象を非常に不安に思っておられる状況であり

ます。また、海水の温度上昇等によって、近海

では熱帯魚が釣れるなどの報道もありました。

このことを踏まえ、地球温暖化に伴う本県にお

ける農作物への病害虫の発生や沿岸漁業資源へ

の影響等について、現状認識と今後の対応につ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年の異常気

象等による農作物の収量・品質の低下を初め、

ただいま御指摘の病害虫被害の増加や家畜等の

生産性の低下、さらには漁業についても藻場の

減少等が確認されるなど、地球温暖化への対応

は、本県農水産業にとって避けて通ることので

きない喫緊の課題であると認識しております。

このため県におきましては、本年度、地球温暖

化に的確に対応することを目的に、全国に先駆

けて「農水産業温暖化研究センター」を設置し

まして、生産現場でのさまざまな情報収集とと

もに、産業界や大学などと連携した各種影響緩

和技術の開発プロジェクトや実証に取り組んで

いるところであります。全国の農水産業の中

で、いち早く地球温暖化の影響を受ける本県

が、今後とも日本の食料供給県としての地位を

維持していくためにも、暑さから守る、それか

ら暑さを生かす、さらには温暖化を抑える、こ

の３つ視点からの取り組みを積極的に進めてま

いりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。時間

がないんですが、皆さん方に資料を配付いたし

ておりますが、９月24日付の日経新聞に掲載さ

れた、最近、石油代替燃料としてマスコミ等で

取り上げられているジャトロファについて、県

の取り組みをお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ここにお配り

した資料に基づき、参考にしながらごらんいた

だきたいと思います。ジャトロファは、和名を

ナンヨウアブラギリと言いまして、油の性質が

Ａ重油、それから軽油と似ていることから、脱

石油型の燃料の一つとして、今年度より宮崎大

学の協力を得て基礎研究に取り組んでおりま

す。しかしながら、中南米原産のジャトロファ

の生理・生態に関する学術的知見が少なく、ま

た、日本でその研究はこれまで行われていない

状況にあります。したがいまして、このジャト
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ロファの研究につきましては、インドネシアの

大学からジャトロファの種子を導入しまして、

系統ごとの特性を明らかにするとともに、椎葉

村から日向市まで標高別に苗を植えつけまし

て、本県での適地性・経済性についての検討を

行うこととしております。

○山下博三議員 まだ小水力発電関係をかなり

ボリュームを持って答弁をしてほしい思いで

いっぱいであったんですが、これで、時間が参

りましたので終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時40分散会
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

の太田清海でございます。

私ごとではありますが、私には４人の子供が

います。みんな20歳以上になりまして、巣立っ

ていきました。私は、自分の子供をこの世の中

に送り出すことに大変不安を持っておりまし

た。かわいそうだなという思いがありました。

例えば、いじめられたりせんだろうかとか、逆

にいじめたりせんだろうかとか、そういう思い

がありました。最初生まれた長女に、私はそう

いう思いがあったものですから、「友達をいじ

めたらいかんよ」ということを常々言っており

ました。小学校時代にその長女が、「友達をい

じめても全然おもしろくないよ。みんなと仲よ

くすることが一番楽しいよ」と言ってくれたこ

とが、何かほっとすることでした。

その長女が中学生になって、家に体の大きな

女の子を連れてきておりました。聞くところに

よると、その女の子は、家が貧しくて、ふろに

入らなかったんでしょうか、体のにおいがする

ということで、みんなからいじめられていたそ

うです。長女は、その子を家に連れてきていた

わけですが、いじめられている現場で立ちはだ

かって、そのいじめをとめるような勇気はな

かったようですけれども、家に連れてきて遊ん

でいたということはいいことだなと思っており

ました。

そしてまた、３年生のときでしたけど、ある

寒い冬の晩、家に帰ったら、その女の子とこた

つで勉強しておりました。「どしたこつか」と

いうふうに聞いたら、「あしたは県立高校の入

試だ」と言うんです。ちょっと見ちゃらないか

んかなと思って、その女の子と２人で勉強して

おったものですから、見ましたところ、その女

の子の学力がなくて、単語も知らないというよ

うな状況で、この子は不合格になるんじゃない

かと思って心配で、たまたまそのときその子が

持っていた理科のテキストを出して例題を解い

たわけですが、カロリーの計算でした。翌日、

テストを受けたところ、私がたまたま説明した

その例題がそのまんま、本当に出ていたそうで

す。だから、その女の子は喜んで、うちの娘の

ところに飛び込んできて、「きのうおじちゃん

から習った問題がそのまま出ちょったね」と

言ってきたそうです。その子は合格しました。

そして、高校を卒業して、今は看護師の免許を

取って大阪方面でばりばりと働いています。

その後がまた問題だったんですが、うちの娘

も卒業しまして、就職したんですが、実は20歳

過ぎになって、結婚したいと言ってきました。

相手はどんな人かと聞いたら、自分よりか15歳

も年上で、しかも子供が３人おるというんです

ね。これはどしたもんじゃろかいと思って、

「どうしてそういう人と結婚すっとか」と聞い

たら、「３人の子供がかわいそうでたまらん」

と言うんですね。それを言われたら反対するわ

けにはいかんものですから、「おまえ早う結婚

しちゃれ」と言って結婚させました。それを話

したのは自動車の中で、駅まで送る途中だった

んですが、おりるときに助手席のドアを閉めな
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がら、「お父さん、ありがとう」と言ってくれ

ました。それが本当によかったなと思っていま

す。その娘も今、10年たちましたので、自分の

子供を３人産みました。ですから、前の人のお

子さんが３人で、合わせて６人、一生懸命育て

ております。それを思うと、人間社会というの

は、やっぱり助け合うこと、ほのかでもいいか

ら、みんなで助け合うということを、私たち

が、特に政治の場でも、できるだけそういう方

向に持っていかないかんのじゃないかなという

ことをつくづく感じております。ということを

前置きしながら、質問に入りたいと思います。

まず、市町村合併についてであります。

私が平成15年に初めて議員になってここに登

壇したときに、合併については問題があるん

じゃないか、特に宮崎県という地域では、合併

に、「それやれ」ということで突入していくこ

とについては問題があるんではないかというこ

とで、私は常にこれまで、それに対して立ちど

まってちょっと考えてみようという立場で、

ずっと松形知事のときから言ってきました。資

料を渡しておりますが、特に宮崎県では当時、

市町村数が44。福岡は97、長崎は79、熊本は94

とか、かなりな数字であったわけです。宮崎県

の場合は、昭和の合併でもう合併がなされてき

ているんじゃないか、そういう思いからもそう

いう気持ちを伝えたわけですが、合併の移り変

わりを見てみますと、隣の大分とか長崎あたり

では今どうなっているのかなという感じもいた

します。

平成20年10月に、全国町村会から研究会報告

書が出されました。平成の大合併について、100

ページにわたる報告書であります。ダイジェス

ト版もついておりますので、簡単に読み解くこ

とはできるんですが、全国町村会ですから、自

治体のプロであります。そういう人たちが出し

た意見書、報告書でありますが、その中には、

市町村を合併に向かわせたのは財政問題、それ

から国、府県の強力な指導があったからだとい

うマイナスの問題、それからプラス、明るい光

の部分ももちろん述べてあります。しかし、合

併によって生じるさまざまな問題もこの中で述

べられておるわけです。私は、宮崎県において

も、こういったものがまた検証されるべきでは

ないかなと思っておりますが、まず知事の合併

の報告書を見ての所感を伺いたいと思います。

後は質問者席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

議員の娘さんの結婚のケースと合併問題とつ

なげたあたりは、すばらしい着眼点じゃないか

と思っております。市町村合併についてであり

ます。本年10月の全国町村会の合併に関する報

告書につきましては、合併の効果や影響等につ

いてまとめられたものでありますが、県といた

しましては、市町村合併に対する一つの見方を

示されたものと認識しているところでありま

す。

合併した市町においては、合併後、特に福祉

サービス部門の充実や、道路・下水道といった

社会基盤の整備などが進んだという御意見を伺

います。一方では、今回の報告書にありますよ

うに、行政と住民の距離感が拡大したとか、役

場との一体感が希薄になったという声も聞かれ

るところであります。いずれにいたしまして

も、これからの市町村には、多様化する住民の

ニーズに的確に対応できる行財政基盤の維持・

確立が不可欠であります。県といたしまして

は、その有効な方策である市町村合併の円滑な
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推進が図られるよう、支援に努めてまいりたい

と考えております。以上です。〔降壇〕

○太田清海議員 これまでの一般質問の中で知

事の答弁を、合併の問題、それから道州制の問

題等で聞かせていただきましたが、答弁の中で

使われた言葉で、「合併、それから道州制とい

うもので疲弊した地方をよみがえらせる必要が

ある」という答弁もなされておるようです。合

併によって地域をよみがえらせるということが

どういうことなのかなというふうにも思うんで

すが、市町村役場をその地域に存続しておくと

いうのは、私は、ある一つのまた別な公共投資

ではないかなというふうに思うわけです。そう

いうところが引き揚げられて、予算もおりない

といいますか、建設業者がそういうことでまた

悩んでおられるということも聞きます。生き生

きとした、疲弊しない地方をつくるという意味

では、果たしてどうだったのかなと思います

が、知事としては、合併の影の部分というのは

何か感じておられるところはありますか。

○知事（東国原英夫君） 合併は、意思として

は、住民の皆さん、そこに住んでいらっしゃる

方たちの基本的な意思が尊重されなければいけ

ないと思っております。合併は、国の財政的な

逼迫というような状況を解消するための施策で

あってはならないと思っております。合併する

からには、その地域住民にメリットがある、そ

して広域連合というメリットを最大限に生か

す、あるいはマンパワーを生かすといったもの

がなければいけないと思います。合併問題は、

それぞれ各地方においてメリットとデメリット

が出ている現状でございますので、そういった

ものは今後、十分検証なされなければいけない

と考えております。

○太田清海議員 わかりました。できるだけそ

ういう形になっていかないかんだろうとは思う

んですが、合併と道州制の関係、知事はその関

連とか何かお考えがありますでしょうか。合併

と道州制の関係というのを……。というのは、

先ほど言いました全国町村会の研究会の名前

が、道州制と町村に関する研究会というふうに

なっておるものですから、知事に、道州制との

関係をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、国や全国知事会など、さまざまな機関で議

論がされておりますが、今後、制度の仕組み等

の検討が本格化していくのではないかと考えて

おります。将来、道州制が導入された場合、現

在の県という垣根がなくなります。市町村その

ものが厳しい地域間競争にさらされて、その中

で生きていくことになろうかと思います。その

ため市町村には、行財政基盤の確立を図り、活

力ある市町村としての総合力、体力をつけてい

ただく必要があるのではないかと考えておりま

す。市町村合併というのは、体力をつける方策

の一つだと考えております。

○太田清海議員 体力をつけるということであ

りますが、果たして本当に体力がついていくの

かどうか、今からその辺が問われていくだろう

と思っております。

ここでちょっと見方を変えて、認証保育所と

いうものがテレビ等で報道されたものですか

ら、認証保育所という制度について福祉保健部

長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 認証保育所と

いいますのは、児童福祉法に基づく認可保育所

とは異なりまして、東京都が、待機児童の解消

など、大都市の保育ニーズにこたえるために保

育室の面積基準を緩和するなどの独自の認証基

準を設けて、設置を認めている保育施設であり
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ます。

○太田清海議員 東京都が独自に基準を設けて

ということでありますが、ちょっと調べてみま

すと、例えば東京都だけでつくった認証保育

所、普通は認可保育所と言います。これは認証

保育所というような形で呼ばれているようです

が、駅前につくるとか、厚生労働省の基準とは

また違う、緩やかな、東京都に住む住民のニー

ズにこたえてつくられたんだろうと思います。

私がテレビで見たのは、お母さんがだっこして

子供を連れていこうとして、認証保育所という

ところに行ったところ、張り紙がしてあって、

もう閉鎖しましたということなんです。行政の

継続性とか公平性とか、いろいろあると思いま

すが、住民に継続して安定的に供給するという

のが公のサービスだろうと思うんです。それ

が、いかにも英語の学習塾みたいな、授業料だ

け取って、いつの間にか閉鎖しておったという

ような話もありますが、行政がそういうことで

あってはならんと思うんです。そういう認証保

育所というもの等も、東京都で考えられたこと

なんですが、分権分権と言いながら、国でき

ちっと基準を守っていかなければならない分野

もあるかもしれません。そういう分権に対する

いろんな角度からの議論があってもいいと思う

んです。道州制に向けては、まだ十分な国の方

針なんかも示されていないようですから、まだ

その議論にはなっていないかもしれませんが、

例えばそういうこともあるということで、宮崎

県においても、平成の合併に向けての検証をす

るべき時期に来ているんではないかと思うんで

す。知事、その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 合併の検証でありま

すが、県におきましては、合併した市町に直

接、職員が出向きまして、意見交換を行うとと

もに、国や県の支援策を活用したまちづくりに

努めているところであります。これまでに合併

した市町においては、一体性の確立と均衡ある

発展に向けて各種事業に取り組んでいるところ

でありますが、その取り組みはスタートしたば

かりでありまして、合併の効果があらわれるに

は、いましばらくの時間が必要かなと考えてお

ります。県といたしましては、今後とも、市町

村や地域住民の皆様の御意見に耳を傾けなが

ら、合併後のまちづくりに引き続き支援をして

いきたいと考えております。

○太田清海議員 いましばらくということであ

りますが、ぜひ検証をしていただきたいと思い

ます。

実は、お手元に配っておりますが、資料の中

に、交付税算定の特例というのがありまして、

合併算定替という制度の説明があります。旧

法、新法で少し違いますけれども、合併した場

合は、普通交付税については、毎年算定した普

通交付税の額を保障しますと、言葉ではなって

います。毎年算定した額ということであれば、

三位一体改革等で交付税はどんどん下がってお

りますので、総務省が示している合併算定替の

グラフ、これは言葉では間違いはないと思うん

ですが、多少、グラフのかき方としては間違い

があるんではないかなと思いました。調べてみ

ますと、北川町の住民説明会で説明された資料

の中では、合併算定替による交付税の増加額と

いうところが、イメージとしてはずっと下がり

ながら、後は段階的に５年計画で落ちていくと

いうことであります。私は、イメージとして

は、総務省が示しておる普通交付税の額の、平

行移動したこのグラフはちょっとまずいんじゃ

ないかなというのも感じました。住民に説明す

る場合とか資料を提出する場合、正当にプラス
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マイナス含めて示していって、住民、県民の正

当な判断をいただくという作業は絶対必要だと

思うんです。そういうことで、これは参考に挙

げさせてもらいました。検証をいましばらく

待ってほしいということでありますが、ぜひそ

ういう視点で、プラスマイナスも含め説明して

いただきたいと思っております。

次に、消防の広域化の問題についてお尋ねを

いたします。

消防広域化の県の取り組みの現状についてお

伺いいたします。どういう状況であるかという

ことです。

○総務部長（山下健次君） 近年の災害あるい

は事故の大規模化、多様化、また人口減少、高

齢化の進展によりまして、地域防災力が低下を

しております。こういったことに対応するため

に本年３月に、「宮崎県市町村消防広域化推進

計画」を策定いたしました。この際、推進計画

については、広域化の組み合わせについて関係

者の意見の一致を見なかったことから、県全体

を１消防本部体制、もう一つは３つの消防本部

体制、この２通りの組み合わせを記載しており

ます。現在、この２通りの組み合わせにつきま

して、消防本部等の関係機関と、具体的メリッ

トあるいは組み合わせの有効性、課題等の検討

を行っているところでございます。組み合わせ

の決定に当たりましては、今後とも、市町村や

消防本部等関係機関と十分に協議を行ってまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 消防行政の広域化について

は、国からも、ある程度のモデルを、30万人と

いう数字を示しながら、それで割ったらどうだ

ろうかということを示されております。これ自

体は、大都会の人口が満遍なく密集していると

ころでは成り立つかもしれないけれども、宮崎

県という、いろんな谷沿いがあったりする、集

落がいっぱいあったりするところでは、この広

域化については、国が示されたとおりのやり方

はなじまないのではないかなというのを、まず

基本的に私は感じるんです。ただ、今、総務部

長が言われたように、宮崎県としての結論はい

つまでに出されようとしているのか、お尋ねい

たします。

○総務部長（山下健次君） 広域化に当たりま

しては、関係機関が共通の認識を持つことが大

変重要でございますので、いたずらに拙速に走

ることなく、さらに議論を深めた上で、可能な

限り速やかに決定してまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 なかなか困難をきわめている

のかなという答弁であります。可能な限りとい

うことでありますが、そういう悩ましい問題だ

ろうなと思います。早く結論を出せということ

かどうかわかりませんが、今のままで十分機能

できるなら、今のままがいいんではないかなと

は思います。ただ、議論の中で、ことし６月に

我が会派の満行議員が質問した中で、広域化す

ることによって重複投資の回避が可能という言

葉だけを言われて進んだものですから、重複投

資の回避が可能ということの意味について、も

う一回お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） せんだって、広域

化のメリットの一つとして、重複投資の回避が

可能ということを申し上げました。例えば指令

台の整備、これは多額の経費を伴います。例え

ば、10万人未満の場合には国庫補助基準で約2.1

億円、それが40万人未満の場合には約3.1億円。

ですから、2.1億を２つそろえるより、40万人未

満の場合は少額で済む、こういったことでござ

いまして、本部を統合することにより、これま
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で消防本部ごとに整備していたものを新たな１

ないし３の本部で整備すれば足りるということ

で、大きな経費節減が可能になるということで

ございます。またさらに、高度な救助資機材あ

るいは訓練施設等につきましても、共同利用を

行うことによりまして経費節減につながるとい

うのがございます。さらに、広域化によりまし

て、消防本部の財政規模も当然大きくなりま

す。このことから、より高度な施設、あるいは

資機材等の計画的な整備も可能となるというこ

とで、住民サービスのさらなる向上につながる

というふうに考えております。

○太田清海議員 本部機能とか、そういったも

のが統合されてスケールメリットが働くという

ことは理解できるんですが、資機材についても

そういうスケールメリットが働くというような

イメージを説明で受けるんです。本部機能を統

合しても、車が実際出ていくときに、谷沿いの

町とか村に行かないかん、３分以内に行かない

かんとか、そういう時間的な制限があったりも

するわけです。資機材というと、自動車も含ま

れる、高規格の車とかいうのもあろうかと思い

ますが、資機材については、本来、各署に満遍

なくあることのほうが消防機能としては充実す

るんじゃないんですか。私は、資機材というの

は、スケールメリットには当てはまらないん

じゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。

○総務部長（山下健次君） 資機材というの

は、今申し上げた指令台等も含みますけれど

も、消防車につきましても、高規格消防車等は

非常に高価なものでございますので、広域でそ

ろえる、あるいは機能の高いものをそろえると

いうことが、当然可能になってくるというふう

に考えております。

○太田清海議員 私は、機材というものは満遍

なくあるべきではないかなと。消防の特殊性か

ら、すぐに出ていかないかん、そしてすぐ対応

せないかんという意味では、そういう機材等は

各地区に満遍なくあるというのが基本でないか

なと思っております。

それから、本部機能が統合された場合、消防

通信関係でいろんな事故については、自宅から

電話したりする人もおるだろうし、ほとんどが

携帯電話だろうと思うんです。自宅からの場合

は、ある程度、最近の技術の発達によって、

ぱっと画面に地図が出て、どこから発信された

ものであるかわかるというのは、私も見たこと

があるものですから、理解できるんですが、携

帯電話からの通報というのは、例えば１本部機

能になって、延岡の人が宮崎の本部に電話した

ときに、字名で言ったときにはわからんと思う

んです、「どこどこで事故が起こっておるよ」

ということを言われても。その辺の携帯電話の

対応はどうでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 携帯電話からの119

番通報は、従来から発信位置を確実に把握する

ことが困難でございまして、各消防本部とも苦

慮していたというのが現状でございました。こ

ういったことから、昨年４月から、携帯電話か

らの119番通報に係る位置情報通知システムの運

用が開始されまして、本県では、延岡市の消防

本部が導入をしております。このシステムで

は、衛星で位置を確認できるＧＰＳ機能のつい

た携帯電話の場合には、発信位置が10数メート

ルの範囲内で特定できるということでございま

す。また、通常の携帯電話からでも、ちょっと

範囲は広くなりますけれども、数百メートルか

ら数キロの範囲内で絞り込むことが可能という

ことでございます。これ以外にも、まだ本県に
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は導入がございませんけれども、電柱とか自販

機の登録番号で発信位置を検索できるシステム

もございます。

○太田清海議員 ＧＰＳ機能で捕捉されるとい

うことでありますが、それがどれだけ普及して

いくかという問題もあると思うんです。私は

持っていないものですから、意味がわからない

んですが、そういうものかなと思います。

もう一つ、消防広域化の組み合わせで、私た

ち社民党としては、地域医療圏に合わせて７ブ

ロックでやったらどうかと。都会で適用するよ

うな30万人とかいう構想だけじゃなくて、宮崎

県ならではのという意味では、地域医療圏に合

わせて７ブロックで分けたらどうかという提案

をしておるわけですが、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 確かに、地域医療

圏に合わせれば７ブロックということになりま

すけれども、先ほど太田議員も御指摘のよう

に、国の基本指針では、管轄人口30万人以上と

いう目標規模、それから本県におきましては、

非常に小規模な消防本部が多い上に、７町村が

消防非常備である、そういった事情を考慮する

と、県内すべての地域の安心・安全を確保して

いくためには、スケールメリットが有効に働

く、できるだけ大きな枠組みの消防本部体制を

構築していく必要があるというふうに考えてお

ります。こういったことから、推進計画では、

広域化対象市町村の組み合わせにつきまして、

県内１ないし３の２通りの組み合わせを記載し

ております。広域化の組み合わせにつきまして

は、さらに今後とも、市町村、消防本部等と十

分協議してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ宮崎県ならではの、いい

意味での組み合わせを模索していただきたいと

思っております。

消防に関しては最後の質問になりますけれど

も、今言われた消防非常備の町村の常備化をど

う図っていくかということが、今からの課題で

もあると思うんです。広域化に伴い常備化を働

きかけていくという答弁を、満行議員の質問に

対して６月議会でされておりますけれども、実

際どのように進めていくのか、それから関係首

長の意見をどうまとめていこうとされているの

か、その辺をお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 従来から非常備町

村に対しましては、常備化に向けた働きかけを

行ってきておりますが、今年度、特に非常備町

村に対しまして、常備化に向けた取り組みへの

助成を行うことといたしております。現在、非

常備町村におきまして、常備化の必要性に対す

る認識が徐々に高まってきており、一部の町村

におきましては、常備化に向けた、関係消防本

部との具体的な協議が始められたところでござ

います。県といたしましても、今後とも、現在

進めております市町村消防の広域化とあわせま

して、関係市町村に積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 常備化を図っていくというこ

とは、歴史的にはずっとこれまでもやられてこ

なきゃならんかった問題だと思うんです。私

は、今回、医療問題も挙げておりますが、県と

関係市町村との関係は、前に転がるように転が

るように、県が助言をしたり、いいところで手

を差し伸べたりとか、そういう形があって、理

想に持っていこうという努力が、職員と言った

ら失礼かもしれませんが、県行政のほうにも何

かあるべきではないかなという思いがしており

ました。常備化を図っていくということを、ぜ

ひ努力していただきたいというふうに思ってお

ります。
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次に、地域医療の問題についてお尋ねをいた

します。

特に、私は県北延岡の出身でありますので、

県病院の問題等については、議員になったと

き、初めての質問でも取り上げさせてもらいま

した。延岡市の意向を酌んだりしていろいろ折

衝してみますと、当時、新人議員でもあった関

係か、なかなか県の職員の人たちと意見が―

先ほど言いましたが、理想に向かって進ませて

いくという意味で、何か回らないものを感じて

おったわけです。そういう意味では、県と関係

市町村、延岡市と常に、「じゃ、こういうふう

にしようか」という、何かそういう回っていく

ような協力をしていこうじゃないかということ

で、働きかけていくべきではないかというふう

に思っております。これは福祉保健部長になり

ますけれども、現状等を含めて、そのあたりは

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県北の医療に

ついてであります。県北地域においては、初期

救急医療体制が十分でないという状況もありま

して、２次、３次の救急医療を担う県立延岡病

院に、初期救急患者を含む多数の患者が集中す

る。そのことによって、数少ない医師に過重な

負担がかかり、医師が疲弊し、医療現場を去る

ということが懸念されるなど、大変厳しい状況

にあります。こういう中で、延岡市の呼びかけ

で延岡市医療問題懇話会が設置され、県―こ

れは福祉保健部ですけれども―それから病院

局、延岡市、地元医師会等が同じテーブルに着

いて、救急医療のあり方等についてさまざまな

角度から真剣に議論をしているところでありま

す。初期から３次の救急医療体制を構築するた

めには、各関係機関が役割を分担しながら、相

互に連携していくことが不可欠であります。県

といたしましては、県北の救急医療を確保する

という延岡市との共通目的を達成するため、今

後とも、地元と十分話し合い、協力しながら、

全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 悩ましい問題ではあるんです

が、これは国の制度の問題もありますから、そ

の余波をもろに受けているんじゃないかと思い

ます。資料でも出しておりますが、県内の救急

告示病院の搬送件数一覧表というのをお手元に

配っておりますけれども、公立病院だけ名前入

りで挙げました。その他のところは民間病院等

があるわけですが、「おまえのところは努力し

ちょらんじゃないか」というような、よから

ぬ、変な誤解があってもいかんものですから、

名前は伏せさせてもらいました。

ただ、ここで言えるのは、例えば県立延岡病

院は、平成19年は2,470名の方の搬送を受けてい

るということであります。県病院の人たちが一

生懸命受けて努力している、大変な仕事をされ

ているという証明にもなろうかと思うんです。

これを見たときに、延岡市の職員、そして県の

職員を見たときに、「どうにかせないかんよ

ね」ということで、お互いに意見を出し合うと

か、行政がうまく回っていく方向に助言をする

とか、何かそういうことをやっていただきた

い。今言われている懇話会で、その辺が出され

ているのかなとは思いますが、先生たちが疲弊

していくというのは、ここでも十分わかるだろ

うと思うんです。そこを、私たち議員としても

知恵を出しながらやっていかないかんと思いま

す。ぜひ、お互いに提案しながら回していく、

延岡がこの辺をしてくれるといい、県はここが

できるよというような、何かそういう議論に

なってほしいなと思っております。
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そういう一面もあるかもしれませんが、県や

延岡市が協力して、今回、延岡病院新キャンペ

ーンで、かかりつけ医を使おうじゃないかとい

うのをやりました。実は、私たち社民党の街頭

宣伝といいますか、市民向けに訴えるときに、

このかかりつけ医の問題も含め、延岡市で訴え

させてもらいました。「かかりつけ医を使いま

しょう。つくりましょう」ということで。そう

いうキャンペーンもやられたわけですが、その

成果をお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいま議員が

御指摘のように、４月25日に、知事、延岡市

長、県北選出の県議の皆様合同で、こういう呼

びかけといいますか、キャンペーンをスタート

したわけでございます。このキャンペーンによ

り、ことしの４月から10月までの県立延岡病院

の救急の外来患者は、昨年度同期に比べ、約３

割減少するなどの成果が得られております。ま

た、このキャンペーンを契機に、医師への過重

な負担が地域医療体制の崩壊に直結する極めて

深刻な問題である、こういった意識が高まりま

して、延岡市では、ことしの７月から延岡市夜

間急病センターの診療時間が延長されますとと

もに、日向市では、来春から初期救急診療所の

開設が予定されるなど、地元との協力体制が図

られてきているものと認識いたしております。

今後とも、県民の救急医療に対する意識啓発に

努めまして、県民の皆様が安心できる救急医療

提供体制を維持していけるように、地元市町村

や医師会等と連携してまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 本当に病院は危機的な状況で

あると認識しておりますので、何とか知恵を出

しながらいきたいというふうに思っておりま

す。

次に、高千穂線鉄道施設整理基金条例が今回

上程されておりますけれども、これについてお

尋ねをいたします。

実は、地元でも新聞報道されましたが、ＴＲ

の列車が分解されて処分されているという写真

も出まして、私も株主の一員になっておるもの

ですから、本当に残念な思いがいたします。今

回、条例で設置するということになっておりま

すが、その積み立て計画等についてお伺いをし

たいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 高千穂線沿線

の自治体では、高千穂鉄道から寄附を受けた施

設につきまして、まず第一に、有効活用に努め

ることといたしておりますが、中には、活用が

困難で撤去せざるを得ない施設もあると見込ま

れることから、その撤去に要する費用に充てる

ため、県と沿線自治体が共同で本基金に資金を

積み立てるものであります。今後の積み立て計

画でありますけれども、まずは高千穂鉄道への

経営支援策等を目的とした、いわゆる経営安定

基金が廃止される予定でありますので、その残

額を本基金に積み立てることにしております。

また、県と沿線自治体では、不要施設の損耗・

劣化の状況、あるいは撤去費用の規模等を勘案

しながら撤去計画を定め、この計画に沿った、

真に必要な費用を中長期的に積み立てることと

しており、これによりまして財政負担の平準化

を図りたいと考えているところであります。

○太田清海議員 撤去費用については、最初、

安定基金を積むということでありますが、撤去

費用というのは、例えば22年度から補正で積む

とか、というふうに考えていいんですか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今のところ、

とりあえずは、先ほど申し上げました経営安定

基金が、20年度末で大体１億2,000万程度残額が
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ある見込みでありますので、これを使って撤去

費に充てたいと考えているところであります。

○太田清海議員 基金の拠出割合というのはど

ういうふうになっておりますか、関係市町村。

○県民政策部長（丸山文民君） 拠出割合につ

きましては、県と沿線自治体で協議を重ねてま

いりました。その結果、高千穂鉄道への経営安

定基金の拠出割合と同じにすることが、総合的

に勘案して適当、妥当であるという結論に達し

たところであります。具体的には、拠出割合と

しましては、県が半分の50％、延岡市が25％、

高千穂町が15.5％、日之影町が9.5％でありま

す。

○太田清海議員 最終的な積立額はどの程度と

見込まれておりますか。

○県民政策部長（丸山文民君） 沿線自治体に

おかれましては、既に活用策の検討に入られた

ところでありますが、最終的な活用方針が出る

には、ある程度の期間を要するものと考えてお

ります。このため現時点では、有効活用する施

設と撤去すべき施設を特定できませんので、全

体の撤去費用や積立額を現段階で積算すること

は困難であると考えております。いずれにいた

しましても、一度に多額の財政負担が生じない

よう、積極的に施設の有効活用を図ることが一

番大事でありますので、県といたしましても、

沿線自治体と十分協議しながら対応してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 本来ならば、積み立てるとい

うことであれば、その額を明示するのが基本だ

ろうと思うんです。というのは、当時、高千穂

鉄道の被害があったときに、私たちは、復旧費

用で26億円ぐらいかかるんだよということを

言ったことがあります。これは、ジェイアール

九州コンサルタンツ株式会社が調査して出した

数字なんですが、26億円があれば復旧できる

と。この積立額が今のところ不明であるという

ことですが、これが26億円を超えるような基金

になってしまうと、「何だ、復旧しておればよ

かったじゃないか」ということにもなるわけで

す。これは後戻りはできませんので、そういう

気持ちを持ってしまうということであれば、有

効利用ということをきちんとやらなきゃいかん

のかなと思いますが、26億円を超えるようで

は、いかんということはないが、「うーん」と

思いますね。やはりある程度の額を明示しなが

らやらないと、自治体のほうではどれだけ積み

立てればいいんだろうという不安感も出てくる

と思うんです。ぜひ、その辺は早目早目に情報

提供していただきたいと思っております。

次に、地上デジタル放送についてであります

が、これについては、これまでも出ております

ので、私が聞きたいところだけ先に聞かせてい

ただきます。

デジタル放送については、共同受信施設の整

備がなかなか大変だというふうに聞いておりま

す。県内の共同受信施設の数と分布状況はどう

か、教えていただきたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 本年５月に実

施いたしました市町村調査等によりますと、県

内には、ＮＨＫが設置している施設が172、地域

住民等が設置している施設が349ございまして、

合計で521施設となっております。分布の状況で

ありますけれども、日向・入郷地域に186施設、

西臼杵地域に68施設、延岡市内に68施設となっ

ておりまして、中山間地域を多く抱える県北の

市町村で６割を超えているという状況にござい

ます。

○太田清海議員 11月14日に、県北広域行政事

務組合のほうからこれについて要望書が出され
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ましたが、県北の首長からは、こういった費用

負担について、国がなかなか危機感を持ってお

らないじゃないかという意見が出されておりま

した。この辺の安心感も持ってもらうために

は、県の情報をとりながら、適切に情報を知ら

せていく必要があるだろうと思いますが、共同

受信施設改修の移行に伴うこういった課題につ

いて、県はどのように取り組んでいかれるのか

お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 御存じのよう

に、地上デジタル放送への移行は、国の政策と

して推進されているものであります。国及び放

送事業者において、円滑な移行のための措置が

なされることが必要不可欠であると考えており

ます。したがいまして、県では国に対し、共同

受信施設改修への支援措置の拡充を初め、経済

弱者への対応、さらには地上デジタル放送への

移行に合わせ、従来のアナログ放送の難視聴地

域の解消への取り組みなど、引き続き支援制度

の一層の充実を強く要望してまいりたいと考え

ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、教育長にお伺いをいたします。今

回、「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（案）」が出されております。これ

は、我が会派の髙橋議員が初日に質問をいたし

ましたので、重複を避けて質問したいと思いま

す。

この条例の中で、新たな職を設置することに

なります。副校長とか、そういった職種を置き

ながらということでありますが、新たな職を設

置する目的について、もう一回お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 新たな職の設置に関

してであります。現在、学校を取り巻く環境の

変化の中で、学校には、学力向上対策、不登校

対策はもとよりでありますが、特色ある学校づ

くりなどの教育課題に的確に対応することが求

められているところであります。このために、

これまで以上に組織的、機動的に学校運営が行

われるように、学校組織運営体制の一層の充実

と、教員の指導力向上のための指導体制の充実

を図る必要があると考えております。このよう

なことから、副校長、主幹教諭、指導教諭の新

たな職を、一定規模以上の小・中・高等学校等

に平成21年４月１日から段階的に配置していこ

うというものであります。

○太田清海議員 髙橋議員の質問の中にも、新

たな職をつくるよりも、現場の教員、先生をふ

やしたほうがいいんじゃないかという声もあり

ました。私もそれは聞くわけです。この新たな

職の設置が、子供と向き合う時間を確保するこ

とになるのかどうか、その点はいかがでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

教員の負担軽減を図り、教員が子供と向き合う

時間を確保するために、各種の調査や会議の縮

減による業務の効率化、外部人材の活用等によ

る負担の軽減、こういったことに積極的に取り

組んでいるところであります。今回の副校長や

主幹教諭等の新たな職の設置につきましては、

管理職や主幹教諭が中心になり、さまざまな課

題に組織的に対応していこうとするものであり

まして、このことにより、全体として個々の教

員が抱えている負担が軽減され、子供と向き合

う時間の確保につながっていくものと考えてお

ります。

○太田清海議員 組織というのは、そういうポ

ストをつくったりすると、えてして、「おれた

ちは忙しいのにな」という相互不信が出る場合
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があるんです。私は、教頭先生というのは今一

番きついんじゃないかなという感じを持ってお

ります。ただ、現場から見ると、教頭先生にも

授業をやってほしいという声もまた出るわけで

す。だから、組織というかポストの中で、お互

い信頼感を持って一緒にやろうじゃないかとい

う気持ちを現場に醸成していくということは、

非常に大事だと思うんです。このポスト等をつ

くりながら、だんだん先生から遠ざかった、上

の先生をつくってしまうことで、何かお互いに

不信感が出てきたりするんであれば、残念な組

織になってしまうと思うんです。

私も大学時代に運送業の仕事をしたんです。

セメントを列車に運び込む仕事をしましたが、

運送会社の現業の筋肉隆々たる人たちが抱え込

むわけです。４時ごろになると、事務所から係

長みたいな人が来て、ネクタイを締めていまし

たが、ジャンパーを着て一緒に仕事をするんで

す。現場で働く人は、その人に対しては物すご

く尊敬していました。一緒にやろうというのを

漂わせる、ここが仕事のすばらしいところじゃ

ないかなと思うんです。ですから、こういう職

をつくりながら、現場でお互いに子供をどう育

てるかというところが一番大事なところであっ

て、例えば子供が卒業して、「先生、ありがと

う」と言えるような、教師には出世は無縁なも

のであるという、言い過ぎかもしれませんけれ

ども、そういう思いがあって、やっていかれた

ほうがいいんではないかなと思います。要望に

しておきます。

最後に、県道岩戸延岡線の道路拡幅について

お尋ねをいたします。

これは２～３年前、同じ質問をしているわけ

ですが、道路が拡幅されないまま、20～30メー

トルそのまま残っておるところがまだありま

す。ここについて、今後の取り組みについてお

伺いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 岩戸延岡線柚

木地区の未改良、約70メーターにつきまして

は、道路線形が悪くて、交通安全確保の観点か

ら整備が必要であるというふうに考えておりま

す。しかしながら、当区間につきましては、共

有地があり、かつ相続が発生していることなど

から、用地取得が―これまでもやっておりま

すけれども―なかなか難航している状況でご

ざいます。このため県としましては、地権者を

含む地元関係者ともさらに協議を進めながら、

さまざまな観点から整備について検討してまい

りたいと存じます。

○太田清海議員 さまざまな観点からというこ

とであります。私も初めてそういう言葉を聞く

ものですから、さまざまな観点からというの

は、今まではそこを通さないかんということで

頑張っておるんですが、何かほかにもいろんな

角度からという意味にとらえてよろしいんで

しょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 当該区間の整

備手法につきまして、なるだけ実現可能な方策

を検討したいということでございます。

○太田清海議員 わかりました。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） 傍聴席が寂

しくなりましたが、頑張っていきたいと思いま

す。きょうは最後でありますので、いろんな質

問、重なると思いますが、確認の意味も含めて

通告どおり質問させていただきたいと思いま

す。

社会経済情勢が刻一刻と変化していく中で、
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時間の経過が特に速くなっているような気がい

たします。中国でオリンピックが開催され、投

機マネーに踊らされた石油高騰、さらにはアメ

リカのサブプライムローン問題に端を発した世

界の金融市場は大きく混乱し、私たちの日常生

活に大きな影響を及ぼしつつあります。国内に

おいては、事故米や中国の輸入食品の問題な

ど、食の安全が脅かされる事件が頻発し、また

景気が徐々に冷え込んでいく中、麻生内閣が誕

生し、安心実現のための緊急総合対策として補

正予算が成立し、追加の補正予算が検討されて

いるところであります。これらの対策が有効に

機能していくためには、これまでにも増して県

や地方の役割が重要であり、国の政策や施策に

対して物の言える強い地方になっていくことが

重要であると考えております。

知事の政治姿勢でありますが、いろいろ質問

がありました。次期衆議院選挙の時期がはっき

りしなくなってきておりますが、国政に対する

知事のお気持ちを改めてお聞かせください。

知事は、「宮崎をどげんかせんといかん」と

いう志と意気込みを持ってその改革に取り組ま

れ、一定の実績は見えてきておりますが、厳し

い社会情勢の中で、本県がこれまで抱えてきた

基本的な課題が解決したというものはないので

はないでしょうか。景気・雇用、過疎化の進

展、農林水産業・商工業の活性化、企業の誘致

など、まさに厳しい状況であります。このよう

に県の課題は山積し、これからの日本の歩むべ

き方向さえ見えてこない中で、国に対して物の

言える力のある知事こそ、今まさに地方にとっ

て必要なのではないでしょうか。宮崎県の知事

として地方を引っ張り、権限と財源の充実が図

られる真の地方分権の実現のためにも頑張って

いただきたいと思います。改めて知事のお考え

をお聞かせください。

次に、来年度の財政の見通しであります。知

事は、政府が開催する行政支出総点検会議、い

わゆる「無駄ゼロ会議」に参加されておられま

すが、どのような立場で参加され、その中でど

のような発言をされてきたのか。また、先般、

指摘事項の取りまとめが行われ、公表されまし

たが、これをどう評価されているのでしょう

か、お聞かせください。

国の会議や全国知事会等に出席され、来年度

の景気等の状況を知事としてどのように感じ、

見通しておられるのでしょうか、伺っておきま

す。

国の予算の見通しであります。国の来年度の

概算要求は出そろっていますが、エネルギー対

策や福祉予算の増加などが見込まれているとこ

ろであります。予算編成を進める中で、地方交

付税など県に大きな影響を及ぼす予算について

どのように分析しておられるのか、総務部長に

伺います。

地方交付税は地方の基幹的な財源であります

から、総額の確保が何より重要でありますが、

そのような議論とは別に、基本的な部分でおか

しくなってきているのではないでしょうか。そ

れは、ここ数年、地方公共団体の財政状況が厳

しい中で、各県や市町村が独自に削減できる単

独公共事業などが大幅に減額されてきました。

しかし一方では、社会福祉等の義務的な経費の

国庫負担は大幅に増加してきており、それに伴

う県や市町村の負担も、あわせて大幅に増加し

てきております。さらには、交付税で言います

と、県や市町村にとって役割の大きかった県単

公共や単独事業などが減少し、福祉予算に象徴

されるように、国の補助、裏の地方負担分だけ

が措置され、交付税全体はふえていないという
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ことでございます。したがいまして、交付税に

依存する地方は、ふやしたくても単独事業分は

ふやせず、各省庁が国庫補助として計上する分

の裏の負担、いわゆる県や市町村が義務的に負

担せざるを得ない額がふえてきているというこ

とであります。これでは、仮に交付税がふえた

と喜んでいても、実質的には何も変わらない。

これではまさに、地方分権どころか、地方交付

税に名をかりた中央集権化ではないかとさえ思

われます。地方の財源を保障し、地方団体間の

格差の是正に必要な交付税制度が悪いと言って

いるのではありませんが、地方公共団体のため

の制度に再度見直す必要があるのではないかと

考えるのであります。総務省出身の副知事とし

てどうお考えか、お尋ねいたします。

次に、重点施策であります。重点施策の中

に、新たにエネルギー対策が加えられておりま

すが、重点施策として取り上げられた理由と今

後の取り組みについて、知事にお尋ねします。

重点施策の中で、雇用創出・就業支援対策の

一つとして、農林水産業の雇用・就業の促進を

図ることとされておりますが、本県がこれから

生き残っていく上で最も期待され、力を入れて

いかなければならない農林水産業の振興が入っ

ていないわけであります。エネルギー対策も重

要でありますが、重点施策に入っていないのは

なぜでしょうか、県民政策部長にお尋ねしま

す。

次に、来年度予算の見通しであります。予算

編成方針には、「基金の取り崩しに頼らない持

続性のある財政構造への転換」とあります

が、20年度当初予算で280億円を超える基金を取

り崩しておられます。本当に基金に頼らない持

続性のある財政構造への転換のための具体的な

方策はあるのでしょうか、知事、お聞かせくだ

さい。

その上で、財政構造改革のプログラムでも、

平成22年度も基金を取り崩すこととなる計画と

なっており、収支は均衡していないように思う

のでありますが、いつまで財政改革を行うこと

となるのか。収支が均衡する計画を定め、具体

的な方策を早く出し、真の意味での持続可能な

収支の見通しを作成し、県民に安心を与えるべ

きではないでしょうか、総務部長、お尋ねいた

します。

次に、地域振興のあり方についてお尋ねいた

します。

従前の国土総合開発法の抜本改正により、平

成17年に国土形成計画法が制定されました。本

計画は、新しい国土像として、多様な広域ブ

ロックが自立的に発展する国土を構築するとと

もに、美しく暮らしやすい国土の形成を図るこ

ととし、その実現のための戦略的目標、各分野

別施策の基本的方向等を定めるものでありま

す。この計画は、今後の九州圏域のあり方を示

す指標となるものであり、九州ならではの計画

を策定する必要があります。また、道州制が議

論される今日、九州の中でどう宮崎を打ち出し

ていくのかもアピールする必要があると思いま

す。現在の「九州圏広域地方計画」の策定状況

並びにこの計画の中の宮崎の位置づけ、またど

のように位置づけしていかれるのか、知事にお

伺いいたします。

次に、県南地域の振興について伺います。

県南地域は、近年、県北部・県西地域の振興

に比べ、観光振興、産業振興の面からおくれて

いると感じております。その上、県南地域にお

いては、高校の統廃合や地域の核となる公共施

設の廃止など、厳しい環境となっており、ます

ます疲弊していくことが予想されます。県南地

平成20年12月10日(水)



- 296 -

域の産業等の振興について今後どのように進め

ていこうと考えておられるのか、知事に伺って

おきます。

次に、県南地域は、やはり農林水産業の振興

を図ることが最も大きな課題と考えます。しか

し、どの部門も大変厳しい状況にあることは、

言うまでもないことであります。県南に限らず

本県農業は、昭和35年に策定された宮崎県防災

営農計画に基づいて進められてきました。取り

組みを始め50年が経過しようとしており、早期

水稲を初め、施設園芸など大きな成果があった

と考えます。しかし、近年の温暖化、一方では

化石燃料を多使用する営農形態は、国際情勢の

影響を受けやすいので、長期的な視点でそのあ

り方を検討し、構造改革を進める時期に来てい

ると考えますが、農政水産部長のお考えを御披

瀝いただきたいと思います。

次に、中山間地域の振興について伺います。

今日、我が国には、おくれた地域、都市部に

比較して地域開発にハンディを負っている地域

の振興のための法制がたくさんあります。過疎

振興法を初め、山村・離島・半島振興法等々、

主なものだけで10本以上の法律があり、地方の

振興を目指しております。そこでまず、知事に

伺っておきたいのであります。お手元の資料を

見ていただきたいと思います。少子化等による

人口の自然減少もありますが、本県の中山間地

域に位置する多くの市町村では、過疎・山村・

半島・離島振興法等によって、過去多様な事業

の取り組みがなされてきました。過疎法に基づ

く事業だけでも今日までに２兆2,800億円余の巨

費が投じられたにもかかわらず、過疎に歯どめ

をかけることはできなかったということを、知

事としてどうとらえていらっしゃるんでしょう

か、お聞かせください。

人は、ひとり住まいになっても、集落の戸数

が減り寂しい状況になっても、元気なうちは長

年住みなれた土地から離れられないものであり

ます。どんなに集落が小規模・高齢化となって

も、現状での集落対策というのも取り組まなけ

ればならないと考えます。すなわち、住民の生

活維持ができるような仕組みを考えていく必要

があります。それが地域の願いでもあり、人が

住み続けることで守られる、かけがえのないも

のであるということであります。特に中山間地

域では、小規模・高齢化した集落もふえており

ます。そうした中で、持続、維持存続が困難な

集落が続出してくる、そういった状況の中で、

新たな政策目標をつくり、暮らしやすい中山間

地域の形成に向けて取り組む必要があると考え

ます。県民政策部長のお考えをお聞かせくださ

い。

次に、地域振興という視点から、出先機関の

再編について伺います。

出先機関の再編については、平成19年６月に

策定された「宮崎県行財政改革大綱2007」の経

営改革の中で、「本庁と出先機関が適切に役割

を分担することにより、限られた人材を有効に

活用し、簡素で効率的な組織体制の整備を図る

こと」となっております。特に出先機関につい

ては、「市町村への権限移譲を行っても、なお

県が行うべき業務のうち、現地・現場性の高い

ものや住民サービスの向上につながるものを担

うもの」と書かれております。また、土木事務

所の統合再編については、道路交通網の整備や

情報通信技術の進展を踏まえ、宮崎地域、日南

・串間地域、西都・児湯地域の土木事務所の統

合再編について検討するということであり、昨

年11月に、県内３地域の土木事務所を平成22年

４月に統合再編する案が示されました。しか
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し、県民のニーズが高度化、多様化する中、県

民の期待にこたえる県政を展開するために、県

民、いわゆる地域住民の視点に立った企画実践

型の行政組織へと転換していくことが求められ

ていると考えます。

このような意味から、出先機関の再編に当

たっては、今回のような部分的な統廃合を行う

のではなく、他県が導入している、各地域ごと

に総合的に県行政を担う、いわば各部門の出先

機関を統合し、総合事務所にするという考え方

を検討し直す必要があるのではないでしょう

か。組織が大規模になることに伴う組織管理上

の問題や、各部門によって所管区域が大きく異

なることで、総合事務所すべてに同じ機能が与

えられないこと等の課題もあると言われており

ますが、他県の実例を見ても、そのような影響

はないのではないかと思います。やはり時間を

かけ、十分検討し、断片的に土木事務所を統廃

合するだけでなく、最終的には地域重視型の組

織、総合事務所方式にすべきではないかと考え

ますが、知事の御所見を伺います。

また、土木事務所の統合再編が示された後、

議会に対し、「高鍋土木事務所存続に関する請

願」及び「串間土木事務所の存続に関する請

願」が提出され、現在、委員会で継続審査中で

あります。特に串間土木事務所については、串

間市内に残る唯一の県行政機関であり、廃止さ

れることになると、国道448号を初めとする主要

地方道の災害時の対応、港湾・漁港等の整備、

河川改修などの生活基盤の促進、また災害対策

などの緊急時に求められる迅速かつ的確な対応

ができなくなり、市民の安全・安心を確保する

観点からも心配であります。県土の均衡ある発

展や地域間格差の是正を行うことが行政として

の務めであり、かつ県民として、ひとしく行政

サービスを受ける権利もあるはずであります。

出先機関の再編について見直すとともに、串間

土木事務所の存続はできないのか、総務部長に

伺いまして、壇上からの質問を終わります。

以下、質問者席から質問を続行いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国政等についてであります。私は、地方の活

性化というのは、地方と国が力を合わせて、車

の両輪となってやっていかなければならないと

認識しております。そして、私が知事を志しま

したのは、地方の立場で尽力したいという気持

ちがあったからでございます。また、地方の活

性化を図るためには、地方への権限移譲ととも

に税源移譲を積極的に行い、真に実効性のある

地方分権を推進し、分権型社会の構築を図る必

要があると考えております。このため、無駄ゼ

ロ会議を初め、さまざまな場面で、いわば地方

の代表として、地方の実情や意見を訴え続けて

きたところであります。今後とも、本県の発

展、さらには地方の活性化を目指して、与えら

れた任期の一日一日を県民の皆様との約束を果

たすため、誠心誠意努めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、国の行政支出総点検会議、いわ

ゆる無駄ゼロ会議についてであります。この会

議では、行政支出の無駄の根絶を図ることを目

的に、公益法人への支出や特別会計の支出など

について集中的な審議を行ってまいりました。

私は、宮崎を初めとした地方の代弁者として出

席してまいりましたので、国をはるかに上回る

地方の行革努力の実態や、本県が実施している

毎年の事務事業見直し、公社等改革などについ

て、その手法や成果といったものを踏まえなが
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ら、国の支出のあり方に対して意見を申し述べ

てきたところであります。

去る12月１日に、当会議の指摘事項が決定さ

れましたが、公益法人への支出の37％、約3,500

億円削減や、特別会計の見直し、広報経費・委

託調査費等、行政経費の削減など、当初の目的

はおおむね達成した内容になったのではないか

と思っております。このような中、交付税及び

譲与税配付金特別会計について、地方交付税の

削減につながりかねない表現がありましたの

で、その削除を求めて、地方の立場から強く意

見を申し上げ、議論をしてまいったところであ

りますが、最終的に私の意見が受け入れられな

かった部分があったことは、非常に残念に思っ

ております。年末には、来年度の政府予算案が

示される予定になっております。この会議の提

言が的確に反映されたものとなるよう、また無

駄ゼロの取り組みが継続的に行われるよう、今

後とも注視してまいりたいと考えております。

続きまして、来年度の景気の見通し等につい

てであります。世界的な金融危機や原材料価格

の高騰等の影響を受け、株価の低迷や円高の進

行、輸出の減少などにより、全国的に投資や消

費の減退、企業の雇用の抑制・削減などの動き

が強まっており、地域経済を取り巻く状況は厳

しさを増してきていると感じております。県内

経済への影響につきましても、自動車生産台数

の減少に伴う関連製造業者の受注減、一部企業

における採用予定者数の抑制・削減、円高ウォ

ン安による韓国人観光客の減少などの形であら

われてきており、県内経済も予断を許さないも

のと認識いたしております。このように、我が

国の景気は非常に厳しい状況にあり、来年度の

見通しとしても深刻な状況が続いていくものと

考えております。

続きまして、環境エネルギー対策についてで

あります。地球温暖化対策が注目され、また原

油価格高騰が経済問題となっている中で、人と

自然が共生する社会の実現や脱石油化に向け

て、本県の地域特性を生かした、環境に優しい

新エネルギー等の普及促進を図ることを目的と

して、平成21年度の重点施策の一つに環境エネ

ルギー対策を掲げたところであります。今後の

取り組みにつきましては、現在、鋭意検討を

行っているところでありますが、例えば、全国

トップクラスの日照時間というすぐれた自然条

件を生かした太陽光発電の推進や、バイオマス

資源の活用、省エネルギーの取り組みなどを通

して、新しいイメージの「太陽と緑の国みやざ

き」の創造を全国に発信してまいりたいと考え

ております。

財政改革についてであります。「宮崎県行財

政改革大綱2007」の財政改革プログラムにおき

ましては、短期的には、多額の収支不足を圧縮

する対策を集中的に実施し、中長期的には、県

債残高を減少させるとともに、持続的に健全性

が確保される財政構造に転換することを基本的

な考え方としております。このため、まずは多

額の収支不足を圧縮する対策を着実に実行して

いくことによりまして、基金取り崩しに頼らな

い持続性のある財政構造への転換を図ってまい

りたいと考えております。

九州圏広域地方計画についてであります。九

州圏広域地方計画は、九州における国の機関の

長及び九州各県の知事等を委員とする九州圏広

域地方計画協議会において検討を進めており、

去る10月14日に開催された協議会において、

「中間整理」が取りまとめられたところであり

ます。

この計画は、九州全体としての発展方向を示
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すもので、各県ごとの位置づけを明確にするも

のではありませんが、現在、計画を推進するた

めのプロジェクトとして、フードアイランド・

観光アイランドの形成や、地球環境に優しいエ

ネルギー先進圏の形成などが検討されており、

今後の展開において、豊富な農林水産資源を生

かした食料供給基地の確立や、全国有数の日照

条件を生かした太陽光発電の普及促進など、本

県の強みや特色が十分反映されるよう働きかけ

てまいりたいと考えております。

過疎地域対策に対する評価についてでありま

す。いわゆる過疎法に基づく対策により、過疎

地域における社会資本の整備は着実に進展する

など、一定の成果を上げてきたところであり、

この対策がなければ、過疎地域はもっと深刻な

状況になっていたのではないかと考えておりま

す。また、道路などの基本インフラの整備に

よって、まさに今後の過疎地域振興の大きなテ

ーマであります「都市との交流」等の基盤づく

りにも寄与してきたものと考えております。私

は、国、地方を問わず、財政状況が深刻さを増

す中で、今後は、これまでの過疎地域への投資

を無にすることなく、いかに活用し、それを地

域振興につなげていくかが問われてくると考え

ております。いずれにしましても、急速な少子

高齢化の進展など、現在の過疎地域を取り巻く

環境は依然として厳しいものとなっており、県

といたしましても、引き続き積極的に支援して

いくことが必要であると考えております。

出先機関の再編についてであります。極めて

厳しい財政状況の中で、持続的、自立的な行財

政システムを構築していくためには、徹底した

事務事業の見直しはもとより、職員数の削減

や、より簡素で効率的な組織体制の整備など、

やれることはすべてやらざるを得ない状況にあ

ります。また、地方分権の進展などにより、市

町村の権限が拡大しており、地域住民に身近な

行政は、できる限り市町村が担っていくことが

求められております。このようなことを踏ま

え、行財政改革大綱2007におきましては、県の

行政組織については、政策立案業務など全県的

・専門的視野に立った業務は本庁で担い、出先

機関においては、現地・現場性の高い業務等を

担うという役割分担のもと、簡素効率化を図る

こととしたものであります。出先機関につきま

しては、総合事務所化するという考え方もあり

ますが、組織が大規模になることに伴う組織管

理上の課題等がございます。このため、出先機

関の再編につきましては、部門内の関係機関相

互の一層の連携強化、現場に必要なマンパワー

の確保等を図ることとし、本年度の組織改正で

一部実施したところであります。

県南地域の産業の振興についてであります。

県南地域におきましては、広く知られておりま

すように、野生馬で有名な串間市の都井岬や、

特産品であるカンショ「宮崎紅」、昔ながらの

城下町の風情を残す日南市の飫肥、北郷町の猪

八重渓谷の森林セラピー基地、近海・遠洋漁業

基地を擁する南郷町など、歴史や自然にはぐく

まれた貴重な地域資源がたくさんあり、産業振

興に向けたポテンシャルが非常に高いと考えて

おります。また、産業の振興を図っていくため

には、さまざまな条件が考えられますが、中で

も、本県にとって九州で最もおくれている道路

整備の問題は、産業の活性化はもちろんのこ

と、観光・交流や地域づくりの面からも非常に

重要であります。このようなことを踏まえ、ま

ずは、産業振興の基盤として重要な東九州自動

車道の整備促進を図るとともに、第１次産業を

初めとする地域の特色を生かした産業の振興、
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魅力ある観光地づくりや地域づくりなど、県南

地域の市町村や住民の皆様と一緒に知恵を出し

合いながら、県民総力戦で取り組んでまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方交付税制度についてであります。議員御

指摘のとおり、地方交付税制度を取り巻く状況

は大変厳しさを増しておりまして、社会保障関

係の国庫補助事業や公債費等の義務的経費の増

加要因がある中で、また新たな制度の創設や制

度改正に伴う地方の負担増なども生じておりま

す。また、そもそも国、地方を通じた危機的な

財政状況におきまして、財政健全化を図るため

の指針、いわゆる骨太方針におきまして、給与

関係経費や地方単独事業など、地方におきまし

ても、国の歳出削減と歩調を合わせて歳出の抑

制を図るという方針が示されているところであ

ります。一方、このような状況におきまして

も、地方の声を踏まえて、その時々に応じた地

方公共団体に配慮した方針決定、また見直しが

なされており、例えば地方交付税の現行の法定

税率を堅持することであるとか、行政改革に積

極的に努力している団体や地方税収の伸びが余

り期待できない団体に対する配慮として、「頑

張る地方応援プログラム」に基づく措置が講じ

られるとともに、新たに特別枠として地方再生

対策費が盛り込まれるなど、地方活性化に必要

な歳出も計上されているところであります。ま

た、地方の意見をより的確に反映するための意

見の申し出制度というものも平成12年度から創

設され、本県におきましても、新直轄高速道路

に係る算定費用の見直しが認められ、需要の上

積みが認められたというようなこともございま

す。国に対しまして、引き続き、地方交付税総

額の復元・充実はもとより、義務的経費や地方

の振興・発展の経費など、今後増加が見込まれ

る地方の財政需要が的確に交付税に反映される

ような要望を行い、制度の見直しを促してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、重点施策のテーマと農林水産業の振興

についてであります。平成21年度の重点施策に

つきましては、新みやざき創造戦略の中で、特

に重要性、緊急性がある課題や社会経済情勢の

変化に伴う新たな県民ニーズなど、喫緊の課題

の中からテーマを選定しており、雇用創出・就

業支援対策、中山間地域対策、子育て・医療対

策、環境エネルギー対策の４つを掲げたところ

であります。本県農林水産業は、農業産出額が

全国５位となるなど、まさに本県の基幹産業で

あり、従来から、そのさらなる振興のため、さ

まざまな施策の展開を図ってきているところで

あります。今後とも、その重要性を踏まえ、新

みやざき創造戦略に位置づけております、みや

ざきブランドの確立や、大都市等への販路の拡

大、担い手の育成確保などに積極的に取り組

み、引き続き、その振興・発展に努めてまいり

たいと考えております。

次に、暮らしやすい中山間地域の形成に向け

た取り組みについてであります。中山間地域の

深刻な状況を考えますと、その対策は喫緊かつ

重要な課題であります。したがいまして、県で

は、中山間地域対策を重点施策に位置づけると

ともに、その対策は各部局広範にわたることか

ら、知事を本部長とする中山間地域対策推進本

部を設置し、統一的な政策目標のもとに総合調

整を図りながら、取り組んでいるところであり

平成20年12月10日(水)



- 301 -

ます。今後の施策展開といたしましては、住民

の意向を踏まえた集落の活性化の取り組みを推

進するとともに、医療・生活交通等の住民の日

常生活の維持・充実、また農林業を初めとする

産業の振興、さらには都市との交流の推進等が

重要であると認識しており、それらの課題を重

点的に推進することによって、暮らしやすい中

山間地域の形成を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、地方交付税等の見込みについてでご

ざいます。地方交付税につきましては、国の概

算要求において、全国ベースの配分額で今年度

より6,000億円、3.9％少ない14兆8,000億円と

なっており、地方税等と合わせた一般財源総額

でも0.6％の減となっております。三位一体の改

革から、なお引き続く地方交付税の減少、さら

には社会保障費の増加によりまして、大変厳し

い財政運営を余儀なくされている地方公共団体

は、さらに厳しい状況に置かれるものと懸念さ

れるところでございます。なお、地方交付税の

総額等につきましては、今後、経済情勢の推移

や税制改正、国の予算編成の動向等を踏まえて

決定されることになりますので、今後の国の動

向を注視するとともに、九州知事会、全国知事

会とも連携しながら、地方交付税の総額確保等

について強く要望してまいりたいと考えており

ます。

次に、財政改革についてであります。収支が

均衡する予算、すなわち財源調整のための基金

に頼らない財政運営を行うためには、毎年度発

生している多額の収支不足をゼロにする必要が

ありますが、これを一度に解消を図るというこ

とになった場合に、県民生活への多大な影響が

予想されたため、財政改革プログラムでは、４

年間累計で600億から700億円の収支不足の圧縮

を目標とするとともに、これまで累増してきま

した県債残高を減少に転じさせるための取り組

みを進めているところであります。本県最大の

歳入財源である地方交付税や、景気の影響を受

けやすい地方税収が当初の見込みより減少した

ことなどによりまして、計画からずれてきてい

る面もありますが、今後とも、収支不足の圧縮

と、持続的に健全性が確保される財政構造への

転換を目指しながら、財政改革プログラムを着

実に推進いたしますとともに、状況によって

は、さらなる取り組みについて総合的に検討し

てまいりたいと存じます。

最後に、土木事務所の再編についてでありま

す。土木事務所の再編につきましては、関係す

る地元の皆様からいろいろな御意見をいただい

ているところでございますが、厳しい財政状況

のもと、限られた人材や財源を有効に活用する

ためには、組織の見直しは進めざるを得ないと

考えております。再編に当たりましては、土木

事務所の担うべき役割を十分踏まえまして、県

土整備部と連携しながら、引き続き、しっかり

とした対応ができるようにしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県農業の構造改革についてであります。本

県農業は、原油・飼料価格高騰などの影響を受

け、厳しい経営環境に直面するとともに、地球

温暖化の影響も懸念されております。このよう

な中で、農家経営の安定向上を図るためには、

中長期的な視点に立って、国際情勢の影響を受

けやすい重油や穀物飼料等への依存度の低減

や、自然環境等の変化に対応した取り組みが大
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変重要であると考えております。このため、輸

入資源に依存した生産構造の改革を目標に、施

設園芸では、木質や畜ふんのペレット等を活用

した脱石油型エネルギーへの転換、畜産では、

飼料米やエコフィードなど、国内資源を最大限

に利用した飼料自給率の向上などに積極的に取

り組んでいるところでございます。さらに、県

では本年度、温暖化研究センターを設置し、産

業界や大学等とも連携した調査検討を行ってい

るところであります。今後とも、本県農業が抱

える担い手の確保等を含めた幅広い課題をしっ

かりととらえ、農業者の所得向上を基本に、良

質かつ安全・安心な農産物を安定供給できる農

業構造の構築に努めてまいりたいと存じます。

以上であります。〔降壇〕

○野辺修光議員 御答弁ありがとうございまし

た。

知事の国政に対する明確な答弁がもらえな

かったんですが、何回も聞かれましたので、そ

ういう姿勢だと思っております。私としては、

衆議院選に絞ったわけでありまして、知事は出

られる可能性もあるというとらえ方をしている

んですが、そういう理解でよろしいでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 地方を活性化する、

宮崎を発展させるという大命題が私の政治課題

でございますので、それに向けて今は、与えら

れた一日一日を県知事の職責を全うするべく努

力しなければいけないと、意を新たにしている

ところでございます。

○野辺修光議員 わかったような、わからない

ような答弁だと思います。知事に地方交付税の

ことを聞いてみたいんですが、国がやるべきこ

とは国がやっていく、地方がやるべきことは単

独事業を含めて地方がやる、その分の財源措置

はきちっと措置する、そのことによって地方の

活力が生まれてくると思うのであります。国に

縛られた交付税がふえても意味がない。交付税

の確保はもちろんでありますが、交付税のあり

方について、知事会等の力を合わせて国民に訴

えていく必要があると思いますが、いかがで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方交付税に関する

主張・提言等につきましては、これまでも、全

国知事会を初め地方六団体等と連携をとりなが

ら、国に対して総額の確保とか機能の強化を強

く要望してきたところでございます。財源調整

機能と財源保障機能を一体として果たす地方交

付税の必要性やあり方等につきましては、国と

地方を通じた税源配分や、地方消費税の充実を

含む税体系の抜本的な改革など、地方税財政制

度全般に関する課題も含んでおりますことか

ら、今後とも、県民の皆様はもとより、県議会

や全国知事会等と一体となって、幅広く訴えて

まいりたいと考えております。

○野辺修光議員 知事に再度伺いたいのであり

ますが、予算編成の方針であります。本県の景

気・雇用状況は、他県に増して大変厳しいと

思っております。緊急を要する景気・雇用対策

には、やはり何といっても公共事業の投資が効

果的と考えるのでありますが、災害が少なくて

多額の決算残が見込まれるようなとき、国の補

助公共事業にとらわれない本県単独事業費の上

乗せを図ることも必要と考えます。これが、ま

さしく知事の予算に取り組む政治姿勢だと思い

ますが、英断できないものか、伺っておきま

す。

○知事（東国原英夫君） 現下の本県財政は、

三位一体の改革により大幅に削減された地方交

付税は減少を続けており、また、基金残高も平
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成22年度当初予算の編成に支障が生じかねない

状況となっておりますことから、財政改革プロ

グラムに基づく収支不足の圧縮に着実に取り組

むことが肝要かと思っております。しかしなが

ら、県内景気の現状は十分認識しておりますの

で、厳しい財政状況であることを踏まえなが

ら、選択と集中の理念のもと、重点施策の推進

のほか、社会経済情勢の変化、新たな県民ニー

ズ等に的確に対応してまいりたいと考えており

ます。また、国におきましては、現在、景気の

後退等への対策等として、２次補正予算の検討

が進められておりますので、その動向を見きわ

めながら、財政健全化とのバランスを図った上

で、本県の景気対策として有効活用できるよ

う、その対応について総合的に検討してまいり

たいと考えております。

○野辺修光議員 知事、財政健全化も大事なこ

とでありますが、いつも言われておりますよう

に、県財政は健全化されても、県民生活が破綻

してしまったのではどうしようもない。企業の

倒産も続いているような状況でありますので、

この非常時を乗り切るためには、景気対策を優

先させる国の施策に連動して、緊急的に県債を

発行してでも公共事業に取り組んで、景気・雇

用対策を行うべきだ。これが知事に課せられた

政治決断、政治姿勢だと思うのですが、そうい

う決断はできないんでしょうか、お尋ねいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 補助事業というの

は、御案内のように50％は補助で来るんですけ

れども、その残りの50％の半分、約25％が県債

を認められるとするなら、その残りの25％は

キャッシュ、現金をそろえなきゃいけないとい

うことでございまして、その現金がないという

のが今の実情でございます。県債の発行に伴っ

て必要となる一般財源の状況や将来負担の増加

を考慮しますと、現時点では、県債発行による

公共事業の追加実施には、当面、慎重にならざ

るを得ないと考えております。なお、国におき

まして、景気の後退等への対応策として約27兆

円の２次補正予算の検討が進められております

が、この中には、インフラ整備などの財源とな

る総額6,000億円の「地域活性化・生活対策臨時

交付金（仮称）」の措置も盛り込まれているよ

うでありますので、その内容と成立時期につい

て、国の動向を見きわめながら、財政健全化と

のバランスを図った上で、本県の景気対策とし

て有効活用できるよう、その対応について総合

的に検討してまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 総務部長にお尋ねしますが、

毎年毎年、県単公共を削減して、来年も95％と

した理由を教えていただきたい。

○総務部長（山下健次君） 公共事業のシーリ

ング率につきましては、第１期の財政改革推進

計画に基づくシーリングが対前年度比30％減で

あったことも念頭に置きながら、閣議決定をさ

れた基本方針2006におきまして、地方単独事業

については、国の取り組みと歩調を合わせるこ

ととされたことも踏まえ、前年度当初予算の財

源のうち、県債充当前の一般財源額の95％を上

限としたところでございます。なお、直轄事業

負担金のうちの新直轄分、さらに県単公共事業

の維持管理経費につきましては、所要額を計上

することといたしておりますので、公共事業全

体の実質的なシーリング率は、最終的にはこれ

を上回るものと考えております。

○野辺修光議員 次に、県南地域の振興につい

て、商工観光労働部長にお尋ねしてみたいと思

います。県南地域の振興については、知事から

総括的に答弁いただいたわけでありますが、雇
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用の場も県南地域は少ない、したがって、求人

倍率も低いわけであります。企業誘致も大変厳

しい状況でありますけれども、それでも特段の

県の努力によって、県央、県北あるいは県西地

域にはそれなりの企業の誘致ができておると思

うのであります。もちろん市町村とか、そうい

う独自の努力も必要でありますし、いろんなイ

ンフラの整備も条件があろうかと思っておりま

すけれども、県南地域への企業誘致に対する県

の誘導も大事ではないかと思います。そのあた

りの考えについてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

につきましては、地域経済の振興と雇用の拡大

に大きな効果が期待できますので、県といたし

ましては、県内各地域において立地が進むこと

が望ましいというふうに思っております。この

ため18年度には、県と地元市町で構成する県南

地区企業立地促進協議会を設置しまして、企業

立地に係る情報交換等を行ってきておりますけ

れども、本年７月と10月には、関係市町と合同

で、工業用地等の現地調査を行っております。

引き続き、市や町と連携しまして、地域の特性

を生かした企業誘致に努めてまいりたいと思っ

ております。

○野辺修光議員 もう一点伺いたいと思いま

す。県南の観光振興、日南海岸国定公園の中で

青島、堀切峠、サボテン園、鵜戸神宮、海岸線

を経て都井岬、いわゆる観光のシンボルであっ

たわけであります。道路の整備は大変喜ばしい

ことでありますが、これらが国道からちょっと

離れてしまったということで、日南海岸の観光

振興をまた見直す必要があるんじゃないかと

思っております。この点どうお考えでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日南海岸

でありますけれども、この地域は、青島や鵜戸

神宮、都井岬など、本県を代表する観光地が多

数ありまして、本県の観光振興を図る上で非常

に重要な地域であるというふうに認識しており

ます。また、この地域におきましては、さまざ

まな団体が地元住民や行政と一体となり手づく

りイベント等を実施するなど、地域ぐるみの活

動が活発に行われておるとともに、マリンスポ

ーツなど新たな観光資源を生かした観光地づく

りが進められております。昨年の観光動向調査

によりますと、この地域の主要な観光施設のほ

とんどで入り込み客が増加したところでありま

すが、県といたしましては、引き続き、日南海

岸地域の魅力を県内外に広くＰＲいたしますと

ともに、各地で行われている観光地づくりの取

り組みを積極的に支援していきたいと思ってお

ります。

○野辺修光議員 次に、農政水産部長に伺って

みたいのであります。栄養表示の問題でありま

すが、商品づくりに取り入れると、消費者に安

全・安心、健康によい食品としてアピールする

絶好の材料だと思うのであります。県では、こ

の調査に対する取り組みはなされております

が、この成果を踏まえて、どう活用していこう

とされておるのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 健康維持や病

気の予防などに役立つベータカロチン等の機能

性成分の分析につきましては、平成17年度から

本県産のピーマン、キュウリ、トマトなど11品

目について取り組んでまいりました。この結

果、ピーマンにおいて、国の「日本食品標準成

分表」の値に比較して、年間の平均値でベータ

カロチンが1.5倍、ビタミンＣが1.4倍多く含ま

れているというデータを得ております。これら

の成果を食品に表示する場合には、消費者に誤
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解を与えることのないよう、景品表示法などの

関係法令に基づく慎重な対応が必要となりま

す。現在、この機能性成分の情報提供の方法等

につきましては、国において検討を行っている

というふうに伺っておりますので、この動向を

踏まえつつ、農業団体や関係取引先とも協議し

ながら、県産青果物の有利販売への活用を検討

してまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 もう一点伺いたいのでありま

すが、漁業の問題であります。燃油高騰、不漁

あるいは魚価安ということで大変厳しい状況に

ありますが、県南に限らず本県の漁港は、一部

を残して、県の努力によってかなり高水準の整

備がなされてきております。したがって、今後

は、資源保護、つくり育てる漁業という面か

ら、漁場の整備にシフトすることが大事ではな

いか。そうすることによって大きな成果が生ま

れてくると思いますが、農政水産部長のお考え

をお聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年、漁港に

おきましては、防波堤や岸壁等の老朽化が進む

とともに、浮き桟橋や防風さく等の作業環境改

善対策、さらには高潮対策が必要とされており

ます。このため、防波堤等の整備率は、平成19

年度末で約96％となっておりますが、引き続

き、計画的に整備を進めていく必要があると考

えております。また、本県の沿岸地形は単調

で、天然の漁場に恵まれていないという条件の

もとで、漁業を持続的かつ効率的に営んでいく

ためには、漁場の造成が大変重要であると考え

ております。このため、広域漁場整備計画に基

づきまして、平成14年度から、日向灘の沿岸か

ら沖合までの一体的な漁場整備に努めていると

ころでございます。さらに、今年度から、海底

の栄養豊富な海水を利用した新たな魚礁の検討

など、より効果的な漁場の整備にも取り組むこ

とといたしております。今後とも、地元と十分

な調整を図りながら、漁業生産力の向上に努め

てまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 環境森林部長に伺います。林

業振興につきましては、今はグローバルな視点

から考えなくてはなりません。本県林業のう

ち、県北の耳川流域の林業については、中国木

材の進出計画により、一定の方向が見えてきた

と思います。しかし、歴史ある飫肥林業として

の県南林業に対して、中国木材の進出計画はど

のような影響、また効果をもたらすのか、ある

いは今後、飫肥林業をどのような方向に持って

いくかということを伺ってみたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材株式

会社が使用する原木は、既存の原木市場等を活

用して、県南地域も含めた県内一円からの集荷

が計画されておりまして、安定的な木材需要が

見込まれております。このため、施業の集約化

や植栽未済地の解消などを行うとともに、林業

担い手の確保育成や効率的な生産を行うための

基盤整備など、安定した原木供給体制づくりを

着実に進めていくことが必要であると考えてお

ります。県南地域は、飫肥杉造林地としての長

い歴史と、豊富な杉資源を有する重要な地域で

ありますので、今後とも、林業の活性化が図ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 次に、県民政策部長に伺って

みたいと思います。高規格道路の都城志布志道

路は、志布志港を拠点として、都城・北諸を結

ぶ物流道路であります。日南から宮崎までの高

速道の整備が進む中、県境、県域の壁を乗り越

えて、南九州一帯の中核国際港湾―資料を見

ていただきたいと思いますが―に位置づけら

れている志布志港を拠点とする県南地域の物流
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対策を考えていくことが大変重要だと思います

が、部長のお考えをお聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 物流につきま

しては、本県産業の振興を図る上で大変重要な

課題となっております。低コスト、大量輸送が

可能な海上輸送へのモーダルシフトの推進が必

要だと考えておるところであります。御質問の

ありました志布志港の活用については、物流

は、地理的条件はもとより、貨物の種類、出荷

先、納品時間等、求められる輸送条件がさまざ

までありますので、南九州全体の物流という視

点から、本県の港湾を含め、それぞれの役割分

担のもとで活用されていくものと考えておると

ころであります。

○野辺修光議員 もう一度、中山間地域の問題

でありますが、中山間地域も地理的にいろんな

状況が違うわけでありまして、画一的な施策展

開は困難だと思っております。したがって、幾

つかに分けて、特に条件の厳しい集落、あるい

は小学校、個人商店は何とかあるような、市町

村の周辺部に当たるような地域、あるいはまた

中学校、スーパー、診療所等もあるような、あ

る程度人口が集積した日常生活の拠点となる地

域、あるいは市役所、病院、高校等もあるとい

う、かなり人口も集積した広域的な生活拠点と

なる地域、このように分けて考えて対策を打つ

必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今御質問がご

ざいましたように、中山間地域は、各地域、各

集落によって、その置かれている状況や課題は

さまざまであります。このため、その対策に当

たりましては、個々の集落等の置かれている現

状をしっかりと把握した上で、地元住民の意向

を踏まえつつ、その対策をきめ細かく実施して

いくことが必要であると考えております。

○野辺修光議員 もう一点伺います。中山間地

域対策は、県や市町村がそれぞれ対策を講じて

事業も実施してまいりましたけれども、なかな

かうまくいかない。むしろ悪化しているんじゃ

ないかとさえ思われますが、新たに設置された

県の中山間・地域対策室は、今年は調査が主で

あったと思うのでありますが、現状をどのよう

に分析し、来年度予算にどのように反映される

のか。あるいはまた、10年後、20年後、30年後

を見据えて対策を考えていく必要があると思い

ますが、部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 昨年度実施い

たしました集落調査の結果によりますと、冠婚

葬祭などの集落機能の維持に支障が出ている集

落が相当数認められるとともに、医療・福祉を

初め、日用品の購買、地域交通などの日常生活

の支援の重要性と、働く場所や機会の確保と

いった産業の振興のニーズが高いことが明らか

になったところであります。このため、今後の

中山間地域対策に当たりましては、今申し上げ

ましたとおり、集落の活性化、日常生活の維持

・充実、産業の振興、さらには都市との交流の

推進を柱として、短期的、中長期的な施策を

国、市町村と連携しながら、総合的に展開して

いきたいと考えております。

○野辺修光議員 ありがとうございました。

半島振興法とポスト過疎法については、黒木

議員からも出ましたので、時間の関係で飛ばし

たいと思います。

県土整備部長に伺いたいのでありますが、そ

の前に、先ほど知事の答弁にありました機構改

革ですが、現地・現場性の高い業務というのは

残すべきだということになっております。現地

・現場性の高い業務というのが、まさに土木事

務所じゃないかと思うのでありますが、現地・
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現場性の高い業務というのはどういうことで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 出先機関の担う現地

・現場性の高い業務とは、県民サービスにかか

わる窓口相談業務を初め、各種の普及事業や公

共事業の実施、防災への対応など、地域の中で

直接、業務執行を行う必要のあるものでありま

す。

○野辺修光議員 先ほど、土木事務所の件で総

務部長に答弁いただいたわけでありますが、串

間土木事務所は、道路、河川等の基盤整備や災

害時の緊急対応など、住民の安全・安心を確保

するため必要不可欠であると考えるわけであり

ます。土木事務所が再編されるということにな

りますと、県民の安全・安心という点から、い

ろんな支障が出てくると思うのでありますが、

県土整備部長、その辺についてのお考えをお聞

かせ願いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 土木事務所

は、道路、河川等の社会資本の整備や災害に強

い県土づくりなど、県民生活に直結した重要な

役割を担っております。また、県民の安全で安

心な暮らしを確保していく上で、昨今の異常気

象による豪雨等への対応が大きな課題となって

おります。このため、土木事務所再編に当たり

ましては、本県の大変厳しい財政状況等を十分

踏まえまして、県民への行政サービスの確保や

災害時への緊急体制のあり方など、県民の皆様

が安心して暮らしていける体制づくりについ

て、総務部と連携しながら検討しているところ

であります。

○野辺修光議員 どうも再編については、計画

どおりやっていくしかないというようなことで

あったと思います。議会に請願が出ておりま

す。後は、この請願の願意を了として、皆さん

方に採択していただくということが、一つの残

された手かなと思っておりますので、外山委員

長、よろしくお願いしておきます。

東九州自動車道の日南―志布志間の問題であ

ります。これは平成７年だったと思っておりま

すが、基本計画には志布志―串間間は早くなっ

たんです。そういう経緯もあるんですが、今の

ような状況であります。また、昨年ですか、示

された中期計画の素案で、「その必要性は認め

るが、一部は既存の道路を活用する」というこ

とは、どうしても私は承服できないのでありま

す。これらを含めて、今後どう取り組んでいか

れるのか、部長に伺ってみたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道の日南―串間―志布志間につきましては、昨

年11月に行われた高規格幹線道路の点検の中

で、議員御指摘のとおり、「４車線から完成２

車線相当の構造に見直しつつ、これに加え、円

滑な走行が可能な現道の一部を当面、活用する

など、構造・規格の見直しを行い、早期にネッ

トワークの機能を確保する」とされたところで

あります。県としましては、全線整備とされな

かったことには不満が残りますが、高規格幹線

道路のネットワークとして、整備の必要性等が

示されたところであり、早期ネットワーク確保

の観点からも、一定の評価をしたところであり

ます。しかしながら、先日、国土交通省から交

通需要推計の下方修正が示されました。また、

道路事業の評価手法の見直しのための検討が行

われているなど、本県の高速道路整備にとって

は、道路特定財源の一般財源化とあわせて、先

行き不透明な状況となっております。県としま

しては、今後とも、基本計画区間のままである

日南―串間―志布志間について、少しでも進展

が図られるよう、一般財源化の議論の動向を注
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視しながら、国や関係機関に強く要望してまい

りたいと存じます。

○野辺修光議員 今の答弁の中で、「しかしな

がら」というのが、私は非常に気になるんで

す。国土交通省の交通需要推計の下方修正、さ

らには道路事業の評価手法の見直しのための検

討、これはまさしく、もうつくらないというこ

とを言っているんじゃないかという気がするん

です。先ほど県民政策部長にもお尋ねしたので

ありますが、知事にも、「県南の地域振興のた

めには、東九州自動車道はどうしてもつくるべ

きだ」という答弁を、さっきいただいたわけで

あります。しかし、今、日南―志布志間の道路

建設については、暗礁に乗り上げていると思っ

ております。

私は都城志布志線をよく走るのであります

が、末吉から松山、４キロメートルのときはほ

とんど車が通っておりません。途中で１台会う

ぐらい閑散としておりました。それが有明まで

延びて８キロメートル、今は数十倍の交通量に

なっております。したがって、都城志布志道路

が完成した暁には激増すると思うんです。これ

はまさしく、県が好まなくても北諸・都城と志

布志港を結ぶ物流道路でありますし、物流対策

ができておると私は思います。したがって、日

南までは高速道路ができるように今も建設され

ておりますので、志布志―日南をクリアするた

めには―志布志港は御案内のとおり九州一の

中核国際港であります。したがって、鹿児島県

のものではありませんので、今はまた、宮崎港

に投資したような多額の投資でもって、多目的

国際ターミナル事業が進められております。平

成７年から始められておりますが、来春には一

部開港するということでありますので、また取

扱貨物量も数倍になると思います。やはり南九

州一帯を考えた物流といいますか、県南、県央

を含めて対策を考えていくということが、東九

州自動車道の日南―志布志間が暗礁に乗り上げ

ている問題を解決する大きな決め手になると思

うんです。これをぜひ県の施策の中に取り入れ

ていただいて、前向きに取り組んでほしいと思

うのであります。その点ひとつ、そういう面か

ら県土整備部長はどう考えていらっしゃいます

か。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路は、

全線がつながってこそ初めてその機能を十分に

発揮するものであります。日南―串間―志布志

間につきましても、沿線には、都井岬を初めと

する本県有数の観光資源や重要港湾である油津

港などがあり、これらを生かして産業の振興や

地域の活性化を図っていくためにも、その基盤

となる東九州自動車道全線の整備は大変重要だ

と考えております。また、御質問にありました

志布志港は、南九州圏域の今後の物流を考えま

すときに、本県の重要港湾も含め、それぞれが

重要な役割を果たしていくものと思われます。

したがいまして、鹿児島県と十分連携を図りな

がら、東九州自動車道日南―串間―志布志間の

整備について進展が図られるよう、今後とも全

力で取り組んでまいりたいと存じます。

○野辺修光議員 ありがとうございます。都城

志布志道路は無料ですね。日南―串間が仮に建

設されると、これも新直轄になると思います。

そうなると、志布志から清武は無料ということ

になりますので、知事、この物流対策をぜひ考

えてほしい。そのことによって突破口が開ける

と思いますので、よろしくお願いします。

国道448号については、通告しておりましたの

で、内容はよくわかっていらっしゃると思いま

す。前向きに取り組んでいただきたいと思いま
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す。

時間が参りましたので終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時４分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） いよいよあ

と２人です。都城が並びますが、よろしくお願

い申し上げたいと思います。

今、都城は非常に元気であります。今、篤姫

ブームですけれども、その放映前から企画され

ていました島津発祥まつり、11月、ゆかりの地

各地で毎日のようにイベントが開かれておりま

す。また、川南のトロントロン軽トラ市を見

習って、都城でも軽トラ市、都城ぼんち市とい

うのが始まりました。商工会議所がスポンサー

になってコンサートを開いたり、本当に元気な

都城になってほしいなと切に願っております。

さて、私のふるさと庄内には、熊襲踊りとい

う伝統芸能があります。この踊りは、ヤマトタ

ケルノミコトが熊襲を征伐した後に、その祝い

の席で踊ったと伝えられております。熊襲とい

うのは、今の熊本県の球磨川上流から霧島連峰

のあたり、向こうは球磨地方、こっちが曽於と

いうふうに言われて、それを合わせて熊襲とい

う話もありますが、強い部族だったということ

であります。この熊襲がヤマトタケルノミコト

に征伐され服従してからは、「隼人」というふ

うに呼ばれる薩摩隼人の名前が残っておりま

す。隼人は京の都の警備を歴代やっていたとい

うことで、平安時代に頻繁に「隼人」という名

前が出てくるんだそうであります。

薩摩隼人で思い出すのは、日本道路公団の組

織を変えるときに、あの都城出身の藤井総裁

が、「私は薩摩隼人だ」というふうに言った、

それを思い出します。近ごろまた、この話に近

いようなフレーズが聞こえてきました。時の中

山文科大臣が知事に対して、「直接は話をして

いないけれども、私の気持ちは、同じ諸県なの

で以心伝心で伝わっているだろう」というふう

におっしゃっております。そのときにずっと聞

いていたんですけれども、私にも同じ血が流れ

ているはずなのに、私には全然聞こえてこない

なという思いであります。知事にお尋ねをした

いんですが、衆議院選立候補の可能性があるの

かどうか、改めてお尋ねをしたいと思います。

今まで、「一日一日を誠心誠意、知事職を務め

ていく」というのはもうお聞きしましたので、

結局、衆議院選に出る可能性があるのかないの

か、そこだけをお願い申し上げたいと考えてお

ります。

入札・契約制度についてお願い申し上げたい

と思います。

価格だけに頼らない総合評価落札方式、それ

を担保する公契約条例の制定が急務だと強く感

じています。価格のみ重視した競争入札では、

安かろう悪かろうという悪循環に陥りかねな

い。価格入札から政策入札への転換が必要だと

思います。

地方自治法では、自治体が物品やサービス、

請負などの契約をする際には、一般競争入札、

指名競争入札、随意契約、競り売りの４つの方

法が定められております。一般的には指名競争

入札と随意契約が多く用いられておりますが、
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現在の入札制度の問題点は２つあるだろうと思

います。１つは、公共工事、物品購入をめぐっ

ての業者との癒着、口ききなどの談合、ごみ収

集や施設管理、庁舎メンテナンスなどの業務委

託契約の入札時に不当に安い価格で落札するダ

ンピング、この２つだろうと思います。現在の

入札制度は、可能な限り安い価格で調達するこ

とで、税金の無駄をなくすという考え方に基づ

いたものであります。しかし、価格という単一

要素だけで業者を選ぶ手法が、幾つもの弊害を

生んでいるように思えてなりません。

従来の価格入札を、社会的価値の実現を図る

ための政策入札に転換していくために、自治体

がどのような社会的価値を追求するのかを基本

条例で宣言する、これが社会的価値を実現する

ための自治体公契約条例と言われるものであり

ます。自治体公契約条例では、公正労働基準、

環境や福祉、男女平等参画など社会的価値の実

現を追求することを宣言するとともに、自治体

だけでなく事業者の責務についても定め、自治

体契約の入札においても、前に述べました社会

的価値の実現を追求する旨を明記することが重

要であります。状況によっては適切な民間委託

も認められますが、各種法令や県の政策に沿っ

た事業所に業務委託すべきであります。安かろ

う悪かろうではなく、真に県民の安心・安全を

守るためにプラスとなる価格入札から政策入札

への転換が必要であります。そうして、総合評

価落札方式をより生かすための公契約条例の制

定が求められております。公契約条例の制定に

つきましては、きょうは要望にとどめておきま

すが、これまでの総合評価の適用実績につい

て、公共三部を代表して担当部長の答弁をお願

いします。

後は質問者席で行います｡（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

この変化の激しい時代にありましては、社会

経済情勢や政治状況等、刻一刻と変化しておる

ところであります。今後どのような事態が起こ

るかは、だれも予測し得ないところでありま

す。私は今後とも、自身のマニフェストの達成

を含め、地方の活性化、宮崎の発展、県民生活

の向上という私の政治課題、大命題に向かい、

知事として一意専心し、不偏不党、堅忍不抜の

精神で取り組んでまいりたいと思います。一貫

して言わせていただいておりますが、今のとこ

ろありません。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

総合評価落札方式についてであります。総合

評価落札方式は、価格と、技術力など価格以外

の要素を総合的に評価し、落札者を決定する方

式でありまして、工事の品質確保を図り、建設

業者の育成や技術力の向上にもつながることが

期待されております。この方式につきまして

は、平成18年度から試行を開始しまして、その

結果を検証しながら、評価項目の見直しや適用

範囲、試行件数の拡大を図ってきたところであ

ります。

試行開始から本年11月末までの試行件数及び

当初請負金額の合計でございますが、部ごとに

申し上げます。環境森林部が38件の12億4,594

万4,000円、農政水産部が56件の52億3,735

万6,000円、県土整備部が241件の194億7,828

万9,000円となっております。公共三部を合計し

ますと、335件の259億6,158万9,000円となって

おります。以上でございます。〔降壇〕

○満行潤一議員 知事からはっきり、今のとこ

ろないというふうにお聞きをしました。いろい
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ろと新聞・テレビで報道されております。我々

からお願いすることは、知事は我々113万人の代

表ですので、発言には十分慎重になっていただ

きたいなと。我々の知事ですので、ぜひそこの

ところは誤解のないように、今後ともお願い申

し上げたいなと思っております。

地域医療の充実についてお尋ねを申し上げま

す。

まず、定住自立圏構想についてであります。

総務省の定住自立圏構想というのに、都城、延

岡、日向の３市が、具体化に向けた先行自治体

に選ばれました。この構想は、中心市に機能を

集約して、周辺自治体と連携し、人口流出を食

いとめるというのがねらいだそうであります。

都城市は、広域救急医療体制の整備と、そのた

めの道路網の整備となっています。選ばれた自

治体は、遅くとも新年度中に定住自立圏の協定

の締結を目指すそうであります。選定されると

国、県の支援があるのかどうかお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 定住自立圏構

想における国、県の支援でありますけれども、

この構想につきましては、現在、国と先行実施

団体との間で、中心市の機能強化や周辺市町村

との役割分担のあり方などに関する検討が進め

られているところであります。その中で、具体

的な支援策につきましても、年内をめどに取り

まとめが行われる予定でありますので、引き続

き情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 財政的支援がぜひあるといい

なと思っているんですけど……。

都城市の救急医療体制整備についてお尋ねし

ます。このことについては、毎回、一般質問、

代表質問でも取り上げております。去年の２

月、ことしも２月に質問させていただいており

ますが、この救急医療体制の整備については、

今月17日に知事に、地元の都城、三股の首長、

両議会議長と地元の県議で要望活動を行いたい

なと考えているところなんです。その内容は、

救急医療センター、そして２次医療施設である

都城市郡医師会病院を県西地域の救急医療拠点

施設として位置づけて、整備の際には２分の１

の施設整備費補助の実施をお願いしたいという

趣旨なんです。前回も知事にお願いを申し上げ

ましたが、もう一回、前向きなお答えをいただ

けないかなと思って、お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城市郡医師会病院

は、県西部の中核的な医療施設として、救急医

療や災害医療、小児医療等において重要な役割

を担っております。このため県では、これまで

高度な医療機器等の整備について補助を行うな

ど、支援を行ってきたところであります。こう

した中、都城市におきましては、サブシティ構

想に基づき、市郡医師会病院等の移転整備が検

討されているところであります。県といたしま

しては、医師会病院の建物整備について、過

去、助成した例はなく、また、県財政も大変厳

しい中、財政的支援は難しいと考えております

が、医療機器整備等についての既存の補助制度

の活用について、県として努力してまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 財政的に厳しいというのはよ

くわかるんですけれども、ぜひ県西地区の拠点

病院としての整備をしたいということで、定住

自立圏構想の中にも位置づけをされております

ので、引き続き御検討いただきたいなと思って

います。

周産期医療、出産期の医療についてお尋ねを

申し上げます。
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10月に、７病院で受け入れを拒否され、出産

後に死亡したという事例が大きく報道されてお

ります。この事件が大々的に報道されたのは、

一つは、東京都内の出来事である、さらに、24

時間体制で緊急処置が必要な妊婦を受け入れ

る、最後のとりでである総合周産期母子医療セ

ンターに指定されていた都立墨東病院も含まれ

る３施設にも受け入れを拒否されていたという

事実が明らかになったということだろうと思い

ます。地方に比べて医師も多くて、医療機関も

整備されているはずの首都東京で、なぜこのよ

うな悲劇が生まれたのか。医療界からは、「背

景にあるのは医師不足」との声が続出しており

ます。都会の総合周産期母子医療センターに指

定された病院でも、産科の常勤医は定数割れに

陥り、週末の当直は１人体制を余儀なくされて

いると、共同通信調査の結果が報道されており

ます。本県の実態はどうなっているのでしょう

か。総合周産期並びに地域周産期母子医療セン

ターの産科医の配置を含めてお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、宮

崎大学医学部附属病院を総合周産期母子医療セ

ンターとして、また、県立宮崎病院など７医療

機関を地域周産期母子医療センターとして認定

しております。宮崎大学医学部附属病院には非

常勤を含む22名の産婦人科医がおり、総合周産

期母子医療センターの休日及び夜間の当直は２

名体制となっております。また、地域周産期母

子医療センターにおいても、産科及び新生児診

療で24時間医師が対応できる体制がとられてお

ります。

○満行潤一議員 県北のＮＩＣＵは７床しかな

いですよね。県北を含めて県内のＮＩＣＵは充

足しているのかどうかお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県は、県

央、県北、県南及び県西の４つの医療圏で構成

する地域分散型の周産期医療体制を構築してお

り、現在、ＮＩＣＵ等の病床は４地区合わせ

て98床となっております。４つの医療圏の中

で、県北地区については、お話にありましたよ

うにＮＩＣＵは７床ということで、他の地区よ

り少ない状況ですが、状態の落ちついた新生児

を搬送元のかかりつけ医に帰す逆搬送システム

や、防災救急ヘリコプターの活用などにより対

応しているところであります。県内では、妊

婦、新生児の救急搬送時には、医師自身が情報

交換を行い、いずれかの周産期母子医療センタ

ーが必ず受け入れる体制が整備されており、県

全体としてはＮＩＣＵは充足していると判断し

ております。

○満行潤一議員 私は都城ですので、県北のこ

とは県北の人に任せればいいんですが、県北に

は98床のうち７床しかないわけですよね。バラ

ンスのいい整備をぜひお願いしたいなと思って

います。

共同通信の調査で、医師が疲れ切っていると

いうアンケート結果が出ています。周産期医療

というのは大変なストレスだと思うんです。24

時間、そして新生児だけでなくて母体も急変す

る可能性が高い。産婦人科、小児科医だけでは

対応できない事例もたくさん予想されるわけ

で、そういう急変に対応できる脳外科等のほか

の科の救急医療体制との連携というのが非常に

重要ではないのかなと思いますが、３次救急医

療機関との連携というのはどのようになってい

るんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦の緊急搬

送に適切に対応する上では、産科と他の救急医

療部門との連携が大変重要であると考えており
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ます。こうした中、本県の周産期母子医療セン

ターである８医療機関のうち、宮崎大学医学部

附属病院、県立宮崎病院、県立延岡病院の３医

療機関は３次救急医療機関でもあり、産科と救

急医療を担う他の診療科との連携は、病院内に

おいて十分に図られているものと考えておりま

す。また、その他の５つの周産期母子医療セン

ターでは、３次救急医療機関である宮崎大学医

学部附属病院などと連携が図られているところ

であります。県としましては、今後とも、緊急

時の妊婦に対して、産科以外の対応が必要な場

合の病院内及び病院間の連携を促進してまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 次に、感染症対策についてお

尋ねをいたします。感染症対策、予防が非常に

重要なんですけれども、新型インフルエンザに

ついては、幾人もの方々から質問がありました

ので、今回、私は特に予防接種についてお尋ね

をしたいと思います。

まず、麻疹・風疹の予防接種率の向上につい

てであります。就学時期に行う２期の予防接種

が、19年度は84.7％という報道がありました。

これは全国平均を下回るということですけれど

も、接種率向上に向けた取り組みはどのように

なっているでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 麻疹・風疹ワ

クチンの２期の接種率は、お話のように平成19

年度84.7％であり、全国平均の87.8％を下回っ

ているという状況であります。２期の予防接種

率の向上につきましては、教育委員会と連携し

ながら、就学前健康診断時に接種の有無を把握

するとともに、未接種者の保護者に対して、小

学校入学前に接種するよう勧めておるところで

あります。

○満行潤一議員 ぜひ接種率向上の取り組み

を、教育委員会と共同で行っていただきたいと

思います。

同じく３期・４期、中学生・高校生が対象に

なる。これは臨時的な措置で、向こう５年間だ

と思いますけれども、やるようになりました。

教育委員会の協力をもらって、県が調査をした

ようです。夏休みにアンケート調査をされてい

るようですけれども、これが全国の状況と比べ

てまた大きな開きがあります。中学生を見る

と、最も高かった福井県が84％、本県61.7％で

も驚きますが、宮崎市が７割、都城市が５割、

県内でもまた大きな格差があるように感じるん

です。県内の実態はどのようになっているで

しょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今年度から５

年間に限って、中学１年生を対象とした３期

と、高校３年生を対象とした４期の麻疹・風疹

予防接種を実施することとなりました。県で

は、教育委員会や医師会と連携し、夏休み前に

各学校を通じて接種を勧め、夏休み後に接種状

況を把握したところであります。その結果、夏

休み前の麻疹接種率は、３期が25.2％、４期

が19.9％でありましたが、夏休み後には、３期

が63.1％、４期が53.5％と向上しており、全国

平均を上回っております。市町村別に見ると、

３期が31.0％から100％、４期が32.7％から97.4

％と、市町村によって接種率にばらつきが見ら

れるところであります。

○満行潤一議員 全国平均より高いと言われて

も、低いですよね。やっぱり100％にいかに近づ

けるかが大事だろうと思うんですけれども、今

度、冬休みがやってきますよね。その対策が非

常に大事じゃないかなと思うんですけれども、

教育委員会との連携というのをおっしゃってい

るんですけど、どのように冬休み対策をお考え
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なのか、再度お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 麻疹・風疹の

予防接種につきましては、市町村及び医師会と

連携して、対象者に受診を勧めているところで

あります。特に中学１年生・高校３年生を対象

とする３期・４期につきましては、教育委員会

と連携し、現在、各学校を通じて、未接種者に

対し冬休み中に接種するよう呼びかけていると

ころであります。さらに、冬休み後には、再度

接種の有無を把握した上で、未接種者に対しま

しては、年度内に必ず接種を済ませるよう勧め

ることとしております。

○満行潤一議員 次に、百日咳についてお尋ね

をします。ことし、成人の感染者が物すごく増

加をしておって、ある調査を見たら、罹患者

の37％が成人だということです。百日咳の流行

防止、現状と課題について、県はどのようにと

らえておられるのかお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 百日咳の報告

数は、全国では、昨年の2,914人から、ことし

は11月末現在で6,223人と増加しております。ま

た、本県においても、昨年の11人から、ことし

は11月末現在で80人と大幅にふえております。

県では、百日咳患者の増加を受けて、５月に、

百日咳の感染予防対策の周知や早期の予防接種

の注意喚起を行うとともに、教育委員会を通じ

て、学校における百日咳の感染拡大防止や予防

接種歴の確認等の注意喚起を行ったところであ

ります。

○満行潤一議員 今、２期が２種混合なんです

よね。百日咳が入っていないんです。２期をＤ

ＴからＤＰＴへ、２種混合から３種混合へ変更

することが、成人になってからの罹患を抑える

重要なことじゃないのかなと思うんです。私と

しては、国に３種混合にするように要望してい

ただきたいなと思いますが、県はどのようにお

考えでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 百日咳は、こ

れまでは乳幼児を中心とした疾患とされてきま

したが、近年、成人の感染者が増加しておりま

す。感染症発生動向調査によりますと、ことし

１月から11月までに報告された全国の患者のう

ち、20歳以上が35.9％を占めております。県内

におきましても、同じ時期で16.3％が成人の患

者となっております。このような中、成人の百

日咳の増加は世界的な傾向でもあり、10代に百

日咳ワクチンを追加した予防接種を始めた国々

もございます。しかしながら、我が国における

百日咳の増加の原因は明らかになっておらず、

国における解明と対策の動向を見守りたいと考

えております。

○満行潤一議員 日本脳炎についてお伺いいた

します。日本脳炎のワクチンは、接種事故があ

りまして、接種を控えるように、都道府県に国

の要請が来ているようなんです。しかし、畜産

県である本県では、豚もたくさんいるわけで、

日本脳炎の罹患が非常に危惧されるわけです。

そういった中にあって、市町村は、国から勧奨

をやめなさいというふうに言われていても、畜

産県であるがゆえにやらざるを得ない、新しい

ワクチンがまだ開発されていないというジレン

マがあるだろうと思うんですが、県はどのよう

に対応されようとしていますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 日本脳炎ワク

チンの接種後に重症の脳脊髄炎の発生が認めら

れたために、厚生労働省は平成17年に、予防接

種の実施主体である市町村に対し、日本脳炎ワ

クチンの定期予防接種を積極的に勧めることを

控えるよう勧告しております。しかしながら、

日本脳炎に感染するおそれが高い場合には、特
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に接種を希望する保護者に副反応等の説明を十

分に行い、同意書に署名を得た上でワクチン接

種を認めております。県では、このような勧告

を受けて、市町村に対して、本県における日本

脳炎のリスクを周知するとともに、接種希望者

が予防接種を受けられる体制の確保を依頼して

おります。

また、県では、豚の日本脳炎抗体を測定する

ことにより日本脳炎の流行予測調査を行ってお

り、豚の感染状況により日本脳炎ウイルス注意

報や日本脳炎注意報を発令して、注意喚起を

行っているところであります。

○満行潤一議員 ヒブワクチンについてお尋ね

します。インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワク

チンが12月から解禁になります。これは当面、

任意接種ということで、100％自己負担で、医療

機関に行って予防接種をしないといけないわけ

なんですけれども、細菌性髄膜炎を予防する、

小児科の先生たちから見ると本当に待ち望んだ

ワクチンだというふうに言われています。この

ワクチンは、アメリカはもちろん、アジア、ア

フリカを含む世界各国で導入されています。Ｗ

ＨＯの推奨により、120カ国以上で公費負担によ

る接種が行われている。しかし、日本では任意

接種ですので、国の補助がない。今回、宮崎

市、３町が助成を行うというテレビ、新聞の報

道がありました。県内の動きはどうなっている

のかお尋ねしたいんです。いずれ国の定期予防

接種になるとは思うんですけれども、それまで

の間、自己負担100％というのは非常に重い負担

だと思います。県の助成があれば、市町村間の

補助のばらつきとかいうのもかなり解消される

のではないかと思いますけれども、行政として

助成される考えはないのかお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ヘモフィルス

・インフルエンザ菌ｂ型、通称ヒブは、小児の

細菌性髄膜炎の原因の50％以上を占め、感染す

ると５％が死亡するという病気であります。ヒ

ブワクチンは、小児の細菌性髄膜炎の予防を目

的とした任意の予防接種であり、既に世界の100

カ国以上で導入されており、国内でも本年12月

から販売される予定となっております。このワ

クチンは、通常４回の接種が必要であり、任意

接種のため約３万円の自己負担が生じますが、

公費補助につきましては、お話のあった県内の

４市町のほか、県外では鹿児島市が実施予定と

聞いております。公費補助は、予防接種の普及

を図る上で効果が期待できるものではあります

が、他のワクチンとのバランスもありますの

で、まずは実施主体の市町村において検討され

るべきものと考えております。

○満行潤一議員 ドクターヘリについてお尋ね

をします。これも何回も質問していますが、フ

ジテレビ系列で７月から９月まで、ドクターヘ

リを題材にしたドラマ「コード・ブルー―ドク

ターヘリ緊急救命―」が放映されましたけれど

も、非常に視聴率が高くて、最高視聴率は21.2

％という数字を記録したということでありま

す。このことで大分、ドクターヘリの認知度も

高まったんだろうと思うんですけれども……。

さて、都城市で11月16日に米国航空救急医療

講演会というのがありまして、参加をしてきま

した。米国の救急医療と救急ヘリの最新情報な

ど貴重な意見を伺うことができたんですが、米

国では840機の民間ヘリが運航しており、その99

％が24時間体制で運航されているということを

知りました。講師は、米国航空医療学会会長の

サンディ・キンケイド女史だったんですが、改

めて、ヘリ搬送の必要性、重要性や経済的効果

についても確信が持てたところであります。国
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内でも、ぜひヘリ搬送で多くの患者の命が助

かってほしいなと思っています。現在どんどん

ふえていますので、非常にすばらしいことなん

です。既に13県、14機が導入され、今年度中に

沖縄、青森、群馬の３県で運航が開始され、11

県で導入を検討中です。また、静岡県に次いで

北海道、千葉県が２機目の導入を目指しており

ます。ことし６月に、いわゆる骨太の方針2008

が閣議決定され、その中に、「ドクターヘリを

含む救急医療体制の一層の整備を行う」という

文言も挿入されました。厚生労働省は、新年度

予算概算要求で24機分を要求しております。新

年度予算にドクターヘリ導入調査費を計上され

るおつもりはないのか、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） ドクターヘリは、本

県の救急医療体制の充実を図る上で大変有効な

手段であると考えております。しかしながら、

その導入には、費用面はもとより、ドクターヘ

リの拠点となる病院の確保や医療スタッフの確

保等、さまざまな課題があります。中でも、救

急医療の専門医を初め多数の医師が必要となり

ますので、医師不足が深刻化している状況で

は、その確保が最も困難な課題であると考えて

おります。県といたしましては、既定予算等を

活用し、引き続き必要な調査検討を行ってまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 卵が先か鶏が先かという議論

だと思うんです。やっぱり計画を立てれば、そ

れなりに医師も確保できると、私は確信をして

います。今、県内では、民間の医療機関でドク

ターヘリを運航したいというところもあるよう

に聞くんですけれども、そういった民間の医療

機関がドクターヘリを導入すれば、県としては

財政支援を行う予定があるのかどうかお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターヘリ

に関します国の補助事業は、救命救急センター

にドクターヘリを導入する場合に対して補助す

る事業であります。したがいまして、救命救急

センターに指定されていない民間病院がドクタ

ーヘリを導入する場合には、補助要件に該当い

たしませんので、財政的支援は困難であると考

えております。

○満行潤一議員 ぜひ、一日も早く本県でもド

クターヘリが飛ぶようにお願い申し上げたいと

思います。

次は、消防団の現状と課題についてお尋ねを

いたします。

県内各地、消防団員の減少、高齢化、そして

企業勤務の消防団員の増加等、いろいろと団員

確保に難しい状況に陥っているわけなんです。

長野県が、団員２人以上雇用の企業に対して法

人税の減免をしたり、入札の優遇をしたりとい

うふうにやっているということを見聞きしたと

ころですが、本県ではこういった取り組みはで

きないのか、総務部長、いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 確かに、本県にお

きましても、消防団員は減少傾向にございま

す。こういったことから、消防団活動につきま

して、新聞、県庁ホームページ等を活用した広

報啓発、県商工会議所連合会等各種団体を通じ

ての、傘下企業等に対する協力要請等を行いま

すとともに、団員の士気高揚を図るための県消

防大会を開催するなど、消防団員の確保に向け

てさまざまな取り組みを行っているところでご

ざいます。特に平成19年度には、県土整備部と

協議をいたしまして、平成20・21年度の建設工

事の入札参加資格審査から、地域貢献として、

消防団員を雇用している建設業者を評価して加
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点する措置が講じられたところでございます。

県税の減免につきましては、今後、他県の状況

も参考にしながら研究してまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 加点になっているんですか

ね。県内の町村からも陳情・要望が上がってい

ると思うんです。総合評価落札方式の評価項目

に実績を加味すべきじゃないかということなん

ですが、現状はどうなっているんでしょうか。

今後どうされるか。

○県土整備部長（山田康夫君） 消防団員を雇

用している建設業者につきましては、先ほど総

務部長が答弁しましたように、入札参加資格審

査において一定の評価をしております。ただ、

総合評価落札方式におきましては、現在のとこ

ろ評価項目とはしておりません。しかしなが

ら、先ほど来お話がありますように、消防団は

地域の安全で安心な暮らしの確保に欠かせない

組織でありますし、災害対応においても大変重

要な役割を果たしていると認識をしておりま

す。また、御指摘のとおり、県内９つの町議会

から、消防団員の雇用を総合評価の評価対象と

してもらいたいとの要望もいただいております

ので、現在、その検討を行っているところでご

ざいます。

○満行潤一議員 本当に市町村は大変な状況で

ありますので、ぜひ消防団員確保に向けて各機

関で協力し合って、お願い申し上げたいと思い

ます。

県立学校再編計画についてお尋ねします。

十屋議員がおっしゃっていただいたので、ダ

ブる部分もありますけれども、県立高校再編の

今後の計画はどのようになっているのか、まず

お尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、平成15年度から24年度までの10年間

の再編整備計画に基づきまして、普通科高校の

再編整備、総合制専門高校や併設型中高一貫教

育校の設置等に取り組んでいるところでありま

す。今後の高校教育のあり方につきましては、

中学生の進路希望に関する実態把握に努めます

とともに、少子化に伴う児童生徒数の減少や産

業構造の変化など、さまざまな角度からの調査

研究を進めまして、県民の皆様の幅広い御意見

も参考にしながら、全県的、総合的な視野に

立って、適切でよりよい教育環境を提供できる

よう検討してまいりたいと考えております。以

上です。

○満行潤一議員 今年度までの計画ということ

ですよね。延岡、日南、そして小林という再編

があったわけですけど、特に小林商業高校の跡

地利用をどうするかというのが、地元では話が

出ているようなんですが、小林商業高校の跡地

利用というのは具体的に計画があるんでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 今後閉校を迎える県

立学校の跡地につきましては、基本的には県の

教育財産としての活用は考えていないところで

あります。したがいまして、平成22年３月に閉

校を迎える小林商業高校の跡地につきまして

は、現在の厳しい財政状況や再編に伴う費用を

勘案しながら、庁内各部局及び地元小林市の意

向も十分に踏まえまして、その取り扱いについ

て検討していきたいと考えております。以上で

す。

○満行潤一議員 ぜひ跡地を有効に使ってほし

いと。延岡と西諸とはまた別なんでしょうけれ

ども、西諸の特別支援学校の高等部の設置計画

はどうなっているのかなと。できればこの商業

高校跡地に、広いですから全部とは言いません
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けど、半分、４分の１とかいう形で設置計画に

ならないのかなと思っていますが、いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 高等部の設置につき

ましては、西諸県地区も含めまして、高等部未

設置の特別支援学校の保護者や関係団体より、

これまでたび重なる、そして切実な要望がなさ

れてきているところであります。県教育委員会

におきましては、平成21年度から25年度までの

５年間の特別支援学校の整備のあり方を示す

「宮崎県特別支援学校総合整備計画」を本年度

内に策定することにしておりますので、高等部

設置につきましても、この整備計画を踏まえ、

本県の財政状況や緊急性等、設置に係る諸条件

を勘案しながら、段階的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 特別支援学校高等部の設置に

ついては、知事も前向きに発言をいただいてい

ますので、実現できるんだろうと思うんですけ

れども、商業高校跡地利用等を含めて、ぜひ今

後とも計画を進めていただければありがたいな

と思っています。

入札・契約制度についてお尋ねをいたしま

す。警察本部の１円入札報道がありました。Ｉ

Ｃ型免許証システム導入に関して、全国19の警

察本部が１円入札との報道がありました。これ

が本当だとすると、ゆゆしき問題だと思ってい

たんですが、どうも実際、「宮崎は違うんだ」

という話も聞くんですけれども、正確なところ

をお尋ねいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

朝日新聞の10月の記事でよろしゅうございま

すか。本記事の見出し等を見ますと、当県警察

で問題のある入札・契約が行われて、県民に迷

惑をかけているかのようなニュアンスの漂うも

のとなっておりまして、悔しい思いをしており

ます。

御説明いたします。ＩＣ免許証作成機につき

ましては、大きく分けますと、機器本体とカー

ド等の消耗品に分けられます。国内数社で開発

を試みてきたものと承知をしておりまして、各

社における技術的工法が違いますことから―

ここがポイントなんですが―機器本体が、あ

る業者に決まってしまいますと、カード等の消

耗品も同じ業者に頼まざるを得ないという状況

が、まず背景としてございます。したがって、

機器本体と消耗品を別々に契約しようといたし

ますと、本体を幾ら一般競争入札といたしまし

ても、消耗品の段階で本体落札業者との随意契

約にならざるを得ないという図式がございま

す。また、予算的にも、５年間の長期にわたる

消耗品ということもありまして、予算額で本体

と消耗品で、ざっくりとした割合で１対3.3ぐら

い。つまり、後者のほうが、かなり金額的に高

いわけであります。そうしますと、業者側の心

理として当然のことではあるんですけれども、

競争入札の本体部分はできるだけ安く取って、

そして額の大きい随契の部分の交渉で、より高

くもうけようとする。これは当然、業者心理と

して理解できるといいますか、予想されるわけ

であります。

そこで、我々としては、こういう手順を踏み

ますと、消耗品の部分について、より高い価格

となってしまわないか、まさしく県民に迷惑を

かけることになってしまわないか、ここをまさ

に危惧をしたわけでございます。そこで、私ど

もは、本体と消耗品を全部一括セットで、一体

として一般競争入札に付しました。そのことに

よって、消耗品が不当に高くなることを防止す
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る措置をとったと、こういう経緯でございま

す。

結果として、機器本体部分を月額１円計算と

して応札をする者が複数あったんですけれど

も、いずれにしても全体として―落札業者の

いわゆる落札率でございますが―78.7％とい

うことに相なりました。私どもとしては、こう

いう手順を踏みましたので、競争性は十分に反

映されたものと考えておりますし、また、関係

企業の努力も見られたというふうに考えており

ます。

したがって、本記事の見出しの一つとして、

「消耗品に費用転嫁 結局ツケは国民」といっ

たような見出しが出ているんでありますが、少

なくとも当県警察につきましては、こうした指

摘は全く当たらないというふうに考えておりま

す。

○満行潤一議員 安心しました。おっしゃるよ

うに、１円入札だと、結局は消耗品で、随契で

持っていかれるんじゃないのかなと思っていま

した。よくわかりました。

次に、19年度監査委員報告についてお伺いを

したいと思います。報告によれば、監査委員

は、環境森林部の災害関連緊急治山事業測量設

計委託における治山林道協会との一者随契につ

いて、また農政水産部に対しては、設計委託に

おいて県土地改良事業団体連合会との一者随契

について、それぞれ「随意契約の理由としては

不十分」と指摘をされています。その内容につ

いて代表監査委員にお伺いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私どもは、委

託業務も含めまして契約については入札が基本

であり、随意契約、特に一者随契は例外という

考え方に立って監査を実施しております。今般

の監査で指導した環境森林部や農政水産部の案

件は、いずれも一者随契で発注しているケース

でありまして、競争性や透明性の確保及び民間

事業者の受注機会の拡大という視点から、入札

による契約の検討を促したものであります。

○満行潤一議員 今回指摘をされているわけな

ので、現場としては、「今までよかったのに」

という戸惑いもあったんじゃないかなと思いま

す。

次にお伺いしたいのは、物品の購入で随意契

約にできる基準額は160万円未満ということなん

ですよね。160万円未満は随意契約でオーケーと

なると、ほとんどの物品は購入できるんじゃな

いのかなと。この金額が果たして適当なのか、

担当部長の認識をお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 物品の買い入れに

つきまして、随意契約によることができるとい

うのは、地方自治法施行令の規定によりまし

て、「160万円の範囲内で都道府県の規則で定め

る額を超えない場合」と定められております。

本県でもこれに基づきまして、財務規則におい

て、160万円をその限度額として定めておるとこ

ろでございます。この地方自治法施行令の規定

というのは、一定の種類の少額な契約につい

て、事務量を軽減し能率的な行政運営を図ると

いった趣旨で設けられたということでございま

すが、この限度額につきましては、九州各県い

ずれも同額の160万円と定めておりまして、妥当

ではないかと考えております。

○満行潤一議員 そういうことなんですね。で

も、160万円といえば自動車でも買えるんじゃな

いのかなという気がして、どうなのかなと思い

ます。

県庁では、相当な契約が随意契約されている

実績がありますが、現状をどのように認識され

ているんでしょうか。代表監査委員、いかがで
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しょうか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 随意契約の全

体は把握しておりませんけれども、先ほど申し

上げましたように、今後とも、十分その辺につ

いてはチェックしていきたいというふうに思っ

ています。

○満行潤一議員 納品期限と出納閉鎖時期につ

いてなんですが、物品の納入期限は３月31日、

これは出納閉鎖時期とは明らかに違うわけなん

ですけれども、印刷物とかの納入期限というの

は本当に守られているかどうか、確認したいと

思います。

○総務部長（山下健次君） 物品の調達につき

ましては、契約に基づき、当該年度の履行期限

内に、それぞれの要求所属におきまして、検査

納品されていることを確認しておるところでご

ざいます。

○満行潤一議員 年度末、年度初めにいろんな

業者の方々が出たり入ったりされているんです

けれども、どうしても３月31日に印刷物等が納

品されていないように感じるんですね。これは

しっかり、決まりは決まりなのでちゃんとやっ

てほしいなと思うんですが、このあたり、代表

監査委員は指摘はないですか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私ども、そう

いう目で印刷物のチェックをしたことは、私の

記憶している限り、経験している中ではござい

ませんけれども、恐らくそれは適正に納品され

ているというふうに思っております。

○満行潤一議員 代表監査委員も総務部長だっ

たので、おわかりだろうと思うんですけれど

も、私はそうじゃないケースが多々あるんじゃ

ないのかなと思っております。ぜひチェックを

お願いしたいと思います。

あと、県入札・契約監視委員会の設置につい

て。これまでに委員会を３回開催されたという

ふうにお伺いしていますが、設置の目的と成果

についてお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 入札・契約監視委

員会は、県が発注する建設工事及び建設工事に

係る業務委託に関しまして、民間有識者の意見

を聴取いたしまして、入札・契約制度及びその

運用の適正化を図るために設置したものでござ

います。具体的には、入札・契約制度の見直し

内容やその進捗状況、発注工事に係る入札・契

約手続等について、調査・審議を行っていただ

いております。これまでに委員会からは、最低

制限価格の引き上げ、資材価格の高騰への対

応、指名競争入札の競争性などに関する御意

見、こういったものをいただきまして、これら

の意見を、関係部局における制度見直しの検

討、あるいは入札・契約の適正な執行に反映さ

せたところでございます。

○満行潤一議員 ぜひ、しっかりとした入札・

契約制度を確立していただきたいなと思ってお

ります。

まだ時間は残っていますが、予定しました質

問をすべて終わりましたので、これで終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 一般質問最

終日、最後になりました。自民党の中村幸一で

あります。

地元の皆さんから、「ことしはまだ１回も質

問していないじゃないか」というようなお話が

ありまして、私も、もう11月議会でしゃべりた

くてしゃべりたくて仕方がありませんので、中

身もないくせに一般質問をする次第でございま

す。
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宮崎県の平成の大合併も、44市町村が30市町

村になりました。最近では、12月１日に小林市

と野尻町が法定合併協議会を設置いたしまし

た。その前は小林市、高原町、野尻町が合併を

模索して、43項目のうち42項目が同意され、高

原町の病院問題が解決すれば、小林市、高原

町、野尻町が合併できるところまで来ていまし

た。そのほかにもいろいろあったそうです。と

ころが、この１項目だけ整わないため、１市２

町の合併が流れたのであります。

そこで私は、総務政策常任委員会で総務部長

に、「なぜ最終段階の折に知事が乗り込んで

いって高原町と話をしなかったのか」、こうい

う話をしました。ほかの県では、知事が書簡を

送ったり、報道陣を引き連れたりして行ってい

るんです。報道陣を引き連れるというのは、公

平を期するために、圧力をかけないためだとい

うことで行っているんですが、行っていない。

そこで総務部長に質問しましたら、「いや、実

は私が行きました。協議が調いませんでした。

私ではまずかったんでしょうか」「いやいや、

あなたの役職がまずかったんじゃなくて、やっ

ぱり知事がちゃんと行って話すべきではなかっ

たのか」ということを話したところでありま

す。知事が行かなかったことによって、いろん

な人たち、「やっぱり知事は内政には興味がな

いんだな」ということを言う人もおります。そ

ういったことで、やはり熱心であるならば、行

くべきだったと思います。長崎県の金子知事な

んかは、２回失敗しても行っているわけです。

公平性を期すために、報道陣を引き連れてお話

をされている。うちの知事はしていない。

私は、やっぱり原因は、総務部長を初め県の

幹部の部長にもあるんだろうと思います。うま

くいかなかったら知事に恥をかかせるんじゃな

かろうかとか、そういったことを考えているん

じゃないかなと思います。一事が万事、知事に

遠慮して、当たらずさわらずのスタンスで知事

と接しているのではないか。部長たちは、かん

かんがくがく知事に意見具申しているのか。そ

してまた、焼酎も飲んだりしながら県政のこと

を話しているのか。そういうことを私は非常に

心配しております。知事部局の部長にお伺いし

ますが、あなた方は知事とどのようなスタンス

で議論をしているのか、全部答えていただきた

い。そして、虚偽の答弁をしないでほしい。こ

こに来たらちゃんと宣誓し、そして率直に知事

とのかかわり合いを話していただきたいと思い

ます。

そして、あと、知事の政治姿勢について、ア

メリカの民主党オバマ政権が我が国に及ぼす影

響について、ホームドクター（かかりつけ医

師）について、そして４番目に、モンスターペ

アレントについて、順次自席から質問いたしま

す。自席から質問するのは―たくさん傍聴に

いらっしゃいますが―傍聴が少ないからここ

でやらずに後ろでやろうと思いましたが、自席

からやらせていただきます｡（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

小林市、高原町並びに野尻町におかれまして

は、本年４月、合併協議会を設置され、熱心に

協議を進めてこられたところであります。県に

おいては、その時々の状況に応じて助言に努め

てきたところでありますが、今回協議が休止さ

れるに至ったことにつきましては、大変残念な

ことであると考えております。もとより市町村

合併は、地域の将来に大きな影響を及ぼす大変

重要な事柄であり、市町村と住民一人一人が、

地域の現状や今後のまちづくりについて、自主
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的・主体的に十分議論した上で決定されるべき

ものと考えております。県といたしましては、

地方行政の将来像を見据えながら、それぞれの

地域での合併に向けた取り組みが円滑に進めら

れますよう、今後とも支援に努めてまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 知事

との意見交換についてであります。県民政策部

におきましては、県政の重要課題の総合調整や

総合交通対策、中山間地域対策、さらには文化

施策や人権施策など幅広く所管をしておるとこ

ろであります。また、秘書広報業務など日常的

に知事を補佐する役割も担っておりますので、

職員が知事と意見交換する機会は多いと思って

おりますし、私自身も、庁議の場や全国知事

会、あるいは所管業務はもとより、県政全般に

わたる重要施策の方針決定の際など、知事と直

接、意見交換をさせていただいております。今

後とも、県政全体を円滑に推進していくため、

知事と職員との間の意見交換を密に行い、十分

に意思疎通を図ってまいりたいと考えておりま

す。

それから、時間外、仕事外でも機会あるごと

に、知事、副知事を含めまして各部長、意見交

換を行っております。以上であります。〔降

壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

知事との意見交換についてであります。いろ

いろな見方、感じ方はあろうと思いますが、私

自身、部長として知事にお仕えするのは初めて

でございますので、私の感じ方として申し上げ

ます。私個人としては、所管の業務について、

異例、あるいは基本方針の変更、危機事態への

対処、こういったもの以外、つまり基本的な内

政は所管部長の判断にお任せいただいているも

のと考えております。そういう意味での部長の

責任は重いというふうに自覚をしております。

当然、異例、基本方針の変更、時にはトップダ

ウンの案件、あるいは全庁的な対応を要する事

項などの協議の際は、率直かつ実りのある意見

交換をしたいと思っておりますし、現実に相当

程度それはできているというふうに考えており

ます。知事といえども、当然、物理的な対応に

は限界があるということを考えますと、今、知

事のお持ちの力を宮崎県民のために最も効果的

かつ有効に活用するという観点からは、私とし

ては、今のあり方にそうそう不具合はないとい

うふうに感じております。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

福祉保健部は、県民の生活に直結する重要な

施策を数多く抱え、現在は特に、子育て対策や

医療対策という県の重点施策を遂行する役割を

担っておりますことから、関連施策の方向性の

検討・確認、あるいは各種の事業の実施の過程

において、適時知事に報告し、随時意見交換を

させていただいております。知事も、当部の抱

える諸問題の解決に強い関心を持っておられ、

率直な意見交換ができていると考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 私

は、環境森林部長を19年の４月から務めさせて

いただいております。私どもの部では、今大き

な問題になっております地球温暖化対策など、

県民生活にかかわりの深い環境分野、あるいは

森林・林業・木材産業、林業の振興という大変

重要な分野を担当させていただいています。こ

れらの業務を進める中で、知事とは、特にこれ
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まで、中国木材進出にかかわる案件ですとか、

今大きな懸案になっておりますエコクリーンプ

ラザ問題などといった重要案件の協議や報告、

また、県産材の需要拡大のためのトップセール

スについてのいろんな打ち合わせ等、さまざま

な機会を通じまして必要な意見交換をさせてい

ただいているところであります。特に植栽未済

地につきましては、昨年度の４月、新年度早々

に、知事に直接、西米良のほうを視察、調査し

ていただきまして、今後の対策について、部内

の職員あるいは関係団体との十分な意見交換が

なされまして、今年度の重点施策として実現で

きたのではないかというふうに考えておりま

す。

今後とも、部内各職場で自由闊達な議論が行

われ、知事だけではなく副知事とも十分な協

議、意見交換が行われるように努めてまいりた

いというふうに考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

知事との意見交換についてでありますけれど

も、商工観光労働部におきましては、企業誘

致、雇用対策、観光振興、移住促進といいまし

た、知事マニフェストに直接関係する業務のほ

か、宮崎を全国でアピールするという役割を

担っておりまして、私も含めて職員ともども、

一緒に仕事をする機会が非常に多うございま

す。知事とはこれまで、企業立地の推進体制の

整備など業務を進める上で、さまざまな場面で

直接、意見を交換しております。加えまして、

知事の高い知名度というのは、企業を訪問する

際にも極めて有効でありますので、大いにそれ

を活用させていただいておるところでございま

す。今後とも、これまで以上に知事との意思疎

通を密にしながら、業務の円滑な推進、発展に

努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

農業・水産業は、昨年の高病原性鳥インフル

エンザや、今年度に入りましてからの重油・配

合飼料価格の急激な高騰、こういった国際情勢

や自然条件の変化などの影響を受けやすく、こ

れに行政処分を含めて迅速・的確に対応する必

要があることから、常に知事と問題を協議の

上、さまざまな施策を実施してきております。

御案内のとおり、知事の情報発信力によります

マンゴー・宮崎牛の高値といったことは実現し

ておるわけでございます。こういった農水産物

のＰＲを知事のトップセールスを中心に展開し

ていることは、まことに我々にとってはありが

たいことでありまして、その際にも現地で、効

果的なＰＲの手法等についてさまざまな意見交

換を、担当課、担当職員まで含めて、知事と協

議をさせていただいているところであります。

さらに、本県の得意分野である農業を生かし

ました、いわゆる農商工連携による産業の活性

化や雇用の創出等についても、その重要性につ

いて、知事と共通認識のもと、今後の取り組み

を検討しているところでございます。今後と

も、知事を初め関係者と十分に意見交換を行い

まして、農業・水産業の活性化及び所得の向上

に資する効果的な施策の取り組みを、着実に推

進してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県土整備部におきましては、道路特定財源の

一般財源化や入札・契約制度改革の推進など重

要な課題につきまして、日ごろから知事と率直
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に協議を重ねさせていただいているところであ

ります。入札・契約制度につきましては、休み

返上で勉強会をさせてもらったこともございま

す。特に県政の最重要課題であります、高速道

路を初めとする、本県にとって真に必要な道路

整備財源確保のために、知事には、多数の大会

への出席や国等の関係機関に対する要望など、

まさに先頭に立って東奔西走していただいてお

ります。私といたしましては、知事とのいろい

ろな協議、あるいはともに行動する場を通しま

して、私を初め当部の課長等職員と知事との間

で、県土整備に向けた思いが共有できているも

のと考えておるところでございます。以上で

す。〔降壇〕

○中村幸一議員 それぞれの部長の皆さん、本

当に100点満点、すばらしい答弁でありました。

何も隠し事はなかったんだろうと思います。

ただ、先ほど知事が、合併問題に絡みまして

市町村の自主性に任せるという話をされまし

た。市町村の自主性に任せていて、44市町村

が30になったとはとても思えません。知事が知

事になられる前から、いろんな職員が市町村に

出かけて、あるいは少しはおどしながら、30市

町村になったんです｡これを自主性に任せておっ

たら、とても30市町村なんかになりません。そ

して、合併支援室もあるわけです。合併したら

１億円ずつやっているわけですから、これは自

主性に任せるなんて、そんな甘っちょろいこと

を言いよったら、合併なんかできるはずはない

と私は思っています。もう合併するところも少

ないでしょうけれども、今度から、大詰めのと

きには報道陣も連れて、公平に話せるように、

やはり知事が出向いていかなくちゃいけないと

私は思うのであります。

東国原知事がスタートして２年になります

が、いろんな議員がおっしゃいました。宮崎県

を一躍有名にしたのは東国原知事であること

は、だれもが認めるところであります。私、よ

く言われます。「まこち知事は頑張っちょりゃ

るがね。県議会は何しよっとやろかい」、私は

この言葉が一番かちんと来るんですよね。「あ

のですね、宮崎県議会が優秀だから、懐深く知

事を許して温かく見守っているから、やはり、

東京に行ったり、いろんなところに出かけて

いったり活躍できるんですよ。何を考えちょっ

とか」。こういう有権者に、はっきり私は物を

申しております。やっぱり私どもも知事を支え

るために努力しているんだということを、私は

県民の皆さんにお話をしているわけでありま

す。

せんだって議長の提案で議会側が、議会中に

知事が出張するときには、今まで届け出制を

とっていたのを、地方自治法第121条にのっとっ

て、届けなくても出張できるようにしましょう

という提案をして、そうなったわけです。しか

し、議会の審議に必要な説明のために議長から

出席を求められたときは、議場に出席しなけれ

ばならないとなっております。なぜかという

と、議会が知事に同意を与えた場合、出張中に

大きな災害、事故等が起こったときに、議会の

責任も問われる。そうであれば、自由に知事に

やっていただいたほうがいいと。これは自己責

任でやっていただきたいということで、議長か

らの提案だったと思うんですが、このことに関

して、知事はどのように認識をしておられるか

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県議会の御理解をい

ただきまして、本当に感謝申し上げたいと思い

ます。

議会中の出張につきましては、他府県と大体
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歩調を合わせる形になったのではないかと。今

まで、本県だけは他府県とちょっと違ったシス

テムだったので、これで他府県と遜色のないシ

ステムになったのではないかと理解しておりま

す。

○中村幸一議員 私が聞いたのは、自由になっ

たからどうでもいいんだよというのではなく

て、知事の自己責任においてやらなくちゃなら

ないということについて認識をされております

かということです。

○知事（東国原英夫君） それに関しては十分

認識しております。

○中村幸一議員 知事は、東京を初めいろんな

ところでいろいろやっていただいています。そ

ういうことを外交と言うなら、非常にすばらし

い。先ほどもお話がありましたが、行政支出総

点検会議の委員を務めている、天皇陛下に地方

の実態を御進講申し上げるなど、評価されてい

ます。しかし、先ほども申しましたように、私

が危惧しているのは、内政がどうなんだろうと

いうことなんです。職員がはつらつとして県政

に取り組んで、知事に意見具申してかんかんが

くがく意見交換をやっているのかどうか、これ

に私は非常に疑問を持っているわけでありま

す。

私が初当選したのは平成３年でした。そのこ

ろ、総務部長や県民政策部長がまだ係長かそこ

らでした。そのころから知っていますから、県

庁の皆さんからいろいろと情報が入るし、話も

します。焼酎も酌み交わして話をするわけであ

りますが、そうした折に、やっぱり、知事が課

長とか担当者と本当に意見を交わしているのか

というのがなかなか見えてこない、私はそのよ

うに思うわけであります。ある本に載っていま

したけれども、橋下知事が、夜中でも部長や次

長や課長や責任者に電話するんだそうです。

「これはどうなっているか」「どういうふうに

するのか」。週刊誌ですから、おもしろおかし

く、「非常に迷惑だ」とか書いていましたけれ

ども。県庁の職員の皆さんは、知事が夜中に電

話して「どうなっているんだ」と言ったって、

だれも怒る人はいません。「わあ、知事からそ

んなに期待されて電話が来た」ということで、

むしろうれしく思うんですよ。知事はそういう

人の生かし方を感じていないんじゃないか。こ

れはやる気を起こさせる。やっぱり、そのよう

に知事にやっていただく必要があるんじゃない

かと思います。積極的に若い連中にも声をかけ

ていただきたい。私の耳に入ってくるところで

は、知事が余り声をかけないという話が出てく

る。そのことについてどうお思いですか。

○知事（東国原英夫君） 組織やチームのまと

め方、あるいは組織やチームの運営の仕方、機

能の引き出し方というのは、恐らく議員と私と

は考え方がちょっと違うんじゃないかなと思っ

ております。夜中に電話をする、メールをする

ということについては、大変申しわけないんで

すけれども、秘書課の方たちに、よく電話やメ

ール等で指示とか意見を聞いているところでご

ざいます。

考え方が違うのでございますが、今後とも、

大先輩であり、尊敬する議員の御指摘も踏まえ

ながら、職員とできるだけ対話を重ねて、職員

が生き生きと、やる気を持って働ける職場の状

況、そうした組織運営を図ってまいりたいと考

えております。

○中村幸一議員 東国原知事の２代前は松形知

事でありました。我々がまだ若かったせいもあ

りますけれども、私がここで一般質問をします

と、松形知事さんから、夜、電話が来るんで
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す。「中村議員、きょうの質問はよかったです

ね」とか、「あそこはあんまりよくなかったで

すね」とか、「これは本当に県政として取り上

げなくちゃいけないですね」とか、いろいろ来

ていました。最初は、松形知事から電話が来た

というので、うちの家内なんか―きょう来て

いるかどうかわかりませんが―飛び上がって

いました。私は「こうちゃん」というんです

が、「こうちゃん、松形知事から電話よ」。私

も飛んで行きましたけど、これが２回、３回に

なりますとね……。１回こんなことがありまし

た。「また松形知事さんから電話よ」と言うか

ら、遠いところから―受話器をふさいでな

かったんですね―「あの人は電話魔やから、

別に慌てんでよかっちゃが」と。そうしたら知

事が、「私、電話魔やっか」とおっしゃいまし

た。それぐらい頻繁に意見交換もしておりまし

た。

だから、東国原知事に議員の皆さんに電話し

ろというんじゃなくて、それぐらい、闊達な意

見交換ができたということですね。私も３期目

のときでしたが、秘書課に電話したんでしょう

けど、松形知事に、どうしても県政上これは

言っておきたいということがあって電話した。

あの方はえびのの出身でしたから、都城出身の

私が行くと、諸県弁でしゃべりゃるわけです

ね。かんかんがくがく30分やったことがありま

したが、また帰ってから、「考えさせてくださ

い」という電話がありましたけれども、そのよ

うに対応していただきました。ですから、繰り

返しになりますが、やっぱり知事は、県議会と

もそうですが、職員との対話も、なお一層、深

めていただきたいということを要望し、そし

て、そのようなことに甚だ対応が欠けるのでは

ないかという気がしますが、要望にしようと

思ったけど、所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 済みません、最後の

言葉が聞き取れなかったんですけれども、何に

欠けるとおっしゃいましたか。

○中村幸一議員 職員と県議会に対する対応が

欠けているんじゃないかということですね。

○知事（東国原英夫君） 「闊達である」とい

うお言葉、表現をお使いでありましたが、闊達

であることとなれ合いというのは、非常にバラ

ンスが難しいところであります。私なりの距離

のとり方というのを、自分なりには気をつけて

いるところでございます。私は今まで、行政経

験、政治経験がないものですから、自分なりの

スタイル、自分なりの特色ある行政運営の仕

方、政治課題に対する取り組み方というのを意

識してやっております。それは人心掌握の手法

についてもそうであります。

議員の御指導、御鞭撻を重く受けとめ、拝聴

させていただきまして、問題意識の共有という

のは非常に重要だと思いますので、今後また、

職員の方々、そして県議会の方々、県民の方々

とも問題意識の共有を図りながら、コミュニケ

ーションを密に図っていきたいと思っておりま

す。

○中村幸一議員 よろしく願います。

それから、各部長に、県政運営の手法につい

てお尋ねいたします。最近、執行部の県政運営

を見ていますと、非常に議会をないがしろにし

ている部分が多過ぎると私は思うんです。早い

話が、政策を進めるに当たって、何か言えばす

ぐ、学識経験者からさまざまな提言を受ける、

こういうことであります。県民受けをねらって

いるとしか思えない。それも、議会が知らない

間にそれをやっていることがあるんですね。例

えば去年の仕分け委員会、我々が知らない間に
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仕分け委員会をつくられてやっていらっしゃ

る。それは当然、執行部が出したことを議論し

たわけであって、素人が何が細部までわかるわ

けがない。それをやらせておって、「こういう

仕分け委員会の結果でした」。せんだってはま

た、評価委員会、これもたかだか５～６時間ぐ

らい協議して、そして評価したなんていう、そ

ういったこともあるんですよ。私は、そういう

専門家が意見を述べることに異議はありません

が、やっぱり議会と執行部がコラボレーション

してやっていくという認識に立てば、各委員会

に、「こういう事業を模索しているんですよ

ね」と相談してもいいんじゃないかと思うんで

す。国会議員もこの前、こういうことを書いて

おりました。「県議会議員というのは、ある部

分では地元に密着していろんなことを知ってい

る」。あるいは、学識経験者よりか知っている

場合があるんですね。それを、何もお金をかけ

て学識経験者といろんな委員会をつくる必要は

ない、私はこのように思いますが、総務部長お

願いします。

○総務部長（山下健次君） 確かに、外部委員

会、これはもちろん法定の附属機関等は除くわ

けですけれども、私的諮問機関としての各種の

委員会等が相当数ございます。これは、基本的

に執行部内での施策の検討あるいは実施、評価

を行うに当たりまして、県民の皆様の幅広い意

見をお聞きすると。これは、あくまでも執行部

内での施策の検討の段階ということでございま

す。あるいは専門的な知識を取り入れるといっ

たときに必要な場合が当然ございます。こう

いった場合に、外部の有識者などから成る委員

会を設置いたしまして、いろいろ御意見をいた

だいているところでございます。真に県民の立

場に立ちました県政を推進していくためには、

御指摘のように、県民の代表である議会と執行

部が、まさに車の両輪となって、山積する県政

の諸課題に取り組んでいく、これが重要である

と考えております。今後とも、議会の御意見を

適時適切にお伺いしながら、さらに努めてまい

りたいと考えております。

○中村幸一議員 何でもかんでもというんじゃ

ないんです。例えばエコクリーンプラザみやざ

きあたりの外部委員会、これはやはり土木工学

的にどうして建築すればいいかということは、

なかなか議員では難しい。そういうときには、

やっぱりちゃんとせにゃいかんと思います。そ

れとこれとは分けて、議会でできるもの、学識

経験者に金を出してまで頼んでしなくていいも

のとはちゃんと仕分けしてやっていただきた

い。これが仕分け委員。

アメリカ大統領選挙の結果でございます。

アメリカ大統領選挙は、民主党のオバマ氏が

共和党のマケイン氏を破り、初の黒人代表とし

て当選しました。さてそこで、「今までブッ

シュ大統領の共和党政権でありましたが、民主

党政権に変わり、日本はどのような影響を与え

られると思っていらっしゃるか、知事の見解を

お伺いしたい」と言ったら、「わからない」と

おっしゃるでしょうから、私がちょっと私見を

述べてみたいと思います。

アメリカと日本の歴史を振り返ると、日本に

対して好ましい関係というのは、やっぱり共和

党政権だったんですね。民主党政権というの

は、今まで日本に対して非常に冷淡で、日本を

軽んじた政策を展開している傾向があります。

ちょっと歴史をさかのぼりますと、共和党で

は、日米英三国同盟を非常に望んだマッキンリ

ー大統領、そして日露戦争が終わって日露戦争

講和を日本側に立って仲介したセオドア・ルー
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ズベルト大統領、日本軍の再建と憲法第９条改

正を求め、安全保障条約を結んだアイゼンハワ

ー大統領、日米関係を強化したレーガン大統

領、そして日本と対等の関係を求めた現ブッ

シュ大統領が共和党政権。それにひきかえ民主

党は、日本に策を弄して日本を対米戦争に陥れ

たフランクリン・ルーズベルト大統領、広島、

長崎に原爆投下を命じたトルーマン大統領、頭

越しに中国に接近してジャパンバッシングをや

り、中国で、「日本を恫喝すれば日本は言うこ

とを聞きますよ」、このように中国で日本を恫

喝する外交を進めた―このことはまだ記憶に

新しいですが―クリントン大統領。その夫人

であるヒラリー・クリントン大統領候補は、大

統領の外交政策の演説においても、日本のこと

はほとんど触れていませんでした。この方がも

し大統領になれば、夫のクリントン大統領から

外交政策を聞いて、日本の外交はないがしろに

なるだろうと非常に心配いたしておりました。

オバマ氏が通って安心したわけですが、何と安

心したのもつかの間、12月２日の報道では、国

務長官の要職につくことになりました。また日

本外交は大変なことになるなと、私は思ってお

ります。

オバマ氏は黒人の大統領であり、我々日本人

に対してどのような考えを持っているのか定か

ではありませんが、このように歴代民主党の大

統領は、日本に非常に厳しく残虐な行為を行っ

てきました。特にトルーマン大統領は、ソ連に

対して優位に立つ目的も含めて、ウラン型原爆

を広島に、プルトニウム型原爆を長崎に投下し

て、日本人で人体実験をしたのであります。東

京大空襲、５月の25日でありますが、一晩で10

万人もの非戦闘員を爆撃して殺りくした。これ

は今、日本人が本当にだれも声を出して言わな

い。過ぎたことは水に流す、こんな日本人では

いけないと思います。これは明らかに国際法違

反であります。本当に情けない日本人と言わざ

るを得ません。今、隣で「田母神さん」と言う

人がありましたが……。しかし、また、中国と

も頭越しに国交正常化を図るかもわかりません

よ。

また私は、中国も本当に信用ならない国であ

る、このように思っております。自国が不安定

になると、南京大虐殺等日本の戦時中の行動を

批判するキャンペーンを起こして、誇大宣伝し

て日本に敵意を向けさせる。このことについて

ちょっと触れますが、当時、南京の人口が25万

人であったと言われています。それなのに30万

人もの人を虐殺した。まことにプロパガンダで

あります。日本のマスコミの一部にもこれを後

押しする風潮があります。南京の人口が25万で

あれば、まだ全部殺りくしても足らなかったん

です、30万人であれば。調べてみると、１カ月

後には南京の人口は25万に戻っていた。このよ

うなことがあります。本当に笑止千万、さすが

ほら吹き、誇張好きの白髪三千丈、ほら吹きの

でっち上げの国である、私はこのように思うわ

けであります。

そして韓国の竹島の問題、北朝鮮拉致問題、

核問題、日本を取り巻く環境を、国民が真摯に

見詰め直さなければならない時期が今、来てい

るのではないかと、私は思うわけであります。

憲法も改正して、ちゃんとしなければならな

い。北朝鮮が核を持っただけで、アメリカと対

等の外交交渉を行っている。アメリカの核の傘

で、日本は守られはしない。アメリカは日本を

守らない。本当に今、このような財政状況やそ

ういうことを考えると、今、アメリカとの関係

を本当に真摯な態度で見詰め直し、新しい日本
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をつくっていかなければいけないと私は思うの

であります。

日本の国の地図を、我々はこうして見ていま

すが、これを90度回してみると、ロシアがあり

北朝鮮があり中国があります。日本は太平洋に

出ていくのに邪魔になって仕方がない。だか

ら、本当に日本の置かれた立場を、位置を考え

なくちゃいけないというふうに思います。これ

もまた知事に意見を聞くつもりでしたが、これ

に知事が答えて、また言葉狩りに遭ったら、あ

なたが国政に出ていくときに大変なことになる

と思いますので、国政に行かれたときの参考に

していただきたいと思うのであります。

次は、ホームドクター制度についてでありま

す。

９月１日でしたが、たまたま私はこの日に

限って家におりました。ちょうど３日前に出張

から帰ってきたところでありましたが、うたた

寝をしておりましたら、家内が「早く寝なさい

よ」と言って寝室に行きました。12時15分ごろ

でしたが、目が覚めて寝室に行こうとしたら、

家内が「苦しい」ということで出てきて、かち

合いました。「救急車を呼ぼう」と言ったとこ

ろ、救急車を呼ばないで、かかりつけの病院に

連れていってくれということでした。車を用意

して連れていきました。かかりつけの医者が、

これはいかんということで、気管挿入、いわゆ

る気管チューブ挿入というんですが、それをし

ていただいて―酸素濃度が60％に落ちてい

て、いわゆる心不全、そして看護師も１人しか

いなかったものですから、急いで酸素吸入し

て90％に上がったので、医師会病院に救急車で

連れていった、こういう状況がございました。

何を言いたいかというと、きょう、太田清海議

員も言っていましたが、かかりつけ医制度をつ

くらないと、本当に命を失うことになるという

ふうに思ったわけであります。県立病院、宮崎

大学医学部附属病院等々に、風邪でも何でもい

いから行くわけです。かかりつけ医がないか

ら、こういうことになっているわけですので、

ぜひともかかりつけ医制度について、何か宮崎

県民がそういったことが全部できないか。そう

いうようなことを知事と福祉保健部長にお伺い

をいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） かかりつけ医

を持つことは、日ごろからの治療や健康管理は

もとより、いざというときに適切に判断しても

らえるなど、県民自身の安心感につながるとと

もに、医療機関の機能分担を図り、お話にあり

ましたように、医療の効率化に資する観点から

も非常に重要であると考えております。このた

め、県ではこれまでも、県医師会等と連携し、

かかりつけ医の必要性について、さまざまな機

会を通じて啓発を行ってきたところでありま

す。県民がかかりつけ医を持つことは大変重要

でありますので、今後とも引き続き、啓発に努

めてまいりたいと考えております。

○知事（東国原英夫君） 議員御自身の御体験

を拝聴しまして、私も、かかりつけ医の重要性

というものを改めて認識した次第でございま

す。今、福祉保健部長が申し上げましたとお

り、引き続き、県民にかかりつけ医の重要性と

いったものを啓発する、そういった運動を積極

的に展開してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 今、高齢者医療が問題になっ

ていますけれども、いわゆる高齢者の方々もそ

うですが、心臓が苦しいというと心臓の薬をも

らい、のどが痛いといったらのどの薬をもら

い、腰が痛いといったら腰の薬をもらう。それ

で病院をはしごして回り、20種類37錠もの薬を
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処方されたというデータがあるそうです。これ

を飲んでいたら体が全部壊れてしまうんです。

年間2,000億円から5,000億円も捨てる薬がある

というふうに試算がされております。5,000億円

といったら、宮崎県の一般会計予算に匹敵する

額ですから、これはやはり、今、福祉保健部長

が答えたように、この啓発運動を一生懸命やっ

ていただきたい、このように思います。

モンスターペアレントについてお尋ねいたし

ます。

家内が40日間入院して―きょうは元気で来

ているようですが―４人部屋になったときに

見舞いに行きました。そうしたら、若い女性が

同じ部屋に来ました。その人は私の後輩の娘さ

んなんです。その方が４年前に、いわゆるモン

スターペアレントに遭ったんですね。注意をす

るために軽く出席簿で頭をやったらしい。そう

したら、その親が学校に来て、１人だけを集中

的にいじめるんですね。それも２回、３回あっ

たらしい。そのとき校長、教頭はだれも立ち会

わなかったと言っているんです。こういうばか

なことをやっている。その娘さんはノイローゼ

になって、とうとう学校をやめた。そして入退

院を繰り返している、こういう状況にある。押

川議員がこの前言ったんですが、「モンスター

ペアレントというのは宮崎県ではないそうです

よ」、こういう話をしましたけれども、あるん

です、実際そういうことが。それを皆さん方が

知らないだけなんです。本当にかわいそうなの

は―この前、日曜日にお父さんに電話しまし

た。「どうですか。元気になられましたか」

「いや、だめなんです。４年間地獄です。４年

間、本当に自殺未遂も何回もしました。こんな

苦しいことはありません。もっと学校が、教育

委員会が正しく接しておいてくれれば、こんな

にならなかったのに」、こうおっしゃったんで

す。「中村さんが、モンスターペアレントにつ

いてお話しされることも承知しています。うち

の娘のことを取り上げられるんだろうな。二度

とこういうことが起こらないように、ちゃんと

ルールづくりをしてやってください」というふ

うに、切々と電話で訴えられました。そのこと

について、まず教育長と教育委員長にお伺いし

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 学校への苦情や相談

の内容はさまざまでありますが、その多くは、

子育ての悩みや、我が子への深い思いからなさ

れるものであり、学校は、そのような悩みや思

いに対してよく耳を傾けるとともに、日ごろか

ら保護者とのコミュニケーションを大切にし、

互いに協力できる関係を保っていく必要があり

ます。しかしながら、今、中村議員のほうから

御紹介がありましたような、私も聞いておって

非常に胸が詰まる思いで聞かせていただきまし

たけれども、そのような保護者からの理不尽な

要求に対しましては、毅然とした対応をとるこ

とが必要であり、特に問題の解決に当たりまし

ては、御所見にありましたように、個々の教師

に問題を抱え込ませることがないように、学校

として組織的に対応することが最も肝要なこと

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、教師が本来の仕事である子供の教育に全

力を注いでいけるように、学校だけでは解決が

困難な場合には、関係機関等とも連携しなが

ら、的確な支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○教育委員長（大重都志春君） お答えしま

す。

私も、長い教職生活の中で、要望や要求の強

い一部の保護者と出会ったことがございます。
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そのような強い訴えに対して、教師自身が悩ん

だり自信を失ったりする姿を目の当たりにした

ことがございます。そのような経験から、困難

な事例に学校が組織的に対応していくことや、

日ごろから教師と保護者が適切な人間関係をつ

くっておくことが大切であると考えます。子供

を中心にという思いは、現役時代も現在も変わ

りません。教育委員の一人として、学校で懸命

に頑張っている教師が、本来の仕事である子供

の教育に全力を傾けられるよう、職務を全うし

たいと考えております。

○中村幸一議員 大重先生は、小学校、中学校

の校長をされておられましたね。本当に、親の

意識がこういう意識にいつから変わったのか、

ずっと目の当たりにされたと思います。そのこ

とが一つ。

ＰＴＡのあり方にも問題があるんじゃないか

と思いますが、そのことはどのようにお感じな

のかお聞かせください。

○教育委員長（大重都志春君） ＰＴＡと先生

の関係、あるいは学校とＰＴＡの関係でござい

ますが、学校の中では、ＰＴＡ活動は大変重要

な、子供たちの側面的な協力をしていただく場

でございます。学校の校長のみならず、学校の

職員とＰＴＡの役員の方々との関係、あるいは

学校の職員全体とＰＴＡ全体との関係、これは

いろんな総会等がございますので、そういった

場でコミュニケーションをたくさん持って信頼

関係をつくると申しますか、そのような態度を

確実にふやしていくということが大変大事では

なかろうかと考えております。

○中村幸一議員 いろいろありがとうございま

した。もっと聞きたいことがあるんですが、時

間がありませんので、先に進みたいと思いま

す。

今回の議会では、知事に対して「１期４年全

うするのか」というのが、何人もの話に出まし

た。私も前にそのようなことを言ったことがあ

りました。そのときには、副知事をつくって働

きやすいようにしなさいというような話もしま

した。ずっと知事の話を聞いていまして、やは

り、言葉は悪いですが、心ここにあらずという

か、心ここにあるんでしょうけれども、将来を

見据えた上では、やはり国のほうに行って宮崎

県をよくしたいという気持ちが知事にはありあ

りと見えると私は思います。チャンスというの

はなかなかめぐってきません。４年待ってチャ

ンスがあるわけではありませんので、この際、

チャンスが来たら、県民の皆さんに、「国政に

行って私が総理大臣になるまで宮崎県を支えて

ください。ちゃんと宮崎県をよくします」とい

うことをお話しされて、国政に行かれればいい

と思います。そのとき私が知事を―引き受け

られませんね。だれか引き受けるように努力し

ますので、チャンスが来たら―もうここまで

答弁されていいと思います―行かれても。そ

のときは、ちゃんと県民の皆さんに記者会見し

て、そして頑張りますという気持ちでやられた

らいいんじゃないかなというふうに思います。

あなたはそこまで行けるような人相もしており

ますので、期待を持ちながら知事を見守ってい

きたいと思います。頑張ってください。

以上で質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第33号から第35号まで採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した収用委員会委員及び同委員会予備委員の任

命の同意についての議案第33号から第35号まで
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の各号議案を一括議題といたします。

お諮りをいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第33号から第35号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで、第11号から

第32号まで、第36号及び第37号並びに

請願委員会付託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、第11号から第32号ま

で、第36号及び第37号の各号議案について、質

疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託を

いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日11日から16日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月17日午前10時開会、常任

委員長及び普通会計決算特別委員長の審査結果

報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時46分散会
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平 成 2 0 年 1 2 月 1 7 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）
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◎ 常任委員長及び普通会計決算特別

委員長審査結果報告

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長及び普通会計決算

特別委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

議案第１号から第32号まで、第36号及び第37

号並びに継続審査中の９月定例会提案の議案

第11号から第14号までの各号議案、並びに請願

第11号から第15号まで及び継続審査中の請願を

一括議題といたします。

ただいまから、常任委員長及び普通会計決算

特別委員長の審査結果報告を求めます。まず、

総務政策常任委員会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件及び新規請願１件の計11件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願３件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。なお、議案第６号については賛成多数

により、また請願第６号については賛成少数に

より、その他の議案及び請願については全会一

致により決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。

今回の補正は、公共事業費等の国庫補助の決

定に伴うもの、その他必要とする経費について

措置するものであり、10億2,800万円余の増額補

正となっております。補正予算に要する歳入財

源につきましては、道路特定財源の暫定税率の

失効期間における減収補てんとして、今回、臨

時に交付された地方特例交付金５億8,800万円

余、国庫支出金３億1, 0 0 0万円余、県債１

億1,400万円余等であります。この結果、補正後

の一般会計の予算額は、5,662億5,200万円余と

なります。

次に、議案第６号「宮崎県高千穂線鉄道施設

整理基金条例」についてであります。

この条例は、高千穂線沿線の自治体が不要な

鉄道施設を撤去するための財源として、県と沿

線自治体で積み立てる基金を設置するものであ

ります。

このことについて、委員より、「不要な施設

の撤去計画をいつまでに策定するのか」との質

疑があり、当局より、「まずは、沿線自治体で

施設の有効活用に努め、その結果、不要な施設

については撤去計画を策定することとなる。具

体的な内容については、遅くとも年度内に県と

沿線自治体で協議会を設置し、その中で一緒に

検討していく予定である」との答弁がありまし

た。

これに関連して、多くの委員よりさまざまな

意見が出され、主なものとして、「有効活用で

きる施設の把握や不要な施設の撤去費用の概算

など、きちんとした見通しのもとに基金設置を

進めるべきである」との意見や、「不要な施設

の撤去計画がどの時点で定まるのか不透明であ

り、県が将来にわたって基金への支出を強いら

れることになりかねない」との意見がありまし

た。

また、本条例案の採決に際して、委員より、

「不要な施設の撤去計画及びその費用を明確に

しないままに議案として提出されており、熟度
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が不足していると言わざるを得ない」との意見

もありました。

これらの意見を踏まえ、当委員会といたしま

しては、現段階で、鉄道施設の有効活用策並び

に不要な鉄道施設の撤去計画及びその費用が明

らかでなく、それに要する基金の積立額も不明

であることから、将来の財政負担等に対して県

民が不安を抱かないよう、条例の制定に当たっ

ては、以下の点について努力することを強く要

望するものであります。

一、県と沿線自治体が連携し、可能な限り鉄

道施設の有効活用を図り、基金への新たな積み

立てが最小限で済むよう努めること。

一、県と沿線自治体は、不要な鉄道施設の撤

去計画をできる限り早期に定め、将来の撤去費

用や基金への積立額及び積立期間を明確にする

よう努めること。

一、県と沿線自治体は、鉄道施設の有効活用

策及び不要な鉄道施設の撤去計画を策定する過

程で、随時公表等を行い、民意が広く反映され

るよう努めること。

次に、請願第４号「高鍋土木事務所存続に関

する請願」及び請願第７号「串間土木事務所存

続に関する請願」についてであります。

継続審査となっていたこの２つの請願につき

ましては、今回、全会一致で採択すべきものと

決定したところでありますが、これに関連して

委員より、「土木事務所の今後のあり方につい

て、具体的な内容を審議する際には、現在、本

県が取り組んでいる行財政改革の視点も踏まえ

つつ、今回採択となった請願の趣旨を尊重すべ

きである」との意見がありました。

最後に、「県民政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、厚生常任委員会、権藤

梅義委員長。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願４件の計11件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の議案１件、請願１件を含め、お手元

に配付の議案・請願委員会審査結果表のとおり

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第５号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」につい

てであります。

これは、産科医療補償制度の創設に伴い、分

娩料の上限額を来年１月１日から現行の13万円

から18万円に引き上げるものであります。同制

度は、医療機関が民間保険に加入し、出産１件

ごとに保険料３万円の負担により、分娩が原因

で脳性麻痺になった場合、総額3,000万円の補償

金が支払われるものです。制度開始に合わせ、

国民健康保険や社会保険等で措置される出産育

児一時金は同額増額される予定で、妊婦側の負

担にはつながらないよう配慮されています。

このことについて、委員より、「産科医療補

償制度分の３万円に新たに上乗せされる２万円

については、特に県民の理解を得られるよう十

分な説明を行ってほしい。また、出産する側の

負担も考慮し、総合的な少子化対策の中で支援

策を検討していく必要がある」との要望があ
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り、当局より、「県民の皆様への周知につい

て、今後行っていく必要がある。上乗せ分につ

いては、ハイリスク分娩等を扱う周産期医療セ

ンターとしての役割を果たすために必要な環境

整備等に要する費用負担であり、理解をいただ

きたい」との答弁がありました。

次に、妊婦健診についてであります。

県内の市町村が実施する妊婦健診の回数につ

いては、３回から５回、また公費負担額につい

ては、１万9,770円から４万5,810円と倍以上の

格差があります。こうした状況は、主に市町村

の財政状況によるものと考えられます。当委員

会といたしましては、妊婦の方が安心して出産

に臨めるような環境づくりのために、格差解消

に向けた県の強力な指導を要望いたします。

次に、不適正な事務処理についてでありま

す。

このことについて、特に南那珂農林振興局か

ら県立日南病院への肩がわりについて、金額

が1,244万円余と多額であったことから、年次

別、月次別の消耗品・備品等の明細資料の検討

を行うとともに、病院局に対して、平成19年度

以降の再発防止策や消耗品・備品の購入状況に

ついて審査を行いました。

当委員会といたしましては、今回の不適正な

事務処理に係る監査報告書について、県民が納

得できる報告書とするためには、これらの明細

資料を付表として添付し公表することが必要で

あったとの結論に達しました。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第14号「平成19年度宮崎県立病院事業会計決算

の認定について」、報告いたします。

本決算につきましては、各病院ごとに現地の

調査を行うなど慎重に審査を行ったところであ

ります。

以下、審査の概要について申し上げます。

県立病院事業は、平成18年４月に地方公営企

業法の規定の全部を適用し、病院事業管理者の

設置を初めとした新しい経営体制を導入し、同

年８月には、平成22年度までの５年間で全病院

の黒字化を目指す中期経営計画を策定し、経営

改善に取り組んでいるところであります。その

計画の２年目としての平成19年度の収支状況

は、総収益が269億9,500万円余、総費用が276

億6,100万円余で、差し引き６億6,600万円余の

純損失となり、前年度に比べ損失が10億4,500万

円余の改善であり、中期経営計画の目標値と比

較しても、７億4,500万円の赤字圧縮となりまし

た。これは、費用については、患者数等の増な

どにより診療に使用する薬や材料費が増加した

ものの、収益について、入院基本料の高い７対

１看護加算の通年取得及び心臓血管外科での手

術等、報酬の高い診療がふえたことによる診療

単価のアップ等による入院・外来収益がともに

増加したことによるものであります。

当委員会といたしましては、平成19年度の県

立病院事業については、中期経営計画を上回る

収支改善がなされており、経営改善に向けた取

り組みが着実に進んでいるところであります

が、医師の確保や医業未収金の回収と発生防止

の取り組み等、依然として厳しい経営環境にあ

ることから、中期経営計画が着実に実行される

よう、引き続き努力していただくことを要望い

たします。

次に、「地域医療を担う公立病院の存続支援

を求める意見書」についてであります。

７月29日、政府は、社会保障の機能強化のた

めの緊急対策「５つの安心プラン」を取りまと

め、医師養成数を過去最大程度まで増員させる
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ための具体的な方策や、救急・産科・小児科医

療の確保のための医師への直接的な財政支援な

どを検討するとともに、今年度中に新しい医師

養成のあり方を検討すると報告されましたが、

国に対して、その着実な実現を図るとともに、

公立病院支援のための行政需要を的確に地方交

付税算定に反映すること等について特段の措置

を講じられるよう、強く要望するものでありま

す。

さらに、この意見書に関連して複数の委員よ

り、「地域医療を担う公立病院への支援につい

て県民の不公平感を払拭するためにも、２次医

療を担う市町村立等の公立病院への財政支援に

ついて、県において検討すべきである」との要

望がありました。

次に、「社会保障の拡充により保険者の育成

・強化を行い国民皆保険制度の維持を求める意

見書」についてであります。

人口増減・高齢化のほか、医療の高度化等の

自然増による医療費の増加が喫緊の課題となる

中、世界から称賛される我が国の国民皆保険制

度は、それぞれの就労状況に合わせてつくり上

げてきた現在の保険者機能を有しております。

健保組合、船員保険、協会けんぽ、共済組合、

国保組合、市町村国保などが、各保険者ともそ

の加入者に合わせた独自性を発揮するととも

に、相互に各保険者を支え合い、47年間にわた

る日本の皆保険制度を守っています。

このようなことから、国に対して、国民が今

後も安心した医療を受けられるよう、現行の保

険者制度を堅持・強化していくこと等、特段の

措置を講じられるよう強く要望するものであり

ます。

次に、「障害者権利条約早期批准を求める意

見書について」であります。

2001年12月、第56回国連総会において、「障

害者の権利と尊厳の推進と保護に関する包括的

かつ全面的な国際条約に関する決議」が採択さ

れました。その後、８回に及ぶ国連障害者の権

利条約特別委員会が開催され、2006年12月13

日、我が国も署名した「障害者権利条約」が国

際連合総会で可決されました。その後、世界

の 2 0カ国以上がこの条約を批准したこと

で、2008年５月３日に効力を持つことになりま

した。同条約は、障がいのある方すべての人権

や基本的自由を完全かつ平等に享有できるよう

社会環境を整えることなどが求められており、

国際社会全体として、障がいのある方々に対す

る差別をなくすことによる真の平等社会の実現

が期待される意義深いものであります。

このようなことから、国に対して、この条約

の趣旨を尊重した国内法に関する必要な措置を

できる限り速やかに行い、本条約を早期に批准

するよう強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、これら３件の意

見書の提出を全会一致で決定したところであり

ますので、議長においてよろしくお取り計らい

いただきますようお願いいたします。

次に、県立病院における医師確保についての

要望活動であります。

近年の全国的な医師不足の中、県立延岡病院

においては、消化器系内科、眼科及び精神科が

休診を余儀なくされ、今後、さらなる医師の派

遣中止が懸念されるなど、地域住民や多くの患

者にとりまして非常に大きな不安となっており

ます。また、県立日南病院の小児科において

も、南那珂地区で唯一入院患者を受け入れる施

設であることから、その存続を求めて署名活動

が行われるなど、小児診療体制確保に向けた地

域住民の活動も活発になっております。
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当委員会といたしましては、休診中の診療科

の早期再開、及び現在の診療科について引き続

き診療体制が確保されるよう、宮崎大学に対し

て、医師の派遣について要望活動を行うことを

決定したところであります。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員会、

十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件の計12件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第４号「道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例」についてであります。

これは、前回改正の平成９年より11年を経過

し、地価も下落したことから、九州統一の単価

として改定するものであります。これにより、

来年度の占用料収入は約7,000万円の減収となる

見込みであります。

次に、議案第９号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

これは、知事の権限に属する事務の一部を、

取り扱いを希望する市町村へ移譲するため、所

要の改正を行うものであります。このうち、県

土整備部所管については、土地区画整理法及び

都市計画法に係る事務が対象となっておりま

す。

次に、議案第23号から第28号「公の施設の指

定管理者の指定について」であります。

これは、いずれも第２期の指定管理に関する

ものですが、第２期の指定管理料について、委

員より、公募の際の基準額との差が余りないも

のがある点ついて質疑があり、当局より、「第

１期においては、県直営のときと比べた縮減で

あったが、今回の基準額については、第１期の

指定管理料をもとに積算しているためである」

との答弁がありました。

このことに関連して委員より、「第１期にお

いて、利用者の増や利便性の向上が図られてい

る事例がたくさんあることから、今後は、利用

者の増、満足度の向上に力点を置き、利用者か

らの声が施設運営等の改善につながっていくよ

うに指定管理者へ指導を行い、毎回の期間満了

前の選定に際してもしっかりとチェックしてい

ただきたい」との要望がありました。

また、当委員会といたしましては、指定管理

者制度のあり方について、同じ指定管理者が３

期目、４期目とずっと継続していくのがよいか

どうかを含めた選定の評価方法の問題、指定期

間の問題、老朽化していく施設を再投資するた

めの負担や時期についての問題など、今後も継

続的に検討を続けることを要望いたします。

次に、雇用対策本部の設置についてでありま

す。

年内に設置するとのことであり、各部横断的

に全庁を挙げて取り組まれることに対しては異

論のないところですが、本会議の一般質問にお
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いて、雇用問題については、たくさんの議員か

ら質問があったにもかかわらず答弁では明らか

にせず、その一般質問終了直後の取材において

方針を明らかにしたことについて、委員より、

「議会審議を軽んじるものであり、大いに疑問

である」との意見がありました。

当委員会としては、方針を決めた時点におい

て、機会を逃さず県議会へ報告することを強く

求めるものであります。

次に、宮崎県中小企業融資制度「セーフティ

ネット貸付」についてであります。

県当局より、宮崎県信用保証協会のセーフテ

ィネット保証の申し込み及び承諾状況等の報告

がありましたが、委員より、「申し込みに対す

る承諾の割合について、かなりの高い割合で承

諾しているけれども、まず金融機関の相談の中

であきらめているケースが多いと聞いている。

金融機関において、もっと相談に乗ってもら

い、宮崎県信用保証協会への受け入れをさらに

スムーズにしてほしい」との要望がありまし

た。

次に、新規立地企業100社についてでありま

す。

「新みやざき創造戦略工程表」によると、知

事のトップセールスとして、重点企業への知事

の訪問数は平成19年度から平成22年度まで毎

年20社を目標としておりますが、平成19年度の

実績は13社となっております。

このことについては、知事のマニフェストで

ある新規立地企業100社にかかわることであり、

新たな雇用を生み出す重要な課題であることか

ら、今後、目標数値以上に企業誘致のトップセ

ールスを頑張っていただくよう、当委員会とし

て要望するものであります。

次に、「道路整備財源の確保に関する意見

書」の提出についてであります。

国においては、本年５月に閣議決定した「道

路特定財源等に関する基本方針」を受けて、道

路特定財源の一般財源化の論議が進められてお

り、地方道路整備臨時交付金にかわって、新た

に１兆円規模の交付金を創設するとされていま

す。その財源については、「これまで道路特定

財源が充てられていた道路整備費等の見直しに

より財源を捻出する」とされており、全国に比

べ著しくおくれている本県の道路整備がさらに

おくれてしまうことが心配されます。

このようなことから、国に対して、おくれて

いる地方の道路整備が着実に行われるための財

源を十分に確保することを求める意見書の提出

を、全会一致で決定したところであります。

次に、「雇用確保に関する緊急決議」につい

てであります。

世界的な経済不況の中、国内においても、急

激な経済情勢の悪化と雇用不安が広がっている

ところであります。そこで、当委員会として、

県としてもあらゆる雇用対策が必要であること

から、今回、決議案の提出を全会一致で決定し

たところであります。その案文は以下のとおり

であります。

雇用確保に関する緊急決議

米国発の金融危機は、グローバル化した経済

の中で、瞬く間に世界的な同時不況の様相とな

っており、今や100年に一度とまで言われている

状況である。

このような中、11月25日現在の厚生労働省の

調査によると、国内において約３万人、県内に

おいても578人の大量の派遣労働者等の非正規労

働者が来年３月までに雇い止めとなる状況とな

っている。

これは、県内においては、派遣労働者が多い
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と思われる50社についてのみの数字であり、今

回の調査結果に含まれていない中小企業やある

いはパート、臨時雇用などの雇用者を考慮する

と、実態はさらに深刻な状況であることは明白

である。

このほか新規学校卒業者の内定取り消しも、

現在３名確認されており、社会人として新たな

スタートに希望と夢を抱いていた学生やその家

族にとって、計り知れない打撃と失望を与える

ものである。

さらに、本年１月から11月末までの県内企業

の倒産件数は97件、その従業者数は1,776人とな

っており、県内の雇用情勢は、昨年に引き続き

危機的な状態となっている。

よって、県当局においては、このような非常

に逼迫した雇用問題の実態把握に努め、労働者

の雇用調整や内定取り消し、中小企業等の倒産

などを防止し、一人でも多くの県民が救われる

ようあらゆる手だてや対策を講じるよう、強く

訴えるものである。

以上、決議する。

この意見書と決議の取り扱いについて、議長

においてよろしくお取り計らいいただくようお

願いいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外「商工観光振興対策及び土

木行政の推進に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。

今回の補正は、環境森林部所管で、一般会計

が４億3,600万円余の増額補正であり、その主な

内容は、ことしの台風13号で発生した民有林の

山地災害のうち、特に緊急性の高い３市町の３

カ所について、早急に復旧を図るための緊急治

山事業費の増などであります。これにより、補

正後の一般会計予算額は241億3,900万円余とな

り、一般会計及び特別会計を合わせた補正後の

環境森林部の予算額は、247億9,500万円余とな

ります。

次に、議案第11号「工事請負契約の締結につ

いて」であります。

これは、平成20年度広域農道整備事業西臼杵

４期地区２工区のトンネル工事で、契約金額

は17億6,700万円余であります。また、契約方法

は一般競争入札で、農政水産部において初めて

総合評価落札方式の標準型を採用したものであ

ります。

このことについて、委員より、「総合評価落

札方式の標準型では、評価値が最も高い者が落

札者となるが、企業の高度な技術力に関する評

価項目については、自社ではなく外注による技

術提案であっても了とするのか」との質疑があ

り、当局より、「現在のところ、技術提案の作

成の過程については、条件を付していない」と
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の答弁がありました。

また、委員より、「企業の技術提案の項目に

ついては、自社の技術力と認識している企業が

あるのではないか。一方、外注を認めることに

より、工事によっては、複数の企業が同一業者

へ技術提案を発注し、結果的に談合につながる

懸念はないのか」との意見がありました。

このことに対し当局からは、「総合評価落札

方式の試行状況や今回の意見を踏まえ、入札公

告の内容のあり方も含め、履行の確実性を担保

するための技術提案の確認手法の構築等につい

て、公共三部で検討を行っていきたい」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、総合評価落札方

式については、現在、試行段階ではあります

が、さまざまな点において、まだクリアすべき

課題があることから、公平公正な制度となるよ

う、公共三部において十分、検討・検証を行う

よう要望いたします。

次に、議案第20号から第22号「公の施設の指

定管理者の指定について」であります。

これは、環境森林部で所管している林業技術

センター「森とのふれあい施設」を初め、「川

南遊学の森」「ひなもり台県民ふれあいの森」

及び「諸県県有林共に学ぶ森」の４つの施設に

ついて、平成21年度から３年間、指定管理者を

指定するものであります。

このことについて、委員より、「どの施設も

応募者が１者しかいないが、他の団体では取り

組めない条件があるのか」との質疑があり、当

局より、「特に厳しい資格要件があるわけでは

ないが、収益性の面から手を挙げられない状況

もあるのではないかと思われる。一方、審査に

おいては60点以上となる必要があり、応募者か

らはサービス向上の提案がなされているなど、

一定のレベルは確保されている」との答弁があ

りました。

また、別の委員より、「一部の項目におい

て、十分ではない部分があると思われる。特に

安全管理の面については、人命にかかわる事故

につながるおそれもあることから、採点の結果

を示し、どの項目がさらに努力を要するかなど

について、指定管理者へ十分指導していただき

たい」との要望がありました。

次に、損害賠償額を定めたことについてであ

ります。

これは、県が管理している自然公園内の青島

公共駐車場において、平成19年４月に発生した

側溝ぶたによる切創事故について、損害賠償の

額を定めたことから報告がなされたものであり

ます。

このことについて、委員より、「後遺症が残

るような重い事故であったようであるが、再発

防止のために他部局と情報を共有しているの

か」との質疑があり、当局より、行っていない

との答弁があったことから、「特に、今回のよ

うな側溝のふたによる事故は、他部局所管の施

設等においても起こり得ることから、事故の原

因等の情報を他部局と共有し、再発防止に努め

ていただきたい」との要望がありました。

また、他の委員より、「安全管理の徹底に努

めるということであるが、具体的な対策が図ら

れているか疑問である。例えば、県職員を活用

し、通勤途中に確認できるものはふぐあいがな

いか点検するなど、事故を未然に防ぐための具

体的な取り組みを行っていただきたい」との要

望がありました。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい
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たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔登壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員（拍手）〔登壇〕 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の議案３件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、いずれも全会一致により決定いた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第29号、第30号及び第31号「公の

施設の指定管理者の指定について」でありま

す。

このことについて委員より、「指定管理者に

おいては、専門的な知識・技術が必要である場

合が多く、入札のような競争関係が起こりにく

いが、経費削減等の競争性を持たせることにつ

いても、今後さらに検討する余地があるのでは

ないか」との意見がありました。また、別の委

員より、「公募の時点よりも、説明会における

説明内容がより詳細になることは理解できる

が、説明内容の程度に差を生じさせないよう、

公募の段階から詳細な内容を公開するよう検討

してほしい」との要望がありました。

次に、議案第37号「職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例」についてでありま

す。

これは、人事委員会勧告等を踏まえ、副校

長、主幹教諭などの新たな職の設置及び義務教

育等教員特別手当額などの教員給与の見直しに

よる所要の改正を行うものであります。

このことについて、委員より、「新たな制度

を導入する際は、さまざまな問題が生じること

が予想されるが、その対応については検討して

いるのか」との質疑があり、当局より、「新た

な職の設置については、５年間で段階的に導入

していく計画であるが、教育現場の意見も踏ま

えながら、宮崎県モデルと呼べるような柔軟な

対応をしていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、関係団体等との

意見交換を十分に行いながら、新たな職の設置

について、適切かつ円滑に運用されるよう、適

時検証を行っていくことを要望するものであり

ます。

次に、宮崎県特別支援学校総合整備計画

（案）についてであります。

当局より、高等部が未設置である４校につい

て、高等部の設置を計画しているとの説明があ

りました。

このことについて、委員より、「４校同時に

高等部を設置するのは困難であると考えるが、

設置に向けての年次計画はどうなっているの

か」との質疑があり、当局より、「設置につい

ては、現在具体的に検討中であるが、財政状

況、緊急性等を勘案しながら、今後検討を進め

ていきたい」との答弁がありました。

このことについて委員より、「設置を計画し

ている各地域の現状を把握し、優先順位をつけ

た上で、実情に即した設置計画を進めてほし

い」との要望がありました。

次に、宮崎県教育委員会の教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価について

であります。

当局より、「法律に規定されている点検評価
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に関する第三者の知見の活用については、全庁

的に行う宮崎県政策評価システムを利用し、同

システムにおける学識経験者等から成る戦略評

価委員会の意見聴取をもって行った」との説明

がありました。

このことについて委員より、「教育委員会の

点検評価に関する第三者の知見については、教

育分野にたけた専門家を活用し、より専門的で

客観的な評価を行うことについても検討しては

どうか」との意見がありました。

次に、教師の意識についてであります。

このことについて委員より、「教師と学校事

務職員については、教職員と称されることが多

いが、教師が教職員と呼ばれることで、教師と

しての自覚が低下してきているのではないか。

教師の職務は、いわゆる聖職とも言われ、その

言動は、児童生徒に多大な影響を与えるもので

ある。教育委員会においては、教師としての自

覚をしっかりと持って教育に携わることを含

め、教師が責任ある職務であるということを改

めて指導していく必要があるのではないか」と

の意見がありました。

次に、犯罪被害者支援の状況についてであり

ます。

このことについて、当局より説明があり、関

連して委員より、「犯罪被害者の支援の取り組

みについては、よくやってもらっている。あわ

せて、犯罪の発生を未然に防ぐことも重要であ

るので、今後も、日常の警察活動を充実させ、

犯罪の未然防止（抑止）にも最大限努力してほ

しい」との要望がありました。これに対して当

局より、「検挙だけでは犯罪は防げないという

観点から、街頭犯罪等抑止対策を打ち出し、重

点的に取り組んでいるところである。最近は、

犯罪発生件数も減少してきており、抑止対策の

効果が出てきている」との答弁がありました。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第11号「平成19年度宮崎県電気事業会計決算の

認定について」、議案第12号「平成19年度宮崎

県工業用水道事業会計決算の認定について」及

び議案第13号「平成19年度宮崎県地域振興事業

会計決算の認定について」、御報告をいたしま

す。本決算につきましては、現地調査を行うな

ど慎重に審査を行ったところであります。

以下、審査の概要について申し上げます。

まず、電気事業についてであります。平成19

年度の事業収益は49億9,300万円余、事業費用

は45億2, 0 0 0万円余で、当年度純利益は４

億7,300万円余であります。供給電力量の目標達

成率は、例年に比べて雨量が少なかったことや

発電所の冠水被害等があったことなどか

ら、71.2％となっており、電力料金収入の目標

達成率も96.8％となっております。

次に、工業用水道事業についてであります。

平成19年度の事業収益は３億8,100万円余、事業

費用は２億9, 8 0 0万円余で、当年度純利益

は8,300万円余であります。なお、平成19年10月

から平成20年２月までの５カ月間、日向市への

暫定給水を行ったため、常時使用水量の目標達

成率は136.4％となっております。

次に、地域振興事業についてであります。平

成19年度の事業収益は2,800万円余、事業費用

は2,200万円余で、当年度純利益は500万円余で

あります。一ツ瀬川県民スポーツレクリエーシ

ョン施設については、65歳以上の利用者が増加

したことや、乗用カートの整備等、指定管理者

の営業努力もあり、年間利用者数は昨年度と比

べて200人ほど増加し、３万8,740人となってお

ります。
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審査の中で、委員より、「監査委員による審

査意見では、今回改定した卸電力料金の引き下

げに伴い、電力料収入は減少傾向になることが

見込まれ、また今後、交渉を行うこととなる電

力受給に関する基本契約についても、現行の基

本契約に比べ不利な条件となることが予想され

るとのことであった。企業局としては、今後の

経営状況についてどのように考えているのか」

との質疑があり、当局より、「電力自由化によ

り電力料金は引き下げられると予測されるが、

今後は、起債残高も減少し、それに伴う支払利

息や減価償却費等の費用も減少するので、さら

なる事業の効率的な運営に努めていくことで、

安定的な経営を維持できると考えている」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、電気事業者を取

り巻く環境が厳しくなる中において、具体的な

数値目標を掲げて経営基盤の強化を図り、売電

価格についても、安定的な経営が維持できるよ

う交渉に努めるとともに、冠水等の自然災害に

も十分対応できる経営体制の確立についても取

り組むよう要望するものであります。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、普通会計決算特別委員

会、星原透委員長。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当普通会計決算特別委員会に付託され

ました議案第10号「平成19年度決算の認定につ

いて」、各分科会を中心に審査を行ってきたと

ころでありますが、その審査の経過並びに結果

の御報告を申し上げます。

まず、平成19年度決算の概要についてであり

ます。

一般会計の決算額は、歳入5,564億2,616万

円、歳出5,517億6,769万8,000円となっており、

その差額の形式収支46億5,846万2,000円から翌

年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支

は、24億8,375万3,000円となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で歳入が11 4

億1,267万4,000円、歳出が78億7,360万4,000円

で、差引残額は35億3,907万円となっておりま

す。

次に、審査の経過についてであります。

このたび審査を行った平成19年度普通会計決

算案については、平成19年５月に明らかとなっ

た不適正な事務処理に該当する事案が含まれて

おりました。

当局からは、「該当する部分は、公的支出内

容として適正であるかどうかの検討を行った上

で科目更正を行っており、決算そのものとして

は適正なものとなっている」と説明がありまし

たが、該当部局を所管する商工建設分科会及び

環境農林水産分科会においては、特に厳正かつ

慎重に審査を行ったところであります。

その結果、商工建設分科会においては、「た

とえ整合性のある決算となっているとしても、

平成18年度決算不認定の原因となった不適正な

事務処理と同様の行為が含まれている事実は重

い」との理由で「不認定」、その他の４分科会

では「認定」との結論に至りました。これらの

主査報告を受けて、決算特別委員会として、平

成19年度決算案について採決した結果、賛成者
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はなく、全会一致で「認定しない」ことに決定

いたしました。

続いて、当委員会における指摘要望事項につ

いて申し上げます。

まず、総括的事項として、当局におかれて

は、財政の健全性に留意しながら、社会資本整

備のおくれた本県の現状を直視し、疲弊する地

域経済への対策についても十分に配慮すること

を求めます。

また、不適正な事務処理が公表以前の平成19

年度当初における部内のチェック体制が不十分

であったことについては猛省を促すところであ

り、再発防止のための新たな物品調達システム

が最大限の効果を発揮するよう、今後も十分な

検証を行うことを求めます。

なお、決算審査における政策評価は、事業の

成果等をチェックする重要な項目であるので、

当局が政策を継続的に評価し、それを議会がチ

ェックするためにも、主要施策の成果に関する

報告書の作成や説明方法について検討すること

を要望します。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

一、新みやざき創造戦略評価委員会のあり方

について、本県の重点施策の評価という重要な

内容であるにもかかわらず、短時間で審査が行

われ、しかも当局の自己評価に対して評価を行

う方式であることから、評価機能が不十分であ

る。今後、同様の評価を行う場合は、十分な審

査時間を設け、しっかりとした評価を行うこ

と。

一、県税の収入未済額の縮減について、当局

が平成19年度より取り組んでいる税務職員の併

任人事交流制度等を推進するとともに、市町村

と共同で徴収方法を研究するなど、個人県民税

を中心とした収入未済額の縮減に今後一層取り

組むこと。

一、自主防災組織について、自主防災組織

は、防災目的にとどまらず、地域の連携を強

め、活力を与える原動力にもなり得ることか

ら、組織率向上の取り組みを今後一層推進する

こと。

一、妊婦健診について、市町村へ妊娠の届け

出をすることにより、一定回数の受診券が交付

されること等について制度周知を徹底し、女性

が安心して受診し、出産に臨めるような体制づ

くりに、市町村としっかり連携しながら十分な

配慮をすること。

一、母子寡婦福祉資金について、より一層の

償還促進の努力を行うとともに、厳しい経済環

境における貸付金の効果的な活用についても積

極的な取り組みを行うこと。

一、健康づくりの施策推進について、早期発

見による医療費の伸びの適正化の観点から、生

活習慣の改善に向けて県民意識の啓発を図ると

ともに、がん検診や各種健康診査の受診率向上

に、より一層取り組むこと。

一、献血事業について、献血離れが著しい若

年層を中心とした効果的な啓発活動を継続的に

展開していくこと。

一、県立看護大学における学部卒業生の県内

就職について、他の医療従事者養成機関との役

割分担を明確にしながら、県内における地域医

療ニーズに対応できるような運営や就職ガイダ

ンス等による県内医療機関等への就職に向けた

取り組みをさらに進めること。

一、林家所得の推移などを把握するととも

に、事業の成果が最終的には林家所得の還元に

つながるよう努めること。
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一、かんがい事業の本来の目的を果たすこと

ができるよう、県営事業の進捗率向上に努める

こと。

一、万引き防止モデル店の指定について、万

引き等が重大な犯罪にエスカレートしていくこ

とも考えられるため、今後も万引き防止等の非

行防止対策の推進に努めること。

一、女性によるふるさと家庭教育サポート推

進事業について、家庭での子供への教育は非常

に大切なことであるので、今後も家庭教育に対

する支援の拡充に努めること。

一、全国スポーツ・レクリエーション祭開催

準備事業について、本祭典の開催は、本県の観

光と食をＰＲする絶好の機会でもあるので、今

後も関係部局と一体となって準備を進めるこ

と。以上であります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長においてよろしくお

願いいたします。

官製談合事件に伴って不認定となった平成17

年度決算、不適正な事務処理の発覚によって不

認定となった平成18年度決算に引き続き、３年

連続で不認定との結論を出さざるを得なかった

ことは、普通会計決算特別委員会の委員長とし

てまことに遺憾であります。

県当局におかれては、不適正な事務処理の再

発防止に向けて全力で取り組んでいるとのこと

でありますが、いまだに一部の部署において、

公金の取り扱いについての認識が不十分である

と思われる事例が監査で指摘をされておりま

す。

終わりに、３年連続で決算不認定というのは

極めて異例であります。この不名誉を職員一人

一人がいま一度深く受けとめ、襟を正して、県

勢の発展に向けて職務に取り組んでいただくこ

とを強く要望いたしまして、普通会計決算特別

委員長の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で、常任委員長及び普通

会計決算特別委員長の審査結果報告は終わりま

した。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論につきましての発言時間は、１人10分以

内といたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 議案第６号

「宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例」に反

対の立場で討論いたします。

この条例は、高千穂鉄道株式会社が所有して

いた施設のうち、延岡市、高千穂町及び日之影

町の３市町が寄附を受けた資産の撤去に要する

費用に充てるため、県が50％、延岡市25％、高

千穂町15.5％、日之影町9.5％の拠出割合で基金

を設立するものであります。

高千穂鉄道は、1935年、延岡―岡元間の開業

から70年近くを経過し、県北・西臼杵地域の発

展、経済振興に大きく寄与し、地域住民の交通

手段のみならず、経済活動の動脈として重要な

役割を果たしてきました。そのことを思え

ば、2005年の台風14号によるただ１回の被災を

原因として、来年３月には高千穂鉄道株式会社

の清算手続をすべて完了し、その廃止が現実の

ものになることに、これまでその存続を訴えて

きた者として残念でなりません。

このたび上程されている条例は、その基金の

積み立て、その負担割合については、沿線自治

体と県において合意がなされているということ
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ではありますが、以下の重要な２点が明示され

ておらず、県として十分な説明責任を果たして

いるとは言いがたく、反対をするものでありま

す。

その１、不要となる施設の撤去費用が最終的

に幾らになるのか。

その２、撤去のための施設整理期間をどの程

度と見込まれるのか。以上の２点であります。

この２点を明示しないと、負担をする側の県

民、沿線自治体住民にとっては、底なし沼に向

かって財産をほうり投げるようなものでありま

す。さらにまた、この２点は、当時、高千穂鉄

道の存続か否かをめぐって大きく議論されたテ

ーマの根幹に触れる部分でもありました。とい

いますのは、当時の高千穂鉄道の試算、これは

ジェイアールコンサルタンツ会社が試算したも

のでありますが、それによりますと、全面復旧

に要する経費は約26億4,000万円が必要と報告さ

れていましたので、廃止によるその撤去費用が

この26億4,000万円を超えるようであれば、廃止

せずに復旧したほうがよいのではないかという

議論でありました。それがために我が会派社民

党は、関係団体とともに、2005年12月21日、当

時の安藤知事に、全面廃止する場合は、その撤

去費用の総額を明らかにし、さらに存続または

廃止した場合の財政的効率の対比を行い、その

上で高千穂線存続の再検討をすべきではないか

という旨の要望書を出しています。

私たちが同時に発表した高千穂線鉄道存廃に

係るアピールを一部紹介しますと、高千穂鉄道

によると、流失した第一・第二五ケ瀬川矯梁の

撤去費用だけで１億8,000万円かかると言われて

います。さらに私たちの試算では、駅舎の撤

去、レール・まくら木撤去、道床除去、矯梁撤

去、トンネルの埋め戻しなどが必要となり、例

えば150メーター以上の橋梁６本で６億円、50メ

ーターから100メーターの橋梁27本で約13

億5,000万円の費用がかかります。また、高千穂

鉄道関係者の話によると、観光スポットとなっ

ている高千穂鉄道、高さ105メートル、長さ352

メートルの撤去費用だけでも約10億円にもなり

ます。撤去にかかる経費は、20年前の国鉄時代

には１キロメートル当たり平均して１億円が必

要と言われていました。高千穂―延岡間は50キ

ロメートルであります。単純に計算しても50億

円の経費が必要となります。しかも、急峻な山

間部や川沿いという独特の地形であることか

ら、重機の持ち込みや撤去した資材の搬出に困

難をきわめることから、線路、駅舎などの撤去

だけでも50億円を大幅に超えることは明かであ

りますという旨のアピールであります。

私たちの要望書は３年前の要望書であります

が、今もってなお、撤去費用が明示されないま

まに事が運ばれようとしていることに、果たし

て県は、負担する側の県民や沿線自治体住民に

対して十分な説明責任を果たしているのだろう

かという感を抱かざるを得ません。「有効利用

を図りますから」と言うのもよし、「有効利用

を図って経費を切り詰めますから」と言うのも

よし。しかし、そうであっても、行政を執行す

る側の良心として、行政を預かるもののイロハ

として、かかる経費の総額及びその期間ぐらい

は最低明示して、その条例を議案として上程す

べきではないでしょうか。

以上のことから、議案第６号「宮崎県高千穂

線鉄道施設整理基金条例」に反対をし、議員の

皆様の御理解と御賛同をお願いするものであり

ます。

続きまして、議案第10号「平成19年度決算の

認定について」であります。
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普通会計決算特別委員会の審査の結果は不認

定ということでありますが、そのことはやむを

得ないものと考えます。しかし、また一方、こ

の預け金問題の背景にあったと思われる要因に

ついても、指摘をしておかなければなりませ

ん。

一つは、これまで続いてきた予算システムの

問題であります。県の事業は、国庫補助事業が

その大半を占めているわけですが、特に公共事

業には事務費が国からその事業費の約５％つい

てきます。しかし、決定時期のおくれや令達の

おくれから、その予算を十分に活用できない場

合がある、国に返還すると、翌年から予算が減

額されるというジレンマがある、このような予

算システムにもメスを入れるべきかと考えま

す。

またもう一つは、例えば、福祉事務所や児童

相談所では、これまでのやりくりではどうして

も需用費などが不足し、雨漏りしても予算がな

く修繕できない。そのために他の部署から予算

の流用を受けるなど、預け金問題の一因がそこ

にあるとするなら、現場の予算要求に応じて、

必要な予算措置をきっちりとすることも求めら

れていると思います。

以上、職員の意識改革とあわせ、予算システ

ムの改革、必要な予算措置の問題も指摘し、議

案第10号「平成19年度決算の認定について」、
※

賛成、補強する立場で討論をいたしました。あ

りがとうございました。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村でございます。子育て世代４人、愛みや

ざきを代表し、第５号議案に対しまして反対の

討論を行います。

この第５号議案では、県立病院において、１

月１日より分娩料を従来の料金よりさらに５万

円値上げしようとするものであります。そのう

ち３万円は、国の産科医療補償制度の創設によ

るものでありますが、その制度導入に際し、２

万円分がいわゆる便乗値上げ的な対応に当た

り、理解ができず、この部分の再考を求めるも

のです。

まず、産科医療補償制度の導入は、産科医の

現状を考え、産科医を守るためにも必要な制度

であり、また脳性麻痺の新生児、その家族に対

しても必要な制度だと考えております。しか

し、今回の条例改正では、便乗値上げと言われ

ても仕方がなく、むしろ産科医療補償制度に対

する期待感よりも反発のほうが募ると考えられ

ます。

本日の本会議可決後に効力を発揮したとしま

しても、１月１日から増額されては、今妊娠中

の妊婦、その家族においてはたまったものでは

ありません。通常10カ月間の妊娠期間を考える

と、余りにも短過ぎる告知期間であります。せ

めて10カ月先延ばしにしてもよろしいのではな

いでしょうか。ちょうどタイミングよく厚生労

働省が、去る12月12日、来年10月から出産一時

金を増額する方向を発表いたしました。それか

らでも十分な値上げではないかと思います。

県立病院は公営企業として健全な財政運営を

求められるのは理解できます。しかし、安心し

て子供を生み育てるという国の少子化対策、そ

して、県としての子育て支援に逆行するのでは

ないかと思います。実際、適齢期にある夫婦が

２人目、３人目の子供をつくれない理由とし

て、経済的な理由によるものが非常に大きい。

さらに県立病院は19年に、既に１万8,000円も値

上げしております。本来ならば県は、このよう

なときこそ他の産科医療機関に便乗値上げの抑
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制を呼びかける立場であって、迎合すべきでは

ないと考えております。知事と県民との約束で

あった子育て支援はどうなったのか、本県の子

育て施策に対し、県民も熱い期待を寄せており

ます。

議員各位にお願い申し上げます。既に委員会

採択されてしまった議案ではありますが、新た

な厚生労働省案が示されたこともあり、いま一

度再考していただき、御賛同いただきますよう

にお願い申し上げ、反対討論といたします。以

上です。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。今定例議会に提案されま

した議案及び請願に対する討論を行います。

まず、議案第４号、第５号及び第37号につい

て、反対の立場から討論いたします。

議案第４号「道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例」についてです。

同議案は、前回改正より一定期間経過してい

ることや地価の下落、国の改正に合わせるなど

を理由に、電柱や電話柱の道路占用料の引き下

げを行うというものですが、この引き下げで、

来年度の占用料は約7,000万円の減収になること

が見込まれています。今回、九州各県も同様な

引き下げが図られるとされていますが、全国的

には逆に引き上げを行う地域もあります。今回

の改正理由に、国の改正による道路の占用料無

料の物件に、国、公共団体等が設ける応急仮設

住宅が新たに追加されたことが挙げられていま

すが、その点では国に準じることも必要かと思

います。しかし、これまで電力・電話会社等に

適正に負担をしていただいて、財政的にも寄与

していただいたわけで、今回の料金引き下げは

納得しがたく、反対するものであります。

次に、議案第５号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」につい

てです。

今回、分娩料を現行の13万円から18万円へ引

き上げることが提案をされました。その理由の

一つとして、分娩医療事故に関連する問題解決

のための「産科医療補償制度」が創設されるこ

とに伴い、一分娩当たり３万円の掛金が新たに

病院の費用として必要となり、その分を分娩料

に上乗せするとしています。しかし、この制度

の開始と同時に、公的保険の出産一時金が３万

円増額されるため、妊婦の個人負担は全くな

く、これまでと変わりません。

問題は、今回さらに２万円の上乗せが提案さ

れており、新たな負担が生じることになる点で

す。現在、少子化対策、子育て支援が重要な課

題とされている中、安心して子供を生み育てる

体制こそ確立しなければならないのではないで

しょうか。その点から見れば、今回の分娩料の

引き上げはすべきではないと思います。女性に

とって、お産はまさに命がけです。ましてや

今、若い世代が厳しい経済状況の中での生活を

強いられていることも現実です。お産の費用

は、本来、国の制度なりで公的に保障されても

しかるべきだと思います。病院経営が厳しい状

況にあることは十分理解できますが、分娩料の

引き上げをその解消の一部に充てることは、望

ましいやり方ではないと思います。よって、今

回の分娩料引き上げの２万円上乗せ分について

は見直し、その中止を強く求めるものです。

次に、議案第37号「職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例」についてです。

同条例改正における最大の問題は、公立学校

に副校長、主幹教諭、指導教諭を新たな職とし

て設置し、配置するというもので、いわゆる管
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理職をふやすという問題です。今後５年間程度

で約500名からの管理職をふやす計画ですが、果

たして新たな職設置が、その理由の一つとして

いる「子供と向き合う時間の確保」につながる

のかは甚だ疑問です。一層、管理教育につなが

るのではないかと危惧されます。

現在、学校現場では、臨時講師がふえる中

で、提案や集計などといったさまざまな公務の

分担をする教員が足りず、その上に雑用が重な

り、先生方は多忙をきわめています。今必要な

のは、管理職をふやすのではなく、30人以下の

学級を徹底し、正規の教員をふやして子供たち

に行き届いた教育を行うことです。そのこと

が、子供たちが学ぶ喜びを実感しつつ、学力向

上にもつながることではないでしょうか。よっ

て、同条例改正に反対をするものです。

次に、請願についてです。

請願第５号の「後期高齢者医療制度の充実を

求める請願」は、前回に引き続いて継続審査

に、第６号の「保険業法の制度と運用を見直

し、自主的な共済を保険業法の適用除外へと求

める請願」については、不採択と報告されまし

たが、いずれも長期にわたり審査に付されてき

た請願です。

また、新規請願の第11号「障害者自立支援法

の抜本的改善を求める請願」は、すべての会派

が紹介議員となり提出された請願ですが、継続

審査とされました。しかし、今回採択された請

願第15号の「障害者権利条約早期批准を求める

意見書」と照らしてみても、同権利条約の具体

化がまさに請願第11号であり、その整合性に欠

けることは問題です。

いずれの請願も、県民の暮らしにとって本当

に切実な課題の請願です。議会は、こうした県

民の切実な要望や思いをしっかりと酌み取り、

請願を採択して最大限県民を支えることが求め

られているのではないでしょうか。各請願の速

やかな採択を切に求めるものです。

以上、それぞれの理由を申し述べ、討論とい

たします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 太田清海議員。

○太田清海議員 議事録修正をお願いいたしま

す。原稿の読み飛ばしがありましたので、正確

を期して訂正させていただきたいと思います。

私の最後のところで、「平成19年度決算の認定

について、賛成、補強する立場で」というふう

に読み上げましたが、「平成19年度決算の認定

についての普通会計決算特別委員会の報告につ

いて、賛成、補強する立場で討論をいたしまし

た」という形に変えていただきたいと思いま

す。

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第11号から第14号まで（９月定例会

上程）採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、９月定例会提案の議案第11号から第14

号までの各号議案について、一括お諮りいたし

ます。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は認

定であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり認定をさ

れました。

◎ 議案第４号及び第37号採決

○坂口博美議長 次に、議案第４号及び第37号

について、一括お諮りいたします。
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両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第５号採決

○坂口博美議長 次に、議案第５号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第６号採決

○坂口博美議長 次に、議案第６号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第１号から第３号まで、第７号

から第９号まで、第11号から第32号

まで及び第36号採決

○坂口博美議長 次に、議案第１号から第３号

まで、第７号から第９号まで、第11号から第32

号まで及び第36号について、一括お諮りいたし

ます。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 議案第10号採決

○坂口博美議長 次に、議案第10号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は不認定

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は委員長の報告のとおり不認定とされ

ました。

◎ 請願１件採決

○坂口博美議長 次に、請願第６号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択と決定されまし

た。

◎ 請願６件採決

○坂口博美議長 次に、請願第４号、第７号及

び第12号から第15号までについて、一括お諮り

いたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること
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に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、請願第11号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

く閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申し出のとおり決することに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 産業活性化・雇用対策特別委員長

中間報告

○坂口博美議長 次に、産業活性化・雇用対策

特別委員会から中間報告をしたいとの申し出が

ありますので、これを議題といたします。

お諮りいたします。

本件は、申し出のとおり報告を受けることに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

産業活性化・雇用対策特別委員会、髙橋透委

員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 産業活性化

・雇用対策特別委員会でございます。

当委員会では、本県産業の活性化及び雇用対

策に関する所要の調査活動を行っております。

本来ならば、特別委員会は、１年間の調査活動

の結果について、２月定例県議会で、まとめて

報告を行うことが通例であります。

しかしながら、世界規模の金融危機に伴う景

気や雇用情勢の急速な悪化に早急に対処してい

かなければならないことや、本委員会の調査事

項の項目が、当局の平成21年度の重点施策であ

ります雇用・就業支援対策として推進されよう

としていることから、委員会に東国原知事の出

席を求め、緊急雇用対策や農商工連携による産

業振興施策について強く要望いたしましたとこ

ろ、一定の方向性が示されたことから、今回、

中間報告として、その内容を御報告させていた

だくところであります。

まず、緊急雇用対策についてであります。
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本県の経済は、公共事業予算の縮減や長引く

景気の低迷により、産業や雇用を取り巻く環境

がますます深刻化するなど、厳しい状況が続い

ています。

さらに、今回の100年に一度と言われる世界規

模の金融危機は、我が国の経済はもとより、本

県の経済や県民生活にも深刻な影響を与えてお

り、今後、景気の低迷が長期化することが予測

されています。

こうしたことから、当委員会では、本県の産

業振興や雇用創出の取り組み、農商工連携への

取り組みと推進体制のあり方について、東国原

知事の考えをお伺いしました。知事からは、

「雇用に対する県民の不安が拡大している

折、11月定例会本会議で景気や雇用に関する質

問が多かったことも含め、12月22日に、私を本

部長とする宮崎県経済・雇用緊急対策本部を設

置することとした」との説明がありました。建

設業等の倒産に収束が見られないことや、一部

企業において雇用調整の動きが出ていることか

ら、時勢に合わせ、緊急的な就業支援対策に取

り組むことは大変評価できるものと考えます。

しかしながら、このことについて委員より、

「県として具体的にどのような対策を行うの

か」「失業者が年末年始に生活していけるのか

が一番重要な課題であり、例えば、県独自の失

業対策が打てないのか」「県内の雇用調整の状

況を早急に把握してほしい」など多くの意見や

要望が出されました。

また、アルバイトにより生計を立てている学

生にも影響が及ぶことから、例えば相談窓口を

設置するなど、本県の将来を担う学生にも配慮

した対策もあわせて必要であるとの意見も出さ

れました。

県においては、県内企業における雇用情勢の

把握に努め、具体的な施策を積極的に実施する

とともに、場合によっては、県独自の財政出動

など即効性のある対策を打ち、県民が安心して

生活できるよう、迅速かつ的確な緊急雇用対策

を展開するべきであると強く要望します。

次に、農商工連携による産業振興施策につい

てであります。

県民が一番望んでいることは、継続的な雇用

の維持や創出であり、緊急雇用対策を行いなが

らも、同時に県民が希望を持ち、安心して生活

できるような、５年先、10年先の本県の将来像

を見据えた産業振興施策を展開することが、大

変重要であると考えます。そのためには、農林

水産業を初めとする各産業の活性化が、ぜひと

も必要であります。特に、本県独自のポテンシ

ャルを生かすためにも、本県の基幹産業である

農林水産業を生かした農商工連携の推進が、か

ぎを握ると考えます。

このようなことから、委員会では、知事に対

し、農商工連携の推進が来年度の施策に十分反

映されるよう要望するとともに、その農商工連

携の取り組みを強力に推進するために、全庁的

な推進体制を整備・強化するよう提言いたしま

した。知事からは、農商工連携の取り組みにつ

いては、「中・長期といわずにスピード感を持

って迅速に実行していきたい。農商工連携に本

腰を入れて取り組まないと、本県産業全体の崩

壊につながる」など、当委員会と共通した認識

が示されました。

また、庁内の推進体制について、知事は、

「今後、副知事をトップとし、県民政策部、環

境森林部、商工観光労働部、農政水産部の部長

等で構成する農商工連携推進会議を立ち上げ、

分野横断的な推進体制を強化したい」と、推進

組織の設置を前向きに検討しており、その組織
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での検討結果を、今後、県の戦略として位置づ

けたいとの考えが示されました。

当委員会としては、もし、今後こうした体制

のもとで、農商工連携が十分にできない場合、

知事の英断により、部の再編による体制強化も

視野に入れながら、農商工連携に全庁を挙げて

取り組んでいただくよう強く要望するものであ

ります。

未曾有の金融危機に加え、今日まで日本の経

済や社会の発展を支えてきた旧来の制度や枠組

みが、非常な速さで崩壊している中、これまで

公共事業に依存してきた本県の経済は、大変厳

しい状況が続いております。今、本県は、この

ような厳しい状況の中で、産業振興に向けて、

その方向性をしっかりと見定め、新たな枠組み

の再設定を行わなければならないという大きな

節目を迎えています。これまで行ってきた産業

振興策や雇用対策を再構築し、より強靭なもの

としていくことが必要であります。

そのためにも、緊急的な経済・雇用緊急対策

と、中長期的な農商工連携による産業振興施策

が、車の両輪として機能することにより、宮崎

県らしい産業と、宮崎県らしい雇用が振興・創

出され、ひいては県民生活の安定と向上が図ら

れることを切に願いまして、当委員会の中間報

告といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 産業活性化・雇用対策特別委

員長の報告は終わりました。

委員長の報告に対する質疑の通告はありませ

ん。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成20年12月17日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 丸山裕次郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

地方分権改革の推進を求める意見書

議員発議案第３号

緊急経済対策（生活対策）の早期実現を求

める意見書

議員発議案第４号

社会保障関係費の確保を求める意見書

議員発議案第５号

正規・非正規労働者と新卒者の雇用・就業

対策の強化を求める意見書

議員発議案第６号

食の安全確保を求める意見書

議員発議案第７号

教育の充実を求める意見書

議員発議案第８号

第５回九州各県議会議員研究交流大会への

議員の派遣

平成20年12月17日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 厚生常任委員長 権藤 梅義

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号
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地域医療を担う公立病院の存続支援を求め

る意見書

議員発議案第10号

社会保障の拡充により保険者の育成・強化

を行い国民皆保険制度の維持を求める意見

書

議員発議案第11号

障害者権利条約早期批准を求める意見書

平成20年12月17日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 商工建設常任委員長 十屋 幸平

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第12号

道路整備財源の確保に関する意見書

議員発議案第13号

雇用確保に関する緊急決議

◎ 議員発議案第２号から第13号まで

追加上程

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号から第13号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第２号

「地方分権改革の推進を求める意見書」につい

て、反対の立場から討論いたします。

我が党は、基本的に、地方分権を推進するこ

とやそれに見合う財源移譲を求めることについ

て反対するものではありません。しかし、この

地方分権改革が真に、国民の暮らしにとって利

益につながるもの、国民のためのものでなくて

はなりません。

しかし、今月8日、政府の地方分権改革推進委

員会が第２次勧告を決定しましたが、国民生活

や住民福祉に重大な後退をもたらしかねない内

容となっています。

勧告は、国が住民の暮らし、福祉、教育の最

低基準を法律などで地方自治体に一定の活動を

義務づけたり、手続や基準を定めたりしている

「義務づけ、枠づけ」の大規模な見直しを提案

し、保育制度の最低基準の撤廃など4,076項目の

廃止を打ち出しています。

廃止するものの中に、保育所の子供の１人当

たりの面積など、児童福祉施設の最低基準の遵

守義務規定などが含まれ、保育についても、保

育に欠ける児童に対する市町村の保育の実施義

務も廃止の対象となるなど、子供の健やかな成

長と子育て、仕事の両立を支える保育制度まで

も、地方分権の名で解体してしまおうとするな

ど、到底、国民のための地方分権とは言いがた

い状況があらわれています。
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また、今回の意見書案にも評価のある「国の

出先機関の見直し」では、出先機関の統廃合な

どで約３万5,000人の公務員のリストラ計画が打

ち出され、この出先機関改革を、麻生首相が言

う「大胆な行政改革の後の消費税の引き上げ」

の一里塚に据える意図もうかがえるもので、国

民生活への影響は必至であると言わなければな

りません。

また、この地方分権改革が道州制の導入の前

提づくりとして準備されている点の問題も、指

摘しなければなりません。道州制のねらいは、

国の仕事を外交や軍事、司法、全国規模の開発

事業などに限定する一方で、憲法に基づいて本

来国が責任を負うべき国民の福祉と暮らしを守

る仕事を地方自治体に押しつけることにありま

す。

地方分権に名をかりた国の責任投げ捨て、住

民福祉の切り捨て路線をやめさせ、最低限の国

の責任を果たさせることと同時に、国の責任に

属する事務事業でも、それを地域の実情に応じ

て具体的に実施する際の柔軟な対応や、事業の

財源交付に当たっての手続の大胆な簡素化な

ど、基準を確保した上での地方自治体の裁量を

大幅に広げ、あわせて効率化を図ることは当然

のことと言えます。地方自治権の拡充は、国と

しての国民への責任を果たすことと相対立する

ものではありません。

今回の意見書案で、より一層、国主導の強力

な分権改革の推進を求めている点では問題があ

り、賛同することはできません。いま一度、本

来の国民のための地方分権とはどうあるべきか

を見直す必要があるのではないでしょうか。

以上申し述べまして、討論といたします。

〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第２号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第２号についてお諮りいた

します。

本案は原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第３号から第13号まで採決

○坂口博美議長 次に、議員発議案第３号から

第13号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 選挙管理委員及び同補充員の選挙

○坂口博美議長 次に、選挙管理委員及び同補

充員の任期が本年12月27日をもって満了となり

ますので、地方自治法第182条の規定により、選

挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。

選挙の方法については、議会運営委員会の決

定どおり、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、選挙の方法は指名推選とすることに決定い

たしました。

なお、指名の方法については、議長において
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指名することにいたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、議長

において指名をいたします。

まず、選挙管理委員を指名いたします。

後藤田幸也氏、堀典一氏、山本孫春氏、川崎

浩康氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を、選挙管理委員の当選人とすることに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、以上の４名が選挙管理委員に当選されまし

た。

次に、選挙管理委員の補充員を指名いたしま

す。

安田天祥氏、熱田潮氏、甲斐カズ子氏、早川

烈氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を、選挙管理委員の補充員の当選人と定めるこ

とにし、補充員の順位は、指名の順位とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、以上の４名が選挙管理委員の補充員に当選

されました。

◎ 知事発言

○坂口博美議長 ここで、知事より発言の申し

出がありますので、これを許します。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 貴重なお時

間をいただき、県議会を初め県民の皆様におわ

びを申し上げたいと存じます。

先ほどの採決におきまして、平成19年度の決

算について不認定となりました。３年続けての

決算不認定という、大変不名誉で恥ずべきこと

であり、県議会並びに県民の皆様に対し、まこ

とに申しわけなく、心から深くおわびを申し上

げたいと思います。

これまで、職員のコンプライアンスの徹底な

ど、全庁を挙げて再発防止策に取り組んできた

ところでありますが、さらにその徹底を図り、

二度と不適正な事務処理が起こることのないよ

う、職員一丸となって予算執行の一層の適正化

に努め、県政に対する信頼の一日も早い回復に

努めてまいりたいと考えております。

県議会を初め県民の皆様には、何とぞ御理解

をいただき、引き続き県政運営に御協力を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げる次第であ

ります。以上です。〔降壇〕

◎ 閉 会

○坂口博美議長 これで、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

ここで、閉会に当たり、一言申し上げます。

今議会に提案されました平成19年度普通会計決

算案が不認定となりました。これは昨年５月に

端を発しました「不適正な事務処理」に起因す

るものでありますが、この結果、決算案が３年

連続して不認定という極めて異例で不名誉な事

態となりました。これについては、県議会とい

たしましても、まことに残念かつ遺憾であると

言わざるを得ません。

申すまでもなく、行政には最高の道徳が求め

られます。当局におかれましては、著しく毀損

された本県の名誉と県行政への大きな不信に対

して、郷土宮崎への誇りと信頼を回復するため
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に、あらゆる努力を払われることを強く求める

ものであります。同時に、県民から負託をいた

だき、公平公正な県行政の確保の責を担ってお

ります私ども県議会といたしましても、これを

重く受けとめ、今後の議会活動に引き続き努力

を尽くしてまいります。

さて、ことしも残すところいよいよあと２週

間となりました。当局並びに議員各位におかれ

ましては、どうぞ一層御自愛の上、希望ある年

をそろって御健勝で迎えられますよう御祈念を

いたします。

以上をもちまして、平成20年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時47分閉会

平成20年12月17日(水)



資 料
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平成２０年１１月定例県議会日程 ２９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．１９ 水 本会議 会期決定
議案上程
知事提案理由説明

特 別 委 員 会

２０ 木 総括質疑通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

２１ 金

２２ 土 （ 閉 庁 日 ）

２３ 日 （ 閉 庁 日 ） 勤労感謝の日

２４ 月 （ 閉 庁 日 ） 振替休日

総括質疑 議会運営委員会 9:30
議員発議案上程、採決

２５ 火 本会議 (普通会計決算特別委員会設置）
議案委員会付託（決算認定）

普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会

２６ 水

２７ 木 休 会 普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会

２８ 金

２９ 土
（ 閉 庁 日 ）

３０ 日

１２． １ 月 （ 議 案 調 査 ・ 議 事 整 理 ）

２ 火 休 会 普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会 一般質問通告締切 12:00

３ 水 （ 議 案 調 査 ）

４ 木 議会運営委員会 9:30
本会議 一 般 質 問

５ 金 請願締切 12:00

６ 土
（ 閉 庁 日 ）

７ 日

８ 月

一 般 質 問
９ 火

議員発議案締切 17:00
本会議 （会派提出）

１０ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

１１ 木

休 会 常 任 委 員 会
１２ 金

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１３ 土
（ 閉 庁 日 ）

１４ 日

１５ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

休 会
１６ 火 特 別 委 員 会

（ 議 事 整 理 ）

常任委員長、決算特別委員長審査結果 議会運営委員会 9:30

１７ 水 本会議
報告
質疑、討論、採決
閉会
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平成２０年１１月定例県議会

総 括 質 疑 時 間 割

１１月２５日（火）

順序 会 派 質 疑 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 萩原 耕三 １０：００～１２：００ 休憩

２ 社 会 民 主 党 太田 清海 １３：００～１３：４０

３ 愛 み や ざ き 武井 俊輔 １３：４０～１４：２０

４ 民 主 党 権藤 梅義 １４：２０～１５：００ 休憩

５ 公 明 党 河野 哲也 １５：１０～１５：５０

６ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １５：５０～１６：１０

７ 無 所 属 の 会 川添 博 １６：１０～１６：３０

※ 会派別の質疑時間

自 由 民 主 党 ６０分以内

社 会 民 主 党 ２０分以内

愛 み や ざ き ２０分以内

民 主 党 ２０分以内

公 明 党 ２０分以内

その他の会派 １０分以内
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平成２０年１１月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割
１２月４日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 福田 作弥 １０：００～１１：００

２ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 徳重 忠夫 １４：００～１５：００

１２月５日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 民 主 党 田口 雄二 １０：００～１１：００

６ 公 明 党 新見 昌安 １１：００～１２：００ 休憩

７ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １３：００～１４：００

８ 愛 み や ざ き 西村 賢 １４：００～１５：００

１２月８日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 濵砂 守 １０：００～１１：００

１０ 公 明 党 長友 安弘 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 中野 一則 １３：００～１４：００

１２ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １４：００～１５：００

１２月９日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 十屋 幸平 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 愛 み や ざ き 図師 博規 １３：００～１４：００

１６ 自 由 民 主 党 山下 博三 １４：００～１５：００

１２月１０日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１７ 社 会 民 主 党 太田 清海 １０：００～１１：００

１８ 自 由 民 主 党 野辺 修光 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １３：００～１４：００

２０ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２０年１１月定例会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第１号 平成２０年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成２０年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 可決
(第１号)

第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第４号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第５号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正 可決
する条例

第６号 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例 可決

第７号
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正す

可決
る条例

第８号
職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する

可決
条例

第９号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を

可決 可決 可決
改正する条例

第１１号 工事請負契約の締結について 可決

第１２号 工事請負契約の締結について 可決

第１３号 工事請負契約の締結について 可決

第１４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決
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常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第２２号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第３０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第３１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第３２号 当せん金付証票の発売について 可決

第３６号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第３７号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

番 号 件 名 普通会計決算特別委員会

第１０号 平成１９年度決算の認定について 不認定

［継続議案］ ＊平成２０年９月定例会提案

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第１１号 平成19年度宮崎県電気事業会計決算の認定について 認定

第１２号 平成19年度宮崎県工業用水道事業会計決算の認定につ 認定
いて

第１３号 平成19年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定につい 認定
て

第１４号 平成19年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について 認定
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第４号 高鍋土木事務所存続に関する請願 採択

第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める請願 継続

第６号 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済を保険 不採択
業法の適用除外へと求める請願

第７号 串間土木事務所存続に関する請願 採択

第９号
「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求

継続
める請願

第１１号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願 継続

第１２号 たばこ税増税反対についての請願 採択

第１３号 社会保障の拡充により保険者の育成・強化を行い国民 採択
皆保険制度の維持を求める請願

第１４号 「遠位型ミオパチー」の難病指定及び特定疾患の認定 採択
を求める請願

第１５号 障害者権利条約早期批准を求める意見書提出について 採択
の請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２０年１１月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める

請願

厚 生 常 任 委 員 会 請願第11号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める 慎重な審査

請願 ・調査を要

するため

福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣

の制定を求める請願 慎重な審査

商工建設常任委員会 ・調査を要

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 するため

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



決算特別委員会各分科会主査報告
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その１ 総務政策分科会関係 376

その２ 厚生分科会関係 377

その３ 商工建設分科会関係 378

その４ 環境農林水産分科会関係 379

その５ 文教警察企業分科会関係 380
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その１ 総務政策分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成19年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、慎重に審査いたしまし

た結果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成19年度の一般会計の決算規模は、歳入が5,564億2,600万円余、歳出が5,517億6,700万円余で、前

年度決算額と比べ、それぞれ歳入が7.3％、歳出が7.2％の減となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は46億5,800万円余であり、このうち翌年度に繰り越

すべき財源を除いた実質収支は24億8,300万円余の黒字となっております。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低いなど構造的な課題を抱えており、経常収支比率の悪化

等、引き続き厳しい状況にありますが、当局におかれては、財政の健全性に留意しながら、社会資本整

備のおくれた本県の現状を直視し、疲弊する地域経済への対策についても十分に配慮していただくよう

要望いたします。

次に、新みやざき創造戦略評価委員会のあり方についてであります。

この評価委員会は、新みやざき創造戦略の成果と進捗状況について評価を行うとともに、課題と今後

の方向性について意見を取りまとめることを目的として設置されたものであります。

このことについて委員より、「本県の重点施策の評価という重要な内容であるにもかかわらず、短時

間で審査が行われ、しかも当局の自己評価に対して評価を行う方式であることから、評価機能が不十分

と言わざるを得ない。今後、同様の評価を行う場合は、十分な審査時間を設け、しっかりとした評価を

行ってほしい」との要望がありました。

次に、県税の収入未済額の縮減についてであります。

平成19年度の県税の収入未済額は24億6,000万円余であり、税源移譲に伴う個人県民税の未済額の増

加など、依然として多額の未済額が発生しております。

このことについて当局より、「個人県民税については、徴収対策会議や徴収実務研修に加え、平成19

年度より新たに税務職員の併任人事交流制度を創設し、県税職員と市町村職員の派遣交流により、市町

村と一体となった徴収対策を実施している」との答弁がありました。

当局におかれては、現在の取り組みを推進するとともに、市町村と共同で徴収方法を研究するなど、

個人県民税を中心とした収入未済額の縮減に今後一層取り組むことを要望するものであります。

最後に、自主防災組織についてであります。

自主防災組織の組織率を高める取り組みについて、当局より、「公民館長などを対象とした自主防災

組織リーダー研修会を実施するとともに、防災士資格の取得支援にも力を入れているところである。あ

わせて、各市町村を訪問し組織率を向上させる積極的な取り組みについてもお願いしている」との答弁

がありました。これに対して委員より、「地域コミュニティーの崩壊が叫ばれる中で、自主防災組織

は、防災目的にとどまらず、地域の連携を強め活力を与える原動力にもなり得る。組織率向上の取り組
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みを今後一層推進してほしい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その２ 厚生分科会関係

御報告いたします。

当分科会の平成19年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、慎重に審査をいたしました

結果、賛成多数によりこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、妊婦健診についてであります。

少子化が急速に進む中、誰もが安心して子どもを生み、健やかに育てられる環境づくりは、施策の目

指すべき重要な基本方向の一つであります。

昨今、マスコミ等でも報じられる妊婦健診の未受診による飛び込み出産は、御本人にとって危険性の

高いものであります。一方、妊婦健診につきましては、市町村により公費負担となる健診回数や検査項

目にばらつきがある中、必ずしも妊婦への周知が徹底されていない実態があります。市町村へ妊娠の届

け出をすることにより、一定回数の受診券が交付されること等について制度周知を徹底し、女性が安心

して受診し出産に臨めるような体制づくりに、市町村としっかり連携しながら十分な配慮をしていただ

くことを要望いたします。

次に、母子寡婦福祉資金についてであります。

これは、母子及び寡婦福祉法に基づき、県が母子家庭、寡婦等に対して行う修学資金、生活資金等の

貸付事業であります。このことについて、委員より、長期に償還金を滞納しているケースについて質疑

があり、当局より、「修学資金としての借り入れが多いが、昨今の経済情勢もあり、返還が滞っている

ケースがある。母子自立支援員を中心に、関係機関と連携しながら、貸し付け時に本人初め連帯保証人

との面接を行う等、滞納の未然防止に努めるとともに、滞納者の生活実態等の把握を的確に行い、償還

意識の涵養を図りながら、夜間指導等を含めた地道な取り組みにより、自立支援に向けた働きかけを行

っている」との答弁がありました。当分科会といたしましては、より一層の償還促進の努力を行ってい

ただくとともに、厳しい経済環境のもとで、貸付金の効果的な活用についても積極的な取り組みを行っ

ていただくことを要望いたします。

次に、救急医療体制の整備充実についてであります。

県立宮崎病院・延岡病院におけるヘリポート建設の可能性を調査した「救命救急センターヘリポート

調査」について、委員より、「ドクターヘリの導入には、救急医の確保等、長期的な視点での体制整備

が必要であるが、患者の命を救うため、一刻を争う救急医療現場のニーズに対応すべく、一歩ずつでも

努力することが必要ではないか」との質疑があり、当局より、「救急医療体制を整備する上で、ドクタ

ーヘリは有用な手段である。ドクターヘリの導入にはさまざまな課題があるが、今後とも検討していき

たい」との答弁がありました。
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次に、健康づくりの施策推進についてであります。

当分科会といたしましては、高齢化により今後、老人医療費等の増加が懸念されることから、早期発

見による医療費の伸びの適正化の観点からも、生活習慣の改善に向けて県民意識の啓発を図るととも

に、がん検診や各種健康診査の受診率向上に、より一層取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、献血事業についてであります。

このことについて当局より、「200ミリ献血から400ミリ・成分献血へシフトすることで、献血者数は

減少しているが、献血量については、年間計画により適正在庫を確保しながら、医療機関からのオーダ

ーに適切に対応している」との説明がありました。しかし今後、少子高齢化に伴い、高齢者の輸血需要

の増加も予想されますので、「ヤング献血キャンペーン」等、献血離れが著しい若年層を中心とした効

果的な啓発活動を継続的に展開していくことを強く要望いたします。

次に、県立看護大学における学部卒業生の県内就職についてであります。

当大学につきましては、優秀な看護職者の輩出、研究成果の地域への普及など、本県の医療水準の向

上に一定の成果を上げていますが、今後とも、他の医療従事者養成機関との役割分担を明確にしなが

ら、県内における地域医療ニーズに対応できるような運営や、就職ガイダンス等による県内医療機関等

への就職に向けた取り組みをさらに進めていただくよう要望いたします。

次に、「不適正な事務処理」についてであります。

平成19年度の普通会計決算特別委員会の委員長報告において、執行部に対し、確認が困難であった消

耗品の適正額の検証や、部局を超えた肩代わりなどにおける不明額の縮小に向けて、監査委員や専門調

査機関による徹底した調査を行うことを求めたことを受けて、監査委員による監査が実施され監査報告

書が提出されました。

この報告書では、南那珂農林振興局から県立日南病院への肩代わりについては確認できない部分があ

りましたので、監査事務局に対し、監査の実施方法等、特に消耗品の確認作業について説明を求めまし

た。その中で、業者の会計帳簿から、品名・日付・金額等を確認したとの答弁がありました。

最後に、「主要施策の成果に関する報告書」についてであります。

今回の報告書から、政策評価の結果を４段階で記載する「施策の推進状況」がなくなりました。

これは、従来の分野別施策ごとの評価から、知事マニフェストをもとに政策課題ごとにまとめた56項

目の重点施策に政策評価の対象が変更されたことに伴い行われたものです。

決算審査における政策評価は、事業の成果等をチェックする重要な項目であります。当局が政策を継

続的に評価し、それを議会がチェックするためにも、報告書の作成や説明方法について検討することを

要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。
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当分科会所管の平成19年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、昨年５月に明らかとな

った「不適正な事務処理」に該当する事案が含まれることから、慎重かつ厳正な審査を行いました。

その結果、当局より、「県土整備部所管の平成19年度決算において、昨年６月の不適正な事務処理に

関する全庁調査の開始以前に、青焼き機のリース代、気圧高度計の備品購入の２件、合計５万1,303円

の「書き換え」があった」との説明がありました。

当局より、「２件とも公務に使用されたものであり、平成19年度中に科目更正を行い、決算上は整理

されている」との説明がありましたが、当分科会としましては、たとえ整合性のとれた決算となってい

るとしても、平成18年度決算不認定の原因となった不適正な事務処理と同様の行為が含まれている事実

の重みを考えれば、金額の多少は関係ないものであり、本案を認定することに賛成はなく、認定すべき

でないものと決定いたしました。

以上で当分科会の報告を終わります。

その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成19年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、慎重に審査をいたしま

した結果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

なお、認定すべきものとした結果について、一部の委員より、不適正な事務処理に関して「書き換え

で取得したものについて科目更正を行っているが、科目更正の本来の趣旨になじまないのではないか。

また、平成19年度に公金が民間に預けで残っていたことは問題である」との意見がありました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、林業の振興についてであります。

このことについて、委員より、「木材は、末端価格から逆算して林家への価格が決まるなど、自助努

力では打開できない状況である。平成19年度の決算を踏まえ、何に予算を投じれば効果があると考える

か」との質疑があり、当局より、「生産から流通、加工などのコストを下げることにより、森林所有者

に還元していく必要がある。そのため、平成19年度から大型製材工場の整備や素材生産、流通、加工コ

スト削減などの新生産システムに取り組んでいる」との答弁がありました。

また、別の委員より、「林家が豊かにならなければ、再造林への意欲向上や後継者育成につながらな

いことから、林家所得の推移などを把握するとともに、事業の成果が最終的には林家所得の還元につな

がるよう努めていただきたい」との要望がありました。

次に、国営かんがい排水事業都城盆地地区関連の県営事業についてであります。

このことについて、委員より、「国営事業に比べ関連する県営事業がおくれている理由は何か」との

質疑があり、当局より、「国営事業が完了しないと末端部分へ水が来ないことから、事業実施の機運が

高まりにくい状況がある。一方、新規の事業地区は近年ふえており、厳しい財政状況ではあるが、予算

の重点配分等を通じ、事業の推進に最大限努めていきたい」との答弁がありました。

さらに委員より、「かんがい事業の本来の目的を果たすことができるよう、県営事業の進捗率向上に
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努めていただきたい」との要望がありました。

最後に、不適正な事務処理についてであります。

当分科会所管では、農政水産部において、昨年の全庁調査で判明した不適正な事務処理のうち、平

成19年度決算に係るものとして、スチール棚、パソコンソフト、ウエットスーツの計３件の備品購入、

合計15万8,580円の「書き換え」があり、当局からは、「公務に使用したものであり、平成19年度中に

科目更正を済ませ、決算上は整理されている」との説明がありました。

このことについて、委員より、「これは裏金が発覚した後に購入したものではないのか。部として周

知徹底していなかったのか」との質疑があり、当局より、「昨年５月17日に不適正な事務処理が公表さ

れ、同日、庁内調査委員会が設置された。部としては、この時点で不適正な事務処理の実態を把握し、

翌日周知を図った。購入した備品については、それ以前に発注されたものであり、納品が５月17日とな

ったものである」との説明がありました。

当分科会といたしましては、不適正な事務処理が公表される前である平成19年度当初における部内の

チェック体制が不十分であったことについては猛省を促すところであり、また、再発防止のための新た

な物品調達システムが最大限の効果を発揮するよう、今後も十分な検証を行うよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成19年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、慎重に審査をいたしま

した結果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、万引き防止モデル店の指定についてであります。

当局より、「モデル店が先導役となり、県内全体で万引き防止に対する機運が醸成されることを目標

として、万引き防止のための設備投資や意識づくりが図られるよう取り組んでいる」との説明がありま

した。このことについて委員より、「万引き等が重大な犯罪にエスカレートしていくことも考えられ

る。若年層に対して徹底的に指導していく必要があるのではないか」との質疑があり、当局より、「万

引き等の初発型非行については、スクールサポーターによる学校・保護者に対する助言指導や、非行防

止教室を開催するなど、少年の健全育成に努めている」との答弁がありました。このことについて委員

より、「今後とも、教育委員会等とも連携しながら、万引き防止などの非行防止対策を推進していくよ

う努めてほしい」との要望がありました。

次に、女性によるふるさと家庭教育サポート推進事業についてであります。

委員より、「家庭での子供への教育は非常に大切なことである。この事業の中の親学出前講座におい

ては、どういう取り組みを行っているのか」との質疑があり、当局より、「全市町村において、乳幼児

健診等で親が集まる機会を利用し、地域婦人連絡協議会を中心とした女性団体が、子育てに対する基本
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的な考え方についての講座などを行っている」との答弁がありました。このことについて委員より、

「非常によい取り組みであるので、今後も家庭教育に対する支援を拡充させてほしい」との要望があり

ました。

最後に、全国スポーツ・レクリエーション祭開催準備事業についてであります。

委員より、「本祭典は、本県の基幹産業である観光と食を広くＰＲする絶好の機会でもあり、それに

伴う経済効果も大いに期待できる。開催に向けての準備はどのように行われているのか」との質疑があ

り、当局より、「観光・農政サイドとも連携をとりながら、観光・特産品などを紹介する特別行事等に

おいて十分にＰＲしていくよう準備を進めている」との答弁がありました。このことについて委員よ

り、「本祭典が宮崎県の魅力を大いにアピールできる場となるよう、今後も関係部局と一体となって準

備を進めてほしい」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） 12月17日・可 決

〃 第２号 平成20年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第５号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第６号 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例 〃

〃 第７号 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第８号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第９号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第10号 平成19年度決算の認定について 12月17日・不 認 定

〃 第11号 工事請負契約の締結について 12月17日・可 決

〃 第12号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第13号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第14号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第15号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第16号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第17号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第18号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第19号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第20号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第21号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第22号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第23号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第24号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第25号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第26号 公の施設の指定管理者の指定について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第27号 公の施設の指定管理者の指定について 12月17日・可 決

〃 第28号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第29号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第30号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第31号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第32号 当せん金付証票の発売について 〃

〃 第33号 収用委員会委員の任命の同意について 12月10日・同 意

〃 第34号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第35号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第36号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 12月17日・可 決

〃 第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 〃

知事提出議案第11号 平成19年度宮崎県電気事業会計決算の認定について 12月17日・認 定

（９月定例会上程）

〃 第12号 平成19年度宮崎県工業用水道事業会計決算の認定に 〃

（９月定例会上程） ついて

〃 第13号 平成19年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定につ 〃

（９月定例会上程） いて

〃 第14号 平成19年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 〃

（９月定例会上程） て

議員発議案 第１号 普通会計決算特別委員会の設置について 11月25日・可 決

〃 第２号 地方分権改革の推進を求める意見書 12月17日・可 決

〃 第３号 緊急経済対策(生活対策)の早期実現を求める意見書 〃

〃 第４号 社会保障関係費の確保を求める意見書 〃

〃 第５号 正規･非正規労働者と新卒者の雇用･就業対策の強化 〃

を求める意見書

〃 第６号 食の安全確保を求める意見書 〃

〃 第７号 教育の充実を求める意見書 〃

〃 第８号 第５回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派 〃

遣
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

〃 第９号 地域医療を担う公立病院の存続支援を求める意見書 12月17日・可 決

〃 第10号 社会保障の拡充により保険者の育成･強化を行い国 〃

民皆保険制度の維持を求める意見書

〃 第11号 障害者権利条約早期批准を求める意見書 〃

〃 第12号 道路整備財源の確保に関する意見書 〃

〃 第13号 雇用確保に関する緊急決議 〃



意見書、決議文、その他
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普通会計決算特別委員会の設置について

１ 名 称 普通会計決算特別委員会

２ 目 的 議案第１０号「平成１９年度決算の認定について」の審査

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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地方分権改革の推進を求める意見書

地方分権改革推進委員会は、行政の効率化や二重行政の問題を解消する観

点から、国の出先機関の見直しに関する中間報告をとりまとめ、各府省に仕

分けについての見解を求めたところ、各府省はそのほとんどを引き続き国の

出先機関で処理せざるを得ないと回答した。

しかしながら、地方整備局での道路財源の無駄遣いや地方農政局における

事故米等のずさんな管理など、その存在意義が国民の理解を得られないもの

となっている。

そのような中、先日第２次勧告がなされ、「地方振興局」「地方工務局」

を創設するとともに、地方整備局など９機関を廃止し、出先機関の職員約３

万５千人の削減を目指すとされたところであるが、出先機関の事務・権限を

大幅に縮小し、地方に権限を移譲することがなされない限り、地方分権改革

は進まない。

よって、国においては、強力な政治的リーダーシップにより、国の出先機

関の廃止等を始め、財源等と一体的な大幅な権限移譲を行う地方分権改革を

着実に推進するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

法 務 大 臣 森 英 介 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様

経 済 産 業 大 臣 二 階 俊 博 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 一 義 様
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緊急経済対策（生活対策）の早期実現を求める意見書

米国のサブプライム問題に端を発した金融危機は、１００年に一度の危機

であると言われており、世界的な株価の大幅な下落、急激な円高により、

我が国の実体経済はもとより、国民生活にも深刻な影響を及ぼし始めている。

特に、本県は中小零細企業が多く、今回の金融不安や景気後退により、

今後さらに経営や資金繰りの悪化などで倒産に追い込まれる恐れも生じてお

り、本県経済に多大な影響を与えることが懸念される。

そのような中、生活支援や雇用保険料引き下げなどの家計緊急支援対策、

フリーターなどの積極雇用支援を始めとする雇用セーフティネット強化対

策、消費者庁の創設などの生活安全確保対策、金融安定化と中小・小規模企

業対策を中心とする金融・経済対策、さらには地域活性化対策を柱とする、

緊急経済対策いわゆる生活対策がとりまとめられたところである。

よって、国会並びに政府においては、経済対策を最優先課題と認識し､

国民の生活と日本経済を守るため、この生活対策を一刻も早く実現・実行す

るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様

農 林 水 産 大 臣 石 破 茂 様

経 済 産 業 大 臣 二 階 俊 博 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 一 義 様

内閣府特命担当大臣
与謝野 馨 様

(経済財政政策)
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社会保障関係費の確保を求める意見書

我が国の社会保障制度は、公的年金、医療・介護保険、子育て支援、生活保護

など、国民の生活を支える最も重要な社会基盤である。

しかしながら、社会保障費は、「骨太の方針２００６」において平成２３年度

までの５年間に自然増を１兆１，０００億円抑制する方針が示されており、平成

２１年度予算の概算要求においても、２，２００億円の削減を図ることとされて

いる。

平成１４年から平成２０年までの７年間にわたる社会保障費の削減により、医

師不足や介護分野における恒常的な人材不足など、医療や介護現場の疲弊が全国

に拡大しており、社会保障制度に重大な影響を与えている状況である。

今後、少子高齢化の進展、医療・介護サービス提供体制の劣化等、社会保障が

直面する様々な課題に対応していくためには、その財源となる社会保障費の確保

が必要不可欠である。

よって、国においては、国民誰もが安心して生活できる社会を実現するため、

社会保障費の自然増を毎年２，２００億円削減する方針を見直し、適正な社会保

障関係費の確保に努められるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様



- 395 -

正規・非正規労働者と新卒者の雇用・就業対策の強化を求める意見書

サブプライム問題に端を発した１００年に一度といわれる世界規模の金融危機

の影響により、我が国の経済は、すでに後退局面に入っており、全国的に雇用情

勢が悪化している状況である。特に、中小企業は、資金繰りの厳しさが増すなど、

一層厳しい経営を強いられており、これから資金需要が高まる年末に向けて強い

危機感を抱いている状況である。

現在、我が国の労働者は、派遣・パート・契約社員など非正規労働者が約３割

を占めているが、雇用情勢の悪化により、非正規労働者等の雇い止め・解雇など

が連日報道されている。また、新卒者の採用内定取り消し等の深刻な問題も生じ

ている。

このような中、国では、非正規労働者の支援対策、新卒者の採用内定取り消し

対策等について、検討されているところである。

よって、国においては、正規・非正規労働者の雇用はもとより、非正規労働者

の正規雇用への転換促進等を推進する施策を強化するとともに、新卒者へも配慮

した雇用・就業対策を早急に実施し、安定的な雇用の確保に取り組むよう強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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食の安全確保を求める意見書

近年、食品の安全・表示に関する悪質な偽装や有害物質の混入、事故米問題な

ど、「食の安全」を根底からゆるがす事件や事故が多発している。

特に事故米問題では、農林水産省は、その責任を果たさなかっただけでなく被

害を拡大させた責任は重大であり、国民の不信、怒りは極めて大きいものがある。

現在、農林水産省は、業務・組織の見直しを行うための取組を進めているところ

であるが、同様の事態を二度と起こさないよう猛省し、改革を進めるべきである。

また、近年相次いでいる消費者問題はいずれも深刻な様相を呈しており、「消

費者行政推進会議取りまとめ」（平成２０年６月１３日）によれば、縦割り行政

の欠陥がその大きな要因として明らかになっている。こうした縦割り行政の弊害

を排除し、消費者の視点に立った行政への転換を図るべきである。

よって、国におかれては、食の安全の確保を図ることはもとより、内閣府の下

に消費者庁を早期に創設し、一元的な消費者行政を推進するよう下記事項につい

て強く要望する。

記

１ 農作業の工程管理や農場から食卓に至る衛生管理の普及・促進を図り、食品

の安全性を高めるとともに、トレーサビリティーシステムの確立により食品の

流通を一層明確にすること。

２ 輸入食品の安全に関する情報提供を迅速かつ適切に行うとともに、監視、検

査体制の強化・拡充を図ること。

３ 政策全般にわたり消費者の観点から監視し、強力な権限を有する消費者庁を

設置するための関連諸法を制定すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

農 林 水 産 大 臣 石 破 茂 様
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教育の充実を求める意見書

教育の格差是正、学習習慣の定着や基礎学力の向上等を図るためには、とく

に小中学校において、教師の研修制度を充実し、指導力を高めるとともに、生

徒一人あたりの教員数を拡充し、個々に応じたきめ細やかな指導を行うことが

重要である。現在、地方自治体それぞれの努力によって、全国的に少人数学級

編制が実施されているものの、日本の平均学級規模は初等教育段階で２８．４

人、前期中等教育段階で３３．５人となっており、諸外国の平均学級規模に比

べると十分とは言えない。また、学校教育は教師の能力に負うところが大きく、

質の高い人材が求められる。

よって、国においては、学校現場において、優秀な人材を確保するとともに、

すべての児童・生徒に行き届いた教育を実現するため、児童・生徒の自然減に

見合う数以上に教師を減らすことなどを定めた「行政改革推進法」の規定を見

直すことなどによって教員数を拡充し、ＯＥＣＤ加盟国平均並みの学級規模と

するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

文 部 科 学 大 臣 塩 谷 立 様
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議員の派遣

第５回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 議会の政策立案機能の充実強化に向けた取組みや地域経済の

発展のための方策などについての意見交換

２ 派遣場所 鹿児島市

３ 期 間 平成２１年１月２６日（月）から

平成２１年１月２７日（火）まで

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１２名以内
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地域医療を担う公立病院の存続支援を求める意見書

少子高齢化や過疎化が進む地方においては、医療資源が乏しい中、不採算部
門であるにもかかわらず、永年にわたって公立の病院・診療所が地域の医療を
担い、地方に暮らす国民の生命と健康を守ってきた。
しかし、平成１６年度の新臨床研修制度の導入によって、それまで頼りとし
てきた大学病院の医師派遣機能が低下し、極端な医師不足となって地方の中核
的な公立病院の経営を直撃し、廃院に追い込まれる事態も生じている。
このため、総務省においては、平成１９年１２月に「公立病院改革ガイドラ
イン」を策定し、すべての公立病院に平成２０年度中の「改革プラン」作成を
求めているが、経営の効率化を主眼とする対症療法的な対策だけでは、真に必
要とされる「安心・安全な医療」を安定的に確保していくことは難しい。そこ
で、不足する医師をはじめ看護師や薬剤師等医療従事者の十分な数と質を確保
するとともに、その偏在を是正するための抜本的な国策の実行と、公立病院の
存続に努力する地方自治体への支援の実施が強く望まれるところである。
７月２９日、政府は社会保障の機能強化のための緊急対策「５つの安心プラ
ン」を取りまとめ、医師養成数を過去最大程度まで増員させるための具体的な
方策や救急・産科・小児科医療の確保のための医師への直接的な財政支援など
を検討するとともに、今年度中に新しい医師養成のあり方を検討すると報告さ
れたが、国におかれては、その着実な実現を図るとともに、次の事項について
特段の措置を講じられるよう強く要望する。

記

１ 病院・診療所の管理者となる要件に医師不足地域における一定期間の診療
経験を付加するなど、医師のへき地等勤務促進策を実施すること。

２ 研修医を各都道府県に満遍なく配置するための、新臨床研修制度の見直し
における定員調整の仕組みを創設すること。

３ 不採算部門への診療報酬面での支援を行うこと。

４ 公立病院支援のための行政需要を的確に地方交付税算定に反映すること。

５ 女性医師をはじめとする勤務医や看護職員等の勤務環境・労働条件の改善
に向けた積極的な対策を実施すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様
財 務 大 臣 中 川 昭 一 様
厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
文 部 科 学 大 臣 塩 谷 立 様



- 400 -

社会保障の拡充により保険者の育成・強化を行い国民皆保険制度

の維持を求める意見書

高齢化社会を迎え、医療費の増大が喫緊の課題となる今日であるが、ＧＤＰ

に占める総医療費の割合は、日本が 8.0 ％と低く、逆に国民皆保険制度を持た

ないアメリカでは、先進国の中でも高齢化の割合が低いにもかかわらず、ＧＤＰに

占める総医療費の割合は先進７カ国中最も高い 15.3 ％となっている。また、

医療費の増加は、人口増減・高齢化のほか、医療の高度化等の自然増などがそ

の主因である。

そのような中、世界から賞賛される我が国の国民皆保険制度は、それぞれの

就労状況に合わせて作り上げてきた現在の保険者機能、健保組合・船員保険・

協会けんぽ・共済組合・国保組合・市町村国保などが、各保険者ともその加入

者に合わせた独自性を発揮するとともに、相互に各保険者を支えあい 47 年間

に渡る日本の皆保険制度を守っている。

よって、国におかれては、次の措置を講じるよう強く要望する。

記

１ 国民が今後も安心した医療を受けられるよう、現行の保険者制度を堅持・

強化していくこと。

２ 社会保障費における国の負担を減らさないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 中 川 昭 一 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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障害者権利条約早期批准を求める意見書

2001 年 12 月、第 56 回国連総会において、障害者の権利と尊厳の推進と保護

に関する包括的かつ全面的な国際条約に関する決議が採択された。その後、８

回に及ぶ国連障害者の権利条約特別委員会が開催され、2006 年 12 月 13 日、日

本国も署名した「障害者権利条約」が国際連合総会で可決された。その後、世

界の 20 カ国以上がこの条約を批准したことで、2008 年５月３日に効力を持つ

ことになった。

同条約では、固有の尊厳、個人の自律及び自立の尊重、非差別、社会への完

全かつ効果的な参加及びインクルージョン、差異の尊重並びに人間の多様性・

人間性の一部として障がいのある人の受容、機会の平等、アクセシビリティ、

男女平等、障がいのある子どもの発達途上の能力の尊重及びアイデンティティ

を保持する権利の尊重を一般的原則として定め、障がいのある方すべての人権

や基本的自由を完全かつ平等に享有できるよう社会環境を整えることなどが求

められており、国際社会全体として障がいのある方々に対する差別をなくすこ

とによる真の平等社会の実現が期待される意義深いものである。

よって、国においては、この条約の趣旨を尊重した国内法に関する必要な措

置をできる限り速やかに行い、本条約を早期に批准するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

法 務 大 臣 森 英 介 様

外 務 大 臣 中曽根 弘 文 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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道路整備財源の確保に関する意見書

道路は住民にとって、生活を支え、命の基盤となる重要な社会資本である。
公共交通機関の利便性が低く、自動車に頼らざるを得ない本県にとって、

地域間を連絡する幹線道路や防災・救急医療・通勤・通学等のための生活道
路の整備が著しく立ち遅れていることは、様々な面で県民生活における大き
な支障となっている。
そもそも、東九州自動車道をはじめとする高速道路ネットワークの整備は、

教育・福祉・医療などと同様に国が保障すべき基礎的サービスであると同時
に、全国の主要な地域をつなげ、地域間格差をなくすための基礎的インフラ
であることから、公平性を確保する上でも、国土政策として国の責任におい
て早期に整備を完了させるべきものである。
このような中、国においては、５月に閣議決定した「道路特定財源等に関

する基本方針」を受けて、道路特定財源の一般財源化の議論を進めてきたと
ころであるが、地方道路整備臨時交付金にかわって、新たに創設する交付金
の財源については、「これまで道路特定財源が充てられていた道路整備費等
の見直しにより財源を捻出する」こととされており、直轄事業や補助事業へ
の影響を考慮すると、本県の今後の道路整備への影響が懸念される。
よって国におかれては、本県のような著しく遅れている地方の道路整備が

着実に行われるための財源を十分確保されるよう、次の措置を講じられるこ
とを強く要望する。

１．国土の骨格を形成する東九州自動車道、九州横断自動車道延岡線などの
高速道路ネットワークは、国家戦略として国の責任において優先的に取
り組むこと。

２．道路整備財源については、地方の道路整備が着実に促進されるよう十分
確保するとともに、道路整備のニーズが高いところへ重点的に配分され
る仕組みとすること。

３．新たな交付金を創設するために確保する一兆円は、直轄事業や補助事業
の枠を減らすことなく、これら以外から確保すること。

４．地方における財政的な負担を軽減するため、今年度創設された地方道路
整備臨時貸付金制度を継続・拡充すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様
総 務 大 臣 鳩 山 夫 様
財 務 大 臣 中 川 昭 一 様
国 土 交 通 大 臣 金 子 一 義 様
内閣府特命担当大臣

与謝野 馨 様
(経済財政政策 )
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雇用確保に関する緊急決議

米国発の金融危機は、グローバル化した経済の中で、瞬く間に世界的な同

時不況の様相となっており、今や１００年に１度とまで言われている状況で

ある。

このような中、１１月２５日現在の厚生労働省の調査によると、国内にお

いて約３万人、県内においても５７８人の大量の派遣労働者等の非正規労働

者が来年３月までに雇い止めとなる状況となっている。

これは、県内においては、派遣労働者が多いと思われる５０社についての

みの数字であり、今回の調査結果に含まれていない中小企業やあるいはパー

ト、臨時雇用などの雇用者を考慮すると、実態はさらに深刻な状況であるこ

とは明白である。

このほか新規学校卒業者の内定取り消しも、現在３名確認されており、社

会人として新たなスタートに希望と夢を抱いていた学生やその家族にとっ

て、計り知れない打撃と失望を与えるものである。

さらに、本年１月から１１月末までの県内企業の倒産件数は９７件、その

従業者数は１，７７６人となっており、県内の雇用情勢は、昨年に引き続き

危機的な状態となっている。

よって、県当局においては、このような非常に逼迫した雇用問題の実態把

握に努め、労働者の雇用調整や内定取り消し、中小企業等の倒産などを防止

し、一人でも多くの県民が救われるようあらゆる手だてや対策を講じるよう、

強く訴えるものである。

以上、決議する。

平成２０年１２月１７日

宮 崎 県 議 会
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（外山 衛、松田両議員）

議会運営委員長審査結果報告

11月19日 水 本 会 議 会期決定

議案第１号～第32号上程

知事提案理由説明

特別委員会

11月20日 木
（議案調査）

11月21日 金
休 会

11月22日 土

11月23日 日

11月24日 月

総括質疑（自由民主党・萩原耕三議員、

社会民主党宮崎県議団・太田清海議員、

愛みやざき・武井俊輔議員、

民主党宮崎県議団・権藤梅義議員、

公明党宮崎県議団・河野哲也議員、

11月25日 火 本 会 議 日本共産党宮崎県議会議員団・前屋敷恵美議員、

無所属の会・川添博議員）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号上程、採決（可決）

議案第10号普通会計決算特別委員会付託

議長の報告（普通会計決算特別委員会正副委員長互選結果）

11月26日 水

11月27日 木 休 会 普通会計決算特別委員会（分科会）

11月28日 金

11月29日 土

11月30日 日

12月１日 月 (議案調査・議事整理）

12月２日 火 休 会 普通会計決算特別委員会

12月３日 水 (議案調査）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議案第33号～第37号追加上程

12月４日 木
本 会 議

知事提案理由説明

一般質問（福田、髙橋、押川、徳重各議員）

12月５日 金 一般質問（田口、新見、前屋敷、西村各議員）

12月６日 土

12月７日 日

12月８日 月 一般質問(濵砂､長友、中野一則、松村各議員)

12月９日 火 一般質問(十屋､黒木正一、図師、山下各議員)

本 会 議 一般質問（太田、野辺、満行、中村各議員）

12月10日 水 採決(議案第33号～第35号）（同意）

議案・請願委員会付託

12月11日 木
休 会 常任委員会

12月12日 金

12月13日 土

12月14日 日

12月15日 月 特別委員会

12月16日 火
特別委員会

(議事整理)

常任委員長及び普通会計決算特別委員長審査結果報告

討論（議案第６号及び第10号に反対）（太田議員）

討論（議案第５号に反対）（西村議員）

討論（議案第４号、第５号及び第37号に反対、請願第５号及

び第11号の継続審査並びに請願第６号の不採択に反対）（前

屋敷議員）

12月17日 水 本 会 議 採決（９月定例会上程議案第11号～第14号）（認定）

採決（議案第４号及び第37号）（可決）

採決（議案第５号）（可決）

採決（議案第６号）（可決）

採決（議案第１号～第３号、第７号～第９号、第11号～第32

号及び第36号）（可決）

採決（議案第10号）（不認定）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（請願１件）（不採択）

採決（請願６件）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

産業活性化・雇用対策特別委員長中間報告

12月17日 水 本 会 議 議員発議案送付の通知

議員発議案第２号～第13号追加上程

討論（議員発議案第２号に反対）（前屋敷議員）

採決（議員発議案第２号）（可決）

採決（議員発議案第３号～第13号）（可決）

選挙管理委員及び同補充員の選挙

知事発言

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 坂 口 博 美

宮 崎 県 議 会 副 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 議 員 外 山 衛

宮 崎 県 議 会 議 員 松 田 勝 則


